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1　核燃料物質等の運搬

　　○陸上輸送一工場又は事業所の内，外

　　○海上輸送

　　○航空輸送

H　放射性同位元素等の運搬

　　○陸上輸送一工場又は事業所の内，外

　　○海上輸送

　　○航空輸送

m　関連法令及び定義等

○薬事法（抄）

○放射性医薬品製造

○原子力基本法等
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わ
が
臨
の
原
子
力
開
発
利
用
は
、
三
十
年
を
経
た
今
日
、
原
子
力
発
電
を
は
じ
め
、
医
療
、
工
業
、
農
業
利
用
等

の
分
野
に
広
く
普
及
し
て
き
ま
し
た
。
こ
れ
ら
原
子
力
開
発
利
用
が
増
大
す
る
に
つ
れ
、
核
燃
料
及
び
ラ
ジ
オ
・
ア

イ
ソ
ト
ー
プ
（
R
I
）
等
の
放
射
性
物
質
の
輸
送
は
、
量
の
増
加
と
広
域
化
致
し
て
お
り
ま
す
が
、
昭
和
六
十
三
年

五
月
の
放
射
線
障
害
防
止
等
に
よ
る
単
位
の
改
正
及
び
同
六
十
三
年
十
一
月
の
核
物
質
防
護
条
約
の
と
り
入
れ
他
各

省
庁
局
長
通
達
等
に
よ
り
、
輪
送
の
安
全
規
制
が
｝
層
充
実
強
化
さ
れ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　
当
会
議
で
は
、
こ
の
機
会
に
、
運
輸
省
運
輸
政
策
局
技
術
安
全
課
、
科
学
技
術
庁
原
子
力
安
全
局
核
燃
料
規
制
課
、

核
燃
料
物
質
輸
送
対
策
室
、
同
局
放
射
線
安
全
課
、
警
察
庁
保
安
部
保
安
課
、
警
備
局
警
備
課
の
編
集
協
力
と
監
修

を
経
て
、
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
の
安
全
規
制
に
関
す
る
法
律
、
政
令
、
規
制
、
告
示
、
各
省
庁
局
長
通
達
、
内
規
集
、

技
術
規
準
等
を
網
羅
し
た
本
書
を
改
訂
発
行
し
、
輸
送
の
実
務
に
携
わ
る
方
々
の
み
な
ら
ず
広
く
関
係
者
の
便
宜
に

供
す
る
こ
と
と
な
り
ま
し
た
。

　
わ
が
圏
の
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
に
関
し
て
は
、
今
後
と
も
増
大
す
る
こ
と
が
見
込
ま
れ
る
も
の
で
あ
り
、
放
射

性
物
質
等
の
輸
送
が
円
滑
か
つ
安
全
に
行
わ
れ
る
上
で
、
本
書
が
一
助
と
な
れ
ば
幸
甚
で
あ
り
ま
す
。

平
成
元
年
四
月

日
本
原
子
力
産
業
会
議
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別
詑
第
十
七
　
核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
更
新
申
請
害
…
・
…
：
…
…
…
・
…
：
…
…

　
　
。
別
記
第
ナ
八
　
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
承
認
申
請
書
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…

　
　
・
別
記
第
十
九
　
核
燃
料
輸
送
物
設
計
承
認
英
文
証
明
願
…
…
…
：
…
：
…
・
・
：
…
…
…
：
…
…
・
；
：

　
　
・
別
記
第
二
十
　
核
燃
料
輸
送
物
確
認
届
　
…
…
…
：
：
…
：
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
：
・

　
　
・
別
記
第
二
十
…
　
輸
送
容
器
届
　
…
…
…
…

　
　
・
別
記
第
二
十
二
　
輸
送
容
雛
使
規
廃
止
属
　
…
…
…
：
…
…
：
・
…
…
…
：
…
…
…
・
：
：
…
…
：
・
：

　
　
・
別
記
第
二
十
三
　
核
燃
料
輸
送
物
設
計
履

　
　
・
別
記
第
二
十
四
　
核
燃
料
輸
送
物
設
計
変
更
届
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
；
…
…
・
…
…
・

　
　
・
別
記
第
二
十
預
　
特
別
形
核
燃
料
物
質
等
設
計
麗
　
…
…
…
…
：
…
：
・
：
…
…
…
：
…
：
・
…
・

　
　
・
別
表
　
輸
送
容
器
検
査
要
項
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
：
：
…
…
－

○
核
燃
料
物
質
等
輸
送
物
設
計
承
認
申
請
書
記
載
要
綱
（
原
子
力
安
全
局
核
燃
料
規
髄
課
内
面
繋
）
…

　
イ
嘉
早
　
輸
送
物
の
説
明

　
　
ロ
一
二
　
輪
…
二
物
の
安
全
㎞
解
析

　
　
表
一
一
　
総
理
府
令
及
び
科
学
技
術
庁
告
示
に
定
め
る
技
術
基
準
へ
の
適
合
性
の
評
価

　
　
ハ
章
　
輸
送
容
器
の
製
作
　
：
…
・
：
：
：
…
…
：
・
…
…
：
：
：
…
・
：
…
：
…
・
：
：
：
…
：
．

　
　
二
章
　
輸
送
物
の
取
扱
い
方
法
及
び
保
守
条
件
　
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
・

　
　
ホ
章
　
安
全
設
計
、
安
全
輸
送
に
関
す
る
特
記
事
項
　
…
…
：
：
…
…
…
・
・
…
…
…
：
：
…
…
・
・

　
　
へ
漁
早
　
申
姐
粥
勲
凹
二
重
式
　
・
：
：
・
：
・
：
・
：
：
：
・
：
：
・
：
・
：
・
：
・
：
：
：
：
：
・
；
：
・
：
：
・
：
：
・
：
：
：
：
・
：
：
：
・
：

○
原
子
炉
の
設
鴛
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
等
の
規
定
に
墓
づ
き
、
許
容
被
曝
線
溶
等
を
定
め
る
告
示

○
指
定
検
査
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：

　
　
・
繕
陣
式
鱗
卿
＝
一
　
（
第
一
一
十
山
ハ
二
二
囲
係
）
　
運
搬
物
確
靭
㎜
軸
輯
果
報
熊
口
壼
田
・
：
・
：
・
：
：
・
：
：
：
：
・
・
：
：
・
：
：
・

も
　
　
く
　
　
じ

（
抄
）
…
…
…
：

　
　
…
…
二
五

・
：
：
：
：
：
一
～
七

　
　
　
…
二
八

　
　
…
…
二
九

：
…
…
…
｝
呂

…
…
…
：
ご
二

…
…
…
－
三
三

…
…
…
：
＝
源

…
：
…
…
　
二
五

　
　
：
・
：
　
二
七

・
：
：
：
・
：
一
二
八

　
：
：
・
：
：
＝
｝
九

　
…
…
…
；
三

：
．
：
、
：
：
“
ご
瓢
七

　
…
…
…
ご
毛

　
…
：
：
：
颪
九

　
’
：
●
：
．
：
…
五
〇

　
…
…
…
嘉
四

　
：
：
＝
…
顎
六

．
；
…
二
．
蓋
六

　
：
：
：
：
∴
五
八

　
…
－
…
一
六
三

…
…
：
÷
ハ
三



も
　
　
く
　
　
じ

　
・
様
式
第
四
（
第
二
十
八
条
関
係
）
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
六

　
　
十
八
条
の
一
一
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
身
分
立
明
書
…
・
：
：
：
：
…
…
：
…
・
：
…
：
：
：
…
…
…
…
…
ご
ハ
四

〇
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、
指
定
運
搬
物
確
認
機

　
関
を
指
定
し
た
件
…
…
…
…
：
：

○
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
羅

・
第
一
号
様
式

・
第
二
号
様
式

。
第
三
号
様
式

。
第
四
号
様
式

。
第
五
号
様
式

・
第
六
号
様
式

○
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令
　
…
…
…
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
・
－
…
…

　
・
別
記
様
式
（
第
十
八
条
関
係
）
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
身
分
証
明
書
　
…
…
：
　
　
　
；
…
：
…
：
…
：
：
…

○
核
燃
料
物
質
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
鋼

○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
す
る
職
員

　
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令
　
…
…
…
…
…
…
；
・
…
　
…
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
…
…
・
…
・

○
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
－
：

　
　
　
　
　
：
…
…
…
…
…
…
．
…
：
…
…
…
…
…
■
：
…
…
…
…
…
…
．
：
…
…
…
…
…
…
．
…
…
…
…
：
…
…
…
…
…
－
…
・
…
：
二
六
五

　
　
　
　
　
　
　
〔
運
輸
省
関
係
〕
　
…
…
…
…
…
－
…
・
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
…
・
…
－
…
ニ
ハ
六

（
第
九
条
、
第
十
八
条
関
係
）
第
一
類
白
標
識
　
…
…
…
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
　
七
六

（
第
九
条
、
第
十
八
条
関
係
）
第
二
二
二
標
識
　
…
…
…
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
葛
七

（
第
九
条
、
第
十
八
条
、
第
十
九
条
蘭
係
）
第
三
類
黄
標
識
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
：
…
…
…
：
…
：
・
：
・
：
…
薯
八

（
第
九
二
二
孫
）
三
葉
マ
ー
ク
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
：
…
…
…
…
：
：
・
・
…
・
二
七
九

（軸

�
繽
�
A
第
十
八
条
関
係
）
　
コ
ン
テ
ナ
顯
陣
識
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
：
：
：
：
：
・
：
・
：
・
：
：
：
：
｝
八
O

（
第
十
二
条
関
係
）
軍
海
標
識
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
：
…
…
…
…
…
・
…
…
ふ
凸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
：
・
…
…
：
「
…
－
一
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
：
●
：
：
幽
：
・
：
・
：
・
：
、
：
：
・
一
八
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
：
：
：
：
：
・
：
・
：
・
：
：
：
：
｝
八
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
剛
猛
の
制
定
等
に
つ
い
て
　
…
…
：
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
達
一
そ
の
一
）
…

○
「
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
の
施
行
に

　
伴
う
関
係
政
省
令
の
改
蕉
等
に
つ
い
て
（
運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
。
自
動
車
局
長
通
達
…
そ
の
二
）
…
：

○
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
及
び
猛
威
姓
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領

　
に
つ
い
て
（
運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
達
i
そ
の
三
）
…
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…

　
・
別
添
一
　
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
　
…
…
…
…
：
：
：
：
・
…
…
…
…
…
：
－
：

　
　
：
：
…
：
一
九
〇

　
　
　
・
：
・
：
・
一
七
五

：
：
：
　
：
：
：
・
：
二
九
二

：
：
　
　
：
・
：
一
九
孤

・
：
：
：
・
：
：
：
：
：
：
｝
九
七

：
：
：
：
：
：
　
・
：
・
　
九
七



　
。
別
表
第
一
　
運
綴
計
画
三
等
記
載
事
項
等
　
　
　
　
：
…
：
…
…
…

　
・
別
表
籠
〃
二
　
指
定
由
二
二
書
の
記
載
壌
項
等
　
　
　
　
　
　
…
；
：
・
：
：
：
：
：

　
・
別
表
第
三
　
申
請
先
　
　
…
…
…
…
：
…
…
　
…
…
…

　
・
第
一
号
様
式
（
確
認
申
請
書
）
…
…
…
…
…
：
…
・
・

　
。
第
二
号
様
式
（
指
定
申
請
霞
）
…
…
…
…
…
：
・
…

　
。
二
三
号
様
式
（
承
認
申
講
書
）
…
…
…
…
　
：
：
…

○
「
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
正
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
」
の
施
行
に

　
伴
う
関
係
省
令
の
制
定
等
に
つ
い
て
（
運
輸
省
大
臣
官
房
国
有
鉄
．
道
再
建
総
括
審
議
窟
。
貨
物
流
通
局
長
通

　
達
…
そ
の
四
）
　
…
・
：
…
…
…
：

　
・
別
添
　
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令
第
三
条
の
積
載
方
法
承
認
の
申

　
　
三
等
の
実
施
｝
細
目
　
：
…
：
：
…
…
…
：
：
：

　
・
別
表
第
一
　
申
請
書
の
記
載
事
項
等

　
・
別
表
第
二
　
添
，
付
言
日
一
類
の
p
記
載
要
領
等

　
。
別
表
第
｝
二
　
申
講
先
　
　
：
…
；
・
・

　
。
別
記
様
式
（
承
認
申
請
書
）
…
…
…
：
：
－

○
自
動
車
運
送
事
業
等
運
輸
規
則
（
抄
）
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

○
道
路
運
送
車
両
の
俣
　
安
基
準
（
抄
）
…
…
：

○
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
　
　
　
〔
警
察
庁
関
係
〕

　
．
別
記
様
式
第
一
（
第
二
条
関
係
）
核
燃
料
物
質
運
搬
届
出
書
…
：
…
…
…
…
・
…
・

　
．
別
記
様
式
第
二
（
第
三
条
関
係
）
核
燃
料
物
質
等
運
搬
証
明
書
　
…
…
…
…
…
…

　
．
別
一
記
様
式
第
＝
…
（
三
山
二
条
閲
閃
係
）
　
核
燃
料
物
質
狙
守
運
榔
鰍
証
明
灘
田
舞
凹
換
・
冗
申
戴
嗣
灘
酒

　
．
別
記
様
式
第
四
（
第
七
条
関
係
）
核
燃
料
物
質
等
運
搬
証
明
書
書
換
え
申
証
書

・
：
：
…
二
〇
三

…
　
　
：
二
δ
七

　
・
・
：
：
二
一
〇
八

・
：
・
：
：
・
二
〇
九

・
：
…
：
二
δ

　
…
…
二
二

三
三

〇九八五一九八七六六五四

も
　
　
く
　
　
じ
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も
　
　
く
　
　
じ

　
図
　
報
告
書
微
収
関
係
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
；
・
：
：
　
　
　
　
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
：
…
　
　
：
…
・
：
…
…
…
一
三
～

　
函
　
運
搬
証
明
書
の
交
付
手
続
　
…
…
…
：
…
：
：
…
…
…
：
・
…
…
：
・
：
・
…
…
…
…
…
・
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
…
：
・
…
…
　
　

：
…
・
…
…
…
…
…
三
二

　
図
　
運
搬
証
明
書
の
返
納
手
続
　
…
…
…
…
…
；
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
…
：
．
　
　
　
　
　
…
…
　
：
…
…
三
量

　
図
　
運
搬
証
明
書
の
書
換
え
手
続
　
…
…
…
…
…
：
：
．
．
…
…
…
…
…
…
：
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
：
．
　
　
　
　
：
…
。
　
　
　
…
…
一
一
三
豊

　
図
　
運
搬
証
明
書
の
再
交
付
手
続
　
…
・
：
…
…
…
…
…
…
；
・
…
…
…
：
：
：
…
；
・
…
…
：
　
　
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
…
…
…
…
一
皿
葦

　
　
○
第
｝
、
運
搬
届
出
書
の
記
載
要
領
（
警
察
庁
保
安
蔀
保
安
課
、
警
備
局
懲
日
備
課
）
…
　
　
　
　
　
　
　
　
：
：
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
…
…
二
三
閥

　
　
　
・
運
搬
届
出
書
の
記
載
例
　
…
…
：
：
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
・
・
；
：
…
…
：
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
…
一
至
八

　
　
　
・
運
搬
経
路
及
び
運
行
時
刻
（
例
）
…
…
…
…
…
…
：
．
…
…
…
…
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
，
：
：
…
瓢
讐

　
　
　
・
核
燃
料
物
質
等
積
載
車
両
及
び
運
転
者
（
例
）
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
：
　
　
　
　
　
　
　
：
・
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
：
…
：
二
四
二

　
　
　
・
積
載
車
両
外
観
麟
（
例
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
…
・
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
…
：
：
二
四
四

　
　
　
・
携
行
資
器
材
の
名
称
及
び
個
数
　
…
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
…
…
：
一
西
五

　
　
　
・
運
搬
要
領
（
例
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
：
…
∴
西
六

　
　
　
・
三
三
編
成
図
（
例
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
・
…
…
…
：
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
…
…
二
四
七

　
　
　
・
警
察
機
関
へ
の
連
絡
要
領
（
例
）
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
…
・
：
二
四
八

　
　
　
・
応
急
措
概
要
領
（
例
）
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
・
…
…
三
四
八

　
　
　
・
非
常
時
の
連
絡
体
制
（
例
）
－
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
；
：
…
…
一
一
四
九

　
　
〇
第
二
、
書
換
え
申
講
書
の
詑
載
三
三
（
同
）
：
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
：
二
黒
O

　
　
O
第
三
、
再
交
付
申
請
諮
の
記
載
要
領
（
岡
）
…
…
…
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
…
…
…
二
弧
二

　
表
　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
事
務
担
当
者
一
覧
表
（
警
察
庁
保
安
部
保
安
諜
）
…
　
　
：
…
…
…
：
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
・
…
：
二
撚
二

海
上
輸
送
関
係
法
令
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
：
亀
卜
胤

　
図
［
　
核
燃
料
　
物
質
等
の
船
…
舶
…
運
送
…
閃
係
法
令
と
体
系
　
…
・
…
：
：
．
：
・
：
・
…
…
：
・
：
、
…
…
・
：

　
　
○
船
舶
安
全
法
（
抄
）
…
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
・
・
…
…
…
…
－
…
・
…
…
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
…
髪
六

　
　
〇
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
三
蔵
規
劉
（
抄
）
…
：
…
：
：
…
…
：
・
：
・
…
…
…
…
・
：
：
・
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
・
：
…
：
二
五
七



　
。
別
表
第
四
（
第
百
三
十
条
関
係
）
手
数
料
の
額
　
…
：
：
－
：
・
：
：
…
－
…
：
…
・
・
…
：
…
．
・
．
．
．

　
。
第
二
号
様
．
式
（
第
九
十
一
条
の
二
十
一
…
閃
係
）
放
墾
性
物
〃
質
等
運
送
届
　
…
：
・
…
…
…
・
：
・

　
・
第
六
号
様
・
式
（
第
皿
九
十
一
条
の
二
十
一
閣
囚
係
）
旧
放
甜
射
田
性
物
質
等
運
送
変
更
障
燗
　
・
：
：
：
．
．
．

○
船
舶
に
よ
る
三
二
二
物
三
等
の
運
送
基
準
の
細
三
等
を
定
め
る
告
示
　
…
：
：
…
・
：
：
…
…
・
：

　
・
別
表
第
七
（
篤
十
四
条
の
二
、
筑
T
T
四
の
…
．
一
、
第
十
七
条
の
二
、
第
牽
七
条
の
　
∴
関
係
）

　
・
別
記
第
一
（
第
四
条
関
係
）
特
釧
形
放
射
性
物
質
等
に
係
る
試
験
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
；
：

　
・
別
記
第
二
（
二
六
条
、
第
十
一
二
条
、
第
十
四
条
関
係
）
A
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
　
…
…

　
・
胴
記
第
三
（
第
七
条
関
係
）
B
二
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
　
…
…
…
…
：
…
・
：

　
。
別
記
二
四
（
第
八
条
、
第
十
三
条
、
第
十
瞬
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
・
別
記
第
二
（
第
＋
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
孫
る
条
件
　
…
…
…
…
…
：
：
・
：
…
…
…
：

　
。
別
記
第
六
（
第
十
一
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…

　
・
第
↓
男
様
式
（
第
十
五
条
関
係
）
第
一
類
白
標
札
、
第
二
語
数
標
札
、
第
三
掻
撫
標
札

　
●
第
一
一
旧
万
様
式
　
（
第
↓
1
山
ハ
久
不
関
係
）
　
一
二
葉
マ
：
ク
　
　
：
：
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：
：
：
：
：
・
：
・
：
：
・
：
：

　
・
第
三
号
様
式
（
繁
＋
七
条
関
係
）
コ
ン
テ
ナ
標
識
　
…
：
・
：
：
…
…
…
・
・
；
…

○
船
舶
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
基
三
等
を
定
め
る
告
示
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
・
：
：
…

　
。
別
表
第
十
四
（
第
十
五
条
関
係
）
危
険
物
～
相
互
の
隔
…
離
表
　
・
：
：
：
：
…
：
…
・
…
：
：
：
・
：
：

　
・
別
表
第
十
六
（
第
十
六
条
関
係
）
コ
ン
テ
ナ
相
互
の
積
載
関
係
表
…

○
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
鮒
に
基
づ
く
放
射
性
輸
送
物
の
安
全
の
確
認
、

　
使
用
方
法
の
承
認
並
び
に
放
射
性
輸
送
物
の
運
送
の
安
全
の
確
認
に
つ
い
て

　
・
別
記
一
　
放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
申
講
書
　
：
…
・
…
…
…
…
：
・
…
…
…
：
：
：
…
：
・
：
：
…

・
別
記
二

・
別
記
三

・
別
記
四

・
別
記
五

　　　防

；護
　　　対

　　　象

：特
　　　定

　　　核

　　　燃

　　　料

　　　物

　　　質

oo
　　　プL
；　　藷｛∠

O　　 プし　ゴし　プb　プし　 プ．し　ノし　プし　ゴし　プし　 プし　プし　　／又　　ノ＼　 ／＼　 ／＼　／曳

　　　ヅし　八　一b　七　プく　四　四　三乙　三三　二　ニ　　ブし　呈払　四　蕪．ニニ

放
射
性
物
質
　
輸
送
容
器
及
び
そ
の

（
運
輸
省
海
上
技
術
安
全
局
長
通
達
）

三
三
性
輸
送
物
設
計
変
更
承
認
申
請
書
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
・
　
　
　
　
　
…
：

放
射
性
輸
送
物
設
計
承
認
英
文
証
明
願
　
…
…
：
：
：
：

放
射
性
物
質
輪
送
容
器
及
び
そ
の
使
用
方
法
に
関
す
る
承
認
申
講
書
　
　
　
：
…
・
：

放
射
性
物
質
輸
送
容
器
承
認
票
（
記
載
例
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
：
：

　
：
：
三
〇
二

：
…
山
お
六

：
…
罵
δ
八

　
：
：
乱
〇
九

　
壬
二
〇

　
・
三
瓢
二

も
　
　
く
　
　
じ



も
　
　
く
　
　
じ

　
・
別
記
六
　
放
射
性
物
質
ハ
輸
送
容
器
の
使
用
廃
止
届
　
…
：
：
：
：
・
　
　
　
　
　
　
・
…
・
　
　
　
…
・
　
　
　
：
：
：
：
　
　
　
　
・
…
…
　
　
　
：
・
∴
茸
二

　
・
甥
二
七
　
放
射
性
輸
送
物
安
全
確
認
三
二
書
　
…
…
…
…
…
…
…
：
・
・
…
…
　
　
　
　
…
・
…
　
　
　
　
　
　
　
：
…
　
　
　
　
　
　
　
■
●
■
｝
三
三

　
・
別
記
七
の
二
（
承
認
容
器
使
用
蒔
）
放
射
二
輪
…
二
物
安
全
確
籾
瞼
由
－
請
覆
…
…
：
：
　
　
　
：
：
・
　
　
：
：
・
：
…
…
・
…
…
…
…
：
：
：
：
：
　
　
丑
一
六

　
・
別
記
八
　
放
射
性
輸
送
物
運
送
計
画
書
安
全
確
認
申
講
書
　
…
…
：
…
：
・
・
…
…
：
　
　
　
　
　
　
：
：
…
：
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
｝
…
二
九

　
・
別
添
　
放
射
性
輸
送
物
運
送
計
画
書
　
…
…
…
：
ザ
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
・
　
　
…
：
　
：
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
　
　
　
竺
九

〇
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
に
基
づ
く
核
物
質
防
護
上
の
措
潰
に
つ
い
て
　
…
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
　
　
　
　
・
…
：
三
一
一
二

　
・
別
記
一
　
輸
送
物
の
概
要
等
　
…
…
…
…
…
…
・
・
：
：
…
…
…
…
：
：
・
・
…
…
：
：
…
：
　
　
　
　
：
　
　
　
　
　
　
　
　
・
…
　
　
　
　
・
：
…
：
三
二
五

　
・
別
記
二
　
核
物
質
防
護
措
羅
に
関
す
る
計
顧
書
様
式
例
　
…
…
…
…
…
…
；
・
…
；
　
　
　
　
　
　
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
　
：
・
：
壬
一
五

　
・
放
鮒
性
物
質
等
運
送
届
の
提
出
等
に
つ
い
て
（
海
上
三
二
庁
）
…
…
…
…
…
：
…
・
：
　
：
…
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
：
｝
き
毛

　
・
別
紙
一
　
管
籔
海
上
録
安
本
部
に
お
け
る
担
当
諜
…
覧

　
・
運
送
船
舶
の
行
う
連
絡
要
領
　
…
…
…
…
…
・
…
・
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
：
：
…
　
　
　
　
　
　
：
：
…
・
：
…
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
竈
天

　
・
放
射
性
物
質
等
運
送
届
の
提
出
等
に
つ
い
て
　
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
…
言
6

　
・
別
添
様
式
放
射
性
物
質
等
運
送
指
示
書
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
…
…
…
…
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
三
｝
柔

　
・
参
考
資
料
～
　
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
第
九
十
一
条
の
二
十
一
に
よ
り
運
送
届
の
提
出
を
要
す
る

　
　
放
射
性
輸
送
物
　
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
…
：
…
…
…
：
　
・
三
三
七

　
・
参
考
盗
ハ
料
二
　
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
九
十
一
条
の
二
十
一
の
運
送
形
態
別
の
適
用
状
況
表
　
　
…
…
；
：
　
　
　
　
　
　
　
二
…
ご
二
八

○
港
則
法
（
抄
）
…
：
…
：
…
：
…
・
－
…
…
・
－
…
…
…
・
：
…
…
…
…
…
…
・
…
－
…
…
…
；
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
：
一
…
…
豊

○
三
二
法
施
行
令
（
抄
）
：
…
：
…
…
…
…
・
：
…
…
…
…
・
：
…
・
…
：
：
…
…
：
…
：
曾
・
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
…
三
四
四

〇
港
則
法
施
行
規
則
（
抄
）
…
：
…
…
・
…
…
・
・
…
：
：
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
三
四
六

〇
港
三
法
施
行
規
姻
の
危
険
物
の
種
類
を
定
め
る
告
示
（
抄
）
・
…
…
：
…
…
…
：
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
：
三
四
六

〇
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
…
…
…
：
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
趣
七

〇
核
燃
料
物
質
等
の
裏
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
羅
に
関
す
る
規
顯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
・
：
三
四
七

〇
原
子
二
等
規
制
法
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
：
三
四
七



C

航
空
輸
送
関
係
法
令
　
　
…
…
…
：
：
…
：
：
・
…
…
…
…
…
…
；
．
．
　
．
…

　
図
　
核
燃
料
物
質
等
の
航
空
機
輸
送
関
係
法
令
と
体
系
　
…
…
…
：

　
　
○
航
空
法
（
抄
）
…
…
…
…
：
：
…
・
：
：
…
…
…
：
…
：
・
：
…
…
－
…

　
　
○
航
空
法
施
行
二
三
（
抄
）
…
…
…
…
…
：
：
・
…
：
：
…
…
…
：

　
　
○
航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

・
別
表
第
　

・
別
表
第
二

・
別
表
第
三

・
別
表
第
四
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＋
三
条
、
第
二
十
四
条
、
第
二
十
七
条
関
係
）
第
三
二
黒
標
識

　
（
第
二
十
三
条
関
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マ
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：
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放
射
性
物
質
及
び
放
射
性
物
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よ
っ
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汚
染
さ
れ
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物
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の
輸
送
規
捌
に
つ
い
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（
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輸
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局
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通
達
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そ
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…
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鴬
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瓢
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七

：
・
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…
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…
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…
…
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・
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…
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様
式
第
一
（
規
則
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｛
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係
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・
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…
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…
　
　
　
　
　
・
：
・
…
…
：
：
：
…
：
…
・
…
四
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燃
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す
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：
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携
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よ
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放
射
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（
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式
第
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＋
一
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○
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射
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叉
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又
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業
所
に
お
け
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搬
に
関
す
る
技
術
上
の
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に
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め
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記
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又
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搬
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（
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○
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射
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元
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に
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線
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・
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よ
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を
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濃
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収
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ル
エ
γ
ス
が
一
平
方
セ
ソ
チ
メ
…
ト
ル
当
り

L
二
二
で
あ
る
場
合
の
三
二
当
量
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
　
…
…
：
・

・
別
記
第
一
（
第
三
条
関
係
）
特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
試
験
　
：
…
・
…

・
別
記
第
二
（
第
六
条
関
係
）
A
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
　
…
：
：
：
…
…
…
：
・
…
…
：

●
別
記
第
三
（
第
七
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
　
…
…
…
・
：
…
…
：
・
…

。
別
記
第
四
（
第
八
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
　
…
…
・
…
：
…
…
：
・
：

●
別
記
第
五
（
第
十
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
　
…
…
：
：
…
：
：
・
…
…
：

・
別
記
第
六
（
第
十
㎝
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
…
…
…
…
…
…
：
・
…

◎
別
訥
記
第
七
　
（
第
十
六
条
関
係
）
　
第
一
類
肉
口
標
識
　
　
・
：
：
：
：
：
：
・
：
・
：
・
：
・
：
：
：
・
：
：
：

・
別
記
第
八
（
第
十
六
条
関
係
）
第
二
類
黄
標
識
　
…
…
…
…
…
…
：
．
…
…
…
…
…

。
別
記
第
九
（
第
十
六
条
関
係
）
第
三
類
黄
標
識
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…

●
別
一
記
婚
昂
↓
一
　
（
第
十
山
ハ
条
関
係
）
　
一
二
曲
薬
マ
…
ク
　
　
・
：
：
・
：
・
：
・
：
・
：
・
：
：
・
：
・
：
：
：
：
：
；
・

．
．
．
．
．
。
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
：
・
四
八
五
～
四
九
六

四
九
七

7
．
7
陰
：
：
・
：
・
：
・
：
：
：
：
：
：
：
・
：
：
：
：
：
・
・
：
・
：
：
：
：
・
四
九
八

　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
：
…
’
…
…
…
五
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
幽
：
…
…
…
…
…
：
’
…
…
…
五
〇
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
◆
：
…
…
…
…
…
：
．
…
：
：
：
薫
9

　
　
　
　
　
　
　
：
…
…
…
…
…
…
．
…
…
…
：
叢
9

　
　
　
　
　
　
　
　
：
：
：
…
…
；
…
：
…
’
…
五
9

　
　
　
　
　
　
　
…
　
　
　
　
　
　
　
…
…
：
五
9

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
烈
〇
三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
鷺
〇
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
：
：
：
：
：
：
・
：
五
〇
五

○
指
定
機
構
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
鋼
（
抄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：

　
・
別
記
様
式
第
三
（
第
一
一
十
三
条
関
係
）
運
搬
物
確
認
結
果
報
告
護
　
…

　
・
別
記
様
式
第
六
（
第
四
十
二
条
関
係
）
立
入
検
査
職
員
身
分
証
明
書
　
…
：
・
…
…
…
…

○
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
を
指
定
し
た
件
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…

○
放
射
性
岡
三
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
：
：
：

　
・
第
一
号
様
式
（
第
八
条
、
第
十
七
条
関
係
）
第
皿
類
白
標
識
　
…
…
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・
第
一
苔
η
様
式
（
第
八
条
、
第
十
七
条
関
係
）
第
二
類
黄
玉
識
　
…
…
…
…
：
：
・
：
：
…
…
…
・
・
…
：
・
：
：
…
…
・

　
・
第
三
号
様
式
（
第
八
条
、
第
十
七
条
、
第
十
八
条
関
係
）
第
三
類
黄
標
識
　
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：

　
・
第
四
号
様
式
（
第
八
条
関
係
）
三
葉
マ
ー
ク
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
：
…
…
…
…
・
…
…
…
…
…
－

　
・
第
五
ロ
写
…
様
式
（
第
八
条
、
舗
弟
十
七
条
関
係
）
　
コ
ン
テ
ナ
標
識
　

・
：
：
・
：
：
：
：
：
：
：
：
：
・
：
・
：
・
：
：
；
：
：
：
：
：
・
：

　
・
第
六
号
様
式
（
第
十
一
条
関
係
）
車
両
標
識
　
…
…
…
…
：
：
・
・
…
…
…
…
：
…
：
幽
…
…
…
…
．

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
醐
に
関
す
る
省
令
　
…
…
…
…
…
：
・
：
：
…

　
・
別
記
様
式
（
第
十
八
条
関
係
）
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
身
分
証
明
書
　
…
…
…
…
…
…
・
…
：
…
…
…
…

○
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
等
の
鋼
定
等
に
つ
い
て

　
　
　
　
（
運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
一
そ
の
一
）
…
…
…
・
：
…
…
：
・
…
…
…
…
…
：
…

○
「
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
隠
す
る
法
律
」
の

　
施
行
に
伴
う
関
係
政
省
令
の
改
正
等
に
つ
い
て
（
運
自
省
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
一
そ
の
二
）

○
放
射
性
職
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
に
つ
い
て
（
運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
一
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塵
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「
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．

・
　
　
0
　
噛
　
・
　
　
，
　
0
　
．
　
　
▽
　
¶
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．
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．
　
　
．
　
　
幽
　
　
噛
　
　
■
　
　
畠

　
，
　
，
　
，
　
　
，
　
，
　
，
　
　
，
　
．

e
　
　
，
　
，
　
マ
　
　
幽
　
．
　
．
　
，
　
．
　
．

…
…
…
…
…
…
：
・
…
：
：
垂
六

：
：
：
…
…
：
：
：
…
：
…
菰
二
七

：
・
：
・
…
・
：
…
…
：
・
…
…
五
二
く

・
：
：
；
：
：
：
：
：
・
：
・
：
：
：
孤
二
九

…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
藝
δ

…
…
・
…
…
…
：
：
・
・
…
…
誓
二

…
…
…
…
…
…
－
・
…
…
誓
…
六

そ
の
三
）
　
…
…

・
別
表
第
｝
　
運
搬
計
画
等
記
載
事
項
等

・
別
表
第
二
　
申
請
書
本
文
・
積
載
方
法
等
　
…
：
…
：
…
－
　
　
－
：
・
・
－
　
：
…
…
：
．
…
：
：
：
●
…
…
…
：
：
．
…
…
’
…
…
…

・
別
表
第
三
　
車
蕎
に
関
す
る
説
明
。
承
認
容
器
等
　
：
：
…
　
　
　
　
　
：
：

・
別
表
第
四
　
申
請
先
　
…
：
・
：
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
・
…

・
第
一
号
様
式
　
放
射
性
輸
送
物
運
搬
確
認
申
請
書
　
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
：
…
：
…

・
第
二
号
様
式
　
特
別
措
置
運
搬
承
認
申
講
書
　
…
…
…
…
…
：

。
第
三
号
様
式
　
積
載
方
法
承
認
申
請
壽
　
…
…
…
…
：
：

：
五
毛

○
放
射
性
同
位
元
素
等
の
事
業
駈
外
運
搬
に
係
る
危
険
階
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
鋼
　
…
…
…
…
…

○
放
射
性
嗣
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
四
十
三
条
の
二
第
　
項
の
規
定
に

　
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令
　
：
…
：
…
：
…
　
　
　
　
　
：
：
・
：
…
…
…
…
…
…
・
：
…
五
瓢
七

〇
放
射
性
三
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
〔
警
察
庁
関
係
〕
…
…
：
・
…
：
…
；
…
：
…
：
　
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五
駈
八

…
…
…
…
玉
四
〇

　
…
…
…
五
四
二

－
…
…
…
…
謁
六

：
…
…
：
：
：
瀧
五
〇

：
・
：
：
：
・
：
・
五
就
一

：
…
：
…
…
五
垂

…
：
：
…
…
五
蓋

…
…
…
…
五
垂
…

…
…
…
…
五
五
四

：
：
：
：
：
：
五
五
五

も
　
　
く
　
　
じ
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図表

。
別
記
様
式
第
一
（
第
一
一
条
関
係
）
　
公
安
委
員
会
宛
放
射
性
同
位
元
素
等
運
搬
履
出
書

・
別
記
様
式
第
二
（
第
二
条
関
係
）
　
公
安
委
員
会
宛
放
射
性
岡
位
元
素
等
運
搬
変
更
届
出
書
　
　
　
　
：
・
：

。
別
記
様
式
第
三
（
第
三
条
関
係
）
　
放
射
性
同
位
元
素
等
運
澱
捲
示
書
　
…
…
…
…
…
…
・
…
…
…
：
　
　
　
…
…

放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
に
関
す
る
法
令
の
概
要
（
警
察
庁
保
安
部
公
害
課
）
…
…
…
…
…
…
・

放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
幽
等
に
関
す
る
作
業
図
（
警
察
庁
保
安
都
公
害
課
）
…
…
…
：
　
　
…

。
別
記
様
式
箪
工
　
（
第
二
条
関
係
）
　
放
射
姓
同
郷
鷺
兀
素
等
運
搬
届
出
激
旧
の
記
載
…
佛
（
公
安
委
昌
ハ
会
）

・
別
記
様
式
第
二
（
第
三
条
関
係
）
　
放
射
性
嗣
位
元
素
等
運
搬
指
示
書
例
（
公
安
委
員
会
）
・
・

海
上
輪
三
関
係
法
令
　
　
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
　
　
：
・
…
…
　
　
　
　
　
…
：
：
…
：
：
：

　
図
　
放
射
性
同
位
元
索
等
の
船
舶
運
送
関
係
法
令
と
体
系
　
　
　
　
　
　
…
…
…
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
…

　
　
○
船
舶
安
全
法
（
抄
）
…
…
：
…
・
…
…
：
・
…
…
…
：
：
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
…
・
…
・
　
…
…

　
　
○
危
険
物
船
舶
運
送
規
則
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
：
・
・

　
　
○
危
険
物
船
舶
運
送
告
示
　
…
…
…
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…

　
　
○
運
輸
省
海
上
技
術
安
全
局
長
通
達
…
…
；
…
…
…
…
・

　
　
○
海
上
保
安
庁
行
政
三
三
文
書
（
そ
の
一
）
…
…
…
：
・

　
　
○
海
上
保
安
庁
行
政
指
導
文
書
（
そ
の
二
）
…
…
：

　
　
○
二
二
法
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
：
・
　
　
　
　
　
…
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
○
港
則
法
施
行
規
則
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
：
・
：
：

　
　
○
二
二
二
二
位
元
素
等
に
よ
る
放
躬
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
…
…
…
・
：

　
　
○
放
射
性
詞
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

　
　
○
放
射
性
周
位
元
素
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
趾
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
　
○
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令
（
抄
）
：
：

航
空
輸
送
関
係
法
令
　
…
…
…
…
：
・
…
：
・
…
…
…
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
：
…
・
：
：
：
…
…
…
：
：

　
鴎
　
放
耐
射
性
同
位
元
＋
二
二
寸
の
航
　
空
機
一
輸
送
関
係
法
令
と
体
系
　
：
：
…
：
…
…
…
：
・
：
・
：
・
…
：
：
：
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皿

　
　
　
○
航
空
法
（
抄
）
…
…
：
…
…
…
：
・
・
…
：
…
・
…
…
…
；
・
：
…
：
…
：
…
：
…
・
…
：
…
…
：
…
…
・
・
…
…
…
…
・

　
　
　
○
航
空
法
施
行
規
則
（
抄
）
・
…
：
…
…
…
…
：
・
…
…
…
…
…
…
；
・
…
…
…
…
…
…
：
・

　
　
　
○
放
射
性
物
質
等
航
空
輸
送
告
示
　
…
…
…
…
…
・
…
・
・
：
…
：
…
－
…
…
－
・
…
・
…
…
…

　
　
　
○
運
輸
省
航
空
局
長
通
達
　
…
…
：
…
・
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
：
…
・
…
…
…
…
：
・
…
…
・
…
・
・
：

　
　
　
○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
：
　
　
　
…
－

　
　
　
○
放
射
性
同
位
［
7
6
二
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）
…
…
…
：
：

　
　
　
○
放
射
性
同
位
元
二
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
　
　
○
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令
　
…
…
－
：
－

関
係
法
令
及
び
定
義
等
　
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
：
：
…
…
；
・
…
…
・
…
：
…
…
；
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
…
・

　
　
　
○
薬
事
法
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
・
：
…
…
…
・
：
…
：
－
…
…
…
；
・
：
；
－
…
…
…
…
：
・
…
…

　
　
　
○
放
射
性
医
薬
品
製
造
規
則
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
：
「
…
…
…
…
…
…
：
・
：
：
：
…
…
…
…
：
・
…
；

　
　
　
○
郵
便
法
（
抄
）
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
：
・
…
…
：
…
・
…
…
…
…
…
…
：
・
…
…
・
…
－
：

　
　
　
○
昭
和
二
十
二
年
逓
信
省
告
示
第
＝
｝
百
八
十
四
号
（
郵
便
法
第
十
四
条
第
一
号
の
爆
発
性
、
発
火
性
、
そ
の
他
の
危
険
性
の
あ
る
物
）
穆

○
放
射
性
物
質
を
包
有
す
る
書
状
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
二
等
　
…
…
…
：
：
…
…

○
原
子
力
基
本
法
（
抄
）
：
：
…
…
：
：
…
：
・
・
…
…
…
…
：
…
…
・
…
：
：
…
…
…
…
・
幽
…
…

○
核
燃
料
物
質
、
核
原
料
物
質
、
原
子
炉
及
び
放
射
線
の
定
義
に
関
す
る
政
令
（
抄
）
：

○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
：
…
…
・
：

○
放
射
性
周
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）
…
…
…
：

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）
：

○
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
三
等
を
定
め
る
件
（
抄
）
…
…
…
…
…
：
…
・
：

五　 五
七　七
七　六
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…
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・
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五
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：
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：
：
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・
瓢
八
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・
…
…
…
：
…
五
八
五

　
：
・
：
・
：
：
：
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六
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1

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
関
係
法
令



図　核燃料物質等の運搬に関する基本体系

核燃料物質等の運搬

工場又は事業所の内

工場又は事：業所の外

加工事業所内

再処理衷業所内

使用購業所内

陸上輸送
　　｝

　　l

　　L

船舶輸送

⊥
簡易運搬

　　　　　「輸　送
車両運搬4

物一一一一一同

L輸送方法一一一運輸賓（

科学技術庁

通　産　省

運門戸（海上技術安全局）

科学技術庁

嗣　四

脚　上

同　．L

　　．上

　　　貨　　物　　流
大臣宮房国有鉄道改革推進部

輸送経路、輸送日時等の指示一国道府県公安委員会

運輸省（海上技術安全局）

L野送中。保鱗等噺＿．醐安庁

L縫輸送
運輸省（航空局）

（注）　危険時の措置については、工場又は窮業所内の輸送にあっては、事業所の区分に応じ各主務大臣が、エ場又

　　は毒業翫外の輸送にあっては、内閣総理大臣叉は運輸大臣が、それぞれ応急鶴間を定めるとともに、必要な措

　　置命令を発することとなっている。

通　　局
　　　　）

獄
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図　核燃料物質等の旧業所内運搬関係法令と体系

〈運輸省令〉

実用舶用炉規則

　（第25条）

〈運輸省告示〉

実用原子力船内

運　搬　告　示

　　　　　規　制　法

謔Q1条の2・…・
@　　　　　　　　保安のために講第35条第1項……

@　　　　　　　　ずべき措羅
謔S8条…一…一
謔T9条……………　運搬の基準

謔U4条　　　　　　危険時の措置

第1項） （第59条）

（第35条第1項） （第48条）

（第21条の2） （第35条第1項）

〈通産省令〉

ﾀ用発電炉規則

@（第13条）

〈総理府令〉

ﾁ　工　規　則

i第7条の6）

〈総理府令〉

詞ｱ研究炉規則

@（第12条）

〈総理府令〉

ﾄ処理規則
@（第14条）

〈総理府令

g　用　規

@（第5条

〈通産省告示〉

ﾀ用発電所内
^　搬　告　示

〈科技庁告示〉

幕ﾆ所内の運搬
戟@　　　　　　　　　一
禔@　　　　　　が

岱　第64条の危険時の措置については各省府令に各々定やられている。

埴貝

臼



○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

　
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
一
二
十
　
一
年
轟
ハ
［
月
↓
I
n
口
法
律
第
百
六
十
六
号
〕

　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
六
十
三
年
五
月
二
十
七
日
法
律
婚
六
十
九
号

（
目
的
）

第
【
条
　
こ
の
法
律
は
、
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

　
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
凍
子
炉
の
利
嗣
が

　
平
和
の
目
的
に
限
ら
れ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
利
用
が
計
画
約
に
行
わ
れ
る
こ

　
と
を
確
保
し
、
あ
わ
せ
で
こ
れ
ら
に
よ
る
災
害
を
防
比
し
て
公
共
の
安
全
を

　
図
る
た
め
に
、
製
錬
、
加
工
及
び
再
処
理
の
事
業
並
び
に
原
子
炉
の
設
羅
及

　
び
運
転
等
に
関
し
て
必
要
な
規
制
を
行
う
ほ
か
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及

　
び
利
用
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
を
突
施
す
る
た
め
に
、
国
際
規

　
制
物
資
の
使
用
に
瀾
し
て
必
要
な
規
制
を
行
な
う
こ
と
を
霞
的
と
す
る
。

（
保
安
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

第
二
十
一
条
の
二
　
加
工
事
業
者
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
総
理
府
令
で
定

　
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
羅
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

　
一
　
加
工
施
設
の
保
全

　
二
　
舶
工
設
備
の
操
作

　
三
　
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
（
加

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
　
工
施
設
を
設
鐙
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
限
る
。
次
条
に
お
い

　
　
て
同
じ
。
）
、
貯
蔵
又
は
廃
棄

（
施
設
の
野
田
川
の
淳
比
等
）

第
工
十
一
条
の
三
　
内
閣
総
理
大
臣
は
、
加
工
施
設
の
保
全
若
し
く
は
加
工
設

　
備
の
操
作
又
は
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

　
物
の
運
皇
后
貯
蔵
若
し
く
は
廃
棄
に
関
す
る
措
置
が
前
条
の
規
定
に
基
づ
く

　
　
　
　
エ

　
総
理
府
雰
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
加
工
事
業
者
に
対

　
し
、
加
工
施
設
の
使
用
の
惇
止
、
改
造
、
修
理
又
は
移
転
、
加
工
設
備
の
操

　
作
の
方
法
の
指
定
そ
の
他
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
酸
を
命
ず
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

　
　
ω
　
撫
工
規
則
第
七
条
の
六

（
保
安
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
）

第
三
十
五
条
　
原
子
炉
設
置
者
及
び
外
国
原
子
力
船
運
航
者
は
、
次
の
審
項
に

　
　
　
　
　
　
　
　
エ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
つ
い
て
、
主
務
山
海
（
外
国
原
子
力
船
運
航
者
に
あ
っ
て
は
、
運
輸
省
令
）

　
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

　
一
　
原
子
煩
施
設
の
保
全

　
二
　
原
子
炉
の
運
転

　
　
二
　
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
、
貯

　
　
蔵
又
は
廃
棄
（
運
搬
及
び
廃
棄
に
あ
っ
て
は
、
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た

　
　
工
場
又
は
事
業
所
（
原
子
力
船
を
含
む
。
次
項
に
お
い
て
洞
じ
。
）
に
お

　
　
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
又
は
廃
棄
に
限
る
。
次
条
第
一
項
に
お
い
て
岡
じ
。
）

2
（
略
）

三肛．



核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
（
施
…
設
の
使
用
の
停
止
等
）

第
三
十
六
条
　
主
務
大
臣
（
外
困
原
子
力
船
運
航
者
に
つ
い
て
は
、
運
輸
大
臣
）

　
は
、
原
子
炉
施
設
の
性
能
が
第
一
一
十
九
条
第
二
項
の
技
術
上
の
基
準
に
適
倉

　
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
、
又
は
原
子
炉
施
設
の
保
全
、
原
子
炉
の
運
転

　
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の

　
運
搬
、
醇
蔵
若
し
く
は
廃
棄
に
関
す
る
措
置
が
前
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

　
　
　
　
　
　
つ

　
く
主
務
省
命
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
原
子
炉
設
置

　
護
照
は
外
国
原
子
力
船
運
航
者
に
対
し
、
原
子
煙
施
設
の
使
用
の
淳
止
、
改

　
造
、
修
理
又
は
移
転
、
原
子
炉
の
運
転
の
方
法
の
指
定
そ
の
他
保
安
の
た
め

　
に
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
（
略
）

　
　
ω
　
実
用
発
電
機
炉
規
則
第
十
三
日

前
　
　
　
実
用
舶
用
炉
規
則
第
二
十
五
条

　
　
　
　
試
験
研
究
用
炉
規
則
第
十
二
条

　
　
②
実
用
舶
用
炉
規
則
第
二
十
五
条

　
（
保
安
の
た
め
に
講
ず
べ
き
措
置
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

第
四
十
八
条
　
再
処
理
事
業
者
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
、
総
理
府
響
で
定

　
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

　
一
　
再
処
理
施
設
の
保
全

　
二
　
再
処
理
設
備
の
操
作

　
三
　
使
用
済
燃
料
、
使
用
済
燃
料
か
ら
分
離
さ
れ
た
物
叉
は
こ
れ
ら
に
よ
つ

　
　
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
（
再
処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所

ノ、

　
　
内
の
運
搬
に
限
る
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
貯
蔵
又
は
廃
棄

　
（
施
設
の
使
用
の
惇
諸
等
）

第
四
十
九
条
　
内
閣
総
理
大
匿
は
、
再
処
理
施
設
の
保
全
若
し
く
は
再
処
理
設

　
備
の
操
作
又
は
使
用
済
燃
料
、
使
用
済
燃
料
か
ら
分
離
さ
れ
た
物
若
し
く
は

　
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
、
醇
蔵
若
し
く
は
廃
棄
に
関
す
る

　
措
置
が
前
条
の
規
定
に
基
づ
く
総
理
府
胤
の
規
定
に
違
反
し
て
い
る
と
認

　
め
る
と
き
は
、
再
処
理
事
業
者
に
対
し
、
再
処
理
施
設
の
淳
止
、
敬
造
、
修

　
理
又
は
移
転
、
再
処
理
設
備
の
操
作
の
方
法
の
指
定
そ
の
他
保
安
の
た
め
に

　
必
要
な
措
贋
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
ω
　
再
処
理
規
則
第
十
四
条

　
（
運
搬
の
基
準
）

第
五
十
九
条
　
使
用
者
は
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ

　
れ
た
物
の
運
搬
（
使
用
施
設
等
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬

　
に
限
る
。
）
に
つ
い
て
、
総
理
府
」
令
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て

　
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
ω
　
使
用
規
闘
第
五
条

第
七
十
九
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

　
処
す
る
。

　
｝
（
略
）

　
二
（
略
）

　
一
二
　
第
十
一
条
の
二
第
二
項
、
第
二
十
一
条
の
三
、
第
｝
二
十
六
条
第
一
項
若

　
　
し
く
は
第
二
項
、
第
四
十
九
条
、
第
五
十
八
条
第
三
項
（
第
六
十
六
条
第

　
　
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
十
九
条
の
二



第
一
二
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
に
よ
る
命
令
又
は
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
違
反
し
た

者

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

七



核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

○
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る

　
規
則
（
抄
）

〔
鱗
二
藍
難
壁
嘉
〕

　
　
　
　
口
取
終
改
一
戸
　
　
昭
［
和
轟
ハ
十
↓
二
年
七
月
｝
一
十
⊥
ハ
日
総
㎜
埋
府
…
令
第
姐
～
口
万

（
工
場
又
は
｛
畢
叢
ハ
所
内
の
運
搬
）

第
七
条
の
六
　
法
第
二
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
頒
工
事
業
者
は
、
加
工

　
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
概
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
核
燃
料
物
質

　
　
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
長
官

　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
　
　
の
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性
物
質

　
　
　
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
防
止
そ
の
他
長
腎
の
定
め
る
障
害
防
止
の
た
め

　
　
　
　
　
㈲

　
　
　
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

　
　
ロ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
下
等
容
羅

　
　
　
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
闘
難
な
も
の
を
長
短
の
承
認
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
偶

　
　
　
受
け
た
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合

　
三
　
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

ノ、

　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
漉
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
p
　
容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

　
　
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
が

　
　
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
同
量
イ
又
は
口
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
門
運
搬
物
」
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と
い

　
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
鍛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
線
量
当
鐙
摺
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、
か

　
っ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
七
条
の
二
第
一
号
ハ
の

　
表
面
密
度
限
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
撫
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

六
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
同
一
の
運
搬
機
器
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
と
混

　
載
し
な
い
こ
と
〇

七
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
の
設
置
、
見
張
人
の
配
置
等

　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
矯
す
る

　
車
両
以
外
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。

八
　
車
両
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
含
は
、
当
該
車
両
を
徐
行
さ
せ
る



　
　
と
と
も
に
、
運
搬
行
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車

　
　
両
を
伴
走
さ
せ
る
こ
と
。

　
九
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
生
写
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

　
　
を
同
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
十
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
便
周
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
　
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
長
官
の
定
め
る
漂
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

　
十
一
　
放
射
線
業
務
従
事
老
以
外
の
者
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に

　
　
従
喜
す
る
も
の
の
線
最
当
量
が
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
限
度
を
超
え
な

　
　
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

2
　
前
項
ハ
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
詞
項
第
三
号
及
び
第
四
号

　
に
掲
げ
る
措
鷺
の
全
部
父
は
一
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
の

　
畏
官
の
承
認
を
受
け
た
措
鍛
を
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
に
代
え
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
面
及
び
表
而
か
ら
ニ
メ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
耀
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
線
搬
当
量
率

　
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
牽
号
ま
で
の
規
定

　
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
稽
し
な
い
。

4
　
加
工
事
業
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料
物
質
等
の
工

核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理

府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車
両

運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
九

条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に
必
要

な
日
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
核
燃

料
物
質
等
を
加
工
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
に
お
い
て
運
搬
す

る
こ
と
が
で
き
る
σ

（8）　（7）　（6＞　（5）　（4＞　（3）　（2）　（1）

核
燃
料
物
質
等
事
業
所
内
運
搬
告
示
第
二
条
第
一
項

同同落籍同隅岡

第
二
条
第
二
項

第
三
条

第
四
条

第
五
条

第
六
条

下
七
条

第
八
条

プ．し



試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
践
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

0
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、

　
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
難
．
繁
癬
姑
虜
晶
〕

　
　
　
欝
販
終
改
正
　
　
昭
和
山
二
十
｝
二
年
十
1
｝
n
月
一
｝
L
T
一
一
欝
総
理
府
A
澗
第
㎜
国
十
・
八
口
写

（
適
用
範
鵬
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
は
、
核
漂
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
則
に

　
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

　
第
二
十
三
条
第
一
項
第
＝
一
号
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
に
つ
い
て
適
用

　
す
る
。

（
略
）

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
織
）

第
十
二
条
　
繋
爪
三
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
原
子
炉
設
置
者
は
、
原

　
子
炉
施
設
を
隅
田
し
た
工
場
又
は
事
業
所
（
原
子
力
船
を
含
む
。
以
下
こ
の

　
条
及
び
第
十
四
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等

　
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
運
澱
は
、
　
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
核
燃
料
物
質

　
　
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
長
官

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
δ

　
　
　
　
　
　
　
ω

　
　
の
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性
物
質

　
　
の
飛
散
又
は
漏
え
い
防
止
そ
の
他
長
官
の
定
め
る
障
箸
防
止
の
た
め
の

　
　
　
ω

　
　
措
蹴
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

　
ロ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等
容
器

　
　
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
も
の
を
長
官
の
承
認
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
耐

　
　
受
け
た
障
害
防
止
の
た
め
の
措
澱
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合

三
　
前
号
の
容
蟹
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
γ
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
容
易
か
っ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

　
　
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
が

　
　
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
同
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
羅
」
と
い

　
う
。
）
の
表
面
及
び
表
翻
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
鐙
当
晶
墨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紛

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
宮
の
定
め
る
線
燈
当
量
率
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、
か

　
つ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
耐
射
性
物
質
の
密
度
が
第
七
灸
第
一
号
ハ
の
表
　
翻

　
密
度
限
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
積
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転



　
　
倒
し
、
父
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
六
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
同
一
の
運
搬
機
器
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
と
混

　
　
請
し
な
い
こ
と
。

　
七
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
漂
識
の
設
置
、
見
張
人
の
配
置
等

　
　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
用
す
る

　
　
車
両
以
外
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。

　
八
　
車
澗
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
車
両
を
徐
行
さ
せ
る

　
　
と
と
も
に
、
運
搬
行
程
が
長
い
場
舎
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車

　
　
両
を
伴
走
さ
せ
る
こ
と
〇

　
九
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

　
　
を
同
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
十
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
海
に
置
定
す
る
‘
た
め
の
装
置
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
　
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
長
官
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

　
十
　
　
放
射
線
業
務
従
事
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に

　
　
従
事
す
る
も
の
の
線
最
当
最
が
長
官
の
定
め
る
線
鍛
当
鼠
限
度
を
超
え
な

　
　
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号

　
に
掲
げ
る
措
置
の
全
部
又
は
｝
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
ω

　
長
官
の
承
認
を
受
け
た
措
羅
を
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
に
代
え
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
ニ
メ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
餅

　
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
盗
量
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
率

　
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定

　
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

4
　
原
子
炉
設
置
老
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料
物
質
等
の

　
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総

　
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車

　
両
運
搬
旧
規
則
（
昭
和
五
十
・
三
年
揮
伸
輪
…
省
令
第
七
十
二
号
）
門
弟
皿
二
条
か
ら
曲
弟
十

　
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
妓
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に
必

　
愚
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
盛
該
核

　
燃
料
物
質
等
を
原
子
炉
施
設
を
設
蓋
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
に
お
い
て
運

　
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

試
験
研
究
の
罵
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　（8）　（7）　（6）　（5｝　｛4）　（3）　（2）　（1）

「
加
工
規
則
し
の
場
合
に
詞
じ
（
本
書
八
ぺ
…
ジ
参
照
）

＝



使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

○
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る

　
規
則
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
櫻
馳
証
ハ
碓
難
壁
智

　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
　
昭
和
論
ハ
十
一
二
年
七
月
二
十
山
ハ
日
［
総
㎜
理
府
A
¶
第
四
剛
一
濡
万

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
十
四
条
　
法
第
四
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
、
再
処
理
事
業
者
は
、
再
処
理
施

　
設
を
観
世
し
た
工
場
又
は
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
次

　
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
核
燃
料
物
質

　
　
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
イ
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
長
官

　
　
　
　
　
　
　
　
q
J

　
　
　
の
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性
物
質

　
　
　
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
防
止
そ
の
他
の
長
官
の
定
め
る
障
害
防
止
の
た

　
　
　
　
　
　
働

　
　
　
め
の
措
置
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

　
　
ロ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等
容
器

　
　
　
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
薯
し
く
困
難
な
も
の
を
長
官
の
承
認
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
紛

　
　
　
受
け
た
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合

　
三
　
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三

　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
容
易
か
っ
安
全
に
欺
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

　
　
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
が

　
　
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
嗣
号
イ
又
は
p
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
し
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
童
・
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と
い

　
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
箪
当
鍛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
率
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、
か

　
つ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
九
条
第
一
号
ハ
の
表
面

　
密
度
限
度
の
十
分
野
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
積
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

六
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
尉
一
の
運
搬
機
器
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
と
混

　
載
し
な
い
こ
と
。

七
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
漂
識
の
設
置
、
見
張
人
の
配
置
等

　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
用
す
る

　
車
両
以
外
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。

八
　
車
両
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
車
両
を
徐
行
さ
せ
る



　
　
と
と
も
に
、
運
搬
行
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車

　
　
両
を
伴
走
さ
せ
る
こ
と
。

　
九
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
絹
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

　
　
を
難
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
十
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
絹
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
麗
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
　
す
る
車
両
の
適
楽
な
箇
所
に
長
宮
の
定
め
る
漂
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

　
十
一
　
放
射
線
業
務
従
事
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に

　
　
従
事
す
る
も
の
の
線
量
当
鎚
が
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
限
度
を
超
え
な

　
　
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
燐
の
理
由
に
よ
り
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号

　
に
掲
げ
る
措
置
の
全
部
叉
は
一
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
罎
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
⇔
り

　
長
官
の
承
認
を
受
け
た
措
躍
を
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
に
代
え
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
面
及
び
裏
面
か
ら
ニ
メ
ー
ト

　
ル
の
蹉
離
に
お
け
る
線
量
当
景
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
線
量
当
最

　
㈹

　
率
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
第
｝
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定

　
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
羅
し
な
い
。

　
　
　
使
絹
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

4
　
再
処
理
事
業
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料
物
質
等
の

　
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
二
年
総

理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車

両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
連
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十

九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に
必

要
な
措
置
を
講
じ
た
場
含
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
核

　
燃
料
物
質
等
を
再
処
理
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
翫
内
に
お
い
て
運

搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　（8）　（7｝　｛6＞　（5）　｛4｝　（3）　（2）　（1｝

「
加
工
規
則
」
の
場
舎
に
同
じ
（
本
書
八
ペ
ー
ジ
参
照
）

蓋



核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

○
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

〔
欄
鯉
町
能
義
終
結
〕

　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
六
十
三
年
七
月
二
十
六
日
総
理
府
令
第
四
十
一
号

（
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
の
技
術
上
の
基
雛
）

第
五
条
　
法
第
五
十
九
条
（
法
第
六
十
六
条
纂
二
項
に
お
い
て
準
絹
す
る
場
含

　
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
擦
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

　
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
核
燃
料
物
質

　
　
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
長
官

　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
　
　
の
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性
物
質

　
　
　
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
防
止
そ
の
他
の
長
官
の
定
め
る
障
害
防
止
の
た

　
　
　
　
　
　
②

　
　
　
め
の
措
遣
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合
。

　
　
ロ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等
容
器

　
　
　
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
も
の
を
長
官
の
承
認
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
偶

　
　
　
受
け
た
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合
。

　
三
　
前
項
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
准
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
直
方
体
の
長
辺
が
十
セ
ソ
チ
メ
…
ト
ル
以
上

四

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

　
　
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
が

　
　
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
同
義
イ
又
は
μ
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
上
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
父
は
収
納
し
た
車
海
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
又
は
墨
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と
い

　
う
。
）
の
表
薗
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
最

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
線
量
当
燈
率
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、
か

　
つ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
三
条
第
四
号
ハ
の
表
面

　
密
度
限
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
積
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

六
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
周
一
の
運
搬
機
器
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
と
混

　
載
し
な
い
こ
と
。

七
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
の
設
置
、
見
張
人
の
配
置
等

　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
絹
す
る

　
車
両
以
外
の
車
両
の
立
入
り
を
擬
題
す
る
こ
と
。

八
　
車
爾
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
車
両
を
徐
行
さ
せ
る

　
と
と
も
に
、
運
搬
行
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車



　
　
両
を
伴
走
さ
せ
る
こ
と
。

　
九
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
梢
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

　
　
を
岡
行
さ
せ
、
課
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
十
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
麗
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
概
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ご
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に

　
　
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
長
官
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

　
十
一
　
放
射
線
業
務
従
鱗
者
の
線
鏡
当
量
が
そ
れ
ぞ
れ
第
三
条
第
六
号
イ
の

　
　
線
量
盗
最
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
十
二
　
放
射
線
業
務
従
事
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に

　
　
従
事
す
る
も
の
の
線
量
当
鍛
が
長
宮
の
定
め
る
線
蟻
当
量
限
度
を
超
え
な

　
　
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
騎
の
理
由
に
よ
り
詞
項
第
㎝
二
号
及
び
第
旧
号

　
に
掲
げ
る
措
澱
の
全
部
又
は
一
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
長
嘗
の
承
認
を
受
け
た
措
醗
を
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
に
代
え
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
師
及
び
表
面
か
ら
ニ
メ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
最
当
量
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
線
縫
当
量
率

　
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
恨
り
で
な
い
。

3
　
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
ナ
号
ま
で
の
規
程

　
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
稽
し
な
い
。

核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
購
（
抄
）

4
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
（
昭
和
五
十
一
二
年
・
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及

　
び
核
燃
料
物
質
等
車
－
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二

　
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
塗
（
以

　
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
審
業
所
外
運
搬
基
準
篇
と
い
う
。
）
に
従
っ
て
保
安
の

　
た
め
に
必
要
な
措
概
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合
の
法
第
五
十
九
条
（
法
第
六

　
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
塗
扇
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
運
搬
の
披
術
上
の

基
準
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
事
業
所
外
運
搬
基
準
と
す
る
。

　（8）　：7）　（61　15｝　〔4｝　：3）　t：2｝　（1｝

「
旗
工
規
則
」
の
場
合
に
岡
じ
（
本
書
八
ぺ
…
ジ
参
照
）

ヨIL



核
燃
料
物
質
父
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
購
（
抄
）

○
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚

　
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す

　
る
規
則
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
知
卯
山
ハ
⊥
一
＝
一
な
十
一
R
月
⊥
一
　
工
n
口
総
理
府
令
纂
一
号
〕

　
　
　
　
欝
取
終
改
r
正
　
　
㎜
鴫
和
志
ハ
↓
一
＝
一
な
十
七
日
刀
一
一
↓
…
山
四
日
総
理
鷹
贋
翼
翼
m
四
ふ
1
一
口
写

（
事
業
ハ
所
内
の
運
搬
）

第
十
八
条
　
法
難
五
十
一
条
の
十
六
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
埋
設
事

　
業
者
は
、
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
遣
し
た
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
等
の
運

　
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
践
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
端
脳
す
る
こ
と
。

　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
肥
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
長
官
の

　
　
　
　
　
　
q
J

　
　
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性
物
質
の

　
　
飛
散
又
は
漏
え
い
の
防
止
そ
の
他
の
長
官
の
定
め
る
障
害
防
止
の
た
め

　
　
　
　
切

　
　
の
惜
…
概
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

　
ロ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等
容
器

　
　
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
も
の
を
長
官
の
承
認
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
　
受
け
た
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合

二
　
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
直
方
体
の
畳
替
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

／、

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
口
　
容
易
か
つ
安
全
に
敬
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
っ
、
運
搬
中
に
予
想

　
　
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
が

　
　
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

三
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
一
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
同
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
連
補
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
盛
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
7
5
染
さ
れ
た
物
。
以
上
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
薇
及
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と
い

　
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
量

　
㈲

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
線
量
当
国
率
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、
か

　
つ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
十
四
条
第
…
号
ハ
の
表

　
面
密
度
限
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

四
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
積
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

五
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
同
一
の
運
搬
機
器
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
と
混

　
載
し
な
い
こ
と
。

六
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
漂
識
の
設
置
、
見
張
人
の
配
置
等

　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
用
す
る

　
車
薦
以
外
の
車
両
の
立
入
り
を
発
墨
す
る
こ
と
。

七
　
車
両
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
車
両
を
徐
行
さ
せ
る

　
と
と
も
に
、
運
搬
行
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車



　
　
両
を
伴
走
さ
せ
る
こ
と
。

　
八
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

　
　
を
同
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
九
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
鍛
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
踊
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
上
同
じ
。
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
　
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
長
窟
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

　
十
　
放
射
線
業
務
従
墓
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
従

　
　
事
す
る
も
の
の
線
量
当
量
が
、
長
官
の
定
め
る
線
猛
当
黄
限
度
を
超
え
な

　
　
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
同
項
第
二
号
及
び
第
三
号

　
に
掲
げ
る
措
置
の
全
部
又
は
一
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
長
官
の
承
認
を
受
け
た
措
践
を
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
に
代
え
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
ニ
メ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
鑑
甕
量
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
窟
の
定
め
る
線
燈
当
量
瀬

　
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
第
一
項
第
一
号
か
ら
箱
一
工
号
ま
で
及
び
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定

　
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

4
　
廃
棄
物
埋
設
事
業
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料
物
質

　
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三

年
総
理
厨
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
圏
外
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質

等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輪
…
省
令
第
七
十
二
号
）
簗
　
二
条
か
ら

第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
蒸
準
に
従
っ
て
録
安
の
た
め

に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
核
燃
料
物
質
等
を
廃
棄
物
埋
設
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
に
お
い
て
運

搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
加
工
規
則
篇
の
場
合
に
岡
じ
（
本
書
八
ペ
ー
ジ
参
照
）

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

毛



核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

○
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚

　
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す

　
る
規
則
（
抄
）

〔
糊
鯉
碑
夕
冷
嘆
靖
誌
〕

最
終
改
正
　
昭
和
六
十
三
年
十
一
月
二
十
二
β
総
理
府
令
第
四
十
八
号

（
事
業
所
内
の
運
搬
）

第
三
十
鳳
条
　
法
第
五
十
一
灸
の
十
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
廃
棄
物
管
理

　
事
業
者
は
、
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
畳
し
た
事
業
所
内
の
核
燃
料
物
質
等
の

　
運
搬
に
㎜
閃
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
採
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。

　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
舎
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
イ
該
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
長
宮

　
　
　
　
　
　
　
ω

　
　
の
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性
物
質

　
　
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
防
止
そ
の
他
の
長
官
の
定
め
る
障
害
防
虚
の
た

　
　
　
　
　
㈹

　
　
め
の
措
鷹
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

　
ロ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等
容
器

　
　
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
批
難
な
も
の
を
長
官
の
承
認
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
　
受
け
た
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合

二
　
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ソ
チ
メ
…
ト
ル
以
上

／．＼

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
μ
　
容
易
か
っ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

　
　
さ
れ
る
湿
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
が

　
　
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

…二

@
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
一
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
三
号
イ
父
は
ロ
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
〕
と
い

　
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
蟻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
働

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
率
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、
か

　
っ
、
運
搬
…
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
二
十
七
条
篤
二
号
ハ
の

　
表
袴
密
度
限
度
の
十
分
の
｝
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
σ

四
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
勢
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

五
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
同
一
の
運
搬
機
器
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
と
混

　
載
し
な
い
こ
と
。

六
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
の
設
概
、
見
張
人
の
目
遣
等

　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
嗣
す
る

　
車
両
以
外
の
車
両
の
立
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。

七
　
車
両
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
車
両
を
徐
行
さ
せ
る

　
と
と
も
に
、
運
搬
行
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車



」

　
　
尚
を
伴
走
さ
せ
る
こ
と
。

　
八
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
棺
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

　
　
を
嗣
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
九
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
闘
定
す
る
た
め
の
装
鴛
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
囎
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
　
す
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
長
官
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

　
十
　
放
射
線
業
務
従
事
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
従

　
　
事
す
る
も
の
の
線
量
当
最
が
、
長
官
の
定
め
る
線
量
当
駅
限
度
を
超
え
な

　
　
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
詞
項
第
二
号
及
び
第
三
号

　
に
掲
げ
る
措
置
の
全
部
又
は
～
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
嗣
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⇔
り

　
長
官
の
承
認
を
受
け
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
に
代
え
る

　
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
ニ
メ
ー
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
最
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
線
鼠
当
量
率

　
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
第
一
項
第
｛
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定

　
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

4
廃
棄
物
管
理
事
業
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
核
燃
料
物
質

　
等
の
エ
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
二

年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質

等
董
・
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
座
…
省
令
窮
七
十
二
号
）
第
一
二
条
か
ら

第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め

に
必
要
な
措
躍
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
核
燃
料
物
質
等
を
廃
棄
物
管
理
施
設
を
設
置
し
た
事
業
所
内
に
お
い
て
運

搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　（8｝　〈7｝　（61　｛5）　｛4）　（3｝　｛2）　（D

「
加
工
規
則
㎏
の
場
合
に
嗣
じ
（
本
書
八
ペ
ー
ジ
参
照
）

核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
羅
（
抄
）

ノし



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
細
翼
等
を
定
め
る
告
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
δ

○
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
　
事
業
所
内
の
運
搬

　
関
す
る
措
置
等
　
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る

　
告
示

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　
X
雛
無
職
歎
顎
〕

　
　
　
　
　
は
　
　
　
　
　
　
　
　
に

に

最
終
改
｝
止
　
　
昭
和
轟
ハ
L
T
｝
二
年
L
T
一
月
一
一
↓
一
一
一
R
【
科
堂
・
仙
蚊
伽
割
血
月
此
口
一
那
第
コ
一
十
口
写

　
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
総
理
府
令
第

三
十
七
号
）
第
七
条
の
六
、
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運

転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
三
号
）
第
十
二
条
、

使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
麗
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第

十
号
）
第
十
四
条
及
び
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二

年
総
理
府
令
第
八
十
四
号
）
第
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
こ
れ
ら
の
規

則
を
実
施
す
る
た
め
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す

る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
昭
和

五
十
四
年
｝
月
下
厩
か
ら
適
用
す
る
Q

　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
筆
等
を
定
め
る
告

示
（
昭
和
五
十
二
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
九
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技

術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　
（
罵
語
）

第
【
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事

業
に
関
す
る
規
則
（
以
下
隈
加
工
規
則
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
六
、
試
験

研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
即
（
以
下

「
試
験
研
究
炉
規
則
し
と
い
う
。
）
第
十
二
条
、
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の

事
業
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
再
処
理
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
、
核

　
燃
料
物
質
又
は
、
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
埋
設
の

　
事
業
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
廃
棄
物
埋
設
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
、

　
核
燃
料
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業

．
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
廃
棄
物
管
理
規
劉
」
と
い
う
。
）
第
三
十
二
条
及

　
び
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
使
用
規
則
」
と
い
う
。
）

　
第
五
条
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

　
（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

　
　
物
の
放
射
能
濃
度
の
限
度
等
）

第
二
条
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六
第
｝
項
短
冊
二
号
イ
、
試
験
研
究
炉
甲
山
則
第
十

　
二
条
第
一
項
第
二
号
イ
、
再
処
理
規
則
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
イ
、
廃
棄

　
物
埋
設
規
則
第
十
八
譜
第
一
項
第
一
号
イ
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
三
十
二
条

　
第
一
項
第
一
号
p
及
び
使
用
規
則
第
五
条
第
　
項
第
二
号
イ
の
長
官
の
定
め

　
る
限
度
は
、
　
一
グ
ラ
ム
当
た
り
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に

　
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
披
蹴
上
の
基
準
に
係
る
細
幾
等
を
定
め
る
告
示
（
昭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
和
五
十
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
｝
号
）
第
二
条
第
一
号
に
定
め
る
A
値

　
の
一
万
分
の
一
と
す
る
。

2
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六
第
一
項
第
二
号
イ
、
試
験
研
究
炉
規
則
第
十
二
条

　
第
一
項
第
二
号
イ
、
再
処
理
規
劉
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
イ
及
び
使
用
規

　
期
第
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
長
官
の
定
め
る
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
は
、



　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
｝
　
通
常
の
運
搬
状
態
で
、
放
射
性
物
質
が
容
易
に
飛
散
し
、
又
は
漏
…
え
い

　
　
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
Q

　
二
　
雨
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
三
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
よ
う
に

　
　
す
る
こ
と
。

　
（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
物
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係

　
　
る
承
認
の
申
請
書
）

第
三
条
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六
第
一
項
第
二
号
ロ
、
試
験
研
究
煩
規
則
第
十

　
二
条
第
一
項
第
二
号
p
、
再
処
理
規
則
第
十
銀
条
第
｝
項
第
二
号
ロ
、
魔
棄

　
物
埋
設
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
一
号
ロ
、
廃
棄
物
管
理
規
晶
群
三
十
二
条

　
第
一
項
第
一
号
ロ
及
び
使
粥
規
則
第
五
条
第
一
項
第
二
号
口
の
規
定
に
よ
る

　
承
認
の
申
講
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
善
に
よ
っ
て

　
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
父
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
種
類
、
数
量
、
形

　
　
状
及
び
性
状

　
三
　
運
搬
す
る
日
時
及
び
経
路

　
四
　
運
搬
に
当
た
っ
て
講
ず
る
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置

（
運
搬
物
及
び
運
搬
機
器
に
係
る
遍
照
三
朔
率
）

第
四
条
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六
甲
一
項
纂
四
号
、
試
験
研
究
炉
規
則
第
十
二

　
条
第
…
項
第
四
号
、
再
処
理
規
興
第
十
四
条
第
｝
項
第
四
号
、
廃
棄
物
埋
設

　
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
三
十
二
条
第
　
項
第

　
三
号
、
使
屠
規
則
第
五
条
第
一
項
第
四
号
の
長
官
の
定
め
る
線
凡
庸
当
燈
率
は
、

　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
運
搬
物
（
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
源
子
炉
等
の
設
計
及
び
工
事
の
方

　
　
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
総
理
府
令
第
十
五
条
第
六
号
に
規
定
す
る
容
器

　
　
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
表
面
に
お
け
る
線
鍛
二
等
率
に
っ

　
　
い
て
は
、
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
隣

　
二
　
運
搬
物
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
否
率
に
っ

　
　
い
て
は
、
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
壁
隣

　
三
　
車
爾
の
表
面
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
垂
鷹
面
及
び
車
体
の
底
面
）
に
お
け
る
線
量
当
最
率
に
つ
い
て
は
、
ニ
ミ

　
　
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
四
　
車
海
の
表
面
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
垂
直
面
）
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
燈
当
量
率
に
つ
い
て
は
、

　
　
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
五
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
に
お
け
る
線
母
当
蚤
率
に
つ
い
て
は
、
ニ
ミ
リ
シ
ー

　
　
ベ
ル
ト
毎
時

　
六
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に

　
　
つ
い
て
は
、
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

（
危
険
物
）

第
五
条
　
加
工
規
則
第
七
条
の
悪
童
＝
狽
笙
六
号
、
試
験
研
究
炉
規
則
第
十
二

　
条
第
　
項
晶
弟
晶
ハ
ロ
写
、
　
再
処
㎜
置
網
脚
馴
川
第
十
四
条
第
｝
項
ハ
第
山
肥
曙
写
、
　
廃
棄
物
埋
設

　
規
則
第
十
八
条
纂
一
項
第
五
号
、
廃
棄
物
管
理
規
聴
第
三
十
二
条
第
一
項
第

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
侵
襲
に
係
る
技
術
的
継
目
等
を
定
め
る
告
示

三



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
澱
等
に
係
る
技
術
的
細
演
等
を
定
め
る
告
示

　
九
号
及
び
使
用
規
則
第
五
条
第
一
項
第
六
号
の
長
官
の
定
め
る
危
険
物
は
、

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
胤
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
一
一
条
第
一

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

二
高
斑
ガ
ス
取
締
法
（
昭
和
二
＋
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条
に
規

　
　
製
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
揮
発
油
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
あ
っ

　
　
て
、
引
火
点
が
摂
氏
八
十
二
度
以
下
の
も
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
あ
っ
て
、
酸
の
含
有
量
が
体

　
　
積
比
で
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
安
全
な
運
搬

　
　
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物

（
標
識
）

第
六
条
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六
三
　
項
第
十
号
、
試
験
研
究
国
議
劉
第
十
二

　
条
第
｝
項
第
十
号
、
再
処
理
規
劉
第
十
四
条
第
一
項
第
十
号
、
廃
棄
物
埋
設

　
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
九
号
、
廃
棄
物
管
理
規
則
第
三
十
二
条
第
一
項
第

　
九
号
及
び
使
用
規
則
第
五
条
第
一
項
第
十
号
の
長
官
の
定
め
る
標
識
は
、
別

　
記
に
掲
げ
る
標
識
と
す
る
。

（
運
搬
に
従
事
す
る
者
に
係
る
線
黛
当
量
限
度
）

第
六
条
の
二
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六
第
一
項
第
十
一
号
、
試
験
研
究
炉
規
則

　
第
十
二
条
第
一
項
第
十
一
号
、
再
処
理
規
則
第
十
四
条
第
一
項
第
十
一
号
、

　
廃
棄
物
埋
設
規
楽
堂
十
八
条
第
一
項
第
十
号
、
廃
棄
物
管
理
規
覇
第
三
十
二

　
条
第
一
項
第
十
号
及
び
使
罵
規
則
第
五
条
第
一
項
第
十
二
号
の
長
官
の
定
め

㎜
三

　
る
線
蚤
当
量
限
度
は
、
実
効
線
量
当
量
に
つ
い
て
四
月
｝
日
を
始
期
と
す
る

　
＝
ヰ
間
に
つ
き
十
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
Q

（
特
別
措
概
に
係
る
承
認
の
申
請
書
）

第
七
条
　
加
工
規
則
第
七
条
の
六
第
二
項
、
試
験
研
究
櫛
”
規
劉
第
十
二
条
第
二

　
項
、
再
処
理
規
則
第
十
四
条
第
二
項
、
廃
棄
物
埋
設
規
則
第
十
八
条
第
二
項
、

　
廃
棄
物
管
理
規
則
第
三
十
二
条
第
二
項
及
び
使
用
規
則
第
五
条
第
二
項
の
規

　
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書

　
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
で
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
種
類
、
数
量
及
び
性
状

　
三
　
運
搬
物
の
表
函
並
び
に
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
及
び
御
幣
ー
ト

　
　
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
量
率

　
四
　
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
國
難
で
あ
る
措
置
及
び
そ
の
理
由

　
五
　
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
の
種
類
及
び
仕
様

　
六
　
運
搬
に
使
用
す
る
運
搬
機
器
の
仕
様

　
七
　
運
搬
の
巳
時
及
び
経
路

　
八
　
運
搬
に
従
事
す
る
老
の
被
ば
く
の
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

　
九
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
放
射
線
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

　
十
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
運
搬
に
伴
う
障
害
点
比
の
た
め
に
講
ず

　
　
る
措
践

（
特
別
措
置
の
適
用
を
受
け
る
運
搬
物
に
係
る
線
撞
当
量
率
）

第
八
条
　
加
工
規
劉
第
七
条
の
六
第
二
項
た
だ
し
書
、
試
験
研
究
炉
規
則
第
十



　
二
条
第
二
項
た
だ
し
書
、
再
処
理
規
興
第
十
四
条
第
二
項
た
だ
し
諮
、
廃
棄

　
物
埋
設
規
則
第
十
八
条
笛
一
一
項
た
だ
し
書
、
寵
棄
物
管
理
規
則
第
三
十
二
条

　
第
二
項
た
だ
し
書
及
び
使
絹
規
鋼
第
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
長
官
の
定
め

　
る
線
最
当
量
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
は
、
十
ミ
り
シ
ー
ベ

　
　
ル
ト
毎
時

　
二
　
運
搬
物
の
表
麟
か
ら
ニ
メ
…
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
漸
嫉
率
に
っ

　
　
い
て
は
、
百
マ
イ
ク
p
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

（
線
量
当
鏡
率
等
の
雛
定
）

第
九
条
　
第
四
条
、
第
七
条
及
び
第
八
条
の
線
量
当
量
率
は
一
セ
ソ
チ
メ
！
ト

　
ル
線
量
当
彙
率
と
し
、
第
六
条
の
二
の
実
効
線
量
当
輩
は
一
セ
ソ
チ
メ
ー
ト

　
ル
線
鎧
当
量
と
す
る
。
た
だ
し
、
科
学
技
術
庁
長
官
が
認
め
た
場
合
は
、
こ

　
の
限
り
で
な
い
。

2
　
前
項
の
実
効
線
最
当
鉦
の
算
定
に
当
た
っ
て
は
、
診
療
を
受
け
る
た
め
の

　
被
ば
く
を
除
く
も
の
と
す
る
。

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

三
晶



別記（第6条関係）

讐
．

ノズ

夢
放　射　性

事業所内運搬

＼》／

注　1　♂は、0，5センチメートル以上とするQ

　　2　nは、0．2センチメートル以圭とする。

　　3　車両に取り付ける標識については、その

　　各辺は、15センチメートル以上とする。

　　4　色彩は、次表によること。

／
ふちの内側の線 黒

5　「事業所内運搬」の文字は、「周辺監視

区域内運搬1の文字で代えることができるQ

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
贋
内
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
等
に
係
る
技
術
的
細
昌
等
を
定
め
る
告
示

二
㈱



○
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、

　
関
す
る
規
則
（
抄
）

運
転
等
に

［
騨
酔
臥
斜
篇
斥
鉛
〕

　
（
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
）

第
十
三
条
　
法
難
…
二
十
五
条
第
一
項
ハ
の
規
定
に
よ
り
、
漂
子
炉
設
置
者
は
、
原

　
子
炉
施
設
を
設
臆
し
た
工
場
又
は
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質

　
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
核

　
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。
）
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を

　
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
核
燃
料
物
質

　
　
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
含
は
、
こ
の
限
9
で
な
い
。

　
　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
通
商

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
　
産
業
大
臣
の
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、

　
　
　
放
射
性
物
質
の
飛
散
叉
は
漏
え
い
の
防
止
そ
の
飽
通
商
麓
業
大
臣
の
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
め
る
障
害
防
止
の
た
め
の
蟻
溝
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

　
　
p
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
、
大
型
機
械
等
容

　
　
　
器
に
封
入
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
囲
的
な
も
の
を
通
商
産
業
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
帥

　
　
　
臣
の
承
認
を
受
け
た
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場

実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
　
合

三
　
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
容
器
に
外
接
す
る
薩
方
体
の
山
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
容
易
か
つ
安
全
に
取
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想
さ

　
　
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
れ
つ
、
破
損
等
が

　
　
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
同
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
搬
す
る
機
械
的
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と
い

　
う
。
）
の
表
戸
及
び
表
面
か
ら
一
ズ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
放
射
線
量
多
超
え
な
い
よ
う

　
に
し
、
か
つ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
八
条
第
一
号

　
ロ
の
許
容
褒
魏
密
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
積
付
け
ば
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

六
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
同
一
の
運
搬
機
器
に
通
商
産
業
大
距
の
定
め
る
危

険
響
混
載
し
な
い
こ
と
・

七
　
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
を
設
け
る
こ
と
等
の
方
法
に
よ
り
、
運

　
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
照
す
る
車
両
以
外
の
車
両
の

ユ五



　
　
　
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
　
立
入
り
を
制
限
し
、
か
っ
、
必
要
な
箇
所
に
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
。

　
八
　
車
爾
に
積
載
し
て
運
搬
す
る
場
合
は
、
徐
行
す
る
と
と
も
に
、
運
搬
行

　
　
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
陰
欝
を
伴
走
さ
せ
る
こ

　
　
と
。

　
九
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
、
根
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る

　
　
者
を
千
行
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
十
　
運
搬
物
（
コ
γ
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
白
嗣
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
父
は
車
両
に
圏
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
を
運
搬
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
る
車
両
の
適
当
な
箇
所
に
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
標
識
だ
取
り
付
け
る

　
　
こ
と
。

　
十
一
　
従
事
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
従
窮
す
る
も

　
　
の
の
輔
倣
ば
く
放
射
線
績
が
第
九
条
鱗
卿
…
項
箪
祭
習
写
の
許
容
被
ば
く
線
几
璽
を

　
　
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

2
　
離
項
の
揚
合
に
お
い
て
、
特
甥
の
理
山
…
に
よ
り
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号

　
に
掲
げ
る
措
讃
の
全
部
又
は
一
駕
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
通
商
産
業
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
携
概
を
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら

　
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
G
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
廊
及
び
表
面
か
ら

　
ニ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
が
そ
れ
ぞ
れ
通
商
産
業
大
鷹
の

　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

　
定
め
る
放
射
線
最
率
を
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
眼
り
で
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
至
ハ

3
　
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定

　
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
Q

4
　
第
一
項
の
規
定
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
叉
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る

　
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
　
二
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
か

　
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運

　
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技

　
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
録
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
て
工
場
又
は
事

　
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

（8）　（7）　（6）　（5＞　（4）　（3）　（2＞　（1

実
用
発
電
駈
内
運
搬
告
示
第
二
条
第
一
項

悪闘同同同隅同

塵
二
条
第
二
項

第
三
条

第
四
条

第
五
条

第
六
条

第
七
条

第
八
条



○
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に

　
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

〔昭

a
五
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
通
ナ
二
刀
座
叢
小
言
比
毛
　
が
第
六
甲
臼
六
十
六
口
写
〕

　
実
田
傭
発
電
用
漂
子
炉
の
｝
設
概
、
運
転
算
鴇
に
関
一
す
る
規
購
（
昭
和
五
十
｝
一
難
ヰ
通

商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
第
牽
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
周
規
定
を
実

施
す
る
た
め
、
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る

措
蹟
に
係
る
技
術
的
細
二
等
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

　
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
措
麗
に
係
る

技
術
的
細
鷹
等
を
定
め
る
告
示

　
（
用
語
）

第
｝
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
実
用
発
電
用
原
子
炉
の
設

　
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
翔
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
に
お

　
い
て
使
胴
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
Q

　
（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

　
　
物
の
放
旧
射
能
｛
濃
度
の
眼
度
幡
守
）

第
二
条
　
知
事
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
通
商
産
業
大
距
の
定
め
る
限
度

　
は
、
　
一
グ
ラ
ム
当
た
り
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
漸
木
所
の
外
に
お
け
る

　
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
饅
等
を
定
め
る
告
示
（
昭
憩
五
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
三
年
十
二
月
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
一
号
）
第
二
条
第
…
号
に
定
め
る
A
値

　
の
…
万
分
の
一
と
す
る
。

2
　
規
則
第
十
二
一
条
第
㎝
項
第
二
号
イ
の
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
障
害
防
慮

　
の
た
め
の
措
㎜
虹
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
｝
　
コ
ン
ク
リ
ー
ト
そ
の
他
の
鰹
型
化
桝
料
に
よ
っ
て
三
型
化
す
る
こ
と
等

　
　
に
よ
り
、
放
射
性
物
質
の
飛
散
又
は
漏
え
い
を
防
止
す
る
こ
と
Q

　
二
　
雨
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
三
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
よ
う
に

　
　
す
る
こ
と
。

　
（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
物
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係

　
　
る
承
認
の
申
請
書
）

第
三
条
　
規
則
第
十
　
二
条
第
一
熱
雲
一
省
写
ロ
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
嚇
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
｝
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
種
類
、
数
量
、
形

　
　
状
及
び
性
状

　
三
　
運
搬
の
日
時
及
び
経
［
路

　
四
　
運
搬
に
当
た
っ
て
講
ず
る
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置

　
（
運
搬
物
及
び
運
搬
機
器
に
係
る
放
射
線
量
率
）

第
四
条
　
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
の
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
放
射
線

　
量
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
放
射
線
燈
率
に
つ
い
て
は
、
二
百
ミ
リ
レ
ム

　
　
毎
蒔

　
二
　
運
搬
物
の
表
諏
か
ら
…
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ

工
場
又
は
事
業
醗
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
島
隠
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

宅



工
場
叉
は
事
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
緬
霞
を
定
め
る
告
示

　
　
い
て
は
、
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
三
　
車
両
の
表
面
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
垂
直
面
及
び
壼
－
体
の
下
面
）
に
お
け
る
放
射
線
箪
率
に
つ
い
て
は
、
一
　
百

　
　
ミ
リ
レ
ム
毎
時
．

　
四
　
車
両
の
表
面
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
垂
直
面
）
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、

　
　
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
五
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
翻
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
つ
い
て
は
、
二
百
ミ
リ
レ

　
　
ム
毎
時

　
六
　

コ
γ
テ
ナ
の
蜘
衣
錘
か
ら
｝
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
出
雲
耐
射
線
R
殿
率
に

　
　
つ
い
て
は
、
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
（
危
険
物
）

第
五
条
　
規
則
第
十
…
二
条
第
二
狽
第
六
号
の
通
商
産
業
大
臣
の
定
め
る
危
険
物

　
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
牽
九
号
）
第
二
条
第
一

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
岡
条
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
　
一
　
高
圧
ガ
ス
取
締
法
（
昭
和
工
牽
六
年
法
律
第
一
一
百
四
号
）
第
二
条
に
規

　
　
定
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
揮
発
油
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
あ
っ

　
　
て
、
引
火
点
が
摂
氏
八
十
二
度
以
下
の
も
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
あ
っ
て
、
酸
の
含
有
最
が
体

　
　
積
比
で
十
パ
…
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
安
全
な
運
搬

二
八

　
　
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
も
の

　
（
標
識
）

第
六
条
　
規
則
第
十
三
条
第
一
項
第
十
号
の
通
商
産
業
大
距
の
定
め
る
標
識
は
、

　
別
記
の
も
の
と
ナ
る
。

　
（
急
騰
措
置
に
係
る
承
認
の
由
蟻
嗣
書
）

第
七
条
　
規
則
第
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
老
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
種
類
、
数
量
及
び
性
状

　
三
　
運
搬
物
の
表
面
並
び
に
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
及
び
ニ
メ
…
ト

　
　
ル
の
躍
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率

四
　
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
措
概
及
び
そ
の
理
由

五
　
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
の
種
類
及
び
仕
様

六
　
運
搬
に
使
罵
す
る
運
搬
機
器
の
仕
様

七
　
運
搬
の
躊
時
及
び
経
路

八
　
運
搬
に
従
事
す
る
者
の
被
ば
く
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

九
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
放
射
線
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
躍

十
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
運
搬
に
伴
う
障
害
防
止
の
た
め
に
講
ず

　
る
措
置

　
（
特
別
措
置
の
適
用
を
受
け
る
運
搬
物
に
係
る
放
射
線
量
率
）

第
八
条
　
規
則
第
十
一
二
条
第
二
項
の
通
商
産
業
大
藩
の
定
め
る
放
射
線
量
率
は
、

　
次
の
と
お
り
と
す
る
。



｝
　
運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
放
墨
線
景
率
に
つ
い
て
は
、
千
ミ
リ
レ
ム
毎

時

　
二
　
運
搬
物
の
星
斗
か
ら
ニ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
放
射
線
量
率
に
っ

　
　
い
て
は
、
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時

　
　
　
サ
　
　
　
聾

　
　
　
附
　
　
目
ハ

　
こ
の
告
示
は
、
実
用
発
電
用
原
子
煩
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭

和
五
十
三
年
通
商
産
業
省
令
第
七
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

男」　　言己　（　第6条関係　）

1　豊は、2ミリメートル以上とする。

2　nは、0．5センチメートル以上とする。

3　車薔に取り付ける標識については、その

　各辺は、15センチメートル以上とする。

4　色彩は、次表によることQ

注

ぶ

色彩分部

白
黒
黒
白
黒

ク
字
分
線

地
マ葉

部
の

　
側

の
内

　
の

ち　
ぢ

三
文
ふ
ふ

　　　　摩

　　　　　り

＼義誌／
　　　＼＼／

「事業所内運搬」の文字は、　「周辺監視5

工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
謹
を
定
め
る
告
示

区域内運搬」の文字で代えることができる。二
九



実
周
舶
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
財
（
抄
）

○
実
用
舶
用
原
子
炉
の
設
置
、

　
関
す
る
規
則
（
抄
）

運
転
等
に

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@
〔
針
鼠
寵
二
確
総
締
八
翌

　
（
原
子
力
船
営
内
の
運
搬
）

第
二
十
五
条
　
法
第
一
二
十
五
条
第
…
項
の
規
定
に
よ
り
、
凍
子
炉
設
置
者
等
は
、

　
原
子
力
船
等
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
、
次
の
各

　
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〇

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
核
燃
料
物

　
　
質
が
臨
界
に
達
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
。

　
　
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
イ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
そ
の
放
射
能
濃
度
が
運
輸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
　
大
臣
の
定
め
る
限
度
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性

　
　
物
質
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
防
止
そ
の
他
の
運
輸
大
臣
の
定
め
る
放
射

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
線
障
害
防
止
の
た
め
の
措
概
を
講
じ
た
も
の
を
運
搬
す
る
場
合

　
　
ロ
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等
容
器

　
　
　
に
封
入
し
て
運
搬
ず
る
こ
と
が
著
し
く
燭
難
な
も
の
を
運
輸
大
臣
の
承

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
　
　
認
を
受
け
た
放
射
線
障
害
防
止
の
た
め
の
重
字
乞
講
じ
て
運
搬
す
る
場
合

三
　
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

き

　
イ
　
薮
該
容
器
に
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

　
　
と
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
容
易
か
つ
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
運
搬
中
に
予
想

　
　
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
き
裂
、
破
損
等
が

　
　
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

四
　
核
燃
料
物
質
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
二
号
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り

　
詞
号
イ
又
は
ロ
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
容

　
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）

　
及
び
こ
れ
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
核
燃
料
物
質
等
を

　
運
冠
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬
機
器
」
と
い

　
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
遇
量

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
率
が
そ
れ
ぞ
れ
運
輸
大
臣
の
定
め
る
線
量
当
量
率
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
、

　
か
っ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
第
二
十
条
第
　
号
ハ
の

　
表
面
密
度
限
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

五
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
買
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
倒
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

六
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
同
一
の
運
搬
機
軸
に
運
輸
大
桑
の
定
め
る
危
険
物

　
と
混
載
し
な
い
こ
と
〇

七
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
の
設
置
、
見
張
人
の
配
置
等

　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
用
す
る

　
車
両
以
外
の
車
両
の
立
入
り
を
鋤
限
す
る
こ
と
Q

八
　
車
両
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
車
両
を
徐
行
さ
せ
る



　
　
と
と
も
に
、
運
搬
行
程
が
長
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
保
安
の
た
め
他
の
車

　
　
簡
を
伴
走
さ
せ
る
こ
と
。

　
九
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
糊
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

　
　
を
岡
部
さ
せ
、
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
十
　
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
機
器
で
あ
っ
て
、
反
復

　
　
使
矯
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
っ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及

　
　
び
取
卸
し
の
た
め
の
装
翼
又
は
車
爾
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る

　
　
も
の
の
う
ち
、
非
囎
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
収

　
　
納
さ
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬

　
　
す
る
車
而
の
適
当
な
箇
所
に
運
輸
大
賑
の
定
め
る
標
識
ダ
取
り
付
け
る
こ

　
　
と
。

　
十
一
　
放
射
線
業
務
従
察
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲
の
2

　
従
事
す
る
も
の
の
線
量
当
量
が
運
輸
大
臣
の
定
め
る
線
量
当
量
限
度
を
超

　
　
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
特
別
の
理
由
に
よ
り
同
項
第
三
号
及
び
第
四
号

　
に
掲
げ
る
措
管
の
全
部
叉
は
一
部
を
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
措
撃
講
ず
る
こ
と
を
も
っ
て
、
こ
れ
ら
に
代

　
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
当
該
運
搬
物
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
ニ
メ

　
！
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
最
率
が
そ
れ
ぞ
れ
運
輸
大
臣
の
定
め
る
線

　
　
　
　
　

　
量
当
量
鼠
調
乞
超
え
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
第
一
項
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
七
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
規
定

　
は
、
管
理
区
域
に
お
い
て
行
わ
れ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
規
し
な
い
。

実
用
舶
用
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
剛
（
抄
）

4
　
凍
子
国
章
概
者
等
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
題
し
、
核
燃
料
物
質
等

　
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
薮
十
三
年

総
理
府
令
第
万
十
七
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
四
条
ま
で
及
び
核
燃
料
物
質
等

車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
煮
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
二
号
）
第
烹
条
か
ら
第

幸
九
条
ま
で
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に

必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
凍
子

力
船
等
に
お
い
て
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（8＞　（7）　（6＞　（6）　（5＞　（4）　（3＞　（2＞　（玉）

　　の
　　2　　　　　実
同同同局同同氏主用

実
用
原
子
力
船
内
運
搬
告
示
第
二
条
第
｝
項

岡同同同局同同

第
二
条
第
二
項

第
三
条

第
四
条

第
五
条

第
六
条

第
六
条
の
二

第
七
条

第
八
三

巴



核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
霞
を
定
め
る
告
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
悪
三

○
核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
に
お
け
る
運
搬
に
関

　
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@
〔
翻
難
癖
バ
塑
廿
鉛
〕

　
実
用
舶
用
漂
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輪

省
令
第
七
十
号
）
第
二
十
五
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
こ
れ
を
実
施
す
る
た

め
、
核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
等
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技

術
的
細
囲
等
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
原
子
力
基
本
法
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三
年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号

に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
四
年
　
月
四
日
）
か
ら
適
用
す
る
。

　
核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的

細
霞
等
を
定
め
る
告
示

　
（
罵
語
）

第
｝
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
爾
語
は
、
実
用
舶
用
原
子
炉
の
設
置
、

　
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第
七
十
号
。
以
下
「
規

　
則
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
難
語
の
例
に
よ
る
。

　
（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

　
　
物
の
放
射
能
濃
度
の
限
度
等
）

第
二
条
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
築
二
号
イ
の
運
輸
大
雛
の
定
め
る
限
度
は
、

　
…
グ
ラ
ム
当
た
り
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
叉
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬

　
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
継
目
等
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
五
十
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
一
号
）
第
二
条
第
ヨ
写
に
定
め
る
A
値
の
一
万
分
の

　
一
と
す
る
。

2
　
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
運
輸
大
隠
の
定
め
る
放
射
線
障
害

　
防
止
の
た
め
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

ジ
罐
鞭
鐸
畷
射
性
物
質
が
容
易
に
飛
散
麦
は
漏
え
い

　
二
　
雨
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
三
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
な
る
よ
う
に

　
す
る
こ
と
。

　
（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
が
著
し
く
財
欲
な
物
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係

　
　
る
承
認
の
由
－
誼
購
書
）

第
三
条
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
第
爵
号
ロ
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
講
は
、

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
講
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
駈
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
種
類
、
数
景
、
形

　
状
及
び
性
状

　
三
　
運
搬
す
る
日
時
及
び
経
路

　
四
　
運
搬
に
当
た
っ
て
講
ず
る
放
射
線
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置

　
（
運
搬
物
及
び
運
搬
機
器
に
係
る
線
量
当
量
率
）

第
四
条
　
規
則
第
二
十
五
条
第
一
項
第
四
号
の
運
輸
大
頭
の
定
め
る
三
蓋
当
最

　
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
は
、
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ



　
　
ル
ト
毎
時

　
二
　
運
搬
物
の
表
面
か
ら
｝
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
三
品
当
量
率
に
つ

　
　
い
て
は
、
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
…
二
　
車
両
の
表
面
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
垂
直
面
及
び
車
体
の
底
謹
）
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
は
、
ニ
ミ

　
　
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
四
　
車
両
の
表
面
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
垂
直
面
）
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
は
、

　
　
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
・

　
五
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
は
、
ニ
ミ
リ
シ
…

　
　
ベ
ル
ト
毎
時

　
穴
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
｝
メ
…
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
裏
壁
率
に

　
　
つ
い
て
は
、
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
（
危
険
物
）

第
五
条
　
規
則
第
二
十
五
条
第
｝
項
第
六
号
の
運
輸
大
臣
の
定
め
る
危
険
物
は
、

　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
｝

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
二
　
高
圧
ガ
ス
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条
に
規

　
　
定
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
揮
発
油
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
あ
っ

　
　
て
、
引
火
点
が
摂
氏
八
十
二
度
以
下
の
も
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
あ
っ
て
、
酸
の
含
有
量
が
体

　
　
積
比
で
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
安
全
な
運
搬

　
　
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物

　
（
漂
識
）

第
穴
条
　
規
則
第
ニ
ナ
五
条
第
　
項
第
十
号
の
運
輸
大
臣
の
定
め
る
標
識
の
様

　
式
は
、
別
記
様
式
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
運
搬
に
従
事
す
る
者
に
係
る
線
量
当
量
限
度
）

第
六
条
の
二
　
規
則
第
二
十
五
条
第
へ
項
第
十
言
写
の
運
輸
大
臣
の
定
め
る
線

　
鐙
当
董
限
度
は
、
実
効
線
量
当
量
に
つ
い
て
四
月
㎝
日
を
始
期
と
す
る
一
年

　
間
に
つ
き
十
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
Q

　
（
特
別
措
置
に
係
る
承
認
の
申
請
書
）

第
七
条
　
規
則
第
二
十
五
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
次
の
各

　
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
｝
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
一
一
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
種
類
、
数
最
及
び
性
状

　
三
　
運
搬
物
の
表
面
並
び
に
表
面
か
ら
一
メ
！
ト
ル
の
距
離
及
び
ニ
メ
ー
ト

　
　
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
量
率

　
四
　
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
措
置
及
び
そ
の
理
由

八七六

運
搬
に
使
用
す
る
容
器
の
種
類
及
び
仕
様

運
搬
に
使
用
す
る
運
搬
機
器
の
遣
様

運
澱
の
日
時
及
び
経
路

運
搬
に
従
事
す
る
者
の
被
ば
く
の
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
緬
目
を
定
め
る
告
示

蓋



　
　
核
燃
料
物
質
等
の
原
子
力
船
に
お
け
る
運
綴
に
関
す
る
措
置
に
係
る
技
術
的
細
羅
等
を
定
め
る
告
示

　
九
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
放
射
線
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

　
十
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
運
搬
に
伴
う
放
射
線
障
害
防
止
の
た
め

　
　
に
講
ず
る
措
羅

　
（
特
別
措
麗
の
適
用
を
受
け
る
運
搬
物
に
係
る
線
量
当
量
率
）

第
八
条
　
規
鋼
第
二
十
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
運
輸
大
臣
の
定
め
る
線
燈
当

　
量
率
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
｝
　
運
澱
物
の
表
面
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
は
、
牽
ミ
リ
シ
ー
ベ

　
　
ル
ト
毎
蒋

　
二
　
運
搬
物
の
表
面
か
ら
ニ
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
っ

　
　
い
て
は
、
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

溺記様式（第6条関係）

漏
西

Zは、α5センチメートル以．しとする。

nは、α2セアチ「＝[トル以上とする。

車両に取り付ける標識については、その各辺

は、15センチメートル以上とする。

色彩は、次表によること。

ρ

i　　　　　　　　　　　　　l

戟@　　　地　　　　i　白
i三　葉　マ　一　ク1黒
i文　　　　　　　　字　　　黒

奄
戟
F
∴
寓
，
繍
黒
i

「事業所内運搬」の文字は、　「周辺監視区域

内運搬」の文字：でかえることができる。

一
　
　
ワ
｝
　
3

4

5
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核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
凍
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

　
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）晶

漣
塀
無
声
舘
〕

最
終
改
正
　
昭
和
六
十
三
年
五
月
二
十
七
日
法
律
第
六
十
九
号

（
目
的
）

第
｝
条
　
こ
の
法
律
は
、
愛
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六

　
号
）
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
利

　
用
が
平
和
の
邑
的
に
限
ら
れ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
利
罵
が
計
醐
的
に
行
わ
れ

　
る
こ
と
を
確
保
す
る
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
に
よ
る
災
害
を
防
止
し
、
及
び
核

　
燃
料
物
質
を
防
護
し
て
、
公
共
の
安
全
を
麟
る
た
め
に
、
製
錬
、
加
工
及
び

　
再
処
理
の
事
業
並
び
に
原
子
炉
の
設
置
及
び
運
転
士
に
関
す
る
必
要
な
規
制

　
等
を
行
う
ほ
か
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
に
関
す
る
条
約
そ
の
他

　
の
国
際
約
束
を
実
施
す
る
た
め
に
、
解
発
規
制
物
資
の
使
丁
に
関
し
て
必
要

　
な
規
棚
を
行
う
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
等
）

第
五
十
九
条
の
二
　
使
用
老
、
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、

　
外
醐
原
子
力
船
運
航
老
、
再
処
理
事
業
者
及
び
廃
棄
事
業
老
並
び
に
こ
れ
ら

　
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
使
絹
者
等
」

　
と
い
う
。
）
は
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物

　
を
工
場
等
の
外
に
お
い
て
運
搬
す
る
場
合
（
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
り
運
搬

豊
ハ

　
す
る
場
合
を
除
く
。
）
に
お
い
て
は
、
総
理
府
令
（
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、

　
無
軌
条
電
車
、
自
動
車
及
び
軽
車
両
に
よ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
運
搬
す
る

　
物
に
つ
い
て
の
措
置
を
除
き
、
運
輸
省
令
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
定

　
め
る
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
保
安
の
た
め
に
必
要
な
措
置
（
当
該
核
燃
料

　
物
質
に
政
令
で
定
め
る
特
定
核
燃
料
物
質
を
含
む
と
き
は
、
保
安
及
び
特
定

　
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
）
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
甫
項
の
場
合
に
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染

　
さ
れ
た
物
に
よ
る
災
害
の
防
止
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
特
に

　
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
使
用

　
老
生
は
、
そ
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
が
同
項
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る

　
こ
と
に
つ
い
て
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閥
総
理
大
臣
又

　
は
運
輸
大
臣
の
確
菊
隠
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
使
用
者
等
は
、
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
総
理

　
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閥
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
が

　
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
容
器

　
（
第
六
十
一
条
の
四
十
二
に
お
い
て
「
承
認
容
器
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て

　
は
、
第
一
項
の
技
術
上
の
基
婆
の
う
ち
容
器
に
関
す
る
基
準
は
、
満
た
さ
れ

　
た
も
の
と
す
る
。

4
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
内
閣
総
理
大
紫
又
は
運
輸
大
饒
は
、
核
燃
料

　
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
が

　
同
項
の
技
術
上
の
基
薙
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
雪
田
者
等

　
に
対
し
、
運
搬
の
停
止
そ
の
他
保
安
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め

　
に
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。



5
　
第
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚

　
染
さ
れ
た
物
に
よ
る
災
害
を
防
虚
し
、
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
を
防
護
し
て

　
公
共
の
安
全
を
塗
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
場
舎
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場

　
合
に
該
当
す
る
と
き
は
、
使
用
著
等
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
、
そ
の
旨
を
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
届
け
出
て
、
漏
出
を
証
明
す
る
文

　
書
（
以
下
「
運
搬
証
明
書
」
と
い
う
。
）
の
交
付
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

6
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
災

　
害
を
防
比
し
、
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
を
防
護
し
て
公
共
の
安
全
を
図
る

　
た
め
必
蓼
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
運
搬
の
日
時
、
経
路
そ
の
他
総
理
府

　
令
で
定
め
る
奉
項
に
つ
い
て
、
必
要
な
捲
示
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

7
　
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
指
示
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
指
示
の

　
内
容
を
運
搬
証
明
書
に
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

8
　
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
運
搬
証
明
書
の
交
付
を
受
け
た
と

　
き
は
、
使
用
者
等
は
、
当
該
運
搬
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
藍
該
運
搬
証

　
明
書
に
記
載
さ
れ
た
内
容
に
従
っ
て
運
搬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

9
　
運
搬
証
明
書
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ
た
と
き
は
、
使
用
者
等
は
、
遅

　
滞
な
く
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
届
け
出
て
、
そ
の
書
換
え

　
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10

@
運
搬
証
明
書
を
喪
失
し
、
汚
損
し
、
又
は
盗
取
さ
れ
た
と
き
は
、
使
用
者

　
等
は
そ
の
事
由
を
付
し
て
交
付
を
受
け
た
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
そ
の
再

　
交
付
を
文
書
で
申
請
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

11

@
警
察
…
官
は
、
自
動
車
又
は
軽
車
両
に
よ
り
運
搬
さ
れ
る
核
燃
料
物
質
叉
は

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
よ
る
災
害
を
防
止
し
、
及
び
当
該

　
核
燃
料
物
質
に
含
ま
れ
る
特
定
核
燃
料
物
質
を
防
護
し
て
公
共
の
安
全
を
隈

　
る
た
め
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
当
該
自
動
車
父
は
軽
車
両
を

　
惇
止
さ
せ
、
こ
れ
ら
の
物
を
運
搬
す
る
者
に
対
し
、
運
搬
証
明
書
の
提
示
を
求

　
め
、
若
し
く
は
、
総
理
府
ム
ー
3
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
運
搬
証
明
書
に
記
載

　
さ
れ
た
内
容
に
従
っ
て
運
搬
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
査
し
、
又
は

　
こ
れ
、
b
の
物
に
よ
る
災
害
を
防
止
し
、
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
を
防
護
す
る

　
た
め
、
第
五
項
、
第
六
項
及
び
第
八
項
の
規
定
の
実
施
に
必
要
な
隈
度
で
経

　
路
の
変
．
誰
そ
の
他
の
適
嘉
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

12

@
前
項
に
規
定
す
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解

　
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
五
十
九
条
の
三
　
使
用
者
、
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
老
、

　
外
国
原
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理
画
業
老
及
び
廃
棄
事
業
者
（
以
下
こ
の
条

　
に
お
い
て
「
使
講
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
特
定
核
燃
料
物
質
が
当
該
使
用

　
者
等
の
工
場
等
か
ら
運
搬
さ
れ
又
は
外
濁
の
工
場
等
か
ら
当
該
使
用
者
等
の

　
工
場
等
に
運
搬
さ
れ
る
場
合
で
政
令
で
定
め
る
場
合
に
お
い
て
は
、
運
搬
が

　
開
始
さ
れ
る
前
に
、
当
該
特
定
核
燃
料
物
質
が
発
送
人
の
工
場
等
か
ら
搬
出

　
さ
れ
て
か
ら
受
取
人
の
工
場
等
に
搬
入
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
お
け
る
当
該
特

　
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
者
（
本
邦
外
に
お
い
て
当

　
該
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
者
を
含
む
。
）
を
明

　
ら
か
に
し
、
当
該
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
係
る
責
任
が
移
転
さ
れ
る
時

　
期
及
び
場
所
そ
の
他
の
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
発
送
人
、
当
該

　
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
者
及
び
受
取
人
の
間
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鴬
七



　
　
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
取
決
め
が
締
結
さ
れ
る
よ
う
措
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
使
曝
者
等
は
、
同
項
の
運
搬
が
開
始
さ
れ
る
前

　
に
、
國
項
に
規
定
す
る
取
決
め
の
締
結
に
つ
い
て
、
総
理
府
全
で
定
め
る
と

　
こ
ろ
に
よ
り
、
内
閣
総
理
大
臣
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
の
指
定
等
）

第
六
［
条
の
四
十
二
　
内
閣
総
理
大
醸
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
、
そ
の
指
定
す
る
春
（
以
下
「
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
」
と
い
う
。
）
に
、

　
承
認
容
雑
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
（
第
六
十
六
条

　
第
二
項
に
お
い
て
進
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
（
鉄
道
、

　
軌
道
、
索
道
、
無
軌
条
電
車
、
自
動
車
又
は
軽
車
両
に
よ
る
運
搬
に
つ
い
て

　
は
、
運
搬
す
る
物
に
係
る
確
認
に
限
る
。
以
下
「
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物

　
に
係
る
確
認
」
と
い
う
。
）
の
全
部
又
は
～
部
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
指
定
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
承
認
容
器
に
よ

　
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
行
お
う
と
す
る
老
の
申
事
に
よ
り
行
う
。

3
　
第
六
十
一
条
の
二
十
戴
第
二
項
ハ
及
び
纂
六
十
一
条
の
二
十
六
か
ら
第
六
十

　
一
条
の
四
十
ま
で
の
規
定
は
、
婚
定
運
搬
物
確
認
機
関
に
つ
い
て
確
罵
す
る
。

　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
主
務
大
鷹
」
と
あ
る
の
は
「
内

　
閣
総
理
大
臣
」
と
、
　
「
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に

　
係
る
確
認
」
と
、
　
「
第
六
十
一
条
の
二
十
四
」
と
あ
る
の
は
「
纂
六
十
一
条

　
の
四
十
二
第
一
項
」
と
、
　
「
主
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
総
理
府
令
」
と
、

　
門
検
査
員
」
と
あ
る
の
は
「
運
搬
物
確
認
潔
し
と
、
第
六
十
｝
条
の
二
十
五

　
第
二
心
中
「
前
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
の
四
十
二
第
一
項
」
と
読

　
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

「こ

ｪ

（
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
の
指
定
等
）

第
六
十
一
条
の
四
十
三
　
運
輸
大
臣
は
、
運
輸
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
そ
の
指
定
す
る
者
（
以
下
「
綿
織
運
搬
方
法
確
認
機
関
」
と
い
う
。
）
に
、

　
第
五
十
九
条
の
二
塁
二
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
要
す
る
場
合

　
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
（
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
無
軌
条
電
車
、

　
自
動
車
及
び
軽
車
両
に
よ
る
運
搬
に
係
る
確
認
（
運
搬
す
る
物
に
係
る
確
認

　
を
除
く
。
）
に
眼
る
。
）
で
あ
っ
て
運
輸
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
運

　
搬
方
法
確
認
」
と
い
う
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
指
定
は
、
運
輸
雀
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
運
搬
方
法
確
認

　
を
行
お
う
と
す
る
老
の
申
送
に
よ
り
行
う
。

3
　
簗
六
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
及
び
第
六
十
一
条
の
二
十
六
か
ら
第
六
牽

　
一
条
の
鴎
十
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
つ
い
て
準
用
す

　
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
主
務
大
臣
」
と
あ
る
の
は

　
「
運
輸
大
臣
扁
と
、
　
「
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
運
搬
方
法
確
豹
触
と
、
　
「
第

　
六
十
一
条
の
二
十
四
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条
の
四
十
…
二
部
一
項
」
と
、

　
「
主
務
省
令
」
と
あ
る
の
は
「
運
輸
省
令
」
と
、
　
「
検
査
員
」
と
あ
る
の
は

　
「
連
搬
方
法
確
認
員
」
と
、
第
六
十
一
条
の
二
十
五
第
二
項
中
「
前
条
」
と

　
あ
る
の
は
「
第
六
ヤ
｝
条
の
四
十
三
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
事
故
届
）

第
六
十
三
条
　
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
遣
者
、
外
國
原
子
力

　
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
、
廃
棄
事
業
者
及
び
使
只
者
（
第
六
十
六
条
第

　
一
項
に
規
定
す
る
者
を
含
む
。
次
条
第
｝
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
こ

　
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
又
は
撮
管
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
所
持
す
る
核
燃



　
料
物
質
に
つ
い
て
盗
取
、
所
在
不
明
そ
の
他
の
事
故
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅

　
滞
な
く
、
そ
の
雪
を
警
察
官
又
は
海
上
保
安
官
に
属
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

（
危
険
時
の
措
…
直
）

第
六
十
四
条
　
製
錬
事
業
者
、
撫
工
事
業
者
、
原
子
煙
設
置
者
、
外
躍
原
子
力

　
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
、
廃
棄
事
業
者
及
び
使
飾
者
（
以
下
こ
の
条
に

　
お
い
て
「
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
裏
業
者
等
か
ら
運
搬
又
は
保
管

　
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
そ
の
所
持
す
る
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
核
燃
料
物
質

　
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
又
は
原
子
炉
に
関
し
、
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災

　
害
が
起
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て

　
汚
染
さ
れ
た
難
燃
は
原
子
炉
に
よ
る
災
蜜
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
又

　
は
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

　
よ
り
、
応
急
の
措
概
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
事
態
を
発
見
し
た
者
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
警
察
官
又
は
海
上

　
保
安
官
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
は
、
第
一
項
の
場
合
に

　
お
い
て
、
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
父

　
は
原
子
炉
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と

　
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
者
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
等
の
区

　
分
に
応
じ
、
製
錬
施
設
、
加
工
施
設
、
原
子
炉
施
設
、
再
処
理
施
設
、
擁
棄

　
物
埋
設
施
設
若
し
く
は
廃
棄
物
管
理
施
設
又
は
使
用
施
設
の
使
用
の
停
慮
、

　
核
燃
料
物
質
父
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
所
在
場
噺
の
変

　
更
そ
の
勉
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
又

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
は
原
子
、
炉
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を

　
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
製
錬
事
業
者
　
内
閣
総
理
大
臣
及
び
通
商
産
業
大
臣
（
第
五
牽
八
条
の

　
　
二
に
規
定
す
る
廃
棄
（
以
下
「
事
業
所
外
廃
棄
」
と
い
う
。
）
に
係
る
場

　
　
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
壷
、
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

　
　
運
搬
及
び
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
運
搬
（
以
下
「
事
業
所
外
運
搬
」
と

　
　
い
う
。
）
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
距
又
は
運
輸
大
臣
）

　
二
　
加
工
事
業
者
、
再
処
理
事
業
者
、
廃
棄
事
業
者
及
び
使
用
者
並
び
に
事

　
　
業
者
等
か
ら
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の

　
　
保
管
又
は
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
　
内
閣
総
理
下
版
（
事
業
所
外
運
搬
に

　
　
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
内
閣
総
理
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
）

　
三
　
原
子
炉
設
羅
者
　
第
二
十
…
二
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
原
子
炉
の
区
分

　
　
に
応
じ
、
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
竪
琴
又
は
運
輸
大
臣
（
事
業
所
外

　
　
廃
棄
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
、
事
業
所
外
運
搬
に
係
る

　
　
場
合
に
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
）

　
四
　
外
国
原
子
力
船
運
航
者
　
運
輸
大
臣
（
事
業
所
外
廃
棄
に
係
る
場
合
に

　
　
あ
っ
て
は
内
閣
総
理
大
臣
、
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
内

　
　
閣
総
理
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
）

（
振
楚
又
は
許
可
の
取
消
し
、
事
業
の
廃
止
等
に
伴
う
惜
…
羅
）

第
穴
十
六
条
　
第
十
条
若
し
く
は
第
四
十
六
条
の
七
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取

　
り
消
さ
れ
た
製
錬
塩
業
者
若
し
く
は
再
処
理
事
業
者
、
第
二
十
条
、
第
　
二
十

　
三
条
、
第
五
十
…
条
の
十
四
、
第
五
十
六
条
若
し
く
は
窮
六
十
｝
条
の
六
の

　
規
定
に
よ
り
許
可
を
取
り
消
さ
れ
た
加
工
事
業
者
、
郁
子
炉
設
置
者
、
外
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
冨
死



核
漂
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
原
子
力
船
運
航
者
、
廃
棄
事
業
者
、
使
用
者
若
し
く
は
国
際
規
鯖
物
資
使
胴

　
者
又
は
前
条
第
一
項
、
籠
三
項
若
し
く
は
纂
四
項
の
規
定
に
よ
り
届
出
を
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
者
（
核
原
料
物
質
使
用
者
及
び
核
原
料
物
質
使
用
者
に

　
係
る
前
条
第
四
項
の
老
を
除
く
。
）
は
、
主
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
、
核
燃
料
物
質
を
譲
り
渡
し
、
核
燃
料
物
質
に
よ
る
汚
染
を
除
表
し
、
若

　
し
く
は
核
燃
料
物
質
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
廃

　
棄
し
、
又
は
国
際
規
制
物
資
（
核
燃
料
物
質
を
除
く
。
）
を
譲
り
渡
す
等
の

　
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
第
五
十
七
条
第
一
項
、
簗
五
十
八
条
及
び
第
五
十
八
条
の
こ
の
規
定
は
醜

　
項
に
規
定
す
る
者
が
核
燃
料
物
質
を
保
管
し
、
又
は
核
燃
料
物
質
若
し
く
は

　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
廃
棄
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
五

　
十
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
前
項
に
規
定
す
る
老
が
特
定
接
燃
料

　
物
質
を
取
り
扱
う
場
合
に
つ
い
て
、
第
五
十
九
条
及
び
第
五
十
九
条
の
二
の

　
規
定
は
爾
項
に
規
定
す
る
者
及
び
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者

　
が
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運
搬
す
る
場

　
合
に
つ
い
て
、
第
五
十
九
条
の
三
の
規
定
は
局
項
に
規
定
す
る
者
の
工
場
等

　
か
ら
特
定
核
燃
料
物
質
が
運
搬
さ
れ
る
場
合
に
つ
い
て
、
第
六
十
条
第
　
項

　
の
規
定
は
龍
項
に
規
定
す
る
者
か
ら
保
管
を
委
託
さ
れ
た
者
が
核
燃
料
物
質

　
を
保
管
す
る
場
合
に
つ
い
て
、
飼
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
前
項
に

　
規
定
す
る
者
か
ら
保
管
を
委
託
さ
れ
た
者
が
特
定
核
燃
料
物
質
を
保
管
す
る

　
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
報
告
徴
収
）

第
六
十
七
条
　
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
、
運
輸
大
臣
叉
は
都
道
府
県

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

　
公
安
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
、
第
五

　
十
九
条
の
二
第
六
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
製
錬
事

　
業
者
、
加
エ
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、
外
翻
凍
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理

　
事
業
者
、
廃
棄
事
業
者
、
使
用
者
、
核
原
料
物
質
使
福
者
又
は
国
際
規
制
物

　
資
を
使
用
し
て
い
る
者
に
対
し
、
第
六
十
四
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業

　
者
等
の
区
分
（
局
項
各
号
の
当
該
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
六
十
一
条
の
二

　
の
二
心
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
製
錬
事
業
者
並
び
に
核
原

　
料
物
質
使
罵
者
及
び
濁
際
規
鋼
物
資
を
使
用
し
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
内

　
閣
総
理
大
距
と
し
、
纂
五
十
九
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
届
出
を
し
た
者

　
に
つ
い
て
は
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
と
す
る
。
）
に
応
じ
、
政
令
で
定
め

　
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行

　
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
抵
定
検
査
機
関
、
指
定
廃
棄
確
認
機
関
、
指
定

　
運
搬
物
確
認
機
関
又
は
抵
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
（
以
下
「
指
定
検
査
機
関

　
等
し
と
い
う
。
）
に
対
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
政
令
で
定

　
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
箆
六
十
皿
条
の
ニ
ナ
四
第
一
号
及
び
第
四
号
か
ら
第
七
号
ま
で
に
掲
げ

　
　
る
検
査
に
係
る
指
定
検
査
機
関
、
指
定
廃
棄
確
認
機
関
並
び
に
指
定
運
搬

　
　
物
確
認
機
関
　
内
閣
総
理
大
臣

　
二
　
第
六
十
一
条
の
二
十
四
第
二
号
に
掲
げ
る
検
査
に
係
る
指
定
検
査
機
関

　
　
通
商
産
業
大
臣

　
一
二
　
第
六
十
一
条
の
二
十
四
第
一
二
号
に
掲
げ
る
検
査
に
係
る
指
定
検
査
機
関

　
　
及
び
振
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
　
運
輸
大
臣



（
立
入
検
査
等
）

第
六
十
八
条
　
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
、
運
輸
大
臣
又
は
都
道
府
県

　
公
安
委
員
会
は
、
こ
の
法
律
（
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
又
は
運
輸

　
大
臣
に
あ
っ
て
は
第
六
十
四
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
業
者
等
の
区
分

　
（
第
六
十
一
条
の
こ
の
二
士
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
製
錬

　
事
業
者
並
び
に
核
原
料
物
質
使
用
巻
、
国
際
規
制
物
資
使
用
者
、
第
六
十
一

　
条
の
三
第
｝
項
各
号
の
　
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す

　
る
書
及
び
飼
条
第
五
項
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、
第
六
十
四
条
第
一
二
項

　
各
号
の
当
該
区
分
に
か
か
わ
ら
ず
、
内
閣
総
理
大
臣
と
す
る
。
）
に
応
じ
こ

　
の
法
律
の
規
定
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
第
五
十
九
条
の
二
第

　
六
項
ハ
の
規
定
）
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
（
都
道
府
漿

　
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
、
警
察
職
員
）
に
、
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、

　
原
子
炉
設
置
者
、
外
国
原
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
、
廃
棄
事
業
者
、

　
使
用
者
、
核
原
料
物
質
使
用
二
又
は
国
際
規
鯖
物
資
使
思
者
、
第
六
十
一
条

　
の
　
二
第
一
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る

　
者
若
し
く
は
同
条
第
五
項
に
規
定
す
る
者
の
事
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事

　
業
所
（
船
舶
に
設
置
す
る
原
子
炉
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
船
舶
）

　
に
立
ち
入
り
、
そ
の
者
の
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、

　
縄
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
限
度
の
量
に
限
り
、

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
必
要
な
試
料
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

2
　
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
は
、
こ
の
法
律
（
通
商

　
産
業
大
臣
に
あ
っ
て
は
実
用
発
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
施
設
に
係
る
第

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
二
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
、
運
輸
大
臣
に
あ
っ
て
は
実
用
舶
用
原
子
炉

　
及
び
そ
の
附
属
施
設
に
係
る
周
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い

　
て
、
そ
の
職
員
に
、
第
十
六
条
の
幽
箆
一
項
、
第
二
十
八
条
の
二
第
一
項
、

　
第
四
十
六
条
の
こ
第
一
項
、
第
五
十
一
条
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
五

　
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
施
設
の
溶
接
を
す
る
老
の
事
務
所
又
は
工
場
若

　
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
者
の
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件

　
を
検
査
さ
せ
、
又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
．
員
が
立
ち
入
る
と
き
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証

　
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
第
＝
狽
及
び
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め

　
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
手
数
料
の
納
付
）

第
七
十
五
条
　
次
の
各
号
の
一
に
掲
げ
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定

　
め
る
額
の
手
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
六
　
第
五
十
一
条
の
六
、
第
五
十
八
条
の
二
（
第
六
十
一
条
の
二
の
二
第
二

　
　
項
か
ら
第
五
項
ま
で
及
び
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

　
　
を
含
む
。
）
若
し
く
は
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項

　
　
に
お
い
て
準
陣
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
又
は
第
五
十
九
条
の
二
第

　
　
三
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
承

　
　
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

　
九
　
纂
五
十
九
条
の
二
業
五
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

　
　
場
合
を
含
む
。
）
の
運
搬
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
老

盤



核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
頬
の
規
舗
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
十
　
第
五
十
九
条
の
二
第
九
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

　
　
場
合
を
含
む
。
）
の
運
搬
証
明
書
の
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

　
十
一
　
第
五
十
九
条
の
こ
第
十
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す

　
　
る
場
合
を
含
む
。
）
の
運
搬
証
明
書
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

2
　
前
項
の
手
数
料
は
、
指
定
検
査
機
関
が
行
う
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

　
の
納
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
指
定
検
査
機
関
の
、
指
定
廃
棄
確
認
機
関

　
が
行
う
廃
棄
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
納
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該

　
指
…
定
廃
棄
確
認
機
関
の
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
が
行
う
承
認
容
器
に
よ
る

　
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
納
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
当

　
該
抵
定
運
搬
物
確
認
機
関
の
、
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
が
行
う
運
搬
方
法

　
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
納
め
る
も
の
に
つ
い
て
は
当
該
指
定
運
搬
方

　
法
確
認
機
関
の
、
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い

　
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
運
搬
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る

　
者
、
第
五
十
九
条
の
二
第
九
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る

　
場
合
を
食
む
。
）
の
運
搬
証
明
書
の
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
又
は
第

　
五
十
九
条
の
こ
第
十
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

　
含
む
。
）
の
運
撮
証
明
書
の
再
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
の
納
め
る
も
の

　
に
つ
い
て
は
当
該
都
道
府
県
の
、
そ
の
他
の
も
の
に
つ
い
て
は
国
康
の
収
入

　
と
す
る
。

（
鍾
に
対
す
る
適
用
）

第
七
十
六
条
　
こ
の
法
律
の
規
定
は
、
前
条
の
規
定
（
指
定
検
査
機
関
が
行
う

　
検
査
又
は
指
定
廃
棄
確
認
機
関
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
若
し
く
は
指
定
運

　
搬
方
法
確
認
機
関
が
行
う
確
認
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
次
章
の
規
定

㈱
二

　
を
除
き
、
鷹
に
適
胴
が
あ
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
「
指
定
」
、

　
「
許
可
」
又
は
「
認
可
し
と
あ
る
の
は
、
　
「
承
認
」
と
す
る
。

第
七
十
六
条
の
二
　
特
定
核
燃
料
物
質
を
み
だ
り
に
取
り
扱
う
こ
と
に
よ
り
、

　
そ
の
原
子
核
分
裂
の
連
鎖
反
応
を
引
き
起
こ
し
、
又
は
そ
の
放
射
線
を
発
散

　
さ
せ
て
、
人
の
生
命
、
身
体
又
は
財
産
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
者
は
、
十
年

　
以
下
の
懲
役
に
処
す
る
。

2
前
項
の
未
遂
罪
は
、
罰
す
る
。

第
七
十
六
条
の
三
　
特
定
核
燃
料
物
質
を
用
い
て
人
の
生
命
、
身
体
叉
は
財
産

　
に
害
を
撫
え
る
こ
と
を
告
知
し
て
、
脅
迫
し
た
老
は
、
一
二
年
以
下
の
懲
役
に

　
処
す
る
。

2
　
特
定
核
燃
料
物
質
を
窃
取
し
、
又
は
強
書
す
る
こ
と
を
告
知
し
て
脅
迫
し
、

　
義
務
の
な
い
行
為
を
す
る
こ
と
又
は
権
利
を
行
わ
な
い
こ
と
を
要
求
し
た
者

　
も
、
前
項
と
同
様
と
す
る
。

第
七
十
九
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
老
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

　
処
す
る
。

　
㎝
　
第
十
㎝
条
の
こ
第
二
項
（
第
六
十
一
条
の
二
の
二
二
二
項
に
お
い
て
准

　
　
駕
す
る
場
合
を
含
む
。
）
第
十
一
条
の
三
繁
二
墳
、
第
二
十
｝
条
の
三
第

　
　
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
三
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
一
二
項
ま
で
、
第
四

　
　
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、
第
五
十
一
条
の
十
七
第
一
項
（
第
六

　
　
十
一
条
の
二
の
二
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し
く

　
　
は
第
二
項
、
第
五
十
七
条
第
三
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

　
　
す
る
場
合
を
含
む
G
）
、
第
五
十
八
条
第
三
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に

　
　
お
い
て
準
山
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
九
条
の
譜
第
四
項
（
第
六



　
　
十
六
条
箪
二
項
に
お
い
て
準
蝕
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
六
十
条
第

　
　
一
二
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

　
　
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

　
十
二
　
第
五
十
九
条
の
二
十
二
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
藥
用
す

　
　
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
ず
、
又
は
第
五
十
九
条

　
　
の
二
第
五
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

　
　
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て
核
燃
料
物

　
　
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運
搬
し
た
者

　
十
三
　
第
五
十
九
条
の
二
第
八
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
蟻
用
す

　
　
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者

第
八
十
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

　
す
る
。

　
一
の
二
　
窮
五
十
九
条
の
二
棟
十
一
項
（
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準

　
　
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
警
察
官
の
停
止
命
令
に
従
わ
ず
、

　
　
提
示
の
要
求
を
拒
み
、
検
査
を
拒
み
、
若
し
く
は
妨
げ
、
又
は
第
五
十
九

　
　
条
の
二
第
十
一
項
（
第
穴
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

　
　
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
従
わ
な
か
っ
た
者

第
八
十
条
の
三
　
次
の
各
号
の
～
に
掲
げ
る
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の

　
違
反
行
為
を
し
た
指
定
検
査
機
関
等
の
役
員
又
は
職
員
は
、
二
十
万
円
以
下

　
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
一
　
第
六
十
一
条
の
三
十
六
（
第
六
十
一
条
の
鴎
十
一
第
三
項
、
第
六
十
一

条
の
四
十
二
第
一
二
項
及
び
第
六
十
一
条
の
四
十
三
第
一
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
を
受
け
な
い
で
検
査
の
業
務
、
廃
棄
確
認

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
の
業
務
、
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
業
務
又
は
運
搬
方
法

　
確
認
の
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
と
き
。

二
　
第
山
ハ
十
山
条
の
三
十
八
第
　
項
（
第
六
十
一
条
の
四
・
ヤ
一
箪
〃
三
項
、
第

　
六
四
　
条
の
四
十
二
第
一
二
項
及
び
第
六
十
一
条
の
四
十
一
二
第
三
項
に
お
い

　
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
帳
簿
を
備
え
ず
、
帳

　
簿
に
記
載
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
記
載
を
し
た
と
き
。

三
　
第
六
十
一
条
の
三
十
八
第
二
項
（
第
六
十
一
条
の
四
十
一
簗
三
項
、
第

　
六
十
一
条
の
四
十
二
第
一
二
項
及
び
第
六
十
一
条
の
四
十
三
第
三
項
に
お
い

　
て
塗
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
て
帳
簿
を
保
存
し
な
か

　
つ
た
と
き
。

四
　
第
六
十
七
条
第
二
項
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

五
　
第
六
十
八
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
若
し
く
は
検
査
を
拒
み
、
妨

　
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は

　
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
と
き
。

四
三



核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
赫
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

0
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

　
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

〔
昭
和
三
十
二
年
十
一
月
二
十
　
日
政
令
第
三
百
二
十
四
号
〕

最
終
改
正
　
昭
和
六
十
三
年
九
月
二
十
七
日
政
令
第
二
百
八
十
一
号

（
特
定
核
燃
料
物
質
）

第
｝
灸
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
舗
に
関
す
る
法
律

　
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
核

　
燃
料
物
質
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
核
燃
料
物
質
と
す
る
。

　
一
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
（
プ
ル
ト
一
一
ウ
ム
ニ
三
八
の
同
位
体
濃
度
が
百
分
の
八

　
　
十
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
次
条
第
一
号
及
び
第
十
七
条
の
四
の
表
第
二

　
　
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
化
合
物

　
ニ
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物

　
三
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
地
雨
が
天
然
の
混
合
率
を

　
　
超
え
る
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

　
四
　
前
一
工
号
の
物
質
の
一
眠
は
こ
以
上
を
含
む
物
唇
凪

　
五
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
二
二
が
天
然
の
混
合
率
で

　
　
あ
る
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

　
六
　
前
号
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉
に
お
い
て
燃
料

　
　
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の

（
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
）

四
暇

第
「
条
の
二
　
こ
の
政
令
に
お
い
て
「
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
」
と
は
、

　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
特
定
核
燃
料
物
質
を
い
う
。

　
一
　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

　
　
イ
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は

　
　
　
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が
十
五
グ
ラ
ム

　
　
　
を
超
え
る
も
の

　
　
ロ
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
　
ご
工
八
に
対
す
る
姥

　
　
　
率
が
百
分
の
二
十
以
上
の
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

　
　
の
物
質
の
一
心
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の

　
　
量
が
十
五
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の

　
ハ
　
ウ
ラ
ン
一
ご
二
五
の
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
偏
す
る
比

　
　
率
が
百
分
の
十
以
上
で
百
分
の
二
十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の

　
　
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ

　
　
て
、
ウ
ラ
ソ
ニ
一
工
五
の
量
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の

　
ニ
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ソ
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
率
が
天
然
の
比
率
を
超
え
百
分
の
十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の

　
　
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
品
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ

　
　
て
、
ウ
ラ
ソ
ニ
一
二
五
の
最
が
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
ホ
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
暫
ハ
の
一
又
は

　
　
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ソ
ニ
三
一
工
の
蟻
が
十
五
グ
ラ
ム

　
　
を
超
え
る
も
の

二
　
照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質

三
　
照
射
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
照
射
直
後
に
そ
の
表
酒
か



　
　
ら
｝
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
、
嘉
該
物
質
ハ
か
ら
放
出
さ
れ
た
放
射
線

　
　
が
空
気
に
吸
収
さ
れ
た
場
合
の
吸
収
線
量
率
（
第
十
七
条
の
四
の
表
第
二

　
　
号
に
お
い
て
単
に
「
吸
収
線
量
率
」
と
い
う
。
）
が
一
グ
レ
イ
毎
時
を
超

　
　
え
る
も
の

　
　
イ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ソ
ニ
三
八
に
参
す
る
比

　
　
　
率
が
天
然
の
比
率
で
あ
る
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

　
　
　
の
物
質
の
～
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉
に
お
い
て
燃
料
と
し

　
　
　
て
使
用
で
き
る
も
の

　
　
ロ
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
　
率
が
天
然
の
比
率
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ

　
　
　
れ
ら
の
物
質
の
｝
父
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉
に
お
い
て
燃
料

　
　
　
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の

　
　
ハ
　
ト
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
父
は
二
以

　
　
　
上
を
含
む
物
質
で
漂
子
炉
に
お
い
て
燃
料
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の

　
　
ユ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
γ
一
ゴ
蝶
八
に
対
す
る
比

　
　
　
率
が
天
然
の
比
率
を
超
え
百
分
の
十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の

　
　
　
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
叉
は
二
以
上
を
含
む
物
質

（
運
搬
に
係
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
の
措
置
が
必
要
な
特
定
核
燃

料
物
質
）

第
十
七
条
の
三
　
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お

　
い
て
塗
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
特
定
核
燃
料

　
物
質
は
、
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
と
す
る
。

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
を
要
す
る
場
合
）

第
十
七
条
の
四
　
法
第
五
幸
九
条
の
二
第
二
項
（
法
第
六
圭
六
条
第
二
項
に
お

　
い
て
準
話
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
含
は
、
次

　
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
工
の
下
欄
に
掲
げ
る

　
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
核
燃
料
物
質
又
は
該
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚

　
染
さ
れ
た
物
を
運
搬
す
る
場
合
と
す
る
。

一
　
法
第
五
十
九
条

イ
　
放
購
線
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必

の
二
第
一
項
の
規

要
な
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て

定
に
よ
り
保
安
の

汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
、
総
理
府
令
（
運
輸

た
め
の
措
置
が
必

大
臣
の
確
認
を
要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
運

要
な
場
合

輸
省
令
。
　
p
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
定
め
る
も

のロ
　
臨
界
防
虎
の
た
め
の
措
麗
が
特
に
必
要
な
核

燃
料
物
質
で
あ
っ
て
、
総
理
府
令
で
定
め
る
も

の

二
　
法
纂
五
十
九
条

イ
　
　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
保
安
及

こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物

び
特
定
核
燃
料
物

質
で
あ
っ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が
ニ
キ

質
の
防
護
の
た
め

ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

の
措
羅
が
必
要
な

2一

場
合

ラ
ソ
ニ
三
八
に
対
す
る
比
率
が
百
分
の
二
十

以
上
の
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
渕
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

四
五



核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
鯛
に
関
す
る
法
律
施
行
金
（
抄
）

四
六

　
　
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物

　
　
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ソ
ニ
一
二
五
の
最
が
五
キ

　
　
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
個
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に

　
　
こ
れ
ら
の
物
質
の
　
叉
は
二
以
上
を
含
む
物

　
　
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ソ
ニ
三
三
の
最
が
ニ
キ

　
　
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

ロ
　
照
射
さ
れ
た
イ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、

　
そ
の
表
面
か
ら
　
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て

吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
以
下
の
も
の

（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
へ
の
届
出
を
要
す
る
場
合
）

第
十
七
条
の
五
　
離
心
五
十
九
条
の
二
第
五
項
（
愚
策
六
十
六
条
第
二
贋
に
お

　
い
て
下
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次

　
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
含
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
黒
表
の
下
瀾
に
掲
げ
る

　
も
の
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
核
燃
料
物
質
父
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚

　
染
さ
れ
た
物
を
運
搬
す
る
場
合
と
す
る
。

二

場の質び定の
合措の　特　に　二法

i貴防定　よ　第第
が護核　り一五
必　の　燃保項十
要　た　料　安　の　九

な　め物及規条
防
護 の　節
事 料
象 物

特 質
定 で
核 あ

燃 つ
料 て

物
、

質 総
理
府

令

で

定
め

る

も

一
　
法
第
π
十
九
条

　
の
二
第
一
項
の
…
規

定
に
よ
り
保
安
の

た
め
の
措
蹟
が
必

要
な
場
舎

イ
　
放
射
線
障
害
防
止
の
た
め
の
措
羅
が
特
に
必

　
要
な
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て

　
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
、
総
理
雁
令
で
定
め

　
る
も
の

口
　
臨
界
防
庄
の
た
め
の
措
哩
直
が
特
に
必
要
な
核

（
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
関
す
る
取
決
め
の
締
結
等
が
必
要
な
場
合
）

第
十
七
条
の
六
　
法
第
五
十
九
条
の
三
第
一
項
（
法
学
六
十
六
条
第
二
項
に
お

　
い
て
崔
黙
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次

　
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
特
窟
核
燃
料
物
質
が
運
搬
さ
れ
る
場
合
と
す
る
。

　
｝
　
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質

　
ニ
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ソ
ニ
三
八
に
対
す
る
姥
率

　
　
が
天
然
の
比
率
で
あ
る
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物

　
　
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
量
子
炉
に
お
い
て
燃
料
と
し
て
使
用

　
　
で
き
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
の
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も

　
　
の
（
照
射
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）

（
報
告
）

第
二
十
；
条
　
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
及
び
通
商
産
業

　
大
距
が
製
錬
事
業
者
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
次
に



　
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

　
…
　
核
燃
料
物
質
の
在
庫
及
び
そ
の
増
減
の
状
況

　
二
　
殆
朕
射
線
管
…
埋
の
状
況

　
三
　
製
錬
施
設
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
審
故
（
人
の
障
害
が
発
生
す

　
　
る
お
そ
れ
の
あ
る
寓
故
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
瞬
じ
。
）
の
状

　
　
況

　
四
　
製
錬
施
設
の
故
瞳
（
生
産
に
及
ぼ
す
支
障
が
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）

　
　
の
状
況

2
　
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
内
閣
総
理
大
臣
が
製
錬
審
業
者
等
に
対
し

　
報
省
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
次

　
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
者
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事

　
項
と
す
る
。

マ
直
走
、
、

可
加
工
事
業
者
、 ！

一
　
製
錬
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
襲
業
所
の

外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
ハ
又
は
核
燃

料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
核

燃
麟
物
質
等
」
と
い
う
。
）
の
親
思
又
は
運
搬

の
状
況

二
　
製
錬
施
設
を
設
置
し
た
工
場
又
は
宴
業
匪
の

外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
廃
棄

又
は
運
搬
に
関
し
人
の
瞳
害
が
発
生
し
た
事
故

の
状
況

、
再
処

一
　
核
燃
料
物
質
の
在
康
及
び
そ
の
増
減
の
状
況

理
暫
業
者
及
び
使
爾

二
　
　
　
放
射
線
管
理
の
状
況

者

三
　
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
絹
施
設
等

に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事
故
の
状
況

四
　
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
用
施
設
等

の
故
障
（
生
産
、
再
処
理
叉
は
核
燃
料
物
質
の

使
用
に
及
ぼ
す
支
障
が
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）

の
状
況

五
　
加
工
施
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
規
施
設
等

を
設
置
し
た
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て

行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
廃
棄
又
は
運
搬
の

状
況
1
　
，
　
」
　
彊
　
珪
　
．
　
一

実
用
発
電
用
原
子
炉

一
　
原
子
炉
施
設
を
設
概
し
た
工
場
又
は
事
業
所

等
設
置
者
（
法
第
二

（
原
子
力
船
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

十
三
条
第
へ
項
第
一

の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
廃
。

号
又
は
第
二
号
に
規

粟
又
は
運
搬
の
状
況

定
す
る
原
子
炉
に
係

二
　
凍
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
叉
は
事
業
所

る
凍
子
炉
設
置
者
を

の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
廃

い
う
。
）

棄
叉
は
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
嘉

故
の
状
況

試
験
研
究
用
傑
子
炉

一
　
核
燃
料
物
質
の
在
庫
及
び
そ
の
増
減
の
状
況

等
設
羅
者
（
法
第
二

二
　
燃
料
と
し
て
そ
う
入
さ
れ
た
核
燃
料
物
質
の

十
三
条
第
一
項
第
三

量
及
び
そ
の
取
出
麓

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
煩
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

1四

七



核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

御
預
は
第
四
号
に
規

三
　
　
核
燃
料
　
物
暫
ハ
の
欄
間
脚
度

焦
す
る
原
子
炉
に
係

幽
　
原
子
炉
の
運
転
時
間
及
び
熱
出
力

る
原
子
炉
設
置
者
を

五
　
　
放
射
線
管
理
の
状
況

い
う
。
以
下
こ
の
条

六
　
原
子
炉
施
設
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た

に
お
い
て
同
じ
。
）

事
故
の
状
況

七
　
原
子
炉
施
設
（
原
子
力
船
に
あ
っ
て
は
、
蛋

該
施
設
以
外
の
施
設
を
含
む
。
）
　
の
故
障
（
原

子
頬
の
運
転
又
は
船
舶
の
航
行
に
及
ぼ
す
支
障

が
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
の
状
況

八
　
原
子
力
船
の
位
遣
の
状
況

九
　
原
子
炉
施
設
を
設
置
し
た
工
場
叉
は
事
業
所

（
原
子
力
船
を
含
む
。
次
号
に
お
い
て
飼
じ
。
）

の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
廃

棄
又
は
運
搬
の
状
況

十
　
田
子
炉
施
設
を
設
遣
し
た
工
場
又
は
纂
業
所

の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
廃

棄
又
は
運
搬
に
関
し
入
の
障
害
が
発
生
し
た
箏

故
の
状
況

核
原
料
物
質
使
用
者

一
　
核
原
料
物
質
の
在
庫
及
び
そ
の
増
減
の
状
況

二
　
　
放
射
線
管
理
の
状
況

三
　
核
原
料
物
質
の
使
用
施
設
に
関
し
人
の
障
害

が
発
生
し
た
事
故
の
状
況

四
八

四
　
　
核
源
料
　
物
暫
ハ
の
使
用
施
設
の
故
障
（
核
漂
料

物
質
の
使
用
に
及
ぼ
す
支
障
が
軽
徴
な
も
の
を

除
く
。
）
の
状
況

五
　
核
原
料
物
質
の
使
用
施
設
を
宇
高
し
た
エ
場

又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核
猿
料

物
質
叉
は
核
原
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

物
の
山
島
田
凶
暴
は
運
搬
の
状
況

国
際
規
制
物
資
使
用

　
　
…
放
日
射
線
管
理
の
状
況

老
（
第
十
九
条
に
定

二
　
国
際
規
制
物
資
の
使
用
施
設
に
関
し
人
の
障

め
る
放
射
能
濃
度
等

害
が
発
生
し
た
事
故
の
状
況

の
限
度
を
超
え
る
核

三
　
　
国
論
除
規
制
物
資
の
使
用
施
設
の
故
瞳
　
（
核
原

原
料
物
質
で
あ
る
国

料
物
質
の
使
用
に
及
ぼ
す
支
障
が
軽
微
な
も
の

際
規
制
物
資
を
使
用

を
除
く
。
）
の
状
況

す
る
老
に
限
る
。
）

四
　
鰯
際
規
髄
物
質
の
使
絹
施
設
を
設
観
し
た
工

場
又
は
裏
業
所
の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
国
際

規
制
物
資
で
あ
る
核
原
料
物
質
父
は
露
際
規
制

物
資
で
あ
る
核
原
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

た
物
の
廃
棄
又
は
運
搬
の
状
況

5
　
法
第
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
運
輸
大
臣
が
製
錬
事
業
者
等
に
対
し
報
告

　
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉

　
設
縫
者
（
法
第
二
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
原
子
炉
に
係
る
原
子

　
炉
設
置
者
を
徐
く
。
）
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
者
に
つ
い
て
は
製
錬
施



　
設
、
加
工
施
設
、
原
子
炉
施
設
、
再
処
理
施
設
又
は
使
用
施
設
等
を
設
鷺
し

　
た
工
場
又
は
事
業
所
（
原
子
力
船
を
含
む
。
）
の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
核

　
燃
料
物
質
等
の
運
搬
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
転
業
所
外
運
搬
」

　
と
い
う
。
）
の
状
況
及
び
事
業
所
外
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事

　
故
の
状
況
と
し
、
法
論
二
十
三
条
第
｝
贋
第
二
号
に
規
定
す
る
療
子
炉
に
係

　
る
原
子
炉
設
置
者
に
つ
い
て
は
第
二
項
の
表
試
験
研
究
用
原
子
炉
等
設
遣
者

　
の
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
事
業
所
外
運
搬
の
状

　
況
及
び
事
業
所
外
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事
故
の
状
況
と
し
、

外
国
原
子
力
船
運
航
者
に
つ
い
て
は
同
表
試
験
研
究
用
原
子
炉
等
設
置
者
の

　
項
第
四
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
並
び
に
事
業
所
外
運
搬
の
状
況

　
及
び
事
業
所
外
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事
故
の
状
況
と
す
る
。

6
　
法
窮
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
都
道
府
県
公
安
委
員
会
が
法
第
五
十
九
条

の
こ
第
四
項
に
規
定
す
る
届
出
を
し
た
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
・
原
子

炉
設
置
者
、
外
羅
原
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
用
者
に
対
し

　
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
事
業
所
外
運
搬
の
状
況
及
び
事
業

　
所
外
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
た
事
故
の
状
況
と
す
る
。

（
手
数
料
）

第
二
十
五
条
　
法
第
七
十
五
条
第
＝
損
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料

　
（
次
項
に
規
定
す
る
溶
接
検
査
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
額
は
、
別
表
第

　
【
の
と
お
り
と
す
る
。

別
表
第
一
（
第
二
十
五
条
関
係
）

番
号

手
数
料
を
納
付
す
べ
き
者

金
　
額

三
十
九

内
潤
総
理
大
雅
又
は
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
の

行
う
法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
（
法
第
六
十

六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
老

イ
　
承
認
容
器
以
外
の
容
器
の
使
罵
に
よ
n
ソ
核

四
十
六
万
円

燃
料
物
質
等
（
第
十
七
条
の
四
の
表
第
　
号

イ
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
を
運
搬
し

よ
う
と
す
る
者

ロ
　
承
認
容
器
以
外
の
容
器
の
使
m
用
に
よ
り
核

十
三
万
円

燃
料
物
質
等
（
第
十
七
条
の
四
の
海
鞘
二
号

イ
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
を
運
搬
し

よ
う
と
す
る
者

ハ
　
承
認
容
器
の
使
絹
に
よ
り
核
燃
料
物
質
等

十
四
万
円

（
窮
十
七
条
の
四
の
表
第
一
号
イ
に
規
定
す

る
も
の
に
限
る
。
）
を
運
搬
し
よ
う
と
す
る

者

一一

@
承
認
容
器
の
使
用
に
よ
り
核
燃
料
物
置
ハ
等

三
万
千
円

（
第
十
七
条
の
四
の
表
第
「
号
イ
に
規
定
す

る
も
の
を
除
く
。
）
を
運
搬
し
よ
う
と
す
る

者

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
欄
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

四
九



核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
鰯
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

四
十

運
輸
大
臣
又
は
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
の
行

十
三
万
円

う
法
第
五
十
九
条
の
二
第
二
項
（
法
第
六
十
六

条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

四
十
一

法
第
五
十
九
条
の
二
第
　
二
項
（
法
第
六
十
六
条

第
二
項
に
お
い
て
進
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

イ
　
核
燃
料
物
質
等
（
第
十
七
条
の
四
の
表
第

三
十
二
万
円

一
号
イ
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
運

搬
に
使
用
す
る
容
器
に
つ
い
て
承
認
を
受
け

よ
う
と
す
る
者

ロ
　
核
燃
料
物
質
等
（
第
十
七
条
の
四
の
表
第

十
万
円

一
号
イ
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
運

搬
に
使
用
す
る
容
器
に
つ
い
て
承
認
を
受
け

よ
う
と
す
る
者

四
十
二

法
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
（
法
第
六
十
六
条

九
千
円

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
運
搬
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
」
　
…
　
一
　
1
　
．
　
一
　
…

四
十
三

法
第
五
十
九
条
の
二
第
九
項
（
法
第
六
十
穴
条

三
千
円

第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

の
運
搬
証
明
書
の
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る

老

き

四

十

半

者の一法
運二第
搬出五
凶証　に　十

明お　九
愛い　条
の　て　の

再準二
土用繁
付す十
を　る　接

受場（
け合法
よ　を　第

う　忠良
と　む十
す　G漁
る　）条

千

竃

百
円



○
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に

　
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
鰯
際
附
瞬
掛
靖
仁
嫉
碧

旦取

I
改
正
　
　
昭
和
山
ハ
山
一
鴬
一
仕
十
出
－
一
㎜
月
一
一
↓
I
m
幽
門
口
総
理
府
A
澗
第
四
↓
一
九
口
写

（
定
義
）

第
「
条
　
こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

　
ぞ
れ
薮
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
車
両
運
搬
　
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、

　
　
無
軌
条
電
車
、
自
動
車
又
は
軽
車
両
に
よ
る
運
搬
を
い
う
。

　
二
　
簡
易
運
搬
　
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
車
両
運
搬
以
外
の
運
搬

　
　
（
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。

　
三
　
核
燃
料
輸
送
物
　
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

　
　
た
物
（
以
下
「
核
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。
）
が
容
器
に
収
納
さ
れ
て
い

　
　
る
も
の
を
い
う
。

　
四
　
専
用
積
載
　
鉄
道
、
軌
道
若
し
く
は
無
軌
条
電
車
の
車
両
、
索
道
の
搬

　
　
器
、
自
動
車
叉
は
軽
車
雨
が
一
の
荷
送
人
に
よ
っ
て
専
用
さ
れ
、
か
つ
、

　
　
運
搬
す
る
物
の
積
込
み
及
び
取
卸
し
が
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
指
示
に
よ

　
　
っ
て
行
わ
れ
る
積
載
の
方
法
を
い
う
。

　
五
　
放
射
線
業
務
従
事
者
　
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則

　
　
（
昭
和
四
十
　
年
総
理
府
令
第
三
十
七
号
）
第
一
条
第
四
号
、
試
験
研
究

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
　
の
絹
に
供
す
る
瀕
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十

　
　
二
年
総
理
府
令
第
八
十
三
号
）
第
～
条
の
二
第
七
号
、
使
㎜
用
済
燃
料
の
再

　
　
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
購
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
十
暑
）
第
一

　
　
条
第
五
号
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の

　
　
廃
棄
物
埋
設
の
三
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
総
理
雁
令
第
一

　
　
号
）
第
一
条
第
六
号
、
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ

　
　
れ
た
物
の
廃
棄
物
管
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
六
十
三
年
総
理
府

　
　
令
第
四
十
七
号
）
第
一
条
第
六
号
又
は
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る

　
　
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
四
号
）
第
一
条
第
四
号
に
規
定

　
　
す
る
放
射
線
業
務
従
事
者
を
い
う
。

　
六
　
放
射
線
　
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三

　
　
条
第
五
号
に
規
定
す
る
放
射
線
又
は
一
メ
ガ
電
子
ボ
ル
ト
未
満
の
エ
ネ
ル

　
　
ギ
ー
を
有
す
る
電
子
線
若
し
く
は
エ
ッ
ク
ス
線
で
あ
っ
て
、
自
然
に
存
在

　
　
す
る
も
の
以
外
の
も
の
を
い
う
。

（
車
両
運
搬
に
よ
り
運
搬
す
る
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
二
条
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
撫
子
炉
の
規
鵠
に
関
す
る
法
律

　
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
の
こ
第
一
項
（
法
第
六
十
六
条
第

　
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総
理
府
令
で
定
め
る
技
術
上

　
の
基
準
（
車
両
運
搬
に
よ
り
運
搬
す
る
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次

　
条
か
ら
第
十
三
条
の
こ
ま
で
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
核
燃
料
輸
送
物
と
し
て
の
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
）

第
三
条
　
核
燃
料
物
質
等
は
、
次
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、

　
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
種
類
の
核
燃
料
輸
送
物
と
し
て
運
搬
し
な
け

蓋



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
核
燃
料
物
質
等
と
し
て
科
学
技
衛
庁
長
宮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
　
（
以
下
門
長
官
」
と
い
う
。
）
の
定
め
る
も
の
　
L
型
輸
送
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
鋤

　
二
　
長
官
の
定
め
る
量
を
超
え
な
い
量
の
放
射
能
を
有
す
る
核
燃
料
物
質
等

　
　
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
A
型
輸
送
物

　
三
　
前
号
の
長
官
の
定
め
る
量
を
超
え
る
量
の
放
射
能
を
有
す
る
核
燃
料
物

　
　
質
等
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
U

　
　
型
輸
送
物

2
　
前
項
に
掲
げ
る
L
型
輸
送
物
、
A
型
輸
送
物
、
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U

　
型
輸
送
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
条
か
ら
第
七
条
ま
で
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基

　
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
ω
　
昭
和
五
十
三
年
科
学
量
販
庁
告
示
第
十
一
号
第
二
条

　
　
　
伽
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
三
条

（
L
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
四
条
　
L
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
塗
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

　
と
す
る
。

　
～
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
二
　
容
易
に
、
か
っ
、
安
全
に
取
扱
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
三
　
運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
式
に
よ
り
、
き

　
　
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　
四
　
み
だ
り
に
潴
封
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
開
封
さ
れ
た
場
合
に
胎
封

　
　
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
容
易
に
破
れ
な
い
シ
…
ル
の
は

　
　
り
付
け
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
垂

　
五
　
表
面
に
お
け
る
長
宮
の
定
め
る
線
量
当
鍛
率
が
五
マ
イ
ク
p
シ
ー
ベ
ル

　
　
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
六
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
長
宜
の
定
め
る
密
度
（
以
下
讐
表
面
密

　
　
度
限
度
」
と
い
う
。
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
　
ω
　
昭
和
五
十
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
　
号
第
四
条

（
A
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
五
条
　
A
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の

　
と
す
る
。

　
　
　
前
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
定
め
る
基
準

　
二
　
表
面
に
お
け
る
長
官
の
定
め
る
線
蚤
当
量
率
が
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎

　
　
時
を
超
え
ず
、
か
っ
、
早
落
か
ら
一
メ
i
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
長

　
　
官
の
定
め
る
線
量
当
量
率
が
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い

　
　
こ
と
。

　
一
工
　
核
燃
料
物
質
等
の
使
用
等
に
必
要
な
書
類
そ
の
他
の
物
品
（
核
燃
料
輸

　
　
送
物
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
も
の
に
限
る
。
）
以
外
の
も
の

　
　
が
収
納
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
四
　
長
官
の
定
め
る
A
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
の
下
に
置
く
こ

　
　
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
が
な
い
こ
と
。

　
　
μ
　
表
面
に
お
け
る
長
官
の
定
め
る
線
皿
里
当
量
率
が
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

　
　
　
毎
晴
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
　
ω
　
昭
和
五
十
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
【
号
第
五
条

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）



第
六
条
　
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

　
の
と
す
る
。

　
（
　
前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
藻
糞

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
二
　
長
官
の
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
一
毅
の
試
験
条
噛
の
下
に
遣
く

　
　
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
蔚
条
第
四
号
ロ
の
要
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
　
ロ
　
放
射
性
物
質
の
一
時
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
長
官
の
定
め
る
量
を

　
　
　
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ハ
　
表
面
の
温
度
が
日
陰
に
お
い
て
摂
氏
五
十
度
（
専
用
積
載
と
し
て
運

　
　
　
搬
す
る
核
燃
料
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
輸
送
中
人
が
容
易
に
近
づ
く
こ

　
　
　
と
が
で
き
る
表
面
（
そ
の
表
面
に
近
接
防
止
枠
を
設
け
る
核
燃
料
輸
送

　
　
　
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
近
接
防
止
枠
の
表
面
）
に
お
い
て
摂
氏
八
十
二

　
　
　
度
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
二
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
表
面
密
度
限
度
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
個

　
三
　
長
官
の
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
の
下
に
遣
く

　
　
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
長
官
の
定
め
る
線
鍛

　
　
　
三
隅
率
が
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凶

　
　
ロ
　
放
射
性
物
質
の
｝
週
間
楽
た
り
の
漏
え
い
量
が
長
官
の
定
め
る
量
を

　
　
　
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
　
m
田
　
　
昭
和
γ
且
↓
一
　
二
年
科
轡
†
披
儒
…
直
月
比
口
黒
小
第
↓
1
一
口
写
白
山
ハ
条

　
　
　
ω
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
八
条
第
一
項

　
　
　
紛
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
七
条

　
　
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
　
　
ω
同
　
　
　
第
八
条
第
二
項

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
七
条
　
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も

　
の
と
す
る
。

　
一
　
第
五
条
第
一
号
か
ら
第
一
二
号
ま
で
に
定
め
る
基
準

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
二
　
長
官
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
の
下
に
置
く

　
　
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
前
条
第
二
号
イ
か
ら
こ
ま
で
に
定
め
る
要
件
に
適

　
　
合
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈱

　
三
　
長
官
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
の
下
に
置
く

　
　
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
前
条
第
一
二
号
イ
の
要
件

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
　
ロ
　
放
射
性
物
質
の
～
週
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
長
官
の
定
め
る
星
を

　
　
　
超
え
な
い
こ
と
。

　
四
　
フ
ィ
ル
タ
又
は
機
械
的
深
部
装
置
を
用
い
な
く
と
も
内
部
の
気
体
の
ろ

　
　
過
又
は
核
燃
料
物
質
等
の
冷
却
が
行
わ
れ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

　
五
　
最
高
使
用
圧
力
（
核
燃
料
輸
送
物
に
つ
い
て
排
気
、
冷
却
そ
の
他
の
特

　
　
別
な
措
置
を
採
ら
な
い
場
合
に
当
該
核
燃
料
輸
送
物
内
に
生
じ
る
気
体
の

　
　
最
大
圧
力
（
ゲ
ー
ジ
圧
力
を
い
う
。
）
を
い
う
。
）
が
七
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎

　
　
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
　
ω
　
昭
和
五
十
三
年
科
学
技
衛
庁
告
示
第
十
～
号
第
九
条

　
　
　
謝
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
条

　
　
　
㈹
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
一
条

（
核
分
裂
性
物
質
に
係
る
核
燃
料
輸
送
物
の
技
術
上
の
基
準
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

第
八
条
　
核
分
裂
性
物
質
（
ウ
ラ
ソ
ニ
三
三
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
、
プ
ル
ト
ニ
ウ

　
ム
ニ
三
八
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
九
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
四
一
及
び
こ
れ
ら

　
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
一
型
は
二
以
上
を
含
む
核
燃
料
物
質
（
長
宮
の

　
　
　
　
　
q
j

　
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
）
を
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
核
燃
料
輸

　
送
物
と
し
て
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
当
該
核
分
裂
性
物
質
に
係
る
核
燃
料
輸

　
送
物
（
以
下
「
核
分
裂
性
輸
送
物
心
と
い
う
。
）
は
、
輸
送
中
に
お
い
て
臨

　
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ
る
ほ
か
、
次
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
に
定
め
る
第

　
｝
種
核
分
裂
性
輸
送
物
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
又
は
簗
三
種
核
分
裂
性

　
輸
送
物
と
し
て
の
技
術
上
の
基
準
の
い
ず
れ
か
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
ω
　
昭
和
五
十
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
一
号
第
幸
二
条

（
第
｝
種
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
の
技
術
上
の
基
準
）

第
九
条
　
第
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
の
技
術
上
の
基
準
は
、
当
該
核
分

　
裂
性
輸
送
物
が
次
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ

　
と
と
す
る
。

　
一
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
長
官
の
定
め
る
核
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
　
裂
性
輸
送
物
に
係
る
｝
般
の
試
験
条
件
の
下
に
殺
い
だ
も
の
を
任
意
の
配

　
　
列
方
法
で
任
意
の
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
二
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
、
長
宮
の
定
め
る
核

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈹

　
　
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
の
下
に
置
い
た
も
の
を
任
意
の

　
　
配
列
方
法
で
任
意
の
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
　
　
の
　
昭
和
五
十
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
一
号
第
十
三
条

　
　
　
卿
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
四
条

五
四

（
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
の
技
術
上
の
基
進
）

第
十
条
　
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
の
技
術
上
の
基
塗
は
、
当
該
核
分

　
裂
性
輸
送
物
が
次
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ

　
と
と
す
る
。

　
一
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
前
条
第
｝
号
の
試
験

　
　
条
件
の
下
に
置
い
た
も
の
を
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物

　
　
の
輸
送
制
限
個
数
（
一
個
所
に
集
合
積
載
す
る
核
分
裂
四
輪
送
物
の
澗
数

　
　
の
限
度
と
し
て
定
め
ら
れ
る
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
五
倍
に
相
当

　
　
す
る
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
二
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
岡
一
の
も
の
で
あ
っ
て
前
条
第
二
号
の
試
験

　
　
条
件
の
下
に
置
い
た
も
の
を
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物

　
　
の
輸
送
制
限
個
数
の
二
倍
に
相
当
す
る
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

（
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
の
技
術
上
の
基
輩
）

第
十
【
条
　
籠
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
の
技
術
上
の
基
箪
は
、
当
該
核

　
分
裂
性
輸
送
物
が
次
の
い
ず
れ
の
場
合
に
も
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ
る

　
こ
と
と
す
る
。

　
一
　
墨
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
問
一
の
も
の
で
あ
っ
て
第
九
条
第
一
号
の
試

　
　
験
条
件
の
下
に
早
い
た
も
の
を
特
定
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送

　
　
物
の
輸
送
制
限
個
数
に
等
し
い
個
数
並
べ
た
集
合
積
載
と
し
、
当
該
集
合

　
　
積
載
を
二
組
近
接
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
二
　
薮
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
第
九
条
第
二
号
の
試

　
　
験
条
件
の
下
に
置
い
た
も
の
を
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送

　
　
物
の
輸
送
制
限
個
数
に
等
し
い
慨
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合



（
核
燃
料
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
で
き
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

た
物
の
運
搬
）

第
十
二
条
　
次
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
は
、
篇
三
条

　
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
岡
条
箆
一
項
各
号
に
定
め
る
核
燃
料
輸
送
物
と
し

　
な
い
で
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
核
燃
料
物
質
等
が
収
納
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
空
の
容
器
で
あ
っ
て
、
次

　
　
に
掲
げ
る
基
巖
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
及
び
第
牽
四
条
第
五
号

　
　
に
お
い
て
「
空
容
器
」
と
い
う
。
）

　
イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
忌
門
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
口
　
破
損
等
が
な
く
、
か
っ
、
確
実
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
ハ
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
褒
面
密
度
限
度
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
二
　
内
部
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
表
面
密
度
限
度
の
百
倍
を
超
え
な
い

　
　
こ
と
。

　
ホ
　
表
面
に
お
け
る
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
率
が
菰
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ

　
　
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
へ
　
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
し
た
際
に
付
さ
れ
た
標
識
又
は
そ
の
際
に
行

　
　
わ
れ
た
表
示
等
が
除
去
さ
れ
、
消
さ
れ
、
叉
は
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

二
　
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
空
容
器
を
除
く
。
）
で
あ
っ

　
て
、
次
に
掲
げ
る
基
難
に
適
合
す
る
も
の

　
イ
　
外
接
す
る
鐙
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
ロ
　
当
該
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
　
質
の
放
射
能
濃
度
が
長
官
の
定
め
る
値
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
ハ
　
専
用
積
載
で
運
搬
す
る
こ
と
。

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
瞬
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
購

　
　
二
　
通
常
の
運
搬
状
態
に
お
い
て
、
放
射
性
物
質
が
容
易
に
飛
散
し
、
父

　
　
　
は
漏
え
い
し
な
い
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
ホ
　
表
瀟
に
お
け
る
長
官
の
定
め
る
線
燈
当
量
率
が
ニ
ミ
リ
シ
…
ベ
ル
ト

　
　
　
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け

　
　
　
る
長
官
の
定
め
る
線
量
当
最
率
が
百
マ
イ
ク
ロ
ン
…
ベ
ル
ト
毎
時
を
超

　
　
　
え
な
い
こ
と
。

　
　
へ
　
表
諏
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
表
纐
密
度
限
度
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ト
　
雨
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
　
臼
D
　
昭
和
五
十
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
一
号
第
十
五
条

（
特
別
描
羅
に
よ
る
運
搬
）

第
十
三
条
　
第
三
粂
又
は
萌
条
の
規
定
に
従
っ
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
困

　
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
安
全
な
運
搬
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
概
を
採

　
り
、
か
っ
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
搬
し
て
も
安
全
上
支
障
が
な

　
い
旨
の
長
官
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運

　
附
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
運
搬
す
る
物
の
長
官

　
の
定
め
る
線
量
当
量
率
は
、
表
癖
に
お
い
て
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
蒋
を
超

　
え
ず
、
か
っ
、
表
面
か
ら
ニ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
一
握
に
お
い
て
百
マ
イ
ク
ロ

　
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
特
定
核
燃
料
物
暫
ハ
の
運
搬
）

第
十
三
条
の
二
　
第
一
魚
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
で

　
あ
っ
て
、
核
原
斜
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律

　
施
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
十
七
条
の
三
に
規
定
す
る
特
定
核
燃

　
料
物
質
の
う
ち
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、

五
五



五
六

　
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

当
該
特
定
核
燃
料
物
質
を
収
納
す
る
容
器
に
施
錠
及
び
録
印
を
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
容
易
に
開
封
さ
れ
な
い
購
造
の
容
器
を
用
い
る
等
施

錠
及
び
封
印
と
詞
等
以
上
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
弓
で
な
い
。

一
　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

　
イ
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
（
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
一
一
三
八
の
固
位
体
濃
度
が
喜
分
の

　
　
八
十
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
及
び
第
十
七
条
の
六
に
お

　
　
い
て
同
じ
。
）
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二

　
　
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム

　
　
以
上
の
も
の

　
ロ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ソ
ニ
三
八
に
対
す
る
沈

　
　
率
が
百
分
の
二
十
以
上
の
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

　
　
の
物
質
の
一
答
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ソ
一
ご
二
五
の

　
　
最
が
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
ハ
　
ウ
ラ
ソ
ニ
一
二
一
二
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
…
又
は

　
　
こ
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
一
二
の
量
が
ニ
キ
ロ
グ
ラ

　
　
ム
以
上
の
も
の

二
　
照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質

三
　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

　
イ
　
プ
ル
ト
エ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
例
は

　
　
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が
五
百
グ
ラ
ム

　
　
を
超
え
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の

　
p
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ソ
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
率
が
百
分
の
二
十
以
上
の
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

　
　
　
の
物
質
の
一
類
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の

　
　
　
鳳
里
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の

　
　
ハ
　
ウ
ラ
ゾ
ニ
一
二
五
の
ウ
ラ
ソ
ニ
一
二
五
及
び
ウ
ラ
ソ
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
　
率
が
百
分
の
十
以
上
で
百
分
の
二
十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の

　
　
　
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
叉
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ

　
　
　
て
、
ウ
ラ
ン
一
ご
二
五
の
鏡
が
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
　
ニ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は

　
　
　
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ソ
ニ
三
三
の
量
が
五
百
グ
ラ
ム

　
　
　
を
超
え
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の

　
四
　
照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー

　
　
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
墨
率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
以
下
の
も
の

　
五
　
乱
丁
一
条
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
核
燃
料
物
質

（
簡
易
運
搬
に
係
る
技
術
上
の
甚
陶
準
）

第
十
四
条
　
法
第
五
十
九
条
の
二
第
一
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て

　
準
隣
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
総
理
府
令
で
定
め
る
技
術
上
の
山
鳥
（
簡
易

　
運
搬
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
第
三
条
か
ら
第
十
三
条
ま
で
に
定
め
る

　
も
の
の
ほ
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
第
一
二
条
、
第
十
二
条
又
は
第
十
一
二
条
の
規
定
に
よ
り
運
搬
さ
れ
る
核
燃

一
撮
物
質
等
（
以
下
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）
を
積
載
し
、
又
は
収
納
し
た

運
搬
機
械
又
は
器
具
（
簡
易
運
搬
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以
下
「
運
搬
機

器
」
と
い
う
。
）
の
表
面
に
お
け
る
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
率
が
ニ
ミ

リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た

二
二
．
に
お
け
る
長
官
の
定
め
る
線
量
藍
工
率
が
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト



　
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
　
運
搬
物
の
運
搬
機
器
へ
の
癖
付
け
は
、
運
搬
申
に
お
い
て
移
動
し
、
転

　
鋼
し
、
又
は
転
落
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

三
　
運
搬
物
は
、
同
一
の
運
搬
機
器
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な

　
い
こ
と
。

四
　
二
以
上
の
運
搬
物
（
そ
の
表
面
に
お
け
る
線
量
当
量
率
が
五
マ
イ
ク
ロ

　
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
る
も
の
及
び
第
十
条
又
は
第
十
　
条
の
基
塗
に

　
適
合
す
る
核
分
裂
性
輸
送
物
に
限
る
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
飼
じ
。
）

　
を
一
の
運
搬
機
器
に
積
載
し
、
叉
は
収
納
し
て
運
搬
す
る
場
合
は
、
放
射

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
線
障
害
防
生
及
び
臨
界
防
比
の
た
め
、
長
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
当
該
積
載
し
、
又
は
収
納
す
る
運
搬
物
の
個
数
を
鰹
黙
す
る
こ
と
。

五
　
運
搬
物
（
第
三
条
第
一
項
第
二
万
の
L
型
輸
送
物
及
び
空
容
器
を
除
く
。

　
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
措

　
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
運
搬
物
の
運
搬
に
従
事
す
る
者
は
、
運
搬
物
の
敬
扱
方
法
、
事

　
　
故
が
発
生
し
た
場
合
の
措
概
そ
の
他
の
運
搬
に
関
し
留
意
す
べ
き
事
項

　
　
を
記
載
し
た
書
面
を
携
行
す
る
こ
と
。

　
ロ
　
蓋
該
運
搬
物
の
運
搬
に
従
事
す
る
者
は
、
消
火
器
、
放
射
線
測
定
器
、

　
　
保
護
具
そ
の
他
の
察
故
が
発
生
し
た
場
合
に
必
要
な
器
具
、
装
置
等
を

　
　
携
行
す
る
こ
と
。

　
ハ
　
人
の
通
常
立
ち
入
る
場
所
．
に
お
い
て
は
、
運
搬
物
又
は
運
搬
機
器
を

　
　
置
き
、
又
は
運
搬
物
の
積
込
み
、
取
卸
し
等
の
取
扱
い
を
行
わ
な
い
こ

　
　
と
。
た
だ
し
、
縄
張
り
、
標
識
の
設
置
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
　
こ
の
限
り
で
な
い
。

六
　
第
一
二
条
第
一
漿
膜
一
二
号
の
B
M
型
輸
送
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
次
に

　
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
イ
　
法
事
二
十
二
条
の
三
第
　
項
の
核
燃
料
・
取
扱
主
任
者
免
状
若
し
く
は

　
　
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
原
子
炉
主
任
技
術
者
免
状
を
有
す
る
二
又
は

　
　
こ
れ
ら
と
同
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
を
同
行
さ
せ
、
及
び
積

　
　
込
み
、
取
卸
し
等
に
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
の

　
　
放
射
線
管
理
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
従
事
す
る
者
の
被
ば
く
管
理

　
　
そ
の
他
核
燃
料
物
質
等
の
保
安
の
た
め
に
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
る
こ

　
　
と
。

　
ロ
　
交
通
が
混
雑
す
る
聴
間
及
び
経
路
を
避
け
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

七
　
運
搬
物
に
は
、
長
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
標
識
の
取
付
け
又
は

　
表
示
を
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

八
　
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
最
当
量
が
長
官
の
定
め
る
線
最
当
量
限
度
を

　
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

九
　
放
射
線
業
務
従
事
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
核
燃
料
物
質
等
の
簡
易
運
搬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㈲

　
に
従
事
す
る
も
の
の
線
量
当
量
が
長
官
の
定
め
る
線
量
当
墨
限
度
を
超
え

　
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
　
ω
　
昭
和
五
十
三
年
科
学
技
術
庁
皆
示
第
十
一
号
第
十
七
条

　
　
謝
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
八
条

　
　
麟
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
十
九
条

　
　
傾
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
条
、
第
二
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
瓢
七



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
慕
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
　
　
鋤
　
　
　
同
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
二
条

（
確
認
を
要
す
る
核
燃
料
物
質
等
）

第
十
五
条
　
令
第
十
七
条
の
鷹
の
表
第
一
号
イ
の
総
理
府
令
で
定
め
る
核
燃
料

　
物
質
等
は
、
箆
三
条
纂
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
等
（
箆
十
三

　
条
の
規
定
に
よ
り
運
搬
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

2
　
令
第
十
七
条
の
四
の
表
第
一
号
ロ
の
総
理
府
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
は
、

　
第
八
条
の
核
分
裂
性
物
質
と
す
る
。

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
の
申
請
）

第
十
六
条
　
法
簗
五
十
九
条
の
こ
第
二
項
（
法
第
六
十
六
落
第
二
項
に
お
い
て

　
嫁
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
条
及
び
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規

　
定
に
よ
り
、
運
搬
に
関
す
る
確
認
（
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
が
行
う
も
の
を

　
除
く
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
令
第
十
七
条
の
表
第
一
号
に
該
当
す

　
る
場
合
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式
二
二
　
（
簡
易
運
搬
に
係
る
確
認
を
受
け
よ
う

　
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
記
様
式
第
二
）
に
よ
る
確
認
串
講
に
次
の
各

　
号
に
掲
げ
る
書
類
、
同
表
第
一
一
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
別
記
様
式

　
第
一
に
よ
る
確
認
申
講
書
に
第
　
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
掲
げ
る
書
類
及
び

　
特
定
核
燃
料
物
質
を
収
納
す
る
容
器
に
つ
い
て
講
じ
ら
れ
る
当
該
核
燃
料
物

　
質
の
防
護
の
た
め
の
措
羅
に
関
す
る
説
明
書
を
添
え
て
、
長
官
に
提
出
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
等
に
関
す
る
説
明
書

　
二
　
前
号
の
核
燃
料
物
質
等
を
収
納
す
る
容
器
（
以
下
「
輸
送
容
器
」
と
い

　
　
う
。
）
の
構
造
、
材
質
及
び
製
作
の
方
法
（
以
下
「
輸
送
容
器
の
設
計
」

　
　
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該
核
燃
料
物
質
等
を
当
該
輸
送
容
器
に
収
納
し
た

果

　
　
場
合
の
核
燃
料
輸
送
物
の
安
全
性
に
関
す
る
説
明
書

　
三
　
輸
送
容
器
が
簡
号
の
輸
送
容
器
の
設
計
に
従
っ
て
製
作
さ
れ
て
い
る
こ

　
　
と
を
示
す
説
明
書

　
四
　
輸
送
容
器
が
策
二
号
の
輸
送
容
器
の
設
計
に
適
合
す
る
よ
う
維
持
さ
れ

　
　
て
い
る
こ
と
を
示
す
説
明
書

　
五
　
核
燃
料
輪
語
物
の
発
送
前
の
点
検
に
関
す
る
説
明
書

　
六
　
簡
易
運
搬
に
あ
っ
て
は
、
核
燃
料
輸
送
物
の
運
搬
方
法
及
び
そ
の
安
全

　
　
性
に
関
す
る
説
明
書

2
　
薩
項
第
二
号
及
び
繁
三
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
法
第
五
十
九
条

　
の
二
纂
三
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
進
周
す
る
場
合
を
含
む
。

　
第
十
七
条
の
二
及
び
第
十
七
条
の
三
に
お
い
て
岡
じ
。
）
に
規
定
す
る
承
認

　
を
受
け
た
輸
送
容
器
を
使
用
し
て
核
燃
料
物
質
等
を
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ

　
て
は
、
当
該
書
類
の
提
鵠
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
簗
一
項
の
確
認
申
請
書
の
提
出
部
数
は
、
正
本
及
び
副
本
各
一
通
と
す
る
。

4
　
特
定
運
搬
物
確
認
機
関
が
行
う
法
策
五
十
九
条
の
こ
第
二
項
に
規
定
す
る

　
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
が
長
官
の
承

　
認
を
受
け
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
戴
5
9
書
を
当
該
指
定
運
搬
物
確
認
機

　
関
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
搬
…
確
魏
瞭
証
の
轟
父
付
）

第
十
七
条
　
長
官
又
は
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
は
、
法
第
五
十
九
条
の
二
第
二

　
項
に
規
定
す
る
確
認
を
し
た
と
き
は
、
運
搬
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
容
器
承
認
の
申
誌
）

第
十
七
条
の
二
　
法
第
五
十
九
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
輸
送
容
器
に



　
つ
い
て
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
燐
記
様
式
第
…
二
に
よ
る
容
器
甲
麻
認

　
・
甲
請
書
に
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
長
官
に
提
出
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
当
該
輸
送
容
器
で
運
搬
す
る
こ
と
を
予
定
す
る
核
燃
料
物
質
等
に
関
す

　
　
る
説
明
書

　
二
　
当
該
輸
送
容
器
の
設
計
及
び
萌
号
の
核
燃
料
物
質
等
を
当
該
輸
送
容
器

　
　
に
収
納
し
た
場
合
の
核
燃
料
輸
送
物
の
安
全
性
に
関
す
る
説
明
書

　
三
　
当
該
輸
送
容
器
が
前
号
の
輸
送
容
器
の
設
計
に
従
っ
て
製
作
さ
れ
て
い

　
　
る
こ
と
を
示
す
説
明
君

　
四
　
当
該
輸
送
容
器
が
第
二
号
の
輸
送
容
器
の
設
計
に
適
合
す
る
よ
う
維
持

　
　
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
承
す
説
明
書

2
　
前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
書
類
に
つ
い
て
は
、
．
長
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
、
当
該
書
類
の
提
墨
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
容
器
承
認
書
の
交
借
）

第
十
七
条
の
三
　
長
官
は
、
法
第
五
十
九
条
の
こ
第
三
項
に
規
定
す
る
承
認
を

　
し
た
と
き
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
容
器
承
認
書
を
交
付

　
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
．
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
輸
送
容
器
の
名
称

　
三
　
輸
送
容
器
の
外
形
寸
法
及
び
恩
義

　
四
　
核
燃
料
輸
送
物
の
種
類
及
び
核
分
裂
性
心
黒
物
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
種

　
　
類

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
父
は
宴
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
五
　
収
納
す
る
核
燃
繕
物
温
田
の
種
類
、
性
状
、
震
量
及
び
放
射
能
の
輩

　
志
ハ
　
　
↓
承
澗
瞼
容
器
登
録
一
戸
煤
り

　
七
　
承
認
容
器
と
し
て
使
用
す
る
期
間

（
承
認
容
器
と
し
て
使
用
す
る
期
闘
の
更
薪
）

第
十
七
条
の
四
　
前
条
の
規
定
に
よ
り
容
器
承
認
書
の
交
樗
を
受
け
た
者
は
、

　
当
該
輸
送
容
器
が
当
該
輸
送
容
器
の
設
計
に
適
合
す
る
よ
う
維
持
さ
れ
て
い

　
る
こ
と
を
示
し
て
、
承
認
容
器
と
し
て
使
用
す
る
期
間
の
更
新
を
受
け
る
こ

　
と
が
で
き
る
。

2
　
筋
項
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
四
に
よ
る
承
認
容

　
器
使
馬
期
闘
更
新
申
請
書
に
、
当
該
輸
送
容
器
が
当
該
輸
送
容
器
の
設
計
に

　
適
合
す
る
よ
う
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
説
明
書
を
添
え
て
、
長
宮
に

　
提
田
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
第
　
項
の
更
覇
を
受
け
た
者
は
、
遅
滞
な
く
容
器
承
認
書
を
提
崖
し
、
そ

　
の
書
換
え
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
容
器
承
認
書
の
変
更
の
届
出
等
）

第
十
七
条
の
五
　
第
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
容
器
承
認
審
の
交
付
を
受
け

　
た
者
は
、
同
条
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
を
変
更
し
た
と
き
は
、
変
更
の
銅
か

　
ら
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
長
官
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
そ
の
届
出
の

　
際
に
当
該
容
器
承
認
書
を
提
出
し
、
そ
の
書
換
え
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

2
　
第
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
容
器
承
認
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
承

認
を
受
け
た
輸
送
容
器
の
全
部
又
は
一
部
の
使
絹
を
廃
止
し
た
と
き
は
、
廃

止
の
日
か
ら
三
十
日
以
内
に
、
そ
の
旨
を
長
官
に
届
け
出
る
と
と
も
に
、
承

究



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
認
を
受
け
た
輸
送
容
器
の
全
部
の
使
屠
を
廃
止
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

　
の
届
出
の
際
に
当
該
容
器
承
認
書
を
返
却
し
、
　
　
部
の
使
用
を
廃
止
し
た
場

　
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
届
出
の
際
に
当
該
容
器
承
認
書
を
提
出
し
、
そ
の
書

　
換
え
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
関
し
取
決
め
が
必
要
な
事
項
）

第
十
七
条
の
六
　
法
第
五
十
九
条
の
三
篇
～
項
（
法
籠
六
十
六
条
第
二
項
に
お

　
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
規
定
す
る
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、

　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
詞

　
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

　
　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

　
イ
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

　
　
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、

　
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
ロ
　
ウ
ラ
ン
一
ご
二
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
一
二
五
及
び
ウ
ラ
ソ
ニ

　
　
三
八
に
対
す
る
比
率
が
百
分
の
二
十
以
上
の
ウ
ラ
ン

　
　
並
び
に
そ
の
化
舎
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又

　
　
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五

　
　
の
量
が
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
ハ
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

　
　
の
物
質
の
～
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、

　
　
ウ
ラ
ン
ニ
一
二
三
の
量
が
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

一一

@
照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ
の

次
項
に
定
め

る
壌
項

表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
墨
率

が
一
グ
レ
．
イ
毎
晴
以
下
の
も
の

六
〇

三
照
射
さ
れ
た
第
一
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ

　
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
燈

　
率
が
一
グ
レ
イ
毎
隣
を
超
え
る
も
の

四
　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

　
イ
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

　
　
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、

　
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が
汽
百
グ
ラ
ム
を
超
え
ニ
キ
ロ

　
　
グ
ラ
ム
未
溝
の
も
の

　
ロ
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
γ
二

　
　
三
八
に
対
す
る
比
率
が
百
分
の
二
十
以
上
の
ウ
ラ
ン

　
　
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
二
叉

　
　
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
一
ご
二
五

　
　
の
量
が
一
キ
p
グ
ラ
ム
を
超
え
五
キ
p
グ
ラ
ム
未
満

　
　
の
も
の

　
ハ
　
ウ
ラ
ソ
ニ
一
二
五
の
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ

　
　
三
八
に
穀
す
る
比
率
が
百
分
野
十
以
上
で
百
分
目
二

　
　
十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に

　
　
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
層
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ

　
　
つ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
一
二
五
の
量
が
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上

　
　
の
も
の

第
三
項
に
定

め
る
纂
項



ニ
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
一
二
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

も
の

の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、

ハ
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ソ
ニ
一
二
五
及
び
ウ
ラ
ソ
ニ

ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
量
が
五
百
グ
ラ
ム
を
超
え
ニ
キ
ロ

三
八
に
対
す
る
比
率
が
百
分
の
十
以
上
で
百
分
の
二

グ
ラ
ム
未
満
の
も
の

十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に

五
　
照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ
の

そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
尉
は
二
以

表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
蟻
率

上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
量
が

が
一
グ
レ
イ
」
毎
蒔
以
下
の
も
の

一
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の

六
　
令
第
一
条
の
二
第
三
号
に
規
定
す
る
特
定
核
燃
料
物

ニ
　
ウ
ラ
ソ
ニ
一
二
五
の
ウ
ラ
ソ
一
ご
二
五
及
び
ウ
ラ
ソ
ニ

質

三
八
に
対
す
る
比
率
が
天
然
の
比
率
を
超
え
百
分
の

七
　
照
射
さ
れ
た
第
四
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ

第
四
項
に
定

十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に

の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
最

め
る
事
項

こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ

率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
を
超
え
る
も
の

つ
て
、
　
ウ
ラ
ソ
ニ
一
工
五
の
燈
が
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上

八
　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

の
も
の

イ
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

ホ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

の
物
質
の
一
乗
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、

の
物
質
の
一
々
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
貴
が
十
五
グ
ラ
ム
を
超
え
五
百
グ

ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
彙
が
十
五
グ
ラ
ム
を
超
え
五
百
グ

ラ
ム
以
下
の
も
の

ラ
ム
以
下
の
も
の

ロ
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ソ
ニ
一
二
五
及
び
ウ
ラ
ソ
ニ

九
　
照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
前

三
八
に
対
す
る
比
率
が
百
分
の
二
十
以
上
の
ウ
ラ
ン

号
二
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
照
射
直
後
に
そ
の
表

並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
｝
叉

面
か
ら
一
山
…
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
最
率
が

は
一
一
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五

一
グ
レ
イ
毎
時
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）

の
量
が
十
五
グ
ラ
ム
を
超
え
　
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の

十
　
　
ウ
ラ
ン
一
一
一
二
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ソ
ニ
三

第
五
項
に
定

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

杢



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

八
に
対
す
る
比
率
が
天
然
の
比
率
で
あ
る
ウ
ラ
ン
並
び

に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
原

子
炉
に
お
い
て
燃
料
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の
で
あ
っ

て
、
ウ
ラ
ン
の
量
が
五
百
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の

（
照
射
さ
れ
て
い
な
い
も
の
に
限
る
。
）

め
る
事
項

2
　
前
項
の
表
第
一
号
及
び
第
二
号
の
特
定
核
燃
料
物
質
に
係
る
事
項
は
、
次

　
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

　
一
　
特
定
核
燃
料
物
質
が
発
送
入
の
工
場
父
は
事
業
所
か
ら
搬
出
さ
れ
る
予

　
　
定
日
時
及
び
受
取
人
の
工
場
又
は
事
業
所
に
搬
入
さ
れ
る
予
定
ヨ
時
並
び

　
　
に
運
搬
手
段

　
二
　
特
定
核
燃
料
物
質
が
発
送
人
の
工
場
又
は
事
業
所
か
ら
搬
出
さ
れ
た
と

　
　
き
は
、
薩
ち
に
そ
の
旨
を
発
送
人
が
受
取
人
に
通
知
す
る
こ
と
。

　
三
　
第
一
号
の
予
定
日
時
ま
で
に
特
定
核
燃
料
物
質
が
発
送
人
の
工
場
父
は

　
　
事
業
所
か
ら
搬
出
さ
れ
な
い
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
発
送
人
が
受
取

　
　
人
に
通
知
す
る
こ
と
。

　
四
　
特
定
核
燃
料
物
質
が
受
取
人
の
工
場
又
は
事
業
所
に
搬
入
さ
れ
た
と
き

　
　
は
、
受
取
人
が
特
定
核
燃
料
物
質
を
収
納
す
る
容
器
に
つ
い
て
い
る
錠
及

　
　
び
封
印
の
健
全
性
を
確
認
し
、
そ
の
旨
を
発
送
人
に
通
知
す
る
こ
と
。

　
五
　
第
一
号
の
予
定
臼
時
ま
で
に
特
定
核
燃
料
物
質
が
受
取
人
の
工
場
又
は

　
　
事
業
所
に
搬
入
さ
れ
な
い
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
受
取
人
が
発
送
人

　
　
に
通
知
す
る
こ
と
。

　
山
ハ
　
特
定
核
燃
料
物
思
ハ
の
運
搬
に
係
る
主
貴
任
が
移
転
さ
れ
る
予
定
B
時
及
び

六
二

　
場
所
並
び
に
当
該
責
任
が
移
転
さ
れ
る
た
め
の
手
続

七
　
前
号
の
予
定
臼
時
ま
で
に
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
係
る
責
任
が
移

　
転
さ
れ
な
い
と
見
込
ま
れ
る
と
き
は
、
薩
ち
に
そ
の
旨
を
当
該
責
任
が
移

　
転
さ
れ
る
老
に
通
知
す
る
こ
と
。

八
　
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
係
る
責
任
が
移
転
さ
れ
た
と
き
父
は
第
六

　
号
の
予
定
日
時
ま
で
に
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
係
る
責
任
が
移
転
さ

　
れ
な
、
い
と
き
は
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
当
該
責
任
が
移
転
さ
れ
る
者
が
発
送

　
人
（
当
該
特
定
核
燃
料
物
質
が
外
国
の
工
場
又
は
事
業
所
か
ら
運
搬
さ
れ

　
る
場
合
は
、
受
取
人
）
に
通
知
す
る
こ
と
。

九
　
本
邦
外
に
お
い
て
特
定
核
燃
料
物
質
を
運
搬
し
て
い
る
場
合
（
日
本
船

　
舶
叉
は
日
本
航
空
機
に
よ
り
運
搬
し
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当

　
該
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る
者
が
、
警
繍
を
担

　
当
す
る
者
（
以
下
「
警
傭
人
」
と
い
う
。
）
に
当
該
特
定
核
燃
料
物
質
を

　
上
旬
監
視
さ
せ
、
関
係
機
関
と
の
連
絡
体
舗
を
整
備
す
る
こ
と
。

十
　
本
邦
外
に
お
い
て
、
運
搬
さ
れ
る
特
定
核
燃
料
物
質
が
一
時
保
管
さ
れ

　
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る

　
者
が
次
に
掲
げ
る
措
罎
を
講
ず
る
こ
と
。

　
イ
　
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
の
区
域
（
以
下
「
防
護
区
域
扁
と

　
　
い
う
。
）
を
定
め
る
こ
と
。

　
ロ
　
防
護
区
域
の
境
界
を
さ
く
等
の
障
壁
に
よ
っ
て
区
画
し
、
及
び
防
護

　
　
区
域
の
出
入
口
の
数
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
す
る
こ
と
又
は
こ
れ
と
同

　
　
等
以
上
の
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
ハ
　
防
護
区
域
に
出
入
り
し
ょ
う
と
す
る
老
の
身
分
及
び
当
該
区
域
へ
の



　
　
　
出
入
り
の
必
要
性
を
確
認
の
上
、
当
該
区
域
に
出
入
り
す
る
こ
と
を
認

　
　
　
め
た
者
以
外
の
老
の
出
入
り
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
　
二
　
関
係
機
関
と
の
間
に
お
け
る
連
絡
を
迅
速
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が

　
　
　
で
き
る
警
備
人
に
防
護
区
域
を
常
時
監
視
さ
せ
る
こ
と
。

3
　
繁
一
項
の
表
第
一
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
に
係
る
事
項

　
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

　
一
　
前
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
定
め
る
事
項

　
二
本
邦
外
に
お
い
て
、
運
搬
さ
れ
る
特
定
核
．
燃
料
物
質
が
　
時
保
管
さ
れ

　
　
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る

　
　
者
が
次
に
掲
げ
る
措
遣
を
講
ず
る
こ
と
。

　
　
イ
　
防
護
区
域
を
定
め
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
防
護
区
域
の
境
界
を
さ
く
等
の
障
壁
に
よ
っ
て
区
画
し
、
防
護
区
域

　
　
　
の
出
入
口
の
数
を
で
き
る
だ
け
少
な
く
し
、
及
び
防
護
区
域
を
、
警
備

　
　
　
人
に
常
暗
監
視
さ
せ
若
し
く
は
入
の
侵
入
を
監
視
す
る
た
め
の
装
置
に

　
　
　
よ
り
常
時
監
視
す
る
こ
と
又
は
こ
れ
と
同
等
以
上
の
特
定
核
燃
料
物
質

　
　
　
の
防
護
の
た
め
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

4
　
第
一
項
の
表
簾
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
特
定
核
燃
料
物
質
に
係
る
事
項

　
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

　
一
　
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
定
め
る
事
項

　
二
　
本
邦
外
に
お
い
て
、
運
搬
さ
れ
る
特
定
核
燃
料
物
質
が
一
階
保
管
さ
れ

　
　
る
場
合
に
は
、
当
該
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
つ
い
て
責
任
を
有
す
る

　
　
者
が
防
護
区
域
を
定
め
、
当
該
区
域
へ
の
人
の
出
入
り
を
制
限
す
る
こ
と
。

5
　
第
～
項
の
表
第
十
号
の
特
定
核
燃
料
物
質
に
係
る
事
項
は
、
第
二
項
第
一

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
号
か
ら
第
八
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

（
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
総
す
る
取
決
め
の
締
結
に
関
す
る
確
認
の
申

請
）第

十
七
条
の
七
　
法
第
近
十
九
条
の
　
二
第
二
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お

　
い
て
準
発
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条
に
お
い
て
國
じ
。
）
の
規
定
に
よ
り
、

　
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
関
す
る
取
決
め
の
締
結
に
関
す
る
確
認
を
受
け

　
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
五
に
よ
る
確
認
申
請
書
に
、
次
の
各
号
に

　
掲
げ
る
書
類
を
添
え
て
、
長
窟
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
運
搬
さ
れ
る
特
定
核
燃
料
物
質
に
関
す
る
説
明
書

　
二
　
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
計
画
に
関
す
る
説
明
書

　
三
　
特
定
核
燃
料
物
質
の
運
搬
に
係
る
責
任
の
移
転
に
関
す
る
説
明
書

2
　
前
項
の
確
認
申
講
書
の
提
出
部
数
は
、
圧
本
及
び
副
本
各
一
通
（
当
該
確

　
認
に
係
る
運
搬
が
輸
出
又
は
輸
入
を
伴
う
も
の
で
あ
る
場
合
は
正
本
一
通
及

　
び
副
本
一
一
通
）
と
す
る
。

（
確
認
証
の
交
付
）

第
十
七
条
の
八
　
長
官
は
、
二
二
五
十
九
条
の
三
思
二
項
に
規
定
す
る
確
認
を

　
し
た
と
き
は
、
確
認
証
を
交
付
す
る
。

（
危
険
時
の
措
置
）

第
十
八
条
　
法
第
六
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
製
錬
事
業
者
、
加
工
嘉

　
業
老
、
原
子
炉
設
置
者
、
外
甥
原
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理
窮
中
老
、
廃
棄

　
事
業
者
及
び
慢
罵
者
（
以
下
「
事
業
老
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
妻
業
老
等

　
か
ら
運
搬
の
委
託
を
受
け
た
巻
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の

　
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
応
急
の
退
出
を
講
じ
な
け

六
三



　
　
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
核
燃
料
輸
送
物
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
核
燃
料
輸
送
物
に
延
焼
す
る

　
　
お
そ
れ
の
あ
る
火
災
が
起
こ
っ
た
場
合
は
、
火
災
の
消
火
又
は
延
焼
の
防

　
　
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、
直
ち
に
そ
の
旨
を
消
防
吏
員
に
通
報
す
る
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
輸
送
物
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必
要
に

　
　
応
じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
縄
を
張
り
、

　
　
標
識
等
を
設
け
、
及
び
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係
者
以
外

　
　
の
老
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
三
　
放
射
線
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
運
搬

　
　
に
従
事
す
る
老
及
び
付
近
に
い
る
老
に
避
難
す
る
よ
う
警
告
す
る
こ
と
。

　
四
　
核
燃
料
物
質
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
汚
染
の

　
　
広
が
り
の
防
比
及
び
汚
染
の
除
去
を
行
う
こ
と
。

　
五
　
放
射
線
障
警
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
場
合

　
　
に
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
者
を
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を

　
　
講
ず
る
こ
と
。

　
六
　
そ
の
他
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

2
　
蔚
項
各
号
に
掲
げ
る
緊
急
作
業
を
行
う
場
合
に
は
、
第
十
四
条
第
八
号
の

　
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
放
射
線
業
務
従
事
者
（
女
子
（
妊
娠
不
能
と
診
断
さ

　
れ
た
者
を
除
く
。
）
を
除
く
。
）
を
そ
の
線
量
当
意
が
長
官
の
定
め
る
線
量

　
　
　
　
q
j

　
当
蚤
限
度
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
緊
急
作
業
に
従
纂
さ
せ
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

　
　
　
ω
　
昭
和
六
十
三
年
科
学
技
衛
庁
告
示
第
二
十
号
第
八
条

（
報
告
の
微
収
）

六
四

第
十
九
条
　
事
業
者
等
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
お
い
て
、
次
の
各
号
の

　
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す

　
る
処
置
を
十
日
以
内
に
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
核
燃
料
物
質
の
盗
取
又
は
所
在
不
明
が
生
じ
た
と
き
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
が
異
常
に
漏
え
い
し
た
と
き
。

　
三
　
前
二
号
の
ほ
か
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
（
放
射
線

　
　
障
害
以
外
の
障
害
で
あ
っ
て
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
が
発
生
し
、
又
は

　
　
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
。

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
二
十
条
　
法
史
六
十
八
条
第
三
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第

　
六
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
寸
　
　
　
日

　
　
　
翫
　
　
目
ハ

　
こ
の
政
令
は
、
原
子
力
基
本
法
等
の
　
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三

年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
8
（
昭

和
五
十
曖
年
一
月
四
巳
）
か
ら
施
行
す
る
。

こ

の

府
令

は
　、

附

則

公
布
の
臼
か
ら
施
行
す
る
。

1

こ

の

府
令

は

附

貝lj

昭
和
六
十
四
年
四
月
～
日
か
ら
施
行
す
る
。



　
　
　
寸
　
　
　
縫
り

　
　
　
靱
　
　
日
八

（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
府
令
は
、
核
源
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す

　
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
六
十
九
号
）
附

　
則
第
一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
三
年
十
一
月
二

　
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
開
始
さ
れ
る
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原

　
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
第
十
七
条
の
四
の
表
第
二
号
イ
又
は
ロ

　
の
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
つ
い
て
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
改
正
前
の

　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
の

　
規
定
に
よ
る
確
認
申
請
書
の
提
出
は
、
改
正
後
の
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又

　
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
薪
規
則
」
と
い
う
。
）

　
の
規
定
に
基
づ
い
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

3
　
前
項
に
規
定
す
る
確
認
申
請
書
の
提
出
を
し
た
者
は
、
こ
の
府
令
の
施
行

　
後
速
や
か
に
、
薪
規
則
別
記
様
式
第
一
の
注
2
に
規
定
す
る
記
載
箏
項
の
う

　
ち
当
該
確
認
申
請
書
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
科
学
技
術
庁
長
官
（
以

　
下
「
長
官
」
と
い
う
。
）
に
申
し
出
る
と
と
も
に
、
新
規
則
第
十
六
条
第
一

　
項
に
規
定
す
る
特
定
核
燃
料
物
質
を
収
納
す
る
容
器
に
つ
い
て
講
じ
ら
れ
る

　
当
該
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
説
明
書
を
長
官
に

　
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

六
五



（別記）

様式第1 （第16条関係）

使　用　者　等　の　区　分（注1）

運搬しようとする核燃料物質等の
嵭ﾞ、性状及び量　　　　　（注2）

運　　搬　　の　　目　　的（注3）

運　　鍛　　予　　定　　時　　期

核燃料輸送物の名称（注4）

核燃料輸送物の種類及び核分裂性
A送物にあっては、その種類

核燃料輸送物の総重量　（注5）

収核質
[燃卜
ｷ料
髟ｨ

重　　　　量（注6＞

放射能の量（注7＞

核
燃
料
運
送
物
に
関
す
る
説
明

外形寸法（注9）
輸容
頼增
i注8） 重　　　　量（注10＞

核輸場
ｪ勘合
�ｨ
ｫの

翰送制　限個　数

配　列方法（注11）

専用積載又は混載の別

　　　　　　　　車両運搬確認申講書　　　　　核　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　号　　　燃
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年月臼　彰

科学二階館　殿　　　　　　　　　　　　　寡
　　　　　　　　　　　　住所　　　　　　　　　　　呈
　　　　　　　　　　　　氏名（法人にあって法その名級び代表者の氏名）㊥翌

　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条の2第2項及び核　　　は
燃料物質等の工場又は事業所の外における運鍛に関する規則第16条第1項の規定に　　　事
より車両運搬の確認を申請します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　業
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　外
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　け
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　搬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　則

六
六



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
壌
業
虜
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

注1　使屠者、製錬：窮業者、加エ事業者、凍子炉設概者、外躍原子力船運航者、再処理

　　懸業者若しくは廃棄嘉業者又はこれ，らの者から運搬を委託された者の別を記載する

　　こと。運搬を委託された者にあっては、委託者の名称及び使用者等の眠分を併記す

　　ること。

　2　次のイからハにより記載すること。

　　イ　種類については金属ウラン、二酸化ウラン、六ふつ化ウラン、二酸化プルトニ

　　　ウム、新燃料集舎体（二酸化ウラン燃料）、萩燃料集合体（ウラン・プラトユウ

　　　ム混合酸化物燃料）、使絹済燃料、試験片等の別を記載し、金属ウラン、ウラン

　　　化舎物及び籍燃料集合体にあっては濃縮度を、プルトニウムにあってはプルトニ

　　　ウム238の剛立体濃度を、使絹済燃料にあってはその表面から1メートルの距離

　　　における空気吸収線蟻率（照射された天然ウラン、劣化ウラン、トリウム及び濃

　　　縮度10％未満のウランについては、照射直後の空気吸収線量率）が1グレイ毎時

　　　を超えるかどうかを、また使用済燃料でその被覆材からの放射性物質の漏えいが

　　　認められるものにあってはその旨を併記すること。

　　ロ　盤状については物理的・化学的形態を記載すること。

　　・・　量については、総魚及びプルトニウム、ウラン235父はウラン233の量を、ト

　　　ン、キログラム又はグラム単位で記載すること。

　3　当該運搬に係る出発地及び目的地の二L場叉は事業駈の名称及び所在地を併せて記

　　載すること。

丞
‘
5
6
7
8
9
0
1

1

1

核燃料輸送物の通称を記載すること。

トソ、キログラム叉はグラム単位で記載すること。

注5の側により記載すること。

総量及び主要な核種ごとの鍛をベクレル単位で記載すること。

輸送容器の概略を示す鮮明で複写灯能な図面を添付すること。

一ゼソチメートル、又はメートル単位で記載すること。

注5の例により記載すること。

任意の配列方法又は特定の配列方法の別を記載し、特定の配列方法の場舎には、当

　　該運搬する核分裂性輸送物粗互間の鋲離を明記した配列方法についての説明図を添付

　　すること。

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

六
七



様式第2　　〈第16条関係）

使　用　者　等　の　区　分（注1）

運搬しようとする核燃料物質等の種類、性状及び量　　　　　（注2）

運　　搬　　の　　目　　的（注3）

運　搬　予　定　時　期

核燃料輪送物の名称（注4＞

核燃料輪送物の種類及び核分裂二
ﾖ三物にあっては、その種類

核燃料輪送達の総重量　（注5）

収核質

O遍等
ｷ料
髟ｨ

重　　　　量（注6）

核
燃
料
輸
送
物
に
関
す
る
説
明

放射能の量（注7）

外形寸　法（注9）
輸容
頼增
i注8） 重　　　　量（注10＞

核輪場
ｪ送合
�ｨ
ｵの

輸送制限欄数

配列方法（注11）

使用する運搬機器の種類（注12）運関

ﾀす
福髢
@
説
に
明

運搬機器への積付け方法（注13）

携行する書面及び携行器具等

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　核

　　　　　　　　簡易運搬確認轄書　　　　欝
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　欝

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十月言　誇

科学技術脹三殿　　　　　　　　　　霧
　　　　　　　　　　　住所　　　　　　　　　　　器
　　　　　　　　　　　氏名倣人にあって鳳その名称及び代表者の氏名）㊥妻

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　所
　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条の2第2項及び核　　　の
燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第16条第1項の規定に　　　外
より簡易運搬の確認を申請します。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　お
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　け
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　搬
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　す
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　る
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　規
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　則

六
八



　注1使用者、製錬事業考、加工事業者、原子煩設置者、外国原子力船運航者若しくは再処

　　　理事業者又はこれらの者から運搬を委託された者の別を記載すること。運搬を委託され核

燃
　　　た者にあっては、委託者の名称及び使用者等の区分を併記すること。下
物
　　2次のイからハにより記載すること。質
等
　　　イ　種類については金属ウラン、二酸化ウラン、六ふつ化ウラン、二酸化プルトニウム
の

　　　　、新燃料集合体（二酸化ウラン燃料）、新燃料集合体（ウラン・プルトニウム混合酸
場
又
　　　　化物燃料〉、使用済燃料、試験片等の別を記載し、金属ウラン、ウラン化合物及び新
は

事
　　　　燃料集合体にあっては濃縮度を、使用済燃料でその被覆材からの放射性物質の漏えい
業

　　　　が認められるものにあってはその旨を併記すること。
の
外
　　　ロ　｛生面については物理的・化学的形態を記載すること。
に

お　　　ハ　量についてはトン、キログラム又はグラム単位で記載すること。
け

錘3当該運搬に輪軸地及び砂地の工場又腺業所の名称及び酪地を併せて記載す

澱　　　ること。
に

學4騰融融の通称を講ずる・と・

蔑5ト・・キログラム又はグラム鞄で自己賦する・と・

則　　6注5の例により記載すること。

　　7総量及び主要な核種ごとの量をベクレル単位で記載すること。

　　8輸送容器の概略を示す鮮明で護写可能な図面を添付すること。

　　9　センチメートル、又はメートル単位で記載すること。

　　10注5の例により記載すること。

　　11任意の配列方法又は特定の配列方法の別を記載し、特定の配列方法の場合には、当該

　　　運搬する核分裂性感謡物相互間の距離を明記した醍列方法についての説明図を添付する

　　　こと。

　　12　自転車、台車等具体的に記載すること。

　　13感付け後の状態を示す説明書を添付すること。

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

六
九



様式第3　（第∬条の2関係）

容器承認申講書

科学技二丁長官　殿

号
巳

　
月

番
年

住　所

民名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）㊥

　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の丁丁に関する法律第59条の2第3項及び

核燃料物質等の工場又は事業駈の外における運1般に関する規則第17条の2第1項

の規定により、下記のとおり申請します。

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

己一言
口

1　輸送容器の名称

2　輪送容器の外形寸法及び重壁〈注1）

3　核燃料輸送物の種類及び核分裂性輸送物にあっては、その種類

4　収納する核燃料物質等の種類、性状、重量及び放射能の量（注2＞

5　承認を受けようとする容器の製造番号その他の当該容器と他の容器を区別する

　ための番号等

6　承認容器として使用することを予定している期間

七
〇



　注1　輸送容器の概略を示す鮮明で複写可能な図面を添付すること。

核　2　次のイから二により記載すること。

麟　イ鵬・ついて醗属ウラ・・二酸イヒウ…六ふつ化ウラ・・二酸化プ・レ・ニゥ・

智　・繍猴合体に酸化ウラ・燃料）・新燃料飴体（ウ・・ヴル・ニウ・飴酸

等　　　化物燃料〉、使用済燃料、試験片等の別を記載し、金属ウラン、ウラン化合物及び薪
の

毒　燃篠合体にあって膿鍍を・使用済燃でその被翻からの放身姓糠の獄い

又　　　が認められるものにあってはその旨を併記すること。
は

事　　　ロ　性状については物理的・化学的形態を記載すること。
業

所　　ハ　重量についてはトン、キログラム又はグラム挙位で記載すること。
の

廷　二放駿の量については樋及び誠な踊ごとの壁ベクレ・レ鞄で記載すること・

お備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。
け

る

運

搬
に

関

す
る

規
玉
響

左



様式第4　（第i7条の4関係）

承認容器使用期間更新申請書

科学技術庁畏官　殿

号
日

　
月

番
年

住所
氏　名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）㊥

　核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第17条の4第2項

の規定により、下記のとおり申講します。

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

紀

1
2
0
0
濯
紐

承隠容器登録番号

延長前の使用期間

更薪後に承認容器として使用することを予定している期間

更新の理由

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

七



薫

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
壌
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

様式第5（第17条の7関係）

　　　　　　　　　　　取決めの締結確認串請書

科学技術庁長官殿
　　　　　　　　　　　住所

番　　　号

年　月　日

氏名（法入にあっては、その名称及び代表者の氏名）⑳

　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規鋼に関する法律第59条の3第2項及び核燃料

物質等の馬場又は事業所の外における運搬に関する規則第17条の7第1項の規定により

取決めの締結の確認を申請します。

運搬される特定核燃料物質の種
ﾞ及び鏡（注1）
運搬される特定核燃料物質の区
ｪ（注2）

発送人 氏　名　又　は　名　称

住　　　　　　　　所

搬出される工場又は慕
ﾆ所の名称及び所在地

受取人 玩名　又は　名　称

佳　　　　　　　　所

搬入されるエ場叉は事
ﾆ所の名称及び所在地

氏名又は　名　称運搬につ

｢て責任
�Lする

ﾒ 傭　　　　　　　　所

搬　　出　　予　　定　　日　時

搬　　入　　予　　定　　霞　時

本邦外における一時保管の有無

取決めに関する二二（注3）

注1イ　種類についてはプルトニウム、ウラン、使用済燃料の別を記載し、プルトニウ
　　　ムにあってはプルトニウム238の周位体濃度を、ウランにあっては濃縮度を、使
　　　用済燃料にあってはその表面から1メートルの距離における空気吸収線鐙率（照

　　　射された天然ウラン、劣化ウラン、トリウム及び濃縮度10％未満のウランについ
　　　ては、照射直後の空気吸収線量率）が1グレイ毎時を超えるかどうかを併記する

　　　こと。

　　ロ　最については、総最及びプルトニウム、ウラン235又はウラン233の量をトソ、
　　　キログラム又はグラム単位で記載すること。

　2　区分については、第17条の6第1項の表第1号及び第2号に該当する場合にあっ
　　ては区分1と、嗣表第3号から第6号に該当する場合にあっては区分Hと、同表第
　　7号から第9号に該当する場合にあっては区分田と、同表第10号に該当する場合に
　　あっては区分Wと記載すること。
　3　取決めの写しを添付すること。

鋪考　この用紙の大きさは、溺本工業規格A4とすること。



操式第6（第20条関係）

（表　　爾）

第 号

　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第68条第3項の規
定による

職名及び氏名

出㌔

　＝
　幽ンプ

身　分　，証　明　普

年　　月

年　　月

科学技術庁長巳

日生

日交付

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
藤
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

七
四

備　考 この用紙の大きさは、日本工業規格A6とする。



（裏　　面）

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規鋼に関する法律（抄）

第63条　内閣総理大臣、通商産業大臣、運輸大臣又は都道府県公安委員会は、
　この法律（内閣総理大臣、通商産業大臣又は運輸大臣にあっては第64条第3
　項各号に掲げる事業者等の区分（第61条の2の2第1項第2号に該当する場
　合における製錬事業者並びに核原料物質使用者、国際規蒲物資使用者、第61
　条の3第1項各号の一に該当する場合における当該各号に規定する者及び同
　条第5項に規定する者については、第64条第3項各号の当該区分にかかわら
　ず、内閣総理大臣とする。）に応じこの法錐の規定、都道府県公安委員会にあ
　つては第59条の2第6項の規定）の施行に必要な限度において、その職員
　（都道府興公安委員会にあっては、警察職員）に、製錬事業者、加工事業者、
　原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理事業者、廃棄事業者、使用者、
　核原料物質使用者又は国際規制物資使用者、第61条の3第1項各号の一に該
　帯する場合における当該各号に規定する者若しくは同条第5項に規定する者
　の事務所又は工場若しくは事業所（船舶に設置する原子炉に係る場合にあっ
　ては、その船舶）に立ち入り、その者の帳簿、書類その地必要な物件を検査
　させ、関係者に質問させ、又は試験のため必要な最小限度の量に限り、二三
　料物貿、核燃料物質その他の必要な試料を収去させることができる。

2　内閣総理大臣、通商産業大臣又は二輪大臣は、この法律（逓商産業大臣に
　あっては実用発電用原子炉及びその附属施設に係る第28条の2第1項の規定、
　運輸大臣にあっては実用舶用原子燐及びその附属施設に係る同項の規定）の
　施行に必要な限度において、その職員に、第16条の4第正項、第28条の2第
　1項、第46条の2第1項、第51条の9第1項若しくは第55条の3第1項に規
　聴する施設の溶接をする者の事務所又は工場若しくは事業所に立ち入り、そ
　の者の野営、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させるこ
　とができる。

3　前2項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯
　し、かつ、関係者の請求があるときは、これを礎示しなければならない。
4　第正項及び第2項の規定による諸点は、犯罪捜査のために認められたもの
　と解してはならない。
第80条　次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
　六　第68条第1項、第2項又は第5項の規定による立入り、検査若しくは収
　　まを拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しく
　　は虚偽の陳述をした者

七
五



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

○
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お

　
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細

　
目
等
を
定
め
る
告
示

最
終
改
正

　　

@　

@　
@
〔
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
一
号
〕

昭
和
⊥
ハ
十
∴
二
年
七
月
～
一
十
⊥
ハ
R
【
科
学
技
術
庁
比
ヨ
が
篤
鑑
一
十
囚
口
万

　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
撮
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
五
十
一
二
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
及
び
周
規
則

を
実
施
す
る
た
め
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬

に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
昌
等
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、

同
規
則
の
施
行
の
日
か
ら
適
用
す
る
。

　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上

　
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
薦
す
る
用
語
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又

　
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）

　
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
L
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
で
き
る
核
燃
料
物
質
等
）

第
二
条
　
規
則
第
三
条
第
一
項
第
一
号
の
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
核
燃
料
物

　
質
等
と
し
て
長
官
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
一
に
軽
挙
す
る
核
燃
料

　
物
質
等
と
す
る
。
た
だ
し
、
爆
発
性
又
は
自
然
発
火
性
の
核
燃
料
物
質
等
並

　
び
に
第
一
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
等
で
あ
っ
て
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
そ
の

　
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
～
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
の
う
ち
、
ウ

ラ
ン
一
一
三
五
の
量
が
十
五
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。

｝
　
核
燃
料
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

　
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え
な
い
放
射
能
を
有
す
る
も
の

核
燃
料
物
質
等
の
区
分

体固

容
易
に
散
逸
し
な
い
固
体
状
の
核
燃
料
物

質
二
又
は
カ
プ
セ
ル
に
密
封
さ
れ
た
核
燃

料
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準

に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
特
別
形
核
燃

料
物
質
等
」
と
い
う
。
）

イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
少
な
く
と
も
　

　
辺
が
○
・
五
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
以
上
で

　
あ
る
こ
と
。

ロ
　
別
記
第
｝
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
衝
撃
試
験
及
び
打
撃
試
験
（
長
さ
が
十

　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、

　
長
さ
の
幅
に
対
す
る
比
率
が
十
以
上
で

　
あ
る
核
燃
料
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、
衝

　
撃
試
験
、
打
撃
試
験
及
び
曲
げ
試
験
）

　
を
行
っ
た
場
合
に
損
壊
せ
ず
、
加
熱
試

　
験
を
行
っ
た
場
合
に
溶
融
又
は
分
散
せ

　
　
　
　
　
　
せ
き

　
ず
、
並
び
に
浸
漬
試
験
を
行
っ
た
場
合

　
に
水
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
漏
…
え
い

　
量
が
、
一
・
八
五
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
を

放
射
能
の
量

別
表
第
一
か
ら
別
表
第

六
ま
で
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
放
射
性
物
雷
ハ
の
種

類
又
は
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
表
の

第
二
欄
…
に
掲
げ
る
数
量

（
以
下
「
へ
値
」
と
い

う
。
）
の
千
分
の
一



超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

特
別
形
核
燃
料
物
質
等
以
外
の
も
の

別
表
第
一
か
ら
別
表
第

六
ま
で
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
放
射
性
物
質
の
種

類
叉
は
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
表
の

第
三
欄
（
別
表
第
五
に

あ
っ
て
は
、
第
二
欄
）

に
掲
げ
る
数
量
（
以
下

「
施
値
」
と
い
う
。
）

の
千
分
の
一

体

特
別
形
核
燃
料
物
質
三
又
は
特
別
形
核
燃

饅
値
の
一
万
分
の
一

液

料
物
質
等
以
外
の
も
の

体

特
別
形
核
燃
料
物
質
等

㌫
値
の
千
分
の
一

気

特
別
形
核
燃
料
物
質
等
以
外
の
も
の

饅
傭
の
千
分
の
一

　
二
　
天
然
ウ
ラ
ン
、
劣
化
ウ
ラ
ン
若
し
く
は
天
然
ト
リ
ウ
ム
又
は
こ
れ
ら
の

　
　
化
合
物
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面
が
容
易
に
腐
食
し
な
い
金
属
等
で
被
覆
さ

　
　
れ
て
い
る
も
の

（
A
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
で
き
る
核
燃
料
物
質
等
の
放
射
能
の
最
の
限
度
）

第
三
条
　
規
則
第
…
二
条
第
一
項
第
二
号
の
長
官
の
定
め
る
燈
は
、
次
の
表
の
上

　
欄
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
麻
薬
の
下
欄
に
掲

　
げ
る
放
射
能
の
壁
と
す
る
。

（
線
量
当
量
率
）

第
三
条
の
二
　
規
則
第
四
条
第
五
号
、
第
五
条
第
二
号
及
び
第
四
号
ロ
、
第
六

　
条
第
三
号
イ
、
第
十
二
条
第
一
号
ホ
及
び
第
二
号
ホ
、
第
十
一
二
条
並
び
に
第

　
十
四
条
第
一
号
及
び
第
四
号
の
長
官
の
定
め
る
線
燈
当
鳳
里
率
は
、
　
一
セ
ン
チ

　
メ
～
ト
ル
線
鏡
当
量
率
と
す
る
。
た
だ
し
、
長
官
が
認
め
た
場
合
は
、
こ
の

　
限
り
で
な
い
。

（
表
薗
密
度
限
度
）

第
四
条
　
規
則
第
四
条
第
六
号
の
長
官
の
定
め
る
密
度
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

　
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
日
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
密

　
度
と
す
る
。

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
す
る
放
射
性
物
質

ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出
し
な
い
放
射
性
物
質

○
・
四
ベ
ク
レ
ル
毎

平
方
セ
ソ
チ
メ
…
ト
ル

囲
ベ
　
ク
レ
ル
毎
平
セ
刀

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
A
型
輸
送
物
に
係
る
｝
般
の
試
験
条
件
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
条
　
規
則
第
五
条
第
四
号
の
長
官
の
定
め
る
A
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
試
験
条
件
は
、
別
記
窮
工
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
｝
般
の
試
験
条
件
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
六
条
　
規
則
箆
六
条
第
二
号
の
長
宮
の
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
一
般

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
父
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
蕪
を
定
め
る
告
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
毛



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
徳
を
定
め
る
出
口
示

　
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
三
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
M
型
輪
…
送
物
に
係
る
特
甥
の
試
験
条
件
）

第
七
条
　
規
二
二
穴
条
第
｝
二
号
の
長
官
の
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
特
別

　
の
試
験
条
件
は
、
鴉
記
第
四
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
瀬
型
輸
…
凝
霜
に
係
る
漏
え
い
量
）

第
八
条
　
規
則
第
六
紙
幣
二
号
p
の
長
宮
の
定
め
る
量
は
、
二
値
の
百
万
分
の

　
一
と
す
る
。

2
　
規
則
第
六
条
篇
三
号
ロ
の
長
官
の
定
め
る
最
は
、
価
値
と
す
る
。
た
だ
し
、

　
ク
リ
プ
ト
ン
八
五
に
あ
っ
て
は
、
三
百
七
十
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
と
す
る
。

3
　
漏
え
い
す
る
放
射
性
物
質
の
全
部
父
は
一
部
が
希
ガ
ス
で
あ
る
場
合
に
あ

　
っ
て
は
、
坐
該
希
ガ
ス
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
莇
傭
は
、
非
圧
縮
状
態
に

　
お
け
る
も
の
と
す
る
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

第
九
条
　
規
則
第
七
条
第
二
号
の
長
窟
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
…
般

　
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
五
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
U
型
輪
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
）

第
十
条
　
規
則
第
七
条
第
三
号
の
長
官
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
塵
肺

　
の
試
験
条
件
は
、
刷
記
第
六
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
漏
…
え
い
量
）

第
十
「
条
　
規
則
第
七
条
第
三
号
ロ
の
長
官
の
定
め
る
最
は
、
薦
値
の
千
分
の

　
一
と
す
る
。

2
　
第
八
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
蟻
に
つ
い
て
婆
博
す
る
。

（
核
分
裂
性
物
質
と
な
ら
な
い
核
燃
料
物
質
）

七
八

第
十
二
条
　
規
聴
第
八
条
の
長
富
の
定
め
る
核
燃
料
物
質
は
、
次
の
各
号
の
一

　
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

　
皿
　
ウ
ラ
ソ
ニ
＝
＝
二
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
…
幅
出
、
プ
ル
ト

　
　
ニ
ウ
ム
ニ
一
工
九
戸
溶
し
く
は
プ
ル
ト
ユ
ウ
ム
ニ
四
｝
の
一
儲
又
は
こ
れ
ら
の
物

　
　
質
の
量
の
合
計
が
・
ヤ
五
グ
ラ
ム
を
超
え
な
い
核
燃
料
物
質
ハ

　
ニ
　
天
然
ウ
ラ
ン
父
は
劣
化
ウ
ラ
ン
（
熱
中
性
子
炉
で
照
射
さ
れ
た
も
の
を

　
　
含
む
。
）

（
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

第
十
三
条
　
規
則
第
九
条
第
一
号
の
長
官
の
定
め
る
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る

　
一
般
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
二
第
一
号
に
定
め
る
条
件
と
す
る
。

（
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
）

第
十
四
条
　
規
刷
纂
九
条
第
二
号
の
長
官
の
定
め
る
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る

　
特
別
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
四
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
条
件

　
と
す
る
。

（
核
燃
繕
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
で
き
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

た
物
の
放
躬
能
濃
度
）

第
十
五
条
　
規
鋼
第
L
T
二
条
第
二
号
ロ
の
長
官
の
定
め
る
値
は
、
　
一
グ
ラ
ム
当

　
た
り
鰻
値
の
　
万
分
の
一
と
す
る
。

（
特
別
措
置
に
係
る
承
認
の
申
請
書
）

第
÷
六
条
　
規
則
第
幸
　
二
条
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
次
の
各
号
に
掲

　
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
誌
識
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名



　
二
　
運
搬
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
種
類
、
数
量
及
び
性
状

　
　
二
　
運
搬
す
る
物
の
表
面
並
び
に
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
及
び

　
　
ニ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
線
量
当
最
率
（
線
量
当
量
率
は
一
セ

　
　
ソ
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
楽
鏡
率
と
す
る
。
た
だ
し
、
長
官
が
認
め
た
場
合
は
、

　
　
こ
の
限
り
で
な
い
。
以
下
同
じ
。
）

　
四
　
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
措
羅
及
び
そ
の
理
由

　
五
　
運
搬
に
当
た
っ
て
講
ず
る
障
害
防
止
の
た
め
の
措
農

（
危
険
物
）

第
十
七
条
　
規
則
第
十
四
条
第
三
号
の
長
官
の
定
め
る
危
険
物
は
、
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
詞
隠
蟹
二
八
に
．
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
二
　
高
圧
ガ
ス
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
衝
四
号
）
第
二
条
に
規

　
　
定
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
揮
発
油
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
あ
っ

　
　
て
、
引
火
点
が
摂
氏
八
十
二
度
以
下
の
も
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
あ
っ
て
、
酸
の
含
有
量
が
体

　
　
積
比
で
十
パ
…
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
一
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
安
全
な
運
搬

　
　
を
損
な
う
恐
れ
の
あ
る
物

（
運
搬
物
の
個
数
の
制
限
）

第
十
八
条
　
規
財
第
十
四
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
二
以
上
の
運
搬
物
を
一

　
の
運
搬
機
器
に
積
載
し
、
又
は
収
納
し
て
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
運
搬
機

　
雛
に
積
載
し
、
叉
は
収
納
す
る
運
搬
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
輪
送
指
数
（
運
搬
物

　
の
表
箇
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
線
鑓
当
盗
難
を
ミ
リ
シ
ー

　
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
領
の
最
大
傾
の
百
倍
を
い
う
。
た
だ
し
、
第
二

　
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値

　
と
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制
眼
個
数
で
五
十
を
徐
し
て
得
ら
れ
た
値

　
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
な
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
合
計
し
た
値

　
が
五
十
以
下
と
な
る
よ
う
当
該
積
載
し
、
又
は
収
納
す
る
運
搬
物
の
個
数
を

　
制
限
す
る
も
の
と
す
る
。

（
標
識
又
は
表
示
）

第
十
九
条
　
規
劉
第
十
瞳
条
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
標
識
の
取
付
け
又
は
表
示

　
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
～
　
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
欄

　
　
に
掲
げ
る
漂
三
又
は
表
示
を
、
そ
れ
ぞ
れ
同
誌
の
下
瀾
に
掲
げ
る
箇
醗
に

　
　
取
り
付
け
、
又
は
行
う
こ
と
。

一
　
L
型
輸
送
物

「
放
射
性
」

核
燃
料
輸
送

の
文
字
の
表

物
の
表
難

示

二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
核
燃
料
輸

第
一
類
白
標

核
燃
料
輸
送

送
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
）
又
は

識
（
別
記
第

物
の
表
面
の

第
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、

七
に
掲
げ
る

二
箇
所

そ
の
表
面
の
線
量
当
最
率
が
五
マ
イ
ク

も
の
）

ロ
シ
…
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
も
の

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
買
玉
基
準
を
定
め
る
出
口
示

七
九



核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

八
O

三
　
次
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物

第
二
類
黄
標

核
燃
料
輸
送

イ
　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
核
燃
料

識
（
別
記
第

物
の
表
面
の

輸
送
物
又
は
第
一
種
核
分
裂
性
輸
送

八
に
掲
げ
る

二
箇
所

物
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面
の
線
量
当

も
の
）

最
率
が
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎

時
を
超
え
二
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル

ト
毎
時
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
　
そ
の

輸
送
指
数
が
一
を
超
え
な
い
も
の

ロ
　
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
で
あ
っ

て
、
そ
の
表
面
の
線
貴
当
燈
率
が
五

百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
以
下

で
あ
り
、
　
か
つ
、
　
そ
の
輸
送
指
数
が

　
を
超
え
な
い
も
の

四
　
　
前
三
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物
以

第
三
類
黄
標

核
燃
料
輸
送

外
の
核
燃
料
輸
送
物

識
（
別
記
第

物
の
表
面
の

九
に
掲
げ
る

二
箇
所

も
の
）

二
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物
に
は
、

　
や
す
い
箇
瓶
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
鮮
明

　
に
表
示
し
て
お
く
こ
と
。

　
イ
　
総
重
昆
が
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
核
燃
料
輸
送
物
　
総
重
量

　
口
　
A
型
輸
送
物
　

「
A
型
こ
の
文
宇

そ
の
表
面
の
見

　
　
ハ
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
　「
B
型
」
の
文
字

　
三
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
に
は
、
当
該
核
燃
料
輸
送
物
の
容

　
　
器
の
耐
火
性
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
最
も
外
側
の
表
面
に
、
耐
火
性
及
び

　
　
耐
水
性
を
有
す
る
三
葉
マ
ー
ク
（
別
記
第
十
に
掲
げ
る
も
の
）
を
明
確
に

　
　
表
示
す
る
こ
と
。

（
放
射
線
業
務
従
事
老
に
係
る
線
燈
当
量
限
度
）

第
二
十
条
　
規
則
第
十
四
条
第
八
号
の
長
官
の
定
め
る
線
量
当
鼠
限
度
は
、
実

　
効
線
量
当
量
に
つ
い
て
一
年
間
（
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
を
い
う
。

　
以
下
同
じ
。
）
に
つ
き
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
し
、
組
織
線
燈
当
量
に
つ

　
い
て
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
眼
の
水
晶
体
に
つ
い
て
は
、
　
一
年
間
に
つ
き
百
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

　
ニ
　
前
号
以
外
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
　
一
年
間
に
っ
き
五
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル

　
　
ト

　
三
　
女
子
（
妊
娠
不
能
と
診
断
さ
れ
た
者
及
び
次
号
に
規
定
す
る
者
を
除

　
　
く
。
）
の
腹
部
に
つ
い
て
は
、
前
号
に
規
定
す
る
ほ
か
、
一
二
月
間
に
つ
き

　
　
十
三
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

　
四
　
妊
娠
中
で
あ
る
女
子
の
腹
部
に
つ
い
て
は
、
第
二
号
に
規
定
す
る
ほ
か
、

　
　
妊
娠
と
診
断
さ
れ
た
と
き
か
ら
出
産
ま
で
の
間
に
つ
き
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル

　
　
ト

（
放
射
性
業
務
従
事
者
以
外
の
者
に
係
る
線
量
当
量
限
度
）

第
二
十
「
条
　
規
則
第
十
四
条
第
九
号
の
長
官
の
定
め
る
線
景
当
薬
限
度
は
、

　
実
効
線
量
当
量
に
つ
い
て
一
年
間
に
つ
き
十
五
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

（
実
効
線
鑓
当
量
等
の
算
定
）



第
二
十
二
条
　
前
二
条
の
実
効
線
量
当
最
は
、
　
｝
セ
γ
チ
メ
ー
ト
ル
線
最
当
童

　
と
す
る
。

2
　
第
二
十
条
の
組
織
線
貴
当
最
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
皮
慮
の
組
織
線
量
当
琶
は
、
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
…
ト
ル
線
最
当
量
と
す

　
　
る
こ
と
。

　
二
　
眼
の
水
晶
体
の
組
識
線
鑓
当
鏡
は
、
一
ニ
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
す

　
　
る
こ
と
。

　
三
　
皮
膚
及
び
眼
の
水
晶
体
以
外
の
組
織
の
組
織
線
蟻
当
量
は
、
　
一
セ
ン
チ

　
　
メ
ー
ト
ル
線
最
当
蟻
と
す
る
こ
と
。

3
　
前
二
条
の
実
効
線
蟻
当
量
又
は
第
二
十
条
の
組
織
線
量
当
蚤
の
算
定
に
当

　
た
っ
て
は
、
診
療
を
受
け
る
た
め
の
被
ば
く
を
除
く
も
の
と
す
る
。

4
　
箆
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
つ
い
て
は
、
長
官
が
認
め
た
場
合
に
飽
の

　
方
法
に
よ
り
算
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
。

（
容
器
承
認
の
申
請
に
係
る
提
出
書
類
の
省
略
）

第
二
十
三
条
　
規
則
第
十
七
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
輸
送
容
器
に
つ

　
い
て
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
核
燃
料
輸
送
物
の
設
計
（
輸
送
容
器

　
の
設
計
及
び
当
該
輸
送
容
羅
に
収
納
す
る
核
燃
料
物
質
等
の
仕
様
を
い
う
。
）

　
に
つ
い
て
長
官
の
承
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
舎
に
お
い
て
、

　
長
官
の
承
認
を
受
け
た
設
計
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る

　
書
類
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
雛
を
定
め
る
告
示

登



別表第1（第2条関係）

　種類が明らかであり、かつ、一種類である放象性物質の場合の数彙の限度

第　一　欄 第　二　欄 第　三　欄

原 特別形核燃料物質等であ 特別形核燃料物質等以外

四
番

放射性物質の種類
る場合の数猛（A1値） の核燃料物質等である場

№ﾌ数最（A2値）

号 単位　Bq 単位　Bq

1 3H　気体状のもの、 3．7×1013 3．7×1013

放射線発光塗料

であるもの、固

体に吸収された

形状のもの、ト

リチウム水であ

るもの

1 3H（その他のもの） 7．4×1011 　　　　117．4×10

4 7Be 1ほ1×1013 1．11×10エ3

6 14C 3．7×1013 3．7×1012

9 18F 7．4×1011 　　　　117．4x10

11 22Na 2．96x10H 2．96×10三葦

工1 24Na L85×101】 L85×10ユユ

12 28雑9 2．22×1GU 2．22×1011

14 31Si 3．7×1012 3．7×1012

15 32P 1．11×1012 1．11×1012

16 35S 37×1013 Lll×1013

17 36 b1 1，11x1013 1．11×1012

17 38C互 3，7×10】1 3．7×1011

18 37 `r 3．7×1013 3．7×1013

18 41Ar ∫俳鵬状態）7・4…11
ﾁ圧縮状態）　a7・10・・

　　　　117．4×10

R．7×101G

19 42K： 3．7×1011 3。7×1011

20 45Ca 3．7×1013 1，48×1012

20 47Ca 7．4×1011 7．4×1011

21 46Sc 2．96×1011 2．96×1011

21 47Sc 7．4×10エ2 　　　　127、4x10

21 48Sc 1．85×1011 1．85×1011

23 48V 2．22x1011 2．22×10重エ
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131亙

1321

133王

三3弓1

1351

131mXe

ノ＼

　　　　　133五　　　54　　　　　　Xe

　　　　　　　1．48×1012

　　　　　　　2，59　×　1011

　　　　　　　1．11×1012

　　　　　　　2，96　×　1011

　　　　　　　3．7×1011

∫（非踊状劇3・7…12
美催縮状態）3．7×101・

　（非£E縮状態）　3，7×1013

｛
　（圧縮状態）　1．85×1011

3．7×1011

2，59　×　1011

1．王1x1012

2．96×　1011

3，7　×　1011

3．7　×　1012

3．7x1G11

3．7×1013

1．85×101王



第　一　欄 簗　二　欄 鯖　三　瀾

54 135X・　｛
（講三圧i縮壕犬態）　2．59×1012

i圧縮状態）　　7、4×101G

　　　　122，59×10

V．4×1010

55 131Cs 3．7×1013 　　　133．7×10

55 134m bs 　　　133．7×10 3．7×1013

55 134Cs 3．7×1011 3．7×1011

55 135 bs 3．7×1013 3．7×1012

55 136@Cs 2，59x10n 2．59×10互1

55 137Cs 　　　　．12
k11×10 　　　11V．4x10

56 131Ba 1．48×1012 1．48x1012

56 133Ba 1．48x1012 3．7×1011

56 140Ba 7。4×1011 　　　117．4×10

57 14GLa 1．11×1012 L11×1012
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139Ce

141Ce

143 be

144 be

142 or
143 or

147Nd

149 md
147 om
149

　Pm
147 rm　　　　　　l
151 rm
　　　　　　　　　i
153 rm　　　l
　　　　　　　　　l
撫潮期が・・）i

152Eu　　　　　　i
（騰半醐が13年）

154Eu

155Eu

153Gd

159Gd

160Tb

3，7×1012

L11×1013

2，22　x　lo12

3．7　×　101i

　　　　113．7×10

　　　　131．11×10

3．7　×　1012

1ほ1×支o12

3．7　×　1013

3．7　×　1012

翻限なし

3．7　×　10豆3

1．三1×1013

1．11×10i2

7．4×1011

　　　　1工3．7×10

1．48×1013

　　　　127．4×10

　　　　13L11×10
　　　　117．4×10

3．7　×　1012

　　　　】．27．4×10

2，22　×　1012

　　　　112．59×10

3，7　×　1011

7．4　×　1012

3．7×1012

　　　　12L11×10
2．96　×　1012

　　　　123．7×10

捌限なし

3．33　×　1012

　　　　13L11×10
　　　　i21．11×10

7。4　×　1011

1．85　×　1011

3．33　×　1012

3．7　x　1012

1。11×1013

7．4×10玉．1
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第　一一　欄 第　二　瀾 第　三　欄

66 i65
@　Dア

　　　　　123．7x10 3．7×1012

66 166
@　Dア

　　　　　133．7×10 7，4×1012

67 166Ho 1，11x1012 1．11×1012

68 169Er 3．7x10ユ3 1．11×1013

68 171 Ur 1．85×1012 1．85×1012

　　…Ugi 170
@　Tm 1．11×1013 1．48x1012

　　569藍

171
@　冊m

　　　　　133，7×10 3．7×1012

70

V圭

｝75Yb

P77

@　Lu

i　　　　1．48×1013ト1　　　1．11×1013 1．48x1013

P．11×1013

2
3
4

7
7
7
7引

4
5
5
5
6
6
6
6
7
7
7
8
8
8
8
9
9
9
9
0
0

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
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7
7
7
7
8
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181 gf

182
　T段

181W

玉85w

187W

三86 qe
187 qe
188

　Re
185

　0s
王91mOs

191

　0s
193 Os
190 Hr

1921r

194亙r

191

　Pt
I93

　Pt
197猫 ot
197

　Pt
193

　Au
196

　Au
198

　Au
199

　Au
197mHg

197 gg

1

1．UXIG12

7．4x1011

7．4　×　1012

　　　133．7×三〇

1．48xlo12

3．7×1012

希匡限なし

　　　113．7×10

7，4　x　1011

　　　127．4×10

2．22×1013

3．7×1012

　　　113．7×10

7．4xloH

3．7×10工1

3．7×1012

7．4×1012

　　　　i31．11×10

L11×1013

7．4×1012

1．11×1012

1．48　x　1012

7．4×1012

7．4×1012

　　　127．4x10

Ulx1012

7．4×1011

37×1012

3，7　x　1012

1，48　x　lo12

3，7×1012

制限なし

　　　H3．7x10
7，4　x　1011

7．4　x　1012

L48x1013

37×1012

3．7×1GI1

7．4　×　1011

a7×1011

3，7x1012

7．4　×　1012

L11×1013

L11×1013

7．4　×　1012

1．11×1012

1．48　×　1012

7．4×1012

7．4　×　1012

7．4×1012
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別表第二（第二条関係）

　種類が明らかであって、一種類であり、かつ、別表第1に掲げる放射性物質以外の放

　射性物質の場合の数燈の限度

第　一　欄 第　二　欄 第　三　欄

特別形核燃料物質等である 特別形核燃料物質等以外の

区　　　　　　　分 場合の数黛（A葉値） 核燃料物質等である場合の

単位　Bq 数量（A2値）　単位Bq
「7．T

P．放緻する放射線が一種

類の場会（2に該当する

場合を除く。）

イ　　アルファ線を放出す

る放射性物質の場合

ω　半減期が千日未満 3，7×10B（原干番号が82 L1夏X101ユ（原子番号が82

である場合 以．ヒのものである場念は、 以ま＝のものである場合は、

7！1×10毘。） 7．4×io7）

②　半減期が千日以上 ユ．85×1012（彦｝（子番号力：82 1．85×工09（原子番号力｛82

百万年以下である場 以上のものである場合は、 以．．ヒのものである場合は、

合 7，4×1010） 7，4＞（10τ）

（3）　半減期が百万年を 3．7×1013 1．」1×1011

超える場合

ロ　ベータ線を放出する 半減期が千日未満である場

放射性物質の場合 合はLllx10H（原子番号

（1）最大エネルギーが 3．7×10三3 が82以上のものである場合

0．5MをV未満であ ζま、　　7．4×107　）、　　三…無オ懸～｝σ｝カζ

る場合 千臼以上百万年以下である

（2）　最大エ・ネルギーが ユ．U×玉Q13 場合は1．85×1Q9（原子番

0．5MeV以上1MeV 号が82以上のものである場

未満である場合 合は、7．4×工07）、半減期

（3＞最大エネルギーが 3．7×1012 が百万年を超える場合は

1MeV以上L5ム・1eV L11×1011

未満である場合

（4＞最大エネルギーが 1．11×1012

1．5M乏・V以上2MeV

未満である場合
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空

㈲　最大エネルギーが 3、7＞（1G繋

2MeV以上である場

2，32×10略 2・32×／0州
ﾆ口の第三三欄にハ　ガンマ線を放出する β　（3・7×1013を超 ヂ　　　　　　　　　　　一

放射性物質の場合 えるものにあっては、 掲げる数量のうちいずれか

3．7×1013） 小さいもの

ユ　　エックス線を放出す 3．7×】OI3（彦｝て子番号力：5　6 半減期が千日未満である場

る放射性物質の場合 以上のものである場合は、 合は1．1D（｝01翼（原子番号7う：

7．4×1012） 82以上のものである場含は、

7．4×箋07）、半減期が千目

以L百万年以一ドである場合

卓ま　L85×109　　（　梅て「｝』語事号力：

82以しのものである場合

は、7，枢lo7）、半減期が

百：万年を超える場合は

！．重1×1012

2．放出する放躬線が一種 親核種及び娘核種に対する 親核種及び娘核種に対する

類であウ、当該放射性物 王の第一欄の1メ：分に応じて 1の第一瀾の区分に応じて

質が凍子核の崩壊連鎖を それぞれ第二欄に掲げる数 それぞれ第三欄に掲げる数

生ずるもの（以下藝親核 量のうち最小のもの 量のうち最小のもの

種．1どいう。）であって、

その半減期がその原子核

の崩壊によって生ずる放

射性物質（以下「娘核衝

という。）の半減期よりも長

く、かっ、娘核種の半減

期が十臼以内である場合

3．放出する放射線が二種 それぞれの放射線に対する それぞれの放射線に燃する

類以上の場合（4に該薮 1の第一欄の区：分に応じて 1の第一欄の緩分に応じて

する場合を除く。） それぞれ第二欄に掲げる数 それぞれ第三欄に掲げる数

最のうち最小のもの 量のうち最小のもの

1



4．放嵐する放射線が二種 それぞれの放射線に係る親 それぞれの放射線に係る親

類以上あり、当該放射性 核種及び娘核種に対するエ 核種及び娘核種に対する1

物質の半減期が娘核種の の第一欄の区分に応じてそ の第一欄の区分に応じてそ

半減期よりも長く、かつ れそれ第二欄に掲げる数量 れそれ第三欄に掲げる数量

娘核種の半減期が十日以 のうち最小のもの のうち最小のもの

内の場合

備考　ハま、当該放射性物質が1ベクレルの場合において、影該放射性物質から1メ

　　ートル離れた位置における最大照射線董率をクーロン毎キログラム毎時で表した

　　値を示す。

別表第三（第二条関係）

　種類が一種類であり、かつ、種類が明らかでない放射性物質の場合の数鐙の限度

第　一　欄 第　二　欄 第　三　欄

区　　　　　　　分

特別形核燃料物質等である

鼾№ﾌ数星（A聖値）

@　　　　　単位　Bq

特別形核燃料物質等以外の

j燃料物質等である場合の

箔氈iA2値）単位　B儀

原子番号82以上の放射性

ｨ質が含まれていない場合
3．7×1011 1．48×101。

原子番号82以上の放射性

ｨ質が含まれている場合 7．4×1010 7．4×107
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別表第四（第二条関係）

　種類が二種類以上であり、かっ、種類の全部が明らかでない放射性物質の場合又は種

　類の一部が明らかであって種類別の数量の全部が明らかでない放射性物質の場合の数

　量の限度

第　一　欄 第　二　欄 第　三　欄

特溺形核燃料物質等である 特別形核燃料物質等以外の

区　　　　　　　分 場合の数量（A塵値） 核燃料物質等である場合の

単位Bq 数量（A2値）　　　単位　　Bq

1．　アルファ線を放出する

放射性物質が含まれてい 7．4×1010 7．4×107

る場合

2．　アルファ線を放出する

放射性物質が含まれてい
7．4×1010 1．48×10蓋。

ない場合（3に該当する

場合を除く。）

3．核分裂生成物である場

合（1に該当する場合を 3．7×10iI 1．48×10玉。

除く。）

九
蕊



別表第五（第二条関係）

　種類が二種類以上であり、かっ、種類及び種類別の数簸の全部又は一部が明らかであ

　る放射性物質の場合（別表第6に該当する場合を除く。）の数最の限度

第　　　一　　　欄 第　　　二　　　欄

区　　　　　　　分 数　　　　　量　　単位　Bq

放射性物質の種類の全部又は一部が明ら

ｩであって種類別の数鑓の一部が明らか

ﾅない場合

次の算式を満たす湿pOσ2，…，硲n及び

凵Dの数量

放射性物質の種類及び種類別の数量の全

狽ｪ明らかである場合

次の算式を満たすコヴ1，晦ジ・・，鎧nの数量

備考　り61，範．…，5じ11は種類及び種類鴉の数量が明らかな各放射性物質の数量

　　（ベクレル）を、Xp　X2，…，　Xnはそれぞれ銑，範，…，即nに係る

　　各放射性物質に対する別表第1又は別表第2に掲げる数量（ベクレル）を、yは種

　類又は種類別の数景が明らかでない放射性物質の数量¢クレル）を、Yは、　yに係

　　る放射性物質の種類の全部が明らかな場合にあってはそれらの種類に対する別表

　　第1又は別表第2に掲げる数量（ベクレル）のうち最小のものを、yに係る放射

　　性物質の種類の全部又は一部が明らかでない場合にあってはyに係る放射性物質

　　に対する湧表第3に掲げる数量：（ベクレル）を冒す。
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別表第六（第二条関係）

　種類が一連の原子核の崩壊連鎖の系列からなり、かつ、その混合比が天然のものと等

　しい放射性物質の場合の数鍛の限度

第　一　欄 第　二　欄 第　三　欄

特別形核燃料物質等である 特別形核燃料物質等以外の

区　　　　　分 場合の数鍛（AI値） 核燃料物質等である場舎の

単位　Bq 数量（A2値）　単位Bq

その系列のすべての放射性 親核種に対する別表第1又 親核種に対する別表第王又

物質（親核種を除く。）の は別表第2の第二欄に掲げ は別表第2の第三欄に掲げ

半減期が十舞を超えず、か る数量 る数鍛

つ、親核種の半減期よりも

短い場合

その系列の娘核種のうち、 次の算式を満たす覇，晦 次の算式を満たす9ジ韮，晦，

その半滅期が十日を超え、 …，纐の数量 …，コじnの数量

又は親核種の半減期よりも
主＋並＋…＋塑訟1　　×2x｝　　　　　　　Xn

賞誉・…・舞1i
長いものがある場合

1

備考　朗，晦，…，翫1はその原子核の崩壊連鎖の系列に属する各放射性物質の数

　　量・（ベクレル）をXpX2，…，X【iはそれぞれ朗，範，…，翫1に係る各放

　　射性物質に対する別表第1又は別表第2に掲げる数鍛（ベクレル）を示す。

九
五
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形
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
試
験

　
一
　
衝
撃
試
験

　
　
　
試
験
し
よ
う
と
す
る
核
燃
料
物
質
等
を
で
き
る
だ
け
模
擬
し
た
供
試
物

　
　
（
以
下
「
供
試
物
」
と
い
う
。
）
を
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ

　
　
る
こ
と
。

　
二
　
打
撃
試
験

　
　
　
供
試
物
を
表
面
が
滑
ら
か
な
鉛
板
の
上
に
置
き
、
　
皿
メ
…
ト
ル
の
高
さ

　
　
か
ら
一
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落
下
さ
せ
た
場
合
と
周
等
の
衝

　
　
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
鋼
製
減
俸
の
平
端
面
で
打

　
　
つ
こ
と
Q
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鉛
板
は
厚
さ
が
一
㌘
五
心
ン
チ
メ
i
ト

　
　
ル
以
下
の
も
の
と
し
、
鋼
製
丸
擁
は
そ
の
平
端
面
の
直
径
が
二
・
五
セ
γ
チ

　
　
メ
；
ト
ル
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
角
の
半
径
が
○
・
｝
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
　
の
も
の
と
す
る
。

　
三
　
曲
げ
試
験

　
　
　
供
試
物
を
水
平
に
ク
ラ
ン
プ
面
か
ら
そ
の
二
分
の
一
が
出
る
よ
う
に
圃

　
　
定
し
、
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
一
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落

　
　
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う

　
　
に
鋼
製
丸
棒
の
平
端
面
で
打
つ
こ
と
Q
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鋼
製
丸
棒

　
　
は
、
そ
の
平
端
面
の
直
径
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
か
つ
、

　
　
そ
の
角
の
半
径
が
○
・
｝
ニ
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
の
も
の
と
す
る
。

　
四
　
加
熱
試
験

　
　
　
供
試
物
を
摂
氏
八
百
度
の
空
気
中
に
十
分
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
ぜ
き

　
五
　
浸
漬
試
験

九
六

イ
　
固
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
（
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
も
の
を
除
く
3

　
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
顧
序
で

　
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
ω
　
常
温
の
水
中
に
七
碍
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
②
　
摂
氏
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
③
　
摂
氏
三
十
度
で
あ
っ
て
湿
度
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
空
気
中
に
七
日

　
　
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
ω
　
摂
氏
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

ロ
　
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
核
燃
料
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に

　
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
順
序
で
行
う
こ
と
。

（3）　（2）　（1＞

別
記
第
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

摂
氏
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

摂
氏
三
十
度
の
空
気
中
に
七
二
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

撰
氏
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
Q

（
第
五
条
、
第
十
｝
二
条
関
係
）
A
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件

　
条
件

イ
　
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
毎
時
の
雨
壁
に
相
当
す
る
水
を
【
時
間
吹
き
付

　
け
る
こ
と
。

ロ
　
イ
の
条
件
の
下
に
遣
い
た
後
、
次
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
ω
　
そ
の
重
量
が
、
五
星
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
一
・

　
　
・
ニ
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
二
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
　
万
キ
ロ

　
　
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、

　
　
一
万
キ
p
グ
ラ
ム
を
超
え
一
万
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ

　
　
つ
て
は
○
・
六
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
　
一
万
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
を



　
　
　
超
え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
㎝
照
門
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
そ
れ
ぞ

　
　
　
れ
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
②
　
そ
の
重
最
の
五
倍
に
相
縛
す
る
荷
重
叉
は
鉛
直
投
影
面
積
に
○
・

　
　
　
ご
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得
た
値
に
相

　
　
　
射
す
る
荷
重
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
も
の
を
二
十
四
時
闘
加
え

　
　
　
る
こ
と
。

　
　
㈲
　
重
量
が
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
直
径
が
＝
…
・
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト

　
　
　
ル
の
容
易
に
破
損
し
な
い
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
先
端
が
半
球
形
の
も

　
　
　
の
を
ヘ
メ
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該
核
燃
料
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部

　
　
　
分
に
落
下
さ
ぜ
る
こ
と
。

二
　
液
体
論
蔵
は
気
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
追
加
条
件

　
イ
　
液
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
か
収
納
さ
れ
て
い
る
核
燃
料
輸
送
物
に
あ

　
　
つ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、
次
の
ω
及
び
②
の
条
件
の

　
　
下
に
置
く
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
核
燃
料
輸
送
物
に
係
る
容
器
に
収
納

　
　
す
る
こ
と
が
で
き
る
核
燃
料
物
質
等
の
量
の
二
倍
以
上
の
彙
の
核
燃
料

　
　
物
質
等
を
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
吸
収
材
を
備
え
て
い
る
核
燃
料
輸

　
　
送
物
で
あ
っ
て
、
毫
該
吸
収
材
が
放
射
線
し
ゃ
へ
い
材
の
内
側
に
あ
る

　
　
も
の
又
は
当
該
収
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
核
燃
料
物
質
等
を
す
べ
て
吸

　
　
面
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て
も
表
面
に
お
け
る
線
量
当
量
率
が

　
　
ニ
ミ
ジ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
ω
　
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ

　
　
　
せ
る
こ
と
。

　
　
②
　
前
号
p
㈹
に
規
定
す
る
棒
を
一
・
七
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該

　
　
　
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
気
体
状
の
核
燃
料
物
質
等
が
収
納
さ
れ
て
い
る
核
燃
料
輸
送
物
に
あ

　
　
　
つ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、
イ
ω
及
び
②
の
条
件
の
下

　
　
　
に
置
く
こ
と
。

別
記
第
三
（
第
六
条
関
係
）
　
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件

　
｝
　
別
記
第
二
第
一
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
渥
度
が
摂
氏
三
十
八
度
で
あ

　
　
る
環
境
に
｝
週
問
放
置
す
る
こ
と
。

別
記
第
四
（
第
七
条
、
第
十
四
条
関
係
）
　
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試

　
験
条
件

核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
出
口
示

　
　
　
第
二
号
の
条
件
の
下
で
核
燃
料
輸
送
物
が
最
大
の
破
損
を
受
け
る
よ
う

　
　
な
順
序
で
次
の
イ
及
び
ロ
の
条
件
の
下
に
順
次
置
く
こ
と
。

　
　
イ
　
九
メ
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
垂
直
に
固
定
し
た
直
径
が
十
難
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
長
さ
が

　
　
　
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
軟
鋼
丸
俸
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
面
が
滑
ら
か

　
　
　
な
水
平
面
で
あ
る
も
の
に
一
メ
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
Q

　
二
　
摂
氏
八
百
度
の
環
境
に
三
十
分
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
三
　
深
さ
牽
五
メ
ー
ト
ル
の
水
中
に
八
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
四
　
野
外
の
温
度
が
摂
氏
三
密
八
度
で
あ
る
環
境
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

　
備
考
　
第
　
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
は
、
こ
の
順
序
で
麗
く
も

　
　
　
の
と
す
る
。

別
記
第
五
（
第
九
条
関
係
）
　
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
｝
般
の
試
験
条
件

　
一
　
別
記
第
二
第
一
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七



　
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
技
術
基
準
を
定
め
る
告
示

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
摂
氏
三
十
八
度
か
ら

　
　
摂
氏
零
下
四
十
度
ま
で
の
環
臆
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

別
記
第
六
（
第
圭
条
関
係
）
　
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
特
…
別
の
試
験
条
件

　
一
　
別
記
第
四
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
そ
の
醸
序
で
既
く

　
　
こ
と
。

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
摂
氏
三
十
八
度
か
ら

　
　
摂
氏
零
下
四
十
度
ま
で
の
環
境
に
一
週
間
放
羅
す
る
こ
と
。

九
八



別記第七（第十九条関係）第一類白標識

　
歯

弛

。
。
・
、
＼

＼
’

　穿・，

　／／
／

濠華糞§鼠齢e」→…高覧棒蕪擾e《日韓赴ゆ製螢e蝦鞍増藩蝿題燭01旨

注1　三葉マークは、別記第十のとおりとする。

　2　収納物及び愚婦能の欄には、それぞれ、収納

　　されている核燃料物質等の名称及び放禦能を記

　　入すること。

　3　本邦内においてのみ運搬されるものにあって

　　は、英語の部分を削ることができる。

　4　色彩は、次表によることQ

部　分 色　彩

上半部の地 古

三葉マーク 黒

下半部の地 白

文　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区分線 黒

点



箪蓑糞§箪勘eH蚕以慧轟蝋懸Q賦上2璃tゆ塑壁e鰹鞍繁薪刺綬碧ゆ細旨

別記第八（第十九条関係）第二類黄標識

＼

yフ・
　・び．

｝00

注1　三葉マークは、別記第十のとおりとする。

　2　収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それ

　　ぞれ、収納されている核燃料物質等の名称、放

　　射能及び輸送指数を記入すること。

　3　本邦内においてのみ運搬されるものにあって

　　は、英語の部分を削ることができる。

　4　色彩は、次表によること。

部　分 色　彩

上半部の地 黄

三葉マーク 黒

下半部の地 白

文　宇 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区分線 黒



別記第九（第十九条関係）第三晶晶標識

　　　　　　　＼、・（な
　　　　　　　　　、　～乙・L
　　　　　　　　　＼　　　　．黛

　　　　　　　　　　　　＼〆
　　　　／　　　　　　　　　乏
　　　　ノ

／幽⑭幽

　　　　　　盈

＼
　　　　〃ノ
　　　　　乙，

轟Dに鉱α、鑓灘　／
収　納　物　　　　　　　　　　　　　　／
c‘）PTE憶7㌔、　　・・『冨ト・　　／
　ACTIViTY　　　　　．．　．．，　、．．　CUR量ES　　　　　　　耐

　　　　　　　　　　　　　　／　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　気　　　　繍　送　指　数
　　　T…モANSPORT　INDEX　　　　　　　　　　　　沁＼

／

／
／
／

逼暴奨蕊自国eH露以皿山蝋趣Q芯尼箕恋ゆ製覇e坦避樽愚伽製£燭01旨

注1　三葉マークは、別記第十のとおりとする。

　2　収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それ

　　ぞれ、収納されている核燃料物質等の名称、放

　　射能及び輪送指数を記入すること。

　3　本邦内においてのみ運搬されるものにあって

　　は、英語の部分を削ることができる。

　4　色彩は、次表によること。

部　分 色　彩

．1二半部の地 黄

三葉マーク 黒

下半部の地
益
1

文　字
’」、、

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

匿輝線 黒

】01



　　逃離糞邸凹凹eト凹凹麺捧蝋懸Q賦坦偶恋ゆ鰯懸Q螂縷増繕細製奮ゆ釦1終

別記第十（第十九条関係）三葉マーク

ゆi

ピ60．

10Z

2Z

臨

。
＼
⊥

o
o
鋲
鶴

注1　Zは、0，2センチメートル以上とする0

　2　色彩は、黒とする。



工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
科
学
技
術
庁
の
確
認
に
つ
い
て
（
原
子
力
安
全
局
長
通
達
）

δ

○原子力安全局長通達

殿

62自局第20号
昭和62年2月10日

科学技術庁原子力安全局長

核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に

関する科学技術庁長官の確認等について（通達）

　核燃料物質等の工場父は事業贋の外における運搬に関する規則（昭和53年総理府令

第57号Q以下「規則」という。）第16条、第17条の2、第17条の4及び第17

条の5並びに核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基準に

係る細圏等を定める告示（昭和53年科学技術庁告示第11号。以下「告示」という。）

第23条の規定の実施細醸等について、ド記のとおり定めたので通知します。

　なお、「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する科学技術庁長官の

確認等について（通達）」（片思54年2月22日付け54安局並55号。以下r旧通

達」という。）は、本圃をもって廃止します。

記

1．核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166

号。以下「法」という。）第59条の2第2項（法第66条第2項において準絹すう

場合を含む。以デ同じQ）の運搬に関する長官の確認の申請

（1）　法第59条の2の規定は、使周者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設置者、外

　国原子力船運航者、再処理事業者及び廃棄箏業者並びにこれらの者から運搬を委託

　された者のうち、運搬に関しすべての保安の責任を負うことになっている者が、規

　貝彗に定める技術上の基準に従って保安のために必要な措置を講じなければならない

　　という主旨であるので、同条第2項に規定する確認の申請は上記責任を有するもの

　でなければ行えないことに留意すること。

（2）規則第16条第1項各号に掲げる書類の記載事項は、別記第1から別記第6まで

　によるものとする。

（3｝規期第16条第2項の規定により、同条第1項第2号及び第3号に掲げる書類の

　制覇の省略をしょうとする者は、規則第17条の3の規定に基づき長官の交替した

　容器承認書の写しを同条第エ項に規定する確認申講書に添付すること。



2　法制59条の2第3項（口叩66条第2項において準用する場合を含む。以下同

　じ。）の容器承認の申請等

（1）規則第17条の2第1項各号に掲げる書類の記載事項は、別記第7から別記第

　　10までによるものとする。

　　なお、同項第3号の説明書については、別表の検査要領により、承認を受けよう

　とする輸送容器の検査を実施し、その結果を添付すること。

②　容器承認を受けようとする者は、輸送容器が輸送容器の設計に従って製作されて

　いることを示すために、別記第11の様式の申請書により、輸送容器の検査の立会

　いを申講ずることができる。

（3）規則第ま7条の2第2項の規定により、同条第1項第2号に掲げる書類の提出を

　省略しようとする者は、長官の交付した核燃料輸送物設計承認書の写しを同条第工

　項に規定する容器承認申請書に添響すること。

（4）規則第17条の5各項の届出は、別記第12から別記第13までによるものとす

　るQ

3．容器承認に伴う措置1

（1）容器承認を受けた者は、運搬の前に、別記第14の様式による承認容器登録票を

　それぞれの輸送容器に取り付けること。

②　容器承認を受けた春は、容器承認申請書添付書類（又は核燃料輸送物設計承認申

　講書添付書類）に記載した方法により、1年目1圓以上（年間の使用幽数が10回

　を越えるものにあっては、使用回数10園ごとに1回以上）、それぞれの輸送容器

　について定期自主検査を実施するとともに、その性能を健全に保持すること。輸送

　容罷の定期検査の記録は、製作時検査の記録と併せて、当該輸送容器を承認容器と

　　して使用する期間中、これを保存すること。

4．核燃料輸送物の設計の承認の申請

（1）告示第23条の核燃料輸送物の設計についての長官の承認を受けようとする者は、

　別記第15の様式による申請書を提撫すること。

②　（1）の承認を受けた核燃料輸送物の設計の一部を変更しようとする者は、別記第16

　の様式による申請書を提出することQ

（3）α）の承認の有効期間を更新しようとする者は、有効期間が満了する日の一月蔚ま

　でに別記第17の様式による申請書を提出すること。
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　δ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　四5．昭和62年ユ月29日付け科学技術庁告示第1号による改正前の告示（以下「旧告

示という。）に基づく核燃料輸送物設計承認書及び輸送容器承認書について

（1）1日告示第23条及び帽通達に基づく輸送容器承認書（以下「旧輸送容器承認書」
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　という。　）は、法第59条の2第3項の規定に基づく容器承認書としての効力を有

　するものではない。ただし、法第59条の2第3項の規定に基づく容器承認書の申

　請に際して、旧輸送容器承認書は、その有効期間内において、規則第17条の2第

　1項第3号の説明警に代えることができる。

　　なお、旧輸送容器承認諏ま、有効期間の満了に伴う更新は行えないので、念のた

　め串し添える。

（2）旧告示第23条及㌍日通達に基づく核燃料輸送物設計承認壽については、現行の

　告示第23条に基づくものとして引き続き有効であり、その有効期間については、

　4，（3）により更新を行うことができる。

6　特別形核燃料物質等の設計の承認

　告示第2条第1号に定めるA2値を超える放射能を脊する特別形核燃料物質等をA

型輸送物（核分裂性輸送物であるものを除く。）として運搬しようとする場合は、あ

　らかじめ、別記第18の様式による申講霞により、妾該特別形核燃料物質等の設計が

告示第2条第1号に定める特別形核燃料物質等の基準に適合することについて、原子

力安全局長の承認を受けること。

7．　1AEAの輸送基準に適合することの証明

　告示第23条に掲げる長官の設計の承認を受けた核燃料輸送物の国際輸送にあって

は、当該核燃料輸送物の設計が1AEAの輸送基準に適合することについて、別記第

　19の様式による願いにより、原予力安全局長の証明霜の交付を願い出ることができ

　る。

8．押脚59条の2第1項目規定する運搬を伴わない運搬に係る核燃料輸送物（以．ドこ

の項において輪送物というG）の運搬の履出札

　町田物については、その運搬等について、ド記の（1）～（4）までの規定により、科学技

術庁原子力安全周核燃料規鰯課長：あて届鐵ること。

（1＞輸送物の運搬の届出

　　法第59条の2第1項に規定する運搬を伴わない運搬を行おうとする老は、別記

　第20の様式により届け出ること。

②　輸送容器の漏出

　（イ〉運輸省の輸送容器及びその使用方法に関する承認を受けた者は、別表の要領に

　　よる当該輸送容器の検査の結果を添付して、別記第21の様式により届け出るこ

　　　と。

　（ロ）耳輪省に輸送容器の置場廃止届をした場合は、速やかに、別記第22の様式に

　　より煽げ出るこ：とo



（3）輸送物の設計の届出

　α）運輸省の輸送物設計承認を受けた者は、別記第23の様式により届け出ること。

　（P｝㈲の煽出を提出した輸送物の設計の一部を変更した者は、別記第24の様式に

　　より属け出ることQ

（4）特別形核燃料物質等の設計の腿幽

　　「船舶による放射性物質等の運送基準の細礪等を定める告示」（昭和52年11

　月玉7日、運輸省告示第585号）に定めるA2値を超える放射能を有する特別形核

　燃料物質等をA型輸送物（核分裂性輸送物であるものを除く。）として運搬しよう

　とする場合は、あらかじめ、別記第25の様式による特別形核燃料物質等設計届を

　提鐵すること。
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○別記第1
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規即第16条第1項第1号の説明書の記載事項

δ
七

1．収納する核燃料物質等の仕様（注1）

2．仕様の決定方法（注2）

3．　設計仕様との比較（注3）

注1　輸送容器ごとに記載すること。

　2　燃焼度、放射能の最、発熱量等計算により算出した仕様の計算方法について記載

　　すること。実測による場合は、測定方法について記載すること。

　3　容器承認書を受けている場合、承認容器に収納することを認められた核燃料物質

　　等の設計仕様と収納する核燃料物質等の仕様との比較について記載すること。

○別記第2

規則第16条第1項第2号の説明書の記載事項

1．核燃料輸送物の説明

2．核燃料輸送物の安全解析

3．輸送容器の製作方法

4．核燃料輪送物の取扱い方法及び保守の方法

5．安全設計、安全輸送に関する特記事項



○別記第3

　　　　　　　　規則第16条第1項第3号の説明書の記載事項

輸送容器の製作時の検査に関する説明（注）

　注　別表の検査要領による検査結果を添付すること。

○易嘘言己第4

　　　　　　　　規則第16条第1項第4号の説明書の記載事項

輸送容器の性能維持に関する説明（注）

　注　輸送容器の完成後運搬の確認申請時まで、当該輸送容器が健全に保守されているこ

　　とを示す事項を記載すること。

○男1」言己第5

1

2
3

　　　　　　　規則第16条第1項第5号の説明書の記載事項

核燃料輸送物の発送前検査に関する説明（注）

発送前検査を行う予定時期

発送前検査を行う場所

注　発送前に行う検査の具体的方法及び合格基準を記載すること。
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規則第16条第1項第6号の説明書の記載事項

δ
九

1．運搬機器及び積載方法

（1）運搬機器の概要

（2＞積載方法及び圏縛方法

（3）運搬機器の放射線量率

（4＞　運搬物の個数

（5）運搬物の輪送指数及びその合計値

2．　　運搬ξ建施体鑑酵

（1）運搬責任者、運搬実施者、運搬従事者及び同行する専門家

（2）放射線管理要領

（3）運　搬　要　領

（4）応急粗画要領

3，規則第14条各号に掲げる基準に適合することについての説明

○別記第ア

規則第17条の2第1項第1号の記載事項

L　収納する核燃料物質等の仕様

2．仕様の決定方法（注）

注　燃焼度、放射能の量、発熱量等計算により算出しようとする仕様の計算方法等に

　ついて記載すること。実測による場合は、測定方法について記載するごと。



○男r茎言己第　8

1

2
つ
」
一

5

　　　　　　規剣第17条の2第1項第2弩の説明警の記載事項

核燃料輸送物の説明

核燃料輸送物の安全帰日

輸送容器の製作方法

核燃料輸送物の取扱い方法及び保守の方法

安全設計、安全輸送に関する特記Ili：項

○男1」言己第9

　　　　　　　規則第ユ7条の2第ユ項第3号の説明書の記li鋼i：項

輸送容器の製作時の検査に関する説明（注）

　注　携表の検査要領による検査結果を添付すること。

○男Ij言己第1　8
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　　　　　　　規則第17条の2第1項第4号の説明書の記載事項

輸送容器の性能維持に関する説明（注）

o

注　輸送容器の完成後から容器承認申四時まで、当該輸送容器が健全に保守されている

　ことを示す事項を記載すること。
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O別記第劉

　　　　　　　　　　　　輸送容器検査立会申講書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

科学技術庁原子力安全局

核燃料規鰯課長
　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名（法人にあっては、その名称及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び代表音の氏名）　　　　愈

輸送容器検査の立会いを受けたく、下記のとお9申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．輸送容器の名称

2．　輸送容器の製造番号等（注）

＆　製作工程表

4．検査の立会いを受けようとする事項、期臼及び場所

注　承認を受けようとする容器の製造番号その他の惑該容器と他の容器を区別するため

　の番号等を記載すること。

備考　この薦紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。



○男U言己第で2

科学技術庁長官

容器承認書記載事項変更届

殿

号
日

　
月

番
年

住　撰

氏　名（法人にあっては、その名称及

　　　　び代表者の氏名）　　　　⑳

　核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第17条の5第1項の

規定により、下記のとおり届け出ます。

1．変更前

2．変更後

3．変更の理由

記
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備考　この用紙の大きさは、臼本工業規格A4とすること。



○別記第｛3
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承認容器廃止煽

科学技術庁長官

殿

号
日

　
月

番
年

住　所

氏　名（法人にあっては、その名称及

　　　　び代表者の氏名）　　　　㊥

　核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第17条の5第2項

の規定により、下記のとおり漏け出ます。

聚
主
2
3

記

輸送容器の名称

廃止しようとする輸送容器の承認容器登録番号

廃止の理由

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。



○溺記第14

承認容器登録票

承認容器登録者

Name　of　Regis糠a益t

　　承認容器登録票（霞己載例）

Registration　Label　of　Packaging

輸送容器の名称　　　　　　　　　　TXCELLOX－300
Narne　of　Pac至（agiR9

承認容器登録番号　　　　　　　　　　　　　S　l23　B　200

Seria正Nun1銚）r　of　｝）ackag1ng

設計承認番号　　　　　　　　J／200／B（M）F〈Rev．）（　）
Competent　Authority　ldentificatlon　Marks

　　　　　　　　　　　　　　ネ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　承認容器として使用する期間　　　　平成元年9月16日から平成4年9月玉5貝まで

This　Registra毛ion　Sha11　be　Va！id　　　From　Sep・16・1989　to　Sep・玉5．工992

　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネ承　認　し　た　日　　　　　　　　　　　　　平成元年9月16臼

Date　of　Approval　　　　　　　　　　　　　　　　　Sep．16．工989

承認を与えた者　　　　　　　　　科学技術庁長官

ApProved　by　　　　　　　　　　　Minister　of　Sもaもe　for　Science　a資d　Technology

10c磁以上
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）

備考L　自立ちやすい箇所に容易に消えない方法で表示されていること。

　　2．承認容器登録票は、本邦内においてのみ運搬されるものにあっては英語の部分

　　を削ることができる。

　　＊　本通達では「昭和」の記載例を掲げてあるが、元号改正の為「平成」の詑載例

　　とした。

区q
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五

02嘩言己第1　5

一

科学技術庁長官

核燃料輸送物設計承認申請書

殿

号
日

　
月

番
年

住　所

氏　名（法人にあっては、その名称及び

　　　　代表者の氏名）　　　　　　働

下記の核燃料輸送物について設計の承認を受けたく、別紙のとおり申請します。

己ニコ
ロ

1．核燃料輸送物の名称

2　核燃料輸送物の種類及び核分裂性輸送物にあっては、その種類

3．核燃料輸送物に関する説明

（1）輸送容器の材料の種類

（2）核燃料輸送物の総重量

（3）外形寸法

（4）外　　観

（5）収納する核燃料物質等の設計仕様

イ
ロ
ハ

ホ
へ
ト
チ
リ

種　　類

重　　量

放射能の量（主要な核種ごとの値及び合計値）

性　　状

濃縮度

燃焼度

発熱量

冷却日数

その他

4．輸送制限欄数及び配列方法

5．臨界計算における水密性に関する事項

6．BM型輸送物にあっては、　BU型輸送物の設計基準のうち適合しない基準について

　の説明



7．核燃料輸送物の取扱い及び保守に関する事項

（別紙記載事項）

1
2
3
4
5

核燃料輸送物の説明

核燃料輸送物の安全解析

輸送容器の製作方法

核燃料輸送物の取扱い方法及び保守の方法

安全設計、安全輪送に関する特記事項

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
科
学
技
術
庁
の
確
認
に
つ
い
て
（
原
子
力
安
全
局
長
通
達
）

／、
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つ
い
て
（
原
子
力
安
全
局
長
通
達
）

○男Ij言己第　雀　6

科学技術庁長官

核燃料輸送物設計変更承認申請書

殿

号
β

　
月

番
年

往　所

氏　名（法人にあっては、その名称及

　　　　び代表春の氏名）　　　　⑳

下記の核燃料輸送物について設計変更の承認を受けたく、別紙のとおり申請します。

1．既に交付された設計承認番号

2．核燃料輸送物の名称

3，変更内容

4，変更理由

記

（別紙記載事項）（注）

　1．核燃料輸送物の説明

　2．核燃料輸送物の安全解析

　3．輸送容器の製作方法

　4．核燃料輸送物の取扱方法及び保守の方法

　5，安全設計、安全輸送に関する特記事項

注　　別紙記載事項は変更に係る部分について記載すること。

備考　この用紙の大きさは、霞本工業規格A4とする。

七



○易Ij言己第1　7

科学技術庁長官

核燃料輸送物設計承認更新申講書

殿

　核燃料輸送物の設計承認の更新を受けたく、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

玉．核燃料輸送物の名称

2L　　　設言十承認番号

a　更新の理由

口
乃
日

　
月

番
年

住　所

氏　名（法人にあっては、その名称及

　　　　び代表者の氏名）　　　　愈

下記のとおり申講します。

備考　1　本申請甕には、既に交付を受けている核燃料輸送物設計承認書の写しを添付

　　　　すること。

　　　2　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
科
学
技
術
庁
の
確
認
に
つ
い
て
（
原
子
力
安
全
局
長
通
達
）

ノ＼



○男lj言己第1　8

場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
科
学
技
術
庁
の
確
認
に
つ
い
て
（
原
子
力
安
全
局
長
通
達
）

　　　　　　　　　　特別形核燃料物質等設計承認申請書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

　科学技術庁原子力安全局長

　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名（法人にあっては、その名称及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び代表者の氏名）　　　　魯

　下記の特別形核燃料物質等について設計の承認を受けたく、別紙のとおり申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．特別形核燃料物質等の名称

2，特別形核燃料物質等に関する説明

　（1）重　　昂：

　（2）　　タ峯テE多寸法

　（3）外　　観

　（4）核燃料物質等の設計仕様

（男曝紙言己壽炎事項）

　特別形核燃料物質等の設計が告示第2条第1号の技術基準に適合することについての

説明

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

九



○男り言己第1　9

核燃料輸送物設計承認英文証明願

科学技術庁原子力安全局長

殿

号
日

　
月

番
年

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名（法人にあっては、その名称及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　び代表老の氏名）　　　　⑳

　下記の核燃料輸送物の設計が「王AEA放射性物質安全輸送規則（1973年版）」

の技術基準に適合していることについて英文により証明していただきたく、別添により

申請します。

1。核燃料輸送物の名称

2、設計承認番号

己雪口

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

工
場
叉
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
科
学
技
術
庁
の
確
認
に
つ
い
て
（
原
子
力
安
全
局
長
通
達
）

o
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搬
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て
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子
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全
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長
通
達
）

○別記第26

　　　　　　　　　核燃料輸送物確認属
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　臼
科学技術庁原子力安全局

核燃料規制課長
　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　住所
　　　　　　　　　　　　　　氏　名（法人にあっては、その名称及び

　　　　　　　　　　　　　　　　　代表春の茂名）　　　　　　⑳

核燃料輸送物について、別紙の書類を添えて、下記のとおり届け出ます。

　　　　　　　　　　　　　記

使　用　者　等　の　区　分（注1）

運搬しようとする核燃料物質等の

嵭ﾞ、性状及び墨　　　　　　（注2）

運　　搬　　の　　目　　的（注3）

運　　搬　　予　　定　　時　　期

核燃料輸送物の名称（注4、

核燃料輸送物の種類及び核分裂

ｫ輸送物にあっては、その種類

核燃料輸送物の総重量（注5）

収燃
[料
ｷ物
骼ｿ
j等

重　　　　量（注6）

核
燃
料
輸
送
物
に
関
す
る
説
明

放射能の量（注7）

（注8）

A
送
容
器

外　形寸法（注9）

重　　　　量（注10）

核送
ｪ物
�ﾌ
ｫ場
A合

輸送制限個数

配列方法（注11）

専用積載又は混載の別



（劉紙書類）

1．運搬する核燃料物質等に衡する説明書（注12）

2．輸送容器及びその使用方法に関する承認証の写し

3．核燃料輸送物の発送前の点検に関する説明書（注玉3）

注王　使用者、製錬事業者、加工事業者、原子炉設澱者、外國原子力船運航者、再処理

　　事業者若しくは廃棄事業者又はこれらの者から運搬を委託された者の別を記載する

　　ことQ運搬を委託された者にあっては、委託薪の名称及び使用者等の区分を併記す

　　ること。

　2　次のイからハにより記載すること。

　　イ　種類については金属ウラン、二酸化ウラン、六ふつ化ウラン、二酸化プルトニ

　　　ウム、懸燃料集合体（二酸化ウラン燃料）、新燃料集舎体（ウラン・プルトニウ

　　　ム混合酸化物燃料）、使用済燃料、試験片等の別を下山し、金属ウラン、ウラン

　　　化合物及び薪燃料集合体にあっては濃縮度を、使用済燃料でその被覆材からの放

　　　射性物質の漏えいが認められるものにあってはその旨を併記すること。

　　ロ　性状については物理的・化学的形態を記載すること。

　　ハ　量についてはトソ、キログラム又はグラム単位で記載すること0

　3　当該運搬に係る出発地及び目的地の工場又は事業所の名称及び所在地を併せて記

　　載すること。

4
5
6
7
8
9
0
1

　
　
　
　
　
　
1
1

核燃料輸送物の通称を記載すること。

トン、キログラム又はグラム単位で記載すること。

注5の例により記載すること。

総量及び主要な核種ごとの量をキュリー単位で記載すること。

輸送容器の概略を示す鮮明で複写可能な麟面を添付すること。

センチメートル、叉はメートル単位で記載すること。

注5の例により記載すること。

任意の配列方法又は特定の配列方法の別を記載し、特定の配列方法の場合審こは、

　当該運搬する核分裂性輸送物相互間の距離を明記した配列方法についての説明囲を

　添付すること。

12　記載事：項は、別記第1によるこ二と。

13　記載事項は、別記第5によること。

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
科
学
技
術
庁
長
子
の
確
認
に
つ
い
て
（
原
子
力
安
全
局
長
通
達
）



工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
科
学
技
術
庁
長
官
の
確
認
に
つ
い
て
（
原
子
力
安
全
局
長
通
達
）

○男1」言己第21

1
2
9
」

科学技術庁原子力安全局

核燃料規制課長

輸　送　容　器　属

殿

号
ヨ

　
月

番
年

住　所

氏　名（法人にあっては、その名称及

　　　　び代表者の氏名）　　　　③

下記の輸送容器について、別紙のとおり届け掴ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　記

輸送容器の名称

輸送容器及びその使用方法に関する承認番号（注1）

核燃料輸送物の設計承認番号

（別紙記載事項）

　1．輸送容器の製作時検査結果に蘭する説明（注2）

　2　輸送容器の性能維持に関する説明（注3）

注1　承認を受けた容器の製造番号その他の当該容器と他の容器を区別するための番号

　　等を併記すること。

　2　別表の検査要領による検査結果を添付すること。

　3　輸送容器の完成後から輸送容器の届出まで、当該輸送容器が健全に保守されてい

　　ることを示す事項を記載すること。

備考　この贋紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。



○別記第22

　　　　　　　　　　　　輸送容器使用廃止届

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　番　　　　号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

　科学技術庁原子力安全局

　核燃料規制課長
　　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏　名（法人にあっては、その名称及び

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表春の氏名）　　　　　㊥

輸送容器の使用を廃1としたことについて、下記のとおり届け1ま1ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．輪送容器の名称

2．輸送容器及びその使用方法に関する承認番号

3．廃止の理由

備考　この用紙の大きさは、屡本工業規格A4とすること。

工
場
父
は
嘗
業
所
の
外
に
お
け
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運
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に
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つ
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て
（
原
子
力
安
全
局
長
通
達
）
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五

○男1」言己第23

科学技術庁原子力安全局

核燃料規f鱗課長

核燃料輸送物設計届

殿

号
礒

　
月

番
年

住　所

氏　名（法人にあっては、その名称及び

　　　　代表者の馬名）　　　　　　⑳

一ド記の核燃料輸送物の設計について、別紙のとおり届け出ます。

己雪口

1．核燃料輸送物の名称

2．核燃料輸送物の種類及び核分裂性輸送物にあっては、その種類

3．核燃料輸送物に関する説明

（1）輸送容器の材料の種類

②　核燃料輸送物の総重燈

（3）外形寸法

（4）外　　　観

（5＞収納する核燃料物質等の設計仕様

イ
ロ

種　　類

重　　量

放射能の量（主要な核種ごとの値及び合計値）

性　　状

濃縮度

燃焼度

発熱最

冷却日数

その他

4．輸送制限個数及び配列方法

5．臨界計算における水密性に関する事項

6．BM型輸送物にあっては、　BU型輸送物の設計基準のうち適合しない基準について

の説明



7．核燃料輸送物の取扱い及び保守に関する事項

（男弓紙記載事項）

　1．核燃料輸送物の説明

　2．核燃料輸送物の安全解析

　3，輸送容器の製作方法

　4．核燃料輸送物の取扱い方法及び保守の方法

　5。安全設計、安全輸送に関する特記事項

備考　この用紙の大きさは、臼本工業規格A4とすること。

工
場
又
は
事
業
灰
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
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安
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長
通
達
）

六



○男嘩言己第24

工
場
又
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箏
業
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お
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運
搬
に
関
す
る
科
学
技
術
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の
確
認
に
つ
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て
（
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子
力
安
全
局
長
通
達
）

科学技術庁原子力安全局

核燃料規制課長

核燃料輸送物設計変更届

殿

号
農

　
月

番
年

佐　所

氏　名（法人にあっては、その名称及び

　　　代表者の氏名）　　　　　　㊥

下記の核燃料輸送物の設計変更について、別紙のとおり届け出ます。

1．既に交付された設計承認番号

2．核燃料輸送物の名称

3．変更内容

4．変更理由

（別紙記載事項）（注）

1
2
3
4
5

己蚕口

核燃料輸送物の説明

核燃料輸送物の安全解析

輸送容器の製作方法

核燃料輸送物の取扱い方法及び保守の方法

安全設計、安全輸送に関する特記事項

注　　別紙記載事項は変更に係る部分について記載すること。

備考　この用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

七



○男嘆言己第25

科学技術庁原子力安全局

核燃料規制課長

特別形核燃料物質等設計届

殿

号
霞

　
月

番
年

住　所

氏　名（法人にあっては、その名称及び

　　　　代表者の氏名）　　　　　　（融

下記の特別形核燃料物質等の設計について、別紙のとおり届け出ます。

1，特別形核燃料物質等の名称

2．特別形核燃料物質等に関する説明

（1）重：　量

②　外形寸法

（3）外　　観

（4）核燃料物質等の設計仕様

己昌冒
α

（別紙記載事項）

　特甥形核燃料物質等の設計が船舶による放射性物質等の運送基準の細目等を定める告示

（昭和52年運輸省告示第585号）第4条第1号の技術基進に適合することについての

説i勇

工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
科
学
技
術
庁
長
官
の
確
認
に
つ
い
て
（
原
子
力
安
全
局
長
通
達
）

備考　この絹紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

八



○別表　輸送容器検査要領

検　査　項　習 検　査　対　象 検　査　方　法 合　格　基　準

外　観　検　査 BM，　BU，　AF 容器の外観を目視で検査する。 傷、割れ、塗装及び形状等に異常のないこと。

材　料　検　査 BM，BU

容器に用いられた材料について、

~ルシート等により照合するか又

ﾍ引張試験等により降伏応力、引

｣強度等の材料特性を検査する。

設計承認申請書（以下「申請書」という。）に記載された

ﾝ計条件を満足していること。

寸　法　検　査 BM，　BU
主要寸法を計測器を用いて検査す

驕B

申請書に記載された癩示公差内にあること。

溶　接　検　査 BM，BU

1）外観　2）醐先寸法　3）液

ﾌ浸透探傷試験　4）放射線透過

詞ｱ等により溶接の健全性を検査

ｷる。

申請書に記載された設計条件を満足していること。

吊上げ荷重検査 BM，　BU
トラニオンに油圧等により荷重を

t加し、異常の有無を検査する。

吊上げ荷重の2倍の荷重に耐えること。

重　最　検　査 BM，BU
完成容器の重量又は各部分の総重

ﾊを検査する。

申請書に記載された重簸以下であること。

H懸以重落蘇養e宏慧鵯匁ゆ鍛藻ま2毬螂ゆ誌卦鰹鞍世蝋髄e選瀧ま205＞（懸串・R榔網哩蝋隈遡） い1《



H黙以楚蹄蝋蔭e式上2箕な｝o製罎上2睡恒ゆ僧帽螂避｛ヒ蝋細e縷纏慧Q3ト・（蟹串・R粥鋼嘩眠揮量遡） h躍○

検　査　項　目 検　査　対　象 検　査　方　法 合　格　基　　準

バスケット等の寸法及び外観を検 申講書に記載された設計条件を満足すること。

査し、中性子吸収材を使絹してい
未臨界検査 BM，BU，　AF

る場合はその含有燈、分布等を検

査する。

しゃへい寸法 γ線、中性子線しゃへい用に紹い 申請書に記載された設計条件を満足すること。
BM，　BU，　AF

検査 られる部分の寸法を検査する。

弁及び非常用安全装綴等が装備さ 申講書に記載された設計条件を満足すること。

作動確認検査 BM，　BU，　AF れた容器にあっては、墨該装綴が

蕉當に作動するか否かを検癒する。

バスケット、蓋板等の脱着、取出 申請書に記載された取扱いを行っても異常のないこと。

取　扱　検　査 BM，BU，　AF し、爾上げ等の取扱いについて異

常の有無を検査する。

気圧又は水圧を加え、容器の変形 異常な変形、ひび、割れ等がないこと。
耐　圧　検　査 BM，　BU

の有無等を検査する。

ヘリウムリークテスト、加圧漏洩試験又 漏洩率が申講書に記載された値以下であること。
気密漏洩検査 BM，　BU

頗空一等によ購解を朝する・



E

検　査　項　醸 検　査　対　象 検　　査　方　法 合　格　基　準

収納燃料の崩壊熱に相当する電熱 外気条件を補正したのち、申請書に記載された潟度以下で

ヒーター等の熱源を容器内に装蟹 あること。
伝　熱　検　査 BM．　BU

し、容器各部の最高濾度、温度分

布を検査する。

しゃへい性能 容器内に60Co等の線源を装墳 （1）　しゃへい上の欠陥部分が存在しないこと。

検査
BM，　BU

し、しゃへい性能を検査する。 ②　その他申請書に記載された条件を満足すること。

注　BM，　BU：BM型輸送物及びBU型輸送物に係る輸送容器を示す。

　　AF：核分裂性物質を封入するA型核分裂性輸送物に係る輸送容器を示す。

H墾隊楚憐鰍終e《羅翼恋ゆ畷胴上2毬魅ゆ唱酬怒迄世間価e選離尼Q3》（断ト只榔細嘩蝋姻遡） 1絹



○原子力安全局核燃料規制課内規集

核燃料物質等輸送物設計承認申請書
　　　　　　　記　載　要　綱

核燃料物質等輸送物設計承認申請書記載要綱（改訂第2版）について

1．本要綱については、初版が昭和51年2月、改訂第1版が昭和53年12月、当課より発

行されているが、今般その後の審査の経験等を勘案し、新たに内容を見直すとともに、

昭和54年初頭より「核原料物質、核燃料物質及び原子煩の規制に関する法律」に基づ

き新しい運搬規制が実施されるので、改訂第2版を発行することとした。

2．本要綱は、「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の基

準に係る細用等を定める告示」（昭和53年科学技術庁告示第11号）第23条の科学技術

庁長官の核燃料輸送物の設計承認申請書の記載事項及び記載内容であるとともに、

　「核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則」（昭和53年総理府

令第57号）第16条第1項第2号の説明書の記載にあたって参考とすることができる。

3．申請書又は説明書の記載にあたって、基準は上記府令。告示によるが、その他「放

射性物質等の輸送に関する安全基準」（昭和50年1月原子力委員会決定）及び「IAEA

放射性物質安全輸送規則（1973年版）」も参考とされたい。
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七

璽 目 内　　　　　　　　容

1（イ） 輸送物の説明

（イ）一A 最的及び条件 輪送物の使用図的、輸送容器の型名、核分裂

性物質の場合はその種別、及び輸送指数等の総

括的事項について記述する。

㈲一B 輸送物の種類 A型、BM型、　BU型の別及び核分裂性輸送

物にあっては、その区分を記述するQ

（イ）一C 輸送容器 総重量、構造材料、中性子吸収材、減速材、

主要部分の寸法及び構造、容器、弁、試料採取

口、熱除去の方法、冷却材の量及び種類、内部

及び外部の突出物、吊り上げ用具及び締め付け

装置、しゃへい材及びその構造、圧力逃がし弁、

密封装置等の輸送物の解析に必要な基本設計に

ついて外形霞、断面図、材料表、溶接法博を用

いて説明する。複雑な輸送物の場合には、輸送

物のすべての弁、接続部、配管、孔、パッキン

グ、密封境界等の線図を添付‘し構造及び使用法

について説明を行う。

仔）一D 輸送容器の収納物 主要な核種の放射性物質の量（放射性強度）、

物理的形状、化学的性質、材料密度、減速比、

核的安全の評価に必要な形状、最大崩壊熱最、

密封容器最大圧力、他の装荷制限及び全体の放

射能強度等について説明を行う。

（ロ）

輸送物の安全解析

（P）一A 構造解析

A．王 構造設計

A．1．1 概　要 密封容器、機械的衝撃の吸収装置（緩衝体）、

ふた、バスケット及び弁等の輸送物の安全な取

扱いに必要な基本的購造及びシステムについて

記述し、これらを図示した上、構造設計等につ

いて説明を行う。

A．1．2 設計基準 設計基準として用いられる負荷（荷重等）の

組合せ、最大許容応力、（降伏応力又は引張強

さの100分率として記述する。）、容器各部の

種々の条件における応力及び歪、衝撃に用いら



項 罵 内　　　　　　　　　容

れる基準、材料性質、設計限界並びに負荷

応力の組合せ方法等に用いられる計算コー

概要及び基準を記述する。

A．2 重量及び重心 輸送容器及び収納物の総重量、各構成機

重最の一覧及び輸送物部の重心について紀

るσ

A．3 材料の機械的性質 構造評価に用いられる主要部の材料の通

送条件および高温下における機械的性質（

点、引張強さ、弾性率、最大歪、密度及び

張率等）、緩衝体の圧縮応カー歪の曲線

びに材料の性質の決定方法（試験条件、測

法等）を記述する。

A，4 輸送物の基準

A．4．1 化学的及び電気的反 輸送容器内及び輸送内容と収納物の間で

応 学的、電気的及びその他の類似の反応につ

説明を行うQ接触する異種材料の一覧を記

る。

接触による危険な及：応を防止するために

られた特別な対策とその効果について説明

う。

A．4．2 密封装置 通常の輸送時には開放されてはならない

物の部分（ふた及び弁等）が誤操作等によ

かれないように講じられた措概について説

行う。

A．4．3 吊上罵具 輸送物の吊り．ヒげ索具（トラニオソ等〉

その付属品の解析又は試験について説明を

またそれらの位置及び構造を示す図面を添

る。それらの設計基準として降伏応力（1r

伏点）を用いる。輸送物表面における吊り

用具の位置について説明を行うQ

A．4．4 締め付け装置 輸送物の締め付けに係る全装置の解析又

験について説明を行う。それらの野離及び

を示す図面を添付する。設計基準として降

力を粥いる。輸送物表面における締め付け
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項 目 内　　　　　　　　容

について説明を行う。

A．5 一般の試験条件（通 本節では輸送物が基準によるものであること

常時試験条件） を記述する。試験方法は府令及び告示に定める

ところによる。

A．5．1 熱的試験 熱的試験の評価はB．4参照。

A．5．1，1 圧力及び温度の要約 A・5．1．2～A．5．L4に要求される計算を行う

ため用いられる全圧力、全温度を要約して記述

する。

A．5．1．2 熱膨脹 定常状態に至るまでの熱膨脹の結果から円周

及び軸方向の変形並びに応力を計算により説明

するQ

A．5．1．3 応力計算 温度勾配、圧力及び荷重による応力を計算に

より算定説明する。形状及び寸法を示す線函並

びに計算による説明、並びに熱負荷の繰返し

（他の負荷も共存するとして評価を行う。）に

よる疲労及び変形の解析を記述する。

A．5．1．4 許容応力の比較 臨力の組合せ、A．1．2での設計基準と応力の

比較を行う。

A．5．L5 低温強度 外気温を仮定した場合（BU型においては

一40℃）について説明を行う。この場合、材料

性質及び液体の凍結について考慮する。

輸送物の重要部の温度及び取扱いによる影響

について説明を行う。

A，5．2 圧　力 輸送物の外気圧による影響について説明を行

戸

つo

A．5，3 振　動 通常時の振動の輸送物に対する影響について

説明を行う。

A．5．4 水噴霧 水の吹きつけ試験の輸送物に対する影響につ

いて説明を行う。

A．5．5 自由落下 自由落下試験の輸送物に対する影響について

説明を行う。落下試験台の材質、構造、仕上げ

等について詳細に説明するQ本試験は水の吹き

つけに引き続き行う。

A．5．5．工 コーナー落下 A，5．5の試験の上更にコーナー落下の影響に



項 目 内　　　　　　　　容

ついて説明を行う。

A．5．6 貫　通 貫通試験②輸送物に対する影響について説明

を行う。

ん5．7 圧　縮 輸送物の圧縮に対する影響について説明する。

設計基準として降伏応力を用いる。

A．6 特別の試験条件（事 本飾では輸送物が基準によるものであること

故時試験条件） を述べる。試験の方法は府令及び告示に定める

ところによる。

A．6，1 強度試験・落下試験 解析、原型試験及び（または）モデル試験等

1（9肌落下時） について説賜を行う。落下試験台の材質、溝造、

仕上げ等について詳緬な説明を行う。

（a） 解　析 結果を証明する計算、落下エネルギーの消滅、

衝撃時の局部変形及び衝撃力、機器、強度部材

に対する応力及び歪に対する輸送物の対応性、

温度勾配、熱膨脹並びに圧力及びその他の負荷

の組合せの衝撃による癒力等について説明を行

戸

つQ

（b） 原型試験 方法、手風、落下試験台衝撃時の輸送物落下

方向を記述する。内容物の代替物について説明

を行う。衝撃による内部及び外部の破損を説明

する。この試験によって破損した輸送物の写真

を添付する。

（c＞ モデル試験 寸法及び材料を示した詳細な図面を添付するQ

モデルと原型について違いを量的に比較し、そ

れについて説明を行う。縮尺率、相似則、衝撃

速度、落下エネルギー、最高衝撃加速度、（9

値）、最大変形量等について説明する。

A．6．玉．1 垂遣落下 垂直落下の輸送物に対する影響について述べ

るo

A．6．1．2 水平落下 側面落下の　　　　　　〃

A．6、1．3 コーナー落下 コーナー落下の　　　　　”

（落下点が重心を通る臨線上を通るものに限る。

A．6．1．4 傾斜落下 試験又は上記A．6．王．ユ～A．6，1．3の結果によ

り評価を行う。長尺の輸送物の場合は転倒によ
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る二次衝撃について説明すること。

A．6．1．5 結果の要約と検討 各落下試験後の輸送物の状態について説明を

行う。各方向での破損を要約して記述し、最大

破損の状態と最大破損をうける条件について評

鱗する。

A．6．2 強度試験・落下試験 落下試験の輸送物に対する影響（局部、全体）

1｛（1規落一ド蒔） について説明を行う。落下試験台の材質、構造、

仕上げ等について詳細な説明を行う。特に密封

に必要な弁等の装澱については詳細に説明を行

う。試験条件はA．6．1に述べられる。

A．6．2．1 結果の要約と検討 各・落下試験後の輸送物の状態について説明を

行う。各方向での破損を要約して記述し、最大

破損の状態と最大破損をうける条件について評

衝する。

A．6．3 熱的試験 熱的試験は落下試験に続いて行うQ

A．6．3．王 圧力及び渥度の要約 A．6．3．2、A．6．3を要約して詑嘱するQ

A．6．3．2 熱膨脹 熱膨脹による円周及び軸の方向の変形並びに

応力、最大応力並びに火災による温度勾配、膨

脹差、圧力並びにその他の機械的負荷による応

力等を定常状態及び非定常状態について計算に

よって説明する。寸法・形状を示した図面及び

応力計算の結果を示した図面を添付する。

A．6．3．3 許容応力の比較 A．ユ，2の設計基準による応力と計算による略

力との比較及び妥当な応力の組合せについて説

明を行う。

A．6，4 浸　漬 輪駄物が基準で定められた水頭下または基準

で定められた外圧をうけても内容物の損失がな

いことを試験又は解析によ0示して、それにつ

いて説明を行う。

A．6．5 破損の要約 事故等試験後の輸送物の安全性について説明

を行う。特に安全装置及び機器の破損について

明記する。

A．7 特別形 輸送物が基準における特別形によるものであ

ることを記述する。試験の方法等は基準に定め
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るところによる。

A．7．1 概　要 化学的性質及び物理的形状等について記述し、

製作の寸法、材料並びに製作方法を詳細な図面

を添付して説明する。

A．7．2 衝　撃 衝撃試験の条件により試験を行い、結果を解

析すること。

Aユ3 打　撃 打撃試験　　　　　〃

A．74 か聾熱 加熱試験　　　　　　〃

A．75 曲　げ 曲げ試験　　　　　〃

A．7．6 浸　漬 浸漬試験　　　　　〃

A．7．7 要　約 上津の解析の結果を要約する。

A．8． 放射性収納物 放射性収納物の構造設計について記述する。

必要に応じ燃料棒解析又は模擬試験（ペレット’

ガスの密封に係る構造）について記述する。解

析は被覆管の厚さ、内径及び外径、支持体問ス

パァ長、燃料の密度変化、スプリングの体積変

化、半傑方陶のギャップ、内部圧力、燃料及び

被覆管の機械的及び照射効果並びに積み込み時

の破蝋管の機械的性質等のパラメーターを用い

て行う。通常時試験条件．．ドでは被覆管が降伏応

カをこえない負荷に耐え得ることを説明する。

事故時試験条件下における被覆管の塑性及び弾

性解析を行う。クリープラプチャー及び疲労試

験についても考慮するσ

A．9 付属書類 仮定、解析方法、試験結果、写真、計算プロ

グラムの概要並びにその入力及び鵬力、参考文

献の一覧、その他の記録等について記述する。

口〉一B 熱解析

B．亙 概　要 輸送物の熱設計及びその取扱いの方法につい

て説明を行う。補助冷却システム及び膨脹タン

ク等の取扱方法を記述する。

熱解析及び試験の結果の要約並びに最大崩壊

熱について説明を行う。

B．2 材料の熱的性質 材料の熱的性質の一覧について記述する。
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H．3 構成要素の仕様 弁、安全弁の最大使用圧力及び最高使用温度

並びに熱絶縁及び塗装等の仕様について説明を

行う。

B．4 一般の試験条件（通 輸送物が府令及び告示に示す通常時試験条件

常時試験条件） 下において、府令及び告示に示す技術基準を満

足することについて説明を行う。

B．4．1 熱解析モデル

B，4．1．i 解析モデル 熱解析モデル、ガスケ。ト、弁、燃整1、集合

体及びモデル全体について説明を行う。実物と

モデルの違いを説明し、解析にあたって妥当な

モデルであることを説明する。

B〆重．1，2 試験モデル 試験の項醤及び方法、試験結果及び熱的環境

について記述する。

ガスケット及び弁等の密封装器の温度記録も

あわせて記載する。

B，4．2 最高濃度 収納物、密封装置、しゃへい材、ガスケット

を含む通常時試験条件下の最高照度、渥度分布

等を記述する。

B，4．3 最低温度 通常時試験条件下で、輪送物の最像温痩につ

いて記述する。本評価において輪送される収納

物の最低崩壊熱量を考慮する。

ガスケット及びバルブ等の主要機器の温度を

記述する。

もし、安全のため、崩壊銀鼠が必要な場合は、

その崩壊熱量を記述する。．

B．4．4 最大内圧 通常晴試験条件で最大の内圧、父は最大崩壊

熱壁との関係を記述する。

これらの条件での内圧を記述する。本評価に

おいては、相変化、気体の発生、化学的分解、

液体の膨脹、圧縮の効果を考慮する。輸送中に

燃料棒の破損が生じる可能性のある場合にはそ

れによる圧力の上昇を考慮する。

B．4．5 最大熱応力 通常聴試験条件下の最大熱応力と、その条件

を記述する。混度分布の一覧もあわせて記載す



項 目 内　　　　　　　　　容

るo

B．4．6 一般の試験条件（通 熱的解析父は試験結果に基づいて、通常時潮

常時試験条件）下に 験条件下における輸送物の性能を補助冷却系を

おける輸送物性能の 含めて評価する。本評価においては、最高から

総舎的な評徹 最低に至る環境温度、崩壊熱母の範顕を考慮す

る。それらの結果を容器の許容条件と比較して

記述する。

評栖の結果を要約して記述する。

B．5 特別の試験条件（事 輸送物が府令及び告示に示す事故時試験条件

故時試験条件） 下において府令及び告示に示す技術基準を満足

することについて説明を行う。

B．5．1 熱解析モデル

B，5．1．1 解析モデル 熱解析のモデルを詳細に記述する。

実物とモデルの違いを説明し、解析にあたっ

て妥当なモデルであることを説明する。

B．5．1．2 試験モデル 試験項屠及び方法、試験結果及び熱的環境に

ついて記述する。

ガスケット及び弁等の密封装鐙の温度記録も

あわせて記載する。

B5．2 輸送物の評価条件 強度試験により生ずる輸送物の主要な破損に

ついて記述する。これによる輸送物の熱的性能

に対する影響を評緬する。本評価においては熱

的観点から輸送物が最大破損を受ける条件を考

慮する。

B．5．3 輸送物温度 熱的解析又は試験における温度変化を記述す

る。収納物、中性子吸収材、ガスケット、弁及

び鉛のしゃへい材等の輸送物の安全評価に重要

な部分の温度を記述する。温度変化の計算は、

温度が最高値に達し、低下し始めるまでの温度

を明示する。

B．5．4 最大内ぼ 耐火試験申及び冷却中での最大内圧を記述す

る。（輸送中の燃料棒の破損による圧力の増加

を考慮する。）

圧力計算の詳細を記述する。あわせて液体の
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項 昌 内　　　　　　　　　容

黛、温度、及び体積を記載する。もし化学反応

又は相変化が起る可能性のある場合においては、

その反応の機構、反応物及び生成物についても

記述する。本評価においては燃料陸の破損によ

る内圧の増加を考慮する。実際の試験条件がキ

ヤビティ内に最大の内圧を発生させる条件を適

正に模擬できるならば、内圧の計算を行う必要

はないが、ただし摸擬の方法は試験の落口とキ

ヤビティ内の流体、構成蜜蝋、内部の形状及び

環境との闘の関係がそれぞれ説明できること。

B，5．5 最大熱応力 耐火試験及びその後の冷却中における温度変

化を記述する。

最高温変に対応する最大熱応力を記述する。

B．5．6 特別の試験条件（事 熱解析または試験結果に基づいて、事故時試

故時試験条件）下に 験条件下における輸送物の性能を補助冷却系を

おける輸送物の性能 含めて評価する。その結果と輸送物構成機蕃の

の総合的評価 許容温度、圧力を比較する。熱的解析又は試験

結果に基づいて輸送物の破損を評価するQこの

評価においては構造の破損、密封装置の破損、

しゃへい能力の低下も考慮する。

B．6 付属書類 仮定、解析方法、試験結果、写真、計算プロ

グラムの概要並びにその入力及び出力、参考文

献の一覧、その他の記録等について記述する。

（ロ）一C 密封解析 通常聴試験条件下及び事故時試験条件下等に

おける輸送容器の密封性について説明を行う。

C．1 密封装遣

C．1．1 密封装置 密封装置の設計仕様の概要を記述する。

C．1．2 密鍔装置の貫通部 密封装罎の貫通部及びその機能的仕様をすべ

て記述する。

C1．3 密封装置パッキング 密鍔装置に影響を及ぼすパッキング及び溶接

及び溶接部 部並びにこれらの密封性について温度、圧力等

を考慮の上記述する。

C．1．4 ふ　た 密封容器に絹いられるふたについて記述する。

通常時試験条件下及び事故時試験条件下におい
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て、密封性を維持するのに必要な構造を記述す

る。

C．2 一般の試験条件（通 通常時試験条件下における密封装置の性能に

常時試験条件） ついて説明を行うために、｛ロ）一A、回一Bにお

いて解析又は試験された結果を要約して記述す

る。

C．2．1 放射性物質の漏洩 密封装置等から放射性物質の漏洩が基準値以

下であることを説明する。

C．2．2 密封装置の加圧 密封装置内で発生する可能性のあるすべての

気体の混禽物を記述する。これらが輸送物の密

封性を損わないことを説明する。

C2．3 冷却材汚染 放射性物質による冷却材の汚染について評価

する。

C．2，4 冷却材損失 冷却材の損失がないことを示す。

密封装置から山口大気へ気体を放出するベン

卜（通気孔）がないことを示すQ

C．3 特別の試験条件（事 事故時試験条件下における密封性を説明する

故時試験条件） ために、（pl－A、回一Bで解析又は試験された

結果を要約して記述する。

C．3．1 核分裂生成ガス 事故時試験条件．ドにおいて、密封装蹴から放

出される可能性のある核分裂生成ガスの最大量

を記述する。

C．3．2 放射性物質の漏洩 密封装置等から放射性物質の漏洩が基準値以

下であることを説明する。

G4 付属書類 補足資料及び解析等を記述する。

（ロ）一D しゃへい解析 しゃへい設計について説明を行い、通常時条

件下及び夢故時試験条件下におけるしゃへい解

析結果について述べる。

D．1 検討と結果 輸送容器の重要なしゃへい設計の特性及びし

やへい評価の解析結果を各試験条件ごとに整理

して表で記述する。燃料の燃焼度、出力密度、

冷却日数等についても記述する。実測による放

射線量率を記載する場合は、測定条件について

も記述する。
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D．2 線源仕様 しゃへい解析で使用される収納物のγ線源、

中性子源について説明を行う。

D．2．1 γ線源 収納物に含まれる放射性物質について主な核

種ごとの放射能の最及び放射能の合計値を述べ、

γ淵源強度をエネルギーの関数（エネルギース

ベクトル）として表にする。エネルギースペク

トルを求めるために用いた手法、条件について

詳細に記述する。照射履歴に関する説明を行う。

D．2．2 中性子心 中性子を発生する反応について述べ、中性子

のエネルギースペクトルを表にする。エネルギ

一スペクトルを求めるために嗣いだ手法、条件

について詳細に記述する。照射履歴に関する説

明を行うQ中性子実効増倍係数の計箪方法、条

件についても説明する。

D．3 モデル仕様

D3，1 解析モデル 通常状態及び各・試験後の輪合物について、実

物と解析モデルの違いを比較し、（モデル図を

添付する。）、モデルが妥当であることを説明

する。各試験条件のモデルの差異を記述する。

モデルに含まれない空欄及び不規則な形状につ

いて説明を行い、これらの影響について評価を

行う。

D．3．2 しゃへい解析モデル 各解析モデルについて、領域ごとにしゃへい

各領域の個数密度 材の密度、イ固数密度及び領域の体積比を表に示

すQ解析する場合の温度を考慮する。

D．4 しゃへい評衝 通常状態及び各試験後の輸送物について、各

解析モデルごとに7線量率及び中性子線量率を

評価するために用いられた手法、条件（計算コ

一ド、エネルギー群数等）について詳細に記述

する。線鍛変換係数等のデータは表にして説明

すると共に出典を明らかにする。評価にあたっ

て考慮している余裕率について整理して説明す

るQ

D，5 付属書類 補足資料、計算コードの説明、参考文献等に
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ついて記述する。　　　　　　　　　　　　　i

（ロ｝一£ 臨界解析

E．1 検討と結果 輸送容器の重要な臨界安全上の設計の特性及

び臨界解析結果を各試験条件ごとに整理して記

述する。

E．2 燃料装荷 臨界解析に用いる燃料の最大装荷量及び燃焼

度、構造、中性子毒物の有無等の仕様について

記述する。最大装荷最を算出する際、実効増倍

係数を明記すること。

E．3 モデル仕様

E．3．1 解析モデル 通常状態及び各試験後の輸送物について、実

物と解析モデルの違いを比較し（モデル鋼を添

付するQ）、モデルが妥当であることを説明する

各試験条件のモデルの差異を記述するQ

E．3．2 臨界解析モデル各領 各解析モデルについて、領域ごとに材料の密

域の個数密度 度、儒数密度及び領域の体積比を表に示すQ解

賑する場合の温度を考慮する。

E4 臨界評価

E，4．1 計算、試験方法 通常状態及び各試験条件後の輸送物について

実効増倍係数の計箪に用いられた方法、条件

（完全水没か否か等）を記述する。計算コード

の概要と選択基準、中性子断面積と選択基準を

記述する。

未臨界を決定するために試験が行われた場合

は、それについて記述する。

中性子毒物の存在及び分布を確認するための

試験について記述する。

E．4．2 燃料装荷最の評価 通常状態及び各試験後の輸送物について、単

一又は複数個の配列状態でそれぞれについて最

大反応度を検討し適切な燃料装荷量を評価する

E．4．3 計算結果 通常状態及び各試験後の輸送物について、単

一又は複数慨の配列状態での未臨界性を表又は

グラフで示す。

E．4．4 中性子吸収材等 中性子吸収材又は中性子減速材の効力がそう
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失しない措置が施されていることを説明する。

E．4．5 輸送物への水の浸入 輸送物への水の浸入、輸送物の配列変化、接

等 近、水（雪）中の浸漬、温度変化等の核的安全

に与える影響について記述する。

E．5 臨界試験 必婆に応じ臨界試験（ベンチマーク試験）に

ついて記述する。

E．5．工 ベンチマーク試験 E．4．1で用いた計鱒：方法及び中性子断面積を

用いて解析するベンチマーク試験の概要を記述

する。

E．5．2 ベンチマーク試験の 当該試験対象について入力核データ及び幾何

詳細 学的入力データについて表叉は麟を用いて記述

する。

E．5，3 ベンチマーク試験の ベンチマーク試験の結果に基づいて、計算の

結果 編差について説明を行うQ

E．6 付属書類 仮定、解析方法、試験結果、写真、計算プロ

グラムの概要並びに入力及び出力、参考文献の

一覧、その他の記録等について記述する。

（口）一F 総理府令及び科学技 輸送物の設計が府令及び告示に定める技術基

術庁告示に対する適 準に合致していることを確認するため、各条文

合性の評鱗 ごとに装（表一1参照）を作成するQまた、該

当しない場合については「該当なし」と明記す

ること。

衰一1　総理府令及び科学技術庁告示に定める技術基準への適合性の評価

薔
九

総理府令の項目 科学技術庁

錘ｦの項目
説　　　　　　　　　　明

申請書記載

ﾎ応項潤

第7条の6

第1項第1号 第9条及び第 輸送中の予想されているいかなる条件

10条第1項第 ．ドにおいても臨界に達することのないよ

1号及び第2 う以下の条件下で梱包を行なうQ

号 1．臨界安全上は輸送容器内への水の浸 （ロ）一£・45

：
水を許しても問題はない。 （口）一E・4・3

，
： … ◎

e
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の 輸送容器の製作 （ロ）章で記載された設計条件通り製作されるこ

とを説明する。

｛内一A 輸送容器の製作法

A．1 概　要 製作方法について全体のフP一シ｝トにより

概括約に記述し、製作内容を分解した上、それ

それの内容について製作工程、手順を説明し、

次項以下に述べられる内容について詳細に記述

する。

A．2 材料の説明

A．2．1 板材料 適用規格（JIS、ASTM等）について述べ、

かつ材料に要求される強度腐蝕性等について記

述し、材料が使胴状態を幸臣満足するものであ

ること、材料が溶接、曲げ、穴あけ等の製作法

に対しても特性を失うことなく撫工可能である

ことを説明する。

A．2．2 管毛類 同　上

A．2，3 鍛造品、ボルト、ナ 適用規格（JIS、ASTM等）について述べ、

ツト類 かつ材料に要求される強度腐蝕性等について記

述して、材料が使用状態に十分満足するもので

あることを説明する。

A．2．4 溶接用電極、棒、線 適用規格（JIS、ASTM等）について記述

類 し、かつ、材料に要求される強度、腐蝕性等に

ついて記述して、材料が使用状態に十分満足す

るものであることを、かつ母材との溶接性が良

好であることを説明する。

A．2，5 特殊耕料 鉛およびその合金、ウランおよびその合金等

のしゃへい材料、カドミュウム、ボPソおよび

それらの合金の臨界制御材料、各種複合材料等

その他の特殊材料について説明する。

A．2．6 ミルシート 材料のミルシートの記載内容等について説明

する。

A．2．7 材料の欠陥部の修理 規格等で規定される範囲内での小欠陥の修理

およびその基準について説明する。

A．2．8 材料の切断 酸素アセチレン、アーク、酸水素等による材
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料切断方法および切筋部の処置方法について記

述する。

A．2．9 材料の成型 プレス等材料成型に関する各種方法について

説明する。

A．3 溶　接

A．3，1 溶接方法および材料 不仁鋼一真銃鋼、不落鋼一軟鋼、軟鋼一軟鋼

等の各種材料の組合せにおける溶接法を分類の

上、それらの溶接法、溶接材料について説明す

る○

A．3．2 溶接機の管理および 適用規格および資格等を引用の上、溶接機の

作業員資格 管理担よび作業員の資格を説明する。

A，3，3 溶接の主要事項に関 a）最高許容温度、b）開先等の主要寸法、形

する説明 状、c）溶接表面の洗浄、　d）溶接後の溶接位

置の許容範囲、e）溶接部の仕上げ（事後）等

の溶接の主要泰項について説明する。

A．3．4 溶接欠陥の修理 クラック、ピンホール、溶け込み不良等の溶

接欠陥に関して許容される修理方法について記

述する。

A，3．5 溶接後の熱処理 溶接後の熱処理について記述する。

A，3．6 特殊溶接 特殊溶接（圧接、ろう替け等）の方法を記述

し、実績等を引用の上その妥当性を説明する。

A．3．7 溶接の品質保証計画 溶接の昴質保証計画について適用規格等を引

その他 用の上説明する外、溶接に関する特記事項があ

れば記述する。

A．4 しゃへい体の製作法

A．4．1 鉛しゃへい材の鋳込 鉛しゃへい体の製作法について図等を用いて

み 詳細に記載する。1）全体の概括的製作工程國、

2）鉛（またはその合金）の純度（または組成）、

3）予備メッキ材の組成または純度、4）加熱

方法、5）冷却方法、6）鋳込方法および速度、

7）鋳込作業の順序、8）予備メッキ材又は予

備洗浄、9）予備加熱および冷却の制御方法、

10）温度制御および灘定、11）鋳込み一ベント

｝ の結合。
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A．4．2 ウランしゃへい材の ウランしゃへい材の鋳造法、溶接法、組立法

製作法 等の製作方法について詳細に説明する。

A．4．3 その他のしゃへい材 鉛、ウラン以外のしゃへい材（ポリエチレン、

料の製作法 コンクリート等）の製作方法について記述する○

A．5 弁、バルブ等付属機 弁、バルブ、ゲージ、その他の容器に付属し

器の製作法 て取付けられる機器の製作法について記述する。

A．6 組立等その他の製作 ボルト締め、組立ておよび材料の劇り出し、

法 研磨、仕上げ等の一般的製作法その他主要な製

作法について記述する。

（・⇒一B 試験、検査方法等 製作中および製作完了時を明示の上、容器の

試験検査項圏、方法、判定基準について記述す

る。

B．1 材料検査 材料に関する検査について記述する。

B，2 寸法鹸査 寸法に関する検査について記述するσ

B．3 溶接検査 外観、開先寸法、液体浸透卓識検査、放射線

透過試験等について記述する○

B．4 外観検査 外観検査について記述する。

B．5 耐圧検査 溜男検査について記述する。

B．6 気密漏洩検査 密封装鐙及びしゃへいタンク等の付属装置を

含めた漏洩検査について記述する。

B，7 しゃへい性能検査 ガンマ線、中性子線に関するしゃへい検査に

ついて記述する。

B．8 しゃへい寸法検査 ガンマ線、中性子線しゃへいに用いられる部

分の寸法検査について記述する。

B．9 伝熱検査 容器各部の温度分布を確認する検査について

記述する。

B，10 吊上荷重検査 トラ田螺ソ等に荷重を付加し異常の有無を確

認する検査について記述する。

B．11 重量検査 輸送容器の総重量を確認する検査について記

引する。

B．12 未臨界検査 中性子吸収材について、中性子毒物の含有量、

分布等に関する検査及び臨界安全上の必要な寸

法検査について記述する。

B，13 作動確認検査 弁、非常用安全装置等について、当該装置が
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蕉常に作動するか否かを確認する検査について

記述する。

B．14 取扱検査 収納物を装荷し輸送物を作製する場合を模擬

した輸送容器の取扱に関する検査について記述

する。

←ゾC 容器の製作スケジユ 容器の製作工程を部材単位等の製作内容によ

一ノレ り各工程に分解の上、各工程（含む試験、検査

項巨1）を時間軸（大略、月単位：）に従い作図す

る。この際、製作、試験、検査する場所につい

ても付記すること。

←→一〇 品質管理 ←→一A、B、　C各項に記載された輸送容器の

製作に関する品質管理方法を具体的に記述する。

D．1 組　織 品質保証計薦遂行に係る申請者及び関係者

（請負業者、エイジェント・コンサルタント）

等の組織について責任体制を明らかにした園を

用いて記述する。

D．2 品質保証計画 品質保証計画の実施要領に関して、次の項目

について記述する（カッコ内、主眼点を示す。）

1）機器の機能障害または故障（重要性）

2）設計と製作の関連（持続性）

3）プロセスと装置に対する管理と監視（必要

性）

の検査と試験によって実証される機能的遊用

度合

5）基準の程度、品質履歴及び標準化の程度

6）その他品質を課証するために必要な事項

D．3 設計管理 安全解析書に記述された品質に係る項目が発

注仕様書、図面などに目しく記述されているか

を設計の実施者以外の者が確認する体制につい

て記述する。

D，4 指示およびその方法 加工、鏡用及び保守において品質に影響を与

えるものについて、文書等による指示の方法を

記述する。且つ、これに基づいて遂行されるこ

とを記述する。



項 翻 内　　　　　　　　　容

D．5 文書管理 品質に関するすべての指示、要領及び図面等

の文書の管理に関する措置について記述する。

D．6 材料、機器、役務調 購入される材料、機器、役務調達に関する事

達 項が調達文喜に合致することを確認する措羅を

記述する。

D，7 材料、部品及び機器 熱処理番暦及び部品番号等の記録の方法を記

の確認に関する管理 流する。

D．8 特殊工程の管理 溶接、熱処理及び非破壊試験等の特殊工程に

ついて適切な規格、仕様、基準及びその他の要

件に従って管理される方法を記述する。

D．9 検査管理 品質に関係するデーターシート、検査方法、

検査者の資格、機器の較正、検査要領書、並び

に修理、改良及び取替に関しての検査管理（再

検査を含む）について記述する。

D．10 測定機器、試験機器 ゲージ、装置並びにその他の測定装羅及び試

の管理 験凹凹が適切に管理、較正及び調整されている

ことを示す。

D．11 取扱い、保管 物品の敬扱い、保管等の管理が適切であるこ

とを示す。

D．玉2 検査および製造の進 製作中の製造および検査の進捗状況を管理す

捗状況の管理 る要領について記述する。

D．13 是蕉管理 不具合項目の表示・処概および記録の管理に

ついて記述する。

D．14 品質管理記録 製作・検査に関する要領書などの文書、1乍業

者の資格、記録及び材料証明書を含む検査記録

等の品質管理記録のとりまとめと保存について

記述する。

D．i5 品質管理監査 品質保証計画の実施状態を確認するため行う

監査の要目について記述する。

〈二） 輸送物の取扱い：方法 輸送物の安全設計に合致した標準的な取扱い

および保守条件 方法について記述するとともに保守条件を明記

する。

（→一A 輸送物取扱い方法

A。1 装荷方法 燃料装荷の検査、試験及び特別な準備を記述
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する。またクレーン等の操作機器についても記

載する○しゃへい水、冷却材等の液体が仕様に

したがって容器に充填されることを記述する。

dryに設計されている輸送容器内空間の残留

蒸気の除去の方法及びその有効性について説明

を行う。

A．2 取出し方法 燃料等の取り出しの方法及び安全上必要な措

置目について記述する。

A．3 空容器の箪備 検査、試験及び特別な準備（密封、不注意な

汚染の拡大防止等、次の輸送にさしつかえない

ような準備、残留蒸気の凍結などの考慮）を記

旧する。

A．4 付屈書類 付属資料、図などを旨いた方法の説明を行う。

A．5 輸送容器完成時検査 の一Bの記載事項を要約の上さらに輸送物の

最初の使同前の試験検査を記述する。

A．6 輸送物発送前検査 輸送物の輸送の毎幽発送する都度行う試験・

検査について記述する。

（ユ）一B 保守条件 輸送容器の仕様を長期にわたって保証できる

保守条件について記述する。定期検登、部品取

替えの頻度、容器の補助系の取替え、修理基準

及び保守記録の各項醤について説明を行う。

B．1 外観及び耐圧検査 検査の頻度、計装及び精度について説明を行

レ

つo

B．2 気密漏洩検査 同　　上

B．3 補助系の保守 付属冷輝システム、中性子しゃへいタンク及

びその他全体に影響を与える補助系の検査及び

取替え計画について記述する。

B．4 密封容器の弁、ガス 構成機器の取替計画とその検査の方法を記述

ケット等の保守 する。実証テスト及び製作者データに基づいて

検討の上記述する。

B．5 しゃへい検査 しゃへいの能力に関しては定期的検査計藤を

記述する。ガンマ線、中性子源両者について考

慮する。

B．6 未臨界検査 中性子吸収材等について健全性を確認する方
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法について記述する。

B．7 熱検査 検査の頻度等を記述する。

B．8 その他 構成機器及び補助系について定期的に行う追

加検査について説明を行う。

困 安全設計、安全輸送 その他、α）～（→章に該当しない安全設計、安

に関する特記事項 全輸送に関する特記すべき事項があれば記述す

る。

8　申請書書式

　A　寸　法：　　　　　　A－4判（図面寸法は、原則としてA－4判とするが、折りこみでA

　　　　　　－4判の2倍までならよいQ）

B　部数：正本玉部副本1部

C　　頁　　ページは各章毎一連の数字を付す。（例……α｝一15曾障の第15ペー

　　　　　　ジ。）

D　図　面　図面には頁の他、図面番号（例……（イ）一第15図、1イ）章の第15図）、図

　　　　　　　　＊
　　　　　　の説明（例ll（イ）第15函……弁のA－A！断面詳細図Il）、社名を記載す

　　　　　　る。また縮尺図でもよいが、可能なかぎり鮮明であり、かつ、線、文

　　　　　　字は黒色であること。図は該当する本文に最も近いページに挿入する

　　　　　　か刷りこむこと。

E　写　真　写真はキャビネ半切以上とし、写真番号（例……写真回一15）、写真

　　　　　　の説明（例：Il写真（口）一15火災試験後におけるキャスク切断部の状況り

　　　　　　をつける。カラー写真でもよい。鮮明なもの。

F　印　刷：翔刷は片面として、黒色活字印刷（活掌は小さすぎないこと）または

　　　　　　ゼロックスであることQ優し提出する申請書は活字印欄とゼPックス

　　　　　　を混稽しないことo

G　改　訂：変更申請等により本文、図諏等の改訂を行う場合には、ページ数の他

　　　　　　改訂の回数（例、第3回目の改訂………改一3）及び改訂の年月日を

　　　　　　各ページ下空白部に奢りこむこと。

H　製　本：申講書は左とじ、ルーズリーフ式とし、各章毎に色別の見出頁を挿入

　　　　　　すること。

1　　表　：表は該当する本文の最も近いページに挿入するか刷りこむとともに表

　　　　　　番号（1イ）一表15、イ章の第1δ表）及び表の説明（llω一表15キャスク

　　　　　　内筒の材料一覧1「）をつける。

」　その他：図、表、写真を本文中で最初に引用する場合には、騒番等をゴヂック
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体もしくはアンダーラインを付す（例……内筒に用いたSUS－304の

材料の温度が引張強さに与える影響を（ロ）一第30鴎に示す。……）。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＊題名でもよい。

雪
七



原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
翻
す
る
規
則
等
の
規
定
に
基
づ
き
、

○
原
子
炉
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
等

　
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
容
被
曝
線
量
等
を
定

　
め
る
告
示
（
抄
）

許
容
被
曝
線
暴
雨
を
定
め
る
告
示
（
抄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓋
八

　
　
　
　
の
注
6
、
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る

〔
昭
和
六
十
三
年
七
月
二
十
六
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
二
十
号
〕

　
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
罎
、
連
転
等
に
間
す
る
規
財
（
昭

和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
三
号
）
築
一
条
の
一
～
第
四
号
及
び
第
六
号
、
第

六
条
第
三
項
、
第
七
条
第
一
号
ハ
、
第
八
条
、
第
十
四
条
第
四
号
及
び
第
七
号

並
び
に
別
記
様
式
第
二
の
注
3
、
核
燃
料
物
質
の
使
用
等
に
関
す
る
規
則
（
昭

和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
四
号
）
第
一
条
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
条

の
五
第
十
号
、
第
二
条
の
十
一
第
一
二
項
、
第
｝
二
条
第
四
号
ハ
、
第
六
号
及
び

第
八
号
ハ
、
第
四
条
第
四
号
及
び
第
七
号
、
第
八
条
第
二
項
並
び
に
別
記
様
式

第
　
の
注
、
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
総

理
府
令
第
三
十
七
号
）
第
へ
条
第
二
号
及
び
第
一
二
号
、
第
七
条
第
　
二
項
、
第
七

条
の
二
第
一
号
ハ
、
第
七
条
の
三
、
第
七
条
の
八
第
四
号
及
び
第
七
号
並
び
に

別
記
様
式
第
三
の
注
3
、
核
原
料
物
質
の
使
絹
に
関
す
る
規
…
則
（
昭
和
四
十
三

年
総
理
府
令
第
凶
十
六
号
）
第
一
条
第
二
号
及
び
第
三
号
、
第
二
条
第
一
題
号
ハ
、

第
五
号
、
第
七
号
ハ
、
第
十
一
号
二
、
卓
眼
ト
及
び
第
十
二
号
ホ
並
び
に
第
三

条
第
三
項
、
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の
事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年

総
理
府
令
第
十
号
）
第
一
条
第
二
号
及
び
第
四
号
、
第
八
条
第
三
項
、
第
九
条

第
一
号
ハ
、
第
十
条
、
第
十
六
条
第
四
号
及
び
第
七
号
並
び
に
別
記
様
式
第
二

規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
十
八
条
第
二
項
、
舶
工
施

設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
墾
に
関
す
る
総
理
府
令
（
昭
和
六
十
二

年
総
理
府
令
第
十
号
）
第
十
四
条
第
一
号
及
び
第
十
五
条
第
三
号
、
試
験
研
究

の
用
に
供
す
る
原
子
炉
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
総
理

僻
朋
A
聯
　
（
㎜
附
和
ゐ
ハ
よ
一
一
一
年
総
理
府
A
罰
塘
よ
1
一
口
写
）
　
笛
粥
一
一
L
T
†
且
久
爪
第
一
項
第
一
口
写
及

び
第
二
十
七
条
第
三
号
、
再
処
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準

に
関
す
る
総
理
府
令
（
昭
和
六
十
二
年
総
理
府
令
第
十
二
号
）
第
十
六
条
第
一

号
並
び
に
第
十
八
条
第
｝
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
並
び
に
核
燃
料
物
質
又
は

核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
則

（
昭
和
六
十
三
年
総
理
府
令
第
一
号
）
第
一
条
第
三
号
及
び
第
四
号
、
第
十
｝
二

条
窮
三
項
、
第
十
四
条
第
一
号
ハ
、
第
十
五
条
、
第
十
九
条
第
四
号
及
び
第
六

号
並
び
に
別
記
様
式
第
三
の
注
2
の
規
定
に
基
づ
き
、
線
量
当
量
限
度
等
を
次

の
よ
う
に
定
め
、
昭
和
六
十
四
年
四
月
一
目
か
ら
適
用
す
る
。

　
な
お
、
昭
和
三
十
五
年
・
科
学
技
術
庁
告
示
第
二
十
　
号
（
原
子
炉
の
設
置
、

運
転
等
に
関
す
る
規
則
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
容
被
曝
線
量
等
を
定
め
る

件
）
は
、
昭
和
六
十
囚
年
・
三
月
一
二
十
一
日
限
り
、
廃
止
す
る
。

（
曲
馬
）

第
一
条
　
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子
炉
等
の
設
置
、
運
転
等
に
関
す
る
規

　
則
（
昭
和
三
十
二
年
総
理
府
令
第
八
十
三
号
）
第
一
条
の
二
第
四
号
及
び
第

　
六
号
、
第
六
額
受
三
項
、
第
七
条
第
　
墨
田
、
第
八
条
、
第
十
四
条
第
四
号

　
及
び
第
七
号
並
び
に
別
記
様
式
第
二
の
注
3
、
核
燃
料
物
質
の
使
期
等
に
関

　
す
る
規
則
（
昭
和
三
幸
二
年
総
理
府
令
第
八
十
四
号
）
第
一
条
第
二
号
及
び



第
三
号
、
第
二
条
の
五
第
十
号
、
第
二
条
の
ナ
一
難
三
項
、
第
三
条
第
隣
号

ハ
、
第
六
号
及
び
第
八
号
ハ
、
第
四
条
第
四
号
及
び
第
七
弩
、
第
八
条
目
二

項
並
び
に
別
記
様
式
第
一
の
注
、
核
燃
料
物
質
の
加
工
の
事
業
に
関
す
る
規

則
（
昭
和
四
十
一
年
総
理
府
り
令
第
三
十
七
号
）
第
～
条
第
二
号
及
び
第
｝
嵩
号
、

第
七
条
第
三
項
、
第
七
条
の
二
第
一
号
ハ
、
第
七
条
の
一
二
、
第
七
条
の
八
第

四
号
及
び
第
七
号
並
び
に
別
記
様
式
第
三
の
注
3
、
核
原
料
物
質
の
使
用
に

関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
三
年
総
理
府
令
第
四
十
六
号
）
第
一
条
第
二
号
及

び
第
三
号
、
第
二
条
第
三
号
ハ
、
第
五
号
、
笙
七
号
ハ
、
第
十
「
号
二
、
同

号
ト
及
び
第
十
二
号
ホ
並
び
に
第
一
工
条
第
一
二
項
、
使
用
済
燃
料
の
再
処
理
の

事
業
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
六
年
総
理
府
令
第
十
号
）
第
｝
条
第
二
号

及
冗
）
第
四
口
写
、
第
八
久
末
第
　
二
項
、
第
病
几
久
器
第
一
瞬
万
ハ
、
第
十
久
不
、
笛
榊
毒
－
山
ハ
久
不

第
四
号
及
び
第
七
号
並
び
に
別
記
様
式
笙
二
の
注
6
、
核
燃
料
物
質
等
の
工

場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理

府
令
第
五
十
七
号
）
第
十
八
条
第
二
項
、
加
工
施
設
の
設
計
及
び
工
率
の
方

法
の
妓
術
基
準
に
関
す
る
総
理
府
令
（
昭
和
六
十
二
年
総
理
府
令
第
十
号
）

第
十
四
条
第
一
号
及
び
第
十
五
条
第
三
号
、
試
験
研
究
の
用
に
供
す
る
原
子

炉
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
総
理
府
令
（
昭
和
六
十

二
年
総
理
府
令
第
十
一
号
）
第
二
十
五
条
第
一
項
第
～
号
及
び
第
二
十
七
条

第
三
号
、
再
処
理
施
設
の
設
計
及
び
工
事
の
方
法
の
技
術
基
準
に
関
す
る
総

理
府
令
（
昭
和
六
十
二
年
総
理
府
令
第
十
二
号
）
第
十
六
条
第
二
号
並
び
に

第
十
八
条
第
　
号
、
第
四
号
及
び
第
五
号
並
び
に
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料

物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
廃
棄
物
埋
設
の
事
業
に
関
す
る
規
網
（
昭

和
六
十
一
二
年
総
理
府
令
第
…
号
）
第
一
条
第
…
二
号
及
び
第
四
号
、
第
十
一
二
条

鈴
四
一
磁
界
ハ
、
　
第
ふ
1
閃
【
条
第
一
皿
リ
ハ
、
　
第
ふ
1
五
条
、
　
第
L
T
九
条
鑓
廻
四
胤
乃
及
び
第
山
ハ

号
並
び
に
別
記
様
式
第
…
二
の
注
2
の
規
定
に
よ
る
線
量
当
量
限
度
等
に
つ
い

　
て
は
、
こ
の
告
示
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
緊
急
作
業
に
係
る
線
量
当
無
限
度
）

第
八
条
　
緊
急
作
業
に
係
る
線
量
妾
量
限
度
は
、
実
効
線
量
当
量
に
つ
い
て
百

　
ミ
リ
シ
…
ベ
ル
ト
と
す
る
。

原
子
炉
の
設
撮
、
運
転
等
に
関
す
る
規
則
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
容
被
曝
線
量
等
を
定
め
る
告
示
（
抄
）

五
九



指
定
検
査
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

○
指
定
検
査
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

〔
鱗
奮
薪
＋
品
ハ
再
進
智

　
　
　
第
三
章
　
振
定
運
搬
物
確
認
機
関

（
指
…
定
運
搬
物
確
認
機
関
に
行
わ
せ
る
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認

の
範
囲
）

第
二
十
二
条
　
長
宮
は
、
品
質
六
十
一
条
の
四
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

　
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
う
ち
次
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
又

　
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
放
射
性
廃
棄
物
を
除
く
。
）

　
に
係
る
も
の
を
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
に
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
（
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
量
と
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の

　
　
量
と
を
合
計
し
た
最
の
ウ
ラ
ン
の
総
墨
に
対
す
る
比
率
が
百
分
の
二
十
を

　
　
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）

　
二
　
二
酸
化
ウ
ラ
ン
（
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
量
と
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
量
と
を
合

　
　
計
し
た
量
の
ウ
ラ
ン
の
総
量
に
対
す
る
比
率
が
百
分
の
二
十
．
を
超
え
な
い

　
　
も
の
に
限
る
。
）
の
み
を
燃
料
材
と
し
た
燃
料
体
（
使
用
済
燃
料
を
除
く
。
）

　
三
　
使
用
済
燃
料
（
そ
の
被
覆
材
か
ら
の
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
が
認
め
ら

　
　
れ
な
い
も
の
に
限
る
。
）

　
四
　
材
料
の
試
験
等
の
た
め
に
原
子
炉
に
お
い
て
中
性
子
の
照
射
を
受
け
た

　
　
試
験
片
そ
の
他
の
物

（
運
搬
物
確
認
員
の
条
件
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
〇

第
二
十
三
条
　
法
第
六
十
一
条
の
四
十
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

　
す
る
法
第
六
十
一
条
の
二
十
六
第
　
号
の
総
理
府
令
で
定
め
る
条
件
は
、
次

　
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

　
｝
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
若
し
く
は
高
等
専
門
学
校
、
旧
大
学
令
に
よ

　
　
る
大
学
又
は
旧
専
門
学
校
令
に
よ
る
専
門
学
校
に
お
い
て
理
科
系
統
の
学

　
　
科
を
修
め
て
卒
業
し
た
巻
で
あ
っ
て
、
放
射
線
管
理
の
実
務
叉
は
承
認
容

　
　
羅
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
実
務
に
通
算
し
て
二
年
以
上
従
事
し
た

　
　
経
験
を
有
す
る
も
の

　
二
　
放
射
線
管
理
の
実
務
又
は
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
実

　
　
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
し
、
か
つ
、
長
官
が
定
め
る
研
修
を

　
　
修
了
し
た
者

　
三
　
原
子
炉
主
任
技
術
春
免
状
又
は
核
燃
料
取
扱
主
任
者
免
状
を
有
す
る
者

　
四
　
前
各
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
し
て
い
る
と

　
　
長
官
が
認
め
た
者

（
運
搬
物
確
籾
瞼
員
の
数
）

第
二
十
四
条
　
法
第
六
十
一
条
の
四
十
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

　
す
る
法
第
六
十
一
条
の
二
十
六
第
一
号
の
総
理
府
令
で
定
め
る
数
は
、
二
名

　
と
す
る
。

（
帳
簿
）

第
二
十
五
条
　
法
第
六
十
一
条
の
四
十
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用

　
す
る
法
第
六
十
｝
条
の
三
十
八
第
～
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次

　
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称



　
　
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の
氏
名

　
二
　
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
核
燃
料
輪
送

　
　
物
（
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
が
容
器
に

　
　
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
種
類
、
収
納
す
る
核

　
　
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
種
類
及
び
数
量

　
　
並
び
に
容
器
の
承
認
の
年
月
日
及
び
番
号

　
三
　
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
核
燃
料
輸
送

　
　
物
の
運
搬
の
目
的
及
び
運
搬
予
定
時
期

　
四
　
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
申
請
を
受
け
た
年
月
日

　
五
　
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
行
っ
た
年
月
日

　
六
　
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
行
っ
た
場
所

　
七
　
運
搬
物
確
認
員
の
氏
名

　
八
　
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
結
果

　
九
　
確
門
院
証
の
交
付
年
月
臼
及
び
番
号

　
十
　
そ
の
他
承
認
容
羅
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
に
関
し
必
要
な
事
項

2
　
法
第
六
十
一
条
の
四
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
議
す
る
法
博
六
十
一
条
の

　
一
二
十
八
第
一
項
の
帳
簿
は
、
十
年
間
保
存
す
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
）

第
こ
十
六
条
　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
は
、
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る

　
確
認
を
行
っ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
別
記
様
式
第
一
二
の
運
搬
物
確
認
結
果

　
報
告
書
に
よ
り
、
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
は
、
運
搬
物
確
認
員
を
解
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞

　
な
く
、
解
任
し
た
運
搬
物
確
認
員
の
氏
名
及
び
解
任
の
理
由
を
記
載
し
た
報

指
定
検
査
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
告
書
に
よ
り
、
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

3
　
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
長
官
は
、
法
の
施
行
に
必
要
な
限
度

　
に
お
い
て
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
に
対
し
、
そ
の
事
業
の
運
営
に
関
す
る

　
事
項
に
つ
い
て
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
準
用
）

第
二
十
七
条
　
第
二
条
、
第
五
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及
び
纂
十
一
二
条
の
規
定

　
は
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

　
第
二
条
中
「
第
六
十
一
条
の
二
十
五
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
六
十
一
条

　
の
四
十
二
第
一
項
」
と
、
　
「
検
査
」
と
あ
る
の
は
「
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬

　
物
に
係
る
確
認
」
と
、
　
「
検
査
員
」
と
あ
る
の
は
「
運
撮
物
確
認
員
」
と
、

　
第
六
条
及
び
第
七
心
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
一
条
の
四
十
二
第

　
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
」
と
、
第
八
難
中
「
法
服
と
あ
る
の
は
「
法
第

　
六
十
【
条
の
四
十
二
第
三
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
」
と
、
「
検

　
査
」
と
あ
る
の
は
「
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
㎏
と
、
　
「
検
査

　
員
」
と
あ
る
の
は
「
運
搬
物
確
認
員
」
と
、
　
「
検
査
に
合
格
し
た
こ
と
」
と

　
あ
る
の
は
「
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
し
た
こ
と
」
と
、
第

　
九
条
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
法
網
六
十
一
条
の
四
十
二
第
三
項
に
お
い
て

　
準
用
す
る
法
」
と
、
第
十
条
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
六
十
［
条
の
四

　
十
二
欝
屈
環
に
お
い
て
準
用
す
る
法
扁
と
、
　
「
検
査
員
」
と
あ
る
の
は
「
運

　
野
物
確
劉
硝
煙
縣
と
、
第
十
一
条
及
び
第
十
三
条
中
「
法
」
と
あ
る
の
は
「
法

　
第
六
十
一
条
の
四
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準
溺
す
る
法
」
と
、
　
「
検
査
」
と

　
あ
る
の
は
「
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
」
と
読
み
替
え
る
も
の

　
と
す
る
。

｝
益



　
　
　
指
定
検
査
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
　
　
第
四
章
　
雑
剣

（
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
二
十
八
条
　
法
第
六
十
八
条
の
二
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
八

　
条
第
一
二
項
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
四
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
寸
　
　
　
段

　
　
　
断
　
　
貝

　
こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

｝
六
二



様式第3　（第26条関係）

整理番号（注1）
指
定
検
査
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

一
さ

　　　　　　　運搬物確認結果報告書
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日
科学技術庁長富　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　指定運搬物確認機関の名称
　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名　　　　　　　　　　　　印

指定検査機関等に関する規則第26条第1項の規定により、次のとおり報告し
iます。

氏名又は名称
i承認容器によるE膿灘確

住　所 電話番号（　　）

使用春等の区分（注2）

B　的ii運搬の目的等

出発地

到着地　　　　　　　　ii
運1　　　澱　　予　　定　　時　　期

ヒ
l
l
i
i
…
i
｛
I
i
i

名称（法3）　　　　1

一
i…核燃料輸送料

種類（注4）

個　数

種　類
i運搬する核燃料…1物質又は核燃料

p物質によって汚」i染された物

性　状　　　　　　　　　；
1

濃縮度

承認年月日
i
i
琢
　
認
　
容
　
器
1 番　号 し

場　所
承認容器による

^搬物に係る確

F

年月日

確認の氏名

結　果

確認証の交付年月　臼及び番号

注1　この瀾には、記載しないこと。

　2　使用春、製錬事業者、加エ事業者、原子炉設置者、外国原子力船運航者、再処理

　　事：業者若しくは廃棄事業者又はこれらの者から運搬を委託された者の別を記載する

　　こと。運搬を委託された者にあっては、委託者の名称及び使罵春等の区分を併記す

　　ること。

　3　核燃料輸送物の通称を記載すること。

　4　A型、BM型、　BU型の別及び核分裂性輸送物にあっては、その種類を記載すること。

備考　この用紙の大きさは、巳本エ業規格B4とすること。



様式第4　（第28条関係）

表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　号

　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第68条の2第2項において準

用する燭法第68条第3項の規定による

　　　　　　　　　　　　　身　　分　　証　　明　　書

職名及び氏名

、、

出＼

ンフ　！

　！！

年

年

月

月

一一

臼生

日交付

指
定
検
査
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）
．

備考　この絹紙の大きさは、日本工業規格A7とすること。

裏 面

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（抄）

第68条　（第1項及び第2項略）

3前2獅規定により糠が立ち入るときは・その射を示す証聴を齢し・か固

　関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。　　　　　　　　　　1

霧鷺驚∴欝∴∴∴；｝
　る指定検査機関等の区分に応じ、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、

　指定検査機関等の事務所又は事業所に立入り、その者の帳簿、書類その他必要な物件

　を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

2　前条第3項及び第4項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

第80条の3　次の各号の一に掲げる違反があった場合には、その違反行為をした指定

　検査機関等の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。

　五　第68条の2の規定による立入り若しくは検査を桓み、妨げ、若しくは忌避し、

　　又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたときQ

一
六
四



○
核
原
料
物
質
．
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

　
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
き
、

　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
を
指
定
し
た
件

〔
響
辮
瞬
覇
三
朋
〕

田
坂
終
耐
改
正
　
昭
和
⊥
ハ
∴
一
｝
二
歴
干
十
一
日
月
一
一
十
ア
五
口
目
科
隅
予
披
脚
備
庁
此
口
｝
が
第
｝
｝
㎜
十
一
　
口
万

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
十
一
条
の
四
十
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ

き
、
昭
和
六
十
二
年
㎝
月
二
十
七
日
付
け
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
指
定
運
搬
物
確

認
機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
六
十
｝
条
の
四
十
一
一
第
三
項
に
お
い
て
読

み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
｝
条
の
四
十
第
一
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
告

示
す
る
。

一
　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
の
名
称
　
財
団
法
人
原
子
力
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー

二
　
住
所
　
東
京
都
文
京
区
白
山
五
丁
思
一
番
三
の
百
　
号

三
　
行
う
こ
と
が
で
き
る
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
範
囲
　
承

　
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
う
ち
指
定
検
査
機
関
等
に
関
す
る
規

　
則
（
昭
和
六
十
一
年
総
理
府
令
六
十
八
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
核
燃

　
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
核
原
料
物
質
、
核
燃

　
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令

　
第
三
百
一
一
十
四
号
）
第
十
七
条
の
四
の
表
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
核
燃
料
物

　
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
輪
入
さ
れ
る
も
の

　
を
除
く
。
）
に
係
る
も
の
と
す
る
Q

科
学
技
術
庁
告
示
第
二
号

茱
五



核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

○
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
撮
規
則

〔

翻
峻
餅
一
瞬
餅
晴
葺
霜
〕

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
十
九
条
の
二
野
一
項
及
び
第
二
項
（
第
六

十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
核
原
料
物
質
、

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政

令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
一
二
（
昭
［
和
六
一
二
年
九
月
政
令
第
一
＝
四
号

に
よ
り
委
任
命
令
草
除
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
　
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

（
趣
旨
）

第
【
条
　
核
燃
料
物
質
等
を
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
無
軌
条
電
車
、
自
動
車
及

　
び
軽
車
両
に
よ
り
、
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
運
搬
す
る
場
合
は
、

　
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物

　
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
超
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六

　
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子

　
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二
年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ハ
六

　
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
罵
語
の
例
に
よ
る
。

2
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
嶺
該
各

　
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
核
燃
料
輸
送
物
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る

　
　
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
五
十
一
二
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
。
以
下

　
　
コ
総
理
府
令
」
と
い
う
。
）
第
一
書
聖
　
二
号
に
定
め
る
核
燃
料
輸
送
物
を
い
う
。

　
二
　
車
両
　
鉄
道
、
軌
道
若
し
く
は
無
軌
条
電
車
の
車
両
、
索
道
の
搬
器
、

　
自
動
車
又
は
軽
車
両
を
い
う
Q

三
　
コ
ン
テ
ナ
　
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替
え
を
要
せ

　
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
器
具
で
あ
っ
て
、
反
復
使
用
に
耐

　
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及
び
取
卸
し

　
　
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る
も
の
の
う

　
ち
、
非
淵
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。

四
　
核
燃
料
輸
送
物
等
　
核
燃
料
輸
送
物
又
は
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ

　
　
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
い
う
。

五
　
特
定
核
燃
料
輸
送
物
等
　
核
燃
料
輸
送
物
の
う
ち
総
理
雁
凱
歌
十
七
条

　
　
の
六
の
表
第
一
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質

　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
（
以
下
「
特
定
核
燃
料
輸
送
物
」
と
い
う
。
）

　
又
は
特
定
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
い
う
。

六
　
専
用
積
載
　
車
両
が
　
の
荷
送
人
に
よ
っ
て
専
用
さ
れ
、
か
っ
、
運
搬

　
す
る
物
の
積
込
み
及
び
取
卸
し
が
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
指
示
に
よ
っ
て

　
行
わ
れ
る
積
載
の
方
法
を
い
う
。

（
取
扱
場
所
）



第
三
条
　
核
燃
料
輸
送
物
等
（
総
理
府
令
第
三
条
第
一
項
第
　
号
に
定
め
る
L

　
型
輸
送
物
（
以
下
「
」
型
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
又
は
L
型
輸
送
物
の
み
が

　
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
特
定
核
燃
料
輸
送
物
等
で
あ
る

　
場
合
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
招
じ
。
）
は
、
関
係
老
以
外
の
老
が

　
通
常
立
ち
入
る
場
所
で
積
込
み
、
取
卸
し
等
の
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
た
だ
し
、
特
定
核
燃
料
輸
送
物
等
以
外
の
核
燃
料
輸
送
物
等
の
積
込
み
、
取

　
卸
し
等
の
取
扱
い
を
す
る
場
合
で
あ
っ
て
な
わ
張
り
、
標
識
の
設
鍛
等
の
措

　
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
積
載
方
法
等
）

第
四
条
　
核
燃
料
輸
送
物
等
の
積
込
み
又
は
取
卸
し
は
、
核
燃
料
輸
送
物
の
安

　
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
核
燃
料
輸
送
物
等
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
、
転
倒
、
転
落
等
に
よ
り

　
核
燃
料
輸
送
物
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
積
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
核
燃
料
輸
送
勲
等
は
、
関
係
者
以
外
の
者
が
通
常
立
ち
入
る
場
所
に
積
載

　
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
臨
界
の
防
止
）

第
五
条
　
核
燃
料
物
質
の
運
搬
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
臨
界
に
達
す

　
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
措
置
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
混
載
制
限
）

第
六
条
　
表
面
か
ら
の
平
均
熱
放
出
率
が
十
五
ワ
ッ
ト
毎
平
方
メ
…
ト
ル
を
超

　
え
る
核
燃
料
輸
送
物
等
は
、
熱
を
除
虫
す
る
装
躍
の
設
置
そ
の
他
の
特
別
な

　
措
置
を
講
じ
な
い
限
り
他
の
貨
物
と
混
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
核
燃
料
輸
送
物
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
同
一
の
車
両
に
混
載
し
て
は

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

　
な
ら
な
い
。

　
一
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
一

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
二
　
高
圧
ガ
ス
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
上
二
百
四
号
）
第
二
条
に
規

　
　
興
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
一
二
　
揮
発
滴
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
引
火

　
　
点
が
五
十
度
（
専
用
積
載
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
十
二
度
）
以
下
の
も
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
酸
の
含
有
量
が
体
積
百
分
率

　
　
で
十
パ
…
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
核
燃
料
輸
送
物
の
安
全
な
運
搬
を
損

　
　
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物
質

（
コ
ン
テ
ナ
に
係
る
線
鼓
当
最
率
等
）

第
七
条
　
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
線
鍛
当
量
率
（
総
理
府

　
令
第
四
条
第
五
号
に
基
づ
き
科
学
技
術
庁
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
率
を
い
う
。

　
以
下
同
じ
。
）
の
最
大
価
（
以
下
「
最
大
線
量
当
日
率
」
と
い
う
。
）
は
、
表
面
に
お

　
お
い
て
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら
　
一
メ
ー
ト
ル
離

　
れ
た
位
置
に
お
い
て
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
趨
え
て
は
な
ら
な
い
Q

2
　
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の

　
放
射
能
鋳
密
度
は
、
総
理
府
令
第
四
条
第
六
号
に
定
め
る
表
面
密
度
限
度
を

　
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
輸
送
指
数
）

第
八
条
　
輸
送
物
（
放
射
性
職
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す

　
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
。
以
下
「
施
行

…
六
七



核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

　
規
則
㎏
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
定
め
る
放
射
性
輸
送
物
（
以

　
下
「
放
射
性
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
及
び
核
燃
料
輸
送
物
を
い
う
。
以
下
こ

　
の
条
、
第
十
条
並
び
に
第
十
八
条
第
八
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

　
及
び
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
輸
送
指
数
を
定

　
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
五
マ
イ

　
ク
ロ
シ
…
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
総
理
府
令
第
八
条

　
に
規
定
す
る
核
分
裂
性
輸
送
物
（
以
下
「
核
分
裂
性
輸
送
物
」
と
い
う
。
）

　
の
う
ち
岡
条
に
規
定
す
る
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
（
以
下
「
第
二
種
核
分

　
裂
性
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
及
び
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
（
以
下
「
第
三

種
核
分
裂
性
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
以
外
の
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
輸
送
物

　
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
前
項
の
輸
送
揚
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
値
と
す
る
。

　
一
　
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
輸
送
物
の
表
面
か
ら
　
メ
ー
ト
ル
離
れ
た

　
　
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
熱
量
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
晴
導
鉱
で
表
し
た

　
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値
。
た
だ
し
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第

　
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物

　
　
の
輸
送
剃
限
個
数
（
総
理
府
令
第
十
条
第
一
号
に
定
め
る
輸
送
一
山
個
数
を

　
　
い
う
。
）
で
五
十
を
除
し
て
得
た
値
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
と
す
る
。

　
二
　
輸
送
物
が
口
口
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ

　
　
に
収
納
さ
れ
た
輸
送
物
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
億
を
合
計
し
て
得
た
値
。

　
　
た
だ
し
、
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ

　
　
つ
て
は
、
当
該
値
と
五
十
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
と
す
る
。

一
六
八

3
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核

　
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
最
大

　
断
面
積
が
百
平
方
メ
…
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
専
用
積
載
で
運
搬

　
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た

　
位
置
に
お
け
る
最
大
線
堆
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た

値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
次
の
表
の
上
瀾
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大

断
藤
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た

値
を
も
っ
て
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二 五 一 一
十 平 平 平

平 方 方 方

方
メ
i

メ
i
卜

｛
ト

ず
ト

卜 ノレ ノレ ル
ノレ を を 以

を 超 超 ．
下

超 え え の

え
、 、

場
、

二 五 合

百 十 平

平 平 方

方 方 メ

メ
…
卜

メ
i
卜

i
ト
ノ
レ

ノレ ノレ 以

以 以 下

下 ．
下

の

の の 場
場 場 合

合 合

十
九

六 三 一

（
標
識
又
は
表
示
）

第
九
条
播
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物
等
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同

　
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
標
識
又
は
表
示
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
付
し
、

　
又
は
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
L
型
輸
送
物
（
核
分
裂
性
輸
送

「
放
射
性
」
の

核
燃
料
輸
送

物
を
除
く
。
）

文
宇
の
裏
示

物
の
表
面

二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
核
燃

第
一
類
白
標
識

核
燃
料
輸
送

料
輪
送
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
）

（
第
一
号
様
式
）

物
の
表
面
の

又
は
総
理
府
令
第
八
条
に
規
定
す

二
，
箇
所



る
第
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
（
以

下
「
第
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
」
と

い
う
Q
）
で
あ
っ
て
、
表
面
に
お
け
る

最
大
線
量
当
量
率
が
五
マ
イ
ク
ロ
ン

：
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
も
の

一二

@
次
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物

第
二
類
黄
標
識

核
燃
料
輸
送

イ
　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
核

（
第
二
号
様
式
）

物
の
表
面
の

燃
料
輸
送
物
又
は
第
　
種
核
分

二
箇
所

裂
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
表
面

に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が

五
マ
イ
ク
ロ
ン
…
ベ
ル
ト
毎
時
を

超
え
五
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト

毎
時
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
輸
送

指
数
が
一
を
超
え
な
い
も
の

ロ
　
第
二
種
核
分
裂
性
輪
…
送
物
で

あ
っ
て
、
表
面
に
お
け
る
最
大

線
蚤
当
量
率
が
五
百
マ
イ
ク
ロ

シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
以
下
で
あ
り
、

か
っ
、
輸
送
指
数
が
一
を
超
え

な
い
も
の

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送

第
三
類
黄
標
識

核
燃
料
輸
送

物
以
外
の
核
燃
料
輸
送
物

（
第
三
号
様
式
）

物
の
表
面
の

二
箇
所

核
燃
料
物
質
等
事
両
運
搬
規
劉

五
　
第
［
号
若
し
く
は
第
二
号
に
掲

第
一
類
纂
漂
識

コ
ン
テ
ナ
の

げ
る
核
燃
料
輪
…
送
物
又
は
こ
れ
ら

（
第
一
号
様
式
）

四
側
面

の
核
燃
料
輸
送
物
及
び
放
射
性
綱

位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和

五
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
三
号
。

以
下
「
運
搬
規
則
」
と
い
う
。
）

第
八
譜
第
一
項
の
表
第
一
号
若
し

く
は
第
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輸

送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ

ソ
テ
ナ

六
　
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
…
さ
れ
て

第
二
類
黄
標
識

コ
ン
テ
ナ
の

い
る
コ
ン
テ
ナ
　
（
第
一
二
種
核
分
裂

（
第
二
号
様
式
）

四
側
面

性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
も

の
を
除
く
。
）
　
で
あ
っ
て
、
前
号

に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ

り
、
か
つ
、
輸
送
指
数
が
一
を
超

え
な
い
も
の

七
　
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て

第
三
類
黄
標
識

コ
ン
テ
ナ
の

い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
箭
二

（
第
三
号
様
式
）

四
側
面

号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

2
　
核
燃
料
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
及
び
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の

　
を
除
く
。
）
又
は
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積

一
六
九



核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

　
載
で
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
漂
識
に
「
専
用
積
載
」
の

　
文
字
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
次
に
掲
げ
る
核
燃
料
輸
送
物
に
は
、
そ
の
表
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
そ

　
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
鮮
明
に
表
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

　
一
　
総
重
藤
が
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
核
燃
料
輪
…
贈
物
　
総
雷
置
黒

　
二
　
総
理
府
令
第
三
条
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
A
型
輸
送
物
　

「
A
型
」

　
　
の
文
字

　
三
　
総
理
府
令
第
　
二
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
（
以
下

　
　
「
B
M
型
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
及
び
同
軸
に
定
め
る
B
U
型
輸
送
物

　
　
（
以
下
「
B
U
型
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
　
　
「
B
型
」
の
文
宇

4
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
に
は
、
当
該
核
燃
料
輸
送
物
の
容
器

　
の
耐
火
性
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
最
も
外
側
の
表
面
に
、
耐
火
性
及
び
耐
水

　
性
を
有
す
る
三
葉
マ
ー
ク
（
第
四
号
様
式
）
を
明
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

5
　
核
燃
料
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の

　
四
側
面
に
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
第
五
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
積
載
限
度
）

第
十
条
　
核
燃
料
輸
送
物
事
を
積
載
す
る
場
合
に
お
い
て
一
の
車
両
に
積
載
す

　
る
輸
送
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
輸
送
物

　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
振
数
の
合
計
は
、
五
十
を
超
え
て
は

　
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
連
結
さ
れ
た
二
以
上
の
自
動
車
は
、
　
一

　
両
と
み
な
す
。

一
七
〇

（
車
両
に
係
る
線
量
当
量
率
）

第
十
｝
条
　
核
燃
料
輸
送
物
等
を
車
澗
に
積
載
し
た
状
態
に
お
け
る
線
最
当
鼠

　
率
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を
超

　
え
て
は
な
ら
な
い
。

　
一
　
車
両
の
褒
面
（
車
両
が
開
放
型
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

　
　
の
外
輪
郭
に
接
す
る
垂
直
面
及
び
車
体
の
底
面
）
　
最
大
線
蟹
当
量
率
が

　
　
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
二
　
車
両
の
前
面
、
後
面
及
び
両
側
薗
（
車
両
が
胴
放
型
の
も
の
で
あ
る
場

　
　
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る
垂
直
面
）
か
ら
　
メ
ー
ト
ル
離

　
　
れ
た
位
置
　
最
大
線
量
当
量
率
が
百
マ
イ
ク
μ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
三
　
車
両
に
よ
る
運
搬
に
従
事
す
る
者
が
通
常
乗
車
す
る
場
所
　
最
大
線
貴

　
　
当
且
侃
率
が
ニ
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

（
車
両
に
係
る
標
識
）

第
十
二
条
　
核
燃
料
輸
送
物
等
（
L
型
輸
送
物
及
び
L
型
輸
送
物
の
み
が
収
納

　
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
以
下
「
」
型
輸
送
物
等
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。

　
こ
の
条
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
及
び
第
十
六
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
積

　
載
し
た
車
両
に
は
、
車
爾
標
識
（
第
六
号
様
式
）
を
そ
の
両
側
面
及
び
後
面

　
（
鉄
道
、
新
設
軌
道
及
び
索
道
に
あ
っ
て
は
、
簡
側
面
に
限
る
。
）
の
見
や

　
す
い
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
開
放
型
の
車
両
で
核
燃

　
料
輸
送
物
（
L
型
輪
送
物
を
除
く
。
）
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
積

　
題
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
九
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該
コ
ン
テ

　
ナ
に
付
さ
れ
た
標
識
が
運
搬
中
外
部
か
ら
視
認
で
き
る
と
き
は
、
当
該
標
識

　
を
も
っ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。



2
　
専
用
積
載
に
よ
り
核
燃
料
輸
送
物
等
を
運
搬
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
前
項

　
の
車
弼
標
識
に
門
専
用
積
載
」
の
文
字
を
表
示
し
た
と
き
は
、
第
九
条
第
二

　
項
又
は
第
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

3
　
夜
間
に
お
い
て
は
、
核
燃
料
輸
送
物
等
を
運
搬
す
る
併
用
軌
道
、
無
軌
条

　
電
車
、
等
温
車
及
び
軽
車
両
の
薩
思
及
び
後
部
（
軽
董
－
両
に
あ
っ
て
は
、
後

　
部
に
限
る
。
）
の
見
や
す
い
簡
瞬
に
赤
色
燈
を
付
け
、
そ
れ
を
点
燈
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
連
結
制
限
）

第
十
三
条
　
核
燃
料
輸
送
物
等
を
積
載
し
た
鉄
道
又
は
軌
道
の
車
両
は
、
第
六

　
条
第
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
号
に
掲
げ
る
も

　
の
に
あ
っ
て
は
、
引
火
点
が
二
十
五
度
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
積
載
し

　
た
車
尚
と
三
両
以
上
離
し
て
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

　
い
て
、
ボ
ギ
ー
車
一
国
は
、
二
弼
と
み
な
す
。

2
　
核
燃
料
輸
送
物
等
を
積
載
し
た
鉄
道
又
は
軌
道
の
車
両
は
、
核
燃
料
輸
送

　
物
等
叉
は
運
搬
規
劉
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
放
射
性
輸
送
物
等
を
積

　
載
し
た
他
の
車
両
と
一
両
以
上
離
し
て
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
取
扱
方
法
等
を
記
載
し
た
書
類
の
携
行
）

第
十
四
条
　
核
燃
料
輸
送
物
等
（
L
型
押
冠
物
等
に
あ
っ
て
は
、
当
該
L
型
輸

　
送
物
等
に
収
納
さ
れ
て
い
る
核
燃
料
物
質
が
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
で

　
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
核
燃
料
輸
送
物
の
種
類
、

　
最
、
取
扱
方
法
、
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
遣
そ
の
他

　
運
搬
に
関
し
留
意
す
べ
き
審
項
及
び
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
措
置
に
つ
い

　
て
記
載
し
た
書
類
を
携
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

（
交
替
運
転
者
等
）

第
十
五
条
　
核
燃
料
輸
送
物
等
を
自
動
車
に
よ
り
長
旧
離
に
わ
た
り
、
又
は
夜

　
間
に
運
搬
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
運
転
者
が
疲
労
等
に
よ
り
安
全
な
運
転
を

　
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
交
替
す
る
た
め
の
運

　
卜
者
の
配
置
そ
の
他
当
該
自
動
車
の
安
全
な
運
転
の
確
保
の
た
め
必
要
な
措

　
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
見
張
入
）

第
十
六
条
　
核
燃
料
輸
送
物
等
（
特
定
核
燃
料
輸
送
物
等
を
除
く
。
）
を
積
載

　
し
た
併
用
軌
道
若
し
く
は
無
軌
条
電
車
の
車
雨
、
自
動
車
立
は
軽
壼
－
両
を
道

　
路
そ
の
他
　
般
公
衆
が
当
該
車
両
に
容
易
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
場
所
に

　
お
い
て
、
駐
車
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条

　
第
一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
駐
車
を
い
う
。
）
す
る
場
合
に
は
、
見
張
人

　
を
配
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
　
コ
ン
テ
ナ
又
は
非
姫
戸
型
の
車

　
両
に
施
錠
等
の
措
覆
が
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
関
係
者
以
外
の
者
が
当

　
該
核
燃
料
輸
送
物
に
容
易
に
近
づ
け
な
い
場
合
を
除
く
。

（
B
髪
型
輸
送
物
の
運
搬
に
係
る
措
置
）

第
十
七
灸
　
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
M
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
放
射
線
灘
定
器
及
び
保
護
具
を
携
行
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

2
　
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
M
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
運

　
搬
す
る
場
合
に
は
、
核
燃
料
物
質
の
取
扱
い
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る

　
者
を
嗣
行
さ
せ
、
当
該
核
燃
料
輸
送
物
の
保
安
の
た
め
必
票
な
監
督
を
行
わ

　
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
主



核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

（
特
定
核
燃
料
輸
送
物
等
の
運
搬
に
係
る
措
置
等
）

第
十
七
条
の
二
　
特
定
核
燃
料
輸
送
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
搬
す
る
場

　
合
に
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
施
錠
及
び
封
印
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

　
だ
し
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
施

　
錠
及
び
封
印
と
同
等
以
上
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
特
定
核
燃
料
輸
送
物
等
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
保
安
及
び
特
定
核
燃
料

　
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
連
絡
体
糊
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
核
燃
料
輸
送
物
乞
の
う
ち
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
が
収
納
さ
れ
て
い

　
る
も
の
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
当
該
核
燃
料
輸
送
物
等
の
運
搬
に
関
す
る

　
責
任
者
（
以
下
「
運
搬
責
任
者
し
と
い
う
。
）
及
び
見
張
人
を
配
置
し
、
保

　
安
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
核
燃
料
輸
送
物
等
の
う
ち
総
理
府
令
第
十
七
条

　
の
六
の
表
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
核
燃
料
物
質
が

　
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
見
張
人
を
配
置
す

　
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

4
　
運
搬
責
任
者
は
、
保
安
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
に
必
要
な

　
措
置
に
つ
い
て
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
核
燃
料
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
で
き
る
空
容
器
等
の
運
搬
）

第
十
八
条
　
総
理
府
令
第
十
二
条
第
一
号
に
定
め
る
空
容
器
（
以
下
「
空
容
器
」

　
と
い
う
。
）
及
び
岡
条
第
二
号
に
定
め
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

　
た
物
（
以
下
「
核
燃
料
汚
染
物
扁
と
い
う
。
）
を
核
燃
料
輸
送
物
と
し
な
い

　
で
運
搬
す
る
場
合
は
、
次
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

【
七
二

2
　
汚
染
物
（
施
行
規
則
第
十
八
条
の
八
第
二
号
に
定
め
る
放
射
性
同
位
元
素

　
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
放
難
解
汚
染
物
し
と
い
う
。
）
及
び
核

　
燃
料
汚
染
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で

　
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て

　
は
、
輪
送
指
数
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
曽
爾
に
お
け
る
最
大
線

　
量
当
量
率
が
五
マ
イ
ク
p
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
蒔
を
超
え
な
い
汚
染
物
及
び
当
該

　
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
Q

3
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
値
と
す
る
。

　
一
　
汚
染
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
汚
染
物
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た

　
　
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
晴
単
位
で
表
し

　
　
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値

　
一
一
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
最
大
断
面
積
が
百
平
方
メ
ー

　
　
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ

　
　
れ
て
い
る
汚
染
物
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を
合
計
し
て
得
た
値
又
は
当

　
　
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
｝
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
概
に
お
け
る
最
大
線
量

　
　
当
盆
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た

　
　
値
に
、
次
の
表
の
上
醐
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
に
応
じ
、
そ

　
　
れ
ぞ
れ
、
問
表
の
下
瀾
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
三

一
平
方
メ
…
ト
ル
以
下
の
場
A
口

一

一
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合

三

五
州
半
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
　
二
十
噌
半
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
A
口

六

二
十
平
方
メ
…
ト
ル
を
超
え
、
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合

十
九



4
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
核
燃
料
汚
染
物
書
は
知
壬
量
器
若
し
く
は
核
燃
料

　
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
岡
引
の
中
欄
に

　
掲
げ
る
標
識
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
核
燃
料
汚
染
物
で
あ
っ
て
、
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
最
率
が
五
マ
イ
ク
ロ
ン
…
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
も
の

第
一
類
白
標
識
（
簗
一
号
様
式
）

核
燃
料
汚
染
物
の
表
面
の
二
箇
所

二
　
核
燃
料
汚
染
物
で
あ
っ
て
、
表

第
二
類
黄
標
識

核
燃
料
汚
染

禰
に
お
け
る
最
大
線
量
墨
量
率
が
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
紹
帽
え
五
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト

（
第
二
号
様
式
）
物
の
表
面
の
二
箇
所

毎
時
以
下
で
あ
り
、
か
っ
、
輸
送

指
数
が
一
を
超
え
な
い
も
の

　二

@
二
二
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
汚
染

第
三
類
黄
標
識

核
燃
料
汚
染

物
以
外
の
核
燃
料
汚
染
物

（
第
三
号
様
式
）

物
の
表
面
の

二
箇
所

四
　
　
第
一
号
に
掲
げ
る
核
燃
料
汚
染

第
一
類
白
雪
識

コ
ン
テ
ナ
の

物
若
し
く
は
空
容
器
又
は
こ
れ
ら

（
第
一
号
様
式
）

四
側
面

の
も
の
及
び
施
行
規
則
第
十
八
条

の
八
第
一
号
に
掲
げ
る
空
容
器
若

し
く
は
運
搬
規
則
第
十
七
条
第
四

項
の
表
第
一
号
に
掲
げ
る
放
射
性

汚
染
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る

コ
ン
テ
ナ

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

五
　
核
燃
料
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て

第
二
類
黄
標
識

コ
ン
テ
ナ
の

い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
前
号

（
第
二
号
様
式
）

四
側
面

に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の
で
あ

り
、
か
つ
、
輸
送
指
数
が
一
を
超

え
な
い
も
の

六
　
核
燃
料
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て

第
三
類
黄
標
識

コ
ン
テ
ナ
の

い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
二
二

（
第
三
号
様
式
）

四
側
面

号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

5
　
核
燃
料
汚
染
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は

　
空
容
器
若
し
く
は
核
燃
料
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積

　
載
で
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
「
専
用
積
載
」
の

　
文
字
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6
　
空
容
器
又
は
核
燃
料
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
当
該

　
コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面
に
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
第
五
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

7
　
核
燃
料
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
汚
染
物
以
外
の
物

　
を
収
納
し
て
は
な
ら
な
い
。

8
　
核
燃
料
汚
染
物
又
は
核
燃
料
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
以

　
下
「
核
燃
料
汚
染
物
等
」
と
い
う
。
）
を
積
載
す
る
場
合
に
お
い
て
一
の
車

　
両
に
積
載
す
る
汚
染
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

　
及
び
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
又
は
当
該

　
値
と
閲
一
の
車
両
に
積
載
す
る
輸
送
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も

一
七
三



核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

　
の
を
除
く
。
）
及
び
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
捲
数
の

　
合
計
は
、
五
十
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
連
結
さ
れ

　
た
こ
以
上
の
自
動
車
は
、
　
一
両
と
み
な
す
。

9
　
核
燃
料
汚
染
物
等
を
積
載
し
た
鉄
道
又
は
軌
道
の
車
諏
は
、
輸
送
物
（
L

　
型
輸
送
物
及
び
施
行
規
購
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
一
号
に
定
め
る
L
型
輸

　
送
物
を
除
く
。
）
若
し
く
は
汚
染
物
又
は
こ
れ
ら
の
も
の
が
収
納
さ
れ
て
い

　
る
コ
ン
テ
ナ
を
積
載
し
た
他
の
車
両
と
一
両
以
上
離
し
て
連
結
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

10

@
第
四
条
、
第
六
条
、
第
七
条
及
び
第
十
～
条
の
規
定
は
、
空
容
器
を
運
搬

　
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
核
燃

　
料
輸
送
物
し
と
あ
る
の
は
「
空
容
器
」
と
、
　
「
核
燃
料
輸
送
物
等
」
と
あ
る

　
の
は
「
空
容
器
又
は
空
容
器
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
」
と
読
み
替
え

　
る
も
の
と
す
る
。

n
　
　
第
一
工
条
、
　
伸
弟
四
条
、
　
第
四
ハ
条
、
　
篤
…
七
条
、
　
窮
十
一
条
、
　
第
十
一
一
条
、
　
鱗
四
山
一

　
三
条
第
一
項
及
び
第
十
四
条
か
ら
第
十
六
条
ま
で
の
規
定
は
、
核
燃
料
汚
染

　
物
を
運
搬
す
る
場
合
に
白
絹
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定

　
中
「
核
燃
料
輸
送
物
」
と
あ
る
の
は
「
核
燃
料
汚
染
物
一
と
、
　
「
核
燃
料
輸

　
送
物
等
扁
と
あ
る
の
は
「
核
燃
料
汚
染
物
等
」
と
、
第
十
二
条
篤
一
項
中

　
「
第
九
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
第
六
項
篇
と
、
第
十
二
条
第

　
二
項
中
「
第
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
八
条
第
五
項
」
と
読
み
替

　
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
措
鴛
等
）

第
十
九
条
　
第
七
条
（
前
条
第
十
項
及
び
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
茜

　
を
含
む
。
）
、
第
十
条
、
第
十
一
条
（
前
条
第
十
項
及
び
第
十
｝
項
に
お
い

　
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
前
条
第
一
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に

　
従
っ
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
安
全
な
運
搬
を

　
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な

　
い
で
運
搬
し
て
も
安
全
上
支
障
が
な
い
旨
の
運
輸
大
繭
の
承
認
を
受
け
た
と

　
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
総
理
府
令
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
科
学
技
術
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
て

　
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
も
の
（
以
下
「
核
燃
料

　
物
質
等
」
と
い
う
。
）
を
運
搬
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
安
全
な
運
搬
を
確

　
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
安
全
上
支
瞳
が
な
い
旨
の
運

　
輪
…
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
核
燃
料
物
質
等
、
核
燃
料
輸
送
物
等
又
は
核
燃
料

　
汚
染
物
等
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
専
用
積
載
で
運
搬
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

　
ま
た
、
第
九
条
第
一
山
南
は
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ

　
れ
ら
の
表
面
の
二
箇
所
（
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
四
側
面
）
に
第
三
類
黄

　
面
識
（
第
三
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
騎
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
は
、
　
「
専
用
積
載
」
の
文
字
を
表
示
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
搬
の
安
全
の
確
鯛
瞼
）

第
二
十
条
　
令
第
十
七
条
の
四
の
表
第
一
号
イ
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
核
燃
料

　
物
質
等
は
、
B
M
型
輸
送
物
父
は
B
U
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
さ
れ
る
該
燃

　
料
物
質
等
と
す
る
。

2
　
五
山
十
七
条
の
四
の
表
第
一
号
ロ
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
は
、



　
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
運
搬
さ
れ
る
核
燃
料
物
質
と
す
る
。

第
二
十
【
条
　
法
第
五
十
九
条
の
二
纂
二
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い

　
て
準
絹
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
確
認
（
以
下
「
運
搬
の
安
全
の
確
認
」
と

　
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
運
搬
前
に
、
運
搬
に
関
す
る
計
画
書

　
を
運
輸
大
距
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
ユ
十
二
条
　
運
搬
の
安
全
の
確
認
は
、
運
輸
大
臣
が
申
請
に
よ
り
指
定
す
る

　
者
に
よ
り
核
燃
料
物
質
等
が
運
搬
さ
れ
る
と
き
は
、
薗
条
に
規
定
す
る
運
搬

　
に
関
す
る
計
遜
書
を
審
査
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
三
条
　
運
輸
大
臣
は
、
運
搬
の
安
全
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
確
認
証

　
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

（
報
告
微
収
）

第
二
十
四
条
　
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
鴛
者
、
外
困
凍
子
力

　
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
者
及
び
使
罵
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関

　
し
人
の
障
害
（
放
射
線
障
害
以
外
の
障
害
で
あ
っ
て
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）

　
が
発
生
し
、
若
し
く
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
又
は
核
燃
料
物
質
等

　
が
紛
失
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る

　
処
鐙
を
十
日
以
内
に
運
輸
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
寸
　
　
　
U

　
　
　
撰
　
　
門
貝

　
こ
の
省
令
は
、
原
子
力
基
本
法
等
の
｝
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三

年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
…
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
昭

和
五
十
四
年
｝
月
四
臼
）
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
寸
　
　
　
U

　
　
　
衝
　
　
貝

1
　
こ
の
省
令
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す

　
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の

　
施
行
の
日
（
昭
和
五
十
六
年
五
月
十
八
譲
）
か
ら
施
行
す
る
。

2
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
六
十
臼
を
経
過
す
る
日
ま
で
に
行

　
わ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
般
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
第
二
十
条
第
一
項

　
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
⊥
丁
　
　
　
鴨
り

　
　
　
曜
凹
　
　
貝

　
こ
の
省
令
は
、
核
工
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
六
十
九
号
）
附
則
第

一
条
第
一
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
三
年
十
∴
月
二
十
六
臼
）

か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
寸
　
　
　
り

　
　
　
属
　
　
翼

（
施
行
期
臼
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

　
か
ら
施
行
す
る
。

（
核
燃
料
物
質
等
車
蒋
運
搬
規
則
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
大
条
　
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

　
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
さ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
つ
い
て

　
適
用
し
、
同
日
前
に
開
始
さ
れ
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
つ
い
て
は
、
な

　
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

薯
胤



逃錘算黛蜜騨樹痙戦懸鰯厳

第一号様式（第九条、第十八条関係）

簗一類白標識

＼2・。，

博K

注　1　三葉マークは、第四号様式によるものとする。

　　2　収納物及び放射能の欄には、それぞれ、収納

　　　　されている核燃料物質等の名称及び放射能を

　　　記入すること。

　　3　放射能は、ベクレル単位で表すことQ

　　4本邦内のみを運搬されるものにあっては、標

　　　識中の英語の部分を削ることができる。

　　5　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　分 色　彩

上半部の地 白

三葉マーク 黒

ド半部の地 白

文　字 ♪い、

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

匿分線
’馳、、



第二号様式（㌶九条、第十八条関係）

第二類黄標識

、／『㌦、

逼蟹蕪潭瓢締爆膣製螢鰯叢

注　ユ　照葉マ｝クは、第閥琴様式によるものとする。

　　2　収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それ

　　ぞれ、収納されている核燃料物質等の名称、放

　　射能及び輸送指数を記入すること

　　3　放射能は、ベクレル単位で衷すこと。

　　4　本邦内のみを運搬されるものにあっては、標

　　　識中の英語の部分を酬ることができる。

　　5　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　分 色　彩

．｝二二軸部の地 黄

榊葉マーク 黒

下半部の地 白

文　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分
z

ふちの内側の線 黒

区分線
’、、、

1脚



壌錘蕪潭惣諦憾置階鰭鰯醸

第三号様式（第九条、第十八条、第十九条関係）

第三類黄標識

＼・‘蒐

即く

注　1　三葉マークは、第四号様式によるものとする。

　　2　収納物、放射能及び輪送指数の欄には、それ

　　　ぞれ、収納されている核燃料物質等の名称、放

　　　射能及び輸送指数を記入すること。

　　3　放射能は、ベクレル単位で表すこと。

　　4　本邦内のみを運搬されるものにあっては、標

　　　識ゆの英語の部分を削ることができる。

　　5　色彩は、次袈によるものとする。

部　　　　分 色　彩

上半錦の地 月

日葉マーク 黒

．ド半部の地 白

文　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 臼

ふちの内側の線 黒

区分線
’L」、



第隅号様式（笙九条関係）

三葉マーク

∀／60．

10Z
　　　　　　覧

　　　　2Z

　
。
～
⊥

び
。
転
塾

箪養糞鐸日勤蘭曲鰯油躍蔽

注　1　Zは、α2センチメートル以上とする0

　　2　色彩は、黒とする。

1禰



箪懸簗§齪鰍讐瞳曜憩繋譲

第五号様式（第九条、第十八条関係）

コンテナ標識

ぜ
，
辰

盆㊥幽

幽

放　　酎　　性
殴《ゆ匿◎《¢1潤v獲

＼＼／

か

iく0

注　1　三葉マークは、第四号様式によるものとする。

　　2　Zは、0．5センチメートル以上とするQ

　　3　本邦内のみを運搬されるものにあっては、標

　　識中の英語の部分を肖1ることができる。

　　4　色彩は、次褒によるものとする。

部　　　　分 色　彩

地 白

三葉マーク
’L、、

文　字 黒

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒



第六蝋様武（第十二条関係）

車両標識

で
叉

＼
気

幽㊥禽

禽

放　　射　　性

　この車両に
近づかないこと

＼＼／

耳漏簗邸灘雛紐綻鯉麟繋颪

1
2
几
δ

書 ：二三葉マークは、策四暑様式によるものとする。

Zは、α5センチメートル以上とする。

色彩は、次表によるものとする。

部　　　　分 色　　彩

地 白

三葉マーク 黒

文　字 黒

ふちの部分 白

ふちの内側の線
’馳、、

1く｝



核
燃
料
物
質
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

○
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法

　
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

　
昭
和
”
一
一
十
一
年
十
一
日
々
一
一
十
一
　
目
［

〔　
運
輸
省
令
第
三
十
七
号

〕

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
や
六
号
）
第
六
十
一
条
の
四
十
三
第
一
項
及
び
第
二
項
並
び

に
岡
条
第
　
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
六
十
　
条
の
二
十
六
第
一
号
、
第
六
十

一
条
の
三
十
第
二
項
、
第
六
十
　
条
の
三
十
八
第
～
項
及
び
第
二
項
並
び
に
第

六
十
「
条
の
三
十
九
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
岡
法
を
実
施
す
る
た

め
、
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
踊
す
る
省
令
を
次
の

よ
う
に
定
め
る
。

　
　
　
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す

　
　
　
る
省
令

（
期
語
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物

　
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六

　
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
指
定
の
区
分
）

第
二
条
　
財
欲
六
十
一
条
の
四
十
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
運
搬
方
法
確

　
認
機
闘
の
指
定
は
、
次
の
区
分
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
～
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規

　
　
則
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
。
以
下
「
総
理
府
令
」
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
変

　
　
う
。
）
第
三
条
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
（
以
下
「
B
M

　
　
型
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
総
理
府
令
第
八
条
に
定
め
る
第
三
種

　
　
核
分
裂
性
輸
送
物
（
以
下
「
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
で

　
　
あ
る
も
の
の
運
搬
に
係
る
確
認

　
二
　
B
M
型
輸
送
物
（
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

　
　
の
運
搬
に
係
る
確
認

　
三
　
総
理
府
令
第
三
黒
土
一
項
第
一
二
号
に
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
（
以
下

　
　
「
B
U
型
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
第
三
種
核
分
裂
性
輪
零
物
で

　
　
あ
る
も
の
の
運
搬
に
係
る
確
認

　
四
　
B
U
型
輸
送
物
（
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
）

　
　
の
運
搬
に
係
る
確
認

　
五
　
第
三
種
核
分
裂
性
輪
送
物
（
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
U
型
輸
送
物
で
あ

　
　
る
も
の
を
除
く
。
）
の
運
搬
に
係
る
確
認

（
連
搬
方
法
確
認
の
範
囲
）

第
三
条
　
法
第
六
十
｝
条
の
四
十
三
鎗
｝
項
の
連
輸
省
令
で
定
め
る
確
認
は
、

　
次
に
掲
げ
る
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以

　
下
「
核
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。
）
の
承
認
容
器
に
よ
る
連
搬
（
運
輸
大
距

　
が
あ
ら
か
じ
め
承
認
し
た
積
載
方
法
に
よ
る
も
の
に
限
る
。
）
に
係
る
確
認

　
と
す
る
。

　
一
　
使
用
済
燃
料
（
そ
の
被
覆
材
か
ら
の
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
が
認
め
ら

　
　
れ
な
い
も
の
に
限
る
。
）

　
二
　
材
料
の
試
験
等
の
た
め
に
原
子
炉
に
お
い
て
中
性
子
の
照
射
を
受
け
た

　
　
試
験
片
そ
の
他
の
物



（
指
定
の
申
請
）

第
四
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
蘭
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に

　
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
運
輪
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
｝
　
名
称
、
愚
輩
及
び
代
表
者
の
氏
名

　
二
　
連
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
行
う
審
業
所
の
所
在
地

　
三
　
行
お
う
と
す
る
運
搬
方
法
確
認
の
匿
分

　
四
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
鵜
察
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

2
　
前
項
の
－
甲
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
簿
の
抄
本

　
二
　
申
請
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
鷹
前
の
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
国

　
　
録
及
び
貸
借
対
照
表

　
三
　
申
藷
の
爲
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画

　
　
及
び
収
支
予
算
書

　
四
　
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
顔

　
　
イ
　
役
員
の
氏
名
及
び
略
歴
並
び
に
祉
団
法
人
に
あ
っ
て
は
社
員
の
氏
名

　
　
　
又
は
名
称

　
　
ロ
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
に
絹
い
る
主
要
な
機
器
の
種
類
及
び
数

　
　
ハ
　
運
搬
方
法
確
認
員
に
選
旺
し
ょ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
略
歴

　
　
一
一
　
ハ
に
掲
げ
る
者
の
う
ち
連
搬
方
法
確
認
の
実
施
を
統
括
す
る
者
（
以

　
　
　
下
「
主
任
運
搬
方
法
確
認
員
篇
と
い
う
。
）
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名

　
　
ホ
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
概
要

（
運
搬
方
法
確
認
員
の
条
件
）

核
燃
料
物
質
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

第
五
条
　
法
第
六
十
　
条
の
四
十
三
第
三
項
に
お
い
て
進
－
介
す
る
法
第
六
十
｝

　
条
の
二
十
六
第
｝
号
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
条
件
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該

　
轟
す
る
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

　
一
　
核
燃
料
取
扱
窪
任
者
免
状
又
は
原
子
炉
主
κ
江
技
術
者
免
状
を
有
す
る
者

　
二
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学
（
旧

　
　
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
を
含
む
。
）

　
　
又
は
高
等
専
門
学
校
（
漏
専
門
学
校
令
（
明
治
三
十
六
年
勅
令
第
六
十
一

　
　
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
を
含
む
。
）
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正
規
の
課
程

　
　
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
放
射
線
管
理
の
実
務
に
従

　
　
更
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

　
三
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
（
飼
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令

　
　
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
実
業
学
校
を
含
む
。
）
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正

　
　
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
五
年
以
上
放
射
線
管
理
の

　
　
実
務
に
従
串
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

　
四
　
そ
の
他
心
三
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る

　
　
者

（
連
搬
方
法
確
認
員
の
数
）

第
六
条
　
法
理
六
十
一
条
の
四
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一

　
条
の
二
十
六
第
一
号
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
数
は
、
二
名
と
す
る
。

（
事
業
所
の
変
更
の
屈
出
）

第
七
条
　
指
定
連
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
六
十
一
条
の
四
十
三
第
三
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一
条
の
二
十
九
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う

　
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
連
単
大
慈
に
提

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
逆
鞘



　
　
　
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

　
嵐
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
変
更
後
の
事
業
所
の
所
在
地

　
二
　
変
、
史
し
ょ
う
と
す
る
年
月
日

　
｝
二
　
変
更
の
理
宙

（
業
務
規
定
の
認
可
の
申
請
）

第
八
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
六
十
一
条
の
陽
十
㎝
二
第
…
二
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
牽
｝
条
の
三
十
第
｝
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
業
務

　
規
定
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
に

　
当
該
業
務
規
定
を
添
え
て
、
連
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
規
定
の
変
更
の
認
可
の
申
講
）

第
九
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
六
牽
一
条
の
四
十
三
第
一
二
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
｝
条
の
三
十
第
　
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
業
務

　
規
定
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事

　
項
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
落
日
及
び
変
更
の
理
由
を
紀
年
し
た
－
甲
請
書
を

　
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
ワ

（
業
務
規
定
で
定
め
る
べ
き
事
項
）

第
十
条
　
法
第
六
十
皿
条
の
四
十
三
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一

　
条
の
三
十
第
二
項
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
業
務
規
定
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、

　
次
の
と
お
り
と
す
る
Q

　
皿
　
運
搬
方
法
確
認
の
方
法
に
関
す
る
事
項

　
二
　
手
数
料
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

　
三
　
運
搬
方
法
確
認
員
の
職
務
に
関
す
る
裏
項

　
四
　
運
搬
方
法
確
認
員
の
選
任
及
び
解
任
並
び
に
そ
の
配
麗
に
関
す
る
事
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ズ
四

　
互
　
運
搬
方
法
確
認
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
保
存
に
関
す
る
事
項

　
六
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
連
搬
方
法
確
認
の
業
務
に
関
し
必
要

　
　
な
事
項

（
事
業
計
画
等
の
認
可
の
申
・
請
）

第
十
一
条
　
指
定
連
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
六
十
㎝
条
の
四
十
三
第
三
項

　
に
お
い
て
準
用
す
る
画
素
六
十
一
条
の
三
十
｝
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り

　
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を

　
記
載
し
た
申
請
書
に
当
該
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
を
添
え
て
、
連
輸
大
臣

　
に
提
窮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
事
業
計
画
等
の
変
更
の
認
可
の
申
諺
）

第
十
二
条
　
指
定
連
連
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
穴
十
一
条
の
四
十
三
第
…
二
項

　
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一
条
の
三
十
一
第
｝
項
後
段
の
規
定
に
よ
り

　
事
業
「
計
画
父
は
収
支
予
算
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変

　
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
及
び
変
更
の
理
融
を
記
載
し
た
申
請
書
を
連
輸
大
臣

　
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
役
員
の
選
任
及
び
解
任
等
の
認
可
の
申
請
）

第
十
三
条
　
指
…
定
遮
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
網
六
十
｝
条
の
四
十
｝
二
第
一
二
項

　
に
お
い
て
準
用
す
る
海
鞘
六
十
一
条
の
三
十
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
役
員

　
の
選
任
又
は
解
任
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
選
任
又
は
解
任
し

　
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
遍
羅
又
は
解
任
の
理
由
並
び
に
選
任
の
場
合
に

　
あ
っ
て
は
そ
の
者
の
略
歴
を
記
載
し
た
由
－
請
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
六
十
一
条
の
四
十
三
第
三
項
に
お
い



　
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一
条
の
三
豊
一
一
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
運
搬
方
法
確

　
認
員
の
選
任
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
選
任
し
よ
う
と
す
る
春

　
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
申
請
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

（
業
務
の
休
日
血
の
許
可
の
申
請
）

第
十
四
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
六
十
一
条
の
四
十
三
第
三
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
ナ
一
条
の
三
十
六
の
規
定
に
よ
り
運
搬
方
法
確
認

　
の
業
務
の
全
部
又
は
｝
部
の
休
止
若
し
く
は
廃
止
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す

　
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
｝
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
の
範
囲

　
二
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
｝
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ

　
　
う
と
す
る
年
月
饅

　
三
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
の
全
部
叉
は
｝
部
を
休
毒
し
よ
う
と
す
る
場
合

　
　
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
期
間

　
四
　
連
搬
方
法
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ

　
　
う
と
す
る
理
由

（
帳
簿
）

第
十
五
条
　
法
第
六
十
｝
条
の
四
十
三
第
三
壌
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十

　
一
条
の
一
二
幸
八
第
…
項
の
連
輸
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す

　
る
。

　
一
　
運
搬
方
法
確
認
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
二
　
運
搬
方
法
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
核
燃
料
物
質
等
の
種
類
及
び
数
琶

核
燃
料
物
質
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

三
　
核
燃
料
物
質
等
が
容
器
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の

　
立
物
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
承
認
容
器
の
番
号

（
以
下
「
核
燃
料
輸

　
幽
　
第
三
条
の
連
輸
大
臣
の
承
認
の
番
号

　
五
　
達
搬
方
法
確
認
を
行
っ
た
年
月
日

　
六
　
連
搬
方
法
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
運
搬
の
経
路
及
び
年
月
艮

　
七
　
運
搬
方
法
確
認
を
実
施
し
た
運
搬
方
法
確
認
員
の
氏
名

　
八
　
そ
の
他
運
搬
方
法
確
認
に
止
し
必
要
な
事
項

2
　
法
第
六
十
｝
条
の
四
ヤ
…
臨
画
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
一
条
の

　
三
十
八
第
一
項
の
帳
簿
は
、
記
載
の
日
か
ら
幸
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

（
連
搬
方
法
確
認
の
業
務
の
引
継
ぎ
等
）

第
十
六
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
六
十
一
条
の
四
十
響
㎜
第
一
二
項

　
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
六
十
｝
条
の
三
十
九
第
二
項
目
規
定
す
る
場
合
に

　
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
運
輸
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

　
一
一
　
連
搬
方
法
確
認
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
心
懸
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ

　
　
と
。

　
三
　
そ
の
池
連
輸
大
臣
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
報
告
）

第
十
七
条
　
指
定
連
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
運
搬
方
法
確
認
を
行
っ
た
と
き
は
、

　
当
該
運
搬
方
法
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
運
搬
の
開
始
前
に
、
次
に
掲
げ
る
事

　
項
を
運
翰
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
運
搬
方
法
確
認
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
五



　
　
　
核
燃
料
物
質
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
雀
令

　
二
　
連
搬
方
法
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
核
燃
料
物
質
等
の
種
類
及
び
数
量

　
…
二
　
核
燃
料
輸
送
物
の
種
類
及
び
承
認
容
器
の
番
数

　
四
　
第
一
二
条
の
連
覇
大
臣
の
承
認
の
番
号

　
五
　
連
搬
方
法
確
認
を
行
っ
た
年
月
日

　
六
　
連
搬
方
法
確
認
の
対
象
と
な
　
た
運
搬
の
経
路
及
び
年
月
銭

2
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
閣
は
、
運
搬
方
法
確
認
員
を
解
任
し
た
と
き
は
、

　
遅
滞
な
く
、
解
任
し
た
運
搬
方
法
確
認
員
の
氏
名
及
び
解
任
の
理
由
を
記
載

　
し
た
報
告
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
主
任
運
搬
方
法
確
認
員
を
選
任
し
た
と
き

　
は
、
遅
滞
な
く
、
選
任
し
た
密
任
運
搬
方
法
確
認
員
の
氏
名
を
記
載
し
た
報

　
告
霜
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．

4
　
前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
運
輸
大
臣
は
、
法
の
施
行
に
必
要
な

　
限
度
に
お
い
て
、
指
定
連
搬
方
法
確
認
機
関
か
ら
そ
の
事
業
の
運
営
に
関
し

　
報
皆
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
検
査
を
す
る
職
貴
の
証
明
書
）

第
十
八
条
　
法
第
六
十
八
条
の
二
第
㎜
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職

　
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
の
と
お
n
・
と
す

　
る
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
天
六

　
施
行
の
日
（
昭
和
｛
ハ
牽
一
年
十
一
R
月
一
マ
T
山
踏
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

（
指
定
連
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令
の
皿
部
改
正
）

2
　
指
定
連
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
六
年
運
輸
省
令
第

　
二
幸
四
号
）
の
㎜
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
、
．

　
　
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る

　
　
　
省
令

　
第
二
条
中
「
指
定
連
搬
方
法
確
認
機
関
」
を
「
法
第
四
十
一
条
の
十
［
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
」
に
改
め
る
。

　
　
附
　
購

（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
省
令
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
煙
の
規
舗
に
開
す

　
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
一
年
法
律
第
七
十
三
号
）
の



別
記
様
式
（
第
十
八
条
閥
係
）

（褒）

号番

発　　行

限り有効
日
臼
團

核原料物質、核燃料物質及び原子

炉の規鰯に関する法律の規定によ

り指定運搬方法確認機関に対する

立入検査を行う職員の身分証明書

　　　　　　　　　　窟　　職

　　　　　　　　　　氏　　名

　　　　　　　　　　　　　　年　月

　　　　　　　　　　　　　　年　月

　　　　　　　　　　　　運輸大匝

→　
　
⇔

八・五センチメートルく一

↑

六
・
五
セ
ソ
チ
メ
…
ト
ル

↓
A
i
l

六
・
五
セ
γ
チ
メ
ー
ト
ル

↓

（裏）

　
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質

　
　
及
び
原
子
炉
の
規
湖
に
関
す

　
　
る
法
律
費
す
い

、
第
六
十
八
条

3
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
職
員
が

　
立
ち
入
る
と
き
は
、
そ
の
身
分
を

　
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
か
っ
、
関

　
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ

　
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に

　
よ
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め

　
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は

　
な
ら
な
い
。

第
六
十
八
条
の
二
　
内
閣
総
理
大
臣
、

　
通
商
産
業
大
臣
又
は
運
輸
大
臣
は
、

　
第
一
ハ
十
七
条
第
…
二
摺
ハ
各
口
写
に
榔
掬
び
り

　
る
指
定
検
査
機
関
等
の
区
分
に
応

　
じ
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な

　
限
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
に
、

　
指
定
検
査
機
関
等
の
事
務
所
又
は

　
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
者
の

　
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件

　
を
検
査
さ
せ
、
父
は
関
係
者
に
質

　
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
再
認
第
一
二
項
及
び
第
四
項
の
規

　
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入

　
検
査
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

第
八
十
条
の
三
次
の
各
号
の
　
に

　
掲
げ
る
違
反
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、

　
そ
の
違
反
行
為
を
し
た
指
定
検
査

　
機
関
等
の
役
員
叉
は
職
員
は
、
ニ

　
ヤ
万
附
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
五
　
第
六
十
八
条
の
二
の
規
定
に

　
　
よ
る
立
入
り
若
し
く
は
検
査
を

　
　
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避

　
　
し
、
文
は
質
悶
に
薄
し
て
陳
述

　
　
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳

　
　
述
を
し
た
と
き
。

一レ八・五センチメートル｛一

六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

暴翼§雛帥上2凶。顯翼塑覇枳無鯉腿蟹窪上2麩や

A
l

六
・
五
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル

－
一
Ψ
す

↓



核
燃
料
物
質
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

○
核
燃
料
物
質
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る

　
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

最
終
改
正

　　

@〔

ｺ
和
五
十
三
年
十
二
月
二
十
八
日
運
輪
棚
省
令
第
山
ハ
　
十
八
　
暑
マ
〕

昭
和
蒸
ハ
一
年
一
　
一
月
二
二
日
糸
解
㎜
省
令
第
…
二
山
ハ
ロ
写

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
筒
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
爾
六
十
六
号
）
第
六
十
囲
面
諭
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
核
燃

料
物
質
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
　
核
燃
料
物
質
等
の
奉
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る

　
　
　
措
鑑
に
関
す
る
規
則

1
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

　
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
。
以
下
門
法
」
と
い
う
。
）
第
六
十
陽
条
第

　
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
製
錬
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
春
、

　
外
国
原
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業
春
、
廃
棄
事
業
者
及
び
使
用
者

　
（
以
下
「
事
業
者
等
」
と
い
う
。
）
並
び
に
事
業
老
等
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ

　
た
者
は
、
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質

　
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
核
燃
料
物
質
等
」
と
い
う
。
）
の
運
搬

　
中
、
そ
の
所
持
す
る
核
燃
料
物
質
等
に
関
し
、
地
震
、
火
災
そ
の
飽
の
災
害

　
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
等
に
よ
る
災
害
が
発
生
す
る
お
そ

天
八

　
れ
が
あ
り
貞
叉
は
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
、
次
の
各
号
に
定

　
め
る
措
置
（
法
第
五
十
九
条
の
こ
第
…
項
に
規
定
す
る
運
搬
に
あ
っ
て
は
、

　
第
四
号
に
掲
げ
る
措
置
を
除
く
．
）
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
核
燃
料
物
質
等
の
運
澱
に
便
用
さ
れ
て
い
る
鉄
道
、
軌
道
若
し
く
は
無

　
　
軌
条
電
車
の
箪
面
、
索
道
の
搬
器
、
自
動
車
、
軽
軍
両
、
船
舶
又
は
航
空

　
　
機
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
こ
れ
ら
に
延
焼
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
火
災
が

　
　
起
こ
っ
た
と
き
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も
に
、
直
ち

　
　
に
、
そ
の
旨
を
消
防
吏
員
又
は
海
上
保
安
窟
に
通
報
す
る
こ
と
。

　
二
　
核
燃
料
物
質
等
を
催
の
場
所
　
に
移
す
余
裕
が
あ
る
と
き
は
、
必
要
に
応

　
　
じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
駈
の
周
囲
に
は
な
わ
張
り
、

　
　
標
識
の
設
置
等
を
行
い
、
及
び
見
張
人
を
配
置
す
る
こ
と
に
よ
り
、
関
係

　
　
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
三
　
放
射
線
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
付
近
に

　
　
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
警
告
す
る
こ
と
。

　
餌
　
核
燃
料
物
質
等
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
汚
染
の

　
　
広
が
り
の
防
止
及
び
汚
染
の
除
去
を
行
う
こ
と
。

　
五
　
放
射
線
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
と
き

　
　
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
者
を
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講

　
　
ず
る
こ
と
。

　
六
　
そ
の
他
核
燃
料
物
質
等
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置

　
　
を
講
ず
る
こ
と
。

2
　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則

　
（
昭
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
一
条
第
五
号
に
規
定
す
る
放
射



「

線
業
務
従
事
者
の
う
ち
男
子
又
は
妊
娠
不
能
と
診
断
さ
れ
た
女
子
の
者
が
前

項
各
号
に
掲
げ
る
緊
急
作
業
を
行
う
場
合
に
お
け
る
線
鑑
当
量
限
度
は
、
同
全
第

十
八
条
第
二
項
に
基
づ
き
科
学
技
術
庁
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
と
す
る
。

核
燃
料
物
質
等
に
係
る
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

一
八
九



核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
鰯
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る

身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

死
O

○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

　
規
制
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
立
入

　
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す

　
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

編
礁
琶
毎
聖
邊
嫉
也

最
終
改
正
　
昭
和
六
一
年
｝
　
月
二
二
日
運
輸
省
令
第
三
六
号

　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
則
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
六
十
八
条
第
｝
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第

七
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分

を
示
す
証
明
書
の
様
式
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
（
淺
、
　
次
．
ヘ
ー
ジ
に
”
記
載
）



（承）

番

　核原料物質、核燃料物質及び腺子炉の規制に関ナる法津め規富に基づく

立入穣嶽をする職員の身分証明霞

職
　
名

官
　
芝

生

臣大

B発行

　運

月
　
例
月

年
　
年【

『
八・五セノチメートル

（裏）

核
原
料
物
質
、
嫉
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
調

に
雛
す
る
法
律
　
　
　
抜
す
い

　
（
立
入
検
査
等
〉

第
六
十
八
条
　
内
醐
総
理
大
臣
、
通
商
産
業
大

　
醗
、
瀧
檎
大
臣
又
は
都
道
府
県
公
安
委
員
会

　
は
、
こ
の
法
律
（
内
閣
総
理
大
臣
、
通
商
産
業

　
大
距
又
は
運
輪
大
臣
に
あ
っ
て
は
第
六
十
四
条

　
第
一
二
項
各
n
写
に
褐
げ
る
事
業
者
等
の
区
分
（
第

　
六
十
一
条
の
二
の
二
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す

　
る
場
合
に
お
け
る
製
錬
事
業
者
並
び
に
核
原
料

　
物
質
ハ
使
用
者
、
　
国
際
窺
制
物
資
使
m
用
者
、
　
第
山
ハ

　
十
一
粂
の
三
第
一
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場

　
合
に
お
け
る
当
該
各
号
に
規
定
す
る
者
及
び
同

　
条
第
五
項
に
綴
定
す
る
者
に
つ
い
て
ほ
、
第
六

　
十
空
条
第
三
項
各
号
の
当
該
区
分
に
か
か
わ
ら

　
ず
、
内
閣
総
理
大
臣
と
す
る
。
）
に
応
じ
こ
の
法

　
律
の
観
定
、
都
逝
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て

　
は
第
五
十
九
条
の
二
第
六
項
の
規
定
）
の
歯
行

　
に
必
要
な
屡
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
員
（
都
逝

　
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
、
警
凝
職
員
）

　
に
、
製
鎌
事
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設

　
置
者
、
外
国
原
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理
事
業

　
者
、
廃
棄
事
業
者
、
使
用
者
、
核
療
料
物
質
使

　
m
川
者
又
は
国
際
規
劇
朋
物
資
使
用
照
百
、
　
第
ゐ
ハ
十
一

　
条
の
葺
第
一
項
各
号
の
一
に
該
当
す
る
鳩
合
に

　
お
け
る
当
該
各
弩
に
幾
定
す
る
者
蓉
し
く
は
同

　
条
第
五
項
に
親
定
す
る
毒
の
事
務
所
又
は
工
場

　
若
し
く
は
事
業
所
（
舶
憩
に
設
胆
す
る
原
皐
炉

　
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
船
釦
）
に
立

　
ち
入
り
、
モ
の
者
の
鰻
騰
書
類
そ
の
他
必
要

　
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、

　
又
は
試
験
の
た
め
必
要
な
最
小
畷
度
の
景
に
級

　
り
、
核
厭
粁
物
質
、
核
燃
料
物
質
そ
の
触
の
必

　
要
な
試
斜
を
裂
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
内
閣
総
理
大
距
、
通
商
礎
業
大
臣
又
は
運
輸

　
大
臣
は
、
こ
の
法
律
（
通
商
産
業
大
獲
に
あ
っ

　
て
は
突
用
露
電
用
原
子
炉
及
び
そ
の
附
属
旛
設

　
に
孫
る
第
二
十
入
条
の
二
第
一
項
の
規
定
、
運

　
輸
大
臣
に
あ
っ
て
は
実
辮
緬
用
原
子
炉
及
び
そ

　
の
酎
属
施
設
に
係
る
同
項
の
観
定
）
の
施
行
に

　
必
要
な
鍍
度
に
お
い
て
、
そ
の
職
最
に
、
第
十

　
六
条
の
四
第
一
項
、
　
第
二
十
八
条
の
工
第
一

　
項
、
第
礫
十
六
条
の
二
第
一
項
、
第
五
十
［
粂

　
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
五
十
五
条
の
三
第
［

　
項
に
燦
定
す
る
施
設
の
溶
接
を
す
る
者
の
事
務

　
所
又
は
工
場
若
し
く
1
1
事
業
所
に
立
ち
入
り
、

　
そ
の
者
の
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を

　
検
査
さ
せ
、
又
け
斑
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

3
　
前
二
項
の
綴
定
に
よ
り
職
員
が
立
ち
入
る
と

　
き
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
蔑
開
書
を
携
帯
し
、

　
か
つ
、
聞
孫
毒
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ

　
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
処
分
等
に
つ
い
て
の
同
慧
等
）

第
七
十
陶
条

2
　
内
閣
総
理
大
隠
、
通
商
厘
業
大
臣
又
は
運
輸

　
大
臣
は
、
前
項
の
同
意
を
求
め
ら
れ
た
事
項
に

　
関
し
特
に
調
豊
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場

　
曾
に
お
い
て
1
1
、
当
該
原
エ
T
炉
設
置
者
若
し
く

　
ば
外
国
原
子
力
船
運
航
者
（
第
二
十
三
条
第
一

　
項
、
第
二
十
一
二
条
の
二
第
一
項
又
ほ
第
三
十
九

　
粂
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
許
可
の
申
講
者

　
を
含
む
。
）
か
ら
套
要
な
報
告
を
徴
し
、
又
は
そ

　
の
職
具
に
、
当
該
原
子
炉
設
置
者
若
し
く
は
外

　
国
願
子
力
舶
蓮
航
者
の
事
務
所
若
し
く
は
工
場

　
若
し
く
は
事
業
所
（
舶
舶
に
設
置
す
る
原
革
炉

　
に
係
る
鳩
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
船
翻
）
に
立

　
ち
入
り
、
そ
の
者
の
鰻
簿
、
露
類
そ
の
他
必
要

　
な
物
件
を
検
豊
さ
せ
、
饅
孫
者
に
質
問
さ
せ
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
　
第
ん
ハ
十
一
入
条
第
瓢
一
項
及
び
第
四
項
の
競
定

　
は
、
前
項
の
耀
定
に
よ
る
立
λ
検
査
に
準
用
す

　
る
。

第
八
十
条
　
次
の
各
暑
の
一
に
該
当
す
る
悉
は
、

　
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
穴
　
第
六
十
八
条
第
一
項
、
第
月
半
又
は
第
五

　
　
項
の
競
定
に
よ
る
立
入
り
、
険
糞
著
し
く
は

　
　
収
去
を
慰
み
、
妨
げ
、
蓉
し
く
は
忌
避
し
、

　
　
又
は
質
問
に
鰐
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く

　
　
ほ
壌
偽
の
陳
述
を
し
た
煮

入・五センチメートル

山冠

Z
γ
チ
メ
ー
ト
ル
ー

みハ

Z
ソ
チ
メ
ー
ト
ル

六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ー
…
l
1
1
1
↓
↑
…
1
1
1
六
亡
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ー
i

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る

身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

一
空



○運輸省鉄道監督局長・自動車局長通達（その1）

殿

鉄保第　155号

鉄帽第　162号

自民第1255号

日召和53年12月目28　E1

運輸省鉄道監督局長

運輪生自動車局長

　　　　　　　核燃料物質等車両運搬規則、放射性同位元素等車両

　　　　　　　運搬規則等の制定等について（依命通達）

　先般の「原子力基本法等の一部を改正する法律」（昭和53年法律第86号）により「核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和32年法律第166号Q以下

「原子炉等規鰯法」という。）が改正され、核燃料物質等の車弼による運搬についても、

その規制体系が変更されました。その主な改正点は、下記1のとおりです。

　今般、この改正を受けて、核燃料物質等の車雨による運搬に関する規欄基準を定める

「核燃料物質等車両運搬規則」（昭和53年運輸省令第72号）が新たに麟定され、従来の

「放射性物質等車両運搬規則」（昭和52年運輸省令第33号）及び「放射性物質等車両運

搬規則の細目を定める告示」（昭和52年運輸省告示第586号）は、それぞれ、一部改正

によ9放射性同位元素等の車両による運搬に関する規制基準を定める「放射性同位元素

等車両運搬規則j及び「放射性同位元素等車両運搬規則の細目を定める告示」とされた

ので通知します。

　これらの省令及び告示は昭和54年1月4日から施行されますが、その施行に当たって

は下記2のとおり取扱うこととするので、この旨関係者に周知徹底方お願いします。ま

た、これらの省令の主な条項の解釈、その他実施細霞は別途通知します。

　なお、これらの省令及び告示の制定等に関連して別紙のとおり関係法令の制定等が行

われているので念のため申し添えます。

　また、「放射性物質車両運搬規購について（依命通達）」（昭和46年11月8日付け鉄

保第61号、鉄運第186号、自事第601号）、　「放射性物質等車祠運搬一元等の四諦等に

ついて（依命通達）」（昭和52年12月22日付け鉄保第134号、鉄運第95号、自車第1265

号）及び「放射性物質等車両運搬規則について（依命通達）」（昭和52年12月22日付け

鉄保第135号、鉄運第96号、自車第1266号）は、昭和54年1月4日限り廃止します。

　　　　　　　　　　　記

し　原子炉等規制法の主な改正点

　α）核燃料物質によって汚染された物が新たに規制対象に加わったこと。
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達
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の
一
）

死



運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
達
（
そ
の
一
）

九
…

　（2｝　工場又は事業駈の外における核燃料物質等の運搬については、運搬主体の如何に

　　かかわらず、輸送物は科学技術庁長官の定める披術基準に、輸送方法は運輸大距の

　　定める技術基準によることとされたことQ（工場又は事業所の内における運搬につ

　　いては、当該事業灰の所管大臣の定める技術基準による。）

　（3）科学技術庁長官又は運輸大臣の定める核燃料物質等を運搬しようとする場合には、

　　その輸送物叉は輸送方法が技術基準に適合していることについて、それぞれ、科学

　　技術庁長官父は運輸大園の確認が必要とされたこと。

　（4｝運輸大臣についても、原子炉設面輔、加工事業者等の原子力関係事業者に対し、

　　報告の微収及び事：業所への立入検査ができることとされたこと。

2，運搬の安全の確認等

　（1｝凍子炉等規制法第59条の2第2項に規定する運輸大臣の確認

　　　核燃料物質等車両運搬規則第20条に規定する核燃料物質等の車両による運搬につ

　　いては、「原子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に

　　関する政令」（昭和53年政令第396号）の附則第5条の規定により昭和54年3月5

　　碍以後に開始されるものについて、追って定めるところにより事前に確認申請を行

　　うこと。

　②　一定の輸送物の運搬に係る届1二呂

　　　核燃料物質等車両運搬規則及び放射性同位元素等密婦運搬規則の実効を図るため、

　　核燃料物質等車両運搬規則第9条第3項に規定するBM型輸送物若しくはBU型輸

　　五戸若しくは同規則第8条第1項に規定する第3種核分裂性輸送物を車両により運

　　隠する場含（昭和54年3月5日以後運輸大臣の運搬の安全の確認を受ける場合を除

　　く。）又は放射性嗣位元素等車両運搬規則第3条に規定するBM型輸送物若しくは

　　BU型輸送物を車両により運搬する場合には、従来どおり、追って定めるところに

　　よりその旨を獅｝ilに届出すること。

別　　紙

1．原子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令

　（日鍵禾日53年12月22臼政令第396号）

2．核燃料物質の事業所外運搬に係る危険隣における措置に関する規則（昭和53年12月

　28日運輸省令第68号）

3・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査を

　する職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令（昭和53年12月28日運輸雀

　令第69号）

4　自動車運送事業等運輸規則及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する省令（昭

　和53年12月28欝運輸省令第74号）

5．核燃料物質等の工場又は審業所の外における運搬に関する規則（昭和53年12月28日

　総理府令第57号）



6．核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する技術上の棊準に係る細目

　等を定める告示（昭和53年12月28日科学技術庁告示第1］号）

7　核燃料物質等の運搬の届鵠等に関する総理府令（昭和53年12月28日総理府令第・18号）

8．危険物船舶運送及び賠蔵規期の一都を改∫Eする省令（昭和53年12月28曝運輸省令第

　71号）

9．航空法施行規貝ilの一部を改羅する省令（昭和53年三2月28日運輸省令第75号）

10　航空機による放身手性物質等の輸送基準を定める告示の一部を改正する告示（昭和53

　年12月28日運輸省告示第679号）
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○運輸省鉄道監督局長。自動車局畏通達（その2）

殿

鉄保第　70号

鉄運第　59号

自安第116号

昭和56年5月18日

運輸省鉄道監督局長

運輸省自動車局長

　　　　　　　　　「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律

　　　　　　　　の一部を改正する法律」の施行に伴う関係政省令の改正等

　　　　　　　　　について（依命通達1

　　　「追奪性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律」

　　（昭和55年法律第52号）の施行等に伴い、「放射性岡位元素等による放射線障害の防

　　止に関する法律施行令」（昭和35年致令第259号）、「放射性同位元素等車両運搬規則」

　一・イ昭和52年運輸省令第33号〉及び「核燃料物質等車両運搬規則」（昭和53年運輸省

　　令72号）が一部改正され、昭和56年5月18日から施行されますが、その施行に当たつ

　　ては下記のとおり取扱うこととしたので通知しますQなお、関係者に対する周知徹底方

　　お願いしますQ

　　　また、これらの政省令の改蕉に関連して別紙のとおり関係法令の舗定等が行われてい

　　るので念のため申し添えます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

　　1．放射姓岡位元素等による放射線障害の防iしに関する法律（昭和32年法律：第167号｝

　　　第18条の2第2項に規定する車両による運搬の確認（運搬する物に係る確認を除く。｝

　　　　BM型輸送物又はBU型輸送物を運搬しようとする場合（昭和56年7月17日以降

　　　のものに限る。）は、別途通知するところにより、事前に確認の申請を行うことQ

　　2．核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166号｝

　　　第59条の2第2項に規走する車両による運搬の確認（運搬する物に係る確認を除く。）

　　　　「核燃料物質等車田運搬規舗の一部を改蕉する省令」（昭和56年運輸省令第27号）

　　　により当該確認を新たに要する核燃料物質等の運搬をしょうとする場合（昭和56年7

　　　月17躍以降のものに限るQ）は、別途通知するところにより、事前に確認の申請を行

充　　うこと。
五
　　3，関係通達を次のとおり改正又は廃止：する。

　　　（1＞　「核燃料物質等車田運搬規則、放射性同位元素等車両運綴規則等の欄定等につい

　　　　て（依命通達）」（昭和53年12月28日付け鉄保第155号、鉄運第162号、自車



　第1255号）の一部を次のとおり徴正する。

　（i＞記2（2）を次のとおり改める。

　　　　削除

　（ii）（Dの改正にかかわらず、昭和56駕7月16日までに行われる核燃料物質等又は

　　放射性岡位元素等の運搬については、なお従前の例によること。この場合におい

　　て、改正前の記2（2）中「第3条」をr第8条第3項」に読み替えるものとする。

（2）　「核燃料物質等車両運搬規則について（依命通達）」（昭稲53年12月28録付け

　鉄保第156号、鉄運第163号、自車第1256号〉及び「放射性同位元素等車弼運搬規

　則について（依命通達）」（昭和53年12月28日付け鉄保第157号、鉄運第164

　号、自車第1257号）を廃止するQ

（3）（2）の廃止にかかわらず、昭和56年7月16撲までに行われる核燃料物質等叉は放

　射性同位元素等の運搬についでは、なお従前の例によること。この場合において、

　廃止前の「放射性同位元素等車両運搬規則について（依命通達）」（昭和53年12月

　28臼付け鉄保第157号、鉄運第164号、自車第1257号1を次表のとおり読替える

　ものとする。
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　　○運輸省鉄道監督局長・自動車局長通達（その3）　　　　　　　鉄保第71号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鉄運第60号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自馬溜117号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和56年5月18日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改正　鉄保第103号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鉄運第92号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自安第158号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和56年7月17臼

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改正官鉄保第755号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨　技第132号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭禾目63年11月24日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改正　官鉄保第16号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨　無毒19号

　　　　　　　　　　　殿　　　　　　　　　　　　　　　　平成元年2月27日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運輸省鉄道監督局長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運輪省自動車局長

　　　　　　　核燃料物質等車諏運搬規則関係懸樋要領及び放射性同位

　　　　　　　元素等車両運搬規則関係取扱要領について（依命通達）

　今般、核燃料物質等車両運搬規則（昭和53年運輸省令第72号）の主な条項の解釈及

び取扱い並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規捌に関する法律（昭和32年法律

第166号）第59条の2第2項に規定する確認の申講、核燃料物質等車両運搬規期第22

条に規定する運輸大臣の指定の申請及び同令第19条の承認申請についての実施細目につ

いては別添1「核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領」のとおり、放射性同位元素等

車両運搬規員駁昭和52年運輸省令第33号）の主な条項の解釈及び敬扱い並びに放射性

同位元索等による放射線障害の防1とに関する法律（昭和32年法律第167号）第18条の

2第2項に規定する確認の申請及び放射性同位元素等車両運搬規則的18条の承認申請に

ついての実施緬目については別添2「放射性同位元素等車両運搬規則関係取扱要領」の

とおり、それぞれ定め、昭和56年7月17日以後の運搬について適比することとしたの

で通知します。なお、関係者に対する周知徹底方お額いします。

九
七

別添1

核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領

1，　目的

　本要領は、核燃料物質等車両連搬規則（昭和53年運輸省令第72号。以下「規創」

　という。）の主な条項の解釈及び取扱い並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

規制に関する法律（昭和32年法律第三66号。以下「原子炉等規制法」という・）第59

条の2第2項の規定する確認申請、規則第22条に規定する運輸大臣の指定の申請及び



規則第19条の承認申請（以下「特別措置運搬承認申請」という。）について実施細目

　を定め、もって、これらの円滑、かつ、適正な実施を図ることを呂的とする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運2．規口中の主な条項の解釈及び取扱い
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　輸
（1）第3条、第4条第3項、第16条関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　省

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鉄
　　　「関係老以外の者」は、旅客、通行人等をいうものとする。　　　　　　　　　　道
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監
｛2）第9条関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　督

　　第順・「放麟性」・文字・第・項・総醗・「・劃・文字及び「幽・文鷺

　字は、原則として1平方センチメートル角以上の黒字を白地に表示するものとする。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自
　また、　「放射性」の文字には「L型」の文字を追加して表示してもよい。　　　　　動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車
｛3）第鍛条関係　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　局

　　運搬・従事す・者・対す・綴当蹴一般人・購・・リシーベ・レ・鮒肝鑑

　　となるよう、車溝による運搬に従事する老が通常乗車する場所の最大線量当量率は　達

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20マイクロシーベルト毎時以下と規定されているが、本規定の実効を担保するため、　そ

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　璽
　　A型輸送物、BM型輪送物又はBU型輸送物を頻繁に運搬する場合にあっては、運搬に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5
　従事する者ごとに次のいずれかの事項を記録し、これを1年間保管すること。

　軽）核燃料物質等の運搬に従事した時闘及びこのうち運転席、助手席、車室内ベッ

　　　ト等にいた時間

　（ロ）ボケツト線蟹計、フイルムバッジ等による測定結果

｛4）　第12条第3項関係

　　前部及び後部に備える赤色燈は、それぞれ、夜間前方及び後方300メートルの距

　離から点燈を確認できるものであること。

｛51第14条関係

　α）携行する書類は、次の事項についての記載を含むものであること。

　　　1）収納された核燃料物質等の主な核種の名称及び放射能強度。

　　　2）運搬方式（運搬車両、積付け方法等）に関すること。

　　　3）運搬経路に関すること。

　　　4）運搬関係者（荷送人、荷受人、運送人等）の氏名等。

　　　5）運搬中（叉は駐車中（道路輸送に限る。））の見張りに関すること。

　　　6）輸送物の受渡し地点及びその予定晴刻。

　　　7）運搬中の連絡通報に関すること。

　　　また、当該書類の記載内容については、運搬に従事する者に対し、あらかじめ

　　説明すること。

　（ロ）防護頬象特定核燃料物質を運搬する場合に携行しなければならない書類は、あ　究
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　八
　　　らかじめ荷送人、荷受人及び運送人の間で協議及び調整を行った上で作成するこ

　　　と。この場合において、次の事項について配慮すること。

　　　1）他の輸送手段と一貫して運搬する場合にあっては、特別の事由がある場合を
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　除き、全体の輸送時間、積替回数及び積替時間が最少となるようにすること。

2）運搬経路の選定に当たっては、特別な事由がある場合を除き、自然災害等に

　よる突発的な事態が生ずる可能性が少ない地区を通過するようにすること。さ

　らに道路輸送にあっては、緊急時における代替経路を考慮しておくこと。

3）道路輸送中において、積替えを予定しないこと。

4）防護欝置の具体的内容等書類の記載事項に係る詳細な内容については、関係

　者以外の者に対して不必要に分散されないようにすること。また、定期的に毎

　月同一日時に輸送する等の反復継続する輸送は避けるよう努めること。

第15条関係

核燃料輸送物等の運搬において、運転者の過労等による交通嘉故を防止して運行

　の安全を確保するための規定である。本規定の実施に当たっては、次によること。

　㈹　BM型輸送物、　BU型輸送物又は核分裂性輸送物を運搬する場合にあっては、

　　「危険物の規制に関する規則」（紹和34年総理府令第55号）第47条の2の規定

　　に準ずること。

　（ロ）核燃料輸送物等を運搬する場合には、昭和54年12月27日付け労働省基発第

　　642号「自動車運転者の労働時聞等の改善基準について」に準拠すること。

　　　なお、核燃料輸送物等の運搬に従事する運転者には、相当の運転経験を有し、

　　かつ、運転技術のすぐれた者を充てるよう努めること。

（7）第鴛条第2項関係

　　「専門的知識を有する者」とは、次のいずれかに該当する者とする。

　ω　原子炉等規制法第41条に規定する原子炉主任技術老免状を有する者又は原子炉

　　主任技衛者試験筆記試験合格者

　（ロ〉原子炉等規制法第22条の3に規定する核燃料叡扱主任者免状を有する老

　㈲　放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167

　　号。以下「放射線障害防止法」という。）第35条に規定する第1種放射線取扱主

　　任老免状を有し、かつ、核燃料物質の取扱いに関し1年以上の経験を有する者

　←）放射線障害防止法第35条に規定する第2種放射線取扱主任者免状を有し、かつ、

　　核燃料物質の取扱いに関し2年以上の経験を有する者

　㊧　核燃料物質の取扱いに関し、ど）から←）までに掲げる者と同等以上の知識及び経

　　験を有すると認められる老

（8＞第17条の2第1項関係

　　運搬閣始前に施錠、封印等に異常がないことを点検すること。

〈9）第17条の2第2項関係

　　「連絡体制」として整舗しなけれ、ばならない事項は、次の裏項とする。なお、運

　搬統括責任者及び運搬実施責任者については、2．㈱を参照のこと。

　ω　道路輸送の場合



　　1）運搬する車両及び伴走事両ごとに枳互に連絡通報を行うことができる通信設

　　　備を設けること。

　　2）運搬中、運搬統括責任者が電話等により、運搬実施責任者から連絡を受ける

　　　場所（以下「指定連絡場所」という。）を指定すること。

　　3）指定連絡場所へ連絡をすべき晧悶間隔又は運搬経路上の連絡すべき場所を定

　　　めること。

　　4）治安当局とあらかじめ打合せを行った上で緊急蒋における対応体制を確立し

　　　ておくこと。

　（ロ）鉄道輸送の場合

　　1）指定連絡場所を指定すること。

　　2）指定連絡場所へ連絡を行うべき予定停車駅（以下「予定連絡停車駅」という。）

　　　を定めること。

　　3）治安当局とあらかじめ打合せを行った上で緊急時における対応体鯛を確立し

　　　ておくこと。

㈹　第17条の2第3項関係

　ω　運搬統括費任老及び見張人又は運搬実施責任者及び見張人は、運搬闘始前に運

　　搬車両を検査すること。

　（ロ）運搬実施責任者及び見張人は、㈲に定める措概の他、次の措遣を講じること。

　　1）道路輸送中においては、伴走車両に添乗する等により運搬車海に随行するこ

　　　と。

　　2）鉄道輸送中においては、輸送物を積載した車両又はその蔵前若しくは直後の

　　　車両に添乗すること。

　㈲　運搬実施責任者は、㊥及び㈲に定める措潰の他、次の措置を講じること。

　　1）第14条に定める「書類」を携帯すること。

　　2）道路輸送中においては、2，（9＞9）3）の連絡をすべき時間間隔又は運搬経路上

　　　の連絡すべき場所において、振定連絡場所へ連絡を行うこと。

　　3）鉄道輸送中においては、予定連絡停車駅において指定連絡場所へ連絡を行う

　　　こと。

　（→　見張人は、α）及び（ロ1に定める措置の他、次の措置を講じること。

　　1）他の輸送手段への積替え及び他の積荷の積替え時には、輸送物を連続的に監

　　　視するか施錠、封印等を頻繁に点検すること。

　　2）道路輸送中においては、積載車両を連続的に監視すること。

　　3）道路輸送中の駐車時及び停車時においては、輸送物叉はコンテナを連続的に

　　　監視すること。ただし、積載車両が有蓋車両である場含は、当該有蓋車両を監

　　　引すること。

　　4）鉄道輸送中の停車時においては、輸送物は施錠、封昂等を点検すること。

運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
達
（
そ
の
三
）

へ
δ
O



運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
達
（
そ
の
一
二
）

O

⑳　第17条の2第4項関係

　　　「運搬責任者」に相当する者として、運搬統括責任者及び運搬実施責任者を任ず

　　るものとする。この場合において、運搬統括責任者は、保安及び特定核燃料物質の

　防護のために必要な措置について統一的に管理するため、運搬計画全体に係る管理

　的又は監督的地位にある者のうちから選任すること。

　　　また、運搬実施責任者は、運搬統括責任老の命に従い、当該運搬に同行し、保安

　及び特定核燃料物質の防護のために必要な監督及び連絡を行うため、当該運搬に従

　事する者に対して必要な指示を行うことができる監督的地位にある者のうちから選

　任すること。

3，核燃料輸送物の運搬の確認申請等

　規則第20条に規定する核燃料物質等を運搬しようとする場合は、次の要領で原子炉

等規制法第59条の2第2項に規定する運輸大臣の確認を受けること。

（P　第1号様式による核燃料輸送物運搬確認申請書並びに別表第1の第1欄に掲げる

　記載裏項について、岡表の第2欄の記載要例等に従って記載した運撮に関する計画

　　書及びその添付書類正副2通を提出すること。

　　　この場合において、当該申請書等は別表第3の第1欄に掲げる区分に応じ、それ

　　ぞれ、岡表の第2欄に掲げる所管課に提出すること。

12）運輸大臣は、規則第22条の規定により指定を受けた者以外の者が運搬する場合は、

　原則として運搬前に積載時検査を行うものとする。

（3）申請書等の記載事項のうち、予定運搬日時、予定運搬経路その他軽微な事項の記

　載内容を変更しようとする場合には、変更の事虫、内容を明らかにし、その旨を遅

　　滞なく届け出ること。

　　　また、確認を受けた場合には、確認に係る運搬についての記録を1年間保管する

　　こと。

4．核燃料輸送物運搬老の指定申請等

ω　申　　請

　　　核燃料物質等を自動車により運搬する者であって規則第22条に規定する運輸大臣

　　の指定（以下「指定」という。）を受けようとする者は、別表第2の第1欄に掲げ

　　る記載毒項について同表の第2欄の記載要領等に従って記載した申請書及びその添

　　付書類正副2日目貨物流通局技術課に提出すること。

（2｝捲定書の交付

　　　運輸大臣が指定した場合は、申請者に捲定書を交付するものとする。

（3）指定の条件等

　　㊥　指定に遇たっては条件を付すことができる。

　（ロ）指定に当たっては3年以内の範囲において有効期間を付すことができる。

傾　指定の失効



　　指定は、指定を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、失効するものとす

　　る。

㈹死亡又・徽・た・き・　　　　　　　　謡
　←）事業を廃止したとき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　省
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鉄
　㈲　指定を辞退したとき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　道
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　監
　←1捲定の条件に適合しなくなったとき。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　督

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　局　㊧　有効期間が満了したとき。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長

㈲　変更届　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　自
　　指定を受けた者は、申請書等の記載内容に変更が生じた場合は変更の事由、内容　動
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　車
　　を明らかにし、．その旨を遅滞なく届け田ること。　　　　　　　　　　　　　　局

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長⑥　指定書の返納
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　通
　　指定を受けた者は、指定が失効したときは指定書を返納すること。　　　　　　　達

ω運搬懸の結　　　　　　　　　　　　　　　2
　　齪・受け緒・海年・…まで・鷲・運騰・運鞭あ・提・す・窪

　こと。

5，特別措概運搬承認申請

　規則第19条の規定に基づき、核燃料物質等、核燃料輸送物又は核燃料汚染物を運搬

しようとする場合は、第3号様式による特別措齪運搬承認申講書本文並びに別表第1

の第1欄に掲げる記載事項について同表の第2欄の記載要領等に従って記載した承認

申請書及びその添付書類IE融2通を提出すること。

　この場合において、当該承認申講書等は、別表第3の第1欄に掲げる区分に応じ、

それぞれ、同表の第2欄に掲げる瞬自序に提出すること。

　なお、承認を受けた内容を変更しようとする場合には、変更の窮由、内容を明らか

にし、その旨当該手続きに準じて承認を受けること。

　また、承認を受けた場合には、承認に係る運搬についての記録を1年間保管するこ

　と。
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別表第雀　運搬計画書等記載事項等

記　　載　　事　　項

1．運搬の目的

2．当該規定に従って運搬することが著

　しく困難な規定及びその理由並びに安

全な運搬を確保するために特に講ずる

措置（承認申請のみ）

3．荷送人及び荷受人の氏名又は名称及

び住所

4．運送人の氏名又は名称及び住所

5，予定運搬日時

6．予定運搬経路

（n　発地、着地、経路及び距離

（2）その他

7．運搬しようとする核燃料輸送物

（11核燃料輸送物の型式又は名称及び

　主要諸元

｛2）核燃料輸送物の種類

（3）収納する核燃料物質等の名称、数

記　載　要　領　等

○　運搬する核燃料物質等の用途、発着

　地等を簡略に記載すること。

○　法人にあっては、その代表者の氏名

　を付記すること。

○　法人にあっては、その代表者の氏名

　を付記すること。確認串請であって運

　送人が指定を受けた者である場合には

　指定所の日付及び番号を記載すること。

○　（2｝については、必要に応じ、道路名

　又は路線名、通過地点、区間距離、キ

　ロ程、所要時間、通過予定時刻、点検、

　運転者の交代予定等を記載し、運行経

　路図を添付すること。また、特別の事

由がある場合を除き、道路輸送にあっ

ては緊急時における代替経路図につい

ても添付すること。

○　承認申請の場合には、（2吸び傾を除

　き、　「核燃料輸送物」とあるのは「核

　燃料物質等、核燃料輸送物又は核燃料

　汚染物」と読み替えて記載すること。

○　〔Dの主要諸元は、長さ、幅、高さ、

　重量等を記載すること。

○　｛2）については、A、　BM、　BU型輸

　送物（第1～3種核分裂性輸送物）の

　ように記載すること。

○　（3｝については、核燃料輸送物ごとに



記　　載　　事　　項

量、放射能強度及び性状

㈲　核燃料輸送物の輸送制限個数及び

　配列方法（核分裂性輸送物のみ）

㈲　核燃料輸送物の線量当量率

（6）核燃料輪送物の輸送搬数

（7＞核燃料輸送物の個数

（8）核燃料輸送物の基準適合状況

（9＞核燃料輸送物取扱上の注意事項

働　核燃料輸送物の外観図及び構造図

8，運搬しようとする特定核燃料物質の

種類、総螢等

9．　コンテナの楓i要

（D　コンテナの名称又は型式及び主要

　諸元

｛2｝収納する核燃料輸送物の型式又は

　名称、個数及びコンテナへの収納方

　法

（3）　コンテナの線量当量率

記　載　要　領　等

記載し、性状については物理的、化学

的状態を記載すること。

○　（5）については、その位置を付記又は

　図示すること。

○　（8）については、科学技術庁長窟の運

　搬確認証の番号及び輸送容器の登録番

　号を記載し、当該確i認証iの写しを添付

　すること。

　　科学技術庁長官の運搬確認申請中の

　ものにあっては、その旨並びに申請書

　の日付及び番号を記載すること。

○　㈲の外観図は、三面図及び鳥観図に

　よること。

○　プルトニウムにあってはプルトニウ

ム238の爾位体濃度を、ウランにあっ

ては濃縮度1を、使用済燃料にあっては

吸収線最率が1グレイ毎時を超えるか

どうかを併記すること。

○　承認申請の場合には、（2）の「核燃料

　輸送物」を「核燃料物質等、核燃料輸

　送物又は核燃料汚染物」と読み替えて

　記載すること。

○　ωの主要諸元については、長さ、幅、

　高さ、重量、適合規格等を記載するこ

　と。

○　（2）については、コンテナごとに記載

　すること。

○　（3）については、その位置を付記又は

運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
達
（
そ
の
三
）

］
δ
四



運
輸
省
鉄
道
監
督
局
長
・
自
動
車
局
長
通
達
（
そ
の
三
）

き
耳塞＝

記　　載　　事　　項

4
門
0
ρ
Q

コンテナの輸送指数

コンテナの個数

コンテナの外観図

（7）　コンテナの施錠、封印等

10．車弼及び積載方法

　（1）　車両の概要

〔2）車両の外観図並びに積載方法及び

　固定：方法

（3｝車両の線量当量率

　國　車両に積載する核燃料輸送物及び

　　コンテナの型式又は名称、個数並び

　　に輸送指数及びその合計値

11，運搬実施体制

　｛D　運搬統括責任老、運搬実施責任者、

　　見張人、同行する専門家、その他の

運搬従事者

記　載　要　領　等

図示すること。

○　（6）については、三面図及び鳥観図に

　よること。

○　（7）については、施錠及び封臨又はこ

れと同等以上の措置に係る詳細図を添

付すること。

○　〈1）については、鉄道、軌道、索道又

　は無軌条電車により運搬する場合は当

　該運搬に使用する車両の許容積載董及

　び有蓋、無蓋の別を、自動車により運

　搬する場合は当該運搬に使用する自動

　車の武名、型式、登録番号及び最大積

　載量を記載すること。

○　｛2｝については、三面図により示すも

　のとし、積載位置、固同等に使用する

　罵具、闘定価の方法、標識の貼付、他

　の積載物等が明確にわかるように示す

　こと。

○　｛3＞については、その位置を付記又は

　図示すること。

○　（4）については、車両ごとに記載する

　こと。

○　（1）において運搬統括責任者について

　は職名、氏名及び連絡先を、運搬実施

　責任者については職名及び氏名を、見

　張人については人数を、同行する専門

家についてはその氏名、所属、資格等

を、その他の運搬従事者については人

数を記載すること。



言己　　　　」載　　　　讐享　　　　項

｛2）　　放射糸集管理要領

13）運搬要領

鋤　連絡体制

㈲　荷役作業要領

〔6）事故時の措概

12．その他

記　載　要　領　等

○　｛2｝については、車両、核燃料輸送物、

　コンテナ等の線最当最率の管理、線最

　当：縫率、測定機器、保護具等について

　記載すること。

○　（3｝については、運搬時における駐車

　要領、監視及び点検要領、踏切通過要

　領、梯§塒の隊列による運行体鰯等を

　記載すること。

○　〔4）については、通信設備、指定：連絡

場所、連絡をすべき時闘間隔又は場所

等を記載すること。

○　（5｝については、荷役時における作業

　要領、安全対策、使用する機器又は用

　具の種類等について記載すること。

○　（6）については、事故時の応急措羅、

　連絡先等を記載すること。

○　運搬従事者に対する教育訓練内容そ

　の他必要な事項を記載すること。
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鮪考

　1．用紙は、日本工業規格A列4番の大きさとし、鮮明にコピーできるものとする。

　　ただし、この大きさによることが困難なものについては、折りたたんだ状態でこ

　　の大きさとすること。

　2．下線を付記した事項については、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

　　関する法律施行令第17条の4の表第2号の下欄に掲げる物質を運搬する場合に隈

　　る。
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別表第2　指定申請書の記載事項等

記　　載 項

1．申請書本文

ワ
臼 自動車運送事業の免許の種類、取得

年月B

3，事業の概要

4．核燃料物質等の運搬委託者の氏名叉

は名称

5．核燃料物質等の運搬の経歴

（1）運搬の実績

②　運搬時の事故

6．核燃料物質等の運搬に使用する車両、

携行する機器等の概要

記載要領等
○　申請書本文の様式は第2号様式によ

　ること○

　　また、申請者が法人である場合にあ

　つては、その代表者の氏名を付記する

　こと。

○　資本金、年商、従業員数、保有車軸

　数、営業所数及び自動車運送事業以外

　の事業内容等を記載すること。

○　過去3年以内において、核燃料物質

　等の荷送人又は蕎受人として運搬を委

　託した巻のうち主な者を、漂子炉骨牌

　制法の使用者等の区分に従って記載す

　ること。

○　過去3年間に運搬した核燃料輸送物

　の種類別個数及び件数について記載す

　ること。運輸大臣の確認を要する核燃

　料輸送物は（）内に内数で示すこと。

○　過去3年間で運搬中に発生した放射

　線による人の障害が発生した車故、汚

　染等が生じた串：故又は紛失事故の発生

　日時、場所及び事故の概要を記載する

　ことo

O　運輸大臣の確認を要する核燃料輸送

　物の運搬に使用する童な車両の車名、

　型式、登録番号及び使用の本拠の位置

　を記載し、車両の三面麹を添付するこ

　と。携行する機器については、放射線

　測定器の名称叉は型式、測定土質、台

　数及び保守点検要領並びに保護具の概

　要を記載すること。



記　載　事　項

7　核燃料物質等の運搬に関する責任体

U封

8，核燃料物質等の運搬に従事する者に

対する教育訓練等

9．被曝管理体制

10．放射線管理等に関する知識を有する

旧

記　　載　　要　　領　　等

○　運搬に関する業務処理の体制につい

　て指揮命令系統等が明確になるよう記

　載すること。また、社内各部署闇闇の

　通常時及び危険時における連絡体制に

　ついても記載すること。さらに関連す

　る部署の組織國を添付すること。

○　教育訓練等の内容、教材、受講者、

　頻度等について、過去の実績及び今後

　の計画を記載すること。

○運搬に従事する者の線量当量の測

　定、記録等の体綱について記載するこ

　と。

○　核燃料物質等の運搬に従事する者の

　うち放射線取扱主任者免状等を有する

　者の氏名、所属及び免状等の取得年月

　日について記載すること。
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別表第3　申講先

区　　　　　　　分 所　　　管　　　課

（1）　当該運搬が旅客会社等（旅客鉄道株式

会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する

法律（昭和61年法律第88号）箆玉条第王
大臣官房麗有鉄道改革推進都保安課

項に規定する旅客会社及び鷺本貨物鉄道

株式会社をいう。以下嗣じ。）の鉄道に

よってなされる場合

（2）当該運搬が旅客会社等の鉄道以外の鉄

道、軌道、索道若しくは無軌条電車又は
貨　物　　流　通　局　　技　　術　　課

自動車若しくは軽車両によってなされる

場合
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第雀号様式　（確認申請書）
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〇
九

核燃料輸送物運搬確認申講書

運　輪　大　臣　　殿

文書番号

　　　年

申請者の氏名

父は名称
住　　　　所

連　絡　先

月 日

⑳

　別添の運搬計画書に記載する核燃料輸送物の運搬につき、核原料物質、核燃料物

質及び原子炉の規綱に関する法律第59条の2第2項の確認をして戴きたく申請いた

します。



第2号様式（指定申請書）

核燃料輸送物運搬者指定申請書

運　輸　大　臣　　殿

文書番号

　　　　年

申請者の氏名

又は名称
住　　　　所

連　絡　先

月　　日

⑳

　核燃料物質等車両運搬規則第22条に規定する運輸大距が指定する者として指定して

戴きたく、下記のとおり申請いたします。

記
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第3号様式（承認申請書）

二
輪
…
省
鉄
道
監
督
局
長
。
自
動
車
局
長
通
達
（
そ
の
三
）

運　輸　大　臣　　殿

特別措置運搬承認申請書

文書番号

年　　月　　日

申請者の氏名

又は名称

住 所

連　絡　先

㊥

　核燃料物質等車両運搬規則第19条第1項の規定に基づき、下記の核燃料物質等の

運搬について承認して戴きたく申請しますQ

己剛言
口

備考　申請文中「第19条第1項は」は、当該承認が規則第19条第2項に基づ

　　く場合は「第19条第2項」と、第19条第1項及び第2項に基づく場合は

　　「第19条第1項及び第2項」と書き換えること。

　　　また、牢請者が法人にあっては、その代表者の氏名を付記すること。

別添2　（略）　（543ページ参照）



○大臣官房國有鉄道再建総括審議官・貨物流通局長通達（その4）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　官鉄保第93号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨　技第124号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和61年エ1月15日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　改正　官鉄保第755号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　貨　　技彦奮132号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和63年ユ1月24日

　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運輸省大臣官房魍有鉄道再建総括審議宮

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　運輸省貨物流通局長

　　　　　　　「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法

　　　　　　　律の一部を改正する法律」の施行に伴う関係政省令の制

　　　　　　　定等について（依命通達）

　「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律」

（昭和61年法律第73号）の施行に伴い、「核隙料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に

関する法律施行令の一部を改正する政令」（昭和61年政令第347号）及び「核燃料物質等

に係る指定運搬方法確認機関に関する省令」（昭和61年運輸省令第37号。以下「指定機

関省令」という。）が髄定され、昭和61年11月26日から施行されますが、これらの施行

に当たっては下記1及び2のとおり取扱うこととするとともに下記3のとおり従前の通

達を改正することとしたので、関係者に対し、周知徹底方お願いいたします。

　また、標記法律の施行に伴い、別紙のとおり関係政省令の制定が行われているので申

し添えます。

　　　　　　　　　　記

し　核燃料物質等の運搬方法の確認については、「核原料物質、核燃料物質及び源子炉

　の規制に関する法律」（昭和32年法律第166号。以下「法」という。）第59条の2第2

　項の規定により、連輸大臣が行っているところであるが、今後は、法第61条の43第1

　独の規定により、運輸大臣の指定する指定運搬方法確認機関（以下「指定機関」とい

　う。）に指定機関省令第3条に定める範囲の確認を行わせることができることとした。

　　この場合において、積載方法に関する運輪大臣の承認を要することとしたが、その

　実施細目については別添のとおりとする。

2，運輸大臣又は指定機関が行う連搬方法の確認を受けようとする者は、法第75条第1

　項の規定により「核漂料物質、核燃料物質及び漂子炉の規糊に関する法律施行令」

　（昭和32年政令第324号）第25条第1項の規定による別表第1第40号に定める額の手数

　料を納付しなければならないこととした。

　　この場合において、手数料の納付は、運輸大臣に確認の申請を行おうとする者にあ

　っては、申請書に収入節紙を貼付することにより行い、指定機関に確認の申請を行お

　うとする者にあっては、指定機蘭の業務規定に定める方法により行うものとする。
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3．　「核燃料物質等車両連山規則関係取扱要領及び放射性同位元素等車両運搬規鋼関係

取扱要領について（依命通達）」（昭和56年5月18日鉄保第71号・鉄運第60号・自安

第117号）の一部を次のように改正する。

（1）口添1核燃料物質等車両連搬規則関係取扱要領の一部改正

　　　4（1）中「自動車局整備部保安課」を「貨物流通局技術課」に改める。

　　　鴉表第3を次のように改めるQ

　燐表口3　申講師

区　　　　　　　　　　分 所　　管　　課

（1）当該達搬が日本国有鉄道の鉄道によってなされる

@場合
大臣窟房圏有鉄道部保安課

（2）当該運搬が曝本国有鉄道以外の鉄道、軌道、索道

@若しくは無軌条電車又は自動車若しくは軽車両によ

@ってなされる場合

貨物流通局技術課

（2）別添2放射性単位元素等車両連搬規則関係取扱要領の一部改建

　　1及び第3号様式中r振定連搬方法確認機関に闘する省令」を「放射性局位元素

　等に係る指定達搬方法確認機関に関する省令」に改める。

　　別表第4を次のように改める。

別表第4　申請先

区　　　　　　　　　　分 所　　管　　課

α〉当該連搬が日本国有鉄道の鉄道によってなされる

@場合
大臣宮房国有鉄道部保安課

（2）当該日搬が臼皿盛有鉄道以外の鉄道、軌道、索道

@若しくは無軌条電車又は自動車若しくは軽車両によ

@ってなされる場合

貨物流通局技術課

別紙

1，核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に蘭する法律の一部を改正する法律の施

　行期日を定める政令（昭和61年政令第346号）

2，核燃料物質の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規則及び核原料物質、

　核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯

　する身分を示す証明書の様式を定める省令の～部を改正する省令（昭和61年運輸省令

　第36号）

3，危険物船舶連送及び綜蔵規踏の一部を改正する省令（昭和61年運輸省令第38号）

4，航空法施行規鑓の一部を改正する省令（昭和61年連輸省令第39号）



別添

　　　　　　核燃料物質等に係る指定運搬方法確認機関に関する省令

　　　　　　第3条の積載方法承認の申請等の実施細越

1，申請

　　積載方法承認を受けようとする者は、別表第1の第1欄に掲げる記載事項について

　同表の第2欄の記載要領等に従って記載した申請書及び別表第2の第2欄の記載要領

　等に従って記載した同表の第1欄に掲げる添付書類正副2通を提鐵すること。

　　この場舎において、当該申請書等は、別表第3の第1欄に掲げる区分に応じ、それ

　ぞれ、同表の第2欄に掲げる所管課に提出すること。

2．承認の基準

　　積載方法承認は、次の各号に掲げる基準に適合しているものについて行うものとす

　る。

　α）運搬中、移動、転倒、転落等により核燃料輸送物の安全性が損なわれないように

　　保たれていること。

　（2）同一積載方法により繰り返し実施できるものであること。

　（3）核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規鯖に関する法律（昭和32年法律第166号）

　　第59条の2第2項に基づく運輸大臣の確認を受けたものであること。

　（4）前各号のほか運搬の安全上支障を及ぼすことのないこと。

3、承認証の交付

　　積載方法承認を行ったときは、妾該承認に係る積載方法承認証を交付するものとす

　るQ

　　なお、墨髭承認にあたっては、必要に応じ積載方法等に関し条件を付’すことができ

　る。

4．変更届

　　積載方法承認を受けた潜は、氏名若しくは名称又は住所に変更があったときは、30

　日以内にその旨を運輸大臣に届け出ること。

　　また、積載方法承認に係る車両を変更しようとする場合には、積載方法が変更葭と

　同等であることを明らかにし、その旨を届け出ること。
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ヨエ

別表第鷹 核燃料物質等に係る指定運搬方法確認機関に関す

る雀令第3条の積載方法承認の申請等の実施細革

記　載　事　項

1．申誌書本文

2．運搬しようとする核燃料

輸送物の基確適合状況

3．運搬しようとする核燃料

物質等の種類

4．承認を受けようとする積

載方法

〔1）名称

（2｝外観図

（3）固縛に使用する用具、

　架台等

｛4）運搬に係る車両

（5｝固縛作業

5，　　運搬実施体詣U

記　　載　　要　　領　　等

。申請書本文の様式は別記様式によること。また、

申請老が法人である場合にあっては、その代表者

の氏名を付記すること。

。科学技術庁長官の容器承認の番号を記載すること。

o核燃料物質等に係る指定運搬方法確認機関に関す

る省令第3条に掲げる核燃料物質等の種類を記載

すること。

。核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規舗に関す

　る法律施行令（以下「令」というQ）第17条の4

　の表第2号の下欄に掲げる物質に該当する場合は、

　その旨を記載すること。

。國面により固定方法、積載位置等を明確に示すこ

　と。なお、必要に応じて部分図を添付すること。

。主要な箇所には寸法を記入すること。

。固縛に使用されるワイヤ、緊締金具、架台等の名

称及び記号等を記載すること。

。鉄道、軌道、索道又は無軌条電車により運搬する

場合は車両の許容積載董及び有がい、無がいの別

　を、自動車により運搬する場合は車名、型式、登

録番号を記載すること。

・固縛作業の手順の詳細を明確に記載すること。

・固練作業において、使用するクレーン等機械、器

具の内容及び二上作業に従事する老に対し振示す

べき事項を記載すること。

。運搬統括資任者、運搬実施責任者、見張人、同行

する専門家、その他の運搬従事者、運搬要領、事

故時の措罎等を記載すること。



備考

　王．用紙は、日本工業規格A列4番の大きさとする。ただし、この大きさによるこ

　　　とが開悟なものについては、折りたたんだ状態でこの大きさとすること。

　　2．下線を付記した事項については、令第17条の4の網田2号の下欄に掲げる物質

　　　を運搬する場合に覧る。

別表第2

添　付　書　類

1．車両に関する説明

2　予定される運搬に関する

説明

3．強度計算書

4。同～積載方法が繰り返し

実施できることの説明

5，承認容器について

6．その他

記　　載　　要　　領　　等

。運搬に使用される箪癒の主要諸元、車両性能及び

積載方法の審査に必要な箇所の構造、装置の内容

について説明すること。

。予定される運搬に関し、速度、勾配、最小醸転半

径、運行の距離等について説明すること。

。予定される運搬等において、運搬容器が容易に移

動、転倒、転落等を起こさないことを説明するこ

　と。

。嗣一の積載方法が繰り返し実施できることを具体

的に説明すること。この場合、撫付けに使用され

る機器、架台等の劣化についても言及すること。

。承認容器の主要諸元、外観図及び承認を受けたこ

　とを証する書面を添付すること。

・その他必要な事項がある場合はその書聖を添付す

ること。
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別表第3　申請先

区　　　　　　　　　　分 所　　　管　　　課

｛1｝当該運搬が旅客会社等（旅客鉄道株式会社及び

日本貨物鉄道株式会社に関する法律（昭和61年法

大臣富房函有鉄道
律第88号）第1条第1項に規定する旅客会社及び

改革推進部保安課
巳本貨物鉄道株式会社をいう。以下嗣じ。）の鉄

道によってなされる場合

（2）当該運搬が旅客会社等の鉄道以外の鉄道、軌道、

索道若しくは無軌条電車又は自動車若しくは軽車 貨物渡通局技術諜
両によってなされる場合

オく



別記様式（積載方法承認申請書）
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運　輸　大欝

積載方法承認申講書

殿

月号
名
称
所
先

番
年
砥
名

　
　
　
絡

書
春
ま

　
請
一

文
申
叉
住
連

日

壌

　核燃料物質等に係る指定運搬方法確認機関に関する省令第3条の規定に基

づき、下記の積載方法について承認して憎きたく申請いたします。

己二需
日

借



自
動
車
運
送
事
業
等
運
輸
規
則
（
抄
）

○
自
動
車
運
送
事
業
等
運
輸
規
則
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
昭
和
三
十
一
年
八
月
一
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
運
輸
省
第
四
十
四
号

〕

最
終
改
正
　
昭
和
六
〇
年
一
二
月
二
四
日
運
輸
省
令
第
四
〇
号

（
囲
的
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
自
動
車
運
送
事
業
、
自
動
車
運
送
取
扱
事
業
及
び
軽

　
車
両
等
運
送
事
業
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
り
、
輸
送
の
安
全

　
及
び
旅
客
又
は
荷
主
の
利
便
を
隈
る
こ
と
を
団
的
と
す
る
。

三
八

　
れ
た
物
を
い
う
。
）

　
　
　
斗
コ
　
　
　
噂

　
　
　
醗
　
　
貝

　
こ
の
省
令
は
、
原
子
力
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三

年
法
律
簗
八
十
六
号
）
附
則
第
↓
条
第
一
二
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
昭

和
五
十
四
年
一
月
四
β
）
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
言
　
　
　
弓

　
　
　
倒
　
　
冒
ハ

（
施
行
期
日
）

第
【
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

　
か
ら
施
行
す
る
。

（
物
晶
の
持
込
制
限
）

第
三
十
六
条
　
　
＝
肢
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
蜜
業
者
の
事
業
絹
自
動
車
を
利
用

　
す
る
旅
客
は
、
次
に
掲
げ
る
物
品
を
自
動
単
内
に
持
ち
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。

　
た
だ
し
、
品
名
、
数
燈
、
荷
造
方
法
等
に
つ
い
て
、
別
表
で
定
め
る
条
件
に

　
適
合
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
五
の
二
放
射
性
物
質
等
（
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止

　
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
菖
六
卜
七
号
）
第
二
条
第
二
項
の

　
放
射
性
同
位
元
素
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
そ
の
放
射

　
北
駈
濃
度
が
七
十
四
ベ
ク
レ
ル
毎
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
並
び
に
核
原
料
物
質
、

核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第

　
冨
六
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
の
核
燃
料
物
質
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
汚
染
さ
．



○
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
亀
卜
六
年
七
月
二
十
八
日
運
輸
省
口
A
閑
静
粥
上
ハ
上
－
七
口
万
〕

鼎
朕
碑
於
改
．
正
　
　
㎜
唄
和
轟
ハ
（
）
加
十
嘱
九
日
月
一
一
五
n
口
運
輸
小
駕
A
署
網
嚢
｝
嵩
｝
口
写

（
用
語
の
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
け
る
用
語
の
定
義
は
、
道
路
運
送
車
両
法
（
以
下

　
「
法
」
と
い
う
Q
）
第
二
条
に
定
め
る
も
の
の
外
、
左
の
各
号
の
定
め
る
と

　
こ
ろ
に
よ
る
。

　
十
七
　

「
放
射
盤
物
質
等
」
と
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障

　
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
条

　
第
二
項
の
放
射
性
同
位
一
7
5
素
及
び
そ
れ
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て

　
そ
の
放
射
能
濃
度
が
七
十
瞬
ベ
ク
レ
ル
毎
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の
並
び
に
核
原

　
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二

　
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
二
条
第
二
項
の
核
燃
料
物
質
及
び
そ
れ
に
よ
つ

　
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
い
う
。

（
灯
光
の
色
等
の
制
限
）

第
四
十
一
一
条
　
自
動
車
に
は
、
次
に
掲
げ
る
炸
火
を
除
き
、
後
方
を
照
射
し
若

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ふ
コ
ン

　
し
く
は
後
方
に
表
示
す
る
灯
光
の
色
が
着
色
で
あ
る
灯
火
で
地
上
二
・
近
メ

　
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
又
は
熔
光
の
色
が
・
赤
色
で
あ
る
灯
火
を
備
え
て
は
な
ら

　
な
い
。

　
六
　
火
薬
類
又
は
放
射
性
物
質
等
を
積
載
し
て
い
る
こ
と
を
表
示
す
る
た
め

　
　
　
道
路
運
送
車
両
の
保
安
基
準
（
抄
）

　
の
灯
火

9
　
自
動
車
に
備
…
え
る
灯
火
は
、
繭
照
灯
、
補
助
前
照
灯
、
側
方
灯
、
番
号
灯
、

　
尾
灯
、
後
緬
に
備
え
る
監
悪
血
、
制
動
灯
、
後
退
灯
、
方
向
指
示
器
、
補
助

　
方
’
阿
指
示
器
、
非
常
点
滅
表
示
灯
、
速
度
表
示
装
置
の
速
度
表
示
灯
、
室
内

　
照
明
灯
、
緊
急
自
動
車
の
警
光
灯
、
道
路
維
持
作
業
絹
自
動
車
の
灯
火
、
火

　
薬
類
又
は
放
射
性
物
質
等
を
積
載
し
て
い
る
こ
と
を
表
示
す
る
た
め
の
灯
火
、

　
一
般
乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
の
用
に
供
す
る
自
動
車
の
非
常
灯
及
び
走

　
行
中
に
使
駕
し
な
い
灯
火
（
萌
面
に
備
え
る
駐
車
灯
を
除
く
。
）
　
を
除
き
、

　
光
度
が
三
百
カ
ン
デ
ラ
以
下
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10

@
火
薬
類
又
は
放
射
性
物
質
等
を
積
載
し
て
い
る
こ
と
を
表
示
す
る
た
め
の

　
灯
火
は
、
他
の
灯
火
と
兼
用
の
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

（
消
火
器
）

第
四
十
七
条
　
次
の
自
動
車
に
は
、
消
火
器
を
備
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
六
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
資
す
る
法
律
施
行

　
　
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
第
十
八
条
の
三
相
一
項

　
　
に
規
蝕
す
る
放
射
性
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
）
を
運
送
す
る
場

　
　
合
若
し
く
は
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
（
昭
和
五
十
二
年
運
輸

　
省
令
第
三
十
三
号
）
第
十
八
条
の
規
定
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
又
は
核
燃

　
　
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭

　
　
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
煮
十
七
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
核
燃
料
輸
送

　
　
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
）
若
し
く
は
同
令
第
八
条
に
規
定
す
る
核
分

　
裂
性
輸
送
物
を
運
送
す
る
場
舎
若
し
く
は
核
燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

　
　
（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
智
令
第
七
十
二
号
）
第
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



道
路
運
送
董
－
両
の
保
安
基
準
（
抄
）

　
送
す
る
場
合
に
使
用
す
る
自
動
車

3
　
第
一
項
の
自
動
車
（
前
項
に
規
定
す
る
自
動
車
を
除
く
。
）
に
備
え
る
消

　
火
器
は
、
次
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
一
　
霧
状
の
強
化
液
を
放
射
す
る
消
火
器
で
充
て
ん
量
が
六
リ
ッ
ト
ル
以
上

　
　
の
も
の

　
二
　
炭
酸
ガ
ス
を
放
射
す
る
消
火
器
で
充
て
ん
量
が
二
・
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

　
　
上
の
も
の

　
三
　
｝
塩
化
一
臭
化
メ
タ
ン
を
放
射
す
る
消
火
器
で
充
て
ん
最
が
一
リ
ツ
ト

　
　
ル
以
上
の
も
の

　
四
　
二
臭
化
四
ふ
つ
化
エ
タ
ン
を
放
射
す
る
消
火
器
で
充
て
ん
量
が
○
・
四

　
　
リ
ッ
ト
ル
以
上
の
も
の

　
葺
　
消
火
紛
末
を
放
射
す
る
消
火
器
で
充
て
ん
量
が
一
・
八
キ
ロ
グ
ラ
ム
以

　
　
上
の
も
の

4
　
第
一
項
の
自
動
車
に
備
え
る
消
火
器
は
、
第
二
項
又
は
前
項
の
規
定
に
よ

　
る
ほ
か
、
左
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
｝
　
消
火
器
は
、
構
造
及
び
性
能
が
消
防
法
第
二
十
一
条
の
二
第
二
項
に
規

　
　
定
す
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
二
　
消
火
器
は
、
自
動
車
の
走
行
中
の
振
動
、
衝
撃
等
に
よ
り
、
損
瘍
を
生

　
　
じ
又
は
作
動
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
。

　
三
　
消
火
器
は
、
使
用
に
際
し
て
容
易
に
取
り
は
ず
し
が
で
き
る
よ
う
に
取

　
　
り
付
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
四
　
消
火
器
は
、
左
の
場
所
に
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
イ
　
火
薬
類
を
運
送
す
る
自
動
車
及
び
こ
れ
を
け
ん
引
す
る
け
ん
引
自
動

｝
三
〇

車
に
あ
っ
て
は
、
見
張
人
の
使
用
に
便
利
な
場
所

ロ
　
イ
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車
に
あ
っ
て
は
、
運
転
春
、

者
助
手
、
車
掌
、
見
張
人
又
は
取
扱
人
の
使
用
に
便
利
な
場
所

運
転



○
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に

　
　
関
す
る
総
理
府
令

〔
昭
和
五
十
三
年
十
二
月
二
十
八
浸
総
　
理
府
令
　
第
四
十
八
号
〕

　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
　
昭
和
山
ハ
ご
一
年
一
　
一
月
二
圃
一
日
総
理
府
ム
¶
五
〇
凹
写

　
核
凍
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
工
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
十
九
条
の
二
第
四
項
及
び
第
五
項
（
海
法

第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
核
原
料
物

質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
二

年
政
令
第
三
百
二
十
四
号
）
第
十
七
条
の
四
に
お
い
て
準
用
す
る
同
令
纂
十
七

条
の
三
の
規
定
に
心
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
核
燃
料
物
質
等

の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　
　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
属
出
歯
に
関
す
る
総
理
府
令

（
保
安
の
た
め
の
措
撮
が
必
要
な
場
合
に
届
出
を
要
す
る
核
燃
料
物
質
等
）

第
［
条
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
施

　
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
Q
）
第
十
七
条
の
五
の
表
第

　
一
号
イ
の
総
理
府
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
等
（
核
燃
料
物
質
叉
は
核
燃
料

　
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
核
燃
料
物

　
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
購
（
昭
和
五
十

　
三
年
総
理
府
令
第
五
十
七
号
）
第
三
条
第
…
項
簗
三
号
に
規
定
す
る
核
燃
料

　
物
質
等
と
す
る
。

2
　
令
第
十
七
条
の
五
の
表
第
一
号
口
の
総
理
府
令
で
定
め
る
核
燃
料
物
質
は
、

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
醸
綴
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

　
核
燃
料
物
質
等
の
工
場
叉
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
第

　
八
条
に
規
定
す
る
核
分
裂
性
物
質
と
す
る
。

（
届
出
の
手
続
）

第
工
条
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
凍
子
炉
の
規
矧
に
関
す
る
法
律
（
以

　
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
十
九
条
の
二
第
五
項
（
法
第
六
十
六
条
第
一
一
項

　
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
飼
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
核
燃
料

　
物
質
等
の
運
搬
の
属
出
を
し
て
、
運
搬
証
明
書
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る

　
者
は
、
別
記
様
式
第
一
の
運
搬
上
掛
粛
正
講
工
通
を
当
該
運
搬
の
経
路
で
あ

　
る
区
域
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
偏
と
い

　
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
薩
項
の
逸
出
に
係
る
運
搬
の
経
路
が
二
以
上
の
公
安
委
員
会
の
管
轄
す
る

　
区
域
に
わ
た
る
場
合
に
は
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
発
送
地
を
管
轄
す
る
公

　
安
委
員
会
（
以
下
「
発
送
地
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
以
外
の
公
安
委
員

　
会
に
対
す
る
同
項
の
運
搬
届
出
書
の
提
出
は
、
発
送
地
公
安
委
員
会
を
経
由

　
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
第
～
項
の
運
搬
届
出
霞
の
提
出
は
・
当
該
運
搬
が
一
の
公
安
委
」
員
会
の
管
轄

　
す
る
区
域
内
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
運
搬
開
始
の
罠
の

　
一
週
間
前
ま
で
に
、
　
そ
の
池
の
場
合
に
あ
っ
て
は
運
搬
開
始
の
懸
の
二
週
間

　
前
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
搬
証
明
書
）

第
三
条
　
法
第
五
十
九
条
の
二
筑
叩
土
語
の
運
搬
一
証
明
灘
繍
（
以
下
「
運
搬
証
明
書
」

　
と
い
う
。
）
の
様
式
は
、
別
記
様
式
第
二
の
と
お
り
と
す
る
。

2
　
前
条
第
一
項
の
届
出
に
係
る
運
搬
の
経
路
が
二
以
上
の
公
安
委
員
会
の

二
三



　
　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

　
管
轄
す
る
区
域
に
わ
た
る
場
合
に
は
、
発
送
地
公
安
委
員
会
以
外
の
公
安
委

　
員
会
は
、
当
該
運
搬
証
明
書
を
発
送
地
公
安
委
員
会
を
経
由
し
て
交
付
す
る

　
も
の
と
す
る
。

（
指
　
示
）

第
四
条
　
保
安
の
た
め
の
措
置
が
必
要
な
場
合
に
お
け
る
法
第
五
十
九
条
の
二

　
第
六
項
（
法
第
六
十
六
条
第
一
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下

　
同
じ
。
）
の
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
…
　
核
燃
料
物
質
等
を
積
載
し
た
車
両
（
道
路
交
通
虫
（
昭
和
三
十
五
年
法

　
　
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
車
両
を
い
う
。
以

　
　
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
　
の
速
度

　
二
　
伴
走
車
の
配
置

　
三
　
核
燃
料
物
質
等
を
積
載
し
た
車
両
及
び
痒
走
車
そ
の
他
の
運
搬
に
同
行

　
　
す
る
車
両
の
東
－
列
の
編
成
並
び
に
当
該
車
影
を
構
成
す
る
車
潤
相
互
闘
の

　
　
艶
離

　
四
　
駐
車
（
道
路
交
通
法
面
二
条
第
一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
駐
車
を
い

　
　
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
Q
）
場
所
及
び
駐
車
特
．
の
措
置

　
五
　
核
燃
料
物
質
等
の
積
卸
し
又
は
～
時
保
管
を
す
る
場
所

　
六
　
見
張
り
人
の
配
置
そ
の
他
核
燃
料
物
質
等
へ
の
関
係
者
以
外
の
者
の
接

　
　
近
を
防
止
す
る
た
め
の
措
潰

　
七
　
核
燃
料
物
質
等
の
車
両
へ
の
積
載
方
法

　
八
警
察
機
関
へ
の
連
絡

　
九
　
核
燃
料
物
質
等
の
取
扱
い
に
関
し
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
潜
の
同
行

　
十
　
苗
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
運
搬
中
の
交
通
事
故
、
核
燃
料
物
質

㎜
三
二

　
等
の
盗
寒
季
に
よ
る
災
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項

2
　
保
安
及
び
特
定
核
燃
料
物
質
の
防
護
の
た
め
の
措
置
が
必
要
な
場
合
に
お

　
け
る
法
第
覧
十
九
条
の
二
第
六
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
薦
項
各

　
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
を
防
護
す
る
た
め

　
に
必
要
な
事
項
と
す
る
。

（
公
安
委
員
会
相
互
の
連
絡
）

第
五
条
　
第
二
灸
箪
二
項
の
届
出
に
係
る
運
搬
の
経
路
が
二
以
上
の
公
安
委
員

　
会
の
管
轄
す
る
区
域
に
わ
た
る
場
合
に
は
、
届
出
を
受
け
た
公
安
委
．
員
会
は
、

　
栩
互
に
、
法
箒
五
十
九
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
播
示
の
内
容
を
通
知

　
し
、
そ
の
他
当
該
運
搬
の
円
滑
な
実
施
の
た
め
必
要
な
連
絡
を
行
わ
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

（
運
搬
証
明
無
制
の
記
載
事
項
ρ
の
変
更
の
届
出
雄
傑
）

第
六
条
　
法
主
五
十
九
条
の
二
第
九
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準

　
用
す
る
場
舎
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
撫
を
し
、
運
搬
証

　
明
書
の
書
換
え
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
三
の
運
搬
証
明
書

　
書
換
え
申
講
書
一
通
に
当
該
運
搬
証
明
書
を
添
え
て
、
そ
の
交
付
を
受
け
た

　
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
法
第
五
十
九
条
の
二
第
九
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け

　
る
当
該
変
更
に
係
る
事
項
が
発
送
地
公
安
委
員
会
以
外
の
公
安
委
員
会
の
管

　
轄
す
る
区
域
に
係
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
運
搬
証
明
書
書
換
え

　
申
請
書
の
提
出
は
、
発
送
地
公
安
委
員
会
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

3
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
一
項
の
運
搬
証
明
書
書
換
え
申
講
書
の
提
出
が



　
あ
っ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
公
安
委
員
会
が
諄
き
換
え
を
し
た
運
搬
証
明

　
書
を
交
付
す
る
と
き
は
、
発
送
地
公
安
委
員
会
を
経
由
し
て
す
る
も
の
と
す

　
る
。（

運
搬
証
明
書
の
再
交
付
の
申
請
等
）

第
七
条
　
法
第
五
十
九
条
の
こ
第
十
項
（
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準

　
用
す
る
場
合
を
含
む
G
以
下
岡
じ
。
）
の
規
定
に
よ
る
運
搬
証
明
書
の
再
交

　
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
四
の
運
搬
証
明
書
再
交
付
申
請

　
書
一
通
を
そ
の
交
付
を
受
け
た
公
安
委
員
会
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
申
請
の
事
由
が
当
該
運
搬
証
明
書
の
汚
損
で
あ
る
と

　
き
は
、
当
該
申
講
書
に
当
該
運
搬
証
明
書
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
当
該
運
搬
証
明
書
を
交
付
し
た
公
安
委
員
会
が
発
送
地
公
安
委
員
会
以
外

　
の
公
安
委
員
会
で
あ
る
と
き
は
、
前
項
の
運
搬
証
明
書
再
交
付
申
請
書
の
提

　
出
は
、
発
送
地
公
安
委
員
会
を
経
崩
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
前
条
第
三
項
の
規
定
は
、
発
送
地
公
安
委
口
貝
会
以
外
の
公
安
委
員
会
が
運

　
搬
証
明
書
を
再
交
付
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

　
岡
項
中
「
前
項
の
規
定
に
よ
り
第
～
項
の
運
搬
証
明
書
書
換
え
串
・
請
書
の

　
提
出
が
あ
っ
た
場
合
」
と
あ
る
の
は
、
　
「
次
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
条

　
篤
二
項
の
運
搬
証
明
書
再
交
付
申
・
請
書
の
提
繊
が
あ
っ
た
場
合
」
と
読
み
替

　
え
る
も
の
と
す
る
Q

（
旧
運
搬
証
、
明
壽
の
返
納
）

第
八
条
　
法
第
五
十
九
条
の
二
第
十
項
の
規
定
に
よ
る
運
搬
証
明
書
の
再
交
付

　
を
受
け
た
者
は
、
運
搬
証
明
講
の
再
交
億
を
受
け
た
後
に
お
い
て
旧
運
搬
証
．

　
明
書
を
回
復
し
た
と
き
は
、
運
搬
証
明
書
の
交
付
し
た
公
安
委
員
会
に
そ
の

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
盤
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

　
暇
運
搬
証
明
書
を
速
や
か
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
「

　
い
て
、
返
納
に
係
る
公
安
委
員
会
が
発
送
地
公
安
委
員
会
以
外
の
公
安
委
員

　
会
で
あ
る
と
き
は
、
発
送
地
公
安
委
員
会
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

（
運
搬
諦
砒
明
鍵
冊
の
返
納
…
）

第
九
条
　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
を
終
了
し
た
と
き
は
、
運
搬
証
明
書
を
携
帯

　
す
る
春
は
、
運
搬
証
明
書
を
交
付
し
た
公
安
委
員
会
に
そ
の
運
搬
一
証
明
讃
を

　
速
や
か
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
核
燃
料
物

　
三
等
の
到
・
達
地
を
管
轄
す
る
公
安
委
員
会
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
到
達

　
地
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
以
外
の
公
安
委
員
会
に
対
す
る
返
納
は
、
到

　
達
地
公
安
委
員
会
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
運
搬
証
．
明
書
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
を
し
な
い

　
こ
と
と
な
っ
た
と
き
は
、
運
搬
証
明
書
を
交
付
し
た
公
安
委
員
会
に
そ
の
運

　
搬
証
明
書
を
速
や
か
に
返
納
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

3
　
離
条
後
段
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
運
搬
証
明
講
の
返
納
に
つ
い

　
て
準
吊
す
る
。

（
運
搬
に
関
す
る
検
査
）

第
十
条
　
法
燈
五
十
九
条
の
一
一
第
十
一
項
（
法
語
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て

　
準
朗
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
警
察
官
が
検
査
を
行
う
と
き
は
、

　
道
路
に
お
け
る
安
全
と
円
滑
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
場
所
を
選
び
、

　
か
つ
、
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
保
安
の
確
保
（
当
該
核
燃
料
物
質
等
に
防
護

　
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
を
含
む
と
き
は
、
保
安
及
び
当
該
防
護
対
象
特
定
核

　
燃
料
物
質
の
防
護
の
確
保
）
に
つ
い
て
細
心
の
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら

｝
三
薦



核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
孫
）

　
な
い
。

（
報
告
の
微
収
）

第
十
一
条
　
法
第
五
十
九
条
の
二
第
躍
然
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
た
製
錬
事

　
業
者
、
加
工
事
業
者
、
原
子
炉
設
置
者
、
外
国
原
子
力
船
運
航
者
、
再
処
理

　
事
業
者
、
廃
棄
事
業
者
及
び
使
用
者
は
、
法
六
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
、
工

　
審
叉
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
核
燃
料
物
質
等
の
運
般
に
お
い
て
、
次
の
各

　
号
の
一
に
該
当
す
る
事
故
が
発
生
し
た
と
き
は
、
当
該
事
故
が
発
生
し
た
日

　
か
ら
十
日
以
内
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
措
薫
を
当
該
届
出
を
受

　
理
し
た
公
安
委
員
会
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
核
燃
料
物
質
ハ
等
の
次
口
取
【
又
は
所
…
在
不
明

　
一
一
　
交
通
審
故

　
三
　
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
暫
ハ
の
運
搬
の
妨
害

　
四
　
核
燃
料
物
質
等
の
異
〔
常
な
漏
…
え
い

　
五
　
前
各
号
・
の
ほ
か
、
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
（
放
射
線

　
　
障
害
以
外
の
障
害
で
あ
っ
て
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
が
発
生
し
、
又
は

　
　
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
事
故

　
　
↓
－
　
　
　
　
　
　
η

　
　
研
　
　
　
　
β
バ

　
こ
の
府
令
は
、
原
子
力
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三

年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
昭

和
五
十
四
年
｝
月
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

　
附
　
　
　
剛
則
　
（
咽
旧
和
山
ハ
一
　
・
二
・
二
六
訟
仙
理
府
令
工
ハ
ニ
）

こ
の
府
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

｝
三
四

　
　
附
　
　
　
則
（
昭
和
山
ハ
三
・
一
　
一
　
・
二
四
総
一
埋
府
A
つ
置
○
）

　
（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
府
令
は
、
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
漂
子
炉
の
規
制
に
関
す

　
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
六
十
三
年
法
律
第
六
十
九
号
）
附

　
則
第
一
条
第
｝
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
日
（
昭
和
六
十
一
二
年
中
｝
月
二

　
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

　
（
経
過
措
羅
）

2
　
こ
の
府
令
の
施
行
後
に
開
始
さ
れ
る
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質
を
含
む

　
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
に
つ
い
て
こ
の
府
令
の
施
行
前
に
し
た
改
正
前
の
核

　
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
第
二
条
の
規
定
に
よ
る

　
運
搬
届
出
等
の
提
出
は
、
改
正
後
の
核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関

　
す
る
総
理
府
令
（
以
下
「
新
府
令
」
と
い
う
。
）
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
い

　
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

3
　
前
項
に
規
定
す
る
運
搬
届
出
書
の
提
出
を
し
た
者
は
、
こ
の
府
令
の
施
行

　
後
当
該
運
搬
が
開
始
さ
れ
る
ま
で
の
間
に
、
新
府
令
別
記
様
式
第
一
の
注
5

　
及
び
注
7
に
規
定
す
る
記
載
事
項
の
う
ち
当
該
運
搬
届
出
書
に
記
載
さ
れ
て

　
い
な
い
も
の
を
当
該
核
燃
料
物
質
等
の
発
送
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
照
公
安

　
委
員
会
に
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

三二1一

別記様式第1（第2条関係）

※ii蓬理番号

※受理年月日

※証明書番号

※解明書交付年月日

（その1）

�ﾀ委員会　殿

@　　　　　　　三三

@　　　　　　　氏名

@　　　　　　　使用者等の区分（注1）

@　　　　　　　担当者

核燃料物質等運搬届出書
@　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

@　（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）㊥

@　　　　　　　　　電話番号

運　　　　撮　　　　B　　　時

@　　　　　　　　　（注2）

庫　　　月　　　日　　　時　から

N　　　月　　　日　　　時　まで

発　　　　送　　　　地　（注3）

到　　　　　達　　　　　地　（注3）

距　　離　（㎞）
路　線　名

所要時間

@（分）
運行時間

運　搬

閨@段
経由地点

@（注4） 区　間 キロ程運
　
　
搬
　
　
経
　
　
路

l
I
経

駐車、積卸し及び一時保管予定場所

ﾀびにその予定時刻

この県での運搬の内容が用紙（その2）の記載事項と異なる場合は、その事項及

ﾑ運鍛の内容

記　　　載　　　　事　　　　項 運　　　搬　　　の　　　内　　　容

そ　の　他　の　記　載　事　項 用　　紙（そ　　の　　2）の　　と　お　　り



（その2）　運i殻の内容

種類及び個数（注5）

輸送物

核燃料物質等の名称
yび数量　　（注6）

区分及び区分別数量
@　　　　（注7）

運送人

氏名（法人にあって
ﾍ、その名称）

住　　　　　　　所

運行貴任者氏名　（注8）

同　行　者　氏　名　（注9）

自動車
o録番署

最大積載
d　　量

積載重量及び

A送物個数
運転者氏名

核燃料物質等積載車両及び運
]者　　　　　　　　1

積載方法（注1・）i

携行資器材の名称及び個数

運　　搬　　要　　領　（注11）

警察機関への連絡要領

応　急　措　置　要　領

適　　　　　　　用　（注12）

核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
痛
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

注　1　使用者、製錬事業審、加工事業者、源子煩設置者、外鰯原子力船運航者、岬山

　　理事業春若しくは廃棄事業者又はこれらの潜から運搬を委託された者の別を記載

　　すること。運搬を委託された者にあっては、委託者の名称及び使用者等の別を併

　　記すること0

　　2　この欄には全運搬経路の運搬日時を記載すること0

　　3　この欄には全運搬経路の発送地及び到達地を記載し、工場又は事業所である場

　　合は、その名称を併記すること0

　　4　この欄にはこの運搬届出書を提出する都道府県の運搬経路に係る内容を記載す

　　　ること0

　　5　A型輸送物、BM型輸送物又はBU型輸送物の別及び個数を記載すること○核

　　分裂塩輸送物にあっては、第一種核分裂性輸送物、第二種核分裂四輪四物又は第

ナく



核
燃
料
物
質
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

　三種核分裂牲輸送物の別を併記すること。防護対象特定核燃料物質にあっては、

　核燃料物質等の工場又は事業所の外における運搬に関する規則第17条の6第1項

　の表第1号又は第2号に該当する場合は区分1、同褒第3号から第6号までのい

　ずれかに該当する場合は区分且、同表第7号から第9号までのいずれかに該当す

　る場合は区分田とそれぞれ併記することQ

6　燃料要素、燃料集合体又は使用済燃料にあってはその旨及び単位体数を、その

　他の核燃料物質にあっては化学上の名称及び重景を記載すること。核燃料物質に

　よって汚染された物にあっては、その旨及び重量を記載し、当該汚染された物

　の名称、汚染の状況及び汚染の程慶を記載した書面を添付すること0

7　照射されていない燃料の場合には、濃縮ウラン、プルトニウム及びウラン233

　の区分により、濃縮ウランの区分に属するものにあってはその旨、濃縮度及びウ

　ランの董を、プルトニウムの区分に属するものにあってはその旨及びプルトニウ

　ムの量を、ウラン233の区：分に属するものにあってはその旨及びウラン233の最

　を記載すること。照射された燃料の場含には、照射前の濃縮ウラン、プルトニウ

　ム、ウラン233、天然ウラン、劣化ウラン及びトリウムの区分により、濃縮ウラ

　ソの区分に属するものにあってはその旨、照射前の濃縮凌及び照射萌のウランの

　量（濃縮慶が10パーセントに達しないものにあっては濃縮ウランの区分に属する

　旨、照射前の濃縮蜜、照射前のウランの量及び照射直後の吸収線最率）を、プル

　トニウムの区分に属するものにあってはその旨及び照射前のプルトニウムの量を、

　ウラン233の区分に属するものにあってはその旨及び照射荊のウラγ233の鍛を、

　天然ウラン、劣化ウラン又はトリウムの区分に属するものにあってはその旨及び

　照射直後の吸収線量率を記載すること0

8　運搬に同行し、運搬の実施について責任を有する者の記載をすること0

9　核燃料物質等の取扱いに関し知識及び経験を有する春で、運搬に同行し、当該

　核燃料物質等の目安のため必要な監督を行うものを記載すること。ただし、BM

　型輸送物以外の輸送物を運搬する場合であって、その春を其筋させないときは記

　載を要しない0

10　輸送物の積載方法の概要を記載し、積載時の車両の外観図を添付すること0

11　田村の速度及び駐車、積卸し又は一時保管をする際に講じる見張り人の配置等

　安全確保のための措鷹について記載し、車列の編成及び車間距離を記載した園丁

　を添付すること0

12　法第59条の2第2項（田田66条第2項において準爾する場合を含む。）の科学

　技術庁長官又は運輸大輔の確認の有無並びに核燃料物質等の工場又は事業所の外

　における運搬に関する規則第13条及び核燃料物質等車両運搬規則（昭和53年運

　輸省令第72号）第19条第1項の特別措置の承認の有無について記載することo

七

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぱ　　ロ備考1用紙（その1）は運搬の経路となる区域を管轄するすべての都道府県公安委翼

　　　　会に、用紙（その2）は発送地公安委員会に提出すること0

　　2※印欄には記載しないこと。

　　　3用紙の大きさは、日本エ業規格A4とすることo



別記様式第2（第3条関係）

第　　　号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日

@　　　　　　　核燃料物質等運搬証明書

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公安委員会⑳

住所

使用者等 氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）

使用者等の区分

運　　　　搬　　　　日　　　　時
年　　　月　　　沼　　　時　から

N　　　月　　　日　　　時　まで

発　　　　　　送　　　　　　地

到　　　　　　達　　　　　　地

距　　離　（㎞）

経由地点
区　間 キロ程

路　線　名
所要時間

@（分）
運行時間

運　綴

閨@殺
運
　
「
搬
　
　
経
　
　
路

駐車、積卸し及び一時保管予定場所

ﾀびにその予定時刻

運　　　搬　　　の　　　内　　容

指　　　示　　　の　　事　　　項

備考1　この運澱証明書は、運搬中常に携帯し、警察官の要求があったとぎは、

@　必ず提示すること。

@　2　この運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、遅滞なく交付を受け

@　　た都道府県公安委員会に届け出ること。

@　3　この運搬証明書を喪失し、汚損し、又は盗取されたときは、遅滞なく交

@　付を受けた都道府県公安委員会に届け出ること。
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八

備考’用紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。



別記様式第3（第6条関係）
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※整理番号

※受理年月日

※書換え年月日

核燃料物質等運搬証明書書換え申請書

年 月　　日

公安委員会　殿

住所

氏名（法人にあっては、 その名称及び代表者の氏名）㊥

使用者等の区分

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条の 2第9項

（同法第66条第2項において準用する場合を含む。） の規定により、 運搬証明

書の書換えを申請します。

運搬証明書番号　　　　　　　　　運搬証明書交付隼月日 年 月　　日

書
　
換
　
え
　
事

項

書
　
換

え
　
事

由

プL

備考1　※印欄は、記入しないこと。

　　2　用紙の大きさは、日本工業規格B5とすること。



別記様式第4（第7条関係）

公安委員会　殿

※整理番号

※受理年月日

※再交付年月日

核燃料物質等運搬証明書再交付申請書

住所

年　　月 日

氏名（法人にあっては、その名称及び代表者の氏名）㊥

使用者等の区分

　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第59条の2第10項

（同法第66条第2項において準用する場合を含む。）の規定により、運搬証明

書の再交付を申請します。

運搬証明書番号 運搬証明書交付年月日 無　　月　　日

申
請
の
事
由

核
燃
料
物
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等
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の
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等
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o
備考1　※印欄は、記入しないこと。

　　2　用紙の大きさは、日本工業規格B5とすること。



報告徴収関係（法第67条）

（発生地・届出地）

都道府一一安委員会

　　　　（本部危険物担当課）

事故発生時の措置等（法第63条、64条）

（注）法…・・…・核原料物質、核燃料物質及び原子炉の

　　　　　　規制に関する法律

　　政令…岡上法律施行令
　　府　令…核燃料物質等の運搬の偶繊等に関する
　　　　　　総理府令

。報　告

　（法67条

　政令22条

　　M）

○報告の命令

（法67条政令

　　22条m

Q事故発生日から

　10日以内に報告

　（法67緻令22

　条W、府令ll条）

（事故発生地）

都道府県警察本部各担当課

警察官（110番、高速道路緊急電話）

o遅滞なく鰯削

　（法第63条）

o直ちに通報

　（法第64条）

　原　子　力　事　業　者

（法67条、政令22条W、府令11条

O事業所外運搬の状況

　（運搬の安全管理対策等）

O人の障害が発生した事故の

状況

。盗取又は所在不明

。交通癖故

O防護対象特定核燃料物質の運

搬の妨害

O核燃料物質等の異常な漏えい

その他

原子力事業者及び運搬受託者

（法63条）

o所持する核燃料物質につい

　て盗取、所在不明その他の

事故

下記事：態の発見者

　　（法64条1

o所持する核燃料物質等又は原子

炉に関し、地震、火災その他の

災害が起ったことにより核燃料

物質等張原子炉による災害が発

生するおそれがあり又は発生し

た場合

事故・災害等の発生
壕養蕪§画油e戦覇e廼謎蹄上2認旭ゆ四目鍵ぐP（勲籔｛ヒ毬瞳） 申1日



1　運搬証明書の交付手続

届出書送付（郵送）

庶　会

　　軽

ﾁ　螂

@　箔

t
5

据示についての通煤・遷繍

通
愚
塘
公
虫
委
員
会

届出霜提出

原
　
　
子
　
　
力
　
　
事
　
　
巣
　
　
者

琵
当
地
公
安
委
鍛
会

運鳳証明啓送付（郵送）

ﾍ出書送付（邸送｝

　　　般　告

?示についての述緒

@　　照　会擶示についての通鞭’述路

，部　祭

e
酪
5

到
逢
地
公
安
委
負
会

報　告

還搬証明書の交付

@　　　　　　無

運搬証明書送付（郵送｝

会｝

　　鰻

部　痕

各　箔．

］
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2　運搬証明書の返納手続

運

搬

運 趨 到

了 運搬証明書返納 達

行

山

門 甥 公

達

地響 胴

輪 巡搬証明書返縮 公轄 運搬証明．隆送付

安内
（郵送） 委

委警

者 員嬢 負

会署

ム
調



3　運搬証明書の書換え手続
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（
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4　運搬証明書の再交付手続

再交付申請霞提出 再交付申講書送付（郵送）

原
　
　
子
　
　
力
　
　
事
　
　
業
　
　
者

発
送
地
公
安
委
員

萩運搬証明書交付 新運搬証明書送付（郵送）

会

係
公
安
委
員
会

（

交
付
該
当
鼠
域
都
道
府

幽



○第1　運搬届蹴書の記載要領（警察庁、昭和63年12月24日付）

1．届出回数

　　届出は、1回の運搬ごとに行うこと。1車列をもつて1回の運搬とする。概ね積載

車両を含む車両8台以内をもつて1車列とする。ただし、詞時に2以上の車列を編成して

運搬する場合であっても、同一経路で運搬し、車列ごとの運搬間隔が30分以内である

ものにあっては、ユ園の運搬として取り扱う。この場合にあっては、概ね最大限4車

列をもって1園の運搬とする0

2，届出書の提出先等

（D　提娼先

　　煽出潟の提出は、発送地公安委員会以外の公安委員会（以下「関係公安委員会」と

　いう。）に提出する漏出欝であっても、発送地公安委員会（都道府県警察本部の危険

　物担当課）に礎出する。関係公安委員会に対する届出書には、当該公安委員会に送

　付するに要する切手を貼付した封筒を併せて提出する。

　　届出書用紙（その1）は、公安委員会ごとに2通、属出ξi苓用紙（その2）は3通を

　　発送地公安委員会に提出する。

②海と輸送を伴う場合

　　事業所内の專軍港から船舶で運搬し、他の港で荷降して公道又は専用道路を蓮搬

　する揚・合には、当該事業所が発送地となるσ

　　旧業所内の専用港から船舶で外国に運搬する場合及び壌業所内の専用港から船舶

　　で運搬し他の事業所内の専用港で荷降し、公道又は醇用道路等において運搬しない

　場合は、届出を要しないが、警備上の関係から連絡を願いたい0

3．願出書の提出日

　運搬臼の2週闘前まで（エ都道府口内のみの運搬については、三週間前まで）に提出

する（土、日、祭日を除く。　）0

4．運搬証明書の返納

　運搬が終了した場合には運搬証明露を直接到達地公安委員会（警察本部の危険物担

　当課又は最審りの警察署）に返納する0

5．届炭書用紙（その1）の記載要領

（D　届出年月藏

　　届出書を発送地公安委員会に提化する年月日を記載する。

（2）届出公安委員会

　　　届出先の公安委員会の都道府県名を記載するQ

（3）届　出　者

　　　届出を行う使用港等を記載するが、運搬を委託された者が届け繊る場．合には、運
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三石＝

　　　搬を委託した者との連名による。

　　　法人が届出者の場合には、その代表一名により届出をしなければならず、支社等

　　の名義による届出は認めない。

　（4）担　当　春

　　　実際の実務担毫者であって、運搬内容を熟知した者を記載する。

　（5＞運搬日時

　　　運搬全体（船舶等による運搬の部分も含む。）の開始臼時及び終了日蒔を記載する。

　（6）　発送地、到達地

　　　全運搬の発送地及び到達地を記載し、事業灰、埠頭、空港である場合にはその

　　名称を併記する。埠頭等については、コンテナーバースを記載する等、場所をで

　　きるだけ特定する。

（7）運搬経路

　　　路線名、各都道府県の出入地点、主要な経宙地点、通過予定時繭等運搬経路カミ明

　　確にわかるように記載するQ

　　　運搬手段は、車両、鉄道、船舶等を併用するときのみ記載する○

（8）猛車、積降し及び一時保管予定陽型並びにその予定時習彗

　　　盗取、交通箏故等の防止のために重要な事項であるので、明確に記載する（例え

　　ば「海老名」ではなく、「東名海老名サービス凱リア」とその所在地、名称等を具

　　体的に記入する。）o

　　　なお～一時保管をする場合には、事業所、営業所等の倉庫又は車庫で行い、事故

　　等緊急やむを得ない場合の外は、運搬途中の積載物の車梅間の積替えは避ける。

⑨　この県での運搬の内容が用紙（その2）の記載と異なる場合は、その事項及び運

　　搬内容

　　　届出謁用紙（その2）には、運搬経路を管鰭するすべての公安委員会について共通

　　のものが記載されるが、当該届出譲の提出にかかる公安委員会の管轄する区域内に

　　おいて、運搬の内容がこれと異なる場合には、当該事項についてこの欄に記載する。

　　　記載事項瀾には、騒出書用紙（その2）の該当する各町名を記載し、運搬の内容

　　欄には、その運搬内容を具体的に記載する0

6、　届出書用紙（その2）の記載要領

（1）輸送物

　　ア　種類及び個数

　　　　輪送物の種類については、輸送物の型式を記載し、当該輸送物が防護対象特定

　　　核燃料物質である場合にあっては、区分1、区分E及び区分皿の別について、「A

　　　型第1種核分襲性輸送物（区分田）」等と併記する。

　　イ　核燃料物質等の名称

　　　　「燃料集合体」、「六フブ化ウラン」等と記載する。



　　また、照躬された物質については、「使用済燃料」と記載し、試験的に照射し

　　たものについては、その旨を付記するQ

　ウ　区分及び区分別数髄

　　（ア）　未照射の場合

　　　　プルトユウム及びウラン233にあってはその旨を、濃縮ウランについては、

　　　「濃縮ウラン（濃縮度○．○％）」等と記載する。

　　　　また、数量については、総運搬量と1車列の総量を記載する。

　　　　　例……濃縮ウラン（濃縮度：○○％）

　　　　　　　　第1車　U　　約○○Ol（9－U

　　　　　　　　第2車列　約○○ORg－U

　　　　　　　　合　　　　約○○Okg－u

　　lり　使屠済み燃料

　　　　照射蔚の区分、照射前の濃縮度（濃縮ウランのみ）、照射前の数量（総運搬

　　　駐と1車列の総量）について記載する。濃縮度が10％に達しない濃縮ウラン、

　　　天然ウラγ、劣化ウラン及びトリウムについては、照射直後の吸収線量率につ

　　　いても記載する。

　　　　　例……照射前濃縮ウラγ（濃縮度：○○％）、照射藏後の吸収線麓率1グ

　　　　　　　　レイ毎時を超える。

　　　　なお、照射されたプルトニウム、ウラン233及び濃縮度が王0パーセントを超

　　　える濃縮ウランについては、運搬時の吸収線蹟率についても記載願いたい。

②　運送入

　　実際に運搬を行う運搬業者の全員を記載する。

（31運行責任春

　　運搬に同行し、運搬全体について責任を有する者を記載する0

　　2車列以上で運搬する場合には、車列ごとの責任者も合わせて記載する。

（4）　國行春氏名

　　核燃料取扱主任春等関係法令で定められている資格を有する者、事業春等が実施

　する講習等を受講した者又は核燃：料物質等の取扱いに3年以上従事したことがある

　者で運搬に同行するものを記載するO

　　BM型輸送物以外の輸送物を運搬する場合であっても、できる限り、これらの者

　を同行させる。

（5）核燃料物質等積載車両及び運転者

　　積載車両ごとに、自動車登録番号、最大積載重量、積載垂量、輪送物個数及び運

　転者氏名を記入する。予外藩（車）のある場合は、別紙に記載する。警備員及び運転

　の予備員は、1醐の運搬が2車列までの場合は、4名以内、3車列を超えるものは

核
燃
料
物
質
等
運
搬
届
劇
書
の
記
載
要
領
（
警
察
庁
関
係
）

六



核
燃
料
物
質
等
運
搬
届
出
書
の
記
載
要
領
（
警
察
庁
関
係
）

　8名以内にするQ

　　また、積載車両以外の使用車両については、1台以内の予備車両にする。

（6）積載車

　　積載方法の概要を簡潔に詑載し、外観図を添付する。

（7）携行資器材の名称及び個数

　　サーベイメーター、化学消火器、フイルムパッチ、ボケソト線量計、立入禁止区

　域表示用器具等の災害発生時の応急措潰のために携行する資器材を記載する。

（8）運搬要領

　　速度、伴走車の配鐙、見張人の配鴛、験車時の措羅、車列間及び車両間の連絡方

　法等について記載し、輸送編成（1車列の場合は、車両間の距離）を記載した麟面

　を添付する。

　　伴走車については、その乗務員の氏名、役割についても記載する。伴走車とは、

　運搬中の安全確保のための車両であって、交通事故、盗取等の防止のために監視を

　行い、必要な措概をとれる者が添乗しているものをいう。

　　見張人については、氏名のほか見張方法等について記載する。見張人とは、周辺

　を監視し、関係者以外の者の接近を防止することができる能力を有する者をいう。

（9）警察機関への連絡要領

　　運搬中の異常事態発生時の連絡、災害又は薯故等により運搬証明書の記載と異な

　つた運搬を行わなければならなくなった場合の連絡方法等について記瓶する。

　　連絡は、事故等の発生地を管轄する都道府梁警察本部又は警察署に行う○

αo　応急措置要領

　　災害発生時、車弼故障時、妨害行為発生蒋等における応急措置について記載する。

⑳　適　用

　　科学技術庁長宮又は運輸大臣の確認の有無等を記載する。確認申請中である場合

　には、その旨を記載する。

七



記載例

（その2）　運　搬　の　内　容

磁　類　及　び　個　数
　　　　　　　　　　　第！車列　　○○個
`型第○種核分裂性輸送物　第2車列　　○○個
@　　　　　　区瓜羅　　　合　計　　○○偲

目送物 核燃料物質等の名称
yび偲数

燃料集合体　　　第1車列　　○○体

@　　　　　　第2車幅　　○○体
@　　　　　　　合　計　　○○体

区分及び区分別数量
濃縮ウラン（濃縮度：O．O鶉以下）

@　　　　　　第1車列　　約OQ，QOO　kg紺
@　　　　　　第2車タU　　　約OO，○00　kg－U
@　　　　　　合　　　書十　　　　　約　00，0（X）　kg－U

運送入

氏名　（接人にあって
ﾍ、その名称）

○○運輸株式会社

住　　　　　　　　所 東京都○○区○○町○丁目○番○号

運　行　責　任　者　氏　名
総括運行責任者　　　　○○　○○
謔P車列運行資任者　　○○　○○
謔Q童列運行責任者　　○○　○○

岡　　　行　　　者　　　氏　　　名 該　当　せ　ず

自動車登

^番号
最大積載

d　　量
積載重量及び

ﾖ送物蘭数
運　転　者

＝@　　名
核燃料物質等積載車両及び運転者

別紙2記載の通り

積　　　　載　　　　方　　　　法
トラックには翰送物○観を○段で積載し、ワイヤロー
vで固定し、輸送物上部には緩衝体を当てる。

@　　　　　　　　　　　（別紙3参照）

携行資器材の名称及び澗数 別紙4記載の通り

運　　　　行　　　　要　　　　領 鋼紙5記載の通り

警察機関への連絡要領 甥紙6記載の通り

応　　急　　措　　置　　要　　領 別紙6、7記載の通り

適　　　　　　　　　　　　用 科挙技術庁長官の車両運搬確認を申請中

核
燃
料
物
質
等
運
搬
届
出
書
の
記
載
要
領
（
警
察
庁
関
係
…
）

八



記載例

核
燃
料
物
質
等
運
搬
届
出
書
の
記
載
要
領
（
警
察
庁
関
係
）

（その！） ※整　理　番　号

※受理年月　日
※証明書番号
※譲i明書：交付年月日

核燃料物質等運搬届出書

○○県公安委員会殿

昭湘　　年　　月 霞

住所　東京都○○区○○町○丁目○番○号

氏名○○株式会社　　　　代表取締役　　　○○　○○　　㊥

使用者等の医分　加エ事業者

担当者　○○　○○　電話番号　03一㏄〈ト0ぴCO

住駈　東京都○○区○○町○丁冒○番○号

氏名　○　　○　　株　　式　　会　　社

　　　　代表取締役　　　○○　○○　　⑳

使用者等の区分　運搬を委託された者

担当者　○○　○○　電話番号　03－C〈Xト㏄〈）（〉

住所　東京都○○区○○町○丁習○番○号

氏名○○株式会社　　　　代表取締役　　　○○　○○　　⑳

使用者等の区分　運搬を委託された者

担当者　○○　○○　電話番号　G3－CC（ト○○α0

ゴし



（その1継紙）

運　　　　搬　　　　日　　　　時
○○年○○月○OEI　　10時30分　　から

宦對N○○月○○日　　1！時20分　まで

発　　　　　　送　　　　　　地
○○県○○市○○○○○○

@○○株式会社　○○事業所

到　　　　　　達　　　　　　地
○○察○○郡○○町○○○

@○○電力株式会社　○○原子力発電所

距　離　（k温）

経　由　地点
区間　キロ程

路　　線　　名
所要時間

@（分）

運　行

栫@刻

運　搬

閨@段運
搬
経
路

別紙1記載の通り

駐車、積卸し及び一時保管予定場所

ﾀびにその予定時刻
別紙1記載の通り

この県での運搬の内容が用紙（その2）の詑載事項と異なる場合は、その事項及び運搬の

燉e
記　　　　載　　　　事　　　　項 運　　　　搬　　　　　の　　　　内　　　　容

該　当　な　し

そ　の　他　の　記　載　事　項 用紙（その　2）の通　り

核
燃
料
物
質
等
運
搬
届
出
霧
の
記
載
要
領
（
警
察
庁
関
係
）
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別紙ユ

運巌経路及び運行時刻（例）

県 経由地点 距離（Km）
選 運行時刻 盤

名 〔駐車予定場所〕 区間 キロ 路線名 爵（分） ・工車i競2車タ1 手段
億　　考

○　　○　　　発 0 10：30 11：GO

〔○○事業所〕 5 国道○号線 10 自

弾 5
次 ○○交差点 10：40 11：10

Oo oo

○O　I・C oo Oo：oo oo：oo 動

oo oo

○　O　S・A　着 oo OQ：oo oo：OQ 運転者交替

〔サービス・エリア〕
『 ○○自動車道 （Oo） 車 休憩・点検

城 ○O　S・A　発 〔 oo：Oo oo：oo
oo oo

茨城・千葉県境 oO oO：oo oo：oo 運

千 OG GQ

○　　　○ OQ oo：oo Oo：Oo

葉 ○○ oO 澱

千葉・埼玉県境 OG ○○：oO oo：Oo

奇 ○○ oo

埼玉・東京県境 Oo ○○高速道路 oo＝oo oo：oo

東 oo Oo

○　○　工・C oO o

京

滋賀・福井黙境 QQ ○○高速開国 QQ：QQ QG：OQ

oo oo

○　○　工・C福 Oo QO：Oo ○○；OG

○○ 国道（〉暑線 Oo

○○交差点 Oo ○○：○○ oo：oo
oo 県　　道 oo

井 ○　　○　　　着 OG io：50 11：20

〔○○原子力登電所〕

計 約○○Ok国 一 約24時闘50分 一 一

一
西



別紙2

【第1車列】

核燃料物質等積載車両及び運転者（例）

自動箪登録番号 最大積載量 稜載重量及び輸送物澗数 運転者氏名

○01100000 ○○．○トン ○澗：約○．○トン
○○　○○

宦宦@○○

○01100000 ○○．○トン ○咽：約○．○トン
○○　○○

宦宦@○○

○01100000 ○○．○トン ○個：約○．○トン OO　OO
nO　OO

○01100000 ○○，○トン ○澗：約○，○トン
○○　○○

宦宦@○○

（車列前方）

　警備車
　（○○OoOoOOO）

　先導車
　（○○OGOOoOO）

（車列後方）

　後備車
　（○○OGOOOQG）

　警備車
　（○○（ンoOOQOG）

伴走車及び運澱従事者（例）

監視員（隊長）

監　視　員
　　〃

運　藪…　者

　　〃
運行責任者（正）

○○○岡行者

監　視　員

運　転　者
　　〃
運行責任者（副）

放射線技嬉者

監　視　員
　　〃
　　〃

）
　
）
　
）

ラ拙く備
　

警
，
，

○○（
　
（
　
（

）
　

）
　
）
　
　
　
　

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ

株
　
　
　
細

く
　
　
　
　
　

う
く

轡
〃
㈱
號

○
　
　
○
○

○
　
　
○
○

（
　
（
　

（
　
（
　
（

○
○
○
　
○
○
○
○
○

○
○
○
　
○
○
○
○
○

○
○
○
　
○
○
○
○
○

○
○
○
　
○
○
○
○
○

）
　
）
　

）

ラ株
く
　
　
　
　
　

ラ

繍　
　
　
ラ

　
〃
〃
株

　
　
　
く

○
　
　
○

○
　
　
○

（
　

（
　

（
　

（

ラ
　
ラ
　
ラ

七曲奮
ノ
　
’

警
ノ
，

○○（
　
（
　
（

○
○
○
○
　
○
○
○

○
○
○
○
　
○
○
○

○
○
○
○
　
○
○
○

○
○
○
○
　
○
○
○

核
燃
料
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質
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搬
届
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書
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）
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2一（2）紙男目

【第2車列】

核燃料物質等積載車両及び運転者（例）

自動車登録番号 最大積載量 積載垂量及び輸送物個数 運転者氏名

○OUOOOOO ○○．○トン ○橘：約○．○トン
○○　○○

宦宦@○○

○01100000 ○○．○トン ○個：約○．○トン
○○　○○

宦宦@○○

○01100000 ○○．○トン ○個：約○．○トン
○○　○○

宦宦@○○

○01100000 ○○．○トン ○個：約○．○トン
○○　○O

nO　OO

伴走車及び運搬従事者（例）

（○○警備（株））

（　　〃　　）

（　　〃　　）

（○○運輸（株））

（　　〃　　）

（　　〃　　）
（○○（株））

（○○警備（株））

○
○
○
　
　
○
○
○
○
○

○
○
○
　
　
○
○
○
○
○

○
○
○
　
　
○
○
○
○
○

○
○
○
　
　
○
○
○
○
○

監視員（隊長）

監　　視　　員

　　　〃

　
ラ

車
㈱

（車列前方）

　　警　備

（○OQGO

核
燃
料
物
質
等
運
搬
届
出
霧
の
記
載
要
領
（
警
察
庁
関
係
）

運　　転　　者

　　　〃

運行責任者（正）

○○○同行者

監　　視　　員

　
　

車
㎜

導先

（○○OQO

（○○運輸（株））

（　　〃　　）

（　　〃　　）
（○○（株））

（○○警備（株））

（　　〃　　）

（　　〃　　）

○
○
○
○
　

○
○
○

○
○
○
○
　

○
○
○

○
○
○
○
　
○
○
○

○
○
○
○
　

○
○
○

運　　転　　者

　　　〃

運行責任者（副）

放劔線技術者

　
ラ

車
㎜

（車列後方）

　　後　備
（○○OGO

員視
〃
〃

監　
ラ

車
㎜

備警

（○OooO

（注）予備員：上記運搬従事者に変更があった場合次の従事者より充当致します。

　　○○　○○，○○　○○，○○　○○，○○　○○（以上○○還輸（株））

　　○○　○○，○○　○○，○○　○○，○○　○○（以上○○警備（株））

茜
三



3別 紙

積載寧両外観図（例）

核
燃
料
物
質
等
運
搬
届
出
書
の
記
載
要
領
（
警
察
庁
関
係
）

て
300

7340　　一

5000

□
⊂
〕

　1200
]騨榊需一皿 r榊響 一 ｝ 一

「
：

一一一｝｝一一噛噂噂一『 ｷ＝一一 ■冒 扁…
ui　　　　　　；； 超

呂
，

器
8

○
捗幽止め

○　　　　§

9765

ワイヤ｛プ
　！OX2本X　2學4本目

翼
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別紙4

　　携行資器材の名称及び個数
核
燃
料
物
質
等
運
搬
届
出
書
の
記
載
要
領
（
警
察
庁
関
係
）

No．

●
1

2
3
4
臥
ε
国
国
甑
庶
焦
臥
旧
風
臥
紙
拡

品 名

サーベイメータ

　γ線用（電離箱又はGM式）

　α線用

ゼブラロープ

標　　識（立入禁止等）

夜間信号用ランプ

（1）繁戒灯

（2）懐中電灯

拡　声　器（電気メガホン）

ボ　　 ロ

ポリ又はビニール袋

ペーパータオル

ビニールテープ

消火器（ABC内容量3．5kg以上）

赤　　旗

無線機
オーパーオール

マ　ス　ク

メ　ガネ

ゴム手袋
オーバーシューズ

偲 数

　　1台／車　 列

　　1台／　　〃
　約100m／　　〃

　　1式／　　〃

　　3個／　　〃

　　3澗／　　〃
　　！台／　　〃

　約2kg／　
・
’

小各種！式／　　〃

　　6箱／　　「’

　　1式／　　〃

　　1個／各車両
　　1式／車　列
　　山台／　　〃

　　1着／運搬従事者
　　工瀾／　　〃

　　1偲／　　〃

　　1双／　　〃
　　！足／　　〃

閥
五



別　紙　5

運 搬 要 領（例）

還搬にあたっては、安全確保のために以下の措置をとります。

1．運行前点検を厳重に実施します。

2．交通法規を遵守し、一般道路及び高速道路においては指定速度以下で運行

　　します。

　　　注）雨天等気象状況の悪い時、又は坂道、悪路、工事中の道路等注意を

　　　　要する場合は、徐行する等、より安全な速度で走行します。

3．積載車両の荊後に別紙5一（2）「車列編成図」の通り伴走車を酎置します。

　　伴走車には別紙玉「伴走車及び運搬従事者」に示す運搬従事考が乗車し、交

　　通事故防止に努めるとともに積載車両を監視します。

4．携帯無線機を使用し、各車補間で連絡をとるとともに定期的に輸送本部と連

　　絡をとります。

5．運澱中に駐車又は停車をする場合には、積載車両に接近する者を監視出来る

　　位匿で監視員を含め○名で見ii納ります。尚、駐停車する場所が路上である場

　　合には停止標示板を趾き、監視員が交通整理を行ないます。

6．輸送途上での積替はありません。

核
燃
料
物
質
等
運
搬
届
出
書
の
記
載
要
領
（
警
察
庁
関
係
）
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　男11　紙　 5一（2）

【第1車列】

　伴走車

　　　　へ　　　　　．郁　 碗一砦一

車

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　伴走車

馨＿弼一罵§爵ζ暴農∈ヨ蘇

列　　編　　成　　図　（例）

輸送物積載車

【第2車列｝

　伴走車

．裸繧

輸送物積載車

馨藪轟馨藍；轟曝＿鴛 濃
辱葺ヨ；一

伴走車

　聯　8

車間距離は時速○Okmのとき○Omを保ちます。

二
閤
七



別　紙　6

　　　　　　　　　　　警察機関への連絡要領（例）

1。交通事故．核燃料物質の盗敢等が発生した場合には、運行責任者が110番
　（高速道路上では緊急電話）で最寄りの警察に連絡します。

　　連日にあたっては、下記内容を速やかに伝えます。

　　　　（1）事故発生時刻及び場斎

　　　　（2）事故の原因及び状況

　　　　（3）負傷者、汚染の有無

　　　　（4）事故の拡大性の有無

　　　　（5）講じた措置

　　　　（6）連絡者の氏名及び今後の連絡先

2．運行責晒者は車両事故、道路の不通等により、予定通りの運搬ができなくなつ

　た場合には、出発地及び通過地の警察本部担墨課に別紙7の連絡系銃により連

絡します。

3．運搬終了時には、出発地及び到着地の警察本部担当課に連絡します。

　　　　　　　　　　　応　　急　　措　　置　要　領（例）

　事故等が発生した場合には、状況によって処舐方法は異なりますが、原則と

して次の処概をとります。

！．運行責任者は警察機関への連絡要領（上記）により最寄りの警察へ連絡し、摺

示をあおぎます。

2．運行責任者は必要な場合に、最寄りの消防機関に！！9番で連絡します。

3．しかる後に、非常時の連絡体制（別紙7）によって関係部署へ連絡します。

4．運行責任者及び放射線技術者は、還搬従事者及び監視員を組割し、事故現場

　の状況に従って縄張リ、立入禁止標識、見張入、赤旗又は赤色合図灯により事

　故窺場に関係者以外を近づけないようにします。

5．放射線技術者は、必要と認めた時は、放射線の測定を行ない携行資器耕（別紙

　4）で放射線防護の二三をとります。

6．火災が発生した場合は、初期消火に努めます。
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別　紙　7

非常時の逮絡体剃（例）
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各車列の運行責任者 最　　寄　　警　　察　　署

最　　寄　　消　　防　　署

○　　○　　（株）

@翰送本部　GOOG一（沿OOQO 関係各社　担当部磐

発地、通過地及び到着地の

@警察本部　担当課

科学技術庁　担当部署

運輸省　担当部署

そ　の　他　関　係　官　庁

（注）発地、通過地及び到着地の

　警嬢本部撞当課の連絡先は必要

　により別紙に一表に諺める。

｝
西
九



○第2　書換え申請書の記載要領（続き）

1　届出を要する場合等

（1）運搬証明霧の書換えを必要とする場合

　　運搬証明書の記載事項に変更を生じたときは、書換え申請書を提出し、運搬証明

　　書の護換えを受ける必要がある。

　　運搬証明欝の記載事項と基本的嗣一性を失うような変更（運搬する核燃料物質等

　の変更、発送地叉は到達地の変更、2週間以上の運搬臼時の変更等）については、

　謝與えを受けることはできず、新たな運搬届出書を提出し、改めて運搬証明書の交

　付を受ける必要がある。

（2）　書換え巾請の鋼外

　　ア　変更内容が軽微な場合

　　　運搬証明霧の記載事項のうち、運搬の内容欄（運搬証明謎に添上される屈出書

　　　（その2））中の警察機関への連絡要領欄、応急措躍要領瀾及び適用欄の記載内容

　　の変更については、旧き換えを受ける必要はないが、変更内容を必ず報告するこ

　　　と（）

　イ　緊急やむを得ない理由による運搬日時の変更

　　　荒天等により船舶の入港が遅れたためなど、いわゆる緊急やむを得ない理由に

　　よる運搬日時の変更については、脅換えを受ける必要はないが、緊急やむを得な

　　い理由を付して必ず報皆しなければならない。

　　　報告は、原國として書面によることとし、運搬証明書書換え申請書を用いる。

　　口頭（電話による場合を含む○）により報告する場合には、書換え申請書記載内容

　　に従って報告する○

　　　この場合には、発送地公安委貴会から運搬証明書書換え申請書受理証明露又は

　　運澱証明書書換え申請書閏頭受理証明書が交付されるので、これを運搬証明霞と

　　　ともに携帯して運搬すること。

　　　運搬を終了したときには、運搬証明壽書換え申請書受理証明書又は運搬証明書

　　需換え申講書口頭受理証明書は、運搬証明書とともに返納する。

　ウ　急を要する場合の講換え

　　　予定車両の故障等で積載車両を変更しなければならない場合など、急を要する

　　場合の書換えであっても、届出麿の責に帰すべき理由による運搬証明書の記載事

　　項の変更は、原則通りに運搬証明書の書換えを受ける必要があり、運搬証明書書

　　換え申講書を提出し、手数料を納付しなければならない○

　　　ただし、このような場合で運搬証明書の書換えを受ける時間的余裕がない場合

　　には、発送地公安委員会から運搬証明書書換え申請書受理証明書が交付され、申

核
燃
料
物
質
等
運
搬
届
出
書
の
記
載
要
領
（
警
察
庁
閨
係
）

煮
O



核
燃
料
物
質
等
運
搬
届
出
書
の
記
載
要
頷
（
警
察
庁
関
係
）

ゴ

　　　請書に添付して提出した運搬証明書が返却されるので、これらを携帯して運搬す

　　　ることができる。

　　　　運澱を終了したときには、運搬証明書書換え申講書受理証明爵は、運搬証明爵と

　　　ともに返納する0

2　書換え申請書の提出先

　　書換え申請書は、関係公安委貴会に提出する串講審であっても、発送地公安委員会

　（都道府県警察本部の危険物担当課）に提出する。この場合、切手を貼付した封籏を

　併せて提出する。

3　書換えをした運搬証明書の交付

　　謝興えをした運搬円明書は、すべて発送地公安委員会を経由して交付する0

4　露換え申請書の記載（報告）要領

　（1＞　申請一年月録

　　　発送地公安委貴会に提出する年月日を記載する。

②　申　請　薪

　　　需換えを受けようとする運搬証明需にかかる運搬煽出霧の描出者を記載する。

　　　運搬届出書の屍出者が複数の場合にはその連名で串請をすることを原則とするが、

　委任状が添増されている場合には、当該届出書の漏出者の中の委任を受けたいずれ

　かの1名の記載でもよい。

（3）運搬証明書番号

　　書換えを受けようとする運搬証明書の番号を記載する。

（4）運搬証明書交替年月日

　　書換えを受けようとする運搬証明露の交付年月臼を記載する。

（5）　書換え事項

　　運搬証明書中の書換えを受けようとする箇所及び何をどのように講き換えを受け

　ようとするのかを明確に記載する。

　　　記載例：運搬日蒔欄の「昭和63年12月1日9時から」を「昭和63年12月11日

　　　　　　　g時から」に変更。

（6）　書換え事由

　　具体的に記載する。

　　　記載例：昭和63年12月1鐸13時30分に東京港大井埠頭に接岸予定の輸送船

　　　　　　　「日の溝丸」が、5日間遅れて同月6日13時30分に接岸することと

　　　　　　　なったためo



○第3　再交付申請書の記載要領（続き）

1　届出を要する場合

　運搬証明書を喪失し、汚損し、叉は盗取されたときは、再交付の申請をしなければな

　らない。

　喪失した場合とは、遣失して警察に遺失届を提出した場合である。

　汚損した場含とは、証明書の記械事項が判別出来なくなった場合であるQただし、

　一部が判読出来ない場合であっても全体父は前後の関係から記載事項を解読できる場

　合には申請を必要としない。この場合の再交付の申請には、再交付申llll∫書に汚損した

運搬証明書を添付する。

　盗取された場合とは、盗取されて警察に被害絹を提禺した場合である0

2　再交付申請書の提出先

　再交付申請簾舞は、関係公安委員会に提康する申請書であっても、発送地公安委員会

　（都道府県警察本部の危険4勿担当課）に提出づ網る。

　運搬開始後に再交付を受けようとする場合であっても、発送地公安委員会に提出する0

3　再交付する運搬証明書の交種

　　再交付する運搬証明書は、すべて発送地公安委員会を経由して交付する。

4　再交付申請霧の記1域要頒

　（ユ）　申請年月日

　　発送地公安委員会に提出する年月日を記載する。

（2＞　　司ヨ　　言ll季　　者

　　再交付を受けようとする運搬証明書に係る運搬届出書の届1：呂者を記載する。

　　運搬漏出湛の顧：と階が複数の場合にはその連名で申請をすることを原詩llとするが、

　　委任状が添付されている場合には、当該届廊書の贋i出煮の中の委任を受けたいずれ

　　かの1名の記載でもよい。

　（3）　運搬証明｛軽骨一考

　　再交付を受けようとする運搬証明書の番号を記載する。

　（4）運搬証明書交付年月濤

　　再交付を受けようとする運搬証明書の交付年月臼を記載する。

　（5）　申請の事由

　　　具体的に記載する。

　　　記載例：昭和63年12月3日午後3時15分ころ東京都千代Hli中丸の内○○会社本

　　　　　　　社から岡区丸の内の地下鉄丸の内線東京駅までの間に○○会社事務録笥

　　　　　　　に入れたまま遺失しましたので再交付を串請します。昭．和63年12月

　　　　　　　4日警視庁丸の内繋に遺失届をしております。
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警察庁保安部保安課

（1988年12月現宅｛≡　）

表　核燃料物質等の運搬に関する事務担当者一覧表

電　　　　　話

都道府県別 担　　当　　課
加　人　電　話

警　　　察　　　　庁 保　　安　　課 03－581－0玉41

薩ヒ　　海　　美首　　警　　察　　本　　音ぢ 保　　安　　課 011－231－2151

東北管区警察局 保　　安　　課 0222－21－7171

青　　森　　県 生活保安課 0177－23－421ユ

岩　　手　　県 〃 0196－53－5151

宮　　城　　県 〃 022－221－7工71

秋　　田　　県 〃 0188－63－1111

山　　形　　県 〃 0236－41．…6125

福　　島　　県 〃 0245－22－2151

警　　　　視　　　庁 保安第　1課 03－581－4321

関東管区警察局 保　　安　　課 03－581－0141

茨　　城　　県 生活保安課 0292－24－2ユli

栃　　木　　県 〃 0286一．21一・2121

群　　馬　　県 〃 0272－24－5454

埼　　玉　　県 保　　安　　課 0488一・24－2121

千　　葉　　県 〃 0472－27－9131

神　奈　川　県 〃 045－211－1212

紙　　潟　　県 生活保安諜 0252－284－3131

山　　梨　　県 Zノ 0552－35－2ユ21

長　　野　　県 〃 0262－32－1251

静　　岡　　県 〃 0542－54－4351

中都管憂ζ警察局 保　　安　　課 052－951－1611

富　　山　　県 生活保安課 0764－4ユー22U

石　　川　　県 〃 0762－62－l161

薇　　井　　県 〃 0776－22－2880

岐　　皐　　県 〃 0582－71－2424

愛　　知　　県 保　　安　　課 052－951－166葉
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二
五
四

電　　　　　話
都　道　府　県　別 担　　当　　課

加　入　電　話

三　　重　　県 生活保安課 0592－26－2111

近畿管区警察局 保　　安　　課 06－943－1234

滋　　賀　　県 生活保安課 0775－22－1231

京　　都　　府 保　　安　　課 075－451－9111

大　　阪　　府 保安第ユ課 06－943－1234

兵　　庵　　県 保　　安　　課 078－341－7441

奈　　良　　県 Zノ

0742－23－1101

和　歌　山　県 生活保安課 0734－23－9141

中歴管区警察局 撮　　安　　課 0822－28－0111

爲　　取　　県 生活保安諜 0857－23－0111

島　　根　　県 〃 0852－26－0111

岡　　山　　県 〃 0862－33－Ol11

広　　島　　県 ノノ

082－228－0111

山　　口　　県 〃 0839－25－5111

四国管区警察局 保　　安　　課 0878－33－2111

徳　　島　　県 生活保安課 0886－22－3101

香　　川　　県 〃 0878－33－2111

愛　　媛　　県 ノ！

0899－41－O111

高　　知　　県 〃 0888－23－12U

九州管区警察局 課　　安　　課 092－641－4141

福　　岡　　県 保　　安　　課 092－641．一4141

佐　　賀　　県 生活保安課 0952－24－1111

長　　崎　　県 Zノ

0958－22－5101

熊　　本　　県 〃 096－384－4111

大　　分　　県 〃 0975－36－2131

宮　　崎　　県 〃 0985－23－2141

鹿　児　島　県 〃 0992－23－9111

沖　　縄　　県 〃 0988－62－9111



（oo　煙封憲掴趣攣奥くP）

図　核燃料物質等の船舶運送関係法令と体系

核燃料物質等の船舶運送

港　　則　　法
（運輸省所管）

船舶安全法
（運輸省所管）

規　　制　　法
（科学技術庁所管）

（第64条）

港則法施行規則

（運輸省令）
危険物船舶運送及び
貯蔵規則（運輸省令）

危険時措置規則

（運輸省令）

核燃料物質等事業所外

運搬規則（総理府令）

（第91条の21）

放射｛生物質等

船舶運送告示
（難雛！

海上技術安全局長
（1日船慮白局長）

海上保安庁
行政指導文書

ll醐
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ラ
ム
七
四
ベ
ク
レ
ル
以
上
の
放
射
能

　
　
濃
度
を
有
す
る
も
の
を
い
う
。

　
二
　
常
用
危
険
物
　
船
舶
の
航
行
又
は
人
命
の
安
全
を
傑
持
す
る
た
め
、
当

　
　
該
船
舶
に
お
い
て
使
用
す
る
危
険
物
を
い
う
。

　
三
　
甲
板
上
積
載
　
危
険
物
を
暴
露
甲
板
又
は
開
放
さ
れ
た
船
楼
、
甲
板
室

　
　
若
し
く
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
場
所
に
積
載
す
る
こ
と
を
い
う
。

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
劉
（
抄
）

四
　
甲
板
上
カ
バ
ー
積
載
　
危
険
物
を
帽
覆
布
等
で
お
お
っ
て
暴
露
甲
板
に
積

　
載
す
る
こ
と
を
い
う
。

五
　
甲
板
上
室
内
積
載
　
危
険
物
を
朋
放
さ
れ
た
船
楼
若
し
く
は
甲
板
室
又

　
は
こ
れ
ら
に
類
す
る
場
所
に
積
載
す
る
こ
と
を
い
う
。

六
　
甲
板
下
積
載
　
危
険
物
を
暴
露
弔
板
下
の
場
撰
で
あ
っ
て
、
開
放
さ
れ

　
た
船
楼
、
甲
板
室
及
び
こ
れ
ら
に
類
す
る
場
所
以
外
の
場
所
に
積
載
す
る

　
こ
と
を
い
う
Q

七
　
甲
板
間
積
載
　
危
険
物
を
上
甲
板
（
全
通
船
楼
船
に
あ
っ
て
は
全
通
船

　
楼
甲
板
。
以
下
同
じ
。
）
と
こ
れ
の
直
下
の
甲
板
と
の
間
の
場
所
に
積
載

　
す
る
こ
と
を
い
う
。

八
　
倉
内
積
載
　
危
険
物
を
換
気
す
る
こ
と
が
で
き
る
上
甲
板
下
の
場
所
に

　
積
載
す
る
こ
と
（
甲
板
間
積
載
を
除
く
。
）
を
い
う
。

九
　
は
し
け
　
危
険
物
（
ば
ら
積
み
液
体
危
険
物
を
含
む
。
次
号
及
び
第
十
｝

　
号
、
第
三
条
第
一
二
項
、
第
五
条
第
二
項
、
第
五
条
の
四
、
第
五
条
の
穴
第
｝
項
、

　
第
五
条
の
九
並
び
に
第
五
条
の
十
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
運
送
す
る
船
舶

　
で
あ
っ
て
推
進
機
小
父
は
帆
装
を
有
し
な
い
も
の
を
い
う
。

十
　
タ
ン
カ
ー
　
危
険
物
で
あ
る
液
体
貨
物
を
船
体
の
一
部
を
構
成
す
る
タ

　
ン
ク
に
ば
ら
積
み
し
て
運
送
又
は
貯
蔵
す
る
船
舶
（
は
し
け
を
除
く
。
）

　
を
い
う
。

十
一
　
タ
ン
ク
船
　
危
険
物
で
あ
る
液
体
貨
物
を
船
体
の
［
部
を
構
成
し
な

　
い
タ
γ
ク
（
暴
．
露
甲
板
上
に
す
え
付
け
ら
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
に
ば
ら

　
積
み
し
て
運
送
又
は
貯
蔵
す
る
船
舶
（
は
し
け
を
除
く
Q
）
を
い
う
。

（
分
類
等
）

二
五
七



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

第
三
条
　
こ
の
規
購
に
お
い
て
、
危
険
物
の
分
類
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す

　
る
Q

　
五
　
放
射
性
物
質
等

3
　
こ
の
規
則
に
お
い
て
、
病
毒
を
う
っ
し
や
す
い
物
質
及
び
放
射
性
物
質
等

　
の
品
名
は
専
門
的
名
称
に
よ
る
も
の
と
し
、
そ
の
他
の
危
険
物
の
品
名
は
分

　
類
又
は
項
目
ご
と
に
（
ば
ら
積
み
液
体
危
険
物
に
あ
っ
て
は
、
前
条
第
一
号

　
の
こ
の
イ
か
ら
二
ま
で
に
掲
げ
る
物
質
ご
と
に
）
告
示
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　
（
経
由
機
関
）

第
五
条
の
三
の
二
　
第
五
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
運
輸
大
臣
に
対
す
る
書
晦
の

　
提
出
は
、
当
該
災
害
が
発
生
し
た
地
又
は
当
該
災
害
が
発
生
し
た
後
最
初
に

　
入
港
し
た
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
（
当
該
災
害
が
発
生
し
た
地
及
び

　
当
該
災
害
が
発
生
し
た
後
最
初
に
入
港
し
た
地
が
本
邦
外
の
場
合
に
あ
っ
て

　
は
、
関
東
運
輸
局
長
）
を
経
由
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

2
　
第
九
十
一
条
の
九
第
…
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
（
運
輸
大
臣
が
行
う
も
の

　
に
限
る
。
）
の
申
請
は
、
船
積
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
（
船
積
地
が

　
本
邦
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
関
東
運
輪
…
局
長
。
以
下
同
じ
。
）
を
経
由
し

　
て
行
う
も
の
と
す
る
。

3
　
第
九
十
一
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
輸
大
臣
に
対
す
る
運
送
計

　
画
書
の
提
墨
は
、
最
初
の
船
積
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
（
最
初
の
船

　
積
地
が
本
邦
外
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
関
東
運
輪
局
長
）
を
経
由
し
て
行
う

　
も
の
と
す
る
。

第
一
…
編
　
危
険
物
の
運
送

煮
八

　
　
第
；
早
　
通
則

（
荷
役
）

第
五
条
の
四
　
危
険
物
の
船
積
み
、
陸
揚
げ
そ
の
他
の
荷
役
を
す
る
場
合
は
、

　
船
長
又
は
そ
の
職
務
を
代
行
す
る
老
は
、
こ
れ
に
立
ち
会
わ
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

（
危
険
物
積
荷
一
覧
書
）

第
五
条
の
大
　
船
長
は
、
沿
海
区
域
に
お
い
て
運
送
す
る
場
合
を
除
き
、
当
該

　
船
舶
に
積
載
し
た
危
険
物
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

　
た
危
険
物
積
荷
一
覧
書
二
通
を
作
成
し
、
う
ち
一
通
を
船
舶
所
有
老
に
交
付

　
し
、
他
の
｝
通
を
船
舶
内
に
墨
該
運
送
が
終
了
す
る
ま
で
保
管
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

一
　
船
舶
の
名
称
、
國
籍
及
び
船
舶
…
番
号

二
　
旅
客
船
で
あ
る
か
ど
う
か
の
別

一二

@
船
長
の
氏
名

四
　
船
積
み
、
積
換
え
及
び
陸
揚
げ
の
港
名
及
び
年
月
日

五
　
荷
送
人
の
氏
名
叉
は
名
称
及
び
住
所

六
　
荷
受
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
（
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
、
毒
物
、

　
放
射
姓
物
質
等
、
引
火
性
液
体
類
（
高
引
火
点
引
火
性
液
体
を
除
く
。
）

　
又
は
有
機
過
酸
化
物
を
運
送
す
る
場
合
に
限
る
。
）

七
　
危
険
物
の
分
類
、
項
目
、
品
名
及
び
隔
離
匿
分
（
ば
ら
積
み
液
体
危
険

　
物
を
運
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
ば
ら
積
み
液
体
危
険
物
の
繍



　
　
名
）

　
八
　
官
倉
及
び
質
量
又
は
容
積
（
ば
ら
積
み
液
体
危
険
物
を
運
送
す
る
場
舎

　
　
に
あ
っ
て
は
、
容
蚤
）

　
九
　
積
載
の
場
所
及
び
状
態

2
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
が
明
示
さ
れ
た
積
付
図
は
、
同
項
の
危
険
物
積

　
荷
一
覧
書
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
船
舶
所
有
者
は
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け
た
危
険
物
積
荷
一

　
墨
書
又
は
積
付
図
を
陵
上
の
事
務
所
に
一
年
間
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
識
）

第
五
条
の
七
　
湖
川
港
内
に
お
い
て
航
行
し
、
又
は
停
泊
す
る
船
舶
で
あ
っ
て
、

　
貨
物
と
し
て
火
薬
類
、
高
塚
ガ
ス
、
毒
物
、
放
射
性
物
質
等
、
引
火
性
液
体

　
類
又
は
有
機
過
酸
化
物
を
積
載
し
て
い
る
も
の
は
、
昼
間
は
赤
旗
を
、
夜
間

　
は
赤
灯
を
、
　
マ
ス
ト
そ
の
他
の
見
や
す
い
場
所
に
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
た
だ
し
、
海
上
交
通
安
全
法
（
昭
和
四
十
七
年
法
律
第
百
十
五
号
）
第
二
十

　
二
条
第
二
号
に
掲
げ
る
危
険
物
積
載
船
が
海
上
交
通
安
全
法
施
行
規
鰯
（
昭

　
和
四
十
八
年
運
輸
省
令
第
九
号
）
第
二
十
二
条
の
表
危
険
物
積
載
船
の
項
に

　
掲
げ
る
標
識
又
は
灯
火
を
掲
げ
て
い
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
危
険
物
取
扱
規
程
の
供
与
）

第
五
条
の
八
　
第
百
二
十
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
運
送
す
る
船

　
舶
及
び
ば
ら
積
み
液
体
危
険
物
（
有
害
性
液
体
物
質
を
除
く
。
）
を
運
送
す

　
る
船
舶
（
引
火
性
液
体
物
質
に
あ
っ
て
は
、
タ
γ
カ
ー
、
タ
ン
ク
船
及
び
タ

　
ン
ク
を
据
え
付
け
た
は
し
け
）
の
船
舶
所
有
者
は
、
当
該
危
険
物
の
違
送
に

　
よ
り
発
生
す
る
危
険
を
防
生
す
る
た
め
、
当
該
危
険
物
に
関
す
る
性
状
、
作

危
険
物
船
舶
連
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
業
の
方
法
、
災
害
発
生
暁
の
措
潰
そ
の
純
の
注
意
事
項
を
詳
継
に
記
載
し
た

　
危
険
物
取
扱
規
程
を
作
成
し
、
当
該
船
舶
の
船
長
に
供
与
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

2
　
船
長
は
、
前
項
の
危
険
物
取
扱
規
程
に
記
載
さ
れ
た
事
項
を
当
該
船
舶
の

　
乗
組
員
及
び
当
該
作
業
を
行
う
作
業
員
に
周
知
さ
せ
、
か
つ
、
遵
守
さ
せ
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
送
中
の
措
置
）

第
五
条
の
九
　
船
長
は
、
船
舶
に
積
載
し
て
あ
る
危
険
物
に
よ
り
災
害
が
発
生

　
し
な
い
よ
う
に
十
分
な
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
船
長
は
、
人
命
、
船
舶
又
は
他
の
貨
物
に
対
す
る
危
害
を
避
け
る
た
め
必

　
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
船
舶
に
積
載
し
て
あ
る
危
険
物
を
廃
棄
す
る

　
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
故
報
告
）

第
五
条
の
十
　
船
長
は
、
そ
の
運
送
す
る
危
険
物
に
よ
り
人
命
、
船
舶
又
は
他

　
の
貨
物
に
災
害
が
発
生
し
た
場
合
は
、
当
該
災
害
が
発
生
し
た
日
時
、
場
所

　
及
び
原
園
並
び
に
当
該
危
険
物
の
品
名
、
数
量
、
容
器
、
包
装
及
び
積
載
方

　
法
（
ば
ら
積
み
液
体
危
険
物
に
あ
っ
て
は
、
品
名
、
容
量
及
び
積
載
方
法
）

　
を
記
載
し
た
書
面
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、

　
船
員
法
第
十
九
条
又
は
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ

　
り
報
告
を
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
一
蔓
♀
　
危
険
物
の
個
晶
運
送
等

｝
ヨ
九



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

第
一
節
　
通
則

（
適
用
）

第
五
条
の
十
【
　
こ
の
章
の
規
定
は
、
船
舶
に
よ
り
危
険
物
を
運
送
す
る
場
合

　
（
ば
ら
積
み
液
体
危
険
物
を
運
送
す
る
場
ム
獅
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
適
用
す

　
る
。（

容
器
、
包
装
等
）

第
穴
条
船
舶
に
よ
り
危
険
物
（
常
用
危
険
物
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
運

　
直
す
る
場
合
は
、
荷
送
人
（
他
人
に
運
送
を
委
託
し
な
い
で
運
送
す
る
場
合

　
は
、
そ
の
者
。
以
下
岡
じ
。
）
は
、
そ
の
容
器
、
包
装
、
正
標
札
（
告
示
で

　
定
め
る
様
式
に
よ
る
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
副
標
札
（
告
示
で
定
め
る
様
式

　
に
よ
る
。
以
下
嗣
じ
。
）
　
（
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
（
側
面
が
印
画
さ
れ
た
構

　
造
の
も
の
で
容
積
～
立
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）

　
（
タ
ン
ク
コ
ン
テ
ナ
を
除
く
。
）
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
舎
に
あ
っ
て
は
、

　
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
す
る
危
険
物
の
容
器
、
包
装
、
正
標
札
及
び
副
膜
札
を
い

　
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
き
、
船
長
は
、
そ
の
積
載
方
法
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ

　
れ
、
告
示
で
定
め
る
基
準
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
荷
送
人
は
、
当
該
運
送
が
国
際
航
海
（
船
舶
安
全
法
施
行
規
則
第

　
一
条
第
一
項
の
国
際
航
海
を
い
う
。
以
下
岡
じ
。
）
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て

　
は
、
危
険
物
の
容
器
（
包
装
が
施
さ
れ
て
い
る
場
合
を
除
く
。
）
叉
は
包
装

　
に
当
該
危
険
物
の
品
名
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
六
条
の
二
　
前
条
第
一
項
の
正
標
札
及
び
講
標
札
（
以
下
「
標
札
」
と
い
う
。
）

　
並
び
に
同
条
第
二
項
の
品
名
の
表
示
は
、
海
水
に
よ
り
消
え
る
お
そ
れ
の
な

　
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

一
エ
ハ
O

第
七
条
　
危
険
物
の
容
器
及
び
包
装
は
、
漏
え
い
又
は
損
傷
の
お
そ
れ
が
な
く
、

　
か
つ
、
当
該
危
険
物
に
対
し
、
安
全
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
塩
素
酸
塩
類
又
は
液
体
の
爆
発
成
分
を
含
む
火
薬
類
の
容
器
又
は
包
装
に

　
使
用
し
た
も
の
は
、
危
険
物
の
容
器
又
は
包
装
に
使
絹
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
危
険
物
明
細
書
）

第
十
条
　
危
険
物
の
荷
送
人
は
、
第
二
十
二
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
リ
コ

　
ソ
テ
ナ
危
険
物
明
細
書
を
提
出
す
る
場
合
を
除
き
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
の
各

　
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
危
険
物
明
細
書
を
船
舶
所
有
春
「
叉
は
船
長

　
（
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
船
舶
所
有

　
者
が
収
納
す
る
場
合
は
、
船
舶
所
有
者
に
限
る
。
）
に
磁
器
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
Q
た
だ
し
、
コ
ン
テ
ナ
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
以
外
の
場
合
で
あ
っ

　
て
、
沿
海
区
域
に
お
い
て
運
送
す
る
場
合
（
本
邦
各
署
間
に
お
い
て
運
送
す

　
る
場
合
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
｝
　
荷
送
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
一
一
　
荷
受
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
（
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
、
毒
物
、

　
　
放
射
性
物
質
等
、
引
火
控
液
体
類
（
高
引
火
点
引
火
性
液
体
を
除
く
。
）

　
　
又
は
有
機
過
酸
化
物
を
運
送
す
る
場
合
に
限
る
。
）

　
三
　
危
険
物
の
分
類
、
項
自
、
品
名
及
び
隔
離
区
分

　
四
　
個
数
及
び
重
留
又
は
容
積

2
　
前
項
の
危
険
物
明
細
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
危
険
物
の
甑
分
に
応
じ
、
そ

　
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
旨
を
付
記
し
、
又
は
そ
の
旨

　
を
証
す
る
謬
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
［
　
（
略
）



　
二
　
放
射
性
物
質
等

　
イ
容
器
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
運
送
さ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て

　
　
は
、
第
八
十
九
条
か
ら
第
九
十
一
条
の
三
ま
で
、
第
九
十
一
条
の
五
か

　
　
ら
第
九
十
一
条
の
八
の
二
ま
で
及
び
第
九
十
一
条
の
九
第
一
項
の
規
定

　
　
に
適
合
し
、
又
は
第
九
十
｝
条
の
二
十
一
一
の
規
定
に
墓
つ
く
承
認
を
受

　
　
け
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
容
器
に
収
納
さ
れ
ず
、
叉
は
包
装
さ
れ
な
い
で
運
送
さ
れ
る
場
含
に

　
　
あ
っ
て
は
、
第
九
＋
一
条
の
＋
六
第
一
項
の
規
定
に
適
合
し
、
又
は
第

　
　
九
十
一
条
の
一
一
十
二
の
規
定
に
基
づ
く
承
認
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
こ

　
　
と
。

　
　
ハ
　
当
該
放
躬
性
物
質
r
等
に
係
る
標
札
及
び
表
示
が
第
九
十
一
条
の
十
二

　
　
　
又
は
第
九
十
い
条
の
十
六
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
適
合
し

　
　
　
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
二
　
当
該
放
射
牲
物
質
等
が
運
送
に
適
し
た
状
態
に
あ
る
こ
と
。

3
　
危
険
物
を
他
の
船
舶
に
積
み
か
え
る
と
き
は
、
前
の
船
舶
の
船
舶
所
有
者

　
叉
は
船
長
は
、
当
該
危
険
物
明
細
毒
口
を
後
の
船
舶
の
船
舶
所
有
老
父
は
船
長

　
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
二
条
　
船
長
は
、
危
険
物
の
船
積
を
す
る
場
合
は
、
そ
の
容
器
、
包
装
及

　
び
標
札
が
こ
の
規
鋼
に
適
合
し
、
か
つ
、
危
険
物
師
継
書
の
記
載
事
項
と
合

　
致
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
二
項
の
確
認
を
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
容
器
、
包
装
及
び
標
札
に
関

　
し
て
、
こ
の
規
則
に
違
反
し
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
証

　
人
の
立
会
の
下
に
荷
ほ
ど
き
し
て
検
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
秒
）

（翰

ﾏ
載
上
の
波
晋
心
）

第
十
三
条
　
防
水
性
を
有
し
な
い
容
器
叉
は
包
装
に
よ
り
軍
板
上
積
載
を
す
る

　
場
合
は
、
波
浪
等
に
よ
る
危
害
を
防
ぐ
た
め
、
当
該
危
険
物
を
覆
布
等
で
お

　
お
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

2
　
甲
板
閲
積
載
を
す
る
場
合
は
、
そ
の
積
載
場
所
の
隔
壁
の
開
目
に
は
完
全

　
に
閣
鎖
す
る
こ
と
が
で
き
る
装
澱
を
取
り
＃
け
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、

　
危
険
物
を
積
載
し
た
と
き
は
、
着
一
ち
に
、
こ
れ
を
閉
鎖
し
、
み
だ
り
に
開
い

　
て
は
な
ら
な
い
。

（
危
険
物
相
互
の
隔
…
麟
…
）

第
十
四
条
　
岡
一
の
船
舶
に
分
類
、
又
は
項
目
の
異
な
る
危
険
物
（
火
薬
類
相
互

　
を
除
く
。
）
を
積
載
す
る
秘
曲
は
、
告
示
で
定
め
る
基
準
に
よ
り
相
互
に
隔

　
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
輸
出
入
の
場
合
に
お
け
る
特
例
）

第
十
九
条

1
　
（
略
）

2
　
第
九
十
～
条
に
規
定
す
る
B
M
型
輸
送
物
及
び
纂
九
十
一
条
の
七
に
規
定

　
す
る
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
物
（
第
八
十
七
条
第
一

　
項
第
一
号
に
規
定
す
る
放
射
性
輸
送
物
を
い
う
Q
次
項
に
お
い
て
嗣
じ
。
）

　
を
、
本
邦
以
外
の
地
か
ら
本
邦
へ
運
送
す
る
場
合
又
は
本
邦
以
外
の
地
相
互

　
間
に
お
い
て
運
送
す
る
場
合
は
、
そ
の
容
器
及
び
包
装
に
つ
い
て
は
、
こ
の

　
規
網
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
告
示
で
定
め
る
外
国
規
則
に
よ
る
こ
と
が
で

　
き
る
。

3
　
放
射
性
輸
送
物
恥
は
放
射
姓
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
e



　
　
　
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
邦
以
外
の
地
相
互
間
に
お
い
て
運
送
す
る
場
合
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
又

　
は
当
該
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
標
札
、
表
示
及
び

　
標
識
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
告
示
で
定
め
る
外

　
国
規
則
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
　
（
略
）

5
　
船
長
は
前
四
項
の
規
定
に
よ
り
危
険
物
を
運
送
す
る
場
合
は
、
危
険
物
積

　
荷
一
覧
書
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
積
付
図
に
、
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
場

　
合
に
あ
っ
て
は
当
該
外
国
規
劉
の
名
称
を
、
前
項
の
場
合
に
あ
っ
て
は
そ
の

　
指
示
の
内
容
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
鉄
道
童
－
両
渡
船
に
よ
る
危
険
r
物
の
運
送
）

第
二
十
条

1
　
　
（
略
）

2
　
火
薬
類
以
外
の
危
険
物
を
貨
車
に
積
載
し
て
鉄
道
車
両
渡
船
に
よ
り
運
送

　
す
る
場
合
は
、
当
該
危
険
物
に
つ
い
て
は
前
章
及
び
本
章
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。

　
た
だ
し
、
当
該
貨
車
が
車
扱
貨
車
又
は
放
射
性
物
質
等
を
積
載
し
て
い
る
貨
車

　
で
あ
る
場
合
は
、
当
該
危
険
物
に
つ
い
て
は
、
第
五
条
の
四
、
第
五
条
の
七

　
か
ら
第
近
条
の
十
ま
で
、
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
四
十
五
条
、
第
八
十

　
七
条
か
ら
第
九
十
二
条
ま
で
及
び
第
九
十
四
条
か
ら
第
九
十
九
条
ま
で
の
規

　
定
は
、
こ
の
醸
り
で
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
九
十
四
条
か
ら
第
九

　
十
七
条
ま
で
の
規
定
の
適
溺
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
船
禽
又
は

　
区
画
内
」
文
は
「
船
倉
又
は
区
画
」
と
あ
る
の
は
「
車
晦
甲
板
」
と
読
み
替

　
え
る
も
の
と
す
る
。

3
　
鉄
道
車
弼
渡
船
の
船
長
は
、
火
薬
類
を
積
載
し
て
い
る
貨
車
叉
は
前
贋
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
ハ
ニ

　
だ
し
書
の
貨
車
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
積
載
す
る
位
概
に
つ
い
て
船
積
地
を
管
轄
す
る
海
運
局
長
の
指
示
に
従

　
　
う
こ
と
。

　
二
　
移
動
し
、
…
叉
は
転
倒
し
な
い
よ
う
に
義
定
し
、
か
っ
、
外
部
か
ら
衝
撃

　
　
を
受
け
な
い
よ
う
に
保
護
す
る
こ
と
。

　
三
　
修
理
を
し
な
い
こ
と
。

　
四
　
積
載
場
所
及
び
そ
の
付
近
に
は
、
必
要
の
な
い
者
の
立
入
を
禁
止
す
る

　
　
　
こ
と
。

（
自
動
車
渡
船
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
）

第
二
十
一
条
　
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
九

　
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
に
規
定
す
る
自
動
車
、
原
動
機
付
自
転
車
又
は
軽
車

　
蒲
（
以
下
「
自
動
車
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
て
、
危
険
物
を
積
載
し
て
い
る

　
も
の
の
荷
送
人
は
、
自
動
車
渡
船
に
よ
り
当
該
自
動
車
等
を
運
送
す
る
場
合

　
は
、
船
積
離
に
危
険
物
を
積
載
し
て
い
る
旨
を
船
長
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

2
　
危
険
物
を
積
載
し
て
い
る
自
動
車
等
を
自
動
車
渡
船
に
よ
り
運
送
す
る
場

　
合
は
、
当
該
危
険
物
に
つ
い
て
は
本
章
の
規
定
を
適
用
し
な
い
。
た
だ
し
、

　
箆
五
条
圏
、
第
五
条
の
七
か
ら
第
五
条
の
十
ま
で
、
前
項
、
次
項
か
ら
第
五

　
項
ま
で
、
第
二
十
三
条
、
第
三
十
｝
条
、
第
三
十
二
条
、
第
四
十
五
条
及
び

　
第
八
十
七
条
か
ら
第
九
十
二
条
ま
で
の
規
定
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

5
　
危
険
物
を
積
載
し
て
い
る
自
動
車
等
を
自
動
車
渡
船
に
よ
り
運
送
す
る
場

　
合
は
、
露
動
車
渡
船
の
船
長
は
、
当
該
自
動
車
等
に
つ
い
て
次
の
各
号
に
よ

　
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o



　
一
　
積
卸
の
場
合
を
除
き
、
原
動
機
を
と
め
、
制
動
を
か
け
、
か
つ
、
車
灯

　
　
を
消
し
て
お
く
こ
と
。

　
二
　
必
要
な
場
合
に
は
、
運
転
者
を
車
内
に
と
ど
め
、
又
は
点
検
等
を
さ
せ

　
　
る
こ
と
。

　
…
二
　
前
条
第
三
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
（
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
第
石
万
中

　
　
「
貨
車
」
と
あ
る
の
は
、
「
自
動
車
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。
）

　
　
　
　
第
一
節
の
ニ
　
コ
ン
テ
ナ
に
よ
る
危
険
物
の
運
送

（
コ
ン
テ
ナ
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
）

第
こ
十
こ
条
の
こ
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
は
、
荷

　
送
人
（
船
舶
所
有
者
が
危
険
．
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
す
る
場
合
は
、
当
該
船

　
舶
所
有
春
）
は
、
　
コ
ン
テ
ナ
の
構
造
等
、
熊
険
物
の
収
納
方
法
及
び
コ
ン
テ

　
ナ
の
表
示
に
つ
き
次
条
か
ら
第
二
十
二
条
の
六
ま
で
の
規
定
、
舶
長
は
コ
ソ

　
テ
ナ
の
積
載
方
法
に
つ
き
第
二
十
二
条
の
九
の
規
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
コ
ン
テ
ナ
の
構
吐
廻
等
）

情
工
十
二
条
の
三
　
　
コ
ン
テ
ナ
は
、
当
該
危
険
物
の
運
送
に
十
分
耐
え
る
構
造

　
及
び
強
度
を
有
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
危
険
物
の
収
納
方
法
）

第
二
十
二
条
の
㈱
　
　
コ
ン
テ
ナ
は
、
危
険
物
を
収
納
す
る
前
に
十
分
に
清
掃
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

2
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
す
る
場
合
は
、
当
該
危
険
物
の
移
動
、
転
倒
、

　
衝
撃
、
摩
擦
、
圧
壊
、
漏
え
い
等
に
よ
り
危
険
を
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
よ

　
う
に
、
か
っ
、
当
該
危
険
物
を
い
ず
れ
の
部
分
も
外
部
に
突
出
し
な
い
よ
う

　
に
収
納
し
、
コ
ン
テ
ナ
の
開
閉
扉
を
閉
鎖
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

第
二
十
二
条
の
五
　
品
名
の
異
な
る
危
険
物
叉
は
危
険
物
と
危
険
物
以
外
　
の
貨

　
物
が
相
互
の
作
胴
に
よ
り
、
発
熱
し
、
ガ
ス
を
発
生
し
、
腐
し
ょ
く
作
用
を

　
起
し
、
そ
の
他
危
険
な
物
理
的
又
は
化
学
的
作
用
を
起
す
お
そ
れ
が
あ
る
場

　
合
は
、
附
｝
の
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
相
互
に
隔
離
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
危
険
物
は
、

　
同
一
の
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
は
な
ら
な
い
Q

（
表
示
）

第
二
十
二
条
の
六
　
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
収
納
し
て
あ
る
危
険
物
の
品
名
及
び
コ

　
ソ
テ
ナ
番
号
を
側
部
の
見
や
す
い
位
羅
に
、
標
札
を
四
側
面
に
表
示
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
コ
ン
テ
ナ
危
険
物
明
紬
識
閂
）

第
二
十
二
条
の
七
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
含
（
船
舶

　
所
有
者
が
危
険
物
を
コ
γ
テ
ナ
に
収
納
す
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
危
険
物

　
の
荷
送
人
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
次
の
各
。
・
万
に
掲
げ
る
裏
項
を
記
載
し
た
コ
ソ

　
テ
ナ
危
険
物
明
細
書
を
コ
ン
テ
ナ
ご
と
に
作
成
し
、
船
舶
所
有
者
又
は
船
長

　
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
一
　
コ
ン
テ
ナ
番
号

　
二
　
荷
送
人
の
氏
名
叉
は
名
称
及
び
住
所

　
三
　
荷
受
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
（
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
、
毒
物
、

　
　
放
射
性
物
質
等
、
引
火
性
液
体
類
（
高
引
火
点
引
火
猛
液
体
を
除
く
。
）

　
　
叉
は
有
機
過
酸
化
物
を
運
送
す
る
場
合
に
限
る
。
）

　
四
　
危
険
物
の
分
類
、
項
目
、
品
名
、
隔
離
区
分
並
び
に
容
器
及
び
包
装
の
名
称

　
五
　
危
険
物
の
假
数
及
び
質
量
又
は
容
積

柔
黒



　
　
　
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

2
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
船
舶
所
有
春

　
が
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
す
る
場
合
は
、
船
舶
所
有
者
は
、
あ
ら
か
じ

　
め
、
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
前
項
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し

　
た
コ
ン
テ
ナ
危
険
物
明
細
書
を
コ
ン
テ
ナ
ご
と
に
作
成
し
、
船
長
に
交
付
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
第
＝
潰
の
コ
ン
テ
ナ
危
険
物
明
細
需
に
は
、
当
該
危
険
物
の
容
器
、
包
装
、

　
標
札
、
表
示
及
び
収
納
方
法
並
び
に
コ
ン
テ
ナ
の
蓑
示
が
こ
の
規
則
の
規
定

　
に
適
合
し
、
か
つ
、
運
送
に
適
し
た
状
態
に
あ
る
こ
と
を
附
記
す
る
か
、
又

　
は
こ
れ
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
、
前
項
の
コ
ン
テ
ナ
危
険
物
明
細
書
に
は
、

　
第
十
条
の
危
険
物
明
早
書
（
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
添
付
さ
れ
た
書
類

　
を
含
む
。
）
を
添
付
す
る
と
と
も
に
、
当
該
危
険
物
の
収
納
方
法
及
び
コ
ン

　
テ
ナ
の
表
示
が
こ
の
規
則
に
適
合
し
、
か
つ
、
運
送
に
適
し
た
状
態
に
あ
る

　
こ
と
を
付
記
す
る
か
、
又
は
こ
れ
を
証
す
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

4
　
危
険
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
他
の
船
舶
に
積
み
換
え
る
と
き

　
は
、
前
の
船
舶
の
船
舶
所
有
者
▽
〈
は
船
長
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
コ
ン
テ
ナ

　
危
険
物
明
細
書
を
後
の
船
舶
の
船
舶
所
有
者
又
は
船
長
に
交
付
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

（
コ
ン
テ
ナ
の
積
載
前
に
お
け
る
確
認
等
）

第
二
十
二
条
の
八
　
船
長
は
、
危
険
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
船
積
み

　
を
す
る
場
合
は
、
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
示
が
コ
ン
テ
ナ
危
険
物
明
細
書
の
記
載
事

　
項
と
合
致
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
　
コ
ン
テ
ナ
の
損
傷
、
危

　
険
物
の
漏
え
い
等
異
状
の
有
無
を
調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
眠
四

2
　
船
長
は
、
前
項
の
調
奄
の
結
果
、
危
険
物
の
容
器
、
包
装
、
標
札
、
表
示

　
及
び
収
納
方
法
並
び
に
コ
ン
テ
ナ
の
表
示
に
関
し
て
、
こ
の
規
則
に
違
反
し

　
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
証
人
の
立
会
い
の
も
と
に
コ
ン

　
テ
ナ
を
旧
き
、
荷
ほ
ど
き
し
て
験
査
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
積
載
方
法
）

第
一
【
十
二
条
の
九
　
危
険
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
積
載
す
る
場
合

　
は
、
移
勅
、
転
倒
、
損
陽
、
圧
壊
乱
を
生
じ
な
い
よ
う
に
積
載
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

2
　
危
険
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
コ
ァ
テ
ナ
の
み
を
三
島
す
る
た

　
め
の
山
影
を
有
す
る
船
倉
、
区
画
又
は
甲
板
上
に
積
載
す
る
場
合
は
、
第
十
四

　
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
告
示
で
定
め
る
積
載
方
法
に
よ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
適
胴
除
外
等
）

第
一
｝
十
二
条
の
十
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
は
、
第

　
十
一
一
条
、
第
三
十
条
第
｛
項
、
第
六
十
九
条
第
二
項
第
一
号
及
び
第
八
十
四

　
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

2
　
危
険
物
を
風
雨
密
の
コ
ン
テ
ナ
（
タ
ン
ク
コ
ン
テ
ナ
を
除
く
。
）
に
収
納
し

　
て
運
送
す
る
場
合
は
、
第
十
一
二
条
箪
二
項
、
第
八
十
四
条
第
二
項
第
二
号
、

　
第
百
＋
九
条
第
～
項
及
び
第
百
二
十
八
条
の
一
一
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

3
　
危
険
物
を
水
密
の
金
属
製
コ
γ
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
は
、
第

　
六
十
九
条
第
…
項
第
四
号
の
規
定
は
、
適
用
し
な
い
。

　
　
　
　
第
山
開
蟷
即
　
　
放
耐
尉
甲
性
物
欣
貝
笙
寸

（
用
語
等
）

第
八
十
七
条
　
こ
の
節
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
音
心
義
は
、
そ



　
れ
そ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
放
射
性
輸
送
物
　
放
射
性
物
質
等
が
容
器
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ

　
　
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。

　
二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
　
放
射
性
輸
送
物
の
う
ち
、
臨
界
防
止
の
た
め
の
措

　
　
麗
が
特
に
必
要
な
も
の
と
し
て
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ

　
　
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。

　
三
　
專
周
積
載
　
船
倉
若
し
く
は
区
画
又
は
甲
板
の
一
定
区
域
を
専
用
し
て

　
　
す
る
積
載
で
あ
っ
て
、
積
載
さ
れ
る
貨
物
又
は
コ
γ
テ
ナ
が
一
の
荷
送
人

　
　
か
ら
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
当
該
貨
物
又
は
コ
ン
テ
ナ
に
係
る
荷
役
作

　
　
業
が
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
指
示
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
も
の
を
い
う
。

2
　
こ
の
節
に
お
い
て
「
コ
ン
テ
ナ
」
と
は
、
非
開
放
型
の
構
造
を
有
す
る
コ

　
ソ
テ
ナ
を
い
う
0

3
　
放
射
性
物
質
〔
等
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
に
お
け
る
荷
送

　
人
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
て
こ
の
節
に
定
め
る
も
の
は
、
船
舶
所
有
者
が
放
射

　
挫
物
質
等
を
コ
γ
テ
ナ
に
収
納
す
る
場
合
は
、
当
該
船
舶
所
有
者
に
適
用
す
る
○

（
放
射
性
輸
送
物
の
種
類
）

第
八
十
八
条
　
放
射
性
輸
送
物
は
、
L
型
輸
送
物
、
A
型
輸
送
物
、
B
M
型
輸

　
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
の
四
種
と
す
る
Q

（
L
型
輸
送
物
）

第
八
十
九
条
　
L
型
輸
送
物
は
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

　
一
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
一
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
一
一
　
容
易
に
、
か
つ
、
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
不
要
な
突
出

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
　
物
の
な
い
構
造
と
す
る
と
と
も
に
、
荷
役
装
具
に
は
急
激
な
つ
り
上
げ
等

　
　
に
対
し
て
十
分
な
強
度
を
も
た
せ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
ご

　
三
　
運
送
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、
亀

　
　
裂
、
破
損
等
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　
四
　
み
だ
り
に
開
録
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
開
封
さ
れ
た
場
合
に
そ
れ

　
　
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
容
易
に
破
れ
な
い
シ
ー
ル
の
は
り
付
け
等
の

　
　
措
慨
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
五
　
表
面
に
お
け
る
告
示
で
定
め
る
線
量
当
量
率
の
最
大
値
（
以
下
下
取
大
線

　
　
量
当
量
率
」
と
い
う
。
）
が
毎
時
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
六
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
告
示
で
定
め
る
密
度
（
以
下

　
　
「
，
表
面
密
度
限
度
」
と
い
う
。
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
A
型
輸
送
物
）

第
九
十
条
　
A
型
輸
送
物
は
、
藤
条
第
｝
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
に

　
適
合
し
、
か
っ
、
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
毎
時
ニ
ミ
リ
シ
！
ベ
ル
ト
を
超
え

　
　
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当

　
　
鳳
旦
率
沖
か
錘
重
時
一
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
卓
κ
紹
～
え
な
い
こ
と
Q

　
工
　
放
射
性
物
質
等
の
使
用
等
に
必
要
な
書
類
そ
の
他
の
物
q
湘
（
放
射
性
輸

　
送
物
の
安
全
性
、
を
損
な
う
お
そ
れ
が
な
い
も
の
に
限
る
。
）
以
外
の
も
の

　
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
Q

三
　
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る

　
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
イ
　
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
が
な
い
こ
と
。

三
八
五



　
　
　
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
　
ロ
　
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
毎
時
二
、
ミ
リ
シ
；
ベ
ル
ト
を
超

　
　
　
え
な
い
こ
と
。

（
B
M
型
輸
送
物
）

第
九
十
一
条
　
B
M
型
輸
送
物
は
、
第
八
十
九
条
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及

　
び
第
六
号
並
び
に
前
条
第
一
号
及
び
第
一
一
号
に
適
合
し
、
か
つ
、
次
の
各
号

　
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
舎
に
、
次
に
掲
げ
る

　
　
基
準
に
適
歯
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
晶
削
条
第
三
号
ロ
の
｝
嬰
件

　
　
口
　
放
射
性
物
質
の
一
時
間
当
た
り
の
漏
え
い
最
が
告
示
で
定
め
る
量
を

　
　
　
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ハ
　
表
爾
の
温
度
が
日
陰
に
お
い
て
摂
氏
五
〇
度
（
専
用
積
載
に
よ
り
運
送
す

　
　
　
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
運
送
中
人
が
容
易
に
近
づ
く
こ
と
が

　
　
　
で
き
る
表
面
（
そ
の
表
面
に
近
接
防
壁
枠
を
設
け
る
放
射
性
輸
送
物
に

　
　
　
あ
っ
て
は
、
当
該
近
接
防
止
枠
の
表
面
）
に
お
い
て
摂
氏
八
二
度
）
を
超

　
　
　
え
な
い
こ
と
〇

　
　
一
一
　
表
瀬
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
表
薗
密
度
限
度
を
超
え
な

　
　
　
い
こ
と
。

　
二
　
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る

　
　
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
猛
率
が

　
　
　
毎
時
一
〇
ミ
リ
シ
…
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ロ
　
放
射
性
物
質
の
｝
週
閾
豪
た
り
の
漏
え
い
電
が
告
示
で
定
め
る
量
を

柔
六

　
　
　
超
え
な
い
こ
と
。

（
B
U
型
輸
送
物
）

第
九
十
一
条
の
二
　
B
U
型
輸
送
物
は
、
第
八
十
九
条
第
｝
号
か
ら
第
四
号
ま

　
で
及
び
第
六
号
並
び
に
第
九
十
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に
適
含
し
、
か
つ
、

　
次
の
各
号
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
会
に
、
前
条
第
皿
号

　
　
の
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
二
　
告
示
で
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る

　
　
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
前
条
第
二
号
イ
の
要
件

　
　
ロ
　
放
射
性
物
質
の
一
過
間
嘉
た
り
漏
え
い
量
が
告
示
で
定
め
る
鍛
を
超

　
　
　
え
な
い
こ
と
。

　
三
　
フ
ィ
ル
タ
又
は
機
械
的
冷
鋪
装
羅
を
用
い
な
く
と
も
内
部
の
気
体
の
ろ

　
　
　
熱
戦
は
放
雲
華
物
質
等
の
冷
却
が
行
わ
れ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
〇

　
四
　
最
高
使
絹
圧
力
（
放
射
性
輸
送
物
に
つ
い
て
排
気
、
冷
却
そ
の
他
の
特

　
　
別
な
措
羅
を
と
ら
な
い
場
合
に
当
該
放
射
性
輸
送
物
内
に
生
ず
る
気
体
の

　
　
最
大
圧
力
を
い
う
。
）
が
毎
平
方
セ
ソ
チ
メ
…
ト
ル
七
重
量
キ
ロ
グ
ラ
ム

　
　
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
放
射
性
物
質
等
の
運
送
）

第
九
十
一
条
の
三
　
荷
送
人
は
、
放
射
性
物
質
等
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に

　
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
の
区
分
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
放

　
射
性
輸
送
物
と
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
運
送
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
｛
　
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
放
射
性
物
質
等
と
し
て
告
示
で
定
め
る
も
の



　
　
L
型
輸
送
物

　
二
　
告
示
で
定
め
る
最
を
超
え
な
い
最
の
放
射
能
を
有
す
る
放
射
性
物
質
等

　
　
　
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
A
型
輸
送
物

　
王
　
前
号
の
告
示
で
定
め
る
量
を
超
え
る
量
の
放
射
能
を
有
す
る
放
射
性
物

　
　
質
等
（
第
一
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
U

　
　
型
輸
送
物

（
核
分
裂
性
輸
送
物
の
種
類
）

第
九
十
｝
条
の
四
　
核
分
裂
憧
輸
送
物
は
、
第
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
、
第
二

　
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
の
三
種
と
す
る
。

（
第
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
）

第
九
十
一
条
の
五
　
第
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
は
、
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と

　
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
告
示
で
定
め
る
二
種
の
条
件
の
下
に
置
い
た
も
の
を
、

　
各
条
件
別
に
そ
れ
ぞ
れ
任
意
の
配
列
方
法
で
任
意
の
票
数
積
載
す
る
こ
と
と

　
し
た
場
合
に
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
）

第
九
十
一
条
の
六
　
第
二
種
核
分
裂
瞠
輸
送
物
は
、
次
の
場
合
に
臨
界
に
達
し

　
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
岡
　
の
も
の
で
あ
っ
て
告
示
で
定
め
る
条
件

　
の
下
に
賑
い
た
も
の
を
、
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の

　
輸
送
鍼
限
個
数
（
｝
箇
所
に
集
積
す
る
核
分
裂
性
野
送
物
の
飼
数
の
限
度

　
と
し
て
定
め
ら
れ
る
数
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
五
倍
に
相
当
す
る
個

　
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

二
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
告
示
で
定
め
る
条
件

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
綜
蔵
規
則
（
抄
）

　
　
の
下
に
置
い
た
も
の
を
、
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の

　
　
輸
送
制
限
燗
数
の
二
倍
に
相
当
す
る
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
（
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
）

第
九
十
一
条
の
七
　
第
三
種
核
分
裂
性
善
蔓
物
は
、
次
の
場
合
に
臨
界
に
達
し

　
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
～
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
｝
の
も
の
で
あ
っ
て
前
条
第
一
号
の
条
件

　
　
の
下
に
置
い
た
も
の
を
、
特
定
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の

　
　
輸
送
制
覇
個
数
に
等
し
い
慨
数
並
べ
た
集
積
と
し
、
当
該
集
積
を
二
組
近

　
　
接
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
場
舎

　
二
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
詞
一
の
も
の
で
あ
っ
て
前
条
第
二
号
の
条
件

　
　
の
下
に
揮
い
た
も
の
を
、
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の

　
　
輸
送
制
限
偶
数
に
等
し
い
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
（
核
分
裂
性
輪
…
儲
物
の
運
送
）

第
九
十
一
条
の
八
　
荷
送
人
は
、
核
分
裂
性
輸
送
物
に
つ
い
て
は
、
第
九
十
一

　
条
の
三
に
規
定
す
る
放
射
盤
輸
送
物
と
さ
れ
、
か
つ
、
第
一
種
核
分
裂
性
輪

　
詰
物
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
又
は
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
の
い
ず
れ

　
か
と
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
運
送
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
（
放
嗣
射
追
立
…
母
物
の
施
錠
等
の
措
践
）

第
九
十
｝
条
の
八
の
二
　
放
射
性
輸
送
物
の
う
ち
欝
血
で
定
め
る
放
射
性
物
質

　
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
に
は
、
施
錠
及
び
封
印
そ
の

　
他
の
当
該
放
射
性
輸
送
物
が
容
易
に
開
封
さ
れ
な
い
た
め
の
措
齪
が
講
じ
ら

　
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

2
　
荷
送
入
は
、
前
項
の
放
射
性
輪
送
物
に
つ
い
て
は
、
郷
項
の
措
置
が
講
じ

二
六
七



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
、
運
送
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
放
射
性
輸
送
物
の
安
全
の
確
菊
瞼
等
）

第
九
十
一
条
の
九
　
放
射
性
物
質
等
を
容
器
に
収
納
し
、
又
は
包
装
す
る
こ
と

　
に
よ
り
放
窮
性
輸
送
物
と
す
る
者
（
以
下
「
放
射
性
輸
送
物
作
成
者
」
と
い

　
う
。
）
は
、
放
射
性
物
質
等
を
B
M
型
輸
送
物
若
し
く
は
B
U
型
輸
送
物
、

　
核
分
裂
性
輸
送
物
又
は
放
射
挫
輸
送
物
（
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
が

　
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
場
合
は
、
船

　
積
み
前
に
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
が
そ
れ
ぞ
れ
第
九
十
一
条
若
し
く
は
第
九

　
十
一
条
の
二
の
基
準
に
適
舎
し
、
第
九
十
一
条
の
五
、
第
九
十
一
条
の
六
若

　
し
く
は
第
九
十
一
条
の
七
の
い
ず
れ
の
基
準
に
適
合
し
、
又
は
第
九
十
一
条

　
の
八
の
二
第
一
項
の
基
．
準
に
適
合
す
る
か
に
つ
い
て
運
輸
大
匝
（
次
条
第
一

　
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
容
器
を
使
用
し
て
次
の
各
号
に
掲
げ
る
放

　
射
性
物
質
等
（
放
射
性
廃
棄
物
及
び
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
を
除
く
Q
）

　
を
B
M
型
輸
送
物
若
し
く
は
B
U
型
輸
送
群
群
は
核
分
裂
性
輸
送
物
と
す
る

　
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
放
射
性
輪
届
物
の
船
積
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸

　
局
長
。
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
確
認
を
受
け
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
｝
　
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
化
合
物
（
ウ
ラ
ソ
一
…
三
…
二
の
量
と
ウ
ラ
ソ
ニ
…
二
五
の

　
　
量
と
を
合
計
し
た
量
の
ウ
ラ
ン
の
総
量
に
対
す
る
比
率
が
百
分
の
二
十
を

　
　
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）

　
ニ
　
ニ
酸
化
ウ
ラ
ン
（
ウ
ラ
ソ
ニ
三
三
の
量
と
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
翫
と
を
合

　
　
号
し
た
量
の
ウ
ラ
ン
の
総
量
に
対
す
る
比
率
が
百
分
の
二
十
を
超
え
な
い

　
　
も
の
に
限
る
。
）
の
み
を
燃
料
材
と
し
た
燃
料
体
（
使
用
済
燃
料
を
除
く
。
）

二
六
八

　
三
　
使
用
済
燃
料
（
そ
の
被
覆
材
か
ら
の
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
が
認
め
ら

　
　
れ
な
い
も
の
に
限
る
。
）

　
四
　
核
分
裂
性
物
質
以
外
の
放
射
性
物
質
等

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
は
、
放

　
射
性
輸
送
物
作
成
春
か
ら
関
係
書
類
を
提
繊
さ
せ
、
当
該
毒
婦
を
審
査
す
る

　
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
核
分
裂
性
輸
送
物
に
つ
い
て
、
運
輸
大
臣
の
適
当
と
認
め
る
春
が
作
成

　
　
し
た
醜
項
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
旨
を
証
す
る
書
類
の
提
出
が
な
さ

　
　
れ
た
場
合

　
二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
物
に
係
る
放
射
性
物
質
等
に
つ

　
　
い
て
、
第
百
二
十
九
条
第
一
項
又
は
第
百
二
十
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定

　
　
す
る
検
査
が
行
わ
れ
る
場
合

　
三
　
放
射
性
物
質
等
が
本
邦
以
外
の
地
に
お
い
て
運
輸
大
距
が
適
当
と
認
め

　
　
る
外
国
規
則
に
基
づ
き
放
射
性
輸
送
物
と
さ
れ
る
場
合

3
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
が
次
条
第
一
項
の

　
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
容
器
を
使
用
す
る
も
の
で
あ
る
場
合
は
、
当
該

　
容
器
の
使
用
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
を
受
け
た
使
用
方
法
に
よ
る
も
の

　
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
保
守

　
及
び
点
検
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
等
に
よ
り
当
該
容
器
の
性
能
に
支
障
を
生

　
じ
て
い
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

4
　
運
輸
大
臣
は
、
第
一
項
の
放
射
性
輸
送
物
作
成
者
に
対
し
、
放
躬
性
輸
送

　
物
の
運
送
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

5
　
第
｝
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
放
射
性
輸
送
物
作
成
者
は
、
霞
ら



　
が
荷
送
人
で
あ
る
場
合
を
除
き
、
当
該
確
認
を
証
す
る
講
類
、
当
該
確
認
に

　
際
し
運
輸
大
臣
に
提
出
し
た
書
類
の
写
し
そ
の
他
放
射
性
輸
送
物
の
取
扱
い

　
に
関
す
る
注
意
事
項
を
記
載
し
た
講
類
を
速
や
か
に
荷
送
人
に
交
付
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
Q

6
　
筋
項
の
規
定
は
、
放
射
性
輸
送
物
作
成
者
が
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
指
…
示

　
を
受
け
た
場
合
に
つ
い
て
準
溺
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
中
「
当

　
該
確
認
を
証
す
る
書
類
、
当
該
確
認
に
際
し
運
輸
大
臣
に
提
出
し
た
書
類
の

　
写
し
」
と
あ
る
の
は
、
　
「
当
該
指
示
の
内
容
を
記
載
し
た
書
類
」
と
読
み
替

　
え
る
も
の
と
す
る
。

7
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

　
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第
五
牽
・
刀
条
の
二
第
二
項
（
罰
法
第
六
幸

　
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総

　
理
大
臣
の
確
認
（
同
法
第
六
十
一
条
の
四
十
二
の
規
定
に
よ
る
指
定
運
搬
物

　
確
認
機
関
の
確
認
を
含
む
。
）
若
し
く
は
放
射
性
偶
位
元
素
等
に
よ
る
放
射

　
線
障
害
の
防
止
に
闘
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
再
三
や
七
号
）
第

　
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
科
学
技
術
庁
長
官
の
確
認
（
同
法
第
四

　
十
一
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
の
確
認
を
含
む
。
）
又

　
は
航
兜
工
法
施
門
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
舘
輔
劣
m
令
鱗
夘
五
十
玉
ハ
号
）
欣
弟
頁
九
十
－

　
四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
、
　
ユ
若
し
く
は
へ
（
放
射
性
輸
送
物
に
関
す
る
技
術

　
上
の
基
準
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
運
輸
大
臣
の
確
認
を
受

　
け
た
場
合
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
た
も
の
と
す
る
。

第
九
十
｝
条
の
九
の
二
　
放
射
性
物
質
等
の
運
送
に
使
用
さ
れ
る
容
器
の
所
有

　
者
は
、
あ
ら
か
じ
め
当
該
容
器
及
び
そ
の
使
用
方
法
に
つ
き
運
輸
大
臣
の
承

　
認
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
購
（
抄
）

2
　
運
輸
大
臣
は
、
前
項
の
容
器
の
三
皇
者
に
対
し
、
容
器
の
盤
能
を
維
持
す

　
る
た
め
に
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
コ
ン
テ
ナ
に
係
る
線
量
当
量
率
等
）

第
九
十
一
条
の
十
　
荷
送
入
は
、
放
射
姓
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
の
最
大
線
量
当
薬
率
が
表
面
に
お
い
て
毎
時
一
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
ず
、

　
か
つ
、
表
謹
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
熊
掌
に
お
い
て
毎
晴
一
〇
〇
マ
イ
ク

　
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

2
　
荷
送
人
は
、
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
の
放

　
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
表
顔
密
度
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
コ
ン
テ
ナ
の
施
錠
等
の
措
羅
）

第
九
十
一
条
の
十
の
二
　
荷
送
人
は
、
放
射
性
輸
送
物
の
う
ち
第
九
十
一
条
の

　
八
の
二
第
一
項
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装

　
さ
れ
て
い
る
も
の
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
施
錠
及
び
封
留
そ

　
の
他
当
該
コ
ン
テ
ナ
が
容
易
に
開
封
さ
れ
な
い
た
め
の
措
麗
を
講
じ
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

（
輸
送
指
数
）

第
九
十
［
条
の
十
「
　
荷
送
人
は
、
放
射
性
輸
送
物
（
表
嘱
に
お
け
る
最
大
線
量

　
当
量
率
が
毎
時
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
第

　
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
も
の
を
除
く
。

　
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
Q
）
及
び
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る

　
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
、
輸
送
指
数
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
輪
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

二
六
九



危
険
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船
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貯
蔵
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抄
）

　
数
値
と
す
る
。

　
一
　
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
表
面
か
ら
一
メ

　
　
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
鈷
率
を
ミ
リ
シ
…
ベ
ル
ト
毎

　
　
時
単
位
で
表
し
た
値
に
一
〇
〇
を
乗
じ
て
得
た
値
。
た
だ
し
、
第
二
種
核

　
　
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と

　
　
当
該
核
分
裂
垂
目
…
送
物
の
輸
送
綱
限
側
目
で
五
〇
を
除
し
て
得
た
値
の
う

　
　
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
と
す
る
。

　
二
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ

　
　
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
放
射
姓
輸
送
物
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を
合
計
し

　
　
て
得
た
値
。
た
だ
し
、
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン

　
　
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
五
〇
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
顛
と
す
る
。

3
　
離
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
一
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核

　
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

　
（
最
大
断
面
債
が
｝
○
○
平
方
メ
…
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
専
用

　
績
載
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
醸
か
ら
一

　
メ
…
ト
ル
離
れ
た
雌
蘂
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
単
位
で
表
し
た
慨
に
一
〇
〇
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
次
の
褒
の
上
欄
に
掲
げ

　
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
．
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を

　
乗
じ
て
得
た
値
を
も
っ
て
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
・
の
場
合

一

～
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
五
平
方
メ
…
ト
ル
以
下
の
場
合

三

五
平
方
メ
：
ト
ル
を
超
え
、
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合

六

一一

Z
｝
半
山
カ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
　
一
〇
（
）
平
方
メ
…
ト
ル
以
下
の
場
合

一
九

毛
O

（
標
札
等
）

第
九
十
一
条
の
十
二
　
荷
送
人
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物

　
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
告

　
示
で
定
め
る
標
札
又
は
表
示
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
付
し
、
又
は

　
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
L
型
輸
送
物
（
核
分
裂
性
輸
送
物
を
除
く
。
）

放
射
姓
輸
送
物

の
表
面

二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
物
（
L
型

放
射
性
輸
送
物

輸
送
物
を
除
く
。
）
叉
は
第
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
表
顧
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
毎

時
五
マ
イ
ク
p
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
も
の

三
　
次
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物

放
射
姓
輸
送
物

イ
　
　
核
分
裂
雛
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
三
又
は

の
表
面
の
二
箇

第
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
　
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
毎
蒔
五
マ
イ
ク
・
シ
…
　
ベ
ル
ト
を
超
え
五
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
下
　
で
あ
り
、
か
つ
、
輸
送
指
数
が
一
を
超
え
な
い
も
の
ロ
　
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
表
面
に
　
お
け
る
最
大
線
量
当
盤
率
・
が
毎
時
五
〇
〇
マ
イ
ク
　
ロ
シ
…
ベ
ル
ト
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
輸
送
指
数

所

が
一
を
超
え
な
い
も
の

四
　
　
前
ご
置
写
に
掲
げ
る
放
射
三
輪
…
Ψ
込
物
以
外
の
放
射
性

放
射
性
輸
送
物

輸
送
物

の
表
面
の
二
箇

所

五
　
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
の

コ
ン
テ
ナ
の
四

側
薩



六
　
　
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
一
げ
る
放
射
性
輸
送
物
以

コ
ン
テ
ナ
の
四

外
－
の
放
緊
性
輪
…
送
物
（
箪
二
二
～
擁
胤
核
分
裂
性
輸
送
物
を

欄
藤

除
く
。
）
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て

輸
送
指
数
が
一
を
超
え
な
い
も
の

七
　
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
で

コ
ン
テ
ナ
の
瞬

あ
っ
て
、
蔚
一
一
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

嵯
　
闇
－
二
二

2
　
荷
送
人
は
、
放
射
性
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
及
び
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ

　
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
父
は
放
屠
挽
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
を
騨
朋
積
載
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
は
、
繭
項
の
規
定
に
よ
る
標
札
に
「
専

　
朋
積
載
」
の
文
字
又
は
「
特
O
ビ
ピ
　
『
○
》
U
」
の
文
字
を
表
示
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

3
　
荷
送
人
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
放
射
二
等
嵩
物
に
は
、
そ
の
表
面
の
見

　
や
す
い
箇
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
嘱
項
を
鮮
明
に
表
示
し
て

　
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
総
質
錆
が
石
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
放
躬
性
輸
送
物
　
総
質
量

　
二
　
A
型
輸
送
物
　
　
「
A
型
．
」
の
文
字
又
は
「
6
《
℃
胃
　
｝
」
の
文
字

　
三
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輪
…
送
物
　「
B
型
」
の
文
字
又
は
「
↓
磯
℃
消

　
　
じ
d
」
の
文
字

4
　
荷
送
入
は
、
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
に
は
、
当
該
放
射
陸
輪

　
送
物
の
容
器
父
は
包
装
の
耐
火
性
及
び
酎
水
挫
を
有
す
る
最
も
外
側
の
表
面

　
に
、
告
示
で
定
め
る
マ
…
ク
で
あ
っ
て
、
耐
火
性
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
も

　
の
を
明
確
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

危
険
物
船
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5
　
荷
送
人
は
、
放
射
性
輸
送
物
が
収
集
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
薮
該

　
コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面
に
魯
示
で
定
め
る
紅
鱒
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
十
【
条
の
十
二
の
二
　
第
六
条
の
二
の
規
定
は
、
前
条
第
一
項
の
放
射
性

　
輸
送
物
の
標
札
父
は
表
示
、
同
条
第
二
項
の
放
射
盤
輸
送
物
の
「
導
用
積
載
」

　
の
文
字
父
は
「
勾
Q
ぜ
い
　
ぴ
○
》
U
」
　
の
文
字
の
表
示
、
潤
条
第
三
項
各
号

　
に
掲
げ
る
饗
項
の
表
承
及
び
同
条
第
四
項
の
マ
：
ク
の
表
示
に
つ
い
て
準
用

　
す
る
。

（
積
載
方
法
等
）

第
九
十
一
条
の
十
一
…
…
　
放
射
性
輸
送
物
又
は
放
射
牲
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い

　
る
コ
ン
テ
ナ
を
稽
度
す
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
ら
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
一
　
甲
板
上
積
載
（
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
風
雨
密
の
コ
ン
テ

　
　
ナ
を
積
載
す
る
場
合
以
外
に
あ
っ
て
は
、
甲
板
上
カ
バ
ー
積
載
又
は
甲
板

　
　
上
室
内
積
載
に
限
る
。
）
甲
板
問
積
載
叉
は
倉
内
積
載
と
す
る
こ
と
。

　
二
　
移
動
、
転
倒
、
衝
撃
、
摩
擦
等
が
生
じ
な
い
よ
う
な
措
謄
を
講
ず
る
こ

　
　
と
。

　
三
　
放
射
性
鹸
…
送
物
｝
に
よ
る
歎
簡
等
に
よ
り
渾
～
送
中
の
安
全
が
楢
…
な
わ
れ
な
い

　
　
よ
う
他
の
貨
物
と
十
分
離
し
て
積
載
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
表
面
の
平
均

　
　
蛾
…
放
出
率
が
伍
朕
平
方
メ
ー
ト
ル
｝
五
ワ
ッ
ト
を
超
え
な
い
も
の
を
ば
ら
稽
…

　
　
み
及
び
袋
詰
め
以
外
の
他
の
貨
物
と
混
載
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

　
　
い
。

　
四
　
放
射
性
輸
送
望
診
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の

　
　
猿
載
場
所
へ
の
出
入
口
に
は
、
施
錠
そ
の
他
関
係
者
以
外
の
者
が
立
入
る

二
七
一
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こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
措
醗
を
講
ず
る
こ
と
。

2
　
核
分
裂
性
輸
送
物
の
運
送
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
臨
界
に
達
す

　
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
な
措
置
を
講
じ
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

3
　
放
躬
性
輸
送
物
又
は
放
鮒
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
γ
テ
ナ
を
蝉

　
用
積
載
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
は
、
そ
の
荷
役
作
業
は
、
放
射
性
物
質
の
管

　
理
に
十
分
な
能
力
を
有
す
る
荷
送
人
又
は
荷
受
入
の
指
示
に
よ
っ
て
行
わ
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
稜
載
限
度
）

第
九
十
一
条
の
十
四
　
放
射
性
輸
送
物
叉
は
放
射
鍵
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い

　
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
輸
送
指
数
が
五
〇
を
超
え
る
も
の
は
、
積
載
し
て

　
は
な
ら
な
い
。

2
　
一
の
船
倉
若
し
く
は
区
画
又
は
一
の
甲
板
の
一
定
区
域
に
積
載
す
る
放
射

　
性
輸
送
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
放
射
娃

　
輪
野
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
は
、
五
〇
を
超

　
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
放
射
性
輸
送
物
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納

　
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積
載
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次

　
の
各
号
の
基
準
に
適
舎
す
る
と
き
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
Q

　
一
　
当
該
船
倉
若
し
く
は
区
鷹
又
は
甲
板
の
　
定
区
域
に
つ
い
て
輸
送
婚
数

　
　
の
A
只
計
が
「
　
○
○
を
超
え
な
い
こ
と
〇

　
二
　
第
二
種
咳
分
裂
性
輸
送
物
叉
は
第
三
種
核
分
裂
挫
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、

　
　
五
〇
を
当
該
核
分
．
裂
性
輪
演
物
の
輸
送
制
限
側
…
数
で
除
し
て
得
た
値
の
合

　
　
計
値
が
当
該
船
倉
薄
し
く
は
区
函
又
は
甲
板
の
一
定
区
画
に
つ
い
て
五
〇

　
　
を
超
え
な
い
こ
と
。

二
圭

3
　
船
舶
に
積
載
す
る
放
射
盤
輸
送
物
及
び
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い

　
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
は
、
｝
船
舶
に
つ
い
て
二
〇
〇
（
湖
贋
港

　
．
内
の
み
を
航
行
す
る
船
舶
に
積
載
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
五
〇
）
を
超
え

　
て
は
な
ら
な
い
。

4
　
放
射
性
輸
送
物
又
は
放
射
性
輪
…
鉢
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
船

　
内
の
…
数
箇
飛
に
集
貨
（
放
射
性
輸
送
物
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て

　
い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
他
の
放
射
牲
輸
送
物
的
は
他
の
放
射
性
輸
送
物

　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
と
の
間
の
距
離
が
隔
壁
又
は
甲
板
の
有
無
に

　
か
か
わ
ら
ず
、
六
メ
…
ト
ル
未
溝
で
あ
る
も
の
の
集
合
を
い
う
。
）
と
し
て

　
積
載
す
る
場
合
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
輸
送
指
数
の
含
計
は
、
各
集
貨
ご
と
に

　
汽
○
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
計
経
書
の
作
　
成
）

第
九
十
｝
条
の
十
四
の
二
　
蕎
送
人
は
、
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
を
運

　
送
す
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
荷
受
人
、
船
舶
研
有
者
及
び
船
長
と
協
議

　
し
、
船
積
み
前
に
、
放
射
性
物
質
等
の
盗
取
等
に
よ
る
自
警
の
防
止
の
た
め

　
に
必
要
な
措
置
に
関
す
る
事
項
を
記
載
し
た
計
画
書
を
作
成
し
、
船
舶
所
有

　
者
又
は
船
長
に
提
謁
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
送
責
任
者
等
）

第
九
÷
「
条
の
十
四
の
ミ
　
荷
送
入
は
、
前
条
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質

　
等
を
運
送
す
る
場
合
は
、
放
射
性
物
質
等
の
運
送
に
関
す
る
責
任
者
（
以
下

　
「
運
送
責
任
潜
」
と
い
う
。
）
及
び
見
張
人
を
醜
優
し
、
放
射
性
物
質
等
の

　
盗
取
等
に
よ
る
災
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
さ
せ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
告
示
で
定
め
る
放
射
牲
物
質
等
を
運
送
す
る
場
合
は
、



　
見
張
人
を
配
離
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
Q

2
　
運
送
責
任
春
は
、
前
条
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
中
、
同

　
条
の
計
画
書
を
携
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

3
　
運
送
責
任
春
は
、
放
射
性
物
質
等
の
盗
取
等
に
よ
る
災
害
の
防
止
の
た
め

　
に
必
要
な
措
置
に
つ
い
て
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

（
連
絡
体
制
の
整
備
…
）

第
九
十
【
条
の
十
四
の
四
　
荷
送
人
は
、
第
九
十
一
条
の
十
四
の
二
の
告
示
で

　
定
め
る
放
射
性
物
質
等
を
運
送
す
る
場
合
は
、
放
射
性
物
質
等
の
盗
取
等
に

　
よ
る
災
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
連
絡
体
制
を
整
備
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。（

運
送
の
安
全
の
確
認
等
）

第
九
十
一
条
の
十
五
　
船
長
は
、
B
M
型
輸
送
物
若
し
く
は
B
U
型
輸
送
物
、

　
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
又
は
放
射
性
輸
送
物
（
第
九
十
一
条
の
九
簗
一
項

　
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も

　
の
に
限
る
。
）
を
運
送
す
る
場
合
は
、
船
積
み
前
に
、
運
送
計
画
書
を
運
輸

　
大
臣
に
畏
出
し
、
当
該
運
送
計
画
書
に
記
載
さ
れ
た
運
送
の
方
法
が
こ
の
規

　
則
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い
て
運
輸
大
話
の
確
認
を
受
け

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
・

2
　
運
輸
大
臣
は
、
前
項
の
確
認
を
行
う
に
当
た
っ
て
当
該
放
射
性
輸
送
物
の

　
運
送
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
は
、
船
舶

　
所
有
春
又
は
船
長
に
対
し
、
使
用
す
る
船
舶
の
構
造
設
備
、
荷
役
方
法
等
に

　
関
し
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

（
放
射
牲
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
送
で
き
る
放
射
性
物
質
等
）

第
九
十
【
条
の
十
六
　
次
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
は
、
第
九
十
一
条
の
三
の

　
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
放
躬
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
送

　
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
放
射
盤
物
質
等
が
収
納
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
空
の
容
器
で
あ
っ
て
、
次

　
　
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
空
容
器
」

　
　
と
い
う
。
）

　
　
イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
一
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ

　
　
　
と
。

　
　
ロ
　
破
損
等
が
な
く
、
か
つ
、
確
実
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
ハ
　
表
面
　
の
放
射
性
物
質
　
の
放
射
能
｝
醐
密
度
が
表
面
密
度
限
度
を
超
え
な

　
　
　
い
こ
と
Q

　
二
　
内
部
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
翻
密
度
が
表
面
密
度
限
度
の
一
〇
〇

　
　
倍
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
ホ
　
表
顧
に
お
け
る
最
大
経
距
当
量
率
が
毎
時
五
マ
イ
ク
p
シ
ー
ベ
ル
ト

　
　
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
へ
　
放
射
性
物
質
等
を
運
送
し
、
又
は
貯
蔵
し
た
際
に
膏
さ
れ
た
標
札
又

　
　
は
そ
の
際
に
行
わ
れ
た
表
示
等
が
除
去
さ
れ
、
消
さ
れ
、
又
は
覆
わ
れ

　
　
て
い
る
こ
と
。

二
　
筋
号
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
以
外
の
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次

に
掲
げ
る
も
の
。

　
イ
　
放
射
姓
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基

　
　
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
放
射
性
汚
染
物
」
と

二
七
三



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
　
　
い
う
。
）

　
　
　
ω
　
外
接
す
る
直
方
体
の
長
辺
が
一
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る

　
　
　
　
こ
と
。

　
　
　
②
　
放
射
性
物
質
の
放
射
能
濃
慶
が
、
告
示
で
定
め
る
値
を
超
え
な
い

　
　
　
　
こ
と
。

　
　
　
③
導
用
績
載
に
よ
り
運
送
さ
れ
る
こ
と
。

　
　
　
ゆ
　
通
常
の
運
送
状
態
で
、
放
射
性
物
質
が
容
易
に
飛
散
し
、
又
は
漏

　
　
　
　
え
い
し
な
い
よ
う
な
措
践
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
　
㈲
　
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
二
三
が
毎
時
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を

　
　
　
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
殿
に
お
け
る
最
大

　
　
　
線
量
当
壁
率
が
毎
時
一
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
⑥
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
密
度
が
表
面
密
度
限
度
を
超
え
な

　
　
　
　
い
こ
と
。

　
　
　
ω
　
雨
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
な
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る

　
　
　
　
こ
と
。

　
　
ロ
　
ウ
ラ
ン
又
は
ト
リ
ウ
ム
の
鉱
石
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
月
一
－
に
適

　
　
　
合
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
ウ
ラ
ン
鉱
石
等
」
と
い
う
。
）

　
　
　
ω
　
シ
ー
ト
等
で
完
全
に
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
　
②
　
イ
③
、
㈲
及
び
⑥
の
要
件
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
。

2
　
晶
隅
項
の
規
定
に
・
よ
り
兜
工
｛
谷
器
、
放
射
性
一
一
染
物
父
は
ウ
ラ
ン
鉱
…
石
等
を
放

　
射
挫
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
送
す
る
場
合
は
、
次
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の

　
規
定
に
よ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
荷
送
入
は
、
放
射
性
汚
染
物
（
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
毎
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
茜

　
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
も
の
を
除
く
。
）
及
び
ウ
ラ
ン
鉱
石

　
等
を
運
送
す
る
場
合
は
、
輸
送
指
数
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
．
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
値
と
す
る
。

　
｝
　
放
射
性
汚
染
物
及
び
放
射
盤
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

　
　
イ
　
放
射
匪
汚
染
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
放
射
性
汚
染
物
の
表
面
か
ら
一

　
　
　
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
盤
率
を
ミ
リ
シ
…
ベ
ル

　
　
　
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
一
〇
〇
を
乗
じ
て
得
た
値

　
　
ロ
　
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
最
大
断
醸
積
が
一

　
　
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ

　
　
　
ソ
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
放
射
性
汚
染
物
に
つ
い
て
イ
に
よ
る
値
を

　
　
　
合
計
し
て
得
た
簸
又
は
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ

　
　
　
た
位
置
に
お
け
る
般
大
線
量
当
引
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で

　
　
表
し
た
値
に
一
〇
〇
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

　
　
　
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
瞬
表
の
下
欄
に
掲
げ
る

　
　
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値

一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合

～

二
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
五
平
↓
カ
メ
イ
ト
ル
以
下
の
場
合

三

五
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
一
一
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合

六

二
〇
平
｛
カ
メ
i
ト
ル
を
超
え
、
　
一
8
平
方
メ
ー
ト
ル
ロ
以
下
の
場
ゑ
口

　
九

ニ
　
ウ
ラ
ン
鉱
石
等

　
　
当
該
ウ
ラ
ン
鉱
石
等
の
集
一
槙
の
表
面
か
ら
」
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
㎜
直
に

　
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
一



○
○
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
当
該
集
積
の
最
大
断

面
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
嗣
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値

一
平
⊥
万
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合

一

一
平
よ
カ
メ
i
ト
ル
を
紹
蛎
え
、
五
平
L
万
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
A
口

三

五
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
二
〇
平
万
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合

六

一一

Z
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
一
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合

一
九

一
〇
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
場
合

5
　
荷
送
人
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
汚
染
物
又
は
空
容
器
若
し

　
く
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
告

　
示
で
定
め
る
標
札
を
同
書
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

～
　
放
射
性
汚
染
物
で
あ
っ
て
、
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
毎
時
近
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
も
の

放
射
牲
汚
染
物
の
表
涌
の
二
箇
所

二
　
放
射
性
汚
染
物
で
あ
っ
て
、
表
面
に
お
け
る
最
大
　
線
量
当
量
率
が
毎
時
五
マ
イ
ク
ロ
ン
：
ベ
ル
ト
を
超
　
え
五
〇
〇
マ
イ
ク
ロ
ン
…
ベ
ル
ト
以
下
で
あ
り
、
か
　
つ
、
輪
…
送
指
数
が
｝
を
超
え
な
い
も
の

放
躬
性
汚
染
物
の
表
煽
の
二
箇
所

三
　
前
一
一
号
に
掲
げ
る
放
躬
性
汚
染
物
以
外
の
放
射
性
　
汚
染
物

放
射
性
汚
染
物
の
表
織
の
二
箇
厭

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

四
　
第
一
号
に
掲
げ
る
放
．
射
性
2
8
染
物
又
は
空
容
器
の
み
　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

コ
ン
テ
ナ
の
瞬
棚
．
峰

五
　
第
二
号
叉
は
第
三
号
に
掲
げ
る
放
射
性
汚
染
物
が
収
　
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、
輸
送
指
数
が
一
　
を
超
え
な
い
も
の

コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面

六
　
放
購
性
汚
染
物
が
駁
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
　
つ
て
、
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も
の

コ
γ
テ
ナ
の
四
側
面

6
　
荷
送
人
は
、
放
射
性
汚
染
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
受
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除

　
く
。
）
又
は
空
容
器
若
し
く
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
を
導
用
筆
載
に
よ
り
運
送
す
る
場
合
は
、
前
項
の
規
走
に
よ
る
標
札
に
「
導

　
醗
鱗
主
面
の
文
字
又
は
「
F
U
」
L
L
O
A
D
L
の
文
字
を
表
示
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

7
　
荷
送
人
は
、
空
容
器
又
は
放
購
姓
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

　
に
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
四
側
灘
に
第
九
十
一
条
の
十
二
第
五
項
の
告
示
で

　
定
め
る
標
識
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

8
　
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
放
射
挫
汚
染
物
以

　
外
の
物
を
収
納
し
て
は
な
ら
な
い
Q

9
　
一
つ
の
船
倉
若
し
く
は
匿
醸
若
し
く
は
一
の
甲
板
の
一
定
区
域
に
積
載
す

　
る
放
射
性
汚
染
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び

ウ
ラ
ン
鉱
石
等
並
び
に
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸

送
指
数
の
合
計
又
は
当
該
値
と
岡
一
の
船
食
若
し
く
は
区
画
若
し
く
は
甲
板

の
一
定
区
域
に
積
載
す
る
放
射
性
輸
送
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
取
納
さ
れ
て
い
る

毛
五



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
も
の
を
除
く
。
）
及
び
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸

　
送
指
数
の
合
計
は
、
二
〇
〇
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
　
一
船
舶
当
た
り
の
合

　
計
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

10

@
第
九
十
一
条
の
十
三
第
㎝
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
空
容
羅
を
運
送
す

　
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

11

@
第
九
十
一
条
の
十
三
第
一
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
九
十
一
条
の
十
四
第

　
一
項
の
規
定
は
、
放
射
性
汚
染
物
を
運
送
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

12

@
第
九
十
一
条
の
十
三
第
一
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
ウ
ラ
ン
鉱
石
等
を

　
運
送
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
　
「
放
射
性
輸

　
送
物
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
」
と
あ
る
の
は
、

　
「
ウ
ラ
ン
鉱
石
等
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

13

@
第
九
十
一
条
の
十
の
規
定
は
、
空
容
雛
又
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ

　
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
運
送
す
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
立
入
制
限
）

第
九
十
「
条
の
十
七
　
船
長
は
、
放
禦
盤
物
質
等
を
運
送
す
る
場
合
は
、
当
該

　
放
射
性
物
質
等
を
積
載
し
た
場
所
の
周
囲
に
立
入
制
限
区
域
を
設
け
、
関
係

　
者
以
外
の
表
の
立
入
り
を
制
限
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
船
内
に

　
あ
る
者
が
当
該
区
域
に
お
い
て
、
毎
凋
篇
二
〇
〇
マ
イ
ク
p
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超

　
え
て
被
ば
く
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場
舎
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
船
長
は
、
前
項
の
立
入
制
限
区
域
を
標
識
に
よ
っ
て
明
示
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。
た
だ
し
、
関
係
者
以
外
の
者
が
当
該
区
域
に
近
づ
く
こ
と
が
困
難

　
な
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
○

（
被
ば
く
管
理
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
毛
六

第
九
十
【
条
の
十
八
　
船
長
は
、
船
内
の
居
住
場
所
そ
の
他
人
が
通
常
使
屠
す

　
る
場
所
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
毎
時
一
・
八
マ
イ
ク
μ
シ
ー
ベ
ル
ト

　
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
船
長
は
、
船
内
に
あ
る
者
の
受
け
る
告
示
で
定
め
る
線
量
当
量
が
年
間
五

　
、
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

（
被
ば
く
管
理
の
特
例
）

第
九
十
一
条
の
十
九
　
前
条
の
規
定
に
よ
る
こ
と
が
著
し
く
困
雛
な
場
合
で
あ

　
つ
て
、
被
ば
く
管
理
の
た
め
告
示
で
定
め
る
必
要
な
二
上
が
講
じ
ら
れ
て
い

　
る
と
運
輸
大
臣
が
認
め
る
と
き
は
、
同
条
第
一
項
の
最
大
線
量
当
量
率
及
び

　
同
条
簗
二
項
の
線
量
当
量
に
つ
い
て
は
、
当
該
各
項
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ

　
と
が
で
き
る
。

2
　
筋
播
の
場
合
に
お
い
て
、
運
輪
大
臣
は
、
船
内
に
あ
る
者
の
被
ば
く
防
止

　
の
た
め
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
荷
役
後
の
汚
染
の
検
査
）

第
九
十
【
条
の
二
十
　
船
長
は
、
放
射
性
物
質
等
の
荷
役
を
終
了
し
た
場
合
は
、

　
放
射
性
物
質
等
を
取
り
扱
っ
た
場
藤
の
放
射
性
物
質
等
に
よ
る
汚
染
の
有
無

　
を
検
．
写
し
、
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
G

（
運
送
の
届
出
等
）

第
九
十
一
条
の
二
十
一
　
船
長
は
、
第
八
十
七
条
第
一
項
第
工
号
の
告
示
で
定

　
め
る
放
射
性
物
質
等
、
篤
九
十
一
条
の
三
第
三
号
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等

　
又
は
第
九
十
～
条
の
十
四
の
二
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
を
運
送
す

　
る
場
合
は
、
運
送
が
一
の
管
区
海
上
保
安
本
部
の
管
轄
す
る
区
域
内
に
お
い

　
て
の
み
行
わ
れ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
運
送
聡
始
の
日
の
二
週
閥
前
ま
で
に
、
そ



　
の
他
の
場
合
に
あ
っ
て
は
運
送
開
始
の
日
の
四
週
間
前
ま
で
に
、
放
射
性
物

　
質
等
運
送
届
（
第
五
号
様
式
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
送
届
」
と
い
う
。
）

　
を
発
航
港
（
発
航
港
が
本
邦
以
外
の
地
で
あ
る
場
合
は
、
本
邦
に
お
け
る
最

　
初
の
寄
航
港
）
を
管
轄
す
る
管
区
海
L
保
安
本
部
の
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
港
則
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
四
号
）
第

　
二
十
三
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な

　
い
。

2
　
管
区
海
上
保
安
本
部
の
長
は
、
前
項
の
運
送
届
の
提
出
が
あ
っ
た
場
含
に

　
お
い
て
、
災
害
を
防
止
し
て
公
共
の
安
全
を
図
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め

　
る
と
き
は
、
運
送
の
日
時
、
経
路
、
見
張
人
の
配
置
そ
の
他
放
射
性
物
質
等

　
へ
の
関
係
者
以
外
の
藩
の
接
近
を
防
止
す
る
た
め
の
措
概
に
関
す
る
こ
と
、

　
連
絡
体
制
に
関
す
る
こ
と
そ
の
他
運
送
中
の
海
難
、
放
射
性
物
質
等
の
盗
取

　
等
に
よ
る
災
害
を
防
比
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
、
必
要
な
指
示

　
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
第
一
項
の
運
送
届
を
提
干
し
た
船
長
は
、
当
該
運
送
麗
の
記
載
事
項
に
変

　
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
放
射
性
物
質
等
運
送
変
更
煽
（
第
六
号
様

　
式
）
を
当
該
運
送
届
を
受
理
し
た
管
区
海
上
保
安
本
部
の
長
に
提
黒
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
放
射
性
物
質
等
運
送
変
更
届
の
礎
出
が
あ
っ

　
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
特
別
措
羅
）

第
九
十
一
条
の
二
十
二
　
第
九
十
～
条
の
三
、
第
九
十
一
条
の
十
（
第
九
十
一

　
条
の
十
六
第
十
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
一
条

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
覇
（
抄
）

　
の
十
二
、
第
九
十
一
条
の
十
三
第
一
項
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
眼
る
。
）
（
第

　
九
十
　
条
の
十
六
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

　
含
む
。
）
、
第
九
十
一
甲
唄
の
十
四
（
第
九
十
一
条
の
十
六
第
十
一
項
に
お
い

　
て
準
排
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
一
条
の
十
六
第
一
項
、
第
二
項

　
若
し
く
は
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
従
っ
て
運
送
す
る
こ
と
が
著

　
し
く
困
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
運
送
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
措
鍛

　
を
と
り
、
か
っ
、
こ
れ
ら
の
規
「
定
に
よ
ら
な
い
で
運
送
し
て
も
安
全
上
支
障

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
が
な
い
旨
の
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら

　
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
専
ら
放
射
性
物
質
等
の
み
を
運
送
す
る
船
舶
に
よ
り
放
射
性
物
質
等
を
運

　
送
す
る
場
合
は
、
第
九
十
一
条
の
三
、
第
九
十
一
条
の
十
（
第
九
十
一
条
の

　
十
六
第
十
王
項
に
お
い
て
準
絹
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
　
第
九
十
一
条
の
十
二
、

　
第
九
十
一
条
の
十
三
第
一
項
目
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
　
第
九
十
一

　
条
の
十
六
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

　
若
し
く
は
第
三
項
（
第
九
十
｝
条
の
十
六
第
十
項
か
ら
第
十
二
項
ま
で
に
お

　
い
て
進
－
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
九
十
一
条
の
十
四
（
第
九
十
一
条
の

　
十
六
第
十
一
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
九
十
一
条
の

　
十
六
第
～
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
五
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
に
よ
ら

　
な
い
で
運
送
し
て
も
安
全
上
支
障
が
な
い
旨
の
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
た

　
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

3
第
二
項
の
場
合
に
お
い
て
、
運
輸
大
臣
は
、
放
射
性
物
質
ハ
等
の
運
送
の
安

　
全
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
指
示
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
第
十
節
　
検
査

二
七
七



危
険
．
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
劉
（
妙
）

（
縄
付
検
査
）

第
百
二
十
九
条
　
船
長
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
運
送
し
よ
う
と
す

　
る
場
合
は
、
短
縮
方
法
そ
の
他
積
付
に
つ
い
て
、
船
積
地
を
管
轄
す
る
地
方

　
運
輸
局
長
又
は
運
輸
大
塔
の
認
定
し
た
公
益
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

　
「
認
定
法
人
し
と
い
う
。
）
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
四
　
放
射
性
物
質
等
（
第
九
十
一
条
の
三
第
一
号
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等

　
　
（
第
九
十
一
条
の
十
四
の
二
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
を
除
く
。
）

　
　
　
及
び
第
九
幸
一
条
の
十
六
第
一
項
第
｝
号
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
を
除
く
。
）

2
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
同
項
の
検

　
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
Q

　
一
　
太
・
邦
以
外
の
地
で
船
積
し
て
運
送
す
る
場
合
　
　
　
　
　
　
，

　
二
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
当
該
コ
ソ

　
　
テ
ナ
を
コ
ン
テ
ナ
の
み
を
積
載
す
る
た
め
の
設
備
を
有
す
る
場
所
に
積
載

　
　
し
て
運
送
す
る
場
合

3
　
第
一
項
の
検
査
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
危
険
物
積
付
検
査
申
講
書
（
第

　
七
号
様
式
）
を
嬉
野
の
検
査
を
行
う
煮
に
撮
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
地
方
運
輸
島
長
又
は
認
定
法
人
は
、
第
一
項
の
検
査
に
合
格
し
た
者
に
対

　
し
、
危
険
物
積
骨
検
査
証
（
第
八
号
様
式
）
を
交
膏
す
る
Q

5
　
船
長
は
、
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
運
送
す
る
と
き
は
、
筋
項
の

　
積
付
検
査
証
を
船
内
に
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
収
納
検
査
）

第
百
二
十
九
条
の
二
　
次
の
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て

　
運
送
す
る
場
合
は
、
荷
送
人
（
車
馬
所
有
者
が
当
該
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
忙

二
七
八

　
収
納
す
る
場
合
は
、
当
該
船
舶
所
有
春
）
は
、
船
積
み
前
に
、
危
険
物
の
コ

・
ン
テ
ナ
へ
の
収
納
方
法
に
つ
い
て
、
船
積
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
長
又

　
は
運
輸
大
臣
が
認
定
し
た
公
益
法
人
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
認
定
法
人
」

　
と
い
う
。
）
の
検
査
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
五
　
放
射
性
物
質
等

2
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
は
、
嗣
項
の
検

　
査
を
受
け
る
こ
と
を
要
し
な
い
。

　
一
　
本
邦
以
外
の
地
で
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
す
る
場
合

　
二
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合

3
　
第
一
項
の
検
奮
を
受
け
よ
う
と
す
る
巻
は
、
危
険
物
コ
ン
テ
ナ
収
納
検
査

　
申
請
書
（
第
九
号
様
式
）
を
同
須
の
検
査
を
行
う
者
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
な
い
。

4
　
地
方
運
輸
局
長
又
は
認
定
法
人
は
、
そ
の
行
な
う
検
査
に
会
浮
し
た
者
に

　
対
し
、
危
険
物
コ
ン
テ
ナ
収
納
検
沓
証
（
第
十
号
様
式
）
を
交
託
す
る
。

5
　
前
項
の
危
険
物
コ
ン
テ
ナ
収
納
検
査
証
の
交
付
を
受
け
た
者
は
、
船
積
み

　
前
に
翌
翌
危
険
物
コ
ン
テ
ナ
収
納
検
査
証
を
船
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

6
　
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合

　
は
、
船
長
は
、
第
四
項
の
危
険
物
コ
ン
テ
ナ
収
納
検
査
証
を
船
内
に
備
え
付

　
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

7
　
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
γ
テ
ナ
を
他
の
船

　
舶
に
積
み
換
え
る
と
き
は
、
薩
の
船
舶
の
船
長
は
、
当
該
危
険
物
コ
ン
テ
ナ

　
収
納
検
杏
一
証
を
後
の
船
舶
…
の
船
［
災
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o



（
確
認
等
の
手
数
料
）

第
百
三
十
条
　
第
九
十
…
条
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
九
十
一
条
の
十
五
第
一

　
項
の
確
豹
㎜
、
第
九
十
一
条
の
九
の
二
第
一
項
の
承
搾
瞼
父
は
地
方
運
輸
局
長
の

　
行
う
第
百
二
十
九
条
第
一
項
、
第
百
二
十
九
条
の
二
第
｝
項
若
し
く
は
前
条

　
第
一
項
の
検
査
を
受
け
る
灘
は
、
次
項
か
ら
第
六
項
ま
で
の
規
定
に
よ
る
手

　
数
料
を
納
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
第
九
十
～
条
の
九
第
一
項
若
し
く
は
第
九
十
一
条
の
十
五
第
一
項
の
確
認

　
又
は
簗
九
十
｝
条
の
九
の
こ
第
「
項
の
承
認
を
受
け
る
場
合
の
手
数
料
の
額

　
は
、
別
表
第
四
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

3
　
第
百
二
十
九
条
第
～
項
の
検
査
を
受
け
る
場
合
の
手
数
料
の
額
は
、
次
の

　
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
｝
　
危
険
物
を
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
し
て
運
送
す
る
場
合
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ

　
　
一
儀
に
つ
き
泥
千
円

　
二
　
十
号
以
外
の
場
合
は
、
危
険
物
の
倒
数
鷲
掴
ま
で
を
一
万
円
と
し
、
十

　
　
燧
又
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご
と
に
二
菖
円
を
撫
算
し
た
額

4
　
第
百
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
受
け
る
場
合
の
手
数
．

　
料
の
額
は
、
　
コ
γ
テ
ナ
～
個
に
つ
き
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
る
危
険

　
物
の
個
数
百
醐
ま
で
を
一
万
二
千
門
と
し
、
十
儀
父
は
そ
の
端
数
を
増
す
ご

　
と
に
二
百
五
十
門
を
加
算
し
た
額
と
す
る
。

5
、
6
　
（
略
）

7
　
第
三
項
第
二
号
及
び
第
四
項
に
お
い
て
、
危
険
物
一
綱
の
正
味
質
継
（
放

　
射
性
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、
容
器
又
は
包
装
の
質
量
を
含
む
。
）
が
五
十
キ

　
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
危
険
物
の
鯛
数
に
つ
い
て
は
、
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超

　
　
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
え
る
百
キ
p
グ
ラ
ム
父
は
そ
の
端
数
ご
と
に
一
綴
の
獅
合
で
算
蔵
し
た
回
数

　
を
㎜
個
に
掴
え
た
数
と
す
る
。

8
　
第
一
項
の
手
数
料
は
、
申
請
者
の
都
合
に
よ
り
そ
の
－
甲
請
を
取
り
下
げ
た

　
撃
茎
で
も
確
認
、
承
認
又
は
検
査
に
着
手
し
た
後
は
、
返
還
し
な
い
。

9
　
第
一
項
の
手
数
料
は
、
手
数
料
の
額
に
相
当
す
る
収
入
印
紙
を
手
数
料
納

　
付
書
（
第
四
号
様
式
）
に
は
っ
て
納
酵
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

10

@
第
一
項
の
規
定
は
、
国
に
は
、
適
用
し
な
い
Q

（
亀
険
物
運
送
届
）

第
百
三
十
【
条
　
船
長
は
、
第
百
二
十
九
条
箒
一
項
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を

　
運
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
踊
条
第
二
項
第
七
号
に
該
当
す
る
と
き
は
、
船
積

　
み
前
に
危
険
物
運
送
漏
（
第
十
三
号
様
式
）
を
も
よ
り
の
海
上
保
安
官
署
（
管

　
区
海
ヒ
保
安
本
部
、
海
上
保
安
監
部
、
海
上
保
安
部
又
は
海
上
保
安
署
。
以

　
下
同
じ
。
）
の
長
（
湖
以
に
あ
っ
て
は
、
船
積
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局

　
長
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
港
贈
法
覆
二
十
三
条
第
四

　
項
の
規
定
に
よ
り
魚
脳
を
受
け
た
場
下
瓦
は
第
九
十
「
条
の
二
十
「
第
「
項

　
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
物
質
等
運
送
届
を
提
出
し
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で

　
な
い
。

（
公
益
法
人
の
認
定
）

第
買
三
十
二
条
　
第
百
二
十
九
条
第
一
項
、
第
百
二
十
九
条
の
二
二
｝
項
又
は

　
第
百
二
十
九
条
の
三
第
～
項
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
公
益
法
人
は
、
申

　
請
澱
旧
に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
諜
類
を
添
付
し
て
、
運
輸
大

　
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
定
款
又
は
寄
附
行
為

毛
九



　
　
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
購
（
抄
）

　
二
　
役
員
の
氏
名

　
一
二
　
検
査
業
務
に
従
慕
す
る
者
（
以
下
「
検
定
員
」
と
い
う
。
）
の
氏
名
及

　
　
び
履
歴

　
四
　
検
査
業
務
を
行
う
申
文
部
又
は
出
張
所
の
名
称
及
び
所
在
地
並
び
に
検
定

　
　
員
の
配
羅
状
況

　
五
　
積
付
検
査
、
収
納
検
査
又
は
容
器
検
査
に
関
す
る
規
則

　
六
　
検
定
員
の
選
任
に
関
す
る
規
剴

　
七
　
手
数
料
及
び
旅
費
に
関
す
る
規
劉

（
規
則
の
変
更
）

第
蔦
三
十
一
諜
条
　
第
百
二
十
九
条
第
一
項
、
第
百
二
十
九
条
の
二
三
一
項
又
は

　
第
百
二
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
運
輸
大
臣
の
認
定
を
受
け
た
公

　
益
法
人
（
以
下
「
認
定
法
人
」
と
い
う
。
）
は
、
前
条
第
五
号
か
ら
第
七
号

　
ま
で
に
掲
げ
る
規
則
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
運
輸
大
臣
の
認
可
を

　
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
報
告
）

第
百
三
十
五
条
　
認
定
法
人
は
、
第
百
二
十
九
条
第
～
項
、
第
百
二
十
九
条
の

　
二
第
一
項
又
は
第
百
二
十
九
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
行
っ
た
毎
四
半

　
期
（
四
月
を
起
事
事
と
す
る
毎
三
月
を
一
の
四
半
期
と
す
る
。
）
の
検
査
の

　
概
要
を
、
当
該
四
半
期
経
過
後
一
月
以
内
に
、
運
輸
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

（
処
分
）

第
百
三
十
六
条
　
運
輸
大
臣
は
、
認
定
法
人
の
行
う
検
斎
業
務
に
関
し
必
要
が

　
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
検
定
員
又
は
認
定
法
人
に
対
し
期
間
を
定
め
て
業

え
O

　
務
の
停
止
を
命
じ
、
又
は
認
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

（
告
示
）

第
百
三
十
七
条
　
運
輸
大
距
は
、
公
益
法
人
を
認
定
し
、
又
は
認
定
を
取
り
消

　
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
告
示
す
る
。

第
五
章
　
罰
則

第
三
百
九
十
二
条
　
船
長
が
、

　
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

し

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
十
万
円

　
　
第
六
条
第
一
項
、
第
二
十
二
条
の
十
二
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第

　
八
十
四
条
の
三
座
～
項
、
簗
九
十
一
条
の
十
三
第
二
唄
（
第
九
十
｝
条
の

　
十
六
第
十
項
、
第
十
｝
項
又
は
第
十
二
項
に
お
い
て
準
思
す
る
場
合
を
含

　
む
。
）
、
第
九
十
一
条
の
十
四
第
一
項
（
第
九
十
一
条
の
十
六
第
十
一
項

　
に
お
い
て
準
胴
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第

　
四
項
又
は
窮
九
十
一
条
の
十
六
第
九
項
の
規
定
に
違
反
し
て
運
送
し
た
と

　
き
。

二
　
第
償
条
の
七
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
〇

四
　
第
九
十
一
条
の
十
五
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

五
　
第
・
九
十
一
条
の
二
十
～
第
　
項
の
口
放
射
性
物
暫
以
等
運
送
属
…
若
し
く
は
同

　
条
第
三
項
の
放
射
性
物
質
等
運
送
変
更
届
を
管
区
海
上
保
安
鷹
部
の
長
に

　
提
出
せ
ず
、
又
は
こ
れ
ら
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て
管
区
海
上
徐
安
本
部
の

　
長
に
提
出
し
て
、
岡
条
第
一
項
の
放
射
性
物
質
等
を
運
送
し
た
と
き
。

六
　
第
九
十
一
条
の
二
十
一
第
二
項
目
同
条
第
四
翼
に
お
い
て
準
用
す
る
場



　
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
指
示
に
違
反
し
た
と
き
。

　
七
　
第
百
二
十
九
条
第
一
項
の
検
査
を
受
け
ず
、
又
は
こ
れ
に
合
格
し
な
い

　
　
で
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
危
険
物
を
運
送
し
た
と
き
。

第
三
百
九
十
四
条
　
危
険
物
の
荷
送
人
が
、
次
の
魯
号
の
～
に
該
当
す
る
と
き

　
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
｝
　
第
六
条
、
論
弟
八
条
伸
側
二
項
一
、
静
弟
九
条
第
二
項
、
第
八
十
四
条
の
コ
一
、
軸
弟

　
　
九
十
～
条
の
三
、
第
九
十
一
条
の
八
又
は
第
九
十
一
条
の
十
二
第
三
項
若

　
　
し
く
は
第
四
項
の
規
定
に
違
反
し
て
運
送
し
た
と
き
。

　
二
　
第
十
条
の
危
険
物
明
細
書
を
船
舶
所
有
者
若
し
く
は
船
長
に
提
出
せ
ず
、

　
　
又
は
こ
れ
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て
船
舶
所
有
春
若
し
く
は
船
長
に
提
出
し

　
　
た
と
き
。

第
三
百
九
十
五
条
　
危
険
物
の
荷
慨
込
贈
賄
は
船
舶
所
有
立
偵
が
、
次
の
各
号
の
「

　
に
該
当
す
る
と
き
は
、
十
万
円
以
ギ
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
一
　
第
二
十
二
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

　
二
　
第
二
十
二
条
の
六
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

　
三
　
第
二
十
二
条
の
七
の
コ
ン
テ
ナ
危
険
物
明
細
書
を
船
舶
所
有
者
若
し
く

　
　
は
船
長
に
提
出
若
し
く
は
交
付
せ
ず
、
又
は
こ
れ
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て

　
　
船
舶
所
有
者
若
し
く
は
船
長
に
藤
野
若
し
く
は
交
付
し
た
と
き
。

　
四
　
第
九
十
一
条
の
十
（
第
九
十
一
条
の
十
六
第
十
…
二
項
に
お
い
て
準
用
す

　
　
る
場
含
を
含
む
。
）
、
第
九
十
一
条
の
十
一
第
一
項
、
窮
九
十
一
条
の
十
二

　
　
第
一
項
、
第
二
項
若
し
く
は
第
五
受
唇
は
第
九
十
一
条
の
十
六
第
三
項
、

　
第
五
項
、
第
六
項
、
第
七
項
若
し
く
は
第
八
項
の
規
定
に
違
反
し
て
運
送

　
　
し
た
と
き
。

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

　
涯
　
第
百
二
十
九
条
の
二
第
五
項
（
第
百
三
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

　
　
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
Q

第
三
翼
九
十
穴
条
　
放
射
性
輸
送
物
作
成
春
が
、
次
の
各
号
の
～
に
該
当
す
る

　
と
き
は
、
牽
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
～
　
第
九
十
　
条
の
九
第
一
項
（
第
三
百
八
十
四
条
第
二
項
目
お
い
て
準
用

　
　
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
Q

　
二
　
第
九
十
一
条
の
止
痛
五
項
（
同
条
第
六
項
（
第
コ
一
髪
八
十
四
条
第
二
項

　
　
に
お
い
て
輩
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
百
八
十
四
条
第
二
項
に

　
　
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
Q
）
の
規
定
に
違
反
し
て
書
類
を
荷
送
人

　
　
若
し
く
は
貯
蔵
委
託
者
に
交
付
せ
ず
、
又
は
こ
れ
に
虚
偽
の
記
載
を
し
て

　
　
荷
送
人
若
し
く
は
貯
蔵
委
託
者
に
交
付
し
た
と
き
Q

第
三
百
九
÷
七
条
　
貯
蔵
船
（
火
薬
類
の
貯
蔵
船
を
除
く
。
）
の
船
舶
所
有
者

　
が
、
第
三
百
六
十
七
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金

　
に
処
す
る
。

第
三
百
九
十
八
条
　
危
険
物
の
貯
蔵
委
託
者
が
、
第
三
百
八
十
四
条
第
…
項
若

　
し
く
は
第
三
項
又
は
詞
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
第
九
十
一
条
の
三
、

　
第
九
十
一
条
の
八
、
第
九
十
一
条
の
十
一
第
二
損
、
第
九
十
一
条
の
十
二
第

　
一
項
、
第
一
一
項
、
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
、
第
九
十
一
条
の
十
六
第
三
項
、

　
第
五
項
若
し
く
は
第
六
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
十
万
円
以
下
の
罰

　
金
に
処
す
る
。

第
三
菖
九
十
九
条
　
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用

　
人
そ
の
他
の
従
業
巻
が
、
そ
の
導
入
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
第
三
百
九
十
一

　
条
、
第
三
百
九
十
二
条
及
び
第
三
百
九
十
四
灸
か
ら
繭
条
ま
で
の
違
反
行
為

一｝



を
し
た
と
き
は
、
行
為
着
を
罰
す
る
ほ
か
、

各
本
条
の
刑
を
科
す
る
。

そ
の
法
人
父
は
人
に
対
し
て
、

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
購
（
抄
）

別表第臨（第百三十条瀾係）

核分裂性輸送物 核分裂性輸送物
（BM型輸送物 （L型輸送物又 核分裂性輸送物

又はBU型輸送 はA型輸送物で 以外の放射性輸
物であるものに あるものに限 送物
限る。） る。）

第91条の9第1項の規定によ
驫m認（次欄に掲げるものを除
ｭ。）

1件につき
@　520，000円

1件につき
@　140，000円

1件につき
@　170，000円

第91条の9第1項の規定によ
る確i認（第91条の9の2第1
?の規定による承認を受けた容
墲�g用する場合の確認に限

1件につき
@　150，000門

1件につき
@　30，000円

1件につき
@　110，000認

る。）

第91条の9の2第1項の規定 1件につき 1件につき 1件につき

による承認 350，000円 100，000円 39，000円

第91条の15第1項の規定によ 1件につき
る確認 120，000円

二
八



危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
抄
）

ノ

第五号様式（第九十一条の二十一関係）

　（その1）

　　　　　　　　　　放射性物質等運送届

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　月　日
　管区海上保安本部長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船長の氏名　　　　　團

　危険物船舶運送及び貯蔵規則第91条の21第1項の規定により、次のとおり届け出

　ます。

船種及び一名
船舶番・号又は船舶

沚ｸ済票の番号

船舶所有者の氏名又
ﾍ名称及び住所並び
ﾉ法人にあってはそ

ﾌ代表者の氏名

蕎送人の氏名又は
ｼ称及び住所並び
ﾉ法人にあっては
ｻの代表者の氏名

船籍港又は軍陣港 総トソ数又は
D舶の長：さ

放射性物質等の晶名
yび数量　　（注1）

放射睦輸送物の
嵭ﾞ及び数最

放射性物質等の
ﾏ　：載　場　　所

その他の積載貨物

ﾌ品名及び数量

発　　　航　　　港 船積予定日隠及び

ｭ麟予定日時

到　　　達　　　港
入港予定日時及び

､揚予定目時

寄　　　航　　　港
入出港予定臼時及

ﾑ蕎役予定臼時

主な通過地点及び
ﾊ過予定日　時



（その2）

運　　送 中 の 保 安 対 策

運送責任者の氏名
@　　　　（注2）

見張人の　氏　名
@　　　　（注3）

放射性物質等の盗取等
ﾉよる災害を防止する
ｽめの譜概　（洗2）

海上保安官署との
A　　絡　　体　　制

その他の運送中の
ﾛ　　安　　対　　策

危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
闊
（
抄
）

（注）　1　第91条の14の2の告示で定める放射｛生物質等を運送する場合には、当

　　　該放射性物質等の種類ごとの数翫についても記載すること0

　　2　第91条の14の2の告示で定める放射性物質等以外の物質を運送する場

　　　合は、記載を要しない0

　　3　第91条の14の2の告示で定める放陸生物質等以外の物質を運送する場

　　　合であって、見張人を配蓋しないときは、記載を要しない0

　　4　用紙の大きさは、日本工業規格A列4番・とすること。

第僧号様式（第91条の21関係）

放射性物質等運送変更届

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
管区海上保安本部長　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　船長の氏名　　　　　團

　危険物船舶運送及び貯蔵規則第91条の21第3項の規定により、次のとおり届け

禺ます。

変更した事項 変更した内容

｝
二
四

㈱1　鵬紙の大きさは、川本工業規格A列4番とすること0
　　2　変更した内容については、変更前と変更後とを対照できるように記載する
　　　ことo



○
船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準

　
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
五
十
二
年
十
一
月
十
七
日
運
輸
省
告
示
第
五
百
八
十
五
号
〕

　
　
　
最
終
改
正
昭
和
六
三
年
＋
一
月
＋
九
日
運
輸
省
告
示
第
置
五
二
号

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
危
険
物
船
翻
運
送
及
び
貯

　
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）

　
に
お
い
て
使
黙
す
る
罵
語
の
例
に
よ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
．

（
核
分
裂
性
物
質
）

第
二
条
　
規
則
第
八
十
七
条
第
｝
項
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等

　
は
、
ウ
ラ
ン
ニ
…
二
三
、
ウ
ラ
ン
三
三
五
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
一
ご
二
八
、
プ
ル
ト

　
ニ
ウ
ム
ニ
三
九
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
四
一
及
び
こ
れ
ら
の
化
合
物
並
び
に
こ

　
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
の
一
に

　
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

　
一
　
ウ
ラ
ソ
ニ
コ
コ
ニ
、
ウ
ラ
ソ
ー
コ
ニ
五
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
…
二
八
、
プ
ル
ト

　
　
ニ
ウ
ム
ニ
一
一
…
九
若
し
く
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
四
一
の
二
又
は
こ
れ
ら
の
物

　
　
暫
ハ
の
量
の
合
計
が
㎜
五
グ
ラ
ム
を
超
え
な
い
放
耐
射
耐
性
物
暫
ハ

　
ニ
　
天
然
ウ
ラ
ン
又
は
劣
化
ウ
ラ
ン
（
熱
中
性
子
炉
で
照
射
さ
れ
た
も
の
を

　
　
含
む
。
）

（
線
量
当
量
率
・
の
算
定
）

第
二
条
の
二
　
規
則
第
八
十
九
条
第
五
号
の
告
示
で
定
め
る
線
量
当
量
率
は
、

　
…
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
日
率
と
す
る
。
た
だ
し
、
運
輸
大
眠
が
適
当
と

　
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
　
船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
絹
等
を
定
め
る
告
示

（
荻
面
密
度
眼
度
）

第
三
条
　
規
則
第
八
十
九
条
第
六
号
の
告
示
で
定
め
る
密
度
は
、
次
の
表
の
上

　
瀾
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
嗣
表
の
下
欄
に
掲
げ

　
る
密
度
と
す
る
。

性ア 物ア
物ル 質ル
質フ フ

ア ア

線 線
を を

放 放
出 出

し す

な る

い 放
放 射

射 性

レ毎 べ毎
ル平 ク平

方 レ方
セ ノレ　セ

ソ ソ

チ チ

｛ f
，し ，し

囚 ○
べ 5

ク 四

（
L
型
輸
送
物
と
し
て
運
送
で
き
る
放
射
性
物
質
等
）

第
四
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
三
二
～
号
の
放
射
性
物
質
等
と
し
て
告
示
で
定

　
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
放
射
性
物
質
等
と
す
る
。

　
た
だ
し
、
爆
発
性
又
は
自
然
発
火
挫
の
放
射
性
物
質
等
並
び
に
第
｝
号
及
び

　
篤
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
そ
の
化
合

　
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
｝
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
の
う
ち
、
ウ
ラ
ン

　
ニ
｝
二
五
の
量
が
一
五
グ
ラ
ム
を
紹
～
え
る
も
の
を
険
㎜
く
Q

　
一
　
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

　
　
そ
れ
ぞ
れ
地
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え
な
い
二
二
能
を
有
す
る
も
の

放
射
牲
物
質
等
の
区
分

放
射
能
の
量

容
易
に
散
逸
し
な
い
固
体
状
の
放
射

…
別
表
第
一
か
・
b
別
当
表
第
山
ハ

性
物
質
三
叉
は
カ
プ
セ
ル
に
密
封
さ

ま
で
の
第
～
欄
に
掲
げ
る

れ
た
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次

放
射
性
物
質
の
種
類
又
は

体

に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

八
1茄IL



固

船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
継
目
等
を
定
め
る
告
示

（
以
下
「
特
別
形
放
射
性
物
質
等
」
と

当
該
各
表
の
第
二
欄
に
掲

い
う
。
）

げ
る
数
量
（
以
下
「
ん
値
」

イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
少
な
く
と

と
い
う
。
）
の
一
、
○
○

も
一
辺
が
○
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

○
分
の
一

ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

p
　
別
記
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に

よ
り
、
衝
撃
試
験
及
び
打
撃
試
験

（
長
さ
が
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

以
上
で
あ
り
、
　
か
つ
、
長
さ
の
幅

に
対
す
る
比
率
が
一
〇
以
上
で
あ

る
放
射
性
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、

衝
撃
試
験
、
打
撃
試
験
及
び
曲
げ

試
験
）
を
行
っ
た
場
食
に
損
壊
せ
　
　
　
　
　
　
　
　
幽

ず
、
加
熱
試
験
を
行
っ
た
場
合
に

欝
轍
叉
は
分
散
せ
ず
、
並
び
に
浸
」
債
試
一
考
を
行
っ
た
場
合
に
水
中
へ

の
放
射
性
物
質
の
漏
…
え
い
量
が
、

｝
・
八
汽
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
を
超
え

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

特
別
形
放
射
性
物
質
ハ
等
以
外
の
も
の

別
褒
晶
弟
一
か
・
b
別
山
表
筆
工
ハ

ま
で
の
第
一
欄
に
掲
げ
る

放
射
性
物
質
の
種
類
又
は

区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
表
の
第
…
二
欄
へ
別

表
第
五
に
あ
っ
て
は
、
　
笛
〃

二
欄
）
　
に
掲
げ
る
数
量
（

　
　
　
　
　
二
八
六
以
下
「
現
値
」
と
い
う
。
）
の
一
、
○
○
○
分
の
一

三
七
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

体
液

水
ム
ウ
チ
回

一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
放
射
能
が
＝
一
。
七
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
　
M
以
」
∴
＝
一
七
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
未
満
の
も
の

三
・
七
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

㎝
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
放
射
能
が
三
七
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
以
上
の
も
の

三
七
グ
ガ
ベ
ク
レ
ル

そ
の
他
の
も
の

亀
値
の
一
〇
、
○
○
○
分
の
一

ト
リ
チ
ウ
ム

七
四
〇
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル

体
気

特
別
形
放
射
性
物
質
等

特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

二
　
時
計
等
の
機
器
又
は
装
置
（
以
下
「
機
器
等
」
と
い
う
。
）
に
含
ま
れ

　
る
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
前

　
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　
イ
　
機
器
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
｝
個



当
た
り
に
含
ま
れ
る
放
射
性
物
質
等
の
放
射
能
が
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲

げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
寺
に
掲
げ
る
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

放
射
性
物
質
等
の
区
分

放
射
能
の
星

特
別
形
放
射
性
物
質
等

馬
値
の
一
〇
〇
分
の
　

体
固

特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

馬
値
の
一
〇
〇
分
2

ト
リ
チ
ウ
ム
水

一

体
液

そ
の
他
の
も
の

ん．

ト
リ
チ
ウ
ム

七
四
〇
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル

体
気

特
別
形
放
躬
性
物
質
等

⑭
の
他
の
ぞ

特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

　
口
　
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
当
該
機
器
等
の
表
面

　
　
か
ら
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
線
量
当
量
率
（
線

　
　
蚤
当
量
率
は
、
　
㎝
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
盆
率
と
す
る
。
た
だ
し
、

　
　
運
輸
大
事
が
適
当
と
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
）
の
最
大

　
　
値
（
以
下
「
最
大
線
量
当
量
率
」
と
い
う
。
）
が
毎
時
一
〇
〇
マ
イ
ク

　
　
ロ
シ
…
ベ
ル
ト
を
超
え
な
い
こ
と
Q

三
　
機
器
等
を
構
成
す
る
天
然
ウ
ラ
ン
、
劣
化
ウ
ラ
ン
若
く
は
天
然
ト
リ
ウ

　
ム
又
は
こ
れ
ら
の
化
合
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も

　
の
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
，
の
運
送
基
準
の
緬
幽
等
を
定
め
る
告
示

　
　
イ
　
機
器
等
に
他
の
放
射
性
物
質
等
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
。

　
　
口
　
不
活
性
材
料
で
完
全
に
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
A
型
置
置
物
と
し
て
運
送
で
き
る
放
射
性
物
質
等
の
量
の
限
度
）

第
五
条
　
規
則
第
九
十
｝
条
の
三
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
量
は
、
次
の
表
の

　
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に

　
掲
げ
る
放
射
能
の
量
と
す
る
。

特
別
形
放
射
性
物
質
等

特
鋼
形
放
　
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

借1念

（
A
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
）

第
六
条
　
規
則
第
九
十
条
第
三
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別
記
第
二
に
掲

　
げ
る
条
件
と
す
る
Q

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
）

第
七
条
　
規
則
第
九
十
一
条
第
一
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別
記
第
三
に

　
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

第
八
条
　
規
則
第
九
十
一
条
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別
記
第
四
に

　
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
漏
え
い
量
）

第
九
条
　
規
則
第
九
十
一
条
第
一
号
ロ
の
告
示
で
定
め
る
量
は
、
輔
導
の
一
、

　
○
○
○
、
○
○
○
分
の
一
と
す
る
。

2
　
規
則
第
九
十
一
条
第
二
号
ロ
の
告
示
で
定
め
る
量
は
、
斑
値
と
す
る
。

　
た
だ
し
、
ク
リ
プ
ト
ン
八
五
に
あ
っ
て
は
、
三
七
〇
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
と
す
る
。

3
　
漏
え
い
す
る
放
景
性
物
質
の
全
部
又
は
一
部
が
希
ガ
ス
で
あ
る
場
合
に
あ

天
七



船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　
っ
て
は
、
当
該
希
ガ
ス
に
つ
い
て
は
、
晶
闘
二
項
の
施
値
は
、
非
卯
圧
縮
状
態
に

　
お
け
る
も
の
と
す
る
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件
）

第
十
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
二
第
一
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別
記
第

　
五
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

第
十
一
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
二
纂
二
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
別
記

　
第
六
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
漏
…
え
い
量
）

第
十
二
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
二
第
二
号
口
の
告
示
で
定
め
る
最
は
、
畿
値

　
の
一
、
○
○
○
分
の
一
と
す
る
。

2
　
第
九
欝
血
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
量
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
核
分
裂
性
輸
送
物
に
係
る
条
件
）

第
十
三
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
五
の
出
口
示
で
定
め
る
二
種
の
条
件
は
、
別
記

　
第
二
第
一
号
に
定
め
る
条
件
及
び
別
記
第
四
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定

　
め
る
条
件
と
す
る
。

第
十
四
条
　
規
則
第
九
十
～
条
の
六
第
一
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
及
び
同
条

　
第
二
号
の
告
示
で
定
め
る
条
件
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
記
箆
二
第
一
号
に
定
め
る

　
条
件
及
び
別
記
第
四
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
条
件
と
す
る
。

第
十
四
条
の
二
　
規
則
第
九
十
一
条
の
八
の
議
論
一
項
の
皆
示
で
定
め
る
放
射

　
性
物
質
等
は
、
別
表
第
七
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
放
射
性
物
質
等
と

　
す
る
。

第
十
四
条
の
三
　
規
則
第
九
十
～
条
の
九
第
一
項
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物

　
質
量
は
、
別
表
第
七
第
　
号
に
定
め
る
放
射
性
物
質
等
と
す
る
。

二
八
八

（
放
射
性
輸
送
物
詣
の
標
札
等
）

第
十
五
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
二
第
一
項
の
告
示
で
定
め
る
標
札
又
は
表

　
示
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

　
｝
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
二
第
一
項
の
表
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
表
」

　
　
と
い
う
。
）
第
一
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
「
放
射
性
」

　
　
の
文
字
又
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
文
堂
丁
の
表
示

　
二
　
表
第
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
言
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ

　
　
に
あ
っ
て
は
、
第
一
類
白
標
札
（
第
一
号
様
式
）

　
一
二
　
表
第
三
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ

　
　
に
あ
っ
て
は
、
第
二
類
黄
標
札
（
第
一
号
様
式
）

　
四
　
表
第
四
号
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
及
び
第
七
号
に
掲
げ
る
コ
γ
テ
ナ

　
　
に
あ
っ
て
は
、
篇
一
二
類
黄
標
札
（
第
一
号
様
式
）

第
十
穴
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
二
第
五
項
の
告
示
で
定
め
る
マ
ー
ク
は
、

　
三
葉
マ
ー
ク
（
第
二
号
様
式
）
と
す
る
。

第
十
七
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
二
第
五
項
の
告
示
で
息
め
る
標
識
は
、
　
コ

　
ソ
テ
ナ
標
識
（
第
三
号
様
式
）
と
す
る
。

第
十
七
条
の
二
　
弱
齢
第
九
十
一
条
の
十
四
の
二
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物

　
質
等
は
、
別
表
第
七
に
定
め
る
放
射
性
物
質
等
と
す
る
。

第
十
七
条
の
三
　
二
期
第
九
十
一
条
の
十
四
の
三
第
一
項
の
告
示
で
定
め
る
放

　
射
性
物
質
等
は
、
別
表
第
七
第
三
号
に
定
め
る
放
射
性
物
質
等
と
す
る
。

第
十
八
条
　
規
…
則
第
九
十
一
条
の
十
六
第
五
項
の
告
示
で
定
め
る
標
札
は
、
次

　
の
各
号
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
六
第
五
項
の
表
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
表
」



　
　
と
い
う
。
）
第
一
号
に
掲
げ
る
放
射
性
汚
染
物
及
び
第
四
号
に
掲
げ
る
コ

　
　
ソ
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
篤
一
類
密
標
札
（
第
…
号
様
式
）

　
二
　
表
第
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性
汚
染
物
及
び
第
五
号
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ

　
　
に
あ
っ
て
は
、
第
二
類
黄
標
札
（
第
一
号
様
式
）

　
三
　
表
第
三
号
に
掲
げ
る
放
射
性
汚
染
物
及
び
第
六
号
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ

　
　
に
あ
っ
て
は
、
第
三
類
黄
標
札
（
第
一
号
様
式
）

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
送
で
き
る
放
射
性
物
質
等
の
放
射
能
濃
度
）

第
十
九
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
六
第
　
項
第
二
号
イ
謝
の
告
示
で
定
め
る

　
値
は
、
　
｝
グ
ラ
ム
当
た
り
芝
葺
の
～
○
、
○
○
○
分
の
…
と
す
る
。

（
線
審
当
量
の
算
定
）

第
十
九
条
の
二
　
善
戦
第
九
十
一
条
の
十
八
第
一
一
項
の
告
示
で
定
め
る
線
最
当

　
壷
は
、
　
一
セ
ン
チ
メ
：
ト
ル
線
量
当
量
と
す
る
。
た
だ
し
、
運
輸
大
臣
が
適

　
当
と
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
論
り
で
な
い
。

（
被
ば
く
管
理
の
た
め
必
要
な
措
羅
）

第
鳳
十
条
　
規
則
第
九
十
一
条
の
十
九
第
一
項
の
告
示
で
定
め
る
必
要
な
措
置

　
は
、
船
内
線
量
墨
量
率
・
の
計
測
…
、
線
量
当
量
の
測
定
、
．
被
ば
く
管
理
者
の
選

　
任
等
と
す
る
。

　
　
　
4
り
　
　
　
噛

　
　
　
群
　
　
貝

　
こ
の
三
二
は
、
昭
和
五
十
三
年
「
月
｝
鍵
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
附
則
〔
昭
和
五
四
年
九
月
二
七
日
運
輸
省
告
示
窮
五
四
八
号
〕

　
こ
の
告
示
は
、
昭
和
五
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
附
則
〔
昭
和
六
三
年
＋
一
月
＋
九
日
運
輸
省
告
示
第
五
五
二
号
〕

　
こ
の
告
示
は
、
昭
和
六
十
三
年
十
一
月
二
塁
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
別
表
第
一
（
第
四
条
関
係
）

　
　
　
　
船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
簗
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

別
表
簗
愛

別
表
簗
三

別
表
第
四

別
表
第
五

別
表
第
六

別
表
第
七

（（（（（

〃〃〃〃〃

）））））
省
略
（
陸
上
輸
送
関
係
参
照
）

（
第
十
四
条
の
二
、
第
十
言
条
の
一
工
、
第
十
七
条
の
二
、
第
十
七

条
の
三
関
係
）
防
護
対
象
特
定
核
燃
料
物
質

一
　
区
分
一

　
イ
　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

　
　
ω
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
（
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
｝
ご

工
八
の
同
位
体
濃
度
が
…

　
　
8
分
の
八
○
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
及
び
そ
の
化

　
　
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
二
は
こ
以
上
を
含
む
物
質
で
あ

　
　
つ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
囲
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ソ
ニ
三
八
に
対
す

　
　
る
比
率
が
一
〇
〇
分
の
一
一
〇
以
上
の
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び

　
　
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
｛
及
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ

　
　
ラ
ソ
ニ
三
五
の
董
が
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
簡
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一

　
　
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
「
　
三
三
の
量
が
ニ

　
　
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

ロ
　
照
射
さ
れ
た
イ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
彌
か
ら
一
メ

　
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
、
当
該
物
質
か
ら
放
出
さ
れ
た
放
射
線
が

空
気
に
吸
収
さ
れ
た
場
合
の
吸
収
線
量
率
（
以
下
「
吸
収
線
量
率
」

　
と
い
う
。
）
が
毎
時
一
グ
レ
イ
以
下
の
も
の

二
八
九



船
舶
に
よ
る
放
射
牲
物
質
等
の
運
送
基
叢
の
細
臼
等
を
定
め
る
告
示

二
　
区
分
ニ

　
イ
　
照
射
さ
れ
た
前
号
イ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面
か
ら

　
　
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
鏡
ψ
墾
が
毎
時
…
グ
レ
イ
を
超
暫

　
　
え
る
も
の

　
ロ
　
照
懸
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

　
D
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
舎
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一

　
　
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
蹟
が
五

　
　
〇
〇
グ
ラ
ム
を
超
え
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
嚇
満
の
も
の

　
勿
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ソ
ニ
三
八
に
対
す

　
　
る
比
率
が
｝
○
○
分
の
二
〇
以
上
の
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び

　
　
　
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
思
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ

　
　
　
ラ
ン
ニ
　
二
五
の
量
が
一
品
目
グ
ラ
ム
を
紹
～
え
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
志
木
満

　
　
　
の
も
の

　
鉛
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ソ
ニ
三
八
に
対
す

　
　
　
る
比
率
が
一
〇
〇
分
の
｝
○
以
上
で
一
〇
〇
分
の
二
〇
に
達
し
な

　
　
　
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は

　
　
　
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ソ
ニ
一
二
五
の
鐵
が
一
〇
キ

　
　
　
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
の
　
ウ
ラ
ソ
一
ご
一
コ
ニ
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一

　
　
　
父
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ソ
ニ
一
二
三
の
量
が
五

　
　
〇
〇
グ
ラ
ム
を
超
え
ニ
キ
p
グ
ラ
ム
⊥
木
叩
個
の
も
の

　
ハ
　
照
射
さ
れ
た
ロ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面
か
ら
一
メ
！

　
　
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
鏡
率
が
毎
時
…
グ
レ
イ
以
下
の
も
の

三

二
九
〇

二
　
照
射
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
照
射
直
後
に
そ
の
表

　
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
踵
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
虚
雫
が
毎
時
一
グ
レ

　
イ
を
超
え
る
も
の

　
n
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ソ
ニ
三
八
に
対
す

　
　
る
比
率
が
天
然
の
比
率
で
あ
る
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び

　
　
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
叉
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉
に
お

　
　
い
て
燃
料
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の

　
2
一
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
γ
二
三
八
に
対
す

　
　
る
比
率
が
天
然
の
比
率
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
舎
物

　
　
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
　
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉

　
　
に
お
い
て
燃
料
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の

　
紛
　
ト
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
叉
は

　
（

　
　
二
以
上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉
に
お
い
て
燃
料
と
し
て
使
用
で
き

　
　
る
も
の

　
4
一
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ソ
ニ
三
八
に
対
す

　
　
る
比
率
が
天
然
の
比
率
を
超
え
一
〇
〇
分
の
一
〇
に
達
し
な
い
ウ

　
　
ラ
ソ
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以

　
　
上
を
含
む
物
質

　
区
分
三

イ
　
照
射
さ
れ
た
前
号
ロ
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面
か
ら

　
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
鏡
率
が
毎
時
｝
グ
レ
イ
を
超

　
え
る
も
の

ロ
　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
謁
げ
る
物
質



ω
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一

　
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が
一

　
五
グ
ラ
ム
を
超
え
五
〇
〇
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

伽
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す

　
る
比
率
が
｝
○
○
分
の
二
〇
以
上
の
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び

　
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ

　
ラ
ソ
ニ
三
五
の
鏡
が
…
五
グ
ラ
ム
を
超
え
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の

　
も
の

個
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ソ
ニ
三
八
に
対
す

　
る
比
率
が
一
〇
〇
分
の
一
〇
以
上
で
～
○
○
分
の
二
〇
に
達
し
な

　
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
　
又
は

　
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
量
が
一
キ
ロ

　
グ
ラ
ム
を
超
え
一
〇
キ
ロ
グ
ラ
ム
未
満
の
も
の

傾
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ソ
ニ
三
八
に
対
す

　
る
比
率
が
天
然
の
比
率
を
超
え
一
〇
〇
分
の
一
〇
に
達
し
な
い
ウ

　
　
ラ
ソ
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以

　
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ソ
ニ
三
烈
の
量
が
一
〇
キ
ロ
グ

　
　
ラ
ム
以
上
の
も
の

㈲
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一

　
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ソ
ニ
三
一
二
の
量
が
一

　
五
グ
ラ
ム
を
超
え
五
〇
〇
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

ハ
　
照
射
さ
れ
た
ロ
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
ロ
凶
に
掲
げ
る
物

　
　
質
で
あ
っ
て
、
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に

　
　
お
い
て
吸
叡
線
量
率
が
毎
時
一
グ
レ
イ
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）

備
考
　
こ
の
表
に
お
い
て
放
射
性
物
質
の
量
に
つ
い
て
は
、
｝
の
船
舶
で

　
運
送
さ
れ
る
放
射
性
物
質
の
総
最
と
す
る
。

船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
塗
の
細
目
等
を
定
め
る
告
示

二
空



　
　
　
船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
副
等
を
定
め
る
告
示

別
記
第
｝
　
（
第
四
条
関
係
）
特
別
形
放
射
性
物
質
等
に
係
る
試
験

　
一
　
衝
撃
試
験

　
　
　
試
験
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
物
質
等
を
で
き
る
だ
け
模
擬
し
た
供
試
物

　
　
（
以
下
「
供
試
物
」
と
い
う
。
）
を
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る

　
　
こ
と
。

　
二
　
打
撃
試
験

　
　
　
供
試
物
を
表
面
が
滑
ら
か
な
鉛
板
の
上
に
置
き
、
　
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ

　
　
か
ら
｝
。
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝

　
　
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
鋼
製
春
眠
の
平
均
面
で
打

　
　
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鉛
板
は
厚
さ
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト

　
　
ル
以
下
の
も
の
と
し
、
鍋
製
丸
棒
は
そ
の
平
端
面
の
直
径
が
二
・
五
セ
ン

　
　
チ
メ
…
ト
ル
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
角
の
半
径
が
○
∴
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の

　
　
も
の
と
す
る
。

　
三
　
繭
げ
試
験

　
　
　
供
試
物
を
水
平
に
ク
ラ
ソ
ブ
面
か
ら
そ
の
二
分
の
一
が
出
る
よ
う
に
羅

　
　
曝
し
、
　
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
へ
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落

　
　
下
さ
せ
た
場
合
と
詞
等
の
衝
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う

　
　
に
鋼
製
丸
紅
の
平
尉
面
で
打
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鋼
製
丸
棒

　
　
は
、
そ
の
平
端
瀬
の
直
径
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
で
あ
り
、
か
っ
、

　
　
そ
の
角
の
半
径
が
○
・
三
セ
ソ
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
と
す
る
。

　
四
　
加
熱
試
験

　
　
　
供
試
物
を
摂
氏
八
○
○
度
の
空
気
中
に
一
〇
分
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
せ
き

　
五
　
浸
漬
試
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
晃
こ

　
　
イ
　
固
体
状
の
放
射
性
物
質
等
（
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）

　
　
　
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
順
序
で

　
　
行
う
こ
と
。

　
　
ω
　
常
温
の
水
中
に
七
日
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ
き

　
　
②
　
摂
氏
五
〇
度
の
水
中
に
四
時
間
漫
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
㈲
　
摂
氏
三
〇
度
で
あ
っ
て
湿
度
九
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
空
気
中
に
七
日

　
　
　
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
　
㈲
　
摂
氏
五
〇
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に

　
　
　
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
順
序
で
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
　
ω
　
摂
氏
五
〇
度
の
水
中
に
鰻
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
②
　
摂
氏
三
〇
度
の
空
気
中
に
七
日
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
　
㈹
　
摂
氏
五
〇
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

溺
記
第
二
（
第
六
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
関
係
）
A
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
　
　
条
件

　
　
イ
　
毎
時
五
〇
ミ
リ
メ
…
ト
ル
の
雨
量
に
相
当
す
る
水
を
一
時
間
吹
き
付

　
　
　
け
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
イ
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
次
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
　
　
ω
　
そ
の
重
壁
が
、
五
、
○
○
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て

　
　
　
　
は
　
・
ニ
メ
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
五
、
○
○
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超

　
　
　
　
え
｝
○
、
○
○
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
九
メ

　
　
　
　
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
　
　
○
、
○
○
○
キ
p
グ
ラ
ム
を
超
え
一
五
、

　
　
　
○
○
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
○
。
六
メ
ー
ト
ル
の



　
　
　
高
さ
か
ら
、
　
　
五
、
○
○
○
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
に
あ
っ
て

　
　
　
は
○
・
三
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
最
大
の
破
損
を
及
ぼ

　
　
　
す
よ
う
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
②
　
そ
の
重
量
の
五
倍
に
相
当
す
る
荷
重
又
は
鉛
直
投
影
面
積
に
毎
平

　
　
　
方
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
○
。
＝
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
乗
じ
て
得
た
値
に
相

　
　
　
当
す
る
荷
重
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
も
の
を
二
四
時
間
加
え
る

　
　
　
こ
と
Q

　
　
㈲
　
重
且
里
が
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
一
揖
径
が
三
。
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト

　
　
　
ル
の
容
易
に
破
損
し
な
い
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
先
端
が
半
球
形
の
も

　
　
　
の
を
「
メ
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部

　
　
　
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
液
体
状
又
は
気
体
状
の
放
射
性
物
質
等
に
係
る
追
加
条
件

　
イ
　
液
体
状
の
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放

　
　
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、
次
の
ω

　
　
及
び
②
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
に

　
　
係
る
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
放
躬
性
物
質
等
の
量
の
二
倍
以

　
　
上
の
量
の
放
射
性
物
質
等
を
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
吸
収
材
を
備
え

　
　
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
轟
該
吸
収
材
が
放
射
線
し
ゃ
へ
い

　
　
材
の
内
側
に
あ
る
も
の
又
は
当
該
収
納
若
し
く
は
包
装
す
る
こ
と
が
で

　
　
き
る
放
射
性
物
質
等
を
す
べ
て
吸
収
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て

　
　
も
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
蚤
率
が
毎
時
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超

　
　
え
な
い
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
ω
　
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ

　
　
船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
目
を
定
め
る
欝
示

　
　
　
　
せ
る
こ
と
。

　
　
　
②
　
前
号
ロ
㈹
に
規
定
す
る
棒
を
一
・
七
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該

　
　
　
　
放
射
性
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
気
体
状
の
放
射
性
物
質
等
が
販
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放

　
　
　
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、
イ
ω
及

　
　
　
び
②
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

別
記
第
三
（
第
七
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
　
　
別
記
第
二
第
一
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
摂
氏
三
八
度
で
あ
る

　
　
環
境
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

別
記
第
四
（
第
八
条
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る

　
条
件一

　
第
二
号
の
条
件
の
下
で
放
射
性
輸
送
物
が
最
大
の
破
損
を
受
け
る
よ
う

　
な
順
序
で
次
の
イ
及
び
ロ
の
条
件
の
下
に
順
次
置
く
こ
と
Q

　
イ
　
単
語
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
ロ
　
垂
直
に
固
定
し
た
直
径
が
「
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
長
さ
が

　
　
二
〇
セ
ン
チ
メ
；
ト
ル
の
軟
鋼
丸
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
面
が
滑
ら
か

　
　
な
水
平
面
で
あ
る
も
の
に
｝
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
摂
氏
八
○
○
度
の
環
境
に
三
〇
分
署
置
く
こ
と
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

三
　
深
さ
一
五
メ
ー
ト
ル
の
水
中
に
八
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

四
　
野
外
の
温
度
が
摂
氏
三
八
度
で
あ
る
環
境
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

備
考
　
第
｝
号
か
ら
篤
四
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
は
、
こ
の
順
序
で
置
く
も

　
の
と
す
る
。

莞
黛



　
　
　
舶
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準
の
細
呂
を
定
め
る
告
示

別
記
第
五
（
第
十
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
別
詑
第
二
軸
弟
一
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
摂
氏
三
八
度
か
ら
摂

　
　
氏
零
下
四
〇
度
ま
で
の
環
境
に
一
週
間
放
鐙
す
る
こ
と
。

別
記
第
六
（
第
十
一
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
鋼
記
第
四
第
心
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
そ
の
順
序
で
置
く

　
　
こ
と
。

　
二
　
蔚
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
摂
氏
三
八
度
か
ら
摂

　
　
氏
零
下
四
〇
度
ま
で
の
環
境
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

究
四
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注　　1　三葉マークは、第2号様式によるものとする。

　　2　収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それぞれ収納され、又は包装さ

　　れている放射性物質等の名称、放射能及び輸送指数を記入するものとする。

　　3，放射能は、ベクレル単位で表すものとする。

　　4　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　分 色　　　　　　　　彩

上半部の地 黄（第一類1鍵標札にあっては、臼）

三蘂マ　一　ク ’　レ㌧　、

下半部の地 臼

＿駄．膚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛▼

w．　　　　　　　子 黒

斜線を施した部分 赤

ふ　ち　の部分 臼

ふちの内側の線 黒

区　　分　　線 黒

党
六
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第2号様式（第16条関係）

　慌葉マーク

注　1　4は、0．2センチメートルとする。

　　2　色彩は、黒とする。

部　　　　分 色　　　　　　彩

地 臼

三葉マ　一　ク 黒

文　　　　　　字 黒

ふ　ち　の　部分 臼

ふちの内側の線 黒

第3号様式（第17条関係）

　コンテナ標識

ピ60．

10∠，

ぐ
．
・
、

＼
．
．
M

恥

「
Z

「
↑
i
9
山

覧
睡

幽㊧鶴

畠

＼
　＼
　　＼　　　＼
　　　＼
　　　　＼　　　　＼

ρ放　　射　　性
　陵《◎巳◎《《：7響V甕

／

し

　　　注　1

　　　　　2

勇　　　3
七

三葉マークは、第2号様式によるものとする。

2は、0．5センチメートル以上とする。

色彩は、次表によるものとする。
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k
翻
翫
無
難
齪
荒
響

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
屠
語
は
、
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯

　
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
。
以
下
「
規
則
扁
と
い
う
Q
）

　
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
危
険
物
相
互
の
隔
離
基
準
）

第
十
五
条
　
規
則
第
十
四
条
第
一
項
の
省
示
で
定
め
る
基
準
は
、
別
表
第
十
四

　
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。

2
　
（
略
）

（
コ
ン
テ
ナ
に
係
る
積
載
方
法
の
特
例
）

第
十
六
条
　
規
則
第
二
十
二
条
の
九
第
二
項
の
告
示
で
定
め
る
積
載
方
法
は
、

　
別
表
第
十
六
に
定
め
る
と
お
り
と
す
る
。
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劉表第！4（危険物相互の隔離衷）　（第15条闘係）

　　　　　　危険物

?険物

火
薬
類
§
，
び
罎
，
　
　
　
，
五
一
　
二
　
二
）

火
薬
類
奪
二
三
）

h火
��

｡類

燗凾

ﾌ級
@丁

@四

@又
@は
@副
@擦
@ヰ

又高

ﾍ圧
寃K
@ス
ｵ
a
逆
を
三
蓋
　
E
も
を
の
付
　
す
　
も
　
の

又高

ﾎ圧
Zガ
@スｵ
b
正
を
寸
閑
　
F
も
を
の
付
　
す
　
も
　
の

又高

ﾍ圧?
　
ス
し
。
正
を
橡
寸
劇
　
G
も
を
の
柑
　
す
　
も
　
の

も引

ﾌ’

@又
@は
@副

@ネ

@d
@を
@僧
@す

の可

@幡

@闘
@体
@又
@は
@鍵

@ネ@
髪
　
付
　
す
　
も

自
然
発
火
性
物
質

をそ

｡の
@｛

烽ﾌ
ﾌ可

@物
@質
@又
@は
@扇1

@ヰ

@f

の酸
@｛

@物
@質
@又
@は
@圓

@ヰ@
導
　
桑
　
す
　
も

有
機
過
酸
化
物

毒
物
又
は
副
擦
札
i
を
イ
馴
す
も
の

病
毒
を
う
つ
し
や
す
い
物
質

放
射
性
物
質
等

　腐

烽ｵ
ﾌよ
@く
@性
@物
@貿
@又
@は
@謝
@穏
@札
@」
@を
@付

有
害
性
物
質

火薬懸（等級L亘、1．2及びユ。5） 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 ×

4 2 2 4 3 3 4 4 4 2 4 2 2 ×火薬類（等質L3）

E　て二級1；勇’彌1標棚認荷一
ｷもの

2 1 1 2 2 2 2 2 2 × 4 2 2 X
”” ﾊ亜男スて掛麹しE一蘇｝ず畜あ「　又は謝標札aを付すもの

4 4 冊
2

X × 2 1 2 X 2 2 X 4 2 1 X
雁アス「豊岡翫帰一の∫又は劇標札bを付すもの

2 2 1 X × 三 X 1 X × 1 × 2 1 X X
戻照1二二二二務の又は副標礼。を付すもの

2 2 1 × X 2 × 2 X X 2 X 2 1 x
）
く

す
灰
囁
噺
ほ
醐
π
彌
ず
も
の

4 4 2 2 1 2 X 2 1 2 2 × 3 2 X ×
可
　
彌
療
顧
ず
写
の 4 3 2 1 × X X 1 X 1 2 X 3 2 1 X

4 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 3 2 1 X　自然発火性物質’その輌遜櫛1翻漂耗τ1

@を付すもの

@死穫二三罵1騙蔚ずも『
@の

4 4 2 X X X 1 × 1 2 2 × 2 2 1 ×

．
4

4 2 2 X X 2 1 2 2 2 1 3 1 2 ×

有機過酸化物 4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 ×

毒物又は副標札iを付すもの 2 2 X X X X X X 1 X 1 1 1 X × ×

病毒をうっしやすい物質 4 4 4 4 2 2 ｝
3

3 3 2 3 3 1 3 3 X

放射性物質等 2 2 2 2 王 1 2 2 2 2 1 2 × 3 2 X

｝瀕し珊至難頭型票π丁醐．
ｷもの

4 2 2 1 × X X 1 1 1 2 2 X 3 2 ×

有害置物貿 × × X
．｝

@X × × X X』 X X × × X X × ×

幽間　1　x印は、陥麗を要しないことを示す．

　　　2盗聴難墜嚢襲聾繋1灘雲鍵編鵬認難蟄舘器最轟：

　　　3 表物1・2・3及び4は、それぞな次鵬げる隔駒方法を示す．

1　　1　　　　　・ 3　　　　　　　　　　　　　4

弔　籔　上　稜　銭 歪膿罷手；響 杢選臨骨盤響 翌月麗麗護罫
　の　さ　　に　メ岬ト
笈ﾈ上晒して穣聾するこ
ﾆ

甲　域　下　積　硫

翅の船　又は　函に積載すること．

一　　’　又は一　　’
纓｣して積羽ナること．

　　　　　に一　　　’船の　さ

纐狽ﾍ一函以上召して
ﾅ織すること．

・澱臨顯撫膿鵬描、轡さ性で・か・・琳性・鴨
4　甲板上積載される危険物と甲板下積鞭される危険物相互の隔離の方法は、表中の王及び2については鷹

欝茎醗羅副書箋讐辮髪畢生携灘鱒蠣灘樹上繕岩雄麦蕩

5隔聴麟灘即製馨馨欝嚢灘講繍蚤鰯望野麟との



別裏第16（コンテナ相互の積載闘係衰）　（第16条関係）

　コンテナに収紡される危険物

Rンテナに牧納される危険物

火
薬
類
（
及
等
び
級
一
　
一
，
　
　
　
〇
五
一
　
二
　
三
）

火
薬
頚
奪
墾
三
）

h火
��

｡類

燗凾

ﾌ級
@一＝

@四

@又
@は
@副
@標
@札

又蔦

ﾍ圧
寃K
ﾅス
GL＾

＄ｳ
�ｪ
｡札

@ε
烽�

ﾌ付
@す
@も
@2

又高

ﾍ圧
宸ｪ
Cス
ｵ（

pｳ
�W
ｳ札
@－F
烽�

ﾌ付
@す
@も
@の

又高

ﾍ圧
宸ｪ
Wス
x
c
正
を
擦
寸
札
　
G
も
を
の
付
　
す
　
も
　
の

も引

ﾌ火

@液
@体
@類
@又
@は
@副
@標
@札
@d
@を
@付
@す

の可
@
穫
　
固
　
体
　
又
　
は
　
副
　
擦
　
札
　
e
　
を
　
付
　
す
　
も

自
然
発
火
性
物
貿

をそ

｡の

@他
烽ﾌ
ﾌ可
@燃
@性
@物
@貿
@又
@は
@副
@擦
@札
@f

の酸

@化

@物
@質
@又
@は
@副
@標
@札
@9
@を
@付
@す
@も

有
機
過
酸
化
物

毒
物
又
は
副
標
札
i
を
付
す
も
の

病
毒
を
う
つ
し
や
す
い
物
貿

放
射
性
物
質
等

　腐

烽ｵ
ﾌよ
@く

@物
@質
@又
@は
@劉
@標
@札
@」
@を
@付

有
害
性
物
質

火薬類（等級1。1、1．2及びL5）　　　　　　　　　　　， ※ ※ ※ 4 2 2 4 4 4 4 4 4 2 4 2 4 X

火薬懸（等級！．3） ※ ※ ※ 4 2 2 4 3 3 4 4 4 2 4 2 2 ×

2 ユ 1 2 2 2 2 2 2 X 4 2 2 ×

葡「刃天π標齎ず禰
※
『
4
※
4

※一．

Q X × 2 1 2 × 2 2 X 4 2 1 ×又は副標札aを付すもの
E畝一隅標π五二二又は副標札bを付すもの

2 2 1 X × 1 × 1 X X 1 × 2 1 X ×

　圧　スて二四鷹『醗の
Qくは謝標札。を付すもの

2 2 1 X X 2 X 2 X X 2 X 2 1 X ×

弓灰穫蔽藤蔓は糊置τ彌ず胸
烽ﾌ

4 4 2 2 1 2 X 2 1 2 2 X 3 2 X ×

4 3 2 1 × × × 1 X 1 2 X 3 2 1 X

　　　　　　　　　　　　　『ｩ然発火性申出 4 3 2 2 1 2 2 1 1 2 2 1 3 2 工 X

その　の町M　　　又1副擦駈f
�tすもの

ﾌ

4 4 2 X X X 1 × 1 2 2 X 2 2 1 ×

『顧花隔飯嚥を脇 4 4 2 2 × × 2 1 2 2 2 1 3 1 2 ×

　　　　　　　　　　　　　『騨
L
機
過
酸
化
物
”

4 4 2 2 1 2 2 2 2 2 2 1 3 2 2 X

2 2 X × × × X × 1 X 1 1 1 X X X

炉
4

4 4 4 2 2 3 3 3 2 3 3 1 3 3 X

放射性物貿等 2 2 2 2 1 1 2 2 2 2 1 2 X 3 2 ×

　しよく　　　又は圓．　しj　　寸＿すもの

4 2 2 1 × × × 1 1 1 2 2 X 3 2 X

聞書性物貿 × X X X × × × × X × X × X X × ×

・
ま
2
3
4

考髄 本表は、危険物が収紡されたコンテナ相互についてのみ適用する。

x印は．隔離を要しないことを示す．

※印については、別表第15（火薬類相互の隔離表）によること．

表中の1、2．3及び4は、それぞれ、次に掲げる稜載方法を示す。

船
舶
に
よ
る
危
険
物
の
運
送
基
準
等
を
定
め
る
告
示
（
抄
）

O
O
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9

別衷第16（コンテナ相互の積載関係表）

工 2 3 4

甲 隔建を要しない． 1コンテナ分以上罷して 船の長さ方向に1コンテ 船の長さ方向に24メート

非 板 積載すること． ナ分以上又は船の頼方向 ル以上離して積載するこ

開 上 に2コンテナ分以上離し と。

放 舐 て積載すること．

型
の

載

コ 串 隔縫を要しない． 船の長さ方向に1コンテ 隔壁を介在させて積載す 隔壁を介在させて舶の長

ン 援 ナ分以上謝して若しくは ること。 さ方向に24メートル以上

テ 下 隔壁を介在させて又は鮒 偉し．かっ、介在する隔

ナ 積 の幅方向に1コンテナ分 壁から水平鍾離で6メー

載 以上羅して積載すること ル以上離して積紋するこ

ﾆ．

串 1コンテナ分目上下して 艘の長さ方向に1コンテ 船の長さ方向に2コンテ 船の長さ方向に24メート

板 積載すること． ナ分以上又は齢の繭方向 ナ分以上又は船の嘱方向 ル以．ヒ離して績観するこ

麗 上 に2コンテナ分以上離し に3コンテナ分以上離し と．

放 積 て積載すること． て積載すること．

型 載

の

コ 甲 船の畏さ方向に1コンテ 隔壁を介在させて積載す 隔壁を2つ以」ヒ介在させ 横隔壁を2つ以上介在さ
ン 根 ナ分以上離して若しくは ること． て稜幽すること． せて積絨すること．

テ 下 隔壁を介在させて又は繍

ナ 積 の輻方向に1コンテナ分

載 以上雌して積嘉すること

軍 水平方向ドは醤離を要し エコンテナ分県．ヒ離して 船の長さ方向に1コンテ 船の長さ方向に24メート

と非 板 ない．ただし、開放型の 積載すること． ナ分以上又は船の幅方向 ル以上離して積載するこ

開虜 上 コンテナを非開放型のコ に2コンテナ分以上離し と．

騰 積 ンテナに上積みする場合 て積載すること．

鯉 載 を除き、同一鉛直線上に

のの 積載しないこと．

ココ 甲 水平方向には隔蔑を要し 船の畏さ方向に1コンテ 隔壁を介在させて積載す 横隔麗を2っ以上介在さ

ンン 棲 ない．ただし、開放型の ナ分以上離して若しくは ること． せて積載すること．

一｝Aア 下 コンテナを非開放型のコ 隔壁を介在させて又は船

ナナ 積 ンテナに上積みする場台 の幅方向に2コンテナ分
載 を除き、二二蔭線上に 以上躍して積載すること

積載しないこと．

　ω　「1コンテナ分」とは、齢の長さ方向にあっては水平距離で6，0メートル．船の縞方向にあってば水平距離で

　　2．4メートルとし．「2コンテナ分」又は「3コンテナ分」とは、それぞれ．「1コンテナ分」の2熔又は3倍の

　　水平鰻とする．

　（2｝　「隔壁」は、謝火性で、かっ．酎水性であること．

5　国縫を要する危険物を二二したコンテナ（表中の4に該当する危険物を収納したコンテナを除く．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

警麟脇驚購盟雑嚢詰灘騨上記蝦・かかわ・ず・・轍の礫

6　別表第1から別表第8までの性質、用途及び注意事項の腿において、分類又は項目の異なる危険物と
　の隔離について基準が示されているものにあっては．表によるほか｝器亥基準によるものとする．



○海上技術安全局長通達

殿

　　　　　海査第375号

　　昭和62年8月28日
（一部改正）海査第85号

　　∫詳成ラ巳年3月1日

運輸省海上技術安全局長

危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく放射性輸送物の安全

の確認、放射性物質輸送容器及びその使屠方法の承認並び

に放射性輸送物の運送の安全の確認について

　危険物船舶運送及び貯蔵規貝駅以下「規翔」という。）第91条の9第1項、第91

条の9の2第1項及び第91条の15第1項の規定に基づく放射性輸送物の安全の確認、

放射性物質輸送容器及びその使用方法の承認並びに放射性輸送物の運送の安全の確認に

ついては、昭和62年3月2日付け海査第65号により実施してきたところですが、本年

5月21日付けの危険物船舶運送及び貯蔵規則の一部改正に伴い、当該通達を下記のとお

り改正致しますので通知します。

　なお、放射性輪操物の設計承認並びに放射性物質輸送容器及びその使用方法に関する

承認は、従来どおり行いますので御協力お願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．放射性輸送物の設計承認

　　8M型輸送物若しくはBU幽翠挿物又は核分裂性輸送物を作成する者はあらかじめ

　設計承認を受けて下さい。承認を受けた後に設計の変更をする場合も同様です。

　（1）設計承認の申請

　　　設計承認申請書及び設計変更承認申請書の様式は、それぞれ別記1及び別記2の

　　とおりです。申請書は、海上技術安全局長に提出して下さい。

　（2）　設計承認書の交付

　　　規則に規定される基準に適合すると認められた設計又は設計変更には、設計承認

　　書を交付します。

　（3＞　IAEA輸送規則への適合証明

　　　設計承認を受けた放射性輸送物について当該放射性輸送物の設計が王AEA輸送

　　規則に適合する旨の証明を必要とする場合は、別記3の様式により放麟性輸送物設

　　計承認英文証明願を提出して下さい。

2、規則第91条の9の2第1項の規定に基づく放射性物質輸送容器及びその使用方法

　の承認（以下「容器承認」という。）について

　（1）容器承認の申請
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三
〇

　　①容器承認申請書の様式は、別記4のとおりです。

　　　申請書は、運輸大臣に提出して下さい。

　　②申請は、同時期に製作されるものについて、輸送容器の型式ごとに行って下さ

　　　い。

　　③容器承認の申請時期は、原則として、新規に製作される輸送容器については設

　　　計承認を受けた後製俘に着手する前とし、その他の輸送容器については最初に使

　　　用する前とします。

　　④容器承認を申請する輸送容器については、設計承認の際指示する項穏について

　　　検査を行い、その結果を提出して下さい。

　　　　なお、当該検査について、容器承認申請書を審青のうえ、必要に応じて、製作

　　　時叉は完成時に随階立会うことがあります。

　（2）放射性物質輸送容器及びその使絹方法に関する承認証の交付等

　　　承認された設計に従って製作されたと認められた輸送容器については、放射性物

　　質輸送容器及びその使用方法に関する承認証を交付しますQ承認を受けた輪送容器

　　には、承認後最初の輸送に使用する前に別記5の輸送容器承認票を取り付けて下さ

　　い。

　（3＞輸送容器の定期的自主検査

　　　承認を受けた輸送容器について、適宜、定期的自主検査を1年に1圃以上（年間

　　の使用回数が10眠を超える場合は10繊ごとに1回以上）行い、その性能の保持

　　に努めて下さい。なお、検査結果の記録は、製作時検査の記録と併せて、保存して

　　下さい。

　（4＞輸送容器の定期的自主検査結果記録の提出

　　　3年に1測以上》定期的自主検査結果記録を運輸省に提出して下さい。

（5）輸送容器の性能低下に関する報告

　　　輸送容器の性能低下のおそれがある場合は、遅滞なく、運輸省に対しその旨を報

　　告して下さい。

（6）輸送容器の健全性の調査について

　　輸送容器の性能が維持されていることを確認するため、必要に応じて、書類の提

　　出を求めたり、調査を行うことがあります。

（7＞輸送容器の使用廃止届

　　　承認を受けた輸送容器の使用を廃比した場倉は、別記6の様式により輪送容器の

　使用廃止届を運輪大臣に提出して下さい。

3．規則第91条の9第1項の規定に基づく放射性輸送物の安全の確認（以下、この項

　において「安全確認」という。）について

（1）安全確認の申請

　①放射性輸送物安全確認申請書の様式は、別記7及び別記7の2のとおりです。



　　申請番は、当該放射性藍革物の船積地を管轄する地方運輸局長（兵庫県において

　　は神戸海運監理部長、沖縄県においては沖縄総合事務局長。以下詞じ。　）に提出

　　して下さい。

　　　　ただし、当該放射｛生輸送物を本邦以外の地で船積みする場合は、関東運輸局長

　　　に提出して下さい。

　　②申請は、1繊の輪送ごとに、輸送容器の型式ごとに、原則として運輸大臣あて

　　　の申請にあっては船積みの1か月前までに、地方運輸局長あての申請にあっては

　　船積みの3週間までに行って下さいQ

②　放射性輸送物安全確認書の交付

　　　規則に規定される基準に適照すると認められた放射性輸送物には、放射性輸送物

　　安全確認書を交付しますQ

　（3）安全確認を受ける必要がない場合

　　①　カナダ政府の危険物船舶運送規則の規定に基づき、規則第19条第2項に規定

　　　する放射性輸送物について、同項に規定する運送を行う場合は、安全確認を受け

　　　る必要はありませんQ（1規則第19条第2項の外国規則を定める告示」（昭和

　　　53年12月27日運輸省告示第669号）参照）

　②規貝悌91条の9第7項に定める内閣総理大距の確認（指定運搬物確認機関の

　　　確認を含む。以下同じ。）若しくは科学技術庁長官の確認（指定運搬物確認機関

　　の確認を含む。以下同じQ）又は運輸大距の確認を受けた場合は、安全確認を受

　　　ける必要はありません。

4．規則第91条の15第1項の規定に基づく放射性輸送物の運送の安全の確認（以下、

　この項において「安全確認」というQ）について

（1）　安全確認の申請

　①放射性輸送物運送計顧書安全確認申請書の様式及び記載事項は、別記8のとお

　　　りです。申請書は、当該放射性輸送物の船積地を管轄する地方運輸局長に提騰し

　　て下さい。

　　　　ただし、当該放射性輸送物を本邦以外の地で船積みする場合は、関東運輸局長

　　　に提出して下さい。

　②申請は、一航海ごとの運送について、原則として船積みの1か月萌までに行つ

　　て下さい。

　③当該申請に係る複数の放射性輸送物を、管轄の異なる船積地においてそれぞれ

　　船積みする場合は、輸送計画を一括してとりまとめ、最初の船積地を管轄する地

　　方運輸局長に提出して下さい。

　④　上記3（3）①に該当する放射性輸送物に係る安全確認申請に当っては、カナダ政

　　府の発給した承認書の写しを添付して下さい。

　⑤　上記3（3＞②の内閣総理大臣の確認又は科学技術庁長官の確認を受けた場合は、

　　内閣総理大臣叉は科学技術庁長官から交付される運搬確認証の写しを放射性輸送
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　　物運送計画書安全確認申請書に添付して下さい。

（2）放射性輸送物運送計画書安全確認書の交付

　　規則に規定される基準に適合すると認められた放射性輸送物運送計画書には、放

　射性輸送物運送計画書安全確認書を交付します。

（3）放射性輸送物運送計画書安全確認書の記載事項の追加叉は変更

　　安全確認を受けた後、放射性輸送物運送計画書安全確認書の記載事項の追加又は

　変更を受けようとする場合は、申講を行った地方運輸局長に船積み前に速やかに変

　更申請書を提出して下さい。

き
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別記1

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文書番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　運輸省海上技術安全局長

　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者の氏名叉は名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　　　放射性輸送物設計承認申請書

　昭和62年8月28日付け海査第375号に基づき、下記放射性輪送物（以下「輸送物」

という。）の設計が危険物船舶運送及び貯蔵規則に定める○型輸送物（第○種核分裂性

輸送物）の基準に適含する旨承認していただきたく、関係書類を添えて申請します◎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1，輸送容器の型式

2，輸送物の説明

　（1）輸送容器の材料の種類

　（2＞輸送物の総質量

　（3）外形寸法

　（4＞外観及び構造國

　㈲　収納する放射性物質の仕様

イ
ロ
ハ
ニ
ホ
ヘ
ト
チ
リ

種　類

質　量

放射能強度（主な核種ごとの値及び合計値）

性　状

濃縮度

燃焼度

発熱量

冷去順数

その他

3・輸送指数

4・輸送制限個数及び配列方法

5・臨界計算における水密性に関する事項

6・BM型輸送物にあっては、　BU型輸送物の設計基準のうち適合しない基準について

の説明

7・輸送物の安全解析及び輸送容器の製作に関する事項
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8．輸送物の取扱いに関する事項

（1）輸送容器の取扱い及び保守の方法

（2）輸送物の発送に先立ってとるべき措置

（3）輸送物を運搬する場合の積載方法等に関する事項

（4）非常の場合に特別の措置が必要な輸送物にあってはその説明

9．　その他特記事項

　　（添付書類）

　　輸送物の説明を記載した書類

　　輸送物の安全解析に関する説明書

　　輸送容器の製作方法に関する説明書

　　輸送物の取扱い及び保守の方法に関する説明書

　安全設計、安全：輸送に関する特記事項を記載した書類

備　考

　（1）記載事項については、該当するものについて記載することとし、順不同とし

　　ても差し支えないQ

　（2）添付書類1については、輸送物の荷姿を示す説明図を添付すること。

　（3）用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。
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別記2

運輸省海上技術安全局長

殿

申請者の氏名又は名称

住　駈

放射性輸送物設計変更承認申請書

　　　文書番号

年　　月　　臼

　昭和62年8月28日付け海査第375号に基づき、承認を受けた下記放射性輪送物（以下

「輸送物」という。）の設計について、下記の変更内容が危険物船舶運送及び貯蔵規劉

に定める○型輸送物（第○種核分裂輸送物）の基準に適合する旨承認していただきたく、

関係書類を添えて申詩します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．既に交付された設計承認番号

2．輸送容器の型式

3．変更内容

4．変更理由

5，その抱特記事項

　（添付書類）

1．輸送物の説明を記載した書類

2．輸送物の安全解析に関する説明書

3．輸送容器の製作方法に関する説明書

4、輸送物の取扱い及び保守の方法に関する説明書

5．安全設計、安全輸送に関する特記事項を記載した書類
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備　考

（1）添付書類には変更に係る部分について記載することG

（2）嗣紙の大きさは、原則として目本工業規格A列4番とし、横書きとすることQ
き
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運輸省海上技術安全局長

殿

称名は又名氏の者
所

請
申
住

放射性輸送物設計承認英文証明願

　　　文書番号

年　　月　　日

　昭和62年8月28日付け海査第375号に基づき、下記○型輸送物（第○種核分裂性輸

送物）の設計について、「IA封A放射性物質安全輸送規則（1973年版）」の基準

に適合している旨の英文の証明書を交付していただきたく、下記のとおり申請します。

1．輸送容器の型式

2，放射性輸送物の設計承認番号

3．その他特記事項

己鴨写
ロ

舗　考

　用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。
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別記4

運　　輸　　大　　臣

殿

申請者の氏名又は名称

住　所

放射性物質輸送容器及びその

使絹方法に関する承認申講書

　　　文書番号

年　　月　　巳

　危険物船舶運送及び貯蔵規貝悌91条の9の2第1項の規定により、下記のとおり申

序します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1，輸送容器の型式

2．輸送容器の製造番号又はその他の当該輸送容器と他の輸送容器を区別するための番

　号等

3・輸送容器の設計及び製作方法に関する説明

4．輸送容器の使用方法に関する説明

5．輸送容器の検査予定及び検査方法に関する説明

6．その他特記事項

備　考

　（1）　1輸送容器の検査予定及び検査方法に関する説明」は、原則として、親規に製

　　作する場合は、輸送容器の製作時検査に関する説明を記載すること。

　（2）放射性輸送物設計態認書の写しを添付する場合は、記3、記4については省略

　　することができる。

　（3）用紙の大きさは、原則として段本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

放
射
性
輸
送
物
の
安
全
及
び
運
送
の
安
全
の
確
認
等
（
海
上
技
術
安
全
局
長
通
達
）

o



溺記5

放
射
性
輸
送
物
の
安
全
及
び
運
送
の
安
全
の
確
認
等
（
海
上
技
術
安
全
局
長
通
達
）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
　　　　　　　　　放身手性物質輪送容器承認票　（　言己載例　）

　　　　　　　　　R・gi・t「aもionL・b・’・fP・・k・・i・g　　　　i

輸送容器の所有者　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　PNT薫、

Owner　of　Packag玉ng

輸送容器の型式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　TN－3B／3

Type　of　Packaging

輸送容器及びその使用方法に関する承認番号　　　　　　　　　　　　　　MS100

Ser三a妻　Nu瑚ber　of　Packaging

放射性輸送物の設計承認番号　　　　　　　　　」／1000／B（M）F（Rev．0）（購S）

Compeむenも　Authoriもy　Identlfication

Mark　of　もhe　Design　of　Package

承認を受けた日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○年○○月○○田
Date・f　Approval
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　海気第○○号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Nα．○○／MI

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Oむh．○○．　1900

承認を与えた者　　　　　　　　 運輸大臣
Approved　by　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Minister　of璽’rallsporし

＜一10em以上　　　　　　　　一一一一一
　備　考

　　（1）　目立ちやすい箇所に容易に消えない方法で表示されていること。

　　②　輸送容器承認票は、本邦内においてのみ運送されるものにあっては英語の部分

　　　を、本邦外において運送されるものにあっては日本語の部分を削ることができるQ

コ
§
O
例

↓



別記6

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文書番号

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　臼

　　運　　輸　　大　　臣

　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　申請者の氏名又は名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

　　　　　　　　　放射性物質輸送容器の回目廃止届

　昭和62年8月28臼付け海査第375号に基づき、下記のとおり輸送容器の使用を廃止

することにつき届出ます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．輸送容器の型式

2．輸送容器及びその使用方法に関する承認番号

3．麗比に伴う措置

4，その他特記事項

備　考

　用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列4番とし、横書きとすることQ
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男4言己7（夢ド承言忍容暑琴使用時）

運　　輸　　大　　臣

殿

申請者の氏名又は名称

住　所

放射性輸送物安全確認申請書

号
日

番書
文
月年

　下記の放射性輸送物（以下「輸送物」という。）が危険物船舶運送及び貯蔵規則に規

定する○型輸送物（第○種核分裂性輸送物）の基準に適合することについて同規則第

91条の9第1項の確認を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．運送の目的

2．輸送容器の型式等

3．輸送物の個数

4．輸送物の種類

5．　輸送容器の概要

6．輸送物の基準適合性に関する説明

7。収納する放射性物質等の仕様

　（1）名　称

　（2）質　量

　（3）物理的、化学的性質

　（4）放射能強度、濃縮度、冷却博労、発熱量等に関する資料

　（5＞容器への収納方法

8．輸送制限個数及び配列方法

g．　輸送物の線量当量率

10．輸送物の輸送振数

11．　運送時における取扱上の注意事項

12．荷送人の住所及び氏名又は名称

13．運送予定時期

14．輸送容器の健全性に関する説明

15．輸送物の発送前の検査に関する説明

16．その他特記事項



備　考

　（1）記載事項については、該当するものについて記載することとし、順不同として

　　も差し支えない。

　（2）同型式の輸送容器を使用した放射性輸送物（以下r目送物」という。）を、複

　　数個一括して串請する場合は、該当各記欄に、輪送物ごとのデータを記載するこ

　　と。

　（3）記1の「運送の熱的」は、運送する放射性物質等の用途、発着地等を簡略に記

　　載すること。

　　　　例1．　100発電所の使用済核燃料を○○工場において再処理するため○○

　　　　　　　港から○○港まで運送することを裂的とする。」

　　　　例2．　100事業所において収納される○○病院向け医療罵大量線源60Co

　　　　　　　を○○港から○○港まで運送することを園的とする。」

　（4）記2の「輸送容器の型式等」は、輸送容器の型式及び製造番号を記載するとと

　　もに、科学技術庁の輸送容器に関する承認番号を有する場合は、その番号を記載

　　すること。

　（5＞記4の「輸送物の種類」は、BM型輸送物、　BU型輪送物の区分のほか、核分

　　裂性輸送物にあっては、第1種核分裂性輪送物、第2種核分裂性輸送物、第3種

　　核分裂性輸送物の区別を記載すること。

　（6＞記5の「輸送容器の概要」は、①材料及び構造②構造物の主要諸元③研有者

　　名を記載し、荷姿を示す説明園を添付すること。

　　　放射性同位元素輸送物であって遮蔽容器として独立した内装容器を使罵する場

　　合は、内装容器の製造者、製造年月日、型式、番号、保管状況、便用履歴、現状

　　外観等のデータも記載すること。

　（7）記6の「収納する放射性物質等の仕様」は、実際に運送しようとする放射四物

　　質等のデータを記載すること。なお、燃焼度、放射能の量、発熱量等計算により

　　算出したデータについてはその計算方法を、また、実測によるデータについては

　　その測定方法を記載すること。

　　　冷却碍数については、原子炉を惇止した日から起算して発送前検査予定日まで

　　の日数とする。ただし、これよりも少ない日数を記載している場合は、この限り

　　ではない。

　　　容器への収納方法については、必要に応じ、当該放射性物質がどのような配列

　　で輸送容器に収納されているかを示す図面等を添付すること。

　（8）記9の「輸送物の線量当景率」は、輸送物の表面及び表面から1メートル離れ

　　た位置における数値を記入すること。
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　　第（6順の内装容器を設ける場合は、輸送する放射性同位元素等の収納時め

　内装容器の表面及び表面から1メートル離れた位置における最大線量当量率の実

　測値又は内装容器の表面における最大線量当量率の実灘値からの解析推定値に代

　えることができる。

（9）記15の「輸送物の発送前の検査に関する説明」は、放躬性輸送物作成者が作

　成した輸送物の自主検査計画書及び船舶検査嘗の立会検査計画書を別紙として添

　付すること。

⑩　絹紙の大きさは、原剛として日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

五



別記7の2　　（承甥容器使用時）

運　　覇　　大　　臣

　又　　は

×　x地方運輪局長

殿

放射性輪回物安全確紐申請書

文否番暑

年　月　日

申請者の氏名又は名称

　　住　　　　　所

　下記の放射性輪送物（以下「輪送物」という。）が危険物船舶運送及び貯蔵規則に規

定する○型韓送物（第○種核分裂性翰送物〉の基準に適合することについて同規則第91

条の9第1項の確認を受けたいので、関係書類を添えて申請します．

言己

1．運送の目的

2．輪送容暴の型式

3，放射性物質輸送容器及びその使用方法に関する承認　番号

4．輸送物の偲数

5じ軸送物の種類

6．収納する放射性物賀等の仕様

　ω　名　称

　②　質　童

　（3｝物理的、化学的性貿

　樹　放鮒能強度、濱縮度、冷却日数、発熱量等に関する資料

　（5｝　容細くの収納方法

7．翰送制限飼数及び配列方法

8、輸送物の線量当量率
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七

9．輸送物の輪送指数

10．運送時における取扱上の注目事項

11．荷送人の住所及び氏名又は名称

12．運送予定時潮

13．航送容器の健全性に関する説明

ユ4．輪土物の発送龍の検査に閲する説明

15．その出精記事項

囎　考

　（i｝　記載事項については、該当するものについて記載することとし、順不同としても

　　差し支えない．

　（2）同型式の輪送容器を使用した放射性輸送物（以下「輸送物」という．）を、榎数

　　藺一括して申講ずる場合は、該当各記欄に、轄曲物ごとのデータを記載すること．

　（3｝　記1の「運送の目的」は、運送する放射性物質等の用途、発着地等を簡略に記載

　　すること．

　　例．　「○○発電駈の使用済核燃料を○○エ場において再処理するため○○港から○

　　　　○港まで運送することを目的とする．」

　働　記5の「輪泣輪の種類」は、BM型輪送物、BU型鞘送物の区別のほか．核分裂

　　性輸送物にあっては、第1毬核分裂性輪解物、第2種核分裂性輸送物、第3種核分

　　裂性輸送物の区別を記載すること．

（5｝　記6の「収納する放射性物質等の仕様」は、実瞭に運送しようとする放射性物質

　等のデータを記載すること．なお、燃焼度、放射能の量、発熱量等計算により算出

　　したデータについてはその計算方法を、また、実測によるデータについてはその測

　定方法を紀載すること．

　　冷却日数については、原子炉を停止日した臼から起算して発送前検査予定Bまで

　の日数とする．ただし、これよりも少ない臼数を紀載している場合は、この限りで

　はない．

　　収納する放射性物質等の仕撒が容器及びその使用方法に麗する承隠証の紀載事項

　に合致していることを示す対照表を添付すること．

　　容器への収納方法については、必要に応じ、当該放射性物質がどのような配列で』

　輸送容器に収納されているかを示す図面等を添付すること．

（6｝記8の「輸送物の線黛当量率」は、輸送物の表面及び表面から1メートル離れた



　位置にお・ける数値を紀入すること。

σ）記13の「翰送容器の健全性に開する説明」は、輸送容暴及びその使馬方法に関する

　承認を取得した後行った定期自主検査結果紀録を添付すること．

（8》　紀Mの「輸送物の発送前の検査に関する説明」は、放躬性翰送物作成者が作成した

　翰送物の自主検査計画書及び船舶検査官の立会検査計画書を別紙として添付するこ

　と．

⑧　運輪大臣の交付する放射性物賀輸送容器及びその使用方法に関する承臆証の写し

　を添付すること．

GO｝用紙の大きさは、原則として1ヨ本工簾規格A列4番とし、繊書きとすること。
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別記8

運　　輸　　大　　臣

殿

船　　　名

船長の氏名

住所又は連絡先

　　　文書番号

年　　月　　日

九

　　　　　　　放射性輸送物運送計画書安全確認申講書

　別添放射性輸送物運送計霞書に記載する放射性輸送物の運送に関し、危険物船舶

運送及び貯蔵規則に規定する基準に適合することについて同規則第91条の1．5第

1項の確認を受けたいので、関係書類を添えて申請します。

（別添）

　　　　　　　　　　放射性輸送物運送計画書

1．運送の厨的

2、船名並びに船舶瞬有者及び運航者の氏名又は名称及び住所

3．船舶の概要（所要設備を含む。）

4．運送する放射性輸送物（以下「輸送物」という。）の概要

（1＞輸送容羅の型式等

（2）輸送物の種類

（3）輪送容器の主要諸元

（4）収納する放射性物質等の主な仕様

（5）輸送物の輸送制限鯉数及び配列方法

（6）輸送物の線量当量率

（7）輪送物の輸送指数

（8）船内の居住場所その他人が通常使用する場所における最大線量当量率

（9）輸送物作成者の氏名又は名称及び住所

⑩　荷送人の氏名又は名称及び住所

㈲　荷受人の氏名又は名称及び住所

5．　コンテナの概要

（1）コンテナの型式又は名称

（2＞　コンテナの主要諸元

放
射
姓
輸
送
物
の
安
全
及
び
運
送
の
安
全
の
確
認
等
（
海
上
技
術
安
全
局
長
通
曲
蓬
）



ー

ー

i

　（3）コンテナに収納する輸送物の輪送容器の型式叉は名称、本数及びコンテナへ

　　　の紋納方法

　（4）　コンテナの線量当量率及び輸送指数

　（5）　コンテナの僧帽

　⑥　コンテナに収納する者の氏名又は名称及び住所

6．積載方法等

　（1）積載方法

　（2＞各船験等ごとの輸送物の種類及び数量

　（3）各周胎等の輪送指数

7．固縛方法

8．荷役方法

9，運送予定時期

10．運送区間

11．運送中の保安対策

12、その他特記事項

備　考

　（1）記載事項については、該当するものについて記載することとし、順不同とし

　　ても差し支えない。

　（2）記1の「運送の目的」は、運送する放射性物質等の用途、発着地等を簡略に

　　記載すること。

　　例1．　「○○発電所の使用済核燃料を○○工場において再処理するため○○港

　　　　から○○港まで運送することを目的とする。」

　　例2．　「○○事業所において収納される○○病院向け医療用大量線源60Co

　　　　を○○港から○○港まで運送することを目的とする。」

　（3）記3の「船舶の概要（所要設備を含むQ）」は、船種、船舶番号、総トン数、

　　船籍港、船舶の用途、航行区域及び主要寸法を記載し、所要設備については、

　　当該輸送物の運送のため特に必要な設備として施設されたものを記載すること。

　（4）記ξの「運送する放射性輸送物の概要」は、輸送物ごとに記載すること。

　（5）記4（1）の「輸送容器の型式等」は、輸送容器の型式及び製造番号を記載する

　　ほか、運輸省又は科学技術庁の輸送容器に関する承認番号を有する場合は、

　　その番号を記載すること。

　（6）記4（6）の「輪商物の線量当量率」については輸送物の表面及び表面から1メ

　　ートル離れた位鎧1における数値を記入すること。ただし、放射性同位元素輪送　量

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○
　　物であって内装容器を設ける場合は、輸送する放射性詞壇元素等の収納時の内

　　装容器の表面及び表面から1メートル離れた位概における最大線量当量率の実

　　灘値又は内装容器の表面における最大線量当量率の実灘値からの解析推定値に
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　代えることができる。

⑦　記5の「コンテナの概要」は、輸送物を収納するコンテナごとに記載するこ

　と。

（8）記6（1）に関し、積載場所を明示した積付図を添付すること。また、他の危険

　物（当該輸送物以外の放射性物質等を含む。）との混載を行う場合にあっては、

　十分な隔離が行われていることの説明を付すこと。

⑨　記7の「固縛方法」は、固縛装置の強度計算謁を添付すること。ただし、事

　前に、一括して鶴縛装置の強度計算書を提出している場合は、これを省略する

　ことができるQ

⑯　記8の「荷役方法」は、荷役蒋における作業要領、安全対策、使用する機器

　又は用具の種類等について記載することG

⑪　記11の「運送中の保安対策」は、専門家の同行の有無、運送中の注意事項、

　事故時の措麗・連絡方法、被ばく管理方法その他の保安対策を記載すること。

㈱　当該輸送物につき、基準に適合する旨の確認書等を受有する場合は、その写

　し（現に、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32

　年法律第166号）第59条の2第2項の規定による内閣総理大臣の確認、放

　射性隅位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第王67

　号）第18条の2第2項の規定による科学技術庁長官の確認又は航空法施行規則

　（昭和27年運輸省令第56号）第194条第2項第2号ハ、二若しくはへの

　規定による運輸大臣の確認を申請中の場合は、当該申請書の写し）を添付する

　こと。この場合、記4（1）～（7）の記載寧項のうち当該確認書等に記載されている

　ものについては、これを省略することができる。

⑱　用紙の大きさは、原則として日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。



殿

　　　海査第506与琴’

唇召和63年11　月　19日

運輸省海上技術安全局長

危険物船舶運送及び貯蔵規則に基づく核物質防護上

の措置について

　標記について、危険物船舶運送及び貯蔵規則（以下「規員山という。）並びに船舶に

よる放射性物質等の運送基準の細髭等を定める告示（以下「告示」という。）の一部改

正に伴い、規則及び告示のうち、核物質防護に関する主な条項の解釈及び取扱い並びに

規則第91条の9及び規劉第91条の15に規定する確認の申請についての実施細目について、

下記のとおり定め、昭和63年11月26日から適薦することとしたので通知します。

　なお、本通達は、　r危険物船繍運送及び貯蔵規鍵に基づく放射性輸送物の安全の確認、

放射性物質輸送容器及びその使用方法の承認並びに放射性輸送物の運送の安全確認につ

いて（昭和62年8月28日付け墓誌第375号）」と併せて適用されますので周知徹厳方お

願い致します。

記

1，規則及び告示中の主な条項の解釈及び取扱い

　1．告示別表第7麗係

　　告示で定める放射性物質等の質量及び吸収線燈率については、1回の航海におい

　て、1船舶当た9の核種及び濃縮度毎（Pu、高濃縮（2G％以上）U235、中濃縮

　　（王0％以上20％未満）U235、低濃縮（天然の濃縮度を超え10％未満）U235、　U

　　233、照射済燃料）の収納物の総量について評価したものとします。

　　従って、複数の荷送人が魏係する場合には、防護区分及びそれに係る防護措置並

　びに確認（規則第91条の9、規劉第91条の15関係）等について、関係者間の事前協

　議を十分行い、万全を期して下さい。

　2．規則的19条関係

　　規則第91条の8の2に規定する「施錠及び封印」は第2項に定める「容器及び包

　装」の規定にはあたりません。従って、この場合には、告示で定める外国規則によ

　ることはできず、規則第91条の8の2の規定によることになり、規則第91条の9に

　　よる確認が必要です。

　3，規貝1第91条の8の2関係

　　区分1については、必ず輸送容器に施錠及び封印その他の容易に開封されないた

　めの措置（施錠及び封印と岡等の措置）を講じ、規蹴第91条の9に基づく運輸大臣
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の確認を受けて下さいQ

　区分2については、必ず輸送容器に施錠及び封印その他の容易に朋瞬されないため

の措置（施錠及び封印と同等の措置）を講じて下さい。

　　荷送人は、船積み前に、積み荷及びその施錠等の点検を行って下さい。

4，規則第91条の10の2関係

　区分1及び薮分2については、必ずコンテナに施錠及び封印その他の容易に開封

　されないための措置（施錠及び封印と岡等の措置）を講じて下さい。

　荷送人は、船積み前に、積み荷及びその施錠等の点検を行って下さい。

5．規則第91条の13関係

　船長は、防護対象特定核燃料物質を運送する場合には、第1項第2号の規定に基

づき、放射性輸送物等が容易に移動することができないように措置して下さい。

6．規則第91条の14の2関係

　　計画書の様式については、別記2の例によるものとします。

　一の船堀において、複数の荷送人が関与する場合には、関係者が十分な時間的余

裕と十分な協議をもつて、計画書を原則として各荷送人毎に作成して下さい。

　なお、盗二等の防止を図るため、詳緬に係る情報は、慎重に取り扱って下さい。

7．規則第91条の14の3鯛係

U）　「見張人」とは、点検等の作業を行うために思意された見張人とし、当該作業

　　を行うために適切な人数を配鷹するものとします。当該者は、船内組織の者から

　選任することができます。

②　「放食性物質等の盗取等による災害の防止のために必要な措置」とは、該当す

　　る者が適当な時間間隔で実施する次に掲げる措置とします。

　　区分1，2について

　　①　運送責任者及び見張人が、船積み前に行う、妨害行為が着手されていないこ

　　　とを確認するための船舶の点検

　②　見張人が、他の霊送手段、他の積荷の積替え及び船内での通関蒔に行う、積

　　　荷の逮続的監視船は施錠等の点検

　　③　見張人が、運送中に行う、積荷又は施錠等の点検

　④　運送責任奢が、積卸し時及び船内での通関時に行う保管及び運送時に行う、

　　　関係者以外の者が立ち入らないような措置

　区分3について

　　①　運送責任者が、船積み前に行う、妨害行為が着手されていないことを確認す

　　　るための船舶の点検

｛3｝　「知識及び経験を有する者」とは、

　　①核物質についての基礎的な知識について、社内講習等を受けた者、又は、

　　②　防護対象特定核燃料物質に相当する運送を過去に行ったことがある者



　　であって、船内組織の者から選任することができます。

8，規則第9ユ条の14の4関係

（1）　「必要な連絡体制」は通常時の連絡体制及び緊急時の連絡体制とします。

　　　さらに、区分1，2の物質を運送する場合、通常時の連絡体制は、次の条件を

　　満たすものとして下さい。

　　①　陸上での連絡の要となる指定連絡所（本宿など）を定めること。

　　②　指定連絡所との連絡時間間隔、連絡位置を定めること。

　　③　運送中、運送責任者に②に従って指定連絡所へ連絡させること。

9．規則第129条及び規則第129条の2関係

　　規則第91条の10の2の措置とあわせて、輸送容器又はコンテナについて、容易に

　移動しないような措置（コンテナ等への収納、コンテナ内での固定、船内での輪編

　及び固縛等）を講じて、それぞれ該当する検査を受検して下さい。

0．輸送物の安全確認及び輸送方法の安全確認等

　1．規則第91条の9関係

　　　区分1に該当する場合には、運輸大臣の確認を受けて下さい（区分1の場合は、

　　BM型輸送物、　BU型輸送物、核分裂性型輸送物についての基準適合性についても、

　運輸大臣が確認します。）

　　　この場合には、放射性輸送物安全確認申請書の「その他特記事項」に別記1の事

　項を記載することとします。

　2　規則第91条の15関係

　　　B臨画輸送物、3U型輸送物、第3種核分裂性輸送物、区分1の防護対象特定核

　燃料物質のいずれかに係る輸送物の場合には、運輸大臣の確認を受けて下さい（例

　　えば、区分2である使用済燃料が、B三型輸送物となった場合には、確認の頬象と

　なります。一方、区分2である新燃料が、A型輸送物となった場合には、確認の対

　象となりません。）。

　　　この場合には、放射性輸送物運送計画書安全確認申請書の「その他特記事項」に

　　別記2記1から記7までの事項を記載して下さい。ただし、荷送人より提出された

　規則第91条の14の2の計画書を放射性輸送物運送計画書に添付させてこれに代える

　　ことができます。この場合には、放射性輸送物運送計画書の「その他特記事項」に

　　その旨明記して下さい。
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1．輸送物の運送の概要

2。放射性物質等の概要

（1｝核種及び濃縮度等

（2）質墨

（3｝吸収線量率

3．輸送物への施錠及び封印その他の容易に開封されないための措遣

備考

1．記1の「輸送物の運送の概要」は、今回の運送において、輸送物が区分1の防護対

　象特定核燃料物質に係る放樹性輸送物となった、背景を明記すること。

　　例．「今回の運送において、濃縮度20傷以上の高濃縮ウラン235の総量が○○㎏（内、

　　　自社分○○㎏）となり、当該輸送物が、区分1の防護対象特定核燃料物質に係る放

　　　射性輪送物に該当するものである。」

　　また、該当する輸送物が特定できるようにわかりやすく記載すること。

2．記2について、1回の航海において、1船舶当たりの核種及び濃縮度毎（（1）Pu、

　｛2｝高濃縮（2G％以上）U235、13｝中濃縮（10％以上20％未満）U235、14）低濃縮（天然

　の濃縮度を超え10％未満）U235、（5）U233、（6＞照射済燃料）の収納物の分類毎に分

　けて評価し記載すること。

3．記3について、輸送物の施錠及び封印に係る措置を記載すること。また、施錠及び

　封印に代わる容易に開封されないための措置を講じる場合は、その措置の内容につい

　て説明を加えること。

（別記2）　核物質防護措置に関する計画書様式例

五

船舶所有者　あて

船長

文書番号

　年月矯

荷送人　（代理人）

氏名又は名称及び住所

核物質防護措置に関する計画書

　危険物船舶運送及び貯蔵規則第91条の14の2の規定に基づき、下記のとおり計

画書を作成しましたので、提出します。



1
2
3
」
4
【
0
6
7

放躬性物質等に関すること

運送方式に蘭すること

運送経路に関すること

運送関係者の氏名等

運送中の防護措置に関すること

己雪ロ

厳密な受渡し地点及びその予定蒔刻

運送中の連絡通報に関すること

備考

1．記1について、船融による放躬性物質等の運送基準の細昌等を定める告示別表第7

　のいずれに該当するかを記載すること。なお、問　の形態の物質が、当該船舶に同時

　に積載される場合は、その量もあわせて記載すること。

2．記2について、①船舶の名称、国籍及び船舶番号、②積載方法（放射性輸送物又は

　コンテナについて、施錠及び封印等の措置並びに容易に移動しないような措置）を記

　載すること。

3．記3について、①運送時間、経由地、積替回数及び積替時間が最小となるよう、②

　自然災害等による突発的な事態が生じる可能性が少ない地区を通過するよう、及び③

　定期的に反復継続する輸送をできるだけ避けるよう配慮した運送経路を記載すること。

4．記4について、荷送人、荷受人、船舶所有者及び船長の民名又は名称及び住所を記

　載すること。

5，記5について、

　①　規則第91条の14の3に基づく運送責任者の氏名並びに知識及び経験に関すること

　　について記載すること。また、見張人の氏名（及び船員が兼任する場合は、その

　　職名）を記載すること。

　②　規則第91条の14の3に基づく必要な措置の実施計癒について記載すること。

6，記6について、主として、船積み、積替え及び陸揚げの港名及び年月日時を記載す

　ること。

7．記7について、規則第9玉条の14の4に基づく通常時及び緊急時の連絡体制を記載す

　ること。
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七

○放射性物質等運送届の提出等について（海上保安庁）

　放射性物質等の海上輸送に際しては、危険物船舶運送及び欝蔵規則第91条の21に

基づき、諸手続き等に関し円滑なる事務処理等が図られているところであるが、今

般、「核物質の防護に関する条約」への加入に梓い、同規則の一部が改正され、別

添通達（保警指第137号、昭和63年11月25日一部改正）により運送届関係の事務処

理要領が通達されているので、下詑事項とあわせて、了知願いたい。

　なお、昭和64年1月1日以降、管区海上保安本部における放射性物質等運送届の

提出先は、警備救難部警備課（第十一管区海上保安本部にあっては警備諜〉に変更

されている。

1、運送届の作成・提出について

　運送届の現出を要することとなる放射性物質等を運送することとなる者は、できる

　だけ前広に運送計函を運送届の提出を行うこととなる管区海上保安本部に対して説明

　を行い、当該本部等と密接な連絡を保ちつつ通達の内容に添って運送届の作成を行う

　よう心掛けられたい。また、運送届の提出については提出の際に受理の可否等の意思

表示が行われるのでやむを得ない場合を除いて運送に関して貴任のある者が持参する

　ように留意されたい。

　　次に、運送届の届出者は運送に従事する船船の船長であるが、船長が航海中で不在

等により届出者となり得ない場合には運送届を提出することとなる管区海上保安本部

　に相談しその指導を受けていただきたい。

　　なお、管区海上保安本部における担当課は別紙玉のとおりである。

2．本部長の指示等について

　　運送届を提出すると、本部長から運送中に運送届の記載事項に一定の変更が生じた

場合等には本部長等に対して連絡を行うよう指示がなされる。

　　この連絡を行う場合にはできる限り別紙2の要領によって行うよう心掛けられたい0

3．その他

　　放射性物質等の運送に関係する巻は、前述したところを参考にし、本制度の趣旨を

十分に理解されて運送届に記載した保安対策等を厳格に励行して、事故なく運送を実

　施されたいo



別紙　1

管区海上保安本部における担当課一覧

L2．1現在

管区海上保安本部

担当課
担 当 課 電　話　番 号

第一管区海上保安本部
警
救

備
難

諜
課 0134－32－6161 （代）

第二 〃 〃 022－363－0111 （代）

第三 〃

警　　∠一 鱗 轄 045－211－0771 （代）

第四 〃 〃 052－661－1611 （代）

第五 〃 〃 078－391－6551 （代）

第六 〃 〃 082－25i－5111 （代）

第七 〃 〃 093－321－2931 （代）

第八 〃
警 鍾 課

課 0773L76－410G （代）

第九 〃 〃 025－244－4151 （代）

第十 〃 〃 0992－23－2291 （代）

第十一 〃
警　　が 鱗 課

課 0988－66－0083 （代）
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別紙　2

　　　　　　　　　運送船舶の行う連絡要領

第1通報要領

　（1）通報の冒頭に「ウソソウヘソコウ」を冠し、以下次の事項を番号を冠して順次通

　　報ずる0

　　1．運送届を提出した管区海上保安本部の長の名称

　　　　　（例　ダイサソカソクカイジヨウホアンホソブチヨウ）

　（2）

　　ソソウへγコウ」及び運送届を提出した管区海上保安本部の長の名称は「UNSOHEN

　　KO」及び「DA　I　O　K：ANKUKAUYO｝10ANHONBUCHO」と通報する。

　　　この場合において、○の部分は管区海上保安本部の番号を記入する。

第2通報手段

　　船舶の無線設備によってもよく、船舶電話、電報等の公衆通信手段によってもよいQ

　　なお、通儒手段により、上記第1の通報要領によりがたい場合には、管区海上保安

　本部において指導する要領で行う○

2．船舶の名称

3．変更蓼項等が生じた場合の位澱及び日時

4．変更事項等の内容その他必要嘉項

　　（通報例）

　　　運送届を第三管区海上保安本部長に提出して、日本丸により横浜港が寄航

　　港となる運送を朋始したところ、その途中において北緯○○度△△分、東経

　　○○度△△分○○時△△分（日本時）にさしかかった際、寄航港が東京港に

　　変更になった場合次のように通報するG

　　　　　　ウソソウヘソコウ

　　　1．　ダイサンカンクカイジヨウホアンホンブチヨウ

　　　2．　ニホンマル

　　　3．　ホクイ○○ドムムフン、　トウケイ○○ドムムプン、○○ジ心ムフン（ニ

　　　　ホンジ）

　　　4．キコウコウヨコハマガトウキヨウニヘソコウ

　日本語又は英語を使用して通報することを原則とし、英語の場合にあっては、「ウ



　　　放射性物質等運送届の提出等について

保警指第137号（53．12．26抜すい（改正63．11．25））

1．運送煽の提出について

（1）運送届の提出は、船舶による物質等の運送が本邦の港を船積地若しくは荷卸地と

　　し、又は経由地として行われる場合に必要となる。（末尾添付の運送形態別適用状況

　　表参照）

　　　ただし、港則法（昭和23年、法律第174号）第23条第4項の規定により許可を受

　　けた場合はこれを要しない。

②　運送届の届出春は、物質等を運送する船舶の船長であるが、船長が本邦以外の地

　　にある場合等やむを得ないと認められる場合には、運送届の提出時に当該船長の委

　　任状を添付させる等により届出者が船長の真正の代理人であることを確認すること。

（3）運送届の提出先は、発航港を管轄する本部長であるが、発航港が本邦以外の地で

　　ある場合には、本邦における最初の寄航港を管轄する本部長となる。

　　㈱　1．発航港とは、物質等が最初に船積みされる港をいい、数港において物質

　　　　　　等が纈次船積みされる場合には、最初の船積港が発航港となり他の港は寄

　　　　　　航港となる。

　　　　　2．寄航港とは、発航港から到着港に至る間において入港する港をいい、当

　　　　　　離叛における物質等の荷役の有無を問わない。ただし、本邦における最初

　　　　　　の寄航港とは、本邦において最初に入港する到達港又は寄航港をいう0

　　　　　3，到達率とは、船積みされた物質等が船舶から最後に荷卸しされる港をい

　　　　　　う。

（4＞運送届は、一の運送（発航港から到着港までの運送をいう。以下隅じ。）ごとに2

　通提出させるものとするQ

（5）運送届は、物質等の運送に係る発航港、寄航港及び到達港のいずれもが一の管区

　海上保安本部の管轄する区域にあり、各港に至る経路が他の管区海上保安本部の管

　轄区域に含まれない場合には運送鵬始の日の2週間前までにその他の場合にあって

　　は、4週間藤までに提出させることとなる。

　　　なお、運送開始の濁とは、発航港において物質等が最初に船概みされる臼をいうQ

⑥　運送届には、当該運送届に係る運送に関し、次の各号に掲げる露類の写しを添付さ

　　させるものとする。

　　　なお、やむを得ない理忠により添付できないときは後臼速やかに提出させるもの

　　とする。

　　イ　規則第91条の15
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　　　　運輸大臣：に提出した運送計画書、運輸大臣の確認を証する書類及び運輸大距の

　　　指示の内容を記載した書類

　　ロ　規則第91条の22

　　　　運輸大臣の承認を証する書類、当該承認に際し運輸大臣に提出した露類及び運

　　　輸大臣の指示の内容を記載した譲類

2，運送届の記載事項について

　　運送繍の記載は次によるものとする。

（1）船　種

　　　汽船、帆船の別を記載し、船舶の扇途を付記させる。

（2）放射性物質等の品名及び数量

　　イ　品名は、放射性物質等の名称（二酸化ウラン、六弗化ウラン、核燃料集合体、

　　　使駕済核燃料、医療用放射線源コバルト60等の名称）を記載する。

　　ロ　数量は、品名別の正味重量（kg）を記載する。

　　ハ　規則第91条の14の2の告示で定める放射性物質等（以下r防護対象特定核燃

　　　料物質」という。）を運送する場合には、イ及びロのほか、当該放射性物質等の種

　　　類（プルトニウム、ウラン235（高濃縮＝20％以上、中濃縮寓10％以上20％未満、

　　　低濃縮＝天然の濃縮度を超え10％未満）、ウラン233叉は使用済核燃料の別）、

　　　種類ごとの数量及び別表（略）に掲げる核物質防護の区分のうちいずれに該当するか

　　　を、運送する当該放射性物質等の総量について評価し、記載すること。

　（3｝放躬性輪送物の種類及び数量

　　イ　種類は、規則第88条の放射性輸送物の種類又は規則第91条の22第1項若しく

　　　は第2項の規定により運脚大臣の承認を受けて運送される放射性輪送物等の別を

　　　記載する○

　　　　なお、核分裂性輸送物にあっては、第1種、第2種、第3種の別を併記させる

　　　こと。

　　獄　数量は、種類別の理数を記載する。

　　　　　囲　なお、（2）及び（3＞の記載に当たっては、船積地及び荷卸地ごとに、船積み

　　　　　　するものの晶名及び数猛並びに荷卸しするものの品名及び数量を1個の放

　　　　　　射性輸送物を単位として記載するとともに当該地を出港する際の現在量を

　　　　　　上記と同様の方法で記載する。

　　　　　　（例）　横浜港

　　　　　　　船積み：二歳化ウランOkg

　　　　　　　　　　　A型輸送物（第二種核分裂性輸送物）　1個

　　　　　　　荷卸し：六弗化ウランORg

　　　　　　　　　　　A型崩煎物（第二種核分裂性輸送物）　1個



　　　　　　出港時の現在量：二酸化ウランORg

　　　　　　　　　　　　　　A型輸送物（第二種核分裂性輸送物）

　　　　　　　　　　　　　　六事化ウランOkg

　　　　　　　　　　　　　　A型輪止物（第二種核分裂性輪送物）

　　　　　　　　　　　　　｛；；聯懲：1鶏：擬｝

　　　　　　　　　　　　　　医療用放射線源コバルト600kg

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BM型輸送物

（4）放射性物質等の積載場所

　　船積地ごとに規則に定める積載方法、物質等の積載場所（例

　稜付けに際し講じた措置等（例

　で固定した。」）を記載する。

⑤　その他の積載貨物の品名及び数量

1個

1個

区分2

　　　　　　　　　　　　　　「第一船倉」）及び

ヂ放射性輸送物の移動を防止するため容器をボルト

　　規則第2条第1号の危険物が積合せ貨物となる場合には規則別表による品名及び

　その重最（㎏）を記載し、その他の場合には、概括的に商品、原料等総重最約○○ト

　ンと記載する。

（6）発航港、船積予定日隣及び発航予定日時

　　発航港については、当該港が本邦にある場合には都道府県名、本邦以外にある場

　合には階名をもあわせて詑嚇する○

　　船積予定四時については、物質等の船積みを最初に開始する日時について年月日

　及び1時間を単位とする時刻で記載する。

　　発航予定日時については、発航港を出港する日時を前記と同様の方法で記載する。

（7）到達港、入港予定日時及び陸揚予定臼時

　　到達港については、当該港が本邦にある場合には都道府県名、本邦以外にある場

　合には国名をもあわせて記載する。

　　入港予定日時及び陸揚予定日時については、劉達港に入港する予定臼時及び物質

　等の荷卸しを全て終了する予定鶏蒋を上記2⑥と同様の方法で記載する○

（8）寄航港、入出港予定日時及び荷役予定日時

　　寄航港については、当該港が本邦にある場合には都道府県名、本邦以外にある場

　合には臨名をもあわせて記載する。

　　入出港予定屡隣については、寄航港に入港する予定月時及び同港を出港する予定

　日時を上記2⑥と同様の方法で記載する。

　　荷役予定日時は、物質等の船積みを最初に開始する予定臼時叉は船舶からの物質

　等の荷卸しを最初に開始する予定日時を上記2⑥と同様の方法で記載する。

⑨　主な通過地点及び通過予定臼田
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　イ　主な通過地点については、次により記載する。

　　をf）防護対象特定核燃料物質以外の物質等を運送する場合

　　　①　運送が本邦各港間で行われる場合には、主要変針点、海上交通安全法（昭

　　　　和47年法律第115号）第2条第1項に規定する航路に入出航する場研等（以

　　　　下「主要憂針点等」という。）を著明物標からの真方位及び距離（海羅）で記

　　　　遇する。

　　　②　運送が本邦以内の地から本邦以外の地へ向けて行われる場合には、船舶が

　　　　本邦の領海を最後に出る場所及び本邦内の発航田田は寄航港から当該場所に

　　　　至るまでの間の主要変針点等を上記2⑨イω①と問様の方法で記載する。

　　　③運送が本邦以外の地から本邦内の地へ向けて又は本邦内の地を経由して行

　　　　われる場合には、船舶が本邦の領海に最初に入る場所及び当該場所から本弗

　　　　における寄航港若しくは到達港に至るまでの間の主要変針山鴫又は寄航港か

　　　　ら本邦の領海を最後に出る場所に至るまでの間の主要変針点等及び本邦の領

　　　　海を最後に出る場所を上記2⑨イω①と同様の方法で記載する○

　　（ロ）防護対象特定核燃料物質を運送する場合

　　　①運送が本邦肌守間で行われる場合には、上記2（9）イω①1こ掲げる事項につ

　　　　いて、上記2（9）イω①と同様の方法で記載するQ

　　　②　運送が本邦内の地と本邦以外の地との間で行われる場合には、発航港から

　　　　寄航港及び到達港に至るまでの間の主要変針点等及び領海への最初又は最後

　　　　の入出域の場所を上記2（9）イ仔庭）と醐様の方法で記載する。

　　　　　なお、外魍伴船による運送の場合には、当該船舶の運送経路のうち我が国

　　　　周辺海域に係る部分以外の部分については記載を要しない。

　ロ　通過予定日時については、船舶が本邦の領海に最初に入る場所、本邦の領海を

　　最後に出る場所及び主要変針点等を通過する予定日時を年月日及び30分単位の時

　　刻で記載する。

αO　運送中の保安対策

　イ　運送責任者の氏名

　　　防護対象特定核燃料物質を運送する場合において、規則第91条の14の3第1項

　　の規定により配｛置される運送責任者の氏名を記載する。

　ロ　見張人の氏名

　　　規珊第91条の14の3第1項の規定により配置される見張人その他の核物質防護措置の

　　実施等のために乗船し、又は船内組織の者から選任された者の氏名を記載する。

　ハ　放射性物質等の盗取口による災害を防止するための措置

　　　防護対象特定核燃料物質を運送する場合において、当該物質に対する、規則第

　　91条の14の3第1項の規定により実施される措置を含む核物質防護措澱の実施



　　　計醐及び当該物質の盗下等が発生し、又は発生するおそれがある場合（以下「緊

　　　急時」という。）の措鐙に関する事項について記載する。

　　二　海上保安官署との連絡体制

　　　　運送中における海．ヒ保安官署及び海上交通センターとの連絡体制について記載

　　　する。

　　ホ　その他の運送巾の保安対策

　　　　次に掲げる事項その他の物質等の船舶運送に伴う災霧を防止して公共の安全を

　　　図るために必要な事項を記載するQ

　　　ω　航海速力等航海の安全を確保するために必要な措置に関すること。

　　　（P）物質等への関係者以外の者の接近を防まヒするための立野に関すること（核物

　　　　質防護措置に関する事項を除く。）o

　　　の　海難その他の異常事態が発生した場合の処羅に関すること（緊急時における

　　　　措置に関する事項を除く。）Q

3．　運送繍の受理等について

（1）運送届の受理

　　　運送届の受理は、必要な書類の添付、規則鎗91条の15父は第91条の22の規定

　　が適用される場合における運輸大臣の確認又は承認の有無（確認又は承認未済の場

　　合を除く。）及び記載事項の誤り等の有無を確認の上行うものとし、運送届1通に屑

　　出を受理した旨を記載して簾i出者に交縫するものとする0

4．本部長の行う指示について

α）運送煽を受理した本部長は、当該運送覇に係る船舶について、災害を防止して公

　共の安全を摩るため有効適切な措澱を講ずることができるよう常に次の掲示を行う

　　ものとする。

　　イ　全ての船舶に対して指示する事項

　　　船舶は、運送中において海難、物質等の盗取等その他の異常な事態が生じ又は

　　生ずるおそれのある場合（以下「海難等の事態が生じた場合」という。）には直ち

　　　に、当該船舶の名称、海難等の事態が生じた場合の紘置及びβ時、海難等の事態

　　の内容その他必要事項を最寄りの海上保安宮箸に連絡し、当該海上保安官署の長

　　　の指示に従うこと。

　　ロ　BM型輸送物、　BU型輸送物、第3種核分裂性輸送物叉は防護対象特定核燃料

　　物質（以下「特定輸送物等」という。）を輸送する船舶に対して指示する事項

　　　船舶は、運送中において上記4（Dイ以外の慕由により、運送属の記載事項のう

　　　ち本邦における到達港に関する事項、本邦における寄航港に関する事項、主な通

　　過地点に関する事項又は運送中の保安対策に関する事項に変更が生じ若しくは生

　　ずるおそれのある場合又は本部長が指示した壌項を遵守できず若しくは遵守でき
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5匠．

　　ないおそれのある場合（以下「変更事項等が生じた場合」という。）には、速やか

　　に当該船舶の名称、変更事項等が生じた場合の位毅及び沼時、変更事項等の内容

　　その他必要事項を運送届を提出した本部長に連絡し、当該本部長の播示に従うこ

　　　と○ただし、上記事項の変更が次に掲げる軽微なものにあってはこの配りでない。

　　セf）到達港に燃する事項については、入港予定臨時及び陸揚予定日時の1時間以

　　　内の変更

　　（P）寄航港に関する事項については、入航予定日時及び特定輸送物等の荷役予定

　　　神出の1時間以内の変更

　　の　主な通過地点に関する事項については本邦の領海に最初に入る場所に関する

　　　事項及び最後に出る場所に関する事項の変更並びにその他の通過地点に関する

　　　当該地点を中心とする半径10海里以内の位置の変更及び通過予定日時の里時間

　　　以内の変更。ただし、狭水道及び船舶のふくそうする海域（海上交通安全法に

　　　定める航路を含む。）における通過地点に関する変更は除く。

　ハ　特定輪四物等以外のものを運送する船舶に対して指示する事項

　　　船舶は、運送中において上記4（1）イ以外の事由により、運送癩の記載事項のう

　　ち本邦における挙挙港若しくは本邦における寄航港に変更が生じ又は本部長が指

　　示した事項を遵守できず若しくは遵守できないおそれのある場合（以下「変更事

　　項等が生じた場合」というQ）には、速やかに当該麟舶の名称、変更事項等が生じ

　　た場合の位置及び日時、変更事項等の内容その他必要事項を運送属を提出した本

　　部長に連絡し、当該本部長の指示に従うこと。

（2）運送届を受理した本部長は、当該運送届に記載されている運送日時、経路、運送

　中の保安対策等を十分検討し、関係本部長の意見を勘案のうえ、災霧を紡止して公

　共の安全を騒るため必要があると認めるときは、上記4（1＞による指示のほか、狭視

　界時又は荒天時の避泊対策、夜間出入港の制限、物質等に対する見張人の配置、核

　物質防護措概の実施等必要な単項について指示を行うことができる。

（3）指示は、別添様式の指示書を運送届の届出春に交付することにより行うものとす

　る。

　　なお、当該運送届に係る運送について、規則第91条の15又は第91条の22の規

　定が適用される場合には、当該運送届に係る捲示は当該規定に基づく運輸大臣の確

　認又は承認のあった後に行うものとする0

5．運送変更届について

　運送の開始前に運送届の記載事項に変更が生じた場合には、属出春から運送届を受

理した本部長に対し放射性物質等運送変更届（以下「変更日」という。）を速やかに提出

することとなっているのでこの場合においては、運送届の場合に準じて処理を行うこ

　ととするo



別添様式

放射性物質等運送指示書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　管区海上保安本部長　　　⑳

　危険物船舶運送及び貯蔵規則第91条の21第2項（同規翔第91条の21第4項に

おいて準用する場合を含む。）の規定により放射性物質等の運送について次のとおり

指示する。

運送予定賂間 年 月 日から 年 月 臼まで

船 名

船 舶 番 号

船 長 名

指 示 事 項
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七

参毫資料崖

危険物船舶運送及び貯蔵規則第91条の21により

運送届の鍵出を要する放射性輸送物

放射性輸送物
核 分　　　裂 性

非核分裂性
の 種　類 第　　1　　種 第　　2　　種 第　　3　　種

核分裂｛生輸送物 核分裂性輸送物 核分裂性輸送物

L 型輸送　物 ○ ○ ○

A型輸送　物 ○ ○ ○

Bi吸型輪送物 ○ ○ ○ ○
B

型

輸

送

物

BU型輸送物 ○ ○ ○ ○

○

規則第91条の22の 規則第91条

規定により運輸大 の3第3号 ○

臣が承認したもの に掲げる放

射性物質等

㈱　○印　届出が必要なもの

藩濃ご繋鑓1犠塞蛋難r物質等を運つ



参考資料2

　　　危険物船舶運送及び貯蔵規則第9！条の21の運送形態別の適用状況表

1．　運送が本邦各二四において行われる場合

　U＞運送が一の管区海1二保安本部の管轄する区域内において行われる場合
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海
上
保
安
庁
関
係
）

（2）運送が二以上の管区海上保安本部の管轄する区域内において行われる場合

管区海上保安本部の管轄する区域

A管区 B管区 C管区 D管俵 冠管匿

公
海

「一
S

一唯一P
　
　
【

経
路 一一一一ｨ

　　l
@　I一、1

@↓1

運
送
の
形
態

領
水

「一一 一一一一@　目
@↓f

i
l
↓発

航
三
等

発
航
港

O
寄
航
港

u
寄
航
港

到
達
港

運送旙の提出先
�@繊　期　限

　　○
^送徽台の日
ﾌ4週間前ま
ﾅ

運送属への記載 ○ ○ ○ ○ ○

運送に関係する
ﾇ　区　海　上
ﾛ　安　本　部

○ ○ ○ 0 0

八



運送が本邦から本邦外に向けて行われる場合2

本 邦 内

管区海上保安本部の管轄する区域 本 邦　　　外

A管区 B管区 C管区

公

経 ヂー一
S

『噌レ『「　1一一

@目
欄ウ「皿、　　聖｝謄階

@　目
一一戟[
@　1

海
【 1

↑
1

1↑ 1

運
送
の
形

路 領
水

1『皿一
ｪ

　　「

艾齬
j1

@目　多1

目
④
1
｛

11

ﾚ
目
目
i
l

ヨ
l
l
ヨ能

’u、

発 6 u u 6
航 発 寄 寄 審 鋼

港 航 航 航 航 達

等 港 港 港 港 港

○

運送届の提出先 運送開始の日

礎 出　期 限 の4週間醗ま

で

○ ○ ○ ○ ○

防護対象特定核燃料物質以外の物質 防護対象特定核燃料

等を運送する場合には、 主な通過地 物質以外の物質等を

運送届への記載
点に点する事項は発航港から④点ま

ﾅの闘を記載すればよい。

運送する場合には主

ﾈ経過地点に関する
事項は、 この間は記

載を要しない。

運送に関係する

管 区　海 上 ○ ○ ○

保 安　本 部

放
射
性
物
質
ハ
等
運
送
届
の
提
出
等
に
つ
い
て
（
海
上
保
安
庁
関
係
）

皿
薫
九



3．運送が本邦外から本邦に向けて行われる場合

（D　運送船舶が本邦外から直接到達港に入港する場合

本　　　邦　　　内

管区海上保安本部

ﾌ管轄する区域
本 邦　　　外

A　管　区

公

｝ 一一経 「←　一一 1 1 一一@1
海

1
↑ 1 ↑

運

送 領 』 1 ↓
【

1

の
形

路

水
ヒ
↓

lr一
y
［
【

u「　　　　　　i【　目　　　↑1

l
E
I

態

発 ○（ u u iO
航 到本けの 寄 寄 寄 発

港
等

躍回附お初港
航
港

航
港

航
港

航
港

＼

提

運送腿の提出先

@　出　期 限

　　　○

^送開始の日の4
T間離まで

○ 0 0 ○ ○

防護対象特定核燃料 防護対象特定核燃料物質以外の物質等

物質以外の物質等を を運送する場合には主な通過地点に関

運送届への記載 運送する場合には主 する事項は、この間は記載を要しない

な通過地点に関する

慕項は④点から隅達

港までの間を記載す

ればよい

運送に関係する

管 区　海 上 ○

保 安　本 部

放
射
性
物
質
等
運
送
届
の
提
出
等
に
つ
い
て
（
海
上
保
安
庁
関
孫
）

三
四
〇



②　運送船舶が本邦の寄航港に入港した後本邦の到達港に至る場合

放
射
性
物
質
等
運
送
届
の
提
嵐
等
に
つ
い
て
（
海
上
保
安
庁
関
係
）

本　　　邦　　　内

管区海上保安本部の管轄する区域 本　　　邦　　　外

A管区 B管区 C管区

公
海

r一一←
撃

扁「　　F一

ﾚ
目

←一@　「

@　i

経
路

運
送
の
形
態

領
水

「｝
ｫ

幽 口
日
目

「
i
l
↑発

航
平
等

6
至
馨
達
港

u
＿
寄
辮
航
に
最
航
港
お
初
港
　
　
　
）

u
寄
航
港

　　ゐ

苑p　　港

運送届の提出先

�@出　期　限

　　○

^送開始日の
S週間前まで

運送届への記載

　○　　　　○　　　　○
h護対象特定核燃料物質以外の物質

凾�^送する場合には主な通過地点

ﾉ関する事項は⑳点から到達港まで

ﾌ間を記載すればよい

　○　　　　　○

h護対象特定核燃料

ｨ質以外の物質等を

^送する場合には主
ﾈ通過地点に関する

枕?は、この間は記

ﾚを要しない

運送に関係する

ﾇ　区　海　上

ﾛ　安　本　部

○ ○ ○

三
四



（3）本邦内には到達港がなく寄航港のみの場合

本　　　邦　　　内

管匿海上保安本部の管轄する区域 本　　　邦　　　外

A　管　区 B　管　匿

経
路

公
海

一一｝一
p
↑

＿＿＿＿＿『一
@　　一一ぐ一一@　　【

■≒レー一一一

黶p｝@　÷

一｝一一@　　1
@　　1
@　　【

運
送
の
形
態

領
水

！
＼
．
i
↓ 　　　1

@　　1一　一　一

@　目

1
§
1
1

↓
…
5
1
1発

航
港
等

d
寄
航
港

u（寄本けの

q欝港お初港　　）

○
発
航
港

○
至
琴
達
港

運送届の提出先

�@出　期　限

　　○
^送開始の日の

S週間前まで

運送届への記載

　○　　　　　　○
h護対象特定核燃料物質以外

ﾌ物質等を運送する場合には

蛯ﾈ通過地点に関する事項は

C点から◎点までの問を記載

ｷればよい。

　　○　　　　　　○

O鱗丁丁灘
去蛯ﾈ通過地点に関する事項はこの闘は記載を要しない

運送に関係する

ﾇ　区　海　上

ﾛ　安　本　部

○ ○

放
射
性
物
質
等
運
送
届
の
提
出
等
に
つ
い
て
（
海
上
保
安
庁
関
係
）

三
四



○
港
　
則
　
法

（
抄
）

〔
紹
和
二
十
三
年
七
月
十
五
日
法
律
第
百
七
十
四
号
〕

肌
取
終
一
改
．
正
　
　
昭
和
充
八
年
鶯
8
月
】
エ
ハ
ロ
目
法
律
第
五
八
口
写

（
法
律
の
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
港
内
に
お
け
る
船
舶
交
通
の
安
全
及
び
港
内
の
整
と

　
ん
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
三
条

2
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
特
定
港
」
と
は
、
き
つ
水
の
深
い
船
舶
が
出
入
で

　
き
る
港
又
は
外
国
船
舶
が
常
時
出
入
す
る
港
で
あ
っ
て
、
思
い
令
で
定
め
る
も

　
の
を
い
う
。

　
　
　
第
四
章
　
危
険
物

第
二
十
「
条
　
爆
発
物
そ
の
他
の
危
険
物
（
当
該
船
舶
の
使
用
に
供
す
る
も
の

　
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
を
積
載
し
た
船
舶
は
、
特
定
港
に
入
港
し
よ
う
と

　
す
る
と
き
は
、
港
の
境
界
外
で
港
長
の
指
揮
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お

2
　
前
項
の
危
険
物
の
種
類
は
、
A
零
で
こ
れ
を
定
め
る
。

第
工
十
二
条
　
危
険
物
を
積
載
し
た
船
舶
は
、
特
定
港
に
お
い
て
は
、
び
よ
う

　
地
の
指
定
を
受
け
る
べ
き
場
合
を
除
い
て
、
港
長
の
指
定
し
た
場
所
で
な
け

　
れ
ば
停
泊
し
、
又
は
停
留
し
て
は
な
ら
な
い
。
但
し
、
港
長
が
爆
発
物
以

　
外
の
危
険
物
を
積
載
し
た
船
舶
に
つ
き
そ
の
惇
泊
の
期
間
並
び
に
危
険
物
の

　
種
類
、
数
蟄
及
び
保
管
方
法
に
鑑
み
差
支
が
な
い
と
認
め
て
許
可
し
た
と
き

　
　
　
港
則
法
（
抄
）

　
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
［
…
十
三
条
　
船
舶
は
、
特
定
港
に
お
い
て
危
険
物
の
積
込
、
積
替
又
は
荷
卸

　
を
す
る
に
は
、
長
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
港
長
は
、
蕊
項
に
規
定
す
る
作
業
が
特
定
港
内
に
お
い
て
さ
れ
る
こ
と
が

　
不
適
当
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
港
の
境
界
外
に
お
い
て
適
当
の
場
所
を

　
指
定
し
て
前
項
の
許
可
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
場
所
に
停
泊
し
、
又
は
停
留
す
る
船
舶

　
は
、
こ
れ
を
港
の
境
．
界
内
に
あ
る
船
舶
と
み
な
す
。

4
　
船
舶
は
、
特
定
港
内
又
は
特
定
港
の
境
界
付
近
に
お
い
て
危
険
物
を
運
搬

　
し
ょ
う
と
す
る
と
き
は
、
港
長
の
許
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
第
八
童
　
　
　
購

第
ミ
十
八
条
　
左
の
場
合
に
は
そ
の
行
為
を
し
た
者
は
、
こ
れ
を
六
箇
月
以
下

　
の
懲
役
又
は
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
一
　
第
二
十
二
条
、
第
二
十
三
条
第
～
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
一
二
十
七

　
　
条
の
二
第
二
項
（
第
三
十
七
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
場
合
を
含

　
　
む
。
）
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
第
二
十
一
条
第
～
項
の
規
定
に
違
反
し

　
　
た
と
き
。

第
四
十
二
条
　
第
四
条
、
第
六
条
、
第
八
条
第
二
項
、
第
二
十
一
条
又
は
第
三

　
十
五
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
を
し
た
者
は
、
こ
れ
を
「

　
万
円
以
下
の
罰
金
又
は
科
料
に
処
す
る
。

ω
　
港
則
法
施
行
令
第
二
条
（
別
表
第
二
）

㈹
　
港
則
法
施
行
規
則
第
十
二
条

茜
三



　
港
則
法
施
行
令
（
抄
）

○
港
則
法
施
行
令
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
醐
和
勉
蛙
遡
廷
舶
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
六
〇
年
七
月
九
日
政
令
第
二
二
〇
号

（
特
定
港
）

第
二
条
　
法
第
三
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
港
は
、
別
表
第
二
の
と
お
り
と

　
す
る
。

別
表
第
二
　
　
（
第
二
条
関
係
）

干 茨 福 山 秋 宮 岩 青 北
都

葉 城 島 形 田 城 手 森 海
道
府
県

県 県 県 県 県 県 県 県 道

木 鹿 小 酒 秋 塩 釜 青 留根
更 島 名 田 田 釜 石 森 萌室
津 浜 船 、 、　　　、

、 川 む 稚釧
千 つ 内路 特
葉 小

、

川 苫
原 小

、 牧

八
、 定

戸 室
薗

、

函
館 港

、

小
樽

、

茜
四

東
　
　
京
　
都
神
奈
用
　
県

京
浜

神
奈
川
　
県

横
須
賀

新
　
　
潟
　
　
県

直
江
津
、
新
潟
、
両
津

富
　
　
山
　
　
県

伏
木
富
山

石
　
廻
　
　
県

七
尾
、
金
沢

福
　
　
井
　
　
県

敦
賀
、
福
井

静
　
　
岡
　
　
県

田
子
の
浦
、
清
水

愛
　
知
　
県

衣
浦
、
名
古
屋

三
　
重
　
県

四
日
市

京
　
都
　
府

宮
津
、
舞
鶴

大
　
　
阪
　
　
府

阪
南
、
大
阪

兵
　
　
庫
　
　
県

尼
晦
、
西
宮
芦
屋
、
神
戸
、
東
播
磨
、
姫
路

和
歌
山
県

田
辺
、
和
歌
山
下
津

鳥
　
　
取
　
　
県
島
　
　
根
　
　
県

境

島
　
　
根
　
　
県

浜
田

閥
　
　
山
　
　
県

宇
野
、
水
島

広
　
　
島
　
　
県

福
山
、
尾
道
糸
崎
、
呉
、
広
島

山
　
　
口
　
　
県

岩
国
、
柳
井
、
徳
山
下
松
、
三
麗
尻
、
中
関
、
宇
部
、
萩

山
　
　
口
　
　
県
福
　
　
岡
　
　
県

関
門



沖 鹿 宮 大 熊 長 長佐 佐 福 高 愛 香 徳

「日

ノし

縄 崎 分 本 崎 崎賀 賀 岡 知 媛 川 島
島

県 県 県 県 県 県 県県 県 県 県 県 県 県

金 鹿 細 大 三 長 伊 唐 博 高 松 坂 小

武 児 島 分 角 崎 万 津 多 知 山 出 松

中 島
、

蟹
、 、 、

島

城
、

佐 三 今 高
、

喜 世 池 治 松

那 入 保
、

覇 、 、 新
名 厳 居
瀬 凍 深

三

島
川
之
江

港
則
法
施
行
令
（
抄
）

冨
西
五



　
港
則
法
施
行
令
（
抄
）

○
港
則
法
施
行
規
則

（
抄
）

轟
靭
粒
聾
請
軌
習

　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
六
｝
年
六
月
二
七
日
運
輸
省
令
第
二
五
号

（
危
険
物
の
種
類
）

第
十
こ
条
　
法
第
二
十
一
条
（
危
険
物
）
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
危
験
物
の
種

　
類
は
、
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三

　
十
号
）
第
二
条
〔
罵
語
〕
第
…
号
に
定
め
る
危
険
物
及
び
同
条
第
一
号
の
二

　
に
定
め
る
ば
ら
積
み
液
体
危
険
物
の
う
ち
、
こ
れ
ら
の
性
状
、
危
険
の
程
度

　
等
を
考
慮
し
て
翫
9
示
で
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
許
可
の
申
請
）

第
十
三
条
　
法
算
二
十
一
一
条
〔
危
険
物
〕
但
書
〔
爆
発
物
以
外
の
危
険
物
を
積

　
載
す
る
船
舶
の
停
泊
の
許
可
〕
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
詰
は
、
停
泊
の
磨

　
的
及
び
期
闘
、
停
泊
を
希
望
す
る
場
所
並
び
に
危
険
物
の
種
類
、
数
量
及
び

　
保
管
方
法
を
具
し
て
、
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
四
条
　
法
第
二
十
三
条
〔
危
険
物
〕
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請

　
は
、
作
業
の
種
類
、
期
間
及
び
場
所
並
び
に
危
険
物
の
種
類
及
び
数
量
を
具

　
し
て
こ
れ
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

2
　
法
第
二
十
一
二
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
申
請
は
、
運
搬
の
目
的
、

　
方
法
、
期
問
及
び
区
悶
並
び
に
危
険
物
の
種
類
及
び
数
量
を
具
し
て
、
こ
れ

　
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

茜
六

○
港
則
法
施
行
規
則
の
危
険
物
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
種
類
を
定
め
る
告
示
（
抄
）

轟
難
瓢
難
齪
骨
鮨
〕

最
終
改
正
　
昭
和
五
九
年
八
月
二
五
臼
運
輸
省
告
示
第
四
四
｝
二
号

　
港
則
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
一
二
年
運
輸
省
令
・
第
二
十
九
号
）
第
十
二
条
の

告
示
で
定
め
る
危
険
物
は
、
別
表
の
と
お
り
と
す
る
Q

　
別
表

　
こ
　
そ
の
他
の
危
険
物

　
　
　
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
劉
第
二
条
第
｝
号
に
定
め
る
危
険
物
の

　
　
う
ち
、
次
に
掲
げ
る
も
の

　
　
二
　
放
射
性
物
質
等

ω
　
港
則
法
施
行
規
刷
の
危
険
物
の
種
類
を
定
め
る
告
示



○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

　
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
陸
上
輸
送
の
場
合
に
岡
じ
Q

○
核
燃
料
物
質
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る

　
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

　
（
省
略
）
陸
上
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の

　
規
制
に
関
す
る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
立
入

　
検
査
を
す
る
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す

　
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

　
　
（
省
略
）
陸
上
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
療
子
力
炉
の
規
則
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

茜
七



図　核燃料物質等の航空輸送関係法令と体系

核燃料物質等の航空機輸送

航　　空　　法
（運輸省所管）

航空法施行規則
@（運輸省令）

放射性物質等
q空輸送告示

航空局通達

規　　制　　法
（科学技術庁所管）

（第64条）

危険措置規則

（運輸省令）

事業所外運搬
規則（総理府令）

（
C

航
空
輸
送
関
係
法
令
）

三
突



○
航
空
法
（
抄
）

晶
鯉
町
託
醜
裸
諮
〕

　
　
　
　
　
　
　
玉
取
終
改
正
　
　
昭
和
轟
四
十
⊥
置
ヰ
九
月
十
一
日
法
律
第
九
十
⊥
斎
万

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
国
際
民
問
中
綱
工
条
約
の
規
定
並
び
に
同
条
約
の
附
…
属

　
書
と
し
て
採
択
さ
れ
た
標
準
、
方
式
及
び
手
続
に
準
拠
し
て
、
航
空
機
の
航

　
行
の
安
全
及
び
航
空
機
の
航
行
に
起
因
す
る
障
害
の
防
比
を
図
る
た
め
の
方

　
法
を
定
め
、
並
び
に
航
空
機
を
運
航
し
て
営
む
事
業
の
秩
序
を
確
立
し
、
も

　
っ
て
航
空
の
．
発
達
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
爆
発
物
等
の
輸
送
禁
止
）

第
八
十
六
条
　
爆
発
性
又
は
易
燃
性
を
有
す
る
物
件
そ
の
他
人
に
危
害
を
与
え
、

　
又
は
他
の
物
件
を
損
傷
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
物
件
で
運
輸
省
叙
で
定
め
る
も

　
の
は
、
航
空
機
で
輸
送
し
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
何
人
も
、
前
項
の
物
件
を
航
空
機
内
に
持
ち
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。

　
　
ω
　
航
空
法
施
行
規
則
　
第
百
九
十
四
条

第
八
十
六
条
の
二
　
航
空
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
は
、
貨
物
若
し
く
は
手
荷

　
物
又
は
旅
客
の
携
行
品
そ
の
他
航
空
機
内
に
持
ち
込
ま
れ
若
し
く
は
持
ち
込

　
ま
れ
よ
う
と
し
て
い
る
物
件
に
つ
い
て
、
形
状
、
重
量
そ
の
他
の
事
憐
に
よ

　
り
前
条
第
一
項
の
物
件
で
あ
る
こ
と
を
疑
う
に
足
り
る
相
当
な
理
由
が
あ
る

　
場
合
は
、
当
該
物
件
の
輸
送
若
し
く
は
航
空
機
内
へ
の
持
ち
込
み
を
拒
絶
し
、

航
空
法
（
抄
）

　
託
送
人
若
し
く
は
所
持
人
に
対
し
当
該
物
件
の
取
卸
し
を
要
求
し
、
又
は
自

　
ら
当
該
物
件
を
取
り
卸
す
こ
と
が
で
き
る
。
但
し
、
自
ら
物
件
を
取
り
卸
す

　
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
当
該
物
件
の
託
送
人
又
は
所
持
人
が
そ
の
場
に
居
合

　
わ
せ
な
い
場
合
に
限
る
0

2
　
運
輸
大
臣
は
、
航
空
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め

　
る
と
き
は
、
航
空
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
に
対
し
、
前
項
の
規
定
に
よ
る

　
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
所
定
の
航
空
従
事
者
を
乗
り
組
ま
せ
な
い
等
の
罪
）

第
百
四
十
五
条
　
航
空
機
の
使
用
者
が
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、

　
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
十
三
　
第
八
十
六
条
〔
爆
発
物
等
の
輸
送
禁
止
〕
第
～
項
の
規
定
に
違
反
し

　
　
て
、
同
項
の
物
件
を
航
空
機
で
輸
送
し
た
と
き
。

（
技
能
証
明
書
を
携
帯
し
な
い
等
の
罪
）

三
酉
五
十
条
　
左
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
五
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

　
す
る
。

　
六
　
第
八
十
六
条
〔
爆
発
物
等
の
輸
送
禁
止
〕
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
て
、

　
　
航
空
機
内
に
同
条
第
　
項
の
物
件
を
持
ち
込
ん
だ
者

三
四
九



航
空
法
施
行
規
則
（
抄
）

○
航
空
法
施
行
規
則
へ
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
貯
溜
糾
野
臥
期
拝
嘉
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
平
成
元
年
二
月
二
十
七
日
運
輸
省
令
第
五
号

（
輸
送
禁
止
の
物
件
）

第
百
九
十
四
条
　
法
第
八
十
六
条
第
一
項
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
物
件
は
、
次

　
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
七
　
放
射
性
物
質
等
　
放
射
性
物
質
（
核
漂
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原

　
　
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
六
号
）
第

　
　
二
条
第
二
項
の
核
燃
料
物
質
、
放
射
性
転
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
　
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
貼
和
＝
㎜
画
工
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
二
条

　
　
第
二
項
の
放
射
性
同
位
元
素
及
び
薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四

　
　
十
近
号
）
第
二
条
第
｝
項
に
規
定
す
る
医
薬
品
又
は
岡
条
第
四
項
に
規
定

　
　
す
る
医
療
用
具
に
装
備
さ
れ
て
い
る
物
質
で
あ
っ
て
電
離
作
用
を
有
す
る

　
　
放
射
線
を
自
然
に
放
射
す
る
も
の
を
い
う
。
）
　
及
び
こ
れ
に
よ
っ
て
汚
染

　
　
さ
れ
た
物
件
で
あ
っ
て
、
放
射
能
濃
度
が
七
十
四
ベ
ク
レ
ル
毎
グ
ラ
ム
以

　
　
上
の
も
の

2
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
件
は
、
法
第
八
十

　
六
条
第
一
項
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
物
件
に
含
ま
れ
な
い
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
ω

　
二
　
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
次
に
掲
げ
る
と
こ
ろ
に
従
っ

　
　
て
輸
送
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蓋
O

　
　
　
②

イ
　
告
示
で
定
め
る
放
射
性
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、
次
の
ω
、
②
及
び
㈹

　
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
ω
、
②
若

　
し
く
は
個
に
掲
げ
る
種
類
の
放
射
性
輸
送
物
（
放
射
性
物
質
等
が
容
器

　
に
収
納
さ
れ
、
叉
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　
　
　
　
　
　
　
③

　
と
し
、
又
は
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け

　
て
次
の
ω
、
②
及
び
個
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送

　
物
と
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
ω
　
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
放
蟹
性
物
質
等
と
し
て
告
示
で
定
め
る

　
　
も
の
　
L
型
輸
送
物

　
　
　
　
①

　
②
　
告
淑
で
定
め
る
量
を
超
え
な
い
量
の
放
射
能
を
有
す
る
放
躬
性
物

　
　
質
等
（
ω
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
　
A
型
輸
送
物

　
衙
　
②
の
臨
口
示
で
定
め
る
量
を
超
え
る
最
の
放
射
能
を
有
す
る
放
射
性

　
　
物
質
等
（
G
け
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
　
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
U

　
　
型
餓
送
物

　
　
　
お

ロ
　
告
示
で
定
め
る
放
射
性
輸
送
物
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
そ
の
他
の

基
準
に
従
う
こ
と
Q

ハ
　
イ
偶
に
掲
げ
る
B
M
型
急
送
三
又
は
B
U
型
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、

　
ロ
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
輸
送
物
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

　
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
積
載
前
に
、
衝
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
運
輸
大
臣
の
確
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
本
邦
外
か
ら
本

邦
内
へ
又
は
本
邦
外
の
間
を
輸
送
さ
れ
る
B
U
型
輸
送
物
で
あ
っ
て
告

承
で
定
め
る
も
の
の
う
ち
、
告
示
で
定
め
る
外
国
の
法
↑
令
に
よ
る
確
認

を
受
け
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。



　
　
二
　
臨
界
防
止
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
な
放
出
性
物
質
等
と
し
て
省

　
　
　
働

　
　
　
示
で
定
め
る
も
の
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　
　
　
物
（
以
下
「
核
分
裂
性
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
告
別
で

　
　
　
定
め
る
輸
送
鰯
限
傾
数
（
一
箇
所
に
集
積
す
る
核
分
裂
性
輸
送
物
の
個

　
　
　
数
の
限
度
と
し
て
定
め
ら
れ
る
数
を
い
う
。
）
及
び
配
列
方
法
に
応
じ

　
　
　
　
ゆ

　
　
　
告
瀦
で
定
め
ら
れ
た
核
分
裂
性
蘭
送
物
の
種
類
の
い
ず
れ
に
該
下
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

　
　
　
か
に
つ
い
て
、
積
載
前
に
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
運
輸
大
臣

　
　
　
の
確
認
を
受
け
て
い
る
こ
と
。

　
　
ホ
　
B
厘
型
輸
送
物
置
し
く
は
B
U
型
輸
送
物
又
は
核
分
裂
性
輸
送
物
に

　
　
　
あ
っ
て
は
、
ロ
の
告
示
で
定
め
る
基
準
（
放
射
性
輸
送
物
に
関
す
る
技

　
　
　
術
上
の
基
準
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ

　
　
　
い
て
、
告
一
砺
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
運
輸
大
臣
の
確
認
を
受
け
て
い

　
　
　
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
跨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

　
　
へ
　
防
護
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
な
放
射
性
物
質
等
と
し
て
告
示
で

　
　
　
定
め
る
も
の
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
に

　
　
　
あ
っ
て
は
、
ロ
の
告
示
で
定
め
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い

　
　
　
　
　
①
⑪

　
　
　
て
、
告
示
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
運
輸
大
臣
の
確
認
を
受
け
て
い
る

　
　
　
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
ロ
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
輸
送
物
に

　
　
　
閣
す
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
運
輸
大
臣

　
　
　
の
確
認
は
、
積
載
前
に
、
受
け
る
も
の
と
す
る
。

3
　
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
第
五
十

　
九
条
の
二
二
二
項
（
隔
法
第
六
十
六
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

　
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
内
閣
総
理
大
臣
の
確
認
（
同
法
第
六
十
～
条
の
四

航
空
法
施
行
規
則
（
抄
）

　
十
二
の
規
定
に
よ
る
指
定
運
搬
物
確
認
機
園
の
確
認
を
含
む
。
）
又
は
危
険

　
物
船
舶
連
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
号
）
第
九

　
十
一
条
の
九
二
　
項
の
規
定
に
よ
る
運
輸
大
臣
又
は
地
方
運
輸
筒
長
の
確
認

　
を
受
け
た
場
合
は
、
前
項
第
二
号
ハ
、
二
又
は
へ
（
放
射
性
輸
送
物
に
関
す

　
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
の
確
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な

　
す
。

4
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
第
十
八

　
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
科
学
技
術
庁
長
官
の
確
認
（
詞
法
第
四
十
一

　
条
の
十
の
規
定
に
よ
る
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
の
確
認
を
含
む
。
）
を
受
け

　
た
場
合
は
、
第
二
項
第
二
号
ハ
の
確
認
を
受
け
た
も
の
と
み
な
す
。

a⇒　（且）　qO｝　（9｝　（8）　（7）　（6｝　（5）　〔4＞　（3）　｛2）　（1

放
射
性
物
質
等
航
空
輸
送
告
示

〃〃〃〃〃〃〃〃〃〃

第
二
条

第
三
条

第
二
十
五
条

第
圏
条

第
五
条

第
六
条

第
七
条

第
八
条

第
九
条

第
十
条

第
十
二
条

第
五
条
の
二

三
垂



航
空
機
に
よ
る
放
購
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

○
航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送

　
基
準
を
定
め
る
告
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
煮
十
二
年
十
一
月
十
七
臼
運
輸
省
告
示
第
五
百
八
十
七
号
〕

最
終
叢
論
　
平
成
元
年
二
月
二
十
七
日
運
輸
省
告
示
第
八
十
四
号

　
航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
七
年
運
輸
省
令
第
五
十
六
号
）
第
百
九
十
四

条
第
二
項
第
一
ぢ
万
の
規
定
に
基
づ
き
、
航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送

基
準
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
Q

　
　
　
航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

（
転
語
）

第
…
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
航
空
法
施
行
規
則
（
昭
和

　
二
十
七
年
置
輸
省
令
第
五
十
六
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て

　
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

2
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
「
専
用
積
載
扁
と
は
、
航
空
機
が
一
の
荷
送
人
に
よ

　
っ
て
専
用
さ
れ
、
か
つ
、
輸
送
す
る
物
件
の
積
込
み
及
び
取
卸
し
が
荷
送
人

　
父
は
荷
受
人
の
指
示
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
積
載
の
方
法
を
い
う
。

3
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
「
コ
ン
テ
ナ
」
と
は
、
輸
送
途
中
に
お
い
て
輸
送
す

　
る
物
件
自
体
の
積
替
え
を
要
せ
ず
に
輸
送
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
輸
送
羅
具

　
で
あ
っ
て
、
反
復
使
用
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
二

　
よ
る
積
込
み
及
び
取
鐸
し
の
た
め
の
装
置
並
び
に
航
空
機
内
に
固
定
す
る
た

　
め
の
装
置
を
有
す
る
も
の
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。

（
輸
送
許
容
放
射
性
物
質
等
）

第
二
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
本
文
の
告
示
で
定
め
る
放
躬
性

　
物
質
等
は
、
次
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の
と
す
る
。

　
一
　
自
然
発
火
性
の
液
体
状
の
放
射
性
物
質
等

　
ニ
　
フ
ィ
ル
タ
を
黒
い
て
内
部
の
気
体
の
ろ
過
を
行
う
溝
造
の
容
器
、
機
械

　
　
的
冷
却
装
置
を
用
い
て
放
射
性
物
質
等
の
冷
却
を
行
う
構
造
の
容
器
そ
の

　
　
他
輸
送
中
特
別
な
操
作
を
行
う
必
要
の
あ
る
構
造
の
容
器
に
収
納
す
る
こ

　
　
と
が
必
要
な
放
射
性
物
質
等

　
三
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
一
蓄
万
イ
個
の
B
M
型
輸
送
物
と
し
た
場

　
　
合
に
、
連
続
換
気
を
行
う
必
要
の
あ
る
放
射
性
物
質
等

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
て
輸
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
放
射
性
物
質
等
）

第
三
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
本
文
の
告
示
で
定
め
る
放
射

　
性
物
質
等
は
、
次
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の
と
す
る
G

　
一
　
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
空
の
容
器
で
あ
っ
て
、
次

　
　
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
空
容
器
」
と
い
う
」

　
　
イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
破
損
等
が
な
く
、
か
つ
、
確
実
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
ハ
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
、
次
の
蓑
の
上
欄
に
掲
げ
る

　
　
　
放
射
性
物
質
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
密

　
　
　
度
（
以
下
コ
表
面
密
度
限
度
」
と
い
う
。
）
を
超
え
な
い
こ
と
。



い　ア 放ア
放ル 射ル
射フ 性フ
性　ア 物ア
物線 質線
質を を

放 放
出 出
し す
な る

ル四 10
べ ト　。

ク ル四
レ べ

ノレ ク

毎 レ

平 ノレ

方 毎

セ 平
ソ 方

チ セ

メ ン

E チ

ト メ

　
二
　
内
部
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
表
面
密
度
限
度
の
百
倍
を

　
　
超
え
な
い
こ
と
。

　
ホ
　
墨
摺
に
お
け
る
線
量
当
量
率
（
線
量
当
量
率
は
、
　
一
セ
ソ
チ
メ
ー
ト

　
　
ル
線
量
当
鏡
率
と
す
る
。
た
だ
し
、
運
輸
大
臣
が
適
当
と
認
め
た
場
合

　
　
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
以
下
同
じ
。
）
の
最
大
値
（
以
下
「
最
大
線
量
当

　
　
最
恵
し
と
い
・
劣
）
が
五
マ
イ
ク
ロ
ン
…
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
へ
　
放
射
性
物
質
等
を
輸
送
し
た
際
に
付
さ
れ
た
標
識
又
は
そ
の
際
に
行

　
　
わ
れ
た
表
示
等
が
除
去
さ
れ
、
消
さ
れ
、
又
は
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

一一

@
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
件
（
空
容
器
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、

　
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
放
射
性
汚
染
物
」
と
い
う
。
）

　
イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
口
　
放
射
性
物
質
の
放
射
能
濃
度
が
、
　
一
グ
ラ
ム
当
た
り
別
表
第
一
か
ら

　
　
別
表
第
六
ま
で
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
叉
は
区
分
に

　
　
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
表
の
第
三
国
（
別
表
第
五
に
あ
っ
て
は
、
第

　
　
二
欄
）
に
掲
げ
る
数
量
の
｝
万
分
野
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
ハ
　
専
用
積
載
で
輸
送
す
る
こ
と
。

　
二
　
通
常
の
輸
送
状
態
で
、
放
射
性
物
質
が
容
易
に
飛
散
し
、
又
は
漏
え

　
　
い
し
な
い
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

　
　
ホ
　
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
ニ
ミ
リ
シ
；
ベ
ル
ト
毎
時
を
超

　
　
　
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
躍
に
お
け
る
最
大
線

　
　
　
量
当
量
率
が
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
へ
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
表
面
密
度
限
度
を
超
え
な

　
　
　
い
こ
と
。

　
　
ト
　
雨
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
L
型
輸
送
物
と
し
て
輸
送
で
き
る
放
射
性
物
質
等
）

第
四
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
ω
の
放
射
性
物
質
等
と
し
て

　
告
示
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
放
射
性
物
質
等
と
す

　
る
。
た
だ
し
、
爆
発
性
の
放
射
性
物
質
等
、
自
然
発
火
性
の
放
射
性
物
質
等

　
で
あ
っ
て
液
体
状
の
も
の
以
外
の
も
の
並
び
に
第
一
号
及
び
第
二
号
に
掲
げ

　
る
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ

　
れ
ら
の
物
質
の
｝
又
は
一
一
以
上
を
含
む
物
質
の
う
ち
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
量

　
が
十
五
グ
ラ
ム
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。

　
一
　
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

　
　
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
鏡
を
超
え
な
い
放
射
能
を
有
す
る
も
の

放
射
性
物
質
等
の
区
分

放
射
能
の
鍛

容
易
に
散
逸
し
な
い
固
体
状
の
放
射
性

別
表
第
一
か
ら
別
表

物
質
等
又
は
カ
プ
セ
ル
に
密
封
さ
れ
た

第
六
ま
で
の
第
一
欄

放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ

に
掲
げ
る
三
三
性
物

る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
特

質
の
種
類
又
は
区
分

櫛
形
放
射
性
物
質
等
」
と
い
う
。
）

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
少
な
く
と
も

当
該
各
表
の
第
二
欄

翌
三



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
棊
準
を
定
め
る
告
示

一
辺
が
○
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上

に
掲
げ
る
数
量
（
以

で
あ
る
こ
と
。

下
「
二
値
」
と
い
う
。
）

ロ
　
別
記
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

の
千
分
の
一

衝
撃
試
験
及
び
打
撃
試
験
（
長
さ
が
十

セ
ソ
チ
メ
…
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、

長
さ
の
幅
に
対
す
る
比
率
が
十
以
上
で

体

あ
る
放
射
性
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、
衝

撃
試
験
、
打
撃
試
験
及
び
曲
げ
試
験
）

を
行
っ
た
場
合
に
損
壊
せ
ず
、
加
熱
試

験
を
行
っ
た
場
当
騨
に
溶
融
又
は
分
散
せ
ず
、
並
び
に
浸
漬
試
験
を
行
っ
た
場
合

に
水
中
へ
の
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
猛

が
、
　
…
・
八
五
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
を
超
え

な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

別
表
第
一
か
ら
別
表

第
六
ま
で
の
第
一
欄

に
掲
げ
る
放
射
性
物

質
の
種
類
又
は
区
分

に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

嗣

特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

当
該
各
表
の
第
三
欄
（
別
表
第
五
に
あ
っ

て
は
、
第
二
欄
）
に

掲
げ
る
数
量
（
以
下

「
亀
値
」
と
い
う
。
）

の
千
分
の
一

㎝二

O
四

一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
放
射
能
が
三
・
七
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
↓
本
濡
唱
の
も
の

三
十
七
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

体
液

水
ム
ウ
好
ト

　
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
放
射
能
が
一
二
・
七
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
以
上
…
二
十
七
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
未
満
の
も
の

三
・
七
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
放
射
能
が
三
十
七
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
以
上
の
も
の

三
十
七
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル

そ
の
他
の
も
の

擦
筆
の
一
万
分
の
一

ト
リ
チ
ウ
ム

七
百
四
十
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル

体
気

特
別
形
放
射
性
物
質
等

馬
丁
の
千
分
の
一

そ
の
他
の
も
の

特
別
形
放
射
性
物
質
等
以
外
の
も
の

碗
値
の
千
分
の
㎜

二
　
時
計
等
の
機
器
又
は
装
置
（
以
下
「
機
器
等
」
と
い
う
Q
）
　
に
含
ま
れ

　
る
放
射
性
物
質
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の
（
前

　
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　
イ
　
機
器
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
一
偲

　
　
当
た
り
に
含
ま
れ
る
放
射
姓
物
質
等
の
放
射
能
が
、
次
の
表
の
上
欄
に

　
　
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
鍛
を
超
え

　
　
な
い
こ
と
。



放
射
性
物
質
等
の
区
分

放
射
能
の
量

体
固

特
別
形
放
射
性
物
質
等

馬
蝉
の
百
分
の
一

特
別
形
放
射
性
物
質
ハ
等
以
外
の
も
の

碗
値
の
百
分
の
一

体
液

ト
リ
チ
ウ
ム
水

そ
の
他
の
も
の

碗
値
の
千
分
の
一

ト
リ
チ
ウ
ム

七
百
四
十
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル

体
気

特
別
形
放
射
性
物
質
等

二
値
の
千
分
の
一

そ
の
他
の
も
の

特
別
形
放
製
性
物
質
等
以
外
の
も
の

碗
傾
の
千
分
の
…

　
　
ロ
　
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
当
該
機
器
等
の
表
痴

　
　
　
か
ら
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
概
に
お
け
る
最
大
線
量
当
輩
率
が

　
　
　
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
三
　
機
器
等
を
構
成
す
る
天
然
ウ
ラ
ン
、
劣
化
ウ
ラ
ン
若
し
く
は
天
然
ト
リ

　
　
ゥ
ム
又
は
こ
れ
ら
の
化
合
物
で
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る

　
　
も
の
（
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

　
　
イ
機
器
等
に
他
の
放
射
性
物
質
等
が
含
ま
れ
な
い
こ
と
。

　
　
口
　
不
繕
性
材
料
で
完
全
に
覆
わ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
A
型
輸
送
物
と
し
て
輸
送
で
き
る
放
射
性
物
質
等
の
量
の
限
度
）

第
五
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
吻
の
告
示
で
定
め
る
搬
は
、

　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
物
質
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同

　
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
放
射
能
の
量
と
す
る
。

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

（
核
物
質
防
護
措
置
が
特
に
必
要
な
放
射
性
物
質
等
）

第
五
条
の
二
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
へ
の
放
射
性
物
質
等
と
し

　
て
告
示
で
定
め
る
も
の
は
、
当
該
放
射
性
物
質
等
を
一
の
航
空
機
で
輸
送
す

　
る
場
合
の
放
射
性
物
質
の
合
計
量
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
放

　
射
性
物
質
等
と
す
る
。

　
一
　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

　
　
イ
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
（
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
八
の
同
位
体
濃
度
が
百
分
の

　
　
　
八
十
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
洞
じ
。
）
及
び

　
　
　
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
｝
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で

　
　
　
あ
っ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
蚤
が
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
　
ロ
　
ゥ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
　
率
が
百
分
の
二
十
以
上
の
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

　
　
　
の
物
質
の
　
又
は
工
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
一
二
五
の

　
　
　
量
が
五
キ
p
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
　
ハ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は

　
　
　
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
一
二
の
量
が
ニ
キ
ロ
グ
ラ

　
　
　
ム
以
上
の
も
の

　
二
　
照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー

　
　
ト
ル
の
矩
離
に
お
い
て
、
当
該
物
質
か
ら
放
出
さ
れ
た
放
財
線
が
空
気
に

　
　
吸
収
さ
れ
た
場
合
の
吸
収
線
量
率
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
吸
収

憂
鷺



　
　
航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輪
…
送
基
準
を
定
め
る
告
示

　
石
塁
率
」
と
い
う
。
）
が
一
グ
レ
イ
毎
時
以
下
の
も
の

三
　
照
射
さ
れ
た
第
一
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面
か
ら
一
メ

　
ー
ト
ル
の
顕
離
に
お
い
て
吸
収
線
慧
率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
を
超
え
る
も
の

四
　
照
射
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

　
イ
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は

　
　
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
プ
ル
ト
診
ウ
ム
の
貴
が
五
百
グ
ラ
ム

　
　
を
超
え
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
達
し
な
い
も
の

　
ρ
　
ウ
ラ
γ
二
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
率
が
百
分
の
二
十
以
上
の
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

　
　
の
物
質
の
一
言
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
　
二
五
の

　
　
量
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
五
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
達
し
な
い
も
の

　
ハ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
率
が
百
分
の
十
以
上
で
百
分
の
二
十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の

　
　
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ

　
　
て
、
ウ
ラ
ン
一
ご
二
五
の
星
が
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
ニ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
目
は

　
　
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
量
が
五
百
グ
ラ
ム

　
　
を
超
え
ニ
キ
ロ
グ
ラ
ム
に
達
し
な
い
も
の

五
　
照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー

　
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎
聴
以
下
の
も
の

六
　
照
射
さ
れ
た
次
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
照
射
直
後
に
そ
の
表
面
か

　
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
を
超
え

　
る
も
の

三
五
六

　
イ
　
ゥ
ラ
ソ
ニ
三
五
こ
口
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
率
が
天
然
の
比
率
で
あ
る
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

　
　
の
物
質
の
一
手
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉
に
お
い
て
燃
料
と
し

　
　
て
使
用
で
き
る
も
の

　
　
　
ウ
ラ
ン
一
一
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
率
が
天
然
の
比
率
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ

　
　
れ
ら
の
物
質
の
一
直
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉
に
お
い
て
燃
料

　
　
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の

　
　
　
ト
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
　
又
は
二
以

　
　
上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉
に
お
い
て
燃
料
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の

　
ニ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
率
が
天
然
の
比
率
を
超
え
百
分
の
十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の

　
　
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質

七
　
照
射
さ
れ
た
第
四
号
に
掲
げ
る
物
質
で
あ
っ
て
、
そ
の
表
面
か
ら
一
メ

　
ー
ト
ル
の
距
離
に
お
い
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
を
超
え
る
も
の

八
　
照
窮
さ
れ
て
い
な
い
次
に
掲
げ
る
物
質

　
イ
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は

　
　
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
の
量
が
十
五
グ
ラ
ム

　
　
を
超
え
五
百
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の

　
ロ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
率
が
百
分
の
二
十
以
上
の
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら

　
　
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
こ
三
五
の

　
　
鼠
羅
が
十
五
グ
ラ
ム
を
紹
∵
冗
「
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の



　
　
ハ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ソ
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
　
率
が
百
分
の
十
以
上
で
百
分
の
二
十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の

　
　
　
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
新
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ

　
　
　
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
量
が
一
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
に

　
　
　
達
し
な
い
も
の

　
　
ニ
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
及
び
ウ
ラ
ソ
ニ
三
八
に
対
す
る
比

　
　
　
率
が
天
然
の
比
率
を
超
え
頁
分
の
十
に
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
並
び
に
そ
の

　
　
　
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ

　
　
　
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
童
が
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
上
の
も
の

　
　
ホ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は

　
　
　
二
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
の
量
が
十
五
グ
ラ
ム

　
　
　
を
超
え
五
百
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
。

　
九
照
射
さ
れ
た
前
号
に
掲
げ
る
物
質
（
照
射
さ
れ
た
前
号
二
掲
げ
る
物

　
　
質
で
あ
っ
て
、
照
射
直
後
に
そ
の
骨
導
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
の
顕
離
に
お
い

　
　
て
吸
収
線
量
率
が
一
グ
レ
イ
毎
時
を
超
え
る
も
の
を
除
く
。
）

（
放
射
性
輸
送
物
の
基
準
）

第
六
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
p
の
告
示
で
定
め
る
放
射
性
輸

　
送
物
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
L
型
輸
送
物

　
　
イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
　
口
　
容
易
に
、
か
つ
、
安
全
に
取
扱
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
　
ハ
　
輸
送
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、

　
　
　
き

　
　
　
亀
裂
、
破
損
等
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

舷
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
き
る
告
示

　
二
　
み
だ
り
に
覇
封
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
二
八
さ
れ
た
場
合
に
そ

　
　
れ
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
容
易
に
破
れ
な
い
シ
…
ル
の
は
り
付
け

　
　
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
ホ
　
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
　
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
へ
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
而
密
度
が
表
面
密
度
限
度
を
超
え
な

　
　
い
こ
と
。

二
　
A
型
輸
送
物

　
イ
　
前
号
イ
、
ロ
、
ハ
、
二
及
び
へ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
ロ
　
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
ニ
ミ
リ
シ
…
ベ
ル
ト
毎
時
を
超

　
　
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線

　
　
堆
当
量
率
が
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
　
放
射
性
物
質
等
の
使
用
等
に
必
要
な
書
類
そ
の
他
の
物
贔
（
放
射
性

　
　
輸
送
物
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
も
の
に
限
る
。
）
以
外
の

　
　
も
の
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

　
二
　
甥
記
第
二
に
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に

　
　
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
ω
　
放
射
性
物
質
の
漏
え
い
が
な
い
こ
と
。

　
　
幻
　
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を

　
　
　
超
え
な
い
こ
と
。

三
　
B
M
型
輸
送
物

　
イ
　
前
号
イ
、
ロ
及
び
ハ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
ロ
　
別
記
第
三
に
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に

三
隅



航
空
機
に
よ
る
放
射
挫
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

　
　
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
ω
　
前
号
二
㈲
の
基
準

　
　
②
　
放
射
性
物
質
の
一
時
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
現
鰹
（
漏
え
い
す

　
　
　
る
放
射
性
物
質
の
全
部
又
は
一
部
が
希
ガ
ス
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
当
該
希
ガ
ス
に
つ
い
て
は
、
非
圧
縮
状
態
に
お
け
る
値
と
す
る
。
）

　
　
　
の
百
万
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
麟
　
表
痴
の
温
度
が
揖
陰
に
お
い
て
摂
氏
五
十
度
（
専
用
積
載
と
し
て
輸
送

　
　
　
す
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
輸
送
中
人
が
容
易
に
近
づ
く
こ

　
　
　
と
が
で
き
る
表
面
（
そ
の
表
面
に
近
接
防
止
枠
を
設
け
る
放
射
性
輸

　
　
　
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
近
接
防
止
枠
の
表
面
）
に
お
い
て
摂
氏
八

　
　
　
十
二
度
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
傾
　
表
面
の
放
射
性
物
質
の
放
射
能
面
密
度
が
表
面
密
度
限
度
を
超
え

　
　
　
な
い
こ
と
。

　
ハ
　
別
記
第
四
に
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に

　
　
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
ω
　
表
颪
か
ら
　
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率

　
　
　
が
十
ミ
リ
シ
…
ベ
ル
ト
毎
時
，
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
②
　
放
射
性
物
質
の
一
週
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
現
値
（
漏
え
い
す

　
　
　
る
放
射
性
物
質
の
全
部
又
は
｝
部
が
希
ガ
ス
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
当
該
希
ガ
ス
に
つ
い
て
は
、
非
圧
縮
状
態
に
お
け
る
恒
と
す
る
。

　
　
　
た
だ
し
、
ク
リ
プ
ト
ン
八
五
に
つ
い
て
は
、
三
百
七
十
テ
ラ
ベ
ク
レ

　
　
ル
と
す
る
。
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

四
　
B
u
型
輸
送
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
八

　
　
イ
　
第
二
号
イ
、
ロ
及
び
ハ
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
口
　
別
記
第
五
に
定
め
る
条
件
の
下
に
轟
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
前
号

　
　
　
ロ
ω
、
ω
、
⑯
及
び
凶
に
定
め
る
基
準
に
過
合
す
る
こ
と
。

　
　
ハ
　
別
記
第
六
に
定
め
る
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に

　
　
　
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
　
ω
前
号
ハ
ω
の
基
準

　
　
　
面
　
放
射
性
物
質
の
一
遍
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
亀
値
（
漏
え
い
す

　
　
　
　
る
放
射
性
物
質
の
全
部
又
は
～
部
が
希
ガ
ス
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
　
は
、
当
該
希
ガ
ス
に
つ
い
て
は
、
非
圧
縮
状
態
に
お
け
る
纏
と
す
る
。
）

　
　
　
　
の
千
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ニ
　
フ
ィ
ル
タ
又
は
機
械
的
冷
却
装
置
を
用
い
な
く
と
も
内
部
の
気
体
の

　
　
　
ろ
過
又
は
放
射
性
物
質
等
の
冷
却
が
行
わ
れ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ホ
　
最
高
使
用
圧
力
（
放
射
性
輸
送
物
に
つ
い
て
排
気
、
冷
却
そ
の
他
の

　
　
　
特
別
な
措
置
を
と
ら
な
い
場
合
に
当
該
放
射
性
輸
送
物
内
に
生
ず
る
気

　
　
　
体
の
最
大
圧
力
（
ゲ
…
ジ
圧
力
を
い
う
。
）
を
い
う
。
）
が
七
キ
ロ
グ

　
　
　
ラ
ム
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
五
　
　
｝
の
航
空
機
で
輸
送
す
る
場
合
の
放
射
性
物
質
の
合
計
壁
が
前
条
第
「

　
　
号
か
ら
第
六
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
、

　
　
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
第
｝
号
か
ら
第
四

　
　
号
ま
で
の
基
進
・
に
従
う
ほ
か
、
施
錠
及
び
封
印
そ
の
他
の
当
該
放
射
性
輸

　
　
送
物
が
容
易
に
開
封
さ
れ
な
い
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

（
放
射
性
輪
…
送
物
の
安
全
の
確
認
）

第
七
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
文
は
二
の
規
定
に
よ
る
確
認



は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
関
係
書
面
を
提
出
さ
せ
、

該
書
颪
を
審
査
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

当

　
一
　
核
分
裂
性
輸
送
物
に
つ
い
て
、
運
輸
大
臣
の
適
当
と
認
め
る
者
が
作
成

　
　
し
た
、
前
条
第
三
号
若
し
く
は
第
四
号
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
及
び
第

　
　
十
条
第
一
項
各
号
の
一
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
旨
を
証
す
る
書
面
又

　
　
は
同
項
各
号
の
一
に
定
め
る
要
件
に
適
合
す
る
旨
を
証
す
る
書
颪
の
提
出

　
　
が
あ
っ
た
場
合

　
二
　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
物
に
つ
い
て
、
運
輸
大
臣
の
指

　
　
賦
す
る
者
に
よ
り
前
条
第
三
号
又
は
第
四
号
に
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に

　
　
適
合
す
る
旨
の
確
認
が
な
さ
れ
る
場
合

　
三
　
放
射
性
物
質
等
が
本
邦
以
外
の
地
に
お
い
て
運
輸
大
臣
が
適
当
と
認
め

　
　
る
外
国
の
法
令
に
基
づ
き
放
射
性
輸
送
物
と
さ
れ
る
場
合

2
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
一
一
項
第
二
号
へ
の
規
定
に
よ
る
確
認
（
放
射
性
輸

　
送
物
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
の
各
号
の

　
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
関
係
書
面
を
提
出
さ
せ
、
当
該
書
面
を
審
査
す

　
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
運
輸
大
臣
の
適
当
と
認
め
る
者
が
作
成
し
た
前
条
第
五
号
に
定
め
る
技

　
　
同
上
の
基
準
に
適
合
す
る
旨
を
証
す
る
書
面
の
提
出
が
あ
っ
た
場
合

　
二
　
放
射
性
物
質
等
が
本
邦
以
外
の
地
に
お
い
て
運
輸
大
臣
が
適
轟
と
認
め

　
　
る
外
国
の
法
令
に
基
づ
き
放
射
性
輸
送
物
と
さ
れ
る
場
合

（
本
邦
外
輸
送
の
場
合
等
に
お
け
る
特
例
に
係
る
放
射
性
輸
送
物
）

第
八
条
　
規
劉
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
ハ
の
B
U
型
輸
送
物
で
あ
っ
て

　
告
示
で
定
め
る
も
の
は
、
B
U
型
輸
送
物
で
あ
っ
て
第
十
条
第
一
項
に
規
定

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

　
す
る
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
で
あ
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

（
核
分
裂
性
物
質
）

第
九
条
　
規
剴
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
二
の
放
射
性
物
質
等
と
し
て
告

　
示
で
定
め
る
も
の
は
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
、
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム

　
ニ
三
八
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
九
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
四
一
及
び
こ
れ
ら
の

　
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
物
質
の
一
又
は
こ
以
上
を
含
む
物
質
で
あ
っ
て
、

　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
も
の
以
外
の
も
の
と
す
る
。

　
｝
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
三
、
ウ
ラ
ン
ニ
一
二
五
、
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
三
八
、
プ
ル
ト

　
　
ニ
ウ
ム
ニ
三
九
若
し
く
は
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
ニ
四
～
の
量
又
は
こ
れ
ら
の
物

　
　
暫
｛
の
量
の
A
癖
計
が
十
・
五
グ
ラ
ム
を
超
え
な
い
放
射
性
物
山
導

　
二
　
天
然
ウ
ラ
ン
又
は
劣
化
ウ
ラ
ン
（
熱
中
性
子
煩
で
照
射
さ
れ
た
も
の
を

　
　
含
む
。
）

（
核
分
裂
性
輪
…
出
物
の
要
件
等
）

第
十
条
　
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
二
の
核
分
裂
性
輪
…
魔
物
は
、
第

　
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
、
第
二
種
核
分
裂
性
具
盛
物
及
び
第
三
種
核
分
裂
性

　
輸
送
物
の
三
種
と
し
、
そ
の
要
件
は
、
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る

　
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
第
一
種
該
分
裂
性
輸
送
物
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
一
の
も
の
で

　
　
あ
っ
て
別
記
第
二
第
一
号
に
定
め
る
条
件
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
甲

　
　
条
件
し
と
い
う
。
）
の
下
に
置
い
た
も
の
及
び
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と

　
　
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
別
記
第
四
第
一
号
か
ら
第
｝
二
号
ま
で
に
定
め
る
条

　
　
件
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
乙
条
件
」
と
い
う
。
）
の
下
に
凄
い
た
も

　
　
の
を
、
そ
れ
ぞ
れ
任
意
の
配
列
方
法
で
任
意
の
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
胤
九



航
空
機
に
よ
る
放
象
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

　
　
た
場
合
に
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
二
　
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
　
次
の
場
合
に
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ

　
　
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
核
分
裂
性
輪
…
夏
物
と
詞
一
の
も
の
で
あ
っ
て
甲
条
件
の
下
に
置

　
　
　
い
た
も
の
を
、
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制

　
　
限
個
数
の
五
倍
に
網
当
す
る
個
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
　
ロ
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
乙
条
件
の
下
に
置

　
　
　
い
た
も
の
を
、
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
舗

　
　
限
倒
数
の
二
倍
に
相
当
す
る
燭
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
三
　
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
　
次
の
場
合
に
臨
界
に
達
し
な
い
も
の
で
あ

　
　
る
こ
と
。

　
　
イ
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
問
一
の
も
の
で
あ
っ
て
甲
条
件
の
下
に
置

　
　
　
い
た
も
の
を
、
特
定
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
擬

　
　
限
飼
数
に
等
し
い
引
数
並
べ
た
集
積
と
し
、
当
該
集
積
を
二
組
近
接
さ

　
　
　
せ
る
こ
と
と
し
た
場
合

　
　
ロ
　
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
と
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
乙
条
件
の
下
に
置

　
　
　
い
た
も
の
を
、
任
意
の
配
列
方
法
で
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制

　
　
限
個
数
に
等
し
い
爾
数
積
載
す
る
こ
と
と
し
た
場
合

2
　
核
分
裂
性
輸
送
物
は
、
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
規
定
に

　
よ
る
放
射
性
輸
送
物
と
し
て
輸
送
し
、
か
つ
、
第
一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
、

　
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
又
は
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
と
し
て
輸
送
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
【
条
　
削
　
除

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
】
柔
O

第
十
二
条
　
規
躍
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
ホ
父
は
へ
の
規
定
に
よ
る
確

　
認
（
へ
の
規
定
に
よ
る
確
認
に
あ
っ
て
は
、
放
射
性
輸
送
物
に
関
す
る
技

　
術
上
の
基
準
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
が
運
輸

　
大
臣
が
指
定
す
る
春
に
よ
り
輸
送
さ
れ
る
と
き
又
は
本
邦
外
か
ら
本
邦
内

　
へ
若
し
く
は
本
邦
外
の
間
を
輸
送
さ
れ
る
と
き
は
、
積
載
前
に
当
該

　
輸
送
が
こ
の
告
示
に
規
定
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
証
す

　
る
書
面
を
提
出
さ
せ
、
当
該
書
面
を
審
査
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
こ

　
と
が
で
き
る
。

（
取
扱
場
所
）

第
十
三
条
　
放
射
性
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
一
の
航
空
機
で
輸

　
送
す
る
場
A
口
の
放
射
性
物
質
の
合
計
量
が
第
五
条
の
二
第
一
号
か
ら
第
六
号

　
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て

　
い
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
岡
じ
。
）
又
は
放
射
性
輸
送
物

　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
は
、
関
係
者
以
外
の
者
が
通
常
立
入
る
場
所

　
で
積
込
み
、
取
卸
し
等
の
取
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
積
載
方
法
）

第
十
四
条
　
放
射
性
輸
送
物
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
（
以
下
「
放
射
性
輸
送
二
等
」
と
い
う
。
）
は
、
輸
送
中
に
お
い
て
移
動
、

　
転
倒
、
転
落
等
に
よ
り
放
射
性
輸
送
物
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に

　
積
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
放
射
性
輸
送
物
等
は
、
旅
客
、
航
空
機
乗
組
員
又
は
客
室
乗
務
員
が
通
常

　
使
用
す
る
区
画
に
積
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
臨
界
の
防
止
）



第
十
五
条
　
核
燃
料
物
質
の
輸
送
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
臨
界
に
達

　
す
る
お
そ
れ
が
な
い
よ
う
に
措
置
し
て
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
混
載
制
限
）

第
十
六
条
　
表
面
か
ら
の
平
均
熱
放
繊
率
が
十
五
ワ
ッ
ト
毎
平
方
メ
…
ト
ル
を

　
超
え
る
放
射
性
輸
送
物
色
は
、
熱
を
除
去
す
る
装
置
の
設
置
そ
の
他
の
特
別

　
の
措
置
を
講
じ
な
い
限
り
他
の
貨
物
と
混
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
く

2
　
放
射
性
輸
送
物
等
は
、
火
薬
類
、
高
圧
ガ
ス
、
腐
蝕
性
液
体
、
引
火
性
液

　
体
そ
の
他
放
射
性
輸
送
物
の
安
全
な
輸
送
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物
件
と

　
混
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
コ
ン
テ
ナ
に
係
る
線
量
当
量
率
等
）

第
十
七
条
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
線
最
当
量

　
率
は
、
表
面
に
お
い
て
ニ
ミ
リ
シ
！
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面

　
か
ら
一
メ
…
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
い
て
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を

　
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
放
射
性
輸
当
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の

　
放
射
能
面
密
度
は
、
表
彌
密
度
限
度
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
輸
送
指
数
）

第
十
八
条
　
放
射
性
輸
送
物
（
表
蒲
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
五
マ
イ
ク

　
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
第
二
種
核
分
裂
性
輪
送

　
物
及
び
第
三
種
核
分
裂
国
書
送
物
以
外
の
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お

　
い
て
同
じ
。
）
及
び
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い

　
て
は
、
輸
送
指
数
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

2
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

　
数
値
と
す
る
。

　
　
　
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
表
面
か
ら
一
メ

　
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
…
ベ
ル
ト
毎

　
時
単
位
で
表
し
た
纏
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値
。
た
だ
し
、
第
二
種
核
分
裂

　
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
当
該

　
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制
限
個
数
で
五
十
を
除
し
て
得
た
値
の
う
ち
、
い

　
ず
れ
か
大
き
い
値
と
す
る
。

二
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ

　
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を
合
計
し
て

　
得
た
値
。
た
だ
し
、
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

　
　
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
五
十
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
と
す
る
。

3
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核

　
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

　
（
最
大
断
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
専
用
積
載

　
で
輸
送
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル

離
れ
た
位
罎
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で

表
し
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ

　
の
最
大
断
面
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
衷
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ

　
て
得
た
値
を
も
っ
て
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

茎



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

（
積
載
限
度
等
）

第
十
九
条
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
一
の
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数

　
は
五
十
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
一
の
航
空
機
に
積
載
す
る
放
射
性
輸
送
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い

　
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の

　
輸
送
指
数
の
合
計
は
、
五
十
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
放
射
性
輸

　
送
物
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積
載
で
輸

　
送
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
次
の
各
号
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
と
き
は
こ

　
の
限
り
で
な
い
。

　
一
　
放
射
性
輸
送
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及

　
　
び
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
が

　
　
二
百
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
二
　
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
三
又
は
第
一
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
に
つ
い
て
、

　
　
五
十
を
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の
輸
送
制
限
偲
数
で
除
し
て
得
た
値
の
合

　
　
計
が
五
十
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
取
扱
方
法
等
を
記
載
し
た
書
類
の
携
行
）

第
二
十
条
　
放
射
性
輸
送
物
等
（
L
型
輸
送
物
又
は
L
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ

　
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
除
く
。
）
を
輸
送
す
る
場
合
に
は
、
取
扱
方
法
そ
の
他

　
輸
送
に
関
し
留
意
す
べ
き
事
項
及
び
事
故
が
発
生
し
た
場
合
の
措
置
に
つ
い

　
て
記
載
し
た
書
類
を
携
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
B
M
型
輪
…
埋
物
の
輸
送
条
件
）

／＼

第
二
十
一
条
　
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
M
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン

　
テ
ナ
を
輸
送
す
る
場
合
に
は
、
貨
物
機
（
現
に
旅
客
が
搭
乗
し
て
い
な
い
航

　
空
機
を
い
う
。
以
下
属
じ
。
）
に
よ
り
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
M
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
貨

　
物
機
に
積
込
み
、
又
は
貨
物
機
か
ら
取
卸
す
場
合
は
、
放
射
性
物
質
の
取
扱

　
い
に
関
し
専
門
的
知
識
を
有
す
る
者
を
立
会
わ
せ
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の

　
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
前
項
の
立
会
い
は
放
射
線
測
定
器
及
び
保
護
具
を
携
行
し
て
行
わ
せ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輪
…
送
物
の
輸
送
条
件
）

第
二
十
二
条
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輪
送
物
を
輸
送
す
る
場
合
に
は
、

　
そ
の
表
面
の
温
度
が
摂
氏
五
十
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
措
置
し
て
お
か
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
標
識
又
は
表
示
）

第
二
十
三
条
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
等
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、

　
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
標
識
又
は
表
示
を
星
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
付

　
し
、
又
は
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
核

　…
A送L

分 物型
裂 を輸
性 除送
輸 く物
送 O（
物 ）核
以 分
外 裂

の 性

第 字卜二一
｝ の（～又放
類 表コは射
白
癩

一がくコ｛生　図　　四　L　一　〉

識 の　Uの

文5文
放 表放
射 面射
性 性
輸 輸
送 三
物 物

の の



放
射
性
輸
送
物
（
L
型
輸
送

（
第
一
号
様
式
）

表
面
の
二
箇
所

物
を
除
く
。
）
又
は
第
一
種

核
分
裂
四
輪
…
送
物
で
あ
っ
て
、

表
爾
に
お
け
る
最
大
線
量
当

量
率
が
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ

ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
も
の

【二

@
次
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送

第
二
類
黄
標
識

放
射
性
輸
送
物
の

物

（
第
二
号
様
式
）

表
面
の
二
国
所

イ
　
核
分
裂
性
輸
送
物
以
外

の
放
射
性
輪
…
送
物
又
は
第

一
種
核
分
裂
性
輸
送
物
で

あ
っ
て
、
表
面
．
に
お
け
る

最
大
線
量
当
猛
率
が
五
マ

イ
ク
ロ
シ
…
ベ
ル
ト
毎
時

を
超
え
五
百
マ
イ
ク
p
シ

ー
ベ
ル
ト
毎
時
以
下
で
あ

り
、
か
つ
、
輸
送
指
数
が

一
を
超
え
な
い
も
の

ロ
　
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送

物
で
あ
っ
て
、
表
諏
に
お

け
る
最
大
線
量
当
量
率
が

五
百
マ
イ
ク
ロ
ン
…
ベ
ル
ト

毎
時
以
下
で
あ
り
、
か
つ
、
輪

送
指
数
が
一
を
超
え
な
い
も
の

四
　
前
　
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性

第
三
類
黄
標
識

野
蚕
性
輸
送
物
の

輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送

（
第
三
号
様
式
）

表
面
の
二
箇
所

物航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

五
　
第
一
号
又
は
第
二
号
に
掲

第
一
類
白
標
識

コ
ン
テ
ナ
の
四

げ
る
放
射
性
輸
送
物
の
み
が

（
第
一
号
様
式
）

側
面

収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

轟ハ

@
　
筋
弟
「
口
写
及
び
第
二
自
写
に
掲

第
「
　
類
黄
標
識

コ
ン
テ
ナ
の
四

げ
る
放
射
性
輸
送
物
以
外
の

（
第
二
号
様
式
）

側
面

放
射
性
輸
送
物
（
第
三
種
核

分
裂
性
輸
送
物
を
除
く
。
）

が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

ナ
で
あ
っ
て
、
輸
送
搬
数
が

㎝
を
超
え
な
い
も
の

七
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ

第
三
類
黄
標
識

コ
ン
テ
ナ
の
四

れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ

（
第
三
号
様
式
）

側
面

て
、
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の

以
外
の
も
の

2
　
放
射
性
輸
…
調
物
（
L
型
輪
…
送
物
及
び
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の

　
を
除
く
。
）
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積

　
載
で
輸
送
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
「
専
用
積
載
し
の

　
文
字
又
は
「
彫
O
ピ
U
目
」
○
＞
O
」
の
文
字
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
次
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
に
は
、
そ
の
表
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
そ

　
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
鮮
明
に
表
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

　
一
　
総
重
量
が
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
放
射
性
輸
送
物
　
総
重
量

　
一
一
　
A
型
輸
送
物
「
A
毒
し
の
文
字
又
は
「
弓
ノ
、
團
、
恋
〉
」
の
文
字

　
三
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
「
B
型
」
の
文
字
又
は
「
弓
尾
｝
、
翻
ゆ

呼
笛



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

　
　
　
」
の
文
字

4
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
に
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
容
器

　
又
は
包
装
の
耐
火
性
及
び
耐
水
性
を
躾
す
る
殻
も
外
側
の
表
面
に
、
耐
火
性

　
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
三
葉
マ
…
ク
（
第
四
号
様
式
）
を
明
確
に
表
示
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の

　
四
側
颪
に
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
第
五
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
輸
送
で
き
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
の
基
準
）

第
二
十
殴
条
　
放
射
性
汚
染
物
（
表
、
爵
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
五
マ
イ

　
ク
p
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て

　
濁
じ
Q
）
及
び
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、

　
輸
送
指
数
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

2
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
値
と
す
る
。

　
一
　
放
射
性
汚
染
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
放
射
性
汚
染
物
の
表
颪
か
ら
一
メ

　
　
…
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎

　
　
時
単
位
で
表
し
た
値
に
頁
を
乗
じ
て
得
た
値

　
一
一
　
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
最
大
断
面
積
が
百
平

　
　
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
に

　
　
収
納
さ
れ
て
い
る
放
射
性
汚
染
物
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を
合
計
し
て

　
　
得
た
値
又
は
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
闘
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
牌
に
お
け

　
　
る
最
大
線
量
当
菟
率
を
ミ
リ
シ
…
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
百
を
乗

　
　
じ
て
得
た
値
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
薗
積
に
応

咲

そ

れ

ぞ

穀

同
表

の

下

欄

に

掲
げ
る

係
数
を

乗
じ

て

得
た

値
桑
四

一
平
・
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合

一
平
方
メ
…
ト
ル
を
超
え
、
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合

五
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
一
工
－
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
A
口

二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
百
平
方
メ
…
ト
ル
以
下
の
場
合

究レ三

3
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
汚
染
物
又
は
空
容
器
若
し
く
は
放
射
性

　
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
姓
の
中
欄
に

　
掲
げ
る
標
識
を
同
等
の
下
瀾
に
掲
げ
る
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
放
射
性
汚
染
物
で
あ
っ
て
、

第
一
類
白
標
識

放
射
性
汚
染
物

表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当

（
第
一
号
様
式
）

の
表
面
の
一
　
箇

麺
率
が
葺
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル

所

ト
毎
時
を
紹
｝
え
な
い
も
の

二
　
放
射
性
汚
染
物
で
あ
っ
て
、

第
二
類
黄
標
識

放
射
性
汚
染
物

表
面
に
お
け
る
最
大
線
蹟
当
量
率
が
五
マ
イ
ク
p
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
五
百
マ
イ

（
第
二
号
様
式
）

ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
』
毎
時
目
以
下

で
あ
り
、
か
つ
、
輪
送
指
数

が
…
を
超
え
な
い
も
の

一二

@
前
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性

第
三
斎
王
標
識

放
射
性
汚
染
物

汚
染
物
以
外
の
放
射
性
汚
染

（
第
三
号
様
式
）

の
表
面
の
二
箇

物

所

四
　
　
第
　
号
に
掲
げ
る
放
射
性

第
一
類
自
標
識

コ
ン
テ
ナ
の
四

百
染
物
又
は
空
容
器
の
み
が

（
第
「
号
様
式
）

側
面



収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

五
　
第
二
号
又
は
第
コ
　
号
に
掲

第
二
類
黄
標
識

コ
ン
テ
ナ
の
四

げ
る
放
射
口
汚
染
物
が
収
納

（
第
二
号
様
式
）

側
面

さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ

つ
て
、
輸
送
指
数
が
一
を
超

え
な
い
も
の

穴
　
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ

第
三
類
黄
標
識

コ
ン
テ
ナ
の
四

れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
．

（
第
三
号
様
式
）

側
面

て
、
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の

以
外
の
も
の

4
　
放
射
性
汚
染
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は

　
空
容
器
若
し
く
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積

　
載
で
輸
送
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
「
専
用
積
載
」
の

　
文
字
又
は
「
囲
q
い
び
ど
○
｝
U
」
の
文
字
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
兜
壬
搬
器
又
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
当
該

　
コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面
に
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
第
五
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

6
　
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
放
射
性
汚
染
物
以

　
外
の
物
件
を
収
納
し
て
は
な
ら
な
い
。

7
　
一
の
航
空
機
に
積
載
す
る
放
射
性
汚
染
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い

　
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
放
蛸
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の

　
輸
送
撰
数
の
合
計
又
は
当
該
鐙
と
同
一
の
航
空
機
に
積
載
す
る
放
射
性
輸
送

　
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）
及
び
放
射
性
輸
送
物

　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
は
、
一
一
百
を
超
え
て
は

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

　
な
ら
な
い
。

8
　
第
十
四
条
、
第
十
六
条
及
び
第
十
七
条
の
規
定
は
、
空
容
器
を
輸
送
す
る

　
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
十
四
条
第
一
項
及
び
第
十
七

　
条
中
「
放
射
性
輸
送
物
」
と
あ
る
の
は
「
空
容
器
」
と
、
第
十
四
条
第
二
項

　
及
び
第
十
六
条
中
「
放
射
性
輸
送
物
等
」
と
あ
る
の
は
「
空
容
器
又
は
空
容

　
器
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

9
　
第
十
三
条
、
第
十
四
条
、
第
十
六
条
、
第
十
七
条
、
第
十
九
条
第
一
項
及

　
び
第
二
十
条
の
規
定
は
、
放
射
性
汚
染
物
を
輸
送
す
る
場
合
に
準
用
す
る
。

　
こ
の
場
合
［
に
お
い
て
、
第
十
三
条
、
第
十
四
条
第
　
項
、
第
十
七
条
及
び
第

　
十
九
条
第
一
項
中
「
放
射
性
輸
送
物
」
と
あ
る
の
は
「
放
射
性
汚
染
物
」
と
、

　
第
十
四
条
第
二
項
、
　
婚
夘
十
六
冬
が
及
び
笛
即
二
十
条
中
「
放
射
性
輸
送
物
等
」
と

　
あ
る
の
は
「
放
射
性
汚
染
海
嶺
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン

　
テ
ナ
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
二
十
四
条
の
二
　
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
は
、
そ
の
目
時
及
び
経
路
が
、
当

　
該
放
射
性
物
質
等
の
安
全
な
輸
送
の
た
め
に
適
切
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

（
核
物
質
防
護
に
関
す
る
基
準
）

第
二
十
辺
条
の
三
　
第
五
条
の
二
に
規
定
す
る
放
射
性
物
質
等
を
輸
送
す
る
場

　
合
の
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
ロ
の
告
示
で
定
め
る
基
準
（
放
射

　
性
輸
送
物
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
関
す
る
も
の
を
除
く
。
）
は
次
の
と

　
お
り
と
す
る
。

　
一
　
放
射
性
物
質
の
合
計
量
が
第
五
条
の
二
第
一
号
又
は
第
二
号
に
該
当
す

　
　
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
措
置
を
と
る
こ
と
。

三
六
五



航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
省
示

イ
　
核
物
質
防
護
に
関
し
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
輸
送
計
画
書
を
輸
送

　
関
係
者
間
で
協
議
を
行
っ
た
上
で
策
定
す
る
こ
と
。

（7｝　（6）　（5）　（4｝　｛3｝　（2）　（1｝

積
載
方
法
等

β
階
及
び
経
路

輸
送
関
係
者
の
氏
名

警
備
に
関
す
る
こ
と
。

受
渡
し
地
点
及
び
そ
の
予
定
時
刻

連
絡
通
報
に
関
す
る
こ
と
。

そ
の
他
必
要
な
事
項

ロ
　
特
別
の
事
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
輸
送
時
間
、
経
由
地
、
積
替
回

数
及
び
積
替
時
間
が
最
小
と
な
る
経
路
を
選
定
す
る
こ
と
。

ハ
　
連
絡
の
時
間
間
隔
を
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
き
、
輸
送
中
、
あ
ら
か

　
じ
め
定
め
ら
れ
た
連
絡
場
所
（
以
下
「
撫
物
連
絡
場
所
」
と
い
う
。
）

　
へ
連
絡
を
行
い
得
る
よ
う
連
絡
通
報
体
欄
を
整
備
す
る
こ
と
。

二
　
核
物
質
防
護
上
の
措
遣
に
つ
い
て
知
識
と
経
験
を
有
し
、
輸
送
中
の

核
物
質
防
護
の
実
施
に
関
し
て
責
任
を
有
す
る
者
（
以
下
「
輸
送
責
任

者
」
と
い
う
。
）
を
、
出
発
空
港
及
び
着
陸
空
港
に
配
備
し
、
次
の
事

項
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

ω
　
輸
送
中
、
輸
送
詐
画
書
を
携
行
す
る
こ
と
。

　
鋤
　
輸
送
中
、
指
定
連
絡
場
所
へ
、
ハ
で
定
め
ら
れ
た
と
お
り
連
絡
を

　
行
う
こ
と
。

㈹
　
出
発
前
に
、
航
空
機
に
対
し
て
妨
害
行
為
が
着
手
さ
れ
て
い
な
い

　
　
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
羨
六

　
　
ホ
　
警
備
人
を
選
定
し
、
次
の
事
項
を
行
わ
せ
る
ほ
か
、
輸
送
中
、
放
射

　
　
　
性
輸
送
物
等
に
付
添
わ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
ω
　
放
射
性
輸
送
物
等
の
積
載
等
に
際
し
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
等
を

　
　
　
連
続
的
に
監
視
す
る
か
、
又
は
錠
及
び
封
印
等
を
頻
繁
に
点
検
す
る

　
　
　
　
こ
と
。

　
　
　
働
　
出
発
前
に
、
航
空
機
に
対
し
て
妨
害
行
為
が
着
手
さ
れ
て
い
な
い

　
　
　
　
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
。

　
　
へ
　
放
射
性
輸
送
物
が
人
手
に
よ
り
容
易
に
移
動
さ
れ
る
お
そ
れ
の
あ
る

　
　
　
場
合
は
、
コ
ン
テ
ナ
へ
収
納
す
る
等
の
措
置
に
よ
り
、
容
易
に
移
動
さ

　
　
　
れ
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
　
ト
　
コ
ン
テ
ナ
に
施
錠
及
び
封
印
そ
の
他
の
当
該
コ
ン
テ
ナ
が
容
易
に
朗

　
　
　
封
さ
れ
な
い
た
め
の
措
置
を
講
じ
る
こ
と
。

　
　
チ
　
錠
及
び
封
印
等
に
異
常
が
な
い
こ
と
を
積
載
前
に
点
検
す
る
こ
と
。

　
　
り
　
貨
物
機
を
使
用
す
る
こ
と
。

　
二
　
放
射
性
物
質
の
合
計
量
が
第
五
条
の
二
第
三
号
、
第
四
号
、
第
五
号
又

　
　
は
第
六
号
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
号
り
を
除
く
同
号
の
措
概

　
　
を
と
る
こ
と
。
た
だ
し
、
前
号
ホ
に
規
定
す
る
警
備
人
は
、
出
発
空
港
及

　
　
び
着
陸
空
港
に
配
備
す
れ
ば
足
り
る
。

　
…
二
　
放
射
性
物
質
の
合
計
量
が
～
第
五
条
の
二
第
七
号
、
第
八
号
又
は
第
九
号

　
　
に
該
当
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
イ
、
ロ
、
二
（
ω
を
除
く
。
）
、

　
　
へ
及
び
チ
の
措
置
を
と
る
こ
と
。

（
規
則
第
百
九
十
四
条
第
二
項
第
二
号
イ
の
承
認
）

第
二
十
五
条
　
規
珊
第
葺
九
十
四
条
第
二
項
第
一
　
号
イ
の
承
認
は
、
次
に
掲
げ



　
る
要
件
に
適
合
す
る
旨
を
承
認
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
～
　
当
該
放
射
性
物
質
等
を
L
型
輸
送
物
、
A
型
輸
送
物
、
B
M
型
輸
送
物

　
　
又
は
B
U
型
輸
送
物
と
し
て
輸
送
す
る
こ
と
が
著
し
く
縦
距
で
あ
る
こ
と
。

　
二
　
安
全
な
輸
送
を
確
保
す
る
た
め
必
要
な
措
置
が
と
ら
れ
て
お
り
、
そ
の

　
　
た
め
当
該
輸
送
が
安
全
上
支
障
が
な
い
こ
と
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
輸
送
物
の
最
大
線
量
当
最
率
は
、
表
面

　
に
お
い
て
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
ず
、
か
っ
、
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離

　
れ
た
位
践
に
お
い
て
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
特
別
措
置
）

第
二
十
六
条
　
第
十
七
条
又
は
第
十
九
条
の
規
定
に
従
っ
て
輸
送
す
る
こ
と
が

　
著
し
く
困
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
安
全
な
輸
送
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な

　
措
置
を
と
り
、
か
つ
、
運
輸
大
臣
の
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
輸
送
し

　
て
も
安
全
上
支
障
が
な
い
旨
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に

　
よ
ら
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

（
特
別
措
置
等
に
係
る
標
識
）

第
二
十
七
条
　
第
二
十
五
条
又
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
輸
送
物
等
を
輸

　
送
す
る
場
合
に
は
、
専
用
積
載
で
輪
送
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
第
二

　
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
表
面
の
こ
籔
所
（
コ
ン

　
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
四
側
面
）
に
第
三
類
黄
標
識
（
第
三
号
様
式
）
を
付
さ

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
は
「
専
用
積
載
篇
の
文
字
又
は
「
男
d
び
い

　
ピ
○
》
ご
」
の
文
字
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
寸
　
　
　
　
　
り

　
　
曜
円
　
　
　
　
貝

　
　
　
航
空
機
に
よ
る
放
窮
性
物
質
等
の
輪
…
送
基
準
を
定
め
る
比
口
示

　
こ
の
比
口
承
は
、
昭
和
五
十
三
年
一
月
一
難
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
重
　
　
　
　
　
弓

　
　
町
　
　
　
　
貝

　
こ
の
告
示
は
、
原
子
力
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
三

年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
一
条
第
三
号
に
掲
げ
る
規
定
の
施
行
の
罎
（
昭

和
五
十
四
年
一
月
四
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
寸
　
　
　
　
　
彗

　
　
属
　
　
　
　
貝

（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
告
示
は
、
昭
和
六
十
三
年
十
一
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
麗
）

2
　
こ
の
告
示
の
施
行
の
隆
盛
に
航
空
機
に
積
載
さ
れ
て
い
る
放
射
性
物
質
等

　
の
輸
送
に
つ
い
て
は
、
当
該
輸
送
が
終
了
す
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に

　
よ
る
。

…
柔
七



別表第一（第三条、第四条関係）

　種類が明らかであり、かつ、一種類である放射性物質の場合の数鼠の限度

第　　　一 欄 第　　二　　欄 第　　　三　　　欄

原 特別形放射性物質等で 特別形放射性物質等以

子
番

放射性物質の種類
ある場合の数量

iA1値）
外の放射性物質等であ

髀鼾№ﾌ数量（A2値）
号 単位　Bq 単位　Bq

1 3H 気体状のも 3，7×1013 3．7×10乳3

の、放射線

発光塗料で
あるもの、

固体に吸収
された形状

のもの、ト

リチウム水

であるもの

1 3H （その他のもの） 7．4×10H 7．4×10n

4 7Be 1．11×1013 1．工1×10k3

6 14C 3．7×1013 3．7×10正2

9 18F 7．4×101韮 7．4×10H

ユ1 22Na 296×10u 2．96×1011

11 24Na 185×10u 1．85×10B

12 28Mg 2，22×10u 2．22×10n

14 31Si 3．7×10且2 3．7×10聖2

15 32P L11×10韮2 UIXloi2

16 35S 3，7×10…3 L11×1013

工7 36Cl 1．11×玉0養3 1．11X工012

17 38C至 3，7×10u 3．7×101夏

18 37Ar 3．7×1013 3．7×1013

18 41Ar
（非圧縮状熊）7．4×1011

o（圧縮状態）3，7×10・・ 7．4×10コ1

R．7x10LG

19 42K 3．7x101L 3．7×1び監

20 45Ca 3．7×10藍3 1．48×1012

20 47Ca 7．4×10美蓋 7．4x10圭1

21 46Sc 2．96×10玉夏 296×10n
21 47Sc 7．4×10…2 7．4×1012

21 48Sc L85×10且1 1．85×1011

23 48V 2．22×10…夏 2．22×101監

24 51Cr 2，22×1013 2．22×1013

25 鴎Mn 1，85×1011
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49 1141πIn 1．11×1012 7．4×10H

49 115鴻In 3．7×10至2 3．7×1012

50 113Sn 2，22×10且2 2．22×10生2

50 125Sn 3．7×10LI 3，7×10H

51 122Sb 1．U×1012 1．11×1012

51 124Sb 1．85×10n 1．85×1011

51 125Sb 1．48×10L2 L11×10L2

52 125磁Te 3．7×1013 3，7×10篤2

52 127那Te 1．11×1013 1．48×1012

52 127Te 1．11×10ヨ3 1沮X1013

52 129珊Te 1，11×1012 1．11×10i2

52 129Te 3．7×loi2 3、7×1012

52・ 13即Te 3．7×101L 3．7×10H

52 132Te 259×10蓋1 2．59×10韮1

53 1251 3，7×1013 2．59×1012

53 1261 1．48×1012 3．7×10u

53 1291 3．7×10！3 7，4×101。

53 1311 1．48×1012 3．7×101L

53 1321 2，59×1011 2．59×10H

53 王331 L11×10正2 1．11×10L2

53 134王 2．96×10n 2．96×101裏

53 1351 3．7×10H 3．7×10B

54 三31那Xe
　（非圧総状態）　3．7×10k2
o　（圧縮状態）　　　3，7×10u 3．7×10L2

R．7×1011

54 133Xe
（非圧縮状態）3．7×10藍3

o（圧縮状態）L85×10u
3．7×1013

P．85×10n

54 135Xe
（非圧縮状態セ．59×10三2

o　Gヨ三縮状態）　　7．4×1010 2．59×1012
V．4×10蓋。

55 131Cs 3。7×10i3 3．7×1013

55 134況Cs 3．7×1013 3，7×10圭3

55 134Cs 3．7×10ヨ 3．7×10H

55 135Cs 3．7×1033 3．7×1012

55 i36Cs 2．59×10茎蓋 2，59×10u

55 137コ口 1．11×10且2 7。4×10u

56 王31Ba L48×1012 1．48×10玉2

56 133Ba 1．48×1012 3、7×10……

56 140Ba 7．4×1011 7．4×101玉
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92 ・灘総） 制限なし 制恨なし

93 ％7Np L85×1011 1．85×10δ

93 239Np 7，4×10i2 7，4xio取2

94 238Pu 1．11＞〈10u UIX103

94 お9Pu 7．4×10玉。 7．4×玉07

94 240PU 7，4×10薯。 　　　　戸V〆1×1α

94 241PU 3．7×10乳3 3．7×玉09

94 ％2Pu LHX10…1 L11Xlos

95 241Am 296×．10H 2．96×los

95 脇Am 2，96×10疑 2．96×108

96 242Cm 7！1×10三2 7．4×109

96 脇Cm 3．33×10u 3，33×ユ08

96 244Cm 3．7×10玉… 3，7×10呂

96 245Cm 2．22×10u 2，22×108

96 246Cm 2，22x10【毫 2．22×10s

97 249Bk 3．7×ユO」3 3，7x】010

98 249Cf 7，4＞〈1010 7．4×】．07

98 250Cf 2．59×1び… 2．59×108

98 252Cf 7．4×10ヨ。 3．33×108

別表第二（第三条、第四条関係）

　種類が明らかであって一種類であり、かつ、別表第一に掲げる放射性物質以外の放射

　性物質の場合の数最の限度

三
霊

第　一　　欄 第　　二　　欄 第　　三　　欄

特男ll形放射性物質等で 特別形放射性物質弾豆

ある場合の数董 外の放射性物質等であ
区　　　　　分

（A1値） る場合の数量（A2値）

単位　Bq 単位　Bq

1　放出する放射線が一

種類の場合（2に該当

する場合を除く。）

イ　アルファ線を放出

する放射性物質の場



（1）半減期が千日間 3．7×1013（原子番号が82 1．11×101＜原子番号が82

満である場合 以上のものである場合は、 以上のものである場合は、

7．4×10正。） 7．4×107）

（2＞半減期が千日以 L85×10…2（原子番号が82 1．85x109（原子番号が82

上百万年以下であ 以上のものである場合は、 以上のものである場合は、

る場合 7．4×10覧。） 7．4×107）

（3）半減期が百万年 3．7×1013 L1．1×10u

を超える場合

・　ベータ線を放出す 半減期が千日未満である

る放射性物質の場合 場合は1，11×101＜原子番

α1最大エネルギー 3．7×1013 号が82以上のものである

が0．5MeV未溝 場合ζま、　7．4×107　）、垂惨減

である場合 期が千日以上百万年以下

②　最大エネルギー 1．11×10L3 である場合は、L85×109

が0．5MeV以上 （原子番号が82以上のも

1MeV未満であ のである場合は、7．4×

る場合 107）、半滅期が百万年を

（3）最大エネルギー 3．7×10且2 超える場合は1．11×101…

が1MeV以上
1，5MeV未満で
ある場合

（4）最大エネルギー L11×10L2

が】．5MeV以上

2MeV未満であ
る場合

㈲　最大エネルギー 3。7×10u

が2蟹eV以上で
ある場合

ハ　ガンマ線を放出す
2．32×1じ3 2．32x10『3

ズ　とロの第三欄
る放射性物質の場合 を超えるものにあっては、 に掲げる数盆のうちいず

3，7×1013） れか小さいもの

ニ　エックス線を放出 3．7×1013（原子番号力§56 半減期が千日未満である

する放射性物質の場 以上のものである場合は、 場合はH1×10u（原子
合 7．4xユ0且2） 番号が82以上のものであ

る場合は、　7．4×107）、

半減期が千日以上百万年

以下である場合は、L85

×109（原二予番号力：82以」二

のものである場合は、7．4

×107）、半減期が百万年

を超える場合は1．11×1011

2　放出する放射線が一 親核種及び娘核種に対 親核種及び娘核種に対
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種類であり、当該放射 する1の第一欄の区分 する1の第一欄の区分

性物質が原子核の崩壊 に応じてそれぞれ第二 に応じてそれぞれ第三

連鎖を生ずるもの（以 欄に掲げる数髭のうち 欄に掲げる数量のうち

下「親核種」という。） 最小のもの 最：小のもの

であって、その半減期

がその原子核の崩壊に

よって生ずる放射性物

質（以…ド「娘核種」と

いう。）の半減期より

も長く、かつ、娘核種

の半減期が十日以内で

ある場合

3　放出する放射線が二 それぞれの放射線に対 それぞれの放射線に対

種類以上の場合（4に する1の第一欄の区分 する1の第一欄の区分

該当する場合を除く。） に応じてそれぞれ第二 に応じてそれぞれ第三

欄に掲げる数量のうち 欄に掲げる数量のうち

最小のもの 最小のもの

4　放出する放射線が二 それぞれの放射線に係 それぞれの放射線に係

種類以上あり、当該放 る親核種及び娘核種に る親核種及び娘核種に

射性物質の半減期が娘 対する1の第一欄の区 対する1の第一欄の区

核種の半減期よりも長 分に応じてそれぞれ第 分に応じてそれぞれ導

く、かつ、娘核種の半 二巴に掲げる数量のう 三橋に掲げる数量のう

減期が十日以内の場合 ち最小のもの ち最小のもの

備考　∫■は、当該放射性物質が1ベクレルの場合において、当該放射性物質から

　　1メ　トル離れた位置における最大照射線量率をクーロン毎キログラム毎時

　　で表した値を示す。

別表第三（第三条、第四条関係）

　種類が一種類であり、かつ、種類が明らかでない放射性物質の場合の数量の限度

毛
細

第　一　禰 纂　二　　欄 第　三　欄

区　　　　　分

特別形放射性物質等で

?る場合の数最

iA1値）

@　　　単位　Bq

特別形放射性物質等以

Oの放射性物質等であ

髀鼾№ﾌ数量（A2値）

@　　　単位　Bq

原子番号82以上の放射性

ｨ質が含まれていない場合
3．7×1011 1．48×1010

原子番号82以上の放射性

ｨ質が含まれている場合
7．4×1010 7．4×107



別表第瞬（第三条、第四条関係）

　種類が二種類以上であり、かつ、種類の全部が明らかでない放射性物質の場合叉は種

　類の一部が明らかであって種類別の数量の全部が明らかでない放射性物質の場合の数

　量の限度

B　　　第　　一　　欄
第　二　欄 第　三　欄

特別形放射性物質等で 特別形放射性物質等以

ある場合の数量 外の放射性物質等であ
区　　　　　分

（A1値） る場合の数量（A2値）

単位　Bq 単位　Bq

1　アルファ線を放樹す

る放身圭｛生物質が含まれ、 7，4×10…o 7．4×107

ている場合

2　アルファ線を放出す

る放射挫物質が含まれ
7，4×1010 L48×1010

ていない場合（3に該

当する場合を除く。）

3　核分裂生成物である

場合（1に該帯する場 3．7×工0ロ 1．48×101。

｝合を除く・）
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別表第五（第三条、第鴎条関係）

　種類が二種類以上であり、かっ、種類及び種類別の数量の全部叉は一部が明らかであ

　る放射性物質の場合（別表第六に該当する場合を除く。）の数量の限度

第　　　一　　　瀾 第　　二　　欄

数　　　　　　　量
区　　　　　　　分

単位　Bq

放射性物質の種類の全部父は一部が 次の算式を満たすx！，x2，…，Xn

明らかであって種類別の数量の一部 及びyの数量

が明らかでない場合 聖＋聖＋＿＋）象÷エ＿1
XI　X2　　　　Xn　　Y

放射性物質の種類及び種類別の数量 次の箪式を満たすX1，X2，…，Xn

の全部が明らかである場合 の数麓

聖＋聖＋…＋馳一1
XI　X2　　　　Xn

毛
八

備考　x1，　x2，……，　Xn　4ま種類及び種類別の数簸が明らかな各放射性物質の数
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量（ベクレル）を、X1，X2．……，　Xnはそれぞれxh　x2，……，　Xnに係る

各放射性物質に対する別表第一叉は別表第二に掲｝ずる数：縫（ベクレル）を、y

は種類又は種類別の数耀が明らかでない放射性物質の数量（ベクレル）を、Y

は、yに係る放射性物質の種類の全部が明らかな場合にあってはそれらの種類

に対する別表第一又は別表第二に掲げる数燈（ベクレル）のうち最小のものを、

yに係る放射性物質の種類の全部又は一部が明らかでない場合にあってはyに

係る放射性物質に対する別表第三に掲げる数昂：（ベクレル）を示す。

甥表第六（第三条、第四条関係）

　種類が一連の原子核の崩壊連鎖の系列からな9、かつ、その混合比が天然のものと等

　しい放射性．物質の場合の数量の限度　　　　　　　　　　　’

第　一　欄 第　　二　　欄 第　　三　　瀾

特別形放射性物質等で 特別形放射性物質等以

ある場倉の数量 外の放射性物質等であ
区　　　　　分

（A1憾） る場合の数量（A2値）

単位　Bq 難位　Bq

その系列のすべての放射 親核種に対する別表第 親核種に鰐する別表第

性物質（親核種を除く。） 一・ 狽ﾍ別表第二の第二 一父は別表第二の第三

の半減期が十日を超えず、 欄に掲げる数麺 欄に掲げる数縫

かつ、親核種の単願期よ

りも短い場合

その系列の娘核種のうち、 次の算：式を満たすxP 次の算式を満たすx1，

その堆減期が十日を超え、 X2，…・Xnの数最 X2，…，　Xnの数量

又は親核種の半減期より

熬ｷいものがある場舎

聖＋i象＋＿＋X王　X2

瓶＋聖＋＿＋
wI　　X2

Xn一　備　1 玉P＿ユ

X蕪　　　　　　　　　　1 Xn

備考　XpX2，……，　Xnはその原子核の崩壊連鎖の系列に属する各放射性物質の

　　数癒（ベクレル）を、Xp　X2，……，　Xnはそれぞれx1，　x2，……，　Xnに係

　　る各放射性物質に対する別表第一又は別表第二に掲げる数量（ベクレル）を示

　　す。

一
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別
記
第
［
（
第
四
条
関
係
）
特
別
形
放
射
性
物
質
等
に
係
る
試
験

　
一
　
衝
撃
試
験

　
　
　
試
験
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
物
質
等
を
で
き
る
だ
け
模
擬
し
た
供
試
物

　
　
（
以
下
「
供
試
物
」
と
い
う
Q
）
を
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ

　
　
る
こ
と
Q

　
二
　
打
撃
試
験

　
　
　
供
試
物
を
表
面
が
滑
ら
か
な
鉛
板
の
上
に
置
き
、
　
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ

　
　
か
ら
一
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝

　
　
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
鋼
製
丸
棒
の
平
白
面
で
打

　
　
っ
こ
と
Q
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鉛
板
は
厚
さ
が
二
・
五
八
ソ
チ
メ
ー
ト

　
　
ル
以
下
の
も
の
と
し
、
鋼
製
丸
棒
は
そ
の
平
端
面
の
直
径
が
二
・
五
セ
ン

　
　
チ
メ
…
ト
ル
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
角
の
半
径
が
○
・
三
セ
ソ
チ
メ
ー
ト

　
　
ル
の
も
の
と
す
る
。

　
三
　
曲
げ
試
験

　
　
　
供
試
物
を
水
平
に
ク
ラ
ン
プ
面
か
ら
そ
の
二
分
の
一
が
旧
る
よ
う
に
固

　
　
隠
し
、
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
一
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落

　
　
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う

　
　
に
鋼
製
丸
棒
の
平
端
颪
で
打
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鋼
製
丸
棒

　
　
は
、
そ
の
平
画
面
の
臨
径
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
か
つ
、

　
　
そ
の
角
の
半
径
が
○
・
三
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
と
す
る
。

　
四
　
加
熱
試
験

　
　
　
供
試
物
を
摂
氏
八
百
度
の
空
気
中
に
十
分
間
美
く
こ
と
。

　
　
　
　
せ
き

　
五
　
浸
漬
試
験

「
穴
O

　
　
イ
　
固
体
状
の
放
射
性
物
質
等
（
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
も
の
を
除
く
Q
）

　
　
　
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
順
序
で

　
　
　
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
　
　
ω
　
常
温
の
水
中
に
七
日
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
　
　
働
　
摂
氏
五
十
度
の
水
中
に
四
蒋
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
個
　
摂
氏
三
十
度
で
あ
っ
て
湿
度
九
十
パ
…
セ
ン
ト
の
空
気
中
に
七
日

　
　
　
　
間
麗
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
き

　
　
　
翰
　
摂
氏
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
物
質
等
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に

　
　
　
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
順
序
で
行
う
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甚

　
　
　
α
　
摂
氏
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
②
摂
氏
三
十
度
の
空
気
中
に
七
日
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
㈹
摂
氏
卒
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
灘
さ
せ
る
こ
と
・

別
記
第
一
一
（
第
六
条
、
第
十
条
関
係
）
A
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
　
　
条
　
件

　
　
イ
　
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
毎
時
の
雨
量
に
相
当
す
る
水
を
一
時
間
吹
き
樗

　
け
る
こ
と
。

ロ
　
イ
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
次
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

ω
　
そ
の
重
量
が
、
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
一
・

　
　
ニ
メ
…
ト
ル
の
古
同
さ
か
ら
、
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
一
万
キ
ロ
グ

　
　
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
九
メ
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
一

　
万
キ
p
グ
ラ
ム
を
超
え
一
万
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ

　
　
て
は
○
・
六
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
　
一
万
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超



　
　
え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
〇
ニ
エ
置
上
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
、

　
　
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
②
　
そ
の
重
量
の
五
倍
に
相
当
す
る
荷
重
又
は
鉛
直
投
影
面
積
に
○
・

　
　
㎝
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得
四
た
値
に
相

　
　
当
す
る
荷
重
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
も
の
を
一
一
十
四
時
間
加
え

　
　
る
こ
と
。

　
㈹
　
重
量
が
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
鷹
径
が
三
・
記
田
ン
チ
メ
ー
ト

　
　
ル
の
容
易
に
破
損
し
な
い
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
先
端
が
半
球
形
の
も

　
　
の
を
一
メ
ー
ト
ル
の
八
二
さ
か
ら
当
該
放
射
性
輪
珊
送
物
の
日
取
も
弱
い
部

　
　
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
〇

一
　
液
体
状
又
は
気
体
状
の
放
射
性
物
質
等
に
係
る
追
加
条
件

イ
　
液
体
状
の
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放

　
射
性
輪
送
物
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
下
に
難
く
ほ
か
、
次
の
ω

　
及
び
図
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
Q
た
だ
し
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
に

　
係
る
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
性
物
質
等
の
量
の
二
倍
以

　
上
の
最
の
放
射
性
物
質
等
を
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
る
吸
収
材
を
備
え

　
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
当
該
吸
収
材
が
放
射
線
し
ゃ
へ
い

　
材
の
内
側
に
あ
る
も
の
又
は
当
該
収
納
し
、
若
し
く
は
包
装
す
る
こ
と

　
が
で
き
る
放
射
性
物
質
等
を
す
べ
て
吸
収
す
る
こ
と
と
し
た
場
合
に
お

　
い
て
も
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
を
超
え
な
い
も
の
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
ω
　
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ

　
　
せ
る
こ
と
。

航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

　
　
　
②
　
前
号
ロ
偶
に
規
定
す
る
棒
を
一
・
七
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該

　
　
　
　
放
射
性
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
℃

　
　
ロ
　
気
体
状
の
放
射
性
物
質
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放

　
　
　
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、
イ
ω
及

　
　
　
び
図
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

別
記
第
三
（
第
六
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
｝
　
別
記
第
二
第
一
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
Q

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
鐙
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
摂
氏
…
二
十
八
度
で
あ

　
　
る
環
境
に
一
週
間
放
遣
す
る
こ
と
。

別
記
第
四
（
第
六
条
、
第
十
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
第
二
号
の
条
件
の
下
で
放
射
性
輪
黒
物
が
最
大
の
破
損
を
受
け
る
よ
う

　
　
な
碩
序
で
次
の
イ
及
び
ロ
の
条
件
の
下
に
順
次
置
く
こ
と
。

　
　
イ
　
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
垂
直
に
固
定
し
た
直
径
が
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
長
さ
が

　
　
　
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
軟
鋼
丸
干
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
面
が
滑
ら
か

　
　
　
な
水
平
面
で
あ
る
も
の
に
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
二
　
摂
氏
八
百
度
の
環
境
に
三
十
分
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
甚

　
三
　
深
さ
十
五
メ
ー
ト
ル
の
水
中
に
八
躇
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
四
　
野
外
の
温
度
が
摂
氏
三
十
八
度
で
あ
る
環
境
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

　
備
考
　
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
は
、
こ
の
順
序
で
置
く
も

　
　
　
の
と
す
る
。

別
記
第
五
（
第
六
条
関
係
）
B
U
型
輸
…
愚
物
～
に
係
る
条
件

　
一
　
別
記
第
二
第
｝
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

｝
穴
一



　
　
　
航
空
機
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
輸
送
基
準
を
定
め
る
告
示

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
摂
氏
三
十
八
蔑
か
ら

　
　
摂
氏
零
下
四
十
度
ま
で
の
環
境
に
一
週
間
放
遣
す
る
こ
と
。

別
記
第
六
（
第
六
条
関
係
）
B
U
型
輪
送
等
に
係
る
条
件
。

　
一
　
別
記
第
四
第
慕
写
か
ら
第
三
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
そ
の
順
序
で
置
く

　
　
こ
と
。

　
一
一
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
摂
氏
三
十
八
度
か
ら

　
　
摂
氏
．
零
下
四
十
度
ま
で
の
環
境
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

宍
二



第一号様式（第二十三条，第二十四条関係）

第一類白標識

爵、
　　　、　　　　〆r匙

論⑳愈

愈

Φひ，

　、申

謡眺鉱α鐸磯
駈　納　軌
CONτε四了S，．．．，．＿．．．＿．，．．．．＿．．＿＿．剛」唱、＿、7、＿．．

無射魁　　　 ベクレル
ACT犀V丘了㌔㌦．．　　　　，，，BECQUεREしS

　　　　　　　　　　　　奄！

履　　　　　γ

＼ミ〃

／
、型

凝樹遡と2邦ゆ鎖鞍…繰§滋雛Q鐙鮒塔繕雨製憩｝Q釦i旨

注　1　三葉マークは、第4号様式によるものとする。

　　2　収納物及び放射能の欄には、それぞれ、収納され、叉は包

　　　装されている放射性物質等の艦称及び放射能を記入すること。

　　3　放禦能は、ベクレル単位で表すことQ

　　4　本邦内のみを輸送されるものにあっては英語の部分を、本

　　　邦外を輸送されるものにあっては日本語の部分を削ることが

　　　できる。

　　5　色彩は、次褒によるものとする。

部　　　　　分 色　　　　彩

上　半　　部　の　地 白

三　葉　マ　一　ク ’馳、、

…ド　半　　部　　の　　地 白

文　　　　　　　　字 ’い、

斜線を施した部分 赤

ふ　　ち　　の　　部　分 白

ふ　ちの内側の線 ’，■、

区　　　分　　　線 黒

眠朗



　　　凝創一廻楡Q轟燕遡§蟹鈴Q纏細凸凹樹闇闇｝側ロ1旨

第二号様式（第二十三条，第二十四条関係）

第二類黄標識

漁　　凌岬
　　　、　　　〆塗

幽㊥禽

畠

　
h
　
－
，

　
O

豚
C

、

㌦

㍉

緊 嫌触！／／
　　　　　　　　　　　　　、鮮壷塾墨／

＼》
　奪1

ノ

llK霞

注 1　三葉マークは、第4号様式によるものとする。

2　収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それぞれ、収納さ

れ、叉は包装されている隔壁性物質等の名称、放射能及び輸

送捲数を記入することQ

3　放射能は、ベクレル単位で表す。

4　本邦内のみを輸送されるものにあっては英語の部分を、本

邦外を輸送されるものにあっては日本語の部分を削ることが

できる。

5　色彩は、次表によるものとする○

部　　　　　分 色 彩

上 半　　部　の 地 黄

三 葉　マ　一 ク 黒

下 半　部　の 地 白

文 字 黒

斜線を施した部分 赤

ふ ち　の　部 分 白

ふ ちの内側の 線
’、、、

区 分 線 黒



第三号様式（第二十三条，第二十四条，第ニート七条関係）

第三類黄標識

　
　
、
’
。

　
㌧

翫
賦

畠㊥禽

型

名 壽舜撃墜i／
匁，

　、禽

　ゆ、
品　愚　盈　腰

TRANSPO履了襯OEX

＼》／

、
’

／
♂

罎創謡曲％ゆ繕孫出撃蟹帥e濠捌樽籍凶製倉ゆ超田倭

注　1　三葉マークは、第4号様式によるものとする。

　　2　収納物、放射能及び輸送指数の欄には、それぞれ、収納さ

　　　れ、又は包装されている放射性物質等の名称、放射能及び輸

　　　送指数を記入すること。

　　3　放射能は、ベクレル単位で蓑すこと0

　　4本邦内のみを輸送されるものにあっては英語の部分を、本

　　邦外を輪送されるものにあっては日本語の部分を肖1ることが

　　　できる。

　　5　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　　分 色　　　　胴

上　半　部　の　地 黄

三　葉　マ　一　ク 黒

下　半　部　の　地 白

文　　　　　　　　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふ　ち　の　部　分 白

ふちの内側の線 黒

区　　　分　　　線 黒

眠唄



　　凹凸趨と2蝿ゆ潟蕪遡§蟹肺e綴掴漁讐畑製£ゆ廻n1旨

第四号様式（第二十王条関係）

三葉マーク

罐鹸、

！02

　　　幽

注　1　Zは、α2センチメートル以上とする。

　　2　色彩は、黒とする。

駅《



第五号様式（第二十三条，第二十1期条関係）

コンテナ標識

．，へ

論㊥畠

齢

＼＼輪ゾ／
　　　　　　＼》／

越潮塑三2％㊨繕姦蓑§鼠鎌e無細増鱈掴｛賀奮ゆ超m旨

注　】　墜葉マ　クは、第4弩様式によるものとする。

　　2　君は、0．5センチメートル以上とする。

　　3　本邦内のみを輸送されるものにあっては英語の部分を、本

　　邦外を輸送されるものにあっては日本語の部分を削ることが

　　できる。

　　4　色彩は、次表によるものとする。

翻 分 色 彩

地 白

黒　葉 マ 一　　ク 黒

文 宇 黒

ふ　　ち の 部　分 白

ふ　ち　の 内側の線 ’い、

眠ギ



○運輸省航空局通達（その礒）

殿

号
日
号
日
号
日
号
日
号
日

　
　
り
　
　
ら
　
　

う
　
　
　
ハ
リ
　
　
　
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む

4
1
9
　
3
1
6
2
8
3

7
月
0
月
0
月
0
月
9
月

　
　
　
　
　
　
　
エ

　
2
ー
ユ
ー
王
1
1

　
　
　
1
　
　
1
　
　
1
　
　
3

第
年
第
年
第
年
第
年
第
年

航
5
3
航
5
6
航
5
8
航
6
3
航
元

　
和
　
和

　
　
　
　
和
　
和
　
成

空
昭
空
昭
空
昭
空
昭
空
平

　
　
正

　
　
改

長局空航省輸運

　　　放射性物質及び放射性物質によって汚染された物件の輸送規制について

　このたび運輸省は、航空法施行規則（昭和27年置輸省令第56号。以下「規劉」という。）

第194条の放射性物質の輸送基準に係る部分を昭和52年四輪省令第35号により改正する

とともに、新たに航空機による放射姓物質等の輸送基準を定める告示（昭和52年運輸省告

示第587号。以下「告示」という。）を定め、いずれも本年1月1罎から実施されています。

　今園の規則の改正及び告示の鯛定（以下「改蕉等」という。）は、「放射性物質等の輸送

に関する安全基準（昭：和50年1月21日付け原子力委員会決定）」に基づく昭和52年8月

放射線審議会答申「放射性物質又は放射性物質によって汚染された物の輪送に関する基準

（放射線障害の防止に関する技術的基準に関する部分）の改正について」を受けてなされ

たものであり、「IAEA（困際原子力野冊）放射性物質安全輸送規則（1973年版）」（以下

「IAEA　73年版規則」という○）に準拠しています。（なお、王ATA（国際航空運送協会）輸

送制限品規則第19版（以下「IATA　R．A．R．」という。）もIAEA　73年版規則に準拠して

います。）

　また、今回の改正等は、科学技術庁研学の諸規劉（原子炉の設置、運転等に関する規則，

核燃料物質の加工の事業に関する規則等）並びに運輪省瞬管の放射挫物質等車両運搬規則

及び危険物船舶運送及び貯蔵規則の改正と併せて行われていますので、これらの規則につ

いても十分留意して下さい。

　今測の改正等は、従前の規定に比べ、むしろ金面改正とも言えるものであり、その施行

にあたっては、下記に従って運屠することといたしましたので、この旨関係者に周知徹底

方よろしくお願いいたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記
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1．規興1等の概要

（1）輸送物の基準

　　イ　放射性輸送物を放射線被ばく防止の観点からL型、A型、　BM型及びBU型の4

　　　種類に区分することとし、
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　　　危険性の極めて少ない放射挫物質等を輸送する場合には　　　　　　　　L型

　　　一定量を超えない放射能を有する放射性物質等を輸送する場合には　　　A型

　　　一定量を超える放射能を有する放射性物質等を輸送する場合には

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　BM型又はBU型

　　として輸送しなければならないこととした○（規則第194条第2項第2号イ、告示

　　第2条及び第4条から第6条まで）

　ロ　核分裂挫輸送物を臨界防止の観点からその臨界に達する危険性の程度に応じ、

　　第1種核分裂性輸送物、第2種核分裂性輸送物及び第3種核分裂性輸送物の3種

　　類に区分し、そのいずれかの形態で輸送しなければならないこととした。（規則第

　　194条第2項第2号二、告示第9条及び第10条）

　ハ　核物質防護措置が特に必要な放射性物質等

　　D告示第5条の2に掲げる放射性物質は、必要となる防護の基準から次の3つ

　　　の区分に分類される。

　　　a　告示第5条の2第1号及び第2号の放射性物質　（区分D

　　　b　告示第5条の2第3号から第6号の放射性物質　（区分π）

　　　c　告示第5条の2策7号から第9号の放射性物質　（区分1且）

　　　　ただし、これらに掲げる放射性物質が複数個の輸送物に分割されて収納され、

　　　一の航空機に積載される場合、上記区分の適用はそれらの放射性物質の合計琶

　　　による。（規員瓠第194条第2項第2号へ及び告示第5条の2）

　　の区分1又は区分11に該当する放射性物質を収納した放離性輸送物には、施錠

　　　及び封印その他の当該放射性輸送物が容易に開封されないための措置を講じる

　　　こととした。（告示第6条）

（2＞　輸送の基準

　イ　放射性輸送物及びそれを収納したコγテナについて、それらの表癒から一定の

　　蹴雛における最大線量当量率及び臨界に達する危険性の両方を考慮して一定の指

　　数（輸送指数）を定めることとした。（告示第18条）

　ロ　放射性輸送物及びそれを収納したコγテナには、それらの表面の線量当量湘南

　　び臨界の危険性に応じ、特定のラベル若しくは表示を付し、叉は行わなければな

　　らないこととした。（告示第23条）

　　　輸送の基準として、放射性輸送物又はそれを収納したコンテナは移動、転倒等

　　のないように積載すること、旅客等が通常使用する区画には積載しないこと具申

　　送方法として遵守すべき事項を定めることとした。（告示第13条から第17条まで

　　及び第20条から第22条まで）

　　　一の航空機に積載する放射性輸送物及び放射性輸送物が収納されているコンテ

　　ナの輪送指数の合計並びに放射性輸送物が収納されている一のコンテナの輸送指



　　　数が一定数を超えないようにしなければならないこととした。（告示第19条）

　　ホ　告示第5条の2に規定する放射性物質等を輸送する場合、それぞれの区分に応

　　　じ、輸送計頭角を輪送関係者間で協議を行った上で策定することとし、連絡体鯛

　　　の整備、輸送責任者の配備及び警備入の選定等防護のための措概として必要な事

　　　項を定めることとした○（告示第24条の3）

　（3）輸送物及び輸送の確認

　　　BM型輸送物、　BU型輸送物、核分裂性輸送物叉は区分！若しくは区分πに該当

　する放射性物質を収納した放射挫輸送物を輸送しようとするときは、放射性輸送物

　　としての安全性について、積載前に運輸大臣の確認を受けさせることとした○

　　　さらに、これらの放射性輸送物又は区分皿に該当する放射性物質を収納した放射

　性輸送物を輸送する場合には、個々の輸送の安全性についても運輸大距の確認を受

　　けさせることとした。（規則第194条第2項第2号ハ、二、ホ及びへ、告示第7条、

　　第8灸及び第12条）

（4）そ　の　他

　　　放射性物質等のうちいわゆる空容器、放射性汚染物等を容器に収納又は包装する

　　ことなしに輸送する場合の技術基準を設けるほか、技術基準の一部に従うことが著

　　しく困難な場合における技術基準の特例に関する規定を設ける等所要の規定を概く

　　こととした。（告示第1条、第3条及び第24条から第27灸まで）

　　㈱　（）は規貝扱び告示における参照すべき角田を示した0

2．規則等の施行に伴う主たる条項の解釈及び取扱い

（1）告示第5条の2（核物質防護措置が特に必要な放射性物質等）関係

　　　「一の航空機で輸送する場合の放射性物質の合計歎」とは、荷送人が単数である

　　か複数であるかにかかわらず、一の航空機に積載される全ての放射性輸送物につい

　　て、収納されている放射性物質の核種及び濃縮度が区分上同じものを合計した量を

　　いう。

（2）告示第13条（取扱場所）関係

　　　「関係者以外の者」とは、旅客その他の当該積卸し作業に係わりのない者をいう

　　ものとする。

　（3＞告示第16条（混載舗限）関係

　　　「火薬類」、「高圧ガス」、「腐蝕性液体」、「引火挫液体」とは、それぞれ、航

　　空機による爆発物等の輸送基準等を定める告示（昭和58年運輸省告示572号）第1

　　条第1項に規定する「火薬類」、「高圧ガス」、「腐蝕性物質」（液状のものに限る。）

　　「引火性液体」をいうものとする。

　　　「混載」とは、同一の貨物室に放射性輸送物等を積載することをいうものとする

　　が、この場合貨物察の広狭は問わない0
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（4）告示第20条（取扱方法等を記載した麺類の携行）関係

　　「輸送に関し留意すべき審項」には、当該放射性輸送物等に収納されている放射

　性物質等の名称（二種以上の放射性物質等が収納されている場合にあっては、その

　主たるものの名称）及び放射能（ベクレル単位で表わすこと。）が含まれるものとす

　る。

（5）告示第21条（BM型輸送物の輸送条件）関係

　　第2項の「放射性物質の取扱いに関し導門的知識を有する春」とは、次のいずれ

　かに該当する者（核燃料物質の取扱いに関しては、㈱に該当する者を除く。）とする○

　ω　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律（昭和32年法律第166

　　号。以下「原子炉等規翻法」という。）第41条の原子炉主任技術看免状を有する

　　者及び原子炉主任技術者試験筆記試験合格者

　（ロ）原子炉等規制法第22条の3の核燃料取扱主任者免許状を有する春
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
　の　放射性同位元素等による放射線障害の防止に蘭する法律（昭和32年法律第167

　　号。以下「放射線障害防止法」というQ）第35条の第一種放射線取扱主任者免状を

　　有し、かつ、核燃料物質の取扱いに一年以上の経験を有する者

　ω　放射線障讐防止法第35条の第2種放射線取扱主任者免状を有し、かつ、核燃料

　　物質の取扱いに2年以上の経験を有する春

　㈱　放射線障害防生法曹35条の第一種放射線取扱主任者免状又は第＝二種放射線取扱

　　主任者免状を有する者

　8　放馴生物質の取扱いに関し、ωから㈱までに掲げる春（核燃料物質の取扱いに

　　関しては、㈲から←）までに掲げる者）と同等以上の知織及び経験を有すると認め

　　られる者

（6＞　告示第23条（標識又は表示）関係

　　表示しなければならない第1項の難中第1号の「放射性」又は「RAD工OACTIVE」

　の文字、第3項第2号の「A型」又は「TYPE　A」の文字及び同項第3号の「B型」

　又は「TYPE　B」の文字並びに同項第1号の総重量を表示する場合にあっては、そ

　れらの文字父は数字の各々を原剴として黒色で白地の上に1cm角以上の大きさとな

　るよう表示しなけ；ればならない。

（7）告示第24条の2関係

　　告示第5条の2に規定する放射姓物質等を輸送する場合には、輸送経路の選定に

　あたっては、自然災害等による突発的な審態が生ずる可能性が少ない地区を通過す

　るよう配憲すること。

（8＞告示第24条の3（核物質防護に関する基準）関係

　イ　第1号イの輸送計画書については、荷送入、荷受人及び運送人が協議を行い・

　　さらに、空港管理者とも椒談したうえで策定することo



　　また、輸送計画書に記載する纂項のうち、「（7）その他必要な事項」には、輸送

　計鷹講の内容の不必要な分散を防止するための方法を記載すること。

　ロ　第1号ハの連絡体制については、輸送責任考と指定連絡場所における荷送人又

　　は荷受人が随時連絡をとり得る体舗としておくこと。また、緊急蒔の連絡体鯛に

　　ついても治安当局等とも打合せを行った上で別途整備しておくこと○

　ハ　第1二二の「核物質防護上の措置について知識と二二を有し、輪送中の咳物質

　　防護の実施に関して責任を有する者」とは、当該輸送において統括的責任を有す

　　る者であって、核物質の輪送に関する業務について熟知しており、また、その経

　　験を有する者とする。

　二　第1号ホの「警備人」とは、空港警講及び核物質防護のための警備に関する知

　　識と経験を有する者とする。

　ホ　第1号ホ（D及びチの「錠及び封印等」には、輸送物の包装が含まれる。

⑨　被ばく防止のための措置

　イ　放射牲物質等の輸送に従事する者（以下「輪送従事岩」という○）の放射線被ば

　　くを一般人並みの年5ミリシーベルト以下とするため、放射性物質等を輸送する航空

　　会鮭は、注1及び注2の要領により選定した路線に関し、次の式により、輸送従事者

　　の年間被ばく線量（Ry）を路線ごとに算出し記録するとともに、毎年2月末日まで

　　に前年分をとりまとめ、運輸省航空局技術部運航課危険物輸送対策官あて報告し

　　なければならない。

　　Ry躍（一輸送従事者が一年間に乗務する平均便数）

　　　　x（一年聞に一便が放射牲物質等を輪送する確率）

　　　　×（一便当たりの放射性物質等の輸送指数の平均値）

　　　　×（客室又は操縦室までの距離による補正係数）

　　　　×（一便当たりの平均飛行時間）X2

　　　　　（一輸送従事者の平均年聞飛行時間）

　　　　　　（一便当たりの平均飛行時間）

　　　　　（当該路線の放射性物質等の輸送に係る年間便数）
　　　　×

×

×

　　（当該路線の年闘就航便数）

（当該路線の輸送指数の年闘合計値）

（当該路線の放射性物質等の輸送に係る年間便数）

　　（1十（輸送物一鰯の平均直径）×1／2）2

　　　　（輸送物の中心位罵から客室又は操縦室までの距離）2

　　　x（当該路線の一便当たりの平均飛行時闘）

　　　×2

注1．算出の基礎となる路線は、放射性物質等の輸送が行われている路線のうち、
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　　当該路線の輸送指数の年間合計値を当該路線の年間就航便数で割った平均値が

　　高いものを3路線選定すること。

　　　但し、二地点間を直接結ぶ片道を一つの路線とし、経由地がある場合は、鳩

　　発地畦経由地、経由地・ゆ経由地、経霞地吟到着地というように分割されたそれ

　　ぞれを一つの路線とすること。

注2．長距離飼際線（片道3時間以上の路線をいうものとする。）で放射性物質等を

　　輸送する航空会社にあっては、注1の3路線のすべてが長距離國際線となる場

　　合には長廼離圏際線2銘線及び長距離国際線以外の路線1路線を、注1の3路

　　線のすべてが長距離国際線以外の路線となる場合には長距離国際線1路線及び

　　長距離国際線以外の路線2路線につき、注1に準じて選定すること。

注3．各線線については、輸送従事者を客室乗務員と運航乗務員とに区分し、それ

　　ぞれについて年間被ばく線量を算出すること。

注4，r一輸送従事者の平均年回飛行時間」は、一輸送従事者の全路線にわたる年

　　間飛行時間（ブロック・タイムで表わしたもの）の平均値とする。

注5．　「一便当たりの平均飛行時間」は、全路線にわたる全便の飛行時間（ブロッ

　　ク。タイムで表わしたもの）の年闘合計値を、全路線にわたる年間就航便数の

　　合計値で割った値とするQ

　　　但し、算出に当たり、一便とは、注1の但し書きによる一つの路線を片道一

　　回飛行することとする。

注6．　「輸送物一偲の平均直径」は0，5mとする。

注7．　「輪送物の中心位鐙から客室又は操縦室までの艶離」は下記の要領により算

　　出すること。

　　イ　輸送物の貨物室内での積載場所について、当該路線の全線について、同一

　　　の特定な配慮がなされている場合を除き、輸送物は貨物室中央に積載される

　　　ものとする○

　　　　従って、輸送物中心位置は貨物案中央である。

　　ロ　距離の算出に当っては、機体左右方向の成分は無視してよい。

　　ハ　輸送物の中心位置から客室までの距離の算出

　　　1）輸送中、客室乗務員は客室内を均等に歩き回るものとし、輸送物から見

　　　　た客室乗務員の平均的な位置を次の式により算出する。（図参照）

髭　　　b／・一・／・　一、
c　　　　tan｝1　（b／c）一tan－1（a／c）

　　但し、tan－1（b／c）及びtaガ1（a／c）はラジアンで表わした値とする0

2）輪洋物の中心位概から客室までの距離を次の式により算出するo



L＝，（惹）・＋1
　　　　　C

　　二　輸送物の巾心位置から操縦室までの距離については、運航乗務員のうち輸

　　　送物に最も近い位置にいる巻までの距離とする○

注＆　「当該路線の一便当たりの平均飛行時間」は、当該路線のブロック。タイム

　　による平均飛行階間に、日送従事春と放射性物質等が共に航空機内にあると考

　　えられるブロック・タイムには含まれない発進前及び着陸停止後の平均的な時

　　間を加えた値とする○

　　　輪送中心位畳から客室床面への垂線の足を基準点。とする。（図参照）

　　　また、輸送物中心位置から基準点。までの距離を。とする。

　　　基準点。を原点とし、機体軸に平行に機体後方を正とする座標軸をとり、客

　　室最前方壁をa、客室最後方壁をbとし、客窒乗務員の平均的位羅をxとする。

　　　従って、a、　b、xは基準点。より機体敵方側にあれば負の値、機体後方側に

　　あれば正の値となる。

図

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＼
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ロ　輸送従事者及び旅客の被ばくを防1ヒするため、輸送指数を算出することとされ

　ている放射性輸送物、放射性汚染物等を輪送する場合には、これらのものを航空

　機客室及び操縦室の隔壁又は床面から次表に掲げる距離以上の距離をおいて積載

　すること。
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群
口

（王ATA　R．A．R．PART　2　A　seetion　10　10，9参照）

輸送指数の合計

0．1－　1．0

1，1－　2．0

2．1－　3．0

3，1－　4．0

4．1－　5．0

5．1－　6．0

6．1－　7．0

7．1－　8．0

＆1－　9．0

9．1　－10．0

10．1－11．0

11．1－12，0

12，1　－13．0

13．1　－14．0

14．1　－15．0

王5．1　－16．0

16．1－17，0

17．1－18．0

18．1－20．0

20．1－25．0

最ノ」、許容星巨離

　　（m）

0
0
0
5
0
5
0
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
0
0

3
5
7
8
0
1
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
6
9

α
α
α
α
L
L
1
。
L
L
L
L
1
．
L
2
2
a
2
2
2
2

輸送指数の合計

25．1－　30

30．1－　35

35，1…　40

40，1－　45

45．1－　50

50．1－　60

60．1－　70

70．1－　80

80．1－　90

90．1－100

100．1－110

1圭0，1－120

120ユー130
130．1－140

14G．1－150

150．1－160

160ユー170
170．1－180

180ユー190
190，1－200

最小許容距離
　　（m）

0
0
5
0
5
5
5
5
0
0
5
0
0
0
5
G
5
0
5
5

2
5
7
0
2
6
0
4
8
1
4
7
0
3
5
8
0
3
5
7

3
a
3
4
。
4
4
a
5
5
σ
a
a
乳
乞
乳
7
＆
＆
＆
＆

3，運輸大臣の確認に係る取扱い

（1＞放射性輸送物の確認

　イ　運輸大臣は規則第194条第2項第2号ハ、二叉はへ（放射性輸送物に関する技

　　術上の基準に係るものに限る。）の規定による確認（以下「放射性輸送物の確認」

　　という。）を行う場合には、次のi）～iv）に掲げる場合を除き、積載前に発送時

　　検査を行うものとする。

　　　D核分裂性輸送物にあっては、告示第7条第1項第1号の書面の提出があり、

　　　かつ、輸送しようとする者が別紙要領により発送時検査を実施する場合

　　　iD核分裂性輸送物以外の放射性輸送物にあっては、告示第7条第1項第2号の

　　　確認がなされる場合

　　iii）区分1又は区分∬に該当する放射性物質を収納した放射性輸送物にあっては、

　　　告示第7条第2項第玉号の書面の提出があった場合

　　iv）放射性物質等が本邦以外の地において運輸大臣が適当と認める外国の法令に



　　　基づき放射性輸送物とされる場合

　ロ　放射性輸送物の確認を受けようとする者は、輸送のつど、別記第1の放射性輸

　　送物確認申講書記載要領に従い作成した様式第1の申請書を提出し、確認を受け

　　ること○なお、A型第1種、第2種核分裂性輪送物については、輸送が繰返し同

　　種の容器を用いて同種の核燃料物質を収納して行われる場合には、～年ごとに一

　　括して確認を受けることができる。

　ハ　放射性輸送物の確認を申請しようとする者は、輸送を開始しようとする日の原

　　則として1か月前までに当該申請書を航空局技衛部運航課に提出すること。

（2）放射性輸送物の輸送の確認

　イ　運輸大臣は規則第玉94条第2項第2号ホ又はへ（放射性輸送物に関する技術上

　　の基準に係るものを除く。）の確認（以下「放射性輸送物の輸送の確認」という。）

　　を行う場合には、次のD及びiりに掲げる場合を除き、輸送前に積載時検査を行

　　うものとする。

　　D放射性輸送物が運輸大臣の指定する者により輸送される場合。この場合、当

　　　該指定を受けようとする者は、難山第2の放射性輸送物輸送考指定申請書記載

　　　要領に従い作成した様式第2の申請霧を航空局技術部運航課に提出すること。

　　lD放射性輸送物が本邦外から本邦内へ又は本邦外の間を輸送される場合。

　ロ　放射性輸送物の輸送の確認を受けようとする者は、様式第3の申請講に、当該

　　輸送の安全性を証する別記第3の輸送計画書記載要領に従い作成した様式第4の

　　輸送計画書を添付して申請すること。

　ハ　放射性輸送物の輸送の確認を申請しようとする者は、輸送を麗始しょうとする

　　日の原則として3過間前までに当該申請書及び輸送計画書を航空局披術部運航課

　　に提出すること。
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別紙　核分裂性輸送物発送時検査．要領

検癒項目 検査対象 検　　査　　方　　法 合　　　　格　　　　基　　　　華

BM　BU 核燃料物質等を収納した状態で糊目1性輪送手の外観を 傷、割れ、塗装及び形状に異常がなく、ふた、バルブ開H部が完全に密野
外　観　検　査

A 目視で検査する。 されていること。

BM　BU 空窓器を吊り．上げた状態における外観を検：資する。 吊．hげ装置に異常のないこと。
吊　．．．しげ検査

A

BM　BU 放研性輸送物の総重量を検憲する。 申雌馬｝に記載された重｛逢以．ドであること。

重　吊：検　査
A

表面汚染密度検査 BM　BU
`

スミや法により放射姓輸送物の糞晦汚染密度を検癒す

驕B

アルファ線を放撮する核燃料物質等にあってはα4Bq／c冠以下、アルファ線

�厓ﾗしない核燃料物質等にあっては4Bq／厩以下であること。

BM　BU 核燃料物質等を収納した状態におけるr線線量率及び 線鼠当澱率が表面で2mSv／hr、　1mの胴難において0．lmSv／hζ以下で
線搬当鍛率検糞 A 中性．．：F線線｛β1捧ミをサーベイメータ等で検査する。 あること。

BM　Bり バスケット、中性．予吸収材等の移喪、形状等を回視に 変形・破操等の異常がないこと。

未臨界検査 A より検査する。

〔．．め　収納物の外観、側数等を検査する。 申講書に記載された設1｝．卜条件を満足し、かつ、外観に異常がないこと。

②　二曲済燃料について1ま、運転生録等により放射能 申請書に記導父された設討条件を四馬すること、、

BM　BU
強度、ウラン重縫、濃縮度、燃焼度、発熱鍛、冷却

収納物検査 日数等を検査する。

A （3）　勝燃料については、重．績、濃縮度等を確認する。 「：｝／ヨ請需に記載された設計条件を満足’3凸ること。

④　燃料以外の冷却材’等の収納物についてもその存窪 串請需に記載された設計条件を満足することD

及び量等を検佐する。

m分に平衡に達した状態で82℃　（導用積載でない場合は50℃）以．ドで

湿度測建検査 BM　BU 放射性輪送物の表面の1猷度を測定する。
あること。

ヘリウムリークテスト、加圧二二洩試験又は嚢空試験等 漏洩率が申請｛葦｝に記載された殖以ドであること。

気密漏洩検査 BM　BU により漏洩率を検査する‘｝

厭力測定検査 BM　BU 圧力計等によ9放射性輸送物の内蹉を検査する。 ε；｝］請．需に記載された設計条件を謁足し、．↑圃分に平衡状態に達していること。

　注．　BM、　BU、　A：BM型輸送物、　BU型輸送物及びA型輪旧物を示す。

口無墾目口蔑為繕孫藁蕊凱慧粥○ト・賦蘇駒冥喫撃赴e纒劉駆翼廻03》（渥朗露環鋼一申e｝） 躍押



様式第蓬

放射性輪戴物確認申請書

運　輪　大　臣　　殿

氏
称

の
名

者
は

串
名

所
先

　
絡

住
連

年　　月 臼

　下記の放射性輸送物（以’F「輸送物」という。）について、航空法施行規則（昭和27年

運輸省令第56号。以下「規購」という。）第194条第2項第2号に基づく輸送物の確認を

していただきたいので、「放射性物質及び放射挫物質によって汚染された物件の輸送規

制について」（昭和53年2月18日イ寸け空航第74号Q以…ドr通達」という∂に従い申請い

たします。

　　　　　　　　　　　　　　　　記

輸送物の作成者の氏名又は名称及び住所

輪送容器の型式文は名称

輸送物の種類等

輸送物の慨則

輸送物が規鋼及び「航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示」（昭和52

　年運輸省告示第587号）に定める技衛上の基準に適合することの説明

6．収納している放射性物質等の佳様

　（1＞名　称

　（2）核　種

　（3）　：重　　圭窪

　（4＞　物葦遅喬勺、　イヒ学的ず生質

　㈲放射能強度（二種以上の放射性物質等が収納されている場合にあっては、その種

　　類ごとの値及び合計値）

　（6）核燃料物質にあっては、その他濃縮度、冷却日数、発熱最、吸収線量率（核物質

　　防護措毅が特に必要な放射性物質等が収納されている場合に限る。）等の仕様に関

　　する事項

　（7＞容器への収納方法

7・輸送制限燗数及び輸送物の配列方法

8・輸送物の輸送指数

9・輸送時における取扱上の注意事項

10．輸送予定年月鑓

1ユ．　その他の特記慕項

12．通達記3（1）イの発送蒋検査を受ける場合には、当該検査を希望する場所及び日時

13，通達記3（1）イの発送時検査の免除を希望する場合には、通達記3（1＞イD～i＞）のい

　ずれに該当するかの説明
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放射性輸送物輸送者指定申請書

運　輸　大　臣　　殿

申請者の氏
名叉は名称

住　　　所

連　絡　先

年　　月 日

　航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示（昭和52年運輸省管示第587号）

第12条に規定する運輸大運が詣定する者として鮨定していただきたく、「放購性物質

及び放射性物質によって汚染された物件の輸送規制について」（昭和53年2月18縫付用

け空航第74号）に従い申請いたします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．航空運送事業者としての免許叉は許可を受けたB付及び当該免許叉は許可の番号i

2．航聖運送事業の概要　　　　　　　　　　　　　　　　i

3．放射性物質輸送の実績（過去3年間）並びに当該輸送に係る輸送物の事故謄の有1

鰍び轍歴があ。齢。あっ。。そ。轍。腰　　　　　1

4　放射性輸送物輪送管理体制

5．その他特記すべき事項

究
九



様式第3

放射性輸送物輪送確認申請霞

運　輸　大　臣　　殿

氏
称
所

の
名

者
は

請
又申

名
住

先絡連

年　　月　　日

　別添の輸送計画書に記載する放射性輸送物の輸送につき、航空法施行規則（昭和27年

運輸省令第56男）第194条第2項第2号に基づく放射性輸送物の輪送の安全性の確認を

していただきたく、「放射性物質及び放射性物質によって汚染された物件の輸送規制に

ついて」（昭和53年2月18日付け空目第74考。以下「通達」という。）に従い下記のとお

り申請いたします。

記

1，通達記3②イの積載時検査を受ける場合には、当該検査を希望する場所及び日時

2，通達記3（2）イの積載時検査の免除を希望する場合には通達記3（2＞イD又はii）のい

ずれに該当するかの説明
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四
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様式第4

　　　　　　　　　　輸　　送　　計　　画　　需

別　添

1．　輸送の團的

2，荷送人及び荷受人の氏名叉は名称及び住所

3．輪送人の氏名又は名称及び住所

4．予定輸送経路及び日時等

　1：1＞出発空港名及び出発日時

　（2）到着空港名及び到着臼時

（3＞経由空港名及び経由日時

（4）その他

5，輸送しようとする放躯生口円物（以下F輪送物」という。）

　（1）輸送物の個数

　〔2）　輸送容器の型式叉は名称

　（3＞輸送物の種類等

　鶴　輸送物の概要

㈲　収納している放射性物質等の仕様

　　　　名称、核量、重量、物理的化学的姓質、放射能強度、濃縮度、冷却日数、

　　　　発熱量、容器への収納方法、吸収線蹟率

（6＞輸送物の輸送制限燗数及び配列方法

（7＞輸送物の表瀬及び表面から1メートルの距離における線鈷当量率

（8＞輸送物の輸送指数

　〔9＞輸送物の表面からの平均熱放出率（ワット毎平方メートル単位で表わす。）

　α◎　輸送物の作成者の氏名叉は名称及び住所

6．　コンテナで輸送する場合

　（D　コンテナの収納者の氏名父は名称及び住所

　②　コンテナの名称又は型式及び主要諸元（長さ、幅、高さ、重量、適倉規格等）

　（3｝コンテナに叡納する輸送物の個数、コンテナへの版納方法及び輸送容器の名称又

　　は型式

　（4）輸送物を紋納したコンテナ（以下単に「コンテナ」という。）の表面及び表面から

　　1メートルの距離における線量当量率

　（5）　コンテナの輸送指数

　（6）　コンテナの放射能纐密度

　（7）　コンテナの綱数



　（8＞　コンテナの外観図

7．航空機及び航空機への積載方法

　（1）航空機の概要

②　専用積載の場合にあってはその旨

　13）航空機への積載方法及び固縛方法

　（4＞輸送物を積載した航空機の表面及び表面から1メートルの距離における最大線量

　　当量率

　（5）程1載した輸送物等の輸送指数の合計簡

8．　輸送実施体擬

　（1）輪送責任春及び輸送実施春の氏名等

　（2＞貨物搭載要領

　（3｝　慕故時の措麗

　（4）核物質防護措置が必要な場合

　　イ　警備体鰯

　　ロ　受渡し地点及びその予定時刻　　　　　　　　噛

　　ハ　連絡通報体制

9，その他
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鋼記第マ

　　　　　　　　　放射性輸送物確認申請書記載要領

（1）嗣紙の大きさは日本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

（2）　2の「輸送容器の型式又は名称」は、輸送容器（以下「容器」という。）設計者等に

　おいて用いられる容器の型式叉は名称及び容器の製造番号並びに「核燃料物質等の運

　搬に関する安全規制について（通達）」（昭和52年12月8霞付け52安局第405号）に基づ

　き科学技術庁原子力安全局長の行う容器登録の登録番号を有する場合にはその番号を

　記載すること。

（3｝3の「輸送物の種類等」は、当該輸送物が規則第194条第2項第2号本文及び告示

　第2条に定める輸送許容放同性物質等に該当することの説明及び下記の例に従い規則

　第194条第2項第2号イ、二及びへに規定する種類を記載すること。

　　　　例’　○型輸送物（第○種核分裂性輸送物、告示第5条の2第○号の放射性物

　　　　　　　質を収納した輸送物）

（4）4の「輸送物の概要」は、①容器の材料、構造、②輸送物の主要諸元（長さ、輻、

　高さ、総重量）、③容器の設計階名、製造者名、所有潜平等を記載するとともに、荷

　姿を示す写真又は説明図を添付すること。

⑤　5のド輸送物が規剛及び「航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示」（昭

　和52年運輸省告示第587号）に定める披術上の基準に適合することの説明」には、安

　全解析書を別紙として添付すること。ただし、過去に安全解析書が添付された輸送物

　と同一の輸送物（型式及び種類並びに収納される放射性物質等の名称及び数燈が同一

　であるものをいう。）を作成する場合には、当該基準の適合性について簡単にとりまと

　め記載することにより当該安全解析書の添付にかえることができるQ

（6）　6の「収納している放射性物質等の仕様」は、実際に輸送する放尉性物質等のデー

　タを記載することQ

（7）　6α）の「名称」には、当該放射性物質等の化学式についても記載すること。

⑧　6（4）の「物理的、化学的性質」には、当該放射性物質等が特別形に該当するか否か

　及び気体、液体、嗣体のいずれであるかについても記載すること。

（9＞　6（6）の「吸収線量率」は、劣化ウラン、天然ウラン、トリウム又は低濃縮ウラン（濃

　縮度が10％未満のもの）の照射済燃料にあっては照射された直後の吸収線量率を記載

　し、その他の場合は輸送時点での吸収線籠率を記載すること。

鱒　11の「その他の特記事項」には、申請の時点でわかる範囲で放射性物質等の痢途、

　発着地等を簡単に記載すること。

　　　例1　「○○発電所の○○炉閑の燃料を加工するため、○○から00加工工場へ

　　　　　　輸送する。」

　　　例2　「医療用大量照射線源とするため、00事業駈から○○病院まで輸送する。」



別記第2

放射性輸送物輸送者指定申請書記載袈項

α）屠紙の大きさは、臼本工業規格A列4番とし、横書きとすること。

（2）代理申請の場合にあっては、申請春瀾には本人たる指定を受けようとする者の氏名

　叉は名称及び住所も明記すること。

③　2の「航空運送事業の概要」には、①資本金、②当該航空運送豪業のための事務所

　その他の事業所の名称及び所在地、③就航路線の起点寄航地及び終点並びにそれら相

　互間の距離、④使用航空機の総数並びに各航空機の型式、国籍記号及び登録記号、⑤

　運航回数、⑥整備の施設及び運航管理の施設の概要、⑦航空従事者の資格別の数及び

　運航管理堵の数、⑧旅客及び貨物の年閻輸送実績及びそのうち日本発着の実績（過去

　5年間）を記載すること。

（4）3の「事故の概要」は、事故の霞時、場所、事故の態様、被ばく者の数、事故の原

　li租について記載すること。

（5）　4の「放射姓輸送物輸送管理体制」は、放射性輸送物の輸送に係る施設の整｛藤及び

　管理の状況、社内各部門間等の通常時及び緊急蒔における連絡体制について記載する

　こと。

（6）5の「その他の特記すべき事項」には、近々の放射性物質等の輸送予定等を記載す

　ること○
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別記第3

輸送計画甕記載要領

1．用紙の大きさは、日本工業規格A列4番とし、横書きとすること0

2．　1の「輸送の蟹的」は、輪送する放射性物質等の用途、発着地等を簡潔に記載する

　こと。

　　　　例1　「○○発電所の○○炉用の燃料を加工するため、○○から○○力旺二二1二場

　　　　　　　へ輸送する。」

　　　　例2　「医療用大量照射線源とするため、○○事業所から○○病院まで輸送す

　　　　　　　るQ」

3．4の（1）から（3＞の「出発日時」、「到着日時」、「経由日時」は日本時間で記載する

　こと0

4．　4の（2）及び③の「到着空港名」、「繰由空港名」には予定される代替空港名も記：載

　すること0

5，当該搬送物につき、放躬性輸送物安全基準適合確認書等の写しを添付する場合は、

　5の（4＞（ただし輸送物の主要諸元に関する記述及び荷鞍を示す写真又は説明図の添付

　を除く。）、㈲及びq㊤についてはこれを省略することができる0

6．　5の（2＞から⑩については、輸送物ごとに記載すること0

7．　5の（2）のヂ輸送容器の型式又は名称」は、輸送容器（以下「容器」という○）設計者

　等において用いられる容器の型式又は名称及び容器の製造番号並びに「核燃料物質等

　の運搬に関する安全規｛｝｝llについて（通達）」（昭和52年12月8日骨け52安局第405号）に

　基づき科学技術庁原子力安全局長の行う容器登録の登録番号を有する野合にはその番

　号を記載することQ

8．　5の（3）の「輸送物の種類等」は、当該輸送物が規則第194条第2項箆2号本文及び

　告示第2条に定める輸送許容放射性物質等に該当することの説明及び…ド記の例に従い

　遍羅第194条第2項第2号イ、二及びへに規定する種類を記載すること。

　　例　○型輸送物（第○種核分裂性輸送物、告示第5条の2第○号の放射性物質を収

　　　　納した輸送物）

9．5の（4）の「輸送物の概要」は①容器の材料、溝造、②輸送物の杢要諸元（長さ、編、

　高さ、総重量）、③容器の設計春名、製造者名、所有考名等を記載するとともに、荷

　姿を示す写真又は説明図を添付すること0

10．　5の（5）の「収納している放射性物質等の仕様」は、実際に輪送する放身1性物質等の

　データを記載すること。ただし、吸収線電率については、劣化ウラン、天然ウラン、

　トリウム又は低濃縮ウラン（濃縮度が10％未満のもの）の照射済燃料にあっては照射

　された直後の値を記載すること0

11．　5の（5＞の「収納している放身・1性物質等の仕様」のうち、「名称」には化学式も、「物



　理的化学的性質」には特別形かどうか、気体、圃体のいずれであるかも記載すること0

12．　6の「コンテナで輸送する場合」の記載墓項（（7＞を除く。）については、輸送物を収

　納するコンテナごとに記載すること0

13．　6の（8）の「コンテナの概観図」は三面図及び鳥撮図によることとし、かつ、告示第

　23条に規定する標識叉は表示が付され、又は行われていることを明示しうるものであ

　ること0

14　7のα）の「航空機の概要」は、航空機の型式、並びに圏籍記号及び登録記号、旅客

　機、貨物機（現に旅客が搭乗していない航空機をいう。）の別等を記載すること0

15．　7の（3）の「航空機への積載方法及び圏縛方法」は、積載位概（告示第14条第2項の

　旅客等が通常使用する区域への積載禁！ヒ、告示第16条の混載制限及び通達記2（6）㈲の

　積載距離鰯限の遵守状況がわかる航空機貨物室の見取図を添付すること。）及び移動、

　転倒、転落等により放射性輪勝物の安金性が損われないようにするための固縛方法等

　の措醒並びに核燃料物質にあっては臨界防止のための措置及びBM型輸送物及びBU

　型輸送物にあってはその表爵の今度が50度を超えないようにするための措置について

　記載すること0

16．　8の（1）の「輸送責任者及び輸送実施者の氏名等」には、告承第5条の2に規定する

　放射性物質等を輸送する場合にあっては、輸送責任者が核物質防護上の措置について

　知識と経験を有することの説明及び輸送責係春の行う帯出の具体的内容についても記

　押すること。

17．　8の（2）の「貨物搭載要領」には、BM型輸送館田はBM型輸送物が収納されている

　コンテナを輸送する場合にあっては、立会う尊門家の氏名並びに放射線測定器及び保

　護具の携行状況についても記載すること0

18．8の（3）の「事故時の措置」は、事臨時の応急措置、連絡体制等を記載すること0

19．　8の（4）イの「警備体制」には、警備入の経歴及び警備入の行う措置の具体的内容等

　を記載すること0

20．8の（4）ハの薪連絡通報体制」には、指定連絡場所との連絡の時間間隔についても記

　載すること。
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○運輸省航空局通達（その2＞

放射性輸送物輸送確認申請春各位

　　　空　　痘克　　簗531号

　　　昭和53年7月20日
改正　　空　　 航　　第1074号

　　　昭和63年11月26日

　　　空　　航　　・第199号

　　　平成元年3月30日

運輸省航空局技術部運航課長：

放射性輪尺物輸送確認申請書に添付する

「輸送計桑酒」の記il黄事項等について

　航空法施行規貝ll（昭和27年運車愈省令第56号）（以一ド「規貝ll」という。）第194条第2項

第2号に基づく放射性輸送物の輸送の安全性の確認（以下「放射性輸送物輸送確認」とい

う。）のための放射性輸送物輸送確認申講書に添付する輸送計画書にζま、下記に示す蜜項、

説明等を記載して．下さい。

　航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示（昭和52年運輸省告示第587粉（以

ド「告示」という。）第20条の取扱方法等を記載した誹類には、放射性輸送物輸送確認

に係る場舎にあっては、川添1に示す事項を記載して下さい。また、輸送計画書8（3）｝li：

目時の措置は、別添2に示す措羅を実施することとし、記載してぞさい。

　なお、放射性輸送物輸送確認は、輸送人、及び、荷送人叉は祷受入の連名にて申請し

て卦さい○

　　　　　　　　　　　　　　　　記

1

2

輸送の醒的

輸送する放射性物質等の用途、発着地等

繁創生の有無。緊急性を有する場合にはその説明

荷送人及び荷受人の氏名又は名称及び住所

告示第5条の2に規定する放射姓物質等を輸送する場金には、輸送計画書の策定又

は醗持等を行う者についても記載することQ（3．においても同じ。）

3．輸送人の氏名又は名称及び住所

4．予定輸送経路及び8時等（日時はB本時閤で記入することQ）

（D　出発空港名及び出発日階

（2）到着空港名及び到着日時並びに代替空港名

　（3）経由空港名及び経由揖時並びに代替空港名

（4）その他、蕪行経路（醍本麟内の部分については詳しく記入すること。）所要時間等。

　　　告示第5条の2に規定する放射性物質等を輸送する場合には、次の事項について

　　も記載することo



　　a　輸送時間、経由地、積替回数及び積替時間が最小となるよう酉己慮されているこ

　　　との説明

　　b　膚然災害による突発的な事態が生ずる可倉巨盤が少ない地区を通過することの説

　　　明

5．輪送しょうとする放射性物（以下「輸送物」という。）（②～⑯については輸送物ご

　とに記入すること。）

（1）輸送物の綱数

（2）輸送容器の型式翼は名称

　　　輸送容器（以下「容器」という○）設計蕎等において用いられる容器の型式叉は名

　称及び容器の製造番号、並びに「核燃料物質等の運搬に関する安全：規制について樋

　　達）」（昭和52年12月8艮付け52安局第4G5弩）に基づき科学技術庁原子力安全局長

　の行う容器登録の登録番号を窟する場合にはその番号を記載すること。

（3）日送物の種類等

　　a　当該輸送物が規則第王94条簗2項簗2号本文及び告示第2条に定める輸送許容

　　放射性物質等に該当することの説明

el三物購鱗一等の写しを醐る場描略することがで）

　　b　輸送物の種類

　　　　規國第194条第2項第2号イ、ユ及びへに規定する種類を下記の例に従い記載

　　　すること。

　　　　　例　○型輸送物（第○種核分裂稽三輸送物、告承鯖5条の2第○号の放射姓物

　　　　　　　質を収納した輸送物）

　（4）輸送物の概要

儲略す。。、がで，。．　　　　　り

㈲　収納している放射性物質の仕様（実際に輸送する放射性物質等のデータを記載す

a　容器の材料及び構造

b　輸送物の主要諸元（長さ、輻、高さ、総重量）

e　容器の設計同名、製造者名、所有表名

　　荷姿を示す写真又は説明図d

　　荷姿を示す写真又は説明図は、告示第23条に規定する標識又は表示が付し又は

　行われていることを示しうるものであり、かつ、次の説明を加えること。

　　標識又は表示の種類、標識又は表示の箇所及び数。

　　「専用陵載」、総重量、「A型」、「B型」等の表示に該当又は不該当の説明○

　　該当する表示については、それぞれの表示方法。

　　放射性輪送物安全基準適合確認書の写しを添付する場合は、a及び。につい
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　　ること。）

　　　名称（化学式も記載すること。）核種、重最、物理的化学的性質（特別形放射性物

　　質等であるかどうか、気体・液体。固体のいずれであるかの記載を含むこと。）、放

　射能強度、濃縮度、冷却日数、発熱量、容器への収納方法、吸収線量率o

G欝繍辮灘講の写しを添付する轍は’省略することが）

（6）輸送物の輸送綱限個数及び配列方法

　　　配列方法は、臨界計算時の配列の制限又は特定の配列方法を記載すること。

（7）輪送物の表諏及び表面から1メートルの距離における線量当量率

　　　最大線量当∫1：捧をミリシーベルト毎時単位で記載すること。

（8）輸送物の輸送指数

　　　算定過程は7鋤に記載することQ

（9）輸送物の表面からの平均熱放出率

　　　ワット毎平方メートル単位で記載すること。

⑯　輸送物の作成者の氏名又は名称及び住所

（で響三輸送物安全三三壽繊を添付す齢ま’省略することが）

6．　コンテナで輸送する場合（（7＞を除き輸送物を収納するコンテナごとに記載すること。）

（1）コンテナの収納者の氏名叉は名称及び住所

（2＞　コンテナの名称又は型式及び主要諸元（長さ、蠣、高さ、重盆、適合規格等）

　　　コンテナの名称又は型式は、コンテナの製造春、番号等を記載すること。

　　　コンテナの重量は規格上の最大重蟻（コンテナ自重十積載物重最）及びコンテナ

　　自重を記載すること。

③　コンテナに収納する輸送物の個数、コンテナへの収納方法及び輸送容器の名称又

　　は型式。

　　　一の航空機で輸送する場合の放射挫物質の合計量が告示第5条の2第1号から第

　　6号のいずれかに該当する放射性物質を輸送する場合には、コンテナへの施錠及び

　封印その他の当該コンテナが容易に槻封されないための措遣についての説明も記載

　すること。

働　輸送物を収納したコンテナ（以下単に「コンテナ」という。）の表面及び表面から

　　1メートルの距離における線蟄当量率

　　最大線量用脚率をミリシーベルト毎時単位で記載すること。測定方法は算定方法

　　の説明も記載すること。

　〔5）　コンテナ輸送指数

　　　輸送指数のみを記載し、算定過程等は7（4）に記載すること○



　（6）　コンテナの放射能面密度

　　　α線放謁の有無、及びコンテナの表面の放射性物質の放射能面密度をBq／c㎡単

　　位で記載すること○測定方法又は算定方法の説明も記載すること。

　（7）　コンテナの個数

　　　当該航空機に積載する放射性輸送物を収納したコンテナの個数。

　（8）　コンテナの外観図

　　三謝鋤、及び写真叉は鳥鰍囲により、告承第23条に規定する標識父は表示が付し

　　又は行われていることを明示し、かつ、次の説明を加えること○

　　　標識又は表示の種類Q標識又は表示の箇所及び数Q

　　　「專用積載」等の表示、及びコンテナ標識に、それぞれ該当するかどうかの説明。

　　該当するものについては、それぞれの表示方法0

7．航空機及び航空機への積載方法

　（1＞　航聖目の概要

　　　航空機の型式、轟籍及び登録記号、旅客機又は貨物機の別、旅客の搭乗の有無等

　　を記載すること。（国籍及び登録記号については申請時点に確定しない場舎は省略す

　　ることができる○）

（2）專用積載の場合にあってはその旨

　　　用脚積載の場合には、当該航空機が一の荷送人により専用されることの説明、及

　　び積込み及び取卸しが被曝防止の観点からを含め、荷送人又は荷受人の指示により

　　行われることの説朋Q

③　航窪機への積載方法及び固縛方法

　　a．積載方法の説明

　　　D輸送物の積載方法及び濁縛方法を決定する際に考慮した、飛行中輸送物積載

　　　場所に作用する加速痩及び非常着陸時に作絹する加速渡の説明、）

　　　　　飛行中に作用する加速度としては、耐空｛生審査要領（米国連邦航窪規剴FAR

　　　　Part　1及び23～35に準拠）に規定する運動荷重及び突風荷重に対応するもの

　　　　とし、非常着陸時に作用する加速度としては、耐空性審査要領の非常着陸状態

　　　　の項に規定する慣性力が作用するものとすること○非常着陸時に作屠する加速

　　　　度は、耐空類別が飛行機輸送Tである飛行機にあっては、通常時の値となる。

　　　　　　－L方　2，09　　前方　9，09

　　　　　　側方　L5g　　下方　4．5g
　　　闘）　Dの荷重による放射性輸送物等の移動、転倒、転落等の可能挫、叉は移動、

　　　　転倒、転落等により放射性輸送物の安全性が損なわれる可能性についての説明。

　　　①輸送中、Dを考慮した混載物等の荷重により輸送物の安金性が損なわれる可

　　　能性についての説明。
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　　iv）放射姓輸送物等の積載場所の説明。（説明図を添付することQ）

　　V）放射性輸送物等の輪送指数（算定過程は7（4）に記載することQ）及び航空機

　　　客室の内面又は操縦室の隔壁若しくは床面からの距離の説明。（説明図を添滑す

　　　ること。）

　　＞D告示第5条の2に規定する放射1生物質等を輸送する場合には、放射性輸送物

　　　が人手により容易に移動されないための方法についての説明

　b．臨界の防匿

　　D核燃料物質の回送であるかどうかの説明

　　iD　核燃料物質の輸送の場合には次の措置の説明

　　　　　積載された核分裂性輸送物の配列方法り

　　　　　輸送物内への水の浸入に対する臨界防｛ヒ措1最。

　　　　　中性子吸収材又は中性子減速材の効力のそう失に対する臨界防止措置Q

　　　　　輪送物中における放射性収納物の配列の変化、又は輸送物からの漏えいに

　　　　　よって生ずる放射性収納物の配列の変化に対する臨界防iヒ措羅。

　　　　　輸送物栩互父は放射性収糸内物相互の接近に対する臨界防止措嚴。

　　　　　輸送物の水中又は雪中への浸漬に対する臨界防iヒ措置。

　　　　　温度変化に対する臨界防止措置○

　　　　　輪送容器又は密封装置の形状の変化に対する臨界防止措置。

　　　　　その飽、臨界に達する可能暁の評顧。

　c。混載制限

　　D　表醐からの平均熱放出率

　　　　混載物の有無

　　　　表面からの平均熱放出率が15W／m2を超えており、混載物が有する場合は、

　　　熱を除去する装置の設置又はその他の特別な措偶の説明。

　　iD　火薬類、高圧ガス、腐蝕性液体、引火姓液体、可燃性液体等の放射性輸送物

　　　の安全な輪送を損うおそれのある物件との混載の有無。
　　　（申請時点で混載物を明らかにすることが網難な場合は、混載制限を遵守するためにとられる危険品受託時の航空会社内の体制の説明を記載すること。）

　d．BM型輸送物及びBU用田送物の輸送物表面の温度に対する措殿（BM型輸送

　　物叉はBU型申送物に該当する場合に記載すること。）

　　D輸送物確認の際の通常時試験後の輸送物表趣の源度

　　iD輸送中、輸送物表面の温度が50℃を超えないことの説明、又は輸送物周囲の

　　　空隙の状態、カバー、又は上積みの有無、隣接する他の貨物の積上げ高さ及び

　　　天井との踵離等の積載方法の説明。

（4）積載した輸送物等の輸送指数の合計値



　　a．輪送捲数の算定

　　　　告示第18条に従って、放射性輸送物及び放射性輸送物が収納されているコンテ

　　　ナの輪送指数を算定した過程、又は輸送指数を定める必要がないことの説明を記

　　　載すること。

　　　　コンテナの最大断面積を記載する必要がある場金は、最大断面積となるコンテ

　　　ナの断面のとり方についても説朋を加えること。

　　b。当該航空機に精曝する輸送指数の合計値、その算式及びその他告示第19条によ

　　　り必要となる説明。

驚繋鐸講稀議灘獣
8．輸送実施体制

q）輸送責任者及び輸送実施者の氏名等

　　　当該輸送（日本国内での積込み取卸しを含む。）に係る実施責任者及び実施に当た

　　る者の氏名等を記載すること。

　　　告示第5条の2に規定する放射性物質等を輸送する場合には、輸送責任者が核物

　　質防護上の措置について知識と経験を有することの説明及び輸送責任者の行う措置

　　の具体的内容についても記載すること。

（2｝貨物搭載要領

　　a．取扱場所

　　　　（日本麟内での積込み取卸し等についてのみ記載すること。）

　　　　積込み取卸し等の取扱場駈、方法等の説明。

　　b．BM型墨斑物等の場合の専門家の立会い。

　　　　（B酸型輸送物等を日本國内で積込み又は取卸す場合についてのみ記載すること。）

　　　D　積込み、取卸しの際に立会わせる專門的知識を有する者の氏名、所属、資格

　　　　及び必要な揚合には経験。

　　　iD立会時に携行する放射線測定器の名称、検出できる放射線、及び検出葎顕並

　　　　びに立会い時に携行する保護具。

　　c．取扱方法等を記載した書類

　　　　取扱方法等を記載した書類の名称を記載し、書類の写しを添鍾すること。書類

　　　には別添1に示す事項が記載されていること。

　（3）事故時の措置

　　　別添2に示すように、輸送前に、事故処理の要領を定め、事故処理のための体制

　　を整えておくこと。

　　　輪送計画書には次の事項を記載すること。
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　a．事故処理のための体制の準備

　　D輸送中、放射性輸送物等の破損又は漏えい事故（以下「放射性輸送物等の破

　　　損等の事故」という。）が発生した場合に、当該機が空港到着後速やかに検査、

　　　除染等を実施するため、並びに、輪送中当該航空機に、墜落等の消火活動若し

　　　くは救難活動を必要とする航空機事故（以下「航空機の重大事故」という。）叉

　　　は航空機の重大事故その他消火活動若しくは救難活動を必要とするおそれのあ

　　　る状態（以下「緊急状態」というQ）が発生した場合に、消火活動及び救難活動

　　　に適切な助欝を与え、検査、除染等を実施するための放射線専門家の配備状況

　　　の説明。

　　　　放射線専門家の氏名、所属、連絡先、資格等並びに担当空港及び担当地域0

　　　　事故処理の際必要となる計測機器、並びに除染及びしゃへいのための器具の

　　　準縮状況の説明。

　　の輸送前に、当該機が放射性輸送物等を積載している旨の連絡が行われる航空

　　　漁区の藤本国内の関係地方支所。

　　　　わが国の航空会社により輪送される場合には、輸送前に連絡が行われる国外

　　　の関係支所についても記載すること。

　b．事故処理要領

　　D事故等が発生した場合、その処理のための指揮系統。

　　l）放射慢輸送物等の破損等の事故の場合の措澱O

　　i1D放射性輸送三等を輸送中の航空：機の重大事故又は緊急状態が発生したことを

　　　知った場合の連絡等の措置0

　　1V）放射性輸送物等を輸送中の航空機の重大事故時の措麗O

　　V）以上の措遣の航空会社関係部署及び支虜並びに配備した放射線専門家への周

　　　知状況の説明○

（4）核物質防護措概が必要な場合

　イ．警備体制

　　D警備人の経歴

　　iD警備人の行う影踏の内容

　　1の包装、錠及び封印に異常がないことを積載前に点検する旨

　ロ．受渡し地点及びその予定時刻

　　D荷送人から運送人へ輸送物を受け渡す地点及びその予定蒔刻

　　iD運送人から荷受人へ輸送物を受け渡す地点及びその予定時刻

　ハ．連絡通報体制

　　D連絡通報体制の整鮪状況の説明

　　lD指定連絡場所の住所等



　　　鴎輸送責任春と指定連絡場所との連絡の時間間隔

　　　lV）緊急時の連絡体制

9，その他

　告示第5条の2に規定する放射性物質等を輸送する場合には、輸送計画講の内容の不

必要な分散を防止するための方法の説贋を記載すること。

　その他特記すべき事項、参考となる事項があれば記載する。

別：添匪

　　　　　　「取扱方法等を記載した書類」の記載事項

　「取扱方法等を記載した書類」には以下の事項を記載すること。

（1）輸送物の種類、内容その他輸送物に関する事項

　a．輸送物の種類

　b．収納されている放射性物質等の名称

　c．収納されている放射性物質等の数量

　d．輪送容器の型式又は名称

　e。輸送物の表面及び表面から1メートル離れた位鐙における最大線量当鏡率

　f．荷送入及び荷受人の属名又は名称及び住所

　g．その他の必要事項

②　輪難物の取扱方法

　　取扱い上注意すべき事項がある場合には、それを記載すること。

③　輸送の方法その他輸送中に留意すべき事項

　a．航空機内の積載場所

　b．積込み地点及び取卸し地点

　e．放射性物質等の性状、物理的化学的性質等

　d．その他の必要事項

（4＞事故が発生した場合の野拙

　a．輸送中、放射性輸送物頭の破損等が発見された場合の措讃

D放射性輸送物等の破損等の破損等を引き起こした事故等により被害を受けた者

　がいる場合は、その者を救助し、傷日、汚染した皮ふ等を水で流し洗いをするO

D破損等の発生した放射性輸送物等から離れ付近を立入禁！ヒとする。

ゆ破損等の発生した放射性輸送物等の近くにいた者を確認し、空港到着後汚染検

　査等を受けるよう指示するo

iV）飛行中にあっては、機長は必要に応じ緊急着陸等の措概をとるo

V）航空会社内関係部署及び必要な場合には航空管捌機蘭に対し、空港到着後実施

　する検査、除染等の準備を行うよう通報する。
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　＞i）放射性物質が付着した衣級又はそのおそれのある衣服はプラスチックバッグの

　　中に入れる。

b．輸送中、航空機が、墜落等の航空機嘉故のおそれのある事態、消火活動、救難溝

動を必要とするおそれのある事態等の緊急状態に陥った場合の措羅

　D航空交通管制機関に対し、放射性輸送物等を積載している旨通報する。

　iD航空会枇内闘係詔1署に通報し、地上での措羅又はそれに必要な準備を行わせる○

別添2

放射性輸送物等を輸送中の事故時の措置

　放射性輸送物等を輸送中に、箏故等が発生した場合には、次の措置を実施すること。

また、これらの措炭を速やかに実施できるよう輸送前に必要な準鋳をしておくこと。

（D　航空機内での放射性輸送物等の破損等の事故

　a．地上の事故対応体固の準備

　　D　荷送人若しくは荷受人、又は航空会社は、放射性輸送物等の輸送中、航空機内

　　　で放射牲輸送物等の破損等の事故が発生した場合に、当該機が空港到着後速やか

　　　に、放射動物質により汚染した春及び、放射線により被ばくした表並びにそれら

　　　のおそれのある春の適切な管理及び検査、機鉢の汚染状況の検査並びに除染を実

　　　施できるよう、輪送前に放射線専門家を手配し時計先を明らかにしておく（）また

　　　必要となる計測機器及び除染のための器具を準備しておく。

　　薩）　D項の手配及び準備は当該航空機の出発空港、経由する空港、到着空港及び代

　　　替空港のうち臼本国内にあるものについて行うこと。

　　勅　航空会社は、輸送前に、その関係地方支所（出発地、経由地、到着地、代替空

　　　港所在地及び飛行経路付近にあるもの）に対し、当該機が放射性輸送物等を積載

　　　している旨連絡をしておく。

　　　　ただし、外国航空会社にあっては、その関係地方支所のうち日本国内にあるも

　　　のについてのみ連絡をしておけばよいO

　b．事故鷲の機内での措羅

　　　輸送中、航空機内で放射性輸送物等の破損等が発見された場合には、次の措観を

　　実施する。

　　D放身1性懲送物等の破損等を引き起こした事故等により被害を受けた春がいる場

　　　合は、その考を救助し、傷口、汚染した皮ふ等を水で流し洗いをするO

　　iD　破損等の発生した放射性輸送物等から離れ付近を立入禁止とするO

　　ili）破損等の発生した放射挫輸送物等の近くにいた者を確認し、空港到着後汚染検

　　　査等を受けるよう鮨示するo



　　iv）飛行中にあっては、機長は必要に応じ緊急着陸等の措遣をとる。

　　V）航空会社内関係部署及び必要な場含には航空管捌機関に対し、窒港到着後実施

　　　する検査、除染等の準備を行うよう通報する。

　　vD放射牲物質等が付着した衣服又はそのおそれのある衣暇はプラスチック・パッ

　　　クの中に入れる。

　C．空港到着後の措置

　　D　放射性輸送物等の破損等の事故の通報を受けた航空会社等は、酌肩V）の措概を

　　　爽施するため、当該機の着陸聖港に放射線專門家を派遣する。

　　の放射性物質により汚染した者及び放射線により被ばくした者並びにそれらのお

　　　それのある春に対し、放射線専門家により適切な管理及び検嶽を行う0

　　1の放射線専門家により、速やかに機体の汚染状況を検査する。

　　｝V）汚染された機体、胴締品、場班等はすべて、放射線専門家により可及的速やか

　　　に、そして再使用される醗に除染する。

　　＞）必要に応じ事故後定期的に汚染した場藪の検査を行う。

　　vi）事故報告露を作成し、航空局技術部運航課に提出する。報告書には、事敏の漂

　　　因、事故に際し講じた措羅、事故の状況及び事故に関係する事実の評価に有恥で

　　　あり事故防止又は事故措置の改善に役立つようなその他の関連データを記載する。

（2＞航空機の重大事故及び緊急状態

　a．地上の事故対応体制の準繁

　　D　荷送人若しくは荷受人、叉は航空会社は、当該放射性輸送物別の輸送中、当該

　　　航空機に航空機の重大事故又は緊急状態が発生した場合に、救助活動、消火活動

　　　等に対し適切な助欝を与え、放射性物質により汚染した春及び放射線により被ば

　　　くした者並びにそれらのおそれのある者の適切な管理及び検査を行い、機体又は

　　　事故現場等の汚染状況を検査し除染を行うことができるよう、輪送前に放射線専

　　　門家を手配し連絡先を明らかにしておく。また、必要となる計測機器並びに除染

　　　及びしゃへいのための器具を準備しておく。

　　iD　D項の手配及び準鮪は、当該航空機の飛行経路（代替空港への飛行経路を含む）

　　　のうち日本函内の部分について行うこと。

　　i｝i）航空会鮭は、輸送前に、その関係地方支所（出発地、経由地、到蔚地、代替空

　　　港所在地及び飛行経路付近にあるもの）に対し、当該機が放射性輸送物等を積載

　　　している旨連絡をしておく。

　　　　ただし、外麟航空会社にあっては、その関係地方支所のうち日本國勾にあるも

　　　のについてのみ連絡をしておけばよいO

　b．緊急状態発生時の機内での措置

　　　放射性輸送物等を輸送中の航空機が緊急状態に陥った場合は次の措置を実施する。
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　D　航空交通管制機関に対し放射性輪送物等を積載している旨通報する。

　iD航空会社内関係部讐に通報し、地上での措澱又はそれに必要な準備を行わせるo

C．緊急状態発生時及び航空機の重大事故時の連絡

　航空会批等は、放身姓輸送物等を輸送中の航空機に航空機の重大事故又は繁急状

　態が発生したことを知った場合は次の措鷹を実施する。

　D　航空局技術邪運航課及び関係地方空港事務所に対し、当該機が放射性輸送物を

　　積載している旨通報する。

　の航空機の重大事故が空港外で発生した場合には、関係救難援助機関に対し、当

　　該機が放射性輸送物等を積載している旨通報するO

　iiD放射線専門家と連絡をとり必要に応じ事故現場等へ派遣するとともに、消火活

　　動、救難濡動、事故処理等の諏で必要な措澱があれば、直ちにD項及びの項の

　機関等に対し通合するo

d．事故後の地上での措置

　D事故現場では放射線專門家により、次の措概を実施するo

○　救難活動、消火活動等に適切な助言を与・えるo

O　放射性物質により汚染した着、及び放射線により被ばくした春、並びにそれ

らのおそれのある春に対し適切な管理及び検査を行うo

○　機体、事故現場等の汚染状況を検査するo

O　すべての汚染された機体、事故現場等を可及的速やかに、そして再使用する

　　葭に除染する。

的粟故後必要に膳じ定職的に汚染した場所の検査を行う。

紛緊急状態又は事故についての報告書を作成し航空局技術部運航課に提出する。

　報告書には、放射性輪送物等に関し、事故等の状況、講じた措置、及び墨故等の

　評価に有用であり、以後の事故防止叉は事故措羅の改善に役立つようなその他の

　関連データを記載することo



○厘輸省航空局通達（その3）

放射性輸送物確認申請港　各位

　　　試航第530号
　　　昭和53年7月18紹
改正　　空　　航　　第1074号

　　　昭和63年11月26B
　　　空　航　第199号
　　　平成元年3月30慕

運輸省航空局技術部運航課長

放射性輸送物確認申読書に添付する「安全解析書」の記載事項等ζこついて

　航空法方腹そ空撮貝腫Gi召週日27年運輸省令第56号）　第194条第2項第2号亭こ達引つく二身ζ鍵三三輸

送物の確認のための放射姓輸送物確認申請書に添付する安全解析露には下記に示す事項、

説明等を記載して下さい。

　ただし、2－2～2－4は核分裂性輸送物の場合のみ、3－1～4－7はBM型輸送物又は

BU型の輸送物の場合のみ、4－8～4－11はBM型輸送物の場合のみ、4－12～4－17は

BU型輸送物の場合のみ、並びに2－4イ～ハ及び3－2ロ～トは該当するものについてのみ

記載して下さい。

　また、放射性輸送物確認申講に当たり、「放射性物質及び放射媛三物質によって汚染さ

れた物件の輪送規制について」（昭諏53年2月18日付空薫第74号）記3（1）イ（Pに該当す

るため運輸大臣による発送時検査の免除を希望する場合は、輸送しようとする春が実施

する発送時検査について、臼時、場所及び詳しい内容を放射｛生輸送物確認申講書に記載

して下さい。

　なお、下記で「告示」とは「航空機による放射性物質等の輸送墓準を定める告示（rl召

和52年運輸省告示第587号）をいいます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

1．輸送物

　1－1　輸送容器の型式又は名称

　1－2　収納する放射性物質等の名称

　1－3　収納する放射性物質等の重量及び放射能強度並びに告示第5条の2に規定す

　　　　る物質の場合には、収納する放射性物質等の重量の合計及び輸送時における吸収

　　　線量率（劣化ウラン、天然ウラ歌トリウム又は低濃縮ウラン（濃縮度が10％未満のも

　　　　の）の照射済燃料にあっては、これに代えて照射直優における吸収線鍛率）

2　核分裂性輸送物

　2－1　核分裂｛生輸送物に該当叉は不該当であることの説明（告承第9条）

　　核分裂性物質を含む場合には、それらの核種及び量。

　　　天然ウラン又は劣化ウランである場合にはその旨。

　　　核分裂性物質を含まない場合には、収納する放身1牲物質等に含まれる核種の説明

　2－2　甲条件（告示　別認第2）
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　イ　水の吹きつけ試験

　　　実験、解析細いずれの証明方法によったかの説明○

　　　試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

　　　水の吹きつけ強さ、吹きつけ時閥、吹きつけの方向、及び吹きつけの均一性の説

　　　明○

　ロ　巨油落…ド試験

　　　実験、解析賄いずれの証明方法によったかの説明。

　　　試験前の供試物の状態（水の吹きつけ状態を含む）、叉は計算条件等の説明。

　　　輸送物重量（kg）及び落．．ド高さ（m）Q

　　　最大破損を及ぼすように落．ドさせていることの説明。

　　　試験台の説明。特に試験台上醸がなめらかな水平画であることの説明。

　ハ　圧縮試験

　　　実験、解析角いずれの証明方法によったかの説明。

　　　試験前の供試物の状態（水の吹きつけ状態を含む）、又は計算条件等の説明。

　　　輸送物重最（kg）、輸送物の鉛直投影面積（面及びカ；iえた荷重（kg）の説明。

　　　荷重を加えた時悶及び、カllえた荷重の均一性の説明。

　　　貫通試験

　　　実験、解析等いずれの証明方法によったかの説明。

　　　試験肖1了の供試物の状態（水の吹きつけ状態を含む）、叉は計算条件等の説明，⊃

　　　供試物を濯いてある試験台の説明Q特に試験台は試験中動きにくく、試験台上面

　　　は圏くてなめらかな水平面であることの説明。

　　　試験に副いる棒の説明。特に、重域、直径、先端の形状及び強度の説明。

　　　落下方法、落下高さの説明○

　　　輸送物の最も弱い部分に落下させていることの説明0

2－3　乙舳｛牛（告示、男q言己御門4）

　イ落下試験1

　　　実験、解析等いずれの証明方法によったかの説明

　　　試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

　　　落下高さ○

　　　最大破損を及ぼすように落下させていることの説明Q

　　　試験台の説明。特に試験台上底がなめらかな水平面であることの説明。

　ロ　落下試験皿

　　　実験、解析等いずれの証明方法によったかの説明○

　　　試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明O

　　　試験台の説明。特に試験台上面はなめらかな水平面であり、垂直に固定された直



　　　　径15cm、長さ20　c皿の軟鋼丸額の上端面であることの説明。

　　　　落下高さ。

　　　　最大破損を及ぼすように落下させていることの説明。

　　　　落下試験1及び落下試験τ王は、次の耐火試験で輸送物が最大の破損を受けるよ

　　　　うな順序で行われていることの説明。

　ハ　耐火試験

　　　実験、解品等いずれの証明方法によったかの説明。

　　　試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明O

　　　温度及び試験時間。

　　　加熱淳難詰の冷却についての説明。

　　　輸送物を形成する材料の燃焼の有無、及び燃えた場合はその後の処1貴の説明。

　ユ　浸漬試験

　　　実験、解折等いずれの証明方法によつたかの説明。

　　　試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明0

　　　浸漬深さ、浸漬時間等浸漬方法の説咀⊃

　2－4　核分裂性輸送物の分類（告示第10条）

　イ　第一種核分裂性輸送物の場舎

　　　甲条件の下に置いたものを、任意の配列方法で任意の偲数積載しても臨界に達

　　　　しないことの説明。

　　　乙条件の下に置いたものを、任意の酎列方法で任意の鯛数積検しても臨界に達

　　　　しないことの説明。

　ロ　第二種該分裂性輸送物の場合

　　　輸送制眼個数。

　　　甲条件の下に置いたものを、任意の酎列方法で輸送制限個数の5倍の燧数積載

　　　　しても臨界に達しないことの説明。

　　　乙条件の下に置いたものを任意の配列方法で輸送捌限偲数の2藩の個数積載し

　　　ても臨界に達しないことの説明Q

　ハ　第三種核分裂牲輸送物の場合

　　　輸送男浪燗数Q

　　　甲条件の下に恥いたものを、特定の配列方法で輸送制限1置数に等しい個数並べ

　　　た集積とし、これを二組接近させても臨界に達しないことの説明○

　　　特定の配列方法の説明0

　　　乙条1牛の下に贋いたものを、任意の配列方法で輸送制限個数に等しい澗数積載

　　　　しても臨界に達しないことの説明0

3．　BM型輸送物又はBU型輸送物
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3－1　特別形放射性物質等であるかどうかの記載。（告示第4条及び別記第一）

　　特別形放射性物下等である場含には、固体状の放射性物質等又はカプセルに密封

　された放射性物質等のいずれであるかの説明及び以下の説明。

イ
ロ
ハ

ホ

へ

ト

外接する直方体のうち最小のものの寸法。

以下のハ～トの試験に用いる供試物の説明。

衝撃試験

試験台の説明。特に試験台上面がなめらかな水平面であることの説明。

落下高さ。

供試物の損壊の状態。

打撃試験

試験に用いた、供試物を躍く鉛板の説明。特に、厚さ及び表面の状態。

衝撃力の強さ。

鋼製丸棒の寸法及び打撃方法。

打撃が最大の破損を及ぼすように行われていることの説賜。

供試物の損壊の状態。

曲げ試験

輸送物の寸法及び曲げ試験を行う必要性の説明○

曲げ試験が必要な場合には、曲げ試験に関する以下の電環⊃

供試物の水平画への固定方法。

衝撃力の強さ。

使罰する鋼製丸棒の寸法。特に平端而の直径及びその角の半径。

打撃が最：大の破損を及ぼすように行われていることの説明。

供試物の損壊の状態0

加熱試験

試験方法の説明O特に温度及び試験時間Q

供試物の溶融又は分散の状態。

浸漬試験

固体状の放射性物質等（カプセルに封入されたものを除く。）の場合。

試験方法の説呪，水中への浸漬時間文は期間、水の温度、空気中への放置期間・

空気の混度及び湿度：、並びにそれらの試験の順序。

水中への放射性物質の漏えい量及びその測定方法○

カプセルに封入された放射性物質等の場合。

試験方法の説明。水中への浸漬時間、水の渥度、空気中への放置時間、空気の

温度、及びそれらの試験の順序。

水中への放射性物質の漏えい量及びその測定方法。



3－2　A1値又はA2日目決定（告示別表第一～別表第六）

イ　A1値又はA2値の決定方法が、告示別表第～～別表第六のいずれによるかの説

　　明。

　ロ　告示別表第～による場合

　　核種。特別形放射性物下等であるかどうかの男も

　　　A｝値又はA2値

　ハ　告示別表第二による場合

　　核種b特別形放射性物質等であるかどうかの別。

　　　AI値又はA2値及びその決定過程の説明○崩壊形式、半減期、粒子エネルギー、

　　娘核種、娘核種の半減期、rのうち必要なものを記載すること。

　二　告示別表第三による場合

　　原子番号82以上の放射性物質が含まれているかどうか、及びその説腿。

　　特別形放射性物質等であるかどうかの別。

　　　A1相関はA2値

ホ　告示別表第四による場合

　　　種類が明らかな核種及びその崩壊形式。

　　　α線を放出する放射性物質の有無。

　　核分裂生成物であるかどうかの別。

　　特別形放射性物質等であるかどうかの別。

　　　A1値又はA2値

へ告示別表第五による場合

　　放射性物質の種類及び種類別の数量の全部が明らかであるかどうかの別。

　　種類が明らかな核種及び種類別の数量（Bq）

　　足囲の核種等に対する別表第一、別表第二、又は別表第三のうち該当するもの

　　　に掲げる数量（Bq）及びその決定過．程っ

　　別表第五の算式を満たすX！、X2……Xn及び該当する場合にはy及びその算式○

　　特別形放射性物質等であるかどうかの別。

　ト　告示別表第六に刷る場合

　　親核種。親核種の半減期。崩壊系列。系列中半減期が最大の娘核種及びその半

　　　減期）

　　特別形放射性物質等であるかどうかの別。

　　上記口、ハ、又はへと同じ要領でA1値又はA2値及びその決定過程の説明0

3－3　B酸型輸送物又はBU型輸送物であるかどうかの説明（告示第5条）

　　特別形放射性物質等であるかどうかの別。

　　放射鮭物質等の放射能の量及びA1値又はA2値⊃
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4．BM型険山物又はBU型輸送物の披術上の基準への適合性

　4－1　輸送物に外接する蔭方体のうち最小のものの三辺の長さ

　4－2　取扱いの容易挫、安全性

　イ　照臨物の総電量

　　総重量が50Rg以下のものは手で、50　kgを超えるものは機械的手段により安全に

　　取扱えるものであるかどうかの説明。

　P　輸送物の吊上げ用具は、急激な昂上げに対しても耐えうるものであるかどうか

　　の説明○

　ハ　吊上げ用具と間違えられるおそれのある付属物等が取り外されている、みだり

　　に利．弔できない状態である、又は、闘違って吊上げても椙上げ用，具として必要

　　な程度以上に安全な構造であるかどうかの説明。

　　輸送物の外面の状態。特に雨水がたまりにくく、除染が容易であり、かつ突出

　　物のない構造であるかどうかの説明。

　ホ　輸送中、輸送物に取り付けられる装置の有無、及び有する場合には、それらの

　　輸送物の安全牌に対する影響。

　へ　その他、取扱いの容易性、安全性について特記すべき事項0

4－3　輪山中の亀裂、破損等の可能性

　イ　輪送中予想される温度変化の輸送容器の材質に対する影響。

　ロ　輸送中予想される高速及び振動の輸送容器に対する影響。

　　振動については、ボルト、ナットその他の締具のゆるみを防ぐための措概等を

　　記載するQ

　　輸送容器の材質と材質、又は材質と放射性収納物との間の物理的、又は化学的

　　な作用。

　　密封装遣の締具の説明。特に、輸送中偶然又は輸送物の内籏により開く可能性

　　の検討）輸送中に予想される流流度及び内心により密封装羅に働く応力。

　ホ　密封装羅が輸送容器から取り外せる場合には、輸送容器から独立した締具で確

　　実に閉ざすことができるかどうかの説明○

　へ　圧力逃がし弁以外で放射性収納物が外に出る可能性のある弁の有無。輸送容器

　　がそのような弁を有する場．合には、誤操f乍による漏れの可能磯、及び漏れを防

　　　ぐ保護具の説明。

　ト　放射線しゃへい体が輪送容器から取り外せるかどうかの説明○取り外せる場合

　　にはその締具の説明0

4－4　開封に対する措置

　　みだりに開封されないための措置。

　　開封された場合に、それが明らかであるかどうかの説明o



4－5　表面の放射性物質の放射能面密度

　　　α線放出の有無O

　　輸送物表面の放射性物質の放射能面密度（Bq／c諭、及びその灘定方法、又は

　　　算定方法。

4－6　最大線蚤当量率

　　　輸送物表面及び表面から1メートル離れた位殿における最大線量当搬率（ミリシ

　　　ーベルト／時）、及びその測定方法又は算定方法。

4－7　輪直物中に収納又は包装されている書類及び物品の説明Q

4－8　告示別表第三の条件

　イ　水の吹きつけ試験

　ロ　自由落下試験

　ハ　圧縮試験　　　　　　2－2　甲条件の記載要領に従って記載すること。

　　　貫通試験

　ホ　環境試験

　　　実験、解折等いずれの証明方法によったかの説明。

　　　試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

　　　試験方法の説明。特に試験温度及び放1醗期間0

4一一9　昏日別1£第三の条件の下に嚴いた場合の輸送物の状態

　イ　表面の最大線鏡当量率（ミリシーベルト／時）、及びその測定方法父は算定方法。

　ロ　放射性物質の1時闘当たりの漏えい鑓（Bq）及びその測定方法叉は算定方法、

　　　並びにA2値。

　　　日蔭での表面の温度（℃）、及びその測定方法又は算定方法。

　　　当該輸送物を専用債載で輸送する予定の有無。

　　　表面の放射牲物質の放射能面密度⊃α線放出の有無0

　　　輸送物表面の放射性物質の放射能面密度（Bq／c諭、及びその測定方法、又

　　　は算定方法。

4－10　告示別紀第四の条件

　イ　落下試験I

　P　落．下試験π

　ハ　耐火試験　　　2－3　乙条件の記載要．領に従って記載することQ

　　　浸漬試験

　ホ　環境試験

　　　実験、解析潤いずれの証明方法によったかの説明、）

　　　試験前の供試物の状態、翼は計算条件等の説明O

　　　試験方法の説明。特に試験温度及び放置期間⊃
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4－11　告示別記第四の条件の下に妬いた場合の輸送物の状態。

　イ　表面から王メートル離れた位麗における最大線量当鐘率（ミリシーベルト／時）、

　　及びその測定方法又は算定方法。

　口　放射挫物質の1週間当たりの漏えい量（Bq）及びその測定方法又は算定方法並

　　びにA2値。クリプトン85にあっては、その旨の記載0

4－12　告示別記第五の条件

イ
ロ
ハ

ホ

水の吹きつけ試験

臼由落下試験

毘縮試験

貫通試験

環魔試験

2－2　甲条件の記載要領に従って記載すること。

　　　実験、解析黒いずれの証明方法によったかの説明Q

　　　試験繭の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

　　　試験方法の説明。特に試験益渡：及び放置時間0

4－13　告示別記第五の条件の下に置いた場合の輸送物の状態

　イ　表面の最大線昂：当量率（ミリシーベ’レト／il寺）、及びその測定方法又は算定方法。

　μ　放射性物質の1時間当たりの漏えい鍵（Bq）及びその測定方法又は算定方法、

　　　並びにA2値。

　ハ　日蔭での表面の温度（℃）、及びその測定方法又は算：定方法。

　　　当該輸送物を專用積載で輸送する予定の有無。α線放出の有無。

　　　郵送黒表藤の放射性物質の放射能面密度（Bq／（紛、及びその測定方法又は算

　　定方法Q

4－14　告示別記第六の条件

イ
ロ

ノ、

ホ

落下試験1

落下試験江

耐火試験

浸漬試験

環境試験

2－3　乙条件の記載要領に従って記載することQ

　　　実験、解析嫌いずれの証明方法によったかの説明。

　　　試験前の供試物の状態、又は計算条件等の説明。

　　　試験方法の説明。特に試験温度及び放置期間G

4－15　告示別記雛六の条件の下に概いた場合の輸送物の状態

　イ　表面から1メートル離れた位鎧における最大線量当量率（ミリシーベル）時）、

　　　及びその測定：方法又は算定方法。

　口　放射性物質の1週閲当たりの漏えい鎚（Bq）及びその測定方法又は算定方法並



　　　びにA2値0

　4－16　内部の気体のろ過叉は放射性物質等の冷却のための装置、構造等及び特別な

　　　操作の有無。有する場合にはその説明0

　4－17　最高優硝圧力（kg／c南及びその測定方法又は算定方法0

5．核物質防護措蟹の必要な放射性輸送物の技術上の基準への適合牲

　5－1　一の航空機で輸送する場合の放射性物質の合計量が皆示第5条の2第1号か

　　　　ら第6号のいずれかに該当する放射性物質等が収納され、又は包装されている

　　　放聡性輸送物の場合には、輸送物への施錠及び封邸その他の当該輸送物が容易

　　　に胴封されないための措概についての説明Q
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図　放射性同位元素等の運搬に関する墓本体系

放射性同位光素等の運搬

工場又は事業所の内

工場叉は事業所の外

陸L輸送 簡易運搬

科学技術庁原子力安全局

鱗τ蹴
簡易運搬、車両運搬の

経路、日時等の届出等

　経路、

官
司
．

上

運輸省貨物流通局，

大輔官房瞬軽鉄道改革推進部

都道府県公安委員会

　一H　’　法一運輸省　　

航空輸送

臼時等の届出等一海上保安庁管区海上保安本部

（注）鰍四丁・つ・・は｛ 事業所内運搬一科学技術庁

運輸省航空局

事業所外運搬一一一科学技術庁、運輸省

｝遡当・て…

蟹月Il



団醐

図　放射性岡位元緊等の輸送に関する規制法令

（麻省令） （告　　示）

放躬線を放出する飼位元潔の数漁等を定める告示
i63年科学技衛庁告示第ま5号）

放射性糊位三元素等による放躬線障寄の防止に
ﾖする法緯施行規鄭i
i35年総理府令第56号）

指建機構確認搬関等に関する規財
i55奪総理府令第6玉易）

放射性岡位ラL鹿又は放射｛藍三間位元紮によって汚染さ

黷ｽ物の工場又ば購業所の外における運搬に関する
ｲ術上の基準に係る細閉場を定める告示
i　5　5年科学按孝｛旨庁告示第9号）

放腰垣穀三i司｛立ラこ講三等至享｛両運搬規員lj

i　5　2年運輸省令閨3　3母） 放射性同位元素又は放射牲間位元素によって汚染さ
黷ｽ物の工場又は事業所における迎搬等に関する抜
p上の基準に係る細墨等を定める管示
i56年科学技衛庁告示第10号）

　　　　放射線障害防止法

厲ﾋ姓伺位元業等による放射線障害の紡．Iしに
ﾖする法律
i32年法律第167母）

擬定運搬力法確認機関に関する省令

i56年運輸省令第24号）

放毅性問位元素簿の運搬の還峯i出等に関する総

摯{命
i　5　6年総理府令第3　0母〉

指蹴運搬物確認機関を摺定した件
i56庫科学技術庁告示第13彗）

放射性周｛立元素論の購業所外運搬に係る危険
桙ﾉおける幽幽に関する規躍
i　5　6菱｛三巡輸隠妻第2　2磐）

船舶安全法（8年法律第11号）
危険物船舶運送及び贈蔵規則
（32鱗三二輪省令第30．号）

四四による放射性物質等の運送基準の紬闘等を定め
る告示
（52年運輸省｛音ガ≒第585弩）

船舳による危険物の運送棊準等を定める欝示
（5　4軒乙運輸欝｛三｛・零≒第549易・）

航　　　空　　　法　（27年灘傘第231．多：養）
航繋法施行規期（27年運輪省令第S6号） 航空機による放射姓物質等の輸送棊準を建める皆示

i　5　2年運輸省告示第587孝1｝）
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係

○
放
射
性
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等
に
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る
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線

　
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

〔
書
駒
　
聾
諮
裸
舶
〕

最
終
改
正
　
昭
和
六
二
年
九
月
二
六
日
法
律
第
九
八
号

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
～
八
六
号
）

　
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
放
射
性
同
位
元
素
の
使
鶏
、
販
売
、
廃
棄
そ
の
他
の

　
取
扱
い
、
放
射
線
発
生
装
蹟
の
使
用
及
び
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染

　
さ
れ
た
物
の
廃
棄
そ
の
他
の
取
扱
い
を
規
舗
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
に

　
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
し
、
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
を
爵
的
と
す

　
る
。（

運
搬
の
基
準
）

第
十
八
条
　
使
用
春
、
販
売
業
者
及
び
廃
棄
業
者
は
、
放
射
性
温
位
元
素
又
は

　
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
工
場
又
は
事
業
所
（
使
用
者

　
に
あ
っ
て
は
使
陽
施
設
、
欝
気
施
設
、
機
器
設
置
施
設
又
は
廃
棄
施
設
を
設

　
麗
し
た
工
場
又
は
事
業
所
、
販
売
業
者
に
あ
っ
て
は
詰
替
施
設
、
貯
蔵
施
設

　
又
は
廃
棄
施
設
を
設
置
し
た
販
売
所
、
廃
棄
業
者
に
あ
っ
て
は
廃
棄
物
詰
替

　
施
設
、
廃
棄
物
貯
蔵
施
設
又
は
廃
棄
施
設
を
設
黒
し
た
廃
棄
事
業
所
を
い
う
。

　
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
運
搬
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
総
理
府
令
で
定
め

　
る
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を

放
製
性
同
位
元
素
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
放
射
性
詞
位
元
素
又
は

　
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
に
関
す
る
措
置
が
洞
項

　
の
技
術
上
の
基
進
－
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、
使
用
者
、
販
売

　
業
春
又
は
廃
棄
業
者
に
対
し
、
運
搬
の
停
止
そ
の
他
放
射
線
障
害
の
防
止
の

　
た
め
に
必
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
故
届
）

第
三
十
二
条
　
使
用
者
等
は
、
そ
の
所
持
す
る
放
射
性
同
位
元
素
に
つ
い
て
盗

　
取
、
所
在
不
明
そ
の
他
の
事
故
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を

　
警
察
官
又
は
海
上
保
安
宮
に
屈
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
危
険
時
の
措
置
）

第
三
十
三
条
　
使
二
者
等
は
、
そ
の
所
持
す
る
放
射
性
同
位
元
素
若
し
く
は
放

　
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
又
は
放
射
線
発
生
装
置
に
関
し
、

　
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
放
射
線
障
害
の
お

　
そ
れ
が
あ
る
場
合
叉
は
放
射
線
障
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち

　
に
、
総
理
府
令
（
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染

　
さ
れ
た
物
の
エ
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
（
船
舶
又
は
航
空
機
に

　
よ
る
運
搬
を
含
む
。
）
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
総
理
聡
慧
又
は
運
輸
省
令
。

　
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
応
急
の
措
置
を
講

　
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
事
態
を
発
見
し
た
者
は
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
警
察
嘗
又
は
海
上

　
保
安
官
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
使
周
長
等
は
、
第
一
項
の
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
総
理
府
令

豊
三



放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
科
学
技
術
庁
長
窟
（
放

　
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又

　
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
（
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
運
搬
を
含
む
。
）

　
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
科
学
技
術
庁
長
官
又
は
運
輸
大
臣
。
次
項
に
お

　
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
第
一
項
の
場
含
に
お
い
て
、
放
射
線
障
害
を
防
止

　
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
圓
項
に
規
定
す
る
者
に

　
対
一
、
放
射
性
気
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物

　
の
所
在
場
所
の
変
更
、
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
の
除
去
そ
の
他
放
射

　
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

（
報
告
徴
収
）

第
四
十
二
条
　
科
学
技
術
庁
長
官
、
運
輸
大
臣
又
は
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、

　
こ
の
法
律
（
運
輸
大
臣
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条
の
二
二
一
項
、
第
二
項
及
び

　
第
四
項
並
び
に
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
、
都
道
府
県
公
安

　
委
員
会
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条
の
言
訳
六
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必
要
な
限

　
度
で
、
総
理
府
令
又
は
運
輸
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
者
、
販

　
売
業
者
若
し
く
は
廃
業
忘
憂
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
に

　
対
し
、
報
告
を
き
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
科
学
技
術
庁
長
官
又
は
運
輸
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度

　
で
、
総
理
府
令
又
は
運
輸
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
機
構
確
認

　
機
関
、
指
定
検
査
機
関
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
、
指
定
運
搬
方
法
確
認
機

　
関
、
指
定
試
験
機
関
又
は
指
定
講
習
機
関
（
科
学
技
術
庁
長
官
に
あ
っ
て
は

四
三
四

　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
以
外
の
機
関
、
運
輸
大
臣
に
あ
っ
て
は
指
定
運
搬

　
方
法
確
認
機
関
）
に
対
し
、
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
検
査
）

第
四
十
三
条
の
二
　
科
学
技
術
庁
長
官
、
運
輸
大
臣
又
は
都
道
府
県
公
安
委
員

　
会
は
、
こ
の
法
律
（
運
輸
大
臣
に
あ
っ
て
は
第
十
八
第
の
二
第
一
項
、
第
二

　
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
】
二
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
、
都
道
府

　
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条
の
こ
第
六
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必

　
要
な
限
度
で
、
そ
の
職
員
（
科
学
技
術
庁
長
官
に
あ
っ
て
は
放
射
線
検
査
官
、

　
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
警
察
職
員
）
に
、
使
用
者
、
販
売
業
者

　
若
し
く
は
廃
棄
業
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
の
事
務

　
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
者
の
帳
簿
、
書
類
そ
の

　
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
検
査
の
た
め
必

　
要
な
最
小
限
度
に
お
い
て
、
放
射
性
同
位
元
素
若
し
く
は
放
射
性
同
位
元
素

　
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明

　
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と

　
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
罰
則
）

第
五
十
三
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
　
年
以
下
の
懲
役
若
し
く

　
は
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

　
六
　
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に



　
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

第
五
十
四
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

　
処
す
る
。

　
三
　
第
十
二
条
の
五
、
第
十
一
工
条
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、

　
　
第
十
七
条
第
一
項
、
第
十
八
条
第
一
項
、
第
十
八
条
の
二
第
一
項
若
し
く

　
　
は
第
七
項
又
は
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
巻

　
四
　
　
第
L
T
囮
【
条
、
　
第
十
五
条
篤
＝
一
項
、
　
第
L
T
論
ハ
条
第
一
一
項
ハ
、
　
軸
弟
↓
1
七
条
笛
禦
一
一

　
　
項
、
第
十
八
条
第
二
項
、
第
十
八
条
の
二
第
四
項
又
は
第
十
九
条
第
三
項

　
　
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

第
五
十
五
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

　
す
る
。

　
五
　
第
二
十
七
条
第
…
項
若
し
く
は
第
一
二
項
、
第
三
十
二
条
若
し
く
は
第
　
二

　
　
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た

　
　
者

　
六
　
第
四
十
二
条
第
一
項
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
春

　
七
　
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検
査
若
し
く
は
収

　
　
去
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ

　
　
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

第
五
十
七
条
　
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
そ
の
他
の
従

　
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
、

　
第
五
十
四
条
又
は
第
五
十
五
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰

　
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。

放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

窒
五



放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
衡
す
る
法
律
（
抄
）

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

〔
昭
和
三
十
五
年
九
月
三
十
日
総
理
府
A
刀
鱒
弟
五
十
六
皿
万
〕

最
終
改
正
　
昭
和
六
三
年
五
月
一
八
日
総
理
府
令
第
三
牽
号

（田

p
語
の
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

　
ぞ
れ
竪
琴
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
｝
　
管
理
区
域
　
外
部
放
射
線
に
係
る
線
量
当
主
が
科
学
技
術
庁
長
官
（
以

　
　
下
「
長
官
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
線
量
当
選
を
超
え
、
空
気
中
の
放
射

　
　
性
同
位
元
素
の
濃
度
が
長
官
が
定
め
る
濃
度
を
超
え
、
又
は
放
射
性
同
位

　
　
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性
皇
位
元
素
の
密
度
が
長

　
　
官
が
定
め
る
密
度
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所

　
八
放
射
線
業
務
従
事
者
放
射
性
同
位
元
素
等
又
は
放
射
線
発
生
装
置
の

　
　
取
扱
い
、
管
理
又
は
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
（
以
下
「
取
扱
等
業
務
」
と

　
　
い
う
。
）
に
従
事
す
る
者
で
あ
っ
て
、
管
理
匿
域
に
立
ち
入
る
も
の
．

　
十
　
葵
効
線
量
当
蚤
限
度
　
放
射
線
業
務
従
蕩
者
の
実
効
線
鎧
当
搬
に
つ
い

　
　
て
、
長
官
が
定
め
る
一
定
期
問
内
に
お
け
る
線
量
当
量
限
度

　
十
一
　
組
織
線
量
当
塗
限
度
　
放
射
線
業
務
従
事
者
の
各
組
織
の
線
量
当
量

　
　
に
つ
い
て
、
長
官
が
定
め
る
一
定
期
間
内
に
お
け
る
線
量
当
量
限
度

　
十
二
　
空
気
中
濃
度
限
度
　
放
射
線
施
設
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
六

　
　
お
い
て
人
が
呼
吸
す
る
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
に
つ
い
て
、

　
　
長
官
が
定
め
る
濃
度
限
度

　
十
三
　
表
面
密
度
限
度
　
放
射
線
施
設
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
に
お

　
　
い
て
人
が
触
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性
同
位
元
素
の
密
度
に
つ
い
て
、
長

　
　
官
が
定
め
る
密
度
限
度

（
運
搬
の
基
準
）

第
十
八
条
　
法
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
は
、

　
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
～
　
放
射
性
同
位
元
素
等
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
こ
れ
を
容
器
に
封
入
す
る

　
　
こ
と
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
　
イ
　
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
当
該
物
に
含
ま
れ
る

　
　
　
放
射
性
気
位
元
素
の
濃
度
が
長
官
の
定
め
る
濃
度
を
超
え
な
い
も
の
に

　
　
　
限
る
。
）
で
あ
っ
て
放
射
性
嗣
位
元
素
の
飛
散
又
は
漏
え
い
の
防
止
そ
の

　
　
　
の
他
の
長
官
の
定
め
る
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
た

　
　
　
も
の
を
連
旧
す
る
場
合

　
　
p
　
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
で
あ
っ
て
大
型
機
械
等

　
　
　
容
器
に
欝
黒
し
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
も
の
を
長
官
の
承

　
　
　
認
を
受
け
た
放
射
線
障
害
防
止
の
た
め
の
措
置
を
講
じ
て
運
搬
す
る
場

　
　
　
合

　
二
　
前
号
の
容
器
は
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
　
イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
日
ソ
チ
メ
…
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
容
易
に
、
か
っ
、
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
　
ハ
　
運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
動
等
に
よ
り
、



　
　
き
裂
、
破
損
等
の
生
ず
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

…二

@
放
射
性
品
位
元
素
等
を
封
入
し
た
容
器
（
第
一
号
た
だ
し
書
の
規
定
に

　
よ
り
同
号
イ
叉
は
口
に
規
定
す
る
放
射
性
鰯
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

　
た
物
を
容
器
に
封
入
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
放
射

　
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
運
搬

　
物
一
と
い
う
。
）
及
び
こ
れ
を
積
載
し
又
は
収
納
し
た
車
両
そ
の
他
の
放

　
射
性
同
位
元
素
を
運
搬
す
る
機
械
又
は
器
具
（
以
下
こ
の
粂
に
お
い
て

　
「
車
両
等
」
と
い
う
。
）
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
　
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位

　
置
に
お
け
る
線
量
当
量
率
が
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
線
最
当
貴
率
を
超

　
え
な
い
よ
う
に
し
、
か
つ
、
運
搬
物
の
表
面
の
放
射
性
岡
位
元
素
の
密
度

　
が
表
面
密
度
限
度
の
十
分
の
一
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

四
　
運
搬
物
の
車
両
等
へ
の
積
畳
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
、
転
落
等

　
に
よ
り
運
搬
物
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

五
　
運
搬
物
は
、
同
　
の
車
両
等
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な
い

　
こ
と
。

六
　
運
搬
物
の
運
搬
経
路
に
お
い
て
は
、
標
識
の
設
置
、
見
張
人
の
配
置
等

　
の
方
法
に
よ
り
、
運
搬
に
従
事
す
る
者
以
外
の
者
及
び
運
搬
に
使
用
さ
れ

　
る
車
両
以
外
の
車
両
の
立
入
り
を
舗
限
す
る
こ
と
。

七
　
車
両
に
よ
り
運
搬
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
当
該
車
澗
を
徐
行
さ
せ
る

　
こ
と
。

八
　
放
射
性
職
位
元
素
等
の
取
扱
い
に
関
し
相
当
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す

　
る
者
を
同
行
さ
せ
、
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
必
要
な
監
督
を
行
わ
せ

　
る
こ
と
。

放
射
性
岡
位
元
素
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
九
運
搬
物
（
コ
ン
テ
ナ
（
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替

　
　
え
を
要
せ
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
車
両
等
で
あ
っ
て
、
反
復
使

　
　
胴
に
耐
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及
び

　
　
取
卸
し
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る
も

　
　
の
う
ち
、
非
開
放
型
の
構
造
の
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
〉
に
収
納
さ

　
　
れ
た
運
搬
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
）
及
び
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る

　
　
車
両
等
の
適
当
な
箇
所
に
長
官
の
定
め
る
標
識
を
取
り
付
け
る
こ
と
。

　
十
　
放
射
線
業
務
従
事
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
運
搬
物
の
運
搬
に
従
事
す
る

　
　
も
の
の
線
量
当
量
が
長
官
の
定
め
る
線
墨
当
量
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に

　
　
す
る
こ
ど
。

2
　
前
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置
の
全
部
父
は
一
部
を
講
ず
る
こ

　
と
が
著
し
く
困
難
な
と
き
は
、
長
官
の
承
認
を
受
け
た
措
置
を
講
ず
る
こ
と

　
を
も
っ
て
國
項
第
二
号
又
は
第
三
号
に
掲
げ
る
措
置
に
代
え
る
こ
と
が
で
き

　
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
運
囲
物
の
表
面
及
び
表
面
か
ら
ニ
メ
…
ト

　
ル
離
れ
た
位
躍
に
お
け
る
線
量
当
量
率
は
、
そ
れ
ぞ
れ
長
官
の
定
め
る
線
童

　
当
量
率
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

3
　
第
㎝
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
及
び
第
六
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
規
定

　
は
、
管
理
区
域
内
に
お
い
て
行
う
運
搬
に
つ
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。

4
　
第
一
項
の
規
定
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
を
使
用
施
設
、
詰
替
施
設
、
廃

　
棄
物
詰
替
施
設
、
駐
蔵
施
設
、
機
器
設
置
施
設
、
廃
棄
物
貯
蔵
施
設
又
は
廃

　
棄
施
設
内
で
運
搬
す
る
場
合
そ
の
他
運
搬
す
る
時
間
が
極
め
て
短
か
く
、
わ

　
っ
、
放
射
線
障
害
の
お
そ
れ
の
な
い
場
合
に
は
、
適
用
し
な
い
。

5
　
使
用
者
、
販
売
業
者
又
は
廃
棄
業
者
は
、
運
搬
物
の
運
搬
に
関
し
、
第
十

豊
七



　
　
　
放
射
性
岡
位
元
素
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
八
条
の
三
か
ら
第
牽
八
条
の
十
ま
で
及
び
放
射
性
同
位
元
素
等
車
颪
運
搬
規

　
則
（
昭
和
五
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十
三
号
）
第
三
条
か
ら
第
十
八
条
ま
で

　
に
規
定
す
る
運
搬
の
技
術
上
の
基
準
に
従
っ
て
放
景
線
障
害
の
防
止
の
た
め

　
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
た
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
運

　
置
物
を
事
業
所
等
の
区
域
内
に
お
い
て
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
危
険
時
の
措
置
）

第
二
十
九
条
　
使
用
者
、
販
売
業
者
及
び
廃
棄
業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら

　
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
が
法
難
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
応
急
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
放
射
線
施
設
又
は
放
射
性
輸
送
物
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
こ
れ
ら
に

　
　
延
焼
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
に
努
め
る

　
　
と
と
も
に
直
ち
に
そ
の
旨
を
消
防
署
又
は
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

　
　
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
の
指
定
し
た
場

　
　
所
に
通
報
す
る
こ
と
。

　
二
　
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
放
射
線
施
設

　
　
の
内
部
に
い
る
者
、
放
射
娃
輸
送
車
の
運
搬
に
従
事
す
る
者
又
は
こ
れ
ら

　
　
の
付
近
に
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
警
告
す
る
こ
と
。

　
一
二
　
放
射
線
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
場
合

　
　
に
は
、
速
や
か
に
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
四
　
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
そ

　
　
の
広
が
り
の
防
∵
止
及
び
除
去
を
行
う
こ
と
。

　
五
　
放
射
性
同
位
元
素
等
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必

　
　
要
に
応
じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
、
縄

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
八

　
　
を
張
り
、
又
は
標
識
等
を
設
け
、
か
っ
、
見
張
入
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、

　
　
関
係
者
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
六
　
そ
の
他
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

2
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
緊
急
作
業
を
行
う
場
合
に
は
、
し
ゃ
へ
い
具
、
か
ん

　
子
又
は
保
護
具
を
用
い
る
こ
と
、
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
時
間
を
短
く
す
る

　
こ
と
等
に
よ
り
、
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
者
の
線
量
当
量
を
で
き
る
限
り
少

　
な
く
す
る
こ
と
。
こ
の
場
当
に
お
い
て
、
放
射
線
業
務
従
事
者
（
女
子
を
除

　
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
十
五
条
第
三
号
（
第
十
六
条
並
び
に
第
十
九
条
第

　
　
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
記
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
第
一

　
項
第
三
号
（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十

　
八
条
の
十
第
八
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
長
官
が
定
め
る
線
量
当
量
限
度

　
ま
で
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
法
第
一
二
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
は
、

　
次
の
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
法
第
　
二
十
㎜
二
条
第
…
項
の
事
態
が
生
じ
た
日
時
及
び
場
所
並
び
に
原
因

　
二
　
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射
線
障
害
の
状
況

　
三
　
講
じ
、
又
は
講
じ
よ
う
と
し
て
い
る
応
急
の
措
置
の
内
容

4
　
前
項
の
届
出
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
業
所
等
の
所
在
地
が
茨
城
県
に
あ

　
る
場
A
口
に
は
、
水
戸
三
子
力
事
務
所
長
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
…
告
の
徴
収
）

第
三
十
九
条
　
便
用
者
、
販
売
業
者
．
廃
棄
業
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬

　
を
委
託
さ
れ
た
老
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直

　
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
長
官
に
報
告
し



　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
放
射
性
同
位
元
素
の
盗
取
又
は
所
在
不
明
が
生
じ
た
と
き
。

　
一
　
　
放
封
性
岡
位
元
素
等
が
異
常
に
漏
え
い
し
た
と
き
。

　
　
一
…
　
放
射
線
業
務
従
事
者
に
つ
い
て
実
効
線
琶
当
量
限
度
又
は
組
織
線
量
当

　
　
量
限
度
を
超
え
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
被
ば
く
が
あ
っ
た
と
き
。

　
四
　
前
三
号
の
ほ
か
、
放
射
線
障
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の

　
　
あ
る
と
き
。

2
　
使
用
者
、
販
売
業
者
又
は
廃
棄
業
者
は
、
放
射
線
施
設
を
廃
止
し
た
と
き

　
は
、
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
の
除
査
そ
の
他
の
講
じ
た
措
置
を
三
十

　
日
以
内
に
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
前
二
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
使
用
者
、
販
売
業
者
若
し
く
は
鹿
棄

　
業
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
長
窟
が
次
に
掲
げ

　
る
事
項
に
つ
い
て
期
間
を
定
め
て
報
告
を
求
め
た
と
き
は
、
当
該
事
項
を
当

　
該
期
間
内
に
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
放
射
線
管
理
の
状
況

　
二
　
放
射
性
岡
位
元
素
の
在
庫
及
び
そ
の
増
減
の
状
況

　
三
　
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
廃

　
　
棄
又
は
運
搬
の
状
況

（
放
射
線
検
査
官
の
身
分
を
示
す
証
明
書
）

第
四
十
一
条
　
法
第
四
十
三
条
の
二
第
皿
　
項
の
放
射
線
検
査
窟
の
身
分
を
示
す

　
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
二
十
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
附
　
則
　
　
（
昭
和
六
十
三
年
五
月
十
八
日
　
総
理
府
令
第
三
ヤ
号
）

　
こ
の
府
令
は
、
昭
和
六
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
放
窮
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

四
三
九
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　　　　　放射睦同位元素等による放射線障害の防止に関する法内押すい

　　　　科学技術庁長短、運輸大臣又は都道府県公安委員会は、この法律（運輸大臣にあ

っては第18条の2第1項、第2項及び第4項並びに第33条第1項及び第4項の規定、都道

府県公安委員会にあっては第18条の2第6項の規定）の施行に必要な限度で、その職員

し闇闇技術庁長官にあっては放射線検査官、都道州県公安委員会にあっては蟹察職員）

に、使用蓄、販売菜者若しくは廃棄業者又はこれらの者から運澱を委託された者の事務所

又は．工場嚇しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書頑その他必要な物件を検査させ、

関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、放射性同位元素著しくは放

射性岡田元素によって汚染された物を収去させることがで’きる。

　前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明滋を携帯し、かつ、関係

蓄の請求があるときは、これを提；雰しなければならない。

　第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

　　　次の各号の一に該当する者は、玉0万門以下の罰金に処する。

　　第43条の2第1項の規定による立入り、検査若しくは収去を距み、妨げ、若しくは忌

　際し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
妙
）

諾
O



○
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所

　
に
澄
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に

　
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
無
漏
耐
解
語
教
む

最
終
改
正
　
昭
和
六
三
年
五
月
一
八
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
｝
八
号

（
用
語
）

第
一
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
罵
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ

　
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
以
下
「
規
國
」
と
い
う
。
）

　
に
お
い
て
使
用
す
る
周
語
の
例
に
よ
る
。

（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
放
射
性
磁
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

た
物
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
）

第
二
条
　
規
則
第
十
八
条
第
｝
項
第
一
号
イ
の
長
官
の
定
め
る
濃
度
は
、
　
一
グ

　
ラ
ム
当
た
り
放
射
性
隅
位
元
素
又
は
放
射
性
間
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ

　
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
漏
す
る
技
術
上
の
基
準
に

　
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示
（
昭
和
五
十
五
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
九
号
）

　
第
一
二
条
第
一
号
に
定
め
る
面
癖
の
一
万
分
の
…
と
す
る
。

2
　
規
則
第
十
八
条
第
｝
項
第
一
号
イ
の
長
官
の
定
め
る
放
射
線
障
害
の
防
止

　
の
た
め
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
一
　
運
常
の
運
搬
状
態
で
、
放
射
性
同
位
元
素
が
容
易
に
飛
散
し
、
又
は
漏

　
　
え
い
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
二
　
爾
水
等
が
容
易
に
浸
透
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
三
　
外
接
す
る
蔭
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
以
上
と
な
る
よ
う
に

　
　
す
る
こ
と
。

（
容
器
に
封
入
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
物
の
運
搬
に
瀾
す
る
措
置
に
係
る

承
認
の
申
請
書
）

第
三
条
　
規
則
第
牽
八
条
第
一
項
第
｝
号
p
に
規
定
す
る
承
認
の
申
請
は
、
次

　
の
各
号
に
掲
げ
る
事
痕
を
記
載
し
た
申
請
書
に
よ
つ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
種
類
、
数
量
、

　
　
形
状
及
び
性
状

　
三
　
連
搬
す
る
日
時
及
び
経
路

　
四
　
運
搬
に
当
た
っ
て
講
ず
る
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置

（
連
搬
物
及
び
車
両
等
に
係
る
線
量
当
量
率
）

第
四
条
　
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
三
号
の
長
官
の
定
め
る
線
黛
当
董
率
は
、

　
一
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
↓
　
運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
は
、
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ

　
　
ル
ト
毎
時

　
二
　
運
搬
物
の
表
面
か
ら
｝
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
概
に
お
け
る
線
上
当
量
率

　
　
に
つ
い
て
は
、
百
マ
イ
ク
p
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
三
　
車
澗
の
表
薗
（
置
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
垂
直
面
及
び
車
体
の
底
面
）
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
は
、
ニ
ミ

放
射
性
岡
位
元
素
又
は
放
射
性
同
泣
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る

運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
紐
目
等
を
定
め
る
欝
示
（
抄
）

lzq
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放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
岡
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る

運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
磐
等
を
定
め
る
告
示
（
抄
）

　
　
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
四
　
車
両
の
表
面
（
開
放
型
の
車
両
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る

　
　
垂
直
面
）
か
ら
㎝
メ
…
ト
ル
離
れ
た
位
難
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
つ
い

　
　
て
は
、
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
五
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
は
、
ニ
ミ
リ
シ
…

　
　
ベ
ル
ト
毎
時

　
六
　
コ
ン
テ
ナ
の
表
繭
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
線
量
当
量

　
　
率
に
つ
い
て
は
、
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

（
危
険
物
）

第
五
条
　
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
五
号
の
長
官
の
定
め
る
危
険
物
は
、
次
の

　
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
｝

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
涌
条
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
二
　
高
圧
ガ
ス
取
締
法
r
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条
に
規

　
　
定
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
揮
発
油
、
ア
ル
コ
…
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
あ
っ

　
　
て
、
引
火
点
が
八
十
一
一
度
以
下
の
も
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
あ
っ
て
、
酸
の
含
有
蟄
が
体

　
　
積
比
で
十
パ
ー
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
放
射
性
岡
位
…
兀
素
建
の
安
全
な

　
　
運
搬
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物

（
標
識
）

第
六
条
　
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
九
号
の
長
官
の
定
め
る
標
識
は
、
別
記
に

四
蟹

　
掲
げ
る
標
識
と
す
る
。

（
運
搬
に
従
事
す
る
者
に
係
る
線
量
当
量
限
度
）

第
七
条
　
規
則
第
十
八
条
第
一
項
第
十
号
の
長
官
の
定
め
る
線
量
当
最
限
度
は
、

　
実
効
線
量
当
量
に
つ
い
て
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
に
っ
き
十
五
ミ

　
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

2
　
前
項
の
実
効
線
量
当
量
は
、
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
董
と
す
る
。

（
特
別
措
置
に
係
る
承
認
の
申
講
書
）

第
八
条
　
規
則
第
十
八
条
第
一
一
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
講
書
に
よ
っ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
法
人
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
代
表
者
の

　
　
氏
名

　
二
　
運
搬
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
種
類
、
数
最
及
び
性
状

　
三
　
運
搬
物
の
表
面
並
び
に
表
面
か
ら
　
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
及
び
ニ
メ

　
　
ー
ト
ル
離
れ
た
位
覆
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率

　
四
　
講
ず
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
措
置
及
び
そ
の
理
由

　
五
　
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
の
種
類
及
び
仕
様

　
六
　
運
搬
に
使
用
す
る
車
両
等
の
仕
様

　
七
　
運
搬
の
日
時
及
び
経
路

　
八
　
運
搬
に
従
事
す
る
者
の
被
ば
く
の
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

　
九
　
前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
放
射
線
管
理
の
た
め
に
講
ず
る
措
置

　
十
　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
連
搬
に
伴
う
放
射
線
障
書
の
防
止
の
た

　
　
め
に
講
ず
る
措
置

（
特
別
措
置
の
適
否
を
受
け
る
運
搬
物
に
係
る
線
蚤
当
量
率
）



第
九
条
　
規
則
第
十
八
条
第
二
項
後
段
の
長
官
の
定
め
る
線
量
当
嫉
率
は
、

　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
運
搬
物
の
表
面
に
お
け
る
線
量
当
量
率
に
つ
い
て
は
、
十
ミ
リ
シ
；
べ

　
ル
ト
毎
時

二
　
運
搬
物
の
装
面
か
ら
ニ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
線
量
当
量
率

　
に
つ
い
て
は
、
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
に
お
け
る

運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
閤
等
を
定
め
る
告
示
（
抄
）

四
窒



　　　　＼、／

注1　2は，0，5センチメートル以．上とする。

2　目は，0．2セアチメートル以上とする。

3　車両に取り付ける漂識については，その各辺は，正5センチメートル以上とす

　る。

4　色彩は，次表によること。
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白
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彩
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四



A
の
ニ
　
工
場
又
は
事
業
所
外
の
運
搬
関
係

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

ｻ
鯉
獅
舞
雪
釣
〕

臼
取
二
心
．
正
　
　
昭
科
山
ハ
一
一
任
丁
九
月
一
一
点
ハ
n
口
法
律
箪
型
九
八
号

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
漂
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）

　
の
精
神
に
の
っ
と
り
、
放
射
性
同
位
元
素
の
使
絹
、
販
売
、
廃
棄
そ
の
他
の

　
敢
扱
い
、
放
射
線
発
生
装
羅
の
使
用
及
び
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染

　
さ
れ
た
物
の
廃
棄
そ
の
他
の
取
扱
い
を
規
制
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
に

　
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
し
、
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る
こ
と
を
鑓
的
と
す

　
る
。（

運
搬
に
関
す
る
確
認
等
）

第
十
八
条
の
二
　
使
用
者
、
販
売
業
者
及
び
廃
棄
業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か

　
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
（
次
項
か
ら
第
五
項
ま
で
、
第
三
十
二
条
及
び
第

　
三
十
三
条
に
お
い
て
「
使
用
者
等
し
と
い
う
。
）
は
、
放
射
性
同
位
一
7
5
索
又

　
は
放
景
性
局
位
～
7
5
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に

　
お
い
て
運
搬
す
る
場
合
（
船
舶
又
は
餓
空
機
に
よ
り
運
搬
す
る
場
合
を
除
く
。
）

　
に
お
い
て
は
、
総
理
府
令
（
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
無
軌
条
電
車
、
自
動
車

　
及
び
軽
車
爾
に
よ
る
運
搬
に
つ
い
て
は
、
運
搬
す
る
物
に
つ
い
て
の
措
鞍
を

　
除
き
、
運
輸
省
令
。
次
項
に
お
い
て
團
じ
。
）
で
定
め
る
技
術
上
の
基
準
に

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
従
っ
て
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

2
　
前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
踊
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ

　
っ
て
一
5
染
さ
れ
た
物
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
特
に
必
要
が
あ
る

　
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
含
に
該
当
す
る
と
き
は
、
使
用
者
等
は
、
そ

　
の
連
搬
に
関
す
る
措
遣
が
同
項
の
技
術
上
の
基
進
－
に
適
合
す
る
こ
と
に
つ
い

　
て
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
科
学
技
術
庁
長
窟
又
は
運
輪
…
大

　
臣
の
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
使
用
者
等
は
、
運
搬
に
使
用
す
る
容
器
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
、
総
理

　
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
科
学
技
術
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
る
こ
と

　
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
科
学
技
術
庁
長
官
の
承
認
を
受
け
た
容

　
器
（
第
四
予
一
条
の
十
に
お
い
て
「
承
認
容
器
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
は
、

　
第
一
項
の
技
術
上
の
基
準
の
う
ち
容
器
に
関
す
る
基
準
は
、
満
た
さ
れ
た
も

　
の
と
す
る
。

4
　
第
｝
項
の
場
合
に
お
い
て
、
科
学
技
術
庁
長
聖
慮
は
運
輸
大
臣
は
、
放
射

　
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
運
搬
に
関

　
す
る
措
置
が
二
項
の
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
と
認
め
る
と
き
は
、

　
使
用
者
等
に
対
し
、
運
搬
の
停
止
そ
の
他
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
に
必

　
要
な
措
置
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

5
　
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同

　
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
し
て
公
共
の

　
安
全
を
確
保
す
る
た
め
特
に
必
要
が
あ
る
場
合
と
し
て
政
令
で
定
め
る
場
合

　
に
該
当
す
る
と
き
は
、
使
常
者
等
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

四
四
孤



放
射
性
詞
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
放
射
性
同
位
元
素
父
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運
搬

　
す
る
旨
を
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6
　
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
場
合
に

　
お
い
て
、
放
射
線
障
害
を
防
止
し
て
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が

　
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
運
搬
の
臼

　
時
、
経
路
そ
の
他
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
、
必
要
な
指
示
を
す

　
る
こ
と
が
で
き
る
。

7
　
放
射
丸
岡
位
元
素
又
は
三
豊
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運

　
際
す
る
場
合
に
は
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
出
た
と
こ
ろ
に
従
っ
て

　
（
前
項
の
指
示
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
に
従
っ
て
）
運
搬
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

8
　
警
察
官
は
、
自
動
車
又
は
軽
箪
颪
に
よ
り
運
搬
さ
れ
る
放
射
性
岡
岬
元
素

　
又
は
放
射
性
岡
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防

　
止
し
て
公
共
の
安
全
を
図
る
た
め
、
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、

　
当
該
自
動
車
又
は
軽
虜
－
両
を
停
止
さ
せ
、
こ
れ
ら
を
運
搬
す
る
者
に
対
し
、

　
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
届
け
臨
た
と

　
こ
ろ
に
従
っ
て
（
第
六
項
の
指
示
が
あ
っ
た
と
き
は
そ
の
内
容
に
従
っ
て
）

　
運
搬
し
て
い
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
検
査
し
、
又
は
放
射
線
障
害
を
防
止
す

　
る
た
め
、
前
三
項
の
規
定
の
実
施
に
必
要
な
限
度
で
経
路
の
変
更
そ
の
他
の

　
適
当
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

9
　
前
項
に
規
定
す
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解

　
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
事
故
届
）

四
四
六

第
三
十
二
条
　
使
用
者
等
は
、
そ
の
所
持
す
る
放
射
挫
蜀
位
元
素
に
つ
い
て
盗

　
取
、
所
在
不
明
そ
の
他
の
事
故
が
生
じ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を

　
警
察
官
又
は
海
上
保
安
官
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
危
険
時
の
措
置
）

第
三
十
三
条
　
使
用
者
等
は
、
そ
の
所
持
す
る
放
射
性
同
位
元
素
若
し
く
は
放

　
射
性
岡
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
又
は
放
射
線
発
生
装
置
に
関
し
、

　
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
放
射
線
障
害
の
お

　
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
放
慰
線
障
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち

　
に
、
総
理
府
令
（
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
周
位
元
索
に
よ
っ
て
汚
染

　
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
壌
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
（
船
舶
父
は
航
空
機
に

　
よ
る
連
搬
を
含
む
。
）
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
総
理
府
令
又
は
運
輸
省
令
。

　
第
三
項
に
お
い
て
岡
じ
。
）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
D
、
応
急
の
措
置
を
講

　
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
事
態
を
発
製
し
た
春
は
、
直
ち
に
、
そ
の
冒
を
警
察
尚
又
は
海
上

　
保
安
官
に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
使
用
・
者
等
は
、
第
一
項
の
事
態
が
生
じ
た
場
含
に
お
い
て
は
、
総
理
府
令

　
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
遅
滞
な
く
、
そ
の
旨
を
科
学
技
術
庁
長
官
（
放

　
射
性
勢
位
元
素
父
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又

　
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
（
船
舶
又
は
航
空
機
に
よ
る
運
搬
を
含
む
。
）

　
に
係
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
科
学
技
術
庁
長
官
又
は
連
覇
大
臣
。
次
項
に
お

　
い
て
同
じ
。
）
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
鎗
一
項
の
場
合
に
お
い
て
、
放
射
線
障
害
を
防
止

　
す
る
た
め
緊
急
の
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
同
項
に
規
定
す
る
看
に



　
対
し
、
放
射
性
岡
位
元
素
又
は
放
射
性
五
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物

　
の
所
在
場
所
の
変
更
、
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
の
除
去
そ
の
他
放
射

　
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

（
指
定
機
構
確
認
機
関
の
指
定
等
）

第
三
十
九
条
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
そ
の
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
機
構
確
認
機
関
」
と
い
う
。
）
に
、
第
十

　
二
条
の
四
第
一
項
及
び
第
十
二
条
の
六
に
規
定
す
る
機
構
確
認
（
第
十
二
条

　
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
放
象
性
同
位
元
素
装
備
機
器
に
機
構
確
認
が
さ

　
れ
た
旨
の
表
示
を
付
す
る
こ
と
を
含
む
。
以
下
嗣
じ
。
）
を
行
わ
せ
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

2
　
指
定
機
構
確
認
機
関
の
指
定
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
機
講
確
認
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

3
　
次
の
各
号
の
｝
に
該
当
す
る
巻
は
、
指
定
機
構
確
認
機
関
の
揚
定
を
受
け

　
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
一
　
こ
の
法
律
又
は
こ
の
法
律
に
基
づ
く
命
令
の
規
定
に
違
反
し
て
、
罰
金

　
　
以
上
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ

　
　
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

　
二
　
第
鴎
十
一
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
さ
れ
、
そ
の
取
消
し

　
　
臼
か
ら
起
算
し
て
二
年
を
経
過
し
な
い
者

　
三
　
法
人
で
、
そ
の
業
務
を
行
う
役
輿
の
う
ち
に
第
一
号
に
該
妾
す
る
者
が

　
　
あ
る
も
の

4
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
第
二
項
の
申
請
が
総
理
府
令
で
定
め
る
技
術
的
能

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
力
そ
の
他
の
事
項
に
関
す
る
基
準
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
で
な
け

　
れ
ば
、
指
定
を
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
機
構
確
認
の
義
務
等

第
四
十
条
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
機
購
確
認
を
行
う
べ
さ
こ
と
を
求
め
ら

　
れ
た
と
き
は
、
正
当
な
理
由
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
遅
滞
な
く
、
機
購
確
蕗

　
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
機
構
確
認
を
行
う
と
き
は
、
総
理
府
令
で
定
め

　
る
資
格
を
有
す
る
者
に
こ
れ
を
実
施
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
規
定
）

第
四
十
一
条
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
機
構
確
認
の
業
務
に
関
す
る
規
定

　
（
以
下
「
業
務
規
定
」
と
い
う
。
）
を
定
め
、
科
学
技
術
庁
長
窟
の
確
可
を

　
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
詞
様
と

　
す
る
。

2
　
業
務
規
定
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
。

3
　
科
学
技
術
庁
長
窟
は
、
第
一
項
の
認
可
を
し
た
業
務
規
定
が
機
構
確
認
の

　
公
正
な
実
施
上
不
適
当
と
な
っ
た
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
機
構
確
認
機
関

　
に
対
し
、
こ
れ
を
変
更
す
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
業
務
の
休
幽
廃
止
）

第
四
十
【
条
の
二
　
指
定
機
購
確
認
機
関
は
、
科
学
披
術
庁
長
窟
の
許
可
を
受

　
け
な
け
れ
ば
、
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止

　
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
事
業
計
画
の
許
可
等
）

第
四
十
【
条
の
三
　
指
定
機
構
確
認
機
闘
は
、
毎
事
業
年
度
、
事
業
計
画
及
び

四
四
七



　
　
　
放
射
性
岡
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
警
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
収
支
予
算
を
作
成
し
、
当
該
事
業
年
度
の
開
始
前
に
（
指
定
を
受
け
た
臼
の

　
属
す
る
事
業
年
度
の
開
始
前
に
（
指
定
を
受
け
た
揖
の
属
す
る
罪
業
年
度
に

　
あ
っ
て
は
、
そ
の
指
定
を
受
け
た
後
遅
滞
な
く
）
、
科
学
技
術
庁
長
官
の
認

　
可
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
祠

　
様
と
す
る
。

2
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
毎
事
業
年
度
の
経
過
後
三
月
以
内
に
、
そ
の
事

　
業
年
度
の
事
業
報
告
書
及
び
収
支
決
算
書
を
作
成
し
、
科
学
技
術
庁
長
官
に

　
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
機
構
確
認
員
の
選
任
及
び
解
任
）

第
四
十
一
条
の
四
　
第
四
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
9
機
講
確
認
を
実
施
す
る

　
者
（
次
項
に
お
い
て
「
機
構
確
認
員
」
と
い
う
。
）
の
選
任
は
、
科
学
技
術

　
庁
長
窟
の
認
可
を
受
け
な
け
れ
ば
、
そ
の
効
力
を
生
じ
な
い
。

2
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
機
構
確
認
員
が
こ
の
法
律
若
し
く
は
こ
の
法
律
に

　
基
づ
く
命
令
の
規
定
又
は
業
務
規
定
に
違
反
し
た
と
き
そ
の
他
そ
の
職
務
を

　
行
う
の
に
適
当
で
な
い
と
認
め
る
と
き
は
指
定
機
構
確
認
機
関
に
対
し
、
当

　
該
機
構
確
認
員
の
解
任
を
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
指
定
機
構
確
認
機
関
の
役
員
及
び
職
員
の
地
位
）

第
四
十
一
条
の
五
　
指
定
機
構
確
認
機
関
の
役
員
又
は
職
員
で
機
構
確
認
の
業

　
務
に
従
事
す
る
も
の
は
、
刑
法
（
明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
）
そ
の
他

　
の
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み
な

　
す
。（

指
定
の
取
消
し
等
）

第
四
十
一
条
の
六
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
指
定
機
構
確
認
機
関
が
第
三
十
九
r

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
八

　
条
第
三
塗
筆
｝
号
又
は
第
三
号
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
指
定

　
を
取
り
消
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
指
定
機
構
確
認
機
関
が
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す

　
る
に
至
っ
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
六
月
を
超
え
な
い
範

　
囲
内
で
期
間
を
定
め
て
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を

　
命
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
第
一
工
十
九
条
第
四
項
の
基
準
に
適
合
し
な
く
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
る
と

　
　
き
Q

　
二
　
第
四
十
条
、
第
四
十
一
条
の
二
又
は
第
四
十
一
条
の
三
の
規
定
に
違
反

　
　
し
た
と
き
。

　
三
　
第
四
十
一
条
第
一
項
の
認
可
を
受
け
た
業
務
規
定
に
よ
ら
な
い
で
機
構

　
　
確
認
を
行
っ
た
と
き
。

　
四
　
第
四
十
　
条
み
』
第
三
項
又
は
第
四
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
命

　
　
令
に
違
反
し
た
と
き
。

　
五
　
第
四
十
一
条
の
二
十
第
「
項
の
条
件
に
違
反
し
た
と
き
。

（
帳
簿
の
備
付
け
等
）

第
四
十
一
条
の
七
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に

　
ょ
り
、
機
構
確
認
の
業
務
に
関
す
る
事
項
で
総
理
府
令
で
定
め
る
も
の
を
記

　
署
し
た
登
簿
を
備
え
、
こ
れ
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
科
学
技
術
庁
長
官
に
よ
る
機
構
確
認
）

第
四
十
一
条
の
八
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

　
り
指
定
機
構
確
認
機
関
の
指
定
を
し
た
と
き
は
、
機
構
確
認
を
行
わ
な
い
も

　
の
と
す
る
。



2
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
指
定
機
構
確
認
機
闘
が
第
四
十
一
条
の
二
の
規
定

　
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
機
溝
確
認
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
【
部
を
休
止
し

　
た
と
き
、
第
四
十
一
条
の
六
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
機
横
…
確
認
機
関
に

　
対
し
機
雛
…
確
認
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
と
き
、
又

　
は
指
定
機
構
確
認
機
関
が
天
災
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
機
構
確
認
の
業
務
の

　
全
部
若
し
く
は
一
部
を
実
施
す
る
こ
と
が
困
難
と
な
っ
た
場
合
に
お
い
て
必

　
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
．
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
自
ら

　
行
う
も
の
と
す
る
。

3
　
科
学
技
術
庁
長
宮
が
前
項
の
規
定
に
よ
り
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
若
し

　
く
は
｝
部
を
自
ら
行
う
場
合
、
指
定
機
構
確
認
機
関
が
第
四
十
一
条
の
二
の

　
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
て
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
若
し
く
は
【
部
を
廃

　
止
す
る
場
合
又
は
第
四
十
～
条
の
六
の
規
定
に
よ
り
指
定
機
構
確
認
機
関
の

　
指
定
を
取
り
消
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
機
構
確
認
の
業
務
の
引
継
ぎ
そ
の
他

　
の
必
要
な
事
項
に
つ
い
て
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
。

（
指
定
検
査
機
関
の
指
定
等
）

第
圏
十
［
条
の
九
　
科
学
技
術
庁
長
官
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
、
そ
の
指
定
す
る
者
（
以
下
「
指
定
検
査
機
関
」
と
い
う
。
）
に
、
施
設

　
検
査
及
び
定
期
検
査
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
指
定
検
査
機
関
の
指
定
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
施
設

　
検
査
及
び
定
期
検
査
を
行
お
う
と
す
る
嚢
の
藤
巻
に
よ
り
行
う
。

3
　
第
　
二
十
九
条
南
一
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
四
十
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規

　
定
は
、
捲
定
検
査
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ

　
ら
の
規
定
中
「
指
定
機
密
確
認
機
関
し
と
あ
る
の
は
「
指
定
検
査
機
関
」
と
、

放
尉
四
隅
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
「
機
構
確
認
」
と
あ
る
の
は
「
施
設
検
査
及
び
定
期
検
査
し
と
、
第
囲
十
一

　
条
の
山
中
「
機
構
確
認
員
」
と
あ
る
の
は
「
検
査
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の

　
と
す
る
。

（
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
の
指
定
等
）

第
匹
十
一
条
の
十
　
科
学
技
術
庁
長
南
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
、
そ
の
指
定
す
る
者
（
以
下
（
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
」
と
い
う
。
）
に
、

　
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
第
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確

　
認
（
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
無
軌
条
電
車
、
自
動
車
又
は
軽
車
両
に
よ
る
連

　
搬
に
つ
い
て
は
、
運
搬
す
る
物
に
係
る
確
認
に
限
る
。
次
項
及
び
第
三
項
並

　
び
に
第
四
十
五
条
の
二
第
6
号
、
第
四
十
九
条
第
一
項
及
び
第
五
十
穴
条
第

　
｝
号
に
お
い
て
「
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
」
と
い
う
。
）
を

　
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
の
指
定
は
、
総
理
府
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
承
認
容
器
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
行
お
う
と
す
る
．
者
の
申
請
に
よ
n
ソ

　
行
う
。

3
　
第
三
十
九
条
第
三
項
及
び
第
臨
項
並
び
に
第
四
十
条
か
ら
第
四
十
一
条
の

　
八
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場

　
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
機
構
確
認
機
関
」
と
あ
る
の
は

　
「
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
」
と
、
　
「
機
構
確
認
」
と
あ
る
の
は
「
承
認
容
器

　
に
よ
る
運
搬
物
に
係
る
確
認
」
と
、
第
四
十
一
条
の
四
中
「
機
構
確
認
員
」

　
と
あ
る
の
は
「
運
搬
物
確
認
員
篇
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
の
指
定
等
）

第
四
十
一
条
の
十
一
　
運
輸
大
臣
は
、
運
輸
省
令
で
、
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四
九



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
そ
の
指
定
す
る
者
（
以
下
「
播
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
」
と
い
う
。
）
に
、

　
第
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
（
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
無
軌

　
条
電
車
、
自
動
車
及
び
軽
車
両
に
よ
る
運
搬
に
係
る
確
認
（
運
搬
す
る
物
に

　
係
る
確
認
を
除
く
。
）
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
運
輸
省
令
で
定
め
る
も
の

　
（
次
項
及
び
第
三
項
並
び
に
第
四
十
五
条
の
二
第
六
号
、
第
四
十
九
条
第
一

　
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
号
に
お
い
て
「
運
搬
方
法
確
認
し
と
い
う
。
）
を

　
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
）

2
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
の
指
定
は
、
運
輸
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

　
り
、
運
撮
方
法
確
認
を
行
お
う
と
す
る
者
の
申
請
に
よ
り
行
う
。

3
　
第
三
十
九
条
第
一
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
四
十
条
か
ら
第
四
十
～
条
の

　
八
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の

　
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
機
構
確
認
機
関
」
と
あ
る
の
は

　
「
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
」
と
、
　
「
科
学
技
術
庁
長
官
」
と
あ
る
の
は

　
「
運
輸
大
臣
」
と
、
　
「
総
理
府
令
」
と
あ
る
の
は
「
運
輸
省
令
」
と
、
　
「
機

　
構
確
認
」
と
あ
る
の
は
「
運
搬
方
法
確
認
」
と
、
第
四
十
一
条
の
四
中
「
機

　
溝
確
認
員
」
と
あ
る
の
は
「
運
搬
方
法
確
認
員
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

　
る
。

（
報
告
徴
収
）

第
四
十
二
条
　
科
学
技
術
庁
長
官
、
運
輸
大
臣
又
は
都
道
府
県
公
安
委
員
会
は
、

　
こ
の
法
律
（
運
輸
大
臣
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条
の
二
第
｝
項
、
第
二
項
及
び

　
第
四
頂
並
び
に
第
三
十
三
条
第
「
項
及
び
第
四
項
の
規
定
、
都
道
府
県
公
安

　
委
員
会
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条
の
二
第
六
項
の
規
定
）
の
施
行
に
必
要
な
限

　
度
で
、
総
理
府
令
又
は
運
輸
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
使
用
者
、
販

翌
O

　
売
業
者
若
し
く
は
廃
棄
業
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
春

　
に
対
し
、
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
科
学
技
術
庁
長
脳
膜
は
運
輸
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度

　
で
、
総
理
府
令
又
は
運
輸
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
指
定
機
構
確
認

　
機
関
、
指
定
検
査
機
関
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
、
指
定
運
搬
方
法
確
認
機

　
関
、
算
定
試
験
機
関
又
は
指
定
講
習
機
関
（
科
学
技
術
庁
長
官
に
あ
っ
て
は

　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
以
外
の
機
関
、
運
輸
大
臣
に
あ
っ
て
は
指
定
運
搬

　
方
法
確
認
機
関
）
に
対
し
、
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
検
査
）

第
三
十
三
条
の
二
　
科
学
技
術
庁
長
官
、
運
輸
大
臣
又
は
都
道
府
県
公
安
委

　
員
会
は
、
こ
の
法
律
（
運
輸
大
臣
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条
の
二
軍
｝
項
、
第

　
二
項
及
び
第
四
項
並
び
に
第
三
十
三
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
、
都
道

　
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条
の
一
一
第
六
項
の
規
定
）
の
施
行
に

　
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
職
員
（
科
学
技
術
庁
長
窟
に
あ
っ
て
は
放
射
線
検
査

　
官
、
都
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
警
察
職
員
）
に
、
使
用
者
、
販
売

　
業
者
若
し
く
は
廃
棄
業
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
の

　
蜜
務
所
又
は
工
場
若
し
く
は
事
業
所
に
立
ち
入
り
、
そ
の
者
の
帳
簿
、
書
類

　
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ
せ
、
関
係
者
に
質
問
さ
せ
、
又
は
検
査
の
た

　
め
必
要
な
最
小
限
度
に
お
い
て
、
放
衆
性
嗣
位
元
素
若
し
く
は
放
射
性
同
位

　
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
収
去
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明

　
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
、



3
　
第
一
項
に
規
定
す
る
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と

　
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
十
三
条
の
三
　
科
学
技
術
庁
長
二
又
は
運
輸
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行

　
に
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
職
員
に
、
指
定
機
構
確
認
機
関
、
指
定
検
査
機
関
、

　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
、
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
、
指
定
試
験
機
関
又
は

　
指
定
講
習
機
醐
（
科
学
技
術
庁
長
官
に
あ
っ
て
は
掻
定
運
搬
方
法
確
認
機
関

　
以
外
の
機
関
、
運
輸
大
臣
に
あ
っ
て
は
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
）
の
事
務

　
所
に
立
ち
入
り
、
当
該
機
関
の
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
必
要
な
物
件
を
検
査
さ

　
せ
、
又
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
前
条
第
二
項
及
び
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
に

　
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
罰
則
）

第
五
十
三
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
～
年
以
下
の
懲
役
若
し
く

　
は
四
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
し
、
又
は
こ
れ
を
併
科
す
る
。

　
六
　
第
三
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
、
又
は
同
条
第
四
項
の
規
定
に

　
　
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

第
五
十
三
条
の
三
　
第
四
十
｝
条
の
六
第
二
項
（
第
四
十
一
条
の
九
第
三
項
、

　
第
四
十
一
条
の
十
第
三
項
、
第
四
十
｝
条
の
十
一
第
三
項
、
第
四
十
一
条
の

　
十
八
及
び
第
四
十
一
条
の
十
九
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

　
の
規
定
に
よ
る
業
務
の
停
止
の
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為

　
を
し
た
指
定
機
構
確
認
機
関
、
指
定
検
査
機
関
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
、

　
搬
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
、
指
定
試
験
機
関
又
は
指
定
講
習
機
関
の
役
員
又

　
は
職
員
は
、
　
一
年
以
下
の
徴
脚
役
父
は
　
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

第
五
十
四
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
．
二
十
万
再
以
下
の
罰
金
に

　
処
す
る
。

　
三
　
第
十
一
一
条
の
五
、
第
十
三
条
、
第
十
五
条
第
一
項
、
第
十
六
条
第
一
項
、

　
　
第
十
七
条
箪
二
輪
、
第
十
八
条
第
　
項
、
第
十
八
条
の
二
進
一
項
若
し
く

　
　
は
第
七
項
又
は
第
十
九
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た

　
　
者

　
四
　
第
十
四
条
、
第
十
五
条
第
二
項
、
第
十
六
条
第
二
項
、
第
十
七
条
第
二

　
　
項
、
第
十
八
条
第
二
項
、
第
十
八
条
の
照
臨
四
項
又
は
第
十
九
条
第
三
項

　
　
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
者

　
四
の
二
　
第
十
八
条
の
こ
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
受
け
ず
、
又
は
同

　
　
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
届
出
を
し
て

　
　
放
麹
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
岡
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運

　
　
溶
し
た
者

第
五
十
五
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

　
す
る
。

　
三
の
二
　
第
十
八
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
警
察
官
の
停
止
命
令
に
従

　
　
わ
ず
、
検
査
を
拒
み
、
若
し
く
は
妨
げ
、
叉
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
命
令

　
　
に
従
わ
な
か
っ
た
．
看

　
五
　
第
二
十
七
条
第
一
項
若
し
く
は
第
三
項
、
第
三
十
二
条
若
し
く
は
第
一
二

　
　
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
届
出
を
し
た

　
　
者

　
六
　
第
四
十
二
条
第
一
項
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
者

　
七
　
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
、
検
査
若
し
く
は
収

四
璽



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
翔
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
　
芸
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ

　
　
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者

第
五
十
六
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た

　
指
定
機
購
確
認
機
関
、
指
定
検
査
機
関
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
、
指
定
運

　
鍛
方
法
確
認
機
関
、
指
定
試
験
機
関
又
は
指
定
講
習
機
関
の
役
員
又
は
職
員

　
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
｝
　
第
四
十
一
条
の
こ
（
第
四
十
一
条
の
九
第
三
項
、
第
四
十
｝
条
の
十
第

　
　
三
項
、
第
四
十
一
条
の
十
一
第
三
項
、
第
四
十
｝
条
の
十
八
及
び
第
四
十

　
　
一
条
の
十
九
第
　
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
許
可
を
受

　
　
け
な
い
で
機
構
確
認
、
施
設
検
査
及
び
定
期
検
査
、
承
認
容
器
に
よ
る
運

　
　
搬
物
に
係
る
確
認
若
し
く
は
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
、
試
験
事
務
又
は
講

　
　
習
及
び
研
修
の
業
務
の
全
部
を
廃
止
し
た
と
き
。

　
二
　
第
四
十
｝
条
の
七
（
第
四
十
｝
条
の
九
第
一
二
項
、
第
四
十
一
条
の
十
ム
“
第

　
　
三
頂
、
第
四
十
「
条
の
十
｝
第
三
項
、
第
四
十
｝
条
の
十
八
及
び
第
四
十

　
　
一
条
の
十
九
第
一
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違

　
　
反
し
て
帳
簿
を
備
え
ず
、
帳
簿
に
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
帳
簿
に
虚
偽
の

　
　
記
載
を
し
、
又
は
帳
簿
を
保
存
し
な
か
っ
た
と
き
。

　
一
二
　
第
陽
十
二
条
第
二
項
の
報
告
を
せ
ず
、
又
は
虚
偽
の
報
告
を
し
た
と
き
。

　
四
　
第
四
十
三
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
り
若
し
く
は
検
査
を
拒

　
　
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
父
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若

　
　
し
く
は
虚
為
の
陳
述
を
し
た
と
き

第
五
十
七
条
　
法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
の
従
業
者
が
、

　
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
て
第
五
十
二
条
、
第
五
十
三
条
、
第
五
十

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
窒
二

四
条
又
は
第
五
十
五
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
行
為
者
を
罰
す
る
ほ

か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
て
も
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。



○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
鵡
底
盤
糞
垂
裡
耳
響

　
　
　
　
　
　
　
　
凧
取
終
改
正
　
　
昭
和
六
一
二
年
ご
盲
月
二
九
日
門
政
令
鱗
夘
山
ハ
ニ
号

（
運
搬
に
闘
す
る
確
認
を
要
す
る
場
合
）

第
十
七
条
　
法
第
十
八
条
の
圧
雪
二
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
場
合
は
、

　
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
な
放
射
性
同
位
元
素
又
は

　
放
射
性
同
国
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
と
し
て
総
理
府
令
（
鉄
道
、
軌

　
道
、
索
道
、
無
軌
条
電
車
、
自
動
窺
T
及
び
軽
車
両
に
よ
る
運
搬
に
係
る
確
認

　
（
運
搬
す
る
物
に
係
る
確
認
を
除
く
。
）
を
要
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
運

　
輸
省
令
）
で
定
め
る
も
の
を
運
搬
す
る
場
合
と
す
る
。

（
都
道
府
県
公
安
委
員
会
へ
の
届
出
を
要
す
る
場
合
）

第
十
七
条
の
二
　
前
条
の
規
定
は
、
法
第
十
八
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す
る
政

　
令
で
定
め
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
手
数
料
）

第
十
九
条
　
法
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
す
べ
き
手
数
料
の
額

　
は
、
次
の
表
の
と
お
り
と
す
る
。

　
長
窟
の
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

　
イ
　
承
認
容
器
以
外
の
容
器
の
使
用
に
よ
り

　
　
放
業
性
同
位
元
素
又
は
放
翔
性
同
位
元
素

　
　
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
を
運
搬
し
よ
う

　
　
と
す
る
者

　
ロ
　
承
認
容
器
の
使
用
に
よ
り
七
百
七
十
七

　
　
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
る
放
射
性
同
位
元

　
　
素
を
運
搬
し
よ
う
と
す
る
港

　
ハ
　
承
認
容
器
の
使
用
に
よ
り
七
百
七
十
七

　
　
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
以
下
の
放
射
性
同
位
元
素

　
　
又
は
放
射
性
岡
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ

　
　
れ
た
物
を
運
搬
し
よ
う
と
す
る
者

　
　
法
第
十
・
八
条
の
二
重
二
項
の
運
輸
大
臣
の

八　
確
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
・
二

九
　
法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
の
承
認
を
受
け

　
よ
う
と
す
る
者

二
⊥
ハ
○
、
　
○
○
○
田
口

一
二
〇
、
○
○
○
円

一
工
ハ
、
　
○
○
（
）
田
目

｝
○
○
、
○
○
○
円

三
七
、
○
○
○
円

附
　
則
（
昭
和
六
十
三
年
三
月
二
十
九
磯
政
令
第
六
十
二
号
）

こ
の
政
令
は
、
昭
和
六
十
四
年
四
月
一
月
か
ら
施
行
す
る
。

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
躬
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

四
五
三



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

　　

@　

@　

@　
@
〔
昭
和
三
十
五
年
九
月
三
十
日
総
㎜
埋
幽
愁
令
笛
叩
五
十
六
昇
〉
〕

最
終
改
正
　
昭
和
六
三
年
五
月
十
八
日
総
理
府
令
第
三
十
号

（
用
語
の
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
府
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

　
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
管
理
区
域
　
外
部
放
射
線
に
係
る
線
条
当
量
が
科
学
技
術
庁
長
官
（
以

　
　
下
「
長
官
」
と
い
う
。
）
が
定
め
る
線
量
当
量
を
超
え
、
空
気
中
の
放
射

　
　
性
撮
位
元
素
の
濃
度
が
長
官
が
定
め
る
濃
度
を
超
え
、
又
は
放
麹
性
同
位

　
　
元
素
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
物
の
表
面
の
登
竜
牲
同
位
元
素
の
密
度
が
長

　
　
官
が
定
め
る
密
度
を
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所

　
八
　
放
射
線
業
務
従
事
春
　
放
射
性
同
位
元
素
等
又
は
放
麹
線
発
生
装
置
の

　
　
取
扱
い
、
管
理
又
は
こ
れ
に
付
随
す
る
業
務
（
以
下
「
取
扱
等
業
務
」
と

　
　
い
う
。
）
に
従
事
す
る
者
で
あ
っ
て
、
管
理
区
域
に
立
ち
入
る
も
の

　
十
　
実
効
線
燈
当
鍵
限
度
　
放
射
線
業
務
従
事
者
の
実
効
線
㎜
量
当
量
に
つ
い

　
　
て
、
長
官
が
定
め
る
｝
定
期
間
内
に
お
け
る
線
量
当
量
限
度

　
十
一
　
組
織
線
虫
当
量
限
度
　
放
射
線
業
務
従
事
者
の
各
組
織
の
線
量
当
量

　
　
に
つ
い
て
、
長
官
が
定
め
る
一
定
期
間
内
に
お
け
る
線
螢
当
量
限
度

　
十
一
一
　
空
気
中
濃
度
限
度
　
放
射
線
施
設
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
に

四
五
四

　
　
お
い
て
人
が
呼
吸
す
る
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
に
つ
い
て
、

　
　
長
官
が
定
め
る
濃
度
限
度

　
十
三
　
表
面
密
度
限
度
　
放
射
線
施
設
内
の
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
に
お

　
　
い
て
人
が
触
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性
岡
位
元
素
の
密
度
に
つ
い
て
、
長

　
　
官
が
定
め
る
密
度
限
度

（
車
両
運
搬
に
よ
り
運
搬
す
る
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条
の
二
　
法
第
十
八
条
の
二
品
一
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
技
術
上
の

　
基
準
（
車
尚
運
搬
（
事
業
所
等
の
外
に
お
け
る
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
無
軌

　
条
電
車
、
自
動
車
又
は
軽
車
澗
に
よ
る
運
搬
を
い
う
。
以
下
詞
じ
。
）
に
よ

　
り
運
搬
す
る
物
に
係
る
も
の
に
限
る
。
）
は
、
次
条
か
ら
第
十
八
条
の
九
ま

　
で
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
て
の
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
）

第
十
八
条
の
三
　
放
射
性
同
位
元
素
等
（
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
が
長
官
の

　
定
め
る
濃
度
に
満
た
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
第
十
八
条
の
十
ま
で
に
お
い

　
て
周
じ
。
）
は
、
次
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ

　
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
種
類
の
放
射
性
輸
送
物
（
放
射
性
局
位
元
素
等
が

　
容
器
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）

　
と
し
て
運
搬
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
放
射
性
岡
竃
元
翼
翼
と
し
て
長
官
の
定
め
る

　
　
も
の
　
L
型
輸
送
物

　
二
　
長
官
の
定
め
る
量
を
超
え
な
い
蚤
の
放
射
能
を
有
す
る
放
射
性
同
位
元

　
　
素
麺
（
前
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
A
唐
輪
…
二
物

　
三
　
前
号
の
長
官
の
定
め
る
量
を
超
え
る
量
の
放
射
能
を
有
す
る
放
射
性
同



　
　
位
元
素
等
（
第
1
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
B
M
型
輸
送
車
又
は
B

　
　
u
型
輸
送
物

2
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
L
型
輸
送
物
、
A
型
輸
送
物
、
B
M
型
輸
送
物
及
び

　
B
U
型
輸
送
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
条
か
ら
第
十
八
条
の
七
ま
で
に
規
定
す
る

　
技
術
上
の
基
準
に
適
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
L
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条
の
四
　
L
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

　
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
二
　
容
易
に
、
か
つ
、
安
全
に
取
り
扱
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。

　
三
　
運
搬
中
に
予
想
さ
れ
る
温
度
及
び
内
圧
の
変
化
、
振
高
等
に
よ
り
、
き

　
　
裂
、
破
損
等
の
生
じ
る
お
そ
れ
が
な
い
こ
と
。

　
四
　
み
だ
り
に
開
封
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
か
つ
、
開
封
さ
れ
た
場
合
に
囎
封

　
　
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
容
易
に
破
れ
な
い
シ
ー
ル
の
は

　
　
り
付
け
等
の
措
置
が
講
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
五
　
表
面
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
置
璽
率
が
5
マ
イ
ク
ロ
シ
ー

　
　
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
六
　
表
面
の
放
射
性
岡
位
元
素
の
密
度
が
長
官
の
定
め
る
密
度
（
以
下
「
輸

　
　
送
物
表
面
密
度
」
と
い
う
。
）
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
A
型
輪
…
母
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条
の
五
　
A
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

　
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
前
条
第
～
号
か
ら
第
四
号
ま
で
及
び
第
六
号
に
定
め
る
基
準

　
二
　
表
漁
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
璽
当
癒
率
が
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル

　
　
ト
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け

　
　
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
鐙
当
電
率
が
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を

　
　
超
え
な
い
こ
と
。

　
三
　
放
射
性
同
位
元
素
の
使
用
等
に
必
要
な
書
類
そ
の
他
の
物
品
（
放
射
性

　
　
輸
送
物
の
安
全
性
を
損
な
う
お
そ
れ
の
な
い
も
の
に
限
る
。
）
以
外
の
も

　
　
の
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。

　
四
　
長
官
の
定
め
る
A
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
の
下
に
置
く
こ

　
　
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
放
射
性
同
位
元
素
の
漏
え
い
が
な
い
こ
と
。

　
　
ロ
　
表
面
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
が
ニ
ミ
リ
シ
…
ベ

　
　
　
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条
の
六
　
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

　
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
前
条
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
基
準

　
二
　
長
官
の
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
の
下
に
置
く

　
　
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
前
条
第
四
号
ロ
の
要
件

　
　
ロ
　
放
射
性
同
位
元
素
の
一
時
間
当
た
り
の
漏
…
え
い
量
が
長
官
の
定
め
る

　
　
　
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ハ
　
表
面
の
温
度
が
日
陰
に
お
い
て
撰
翫
五
十
度
（
専
用
積
載
（
鉄
道
、

　
　
　
軌
道
若
し
く
は
無
軌
条
電
車
の
車
両
、
索
道
の
搬
器
、
自
動
車
又
は
軽

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

四
五
五



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
覧
六

　
　
　
車
両
が
一
つ
の
荷
送
人
に
よ
っ
て
専
用
さ
れ
、
か
っ
、
運
搬
す
る
物
の

　
　
　
積
込
み
及
び
取
卸
し
が
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
指
示
に
よ
っ
て
行
わ
れ

　
　
　
る
積
載
の
方
法
を
い
う
。
以
下
岡
じ
。
）
と
し
て
運
搬
す
る
放
射
性
輸

　
　
　
送
物
に
あ
っ
て
は
、
輸
送
中
人
が
容
易
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
表
面

　
　
　
（
そ
の
表
面
に
近
接
防
止
枠
を
設
け
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、

　
　
　
当
該
近
接
防
止
枠
の
表
面
）
に
お
い
て
摂
氏
八
十
二
度
）
を
超
え
な
い

　
　
　
こ
と
。

　
　
二
　
表
門
の
放
射
性
同
位
元
素
の
密
度
が
輸
送
物
表
面
密
度
を
超
え
な
い

　
　
　
こ
と
。

　
　
二
　
長
官
の
定
め
る
B
M
型
輪
解
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
の
下
に
置
く

　
　
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
表
面
か
ら
一
メ
！
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
　
　
線
量
当
量
率
が
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
口
　
放
射
性
同
位
元
素
の
　
週
間
当
た
り
の
漏
え
い
蚤
が
長
官
の
定
め
る

　
　
　
量
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条
の
七
　
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
技
術
上
の
基
準
は
、
次
の
各
号
に
掲

　
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
第
十
八
条
の
五
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
定
め
る
基
準

　
二
　
長
窟
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
の
下
に
置
く

　
　
こ
と
と
し
た
場
舎
に
、
前
条
第
二
号
イ
か
ら
二
ま
で
に
定
め
る
要
件
に
適

　
　
合
す
る
こ
と
。

　
三
　
長
官
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
の
下
に
置
く

　
　
こ
と
と
し
た
場
合
に
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
こ
と
。

　
　
イ
前
条
第
三
号
イ
の
要
件

　
　
ロ
　
放
射
性
同
位
元
素
の
一
週
間
当
た
り
の
漏
え
い
量
が
長
官
の
定
め
る

　
　
　
蟄
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
四
　
フ
ィ
ル
タ
又
は
機
械
的
冷
却
装
置
を
用
い
な
く
と
も
内
部
の
気
体
の
ろ

　
　
過
又
は
放
射
性
同
位
元
素
等
の
冷
却
が
行
わ
れ
る
構
造
で
あ
る
こ
と
。

　
五
　
最
高
使
用
灰
力
（
放
射
性
輸
送
物
に
つ
い
て
排
気
、
冷
却
そ
の
他
の
特

　
　
別
な
措
置
を
採
ら
な
い
場
合
に
当
該
放
射
性
輸
送
物
内
に
生
じ
る
気
体
の

　
　
最
大
圧
力
（
ゲ
ー
ジ
既
力
を
い
う
。
）
を
い
う
。
）
が
七
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎

　
　
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
で
き
る
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染

さ
れ
た
物
の
連
搬
）

第
十
八
条
の
八
　
次
に
掲
げ
る
放
理
性
嗣
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
は
、

　
第
ナ
八
条
の
三
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
放
射

　
性
輪
…
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
一
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
収
納
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
空
の
容
器
で
あ
っ
て
、

　
　
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
件
及
び
第
十
八
条
の

　
　
十
第
五
号
に
お
い
て
「
空
容
器
」
と
い
う
。
）

　
　
イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
破
損
等
が
な
く
、
か
つ
、
確
実
に
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
ハ
　
表
面
の
放
射
性
同
位
元
素
の
密
度
が
輸
送
物
表
面
密
度
を
超
え
な
い

　
　
　
こ
と
。

　
　
二
　
内
部
の
放
射
性
同
位
元
素
の
密
度
が
輸
送
物
表
面
密
度
の
百
倍
を
超



　
　
　
え
な
い
こ
と
。

　
　
ホ
　
表
面
に
お
け
る
一
匹
ン
チ
メ
…
ト
ル
線
量
当
量
率
が
五
マ
イ
ク
p
シ

　
　
　
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
へ
　
放
射
性
同
位
元
素
等
を
運
搬
し
た
際
に
付
さ
れ
た
標
識
又
は
そ
の
際

　
　
　
に
行
わ
れ
た
表
示
等
が
畜
類
さ
れ
、
消
さ
れ
、
又
は
覆
わ
れ
て
い
る
こ

　
　
　
と
。

　
二
　
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
空
容
器
を
除
く
。
）
で

　
　
あ
っ
て
、
次
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の

　
　
イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
各
辺
が
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
当
該
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
に
含
ま
れ
る
放
射

　
　
　
性
虚
位
元
素
の
濃
度
が
長
官
の
定
め
る
濃
度
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
ハ
　
専
用
積
載
で
運
搬
す
る
こ
と
。

　
　
二
　
通
常
の
運
搬
状
態
に
お
い
て
、
放
射
性
岡
位
元
素
が
容
易
に
飛
敬
し
、

　
　
又
は
漏
え
い
し
な
い
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

　
　
ホ
　
表
｝
圓
に
お
け
る
一
輪
ソ
チ
メ
…
ト
ル
線
買
皿
当
旦
斑
率
が
ニ
ミ
リ
シ
！
ベ

　
　
　
ル
ト
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら
一
メ
i
ト
ル
離
れ
た
位
置
に

　
　
　
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
率
が
頁
マ
イ
ク
ロ
ン
…
ベ
ル
ト

　
　
　
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

　
　
へ
　
表
面
の
放
射
性
気
位
元
素
の
密
度
が
輸
送
物
二
表
面
密
度
を
超
え
な
い

　
　
　
こ
と
。

　
　
ト
　
雨
水
等
が
容
易
に
漫
透
し
な
い
よ
う
に
措
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
。

（
特
別
措
置
に
よ
る
運
搬
）

第
十
八
条
の
九
　
第
十
八
条
の
三
又
は
前
条
の
規
定
に
従
っ
て
運
搬
す
る
こ
と

　
が
著
し
く
困
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
安
全
な
達
搬
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要

　
な
措
置
を
採
り
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
搬
し
て
も
安
全

　
上
支
障
が
な
い
旨
の
長
官
の
承
認
を
受
け
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ

　
ら
な
い
で
運
面
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
運
搬
す

　
る
物
の
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
蚤
率
は
、
表
面
に
お
い
て
十
ミ
リ
シ
ー

　
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら
ニ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お

　
い
て
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
簡
易
運
搬
に
係
る
技
術
上
の
基
準
）

第
十
八
条
の
十
　
二
毛
十
八
条
の
二
第
…
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
技
術
上
の

　
基
準
（
簡
易
運
搬
（
事
業
所
等
の
外
に
お
け
る
車
両
運
搬
以
外
の
達
搬
（
船

　
舶
叉
は
航
空
機
に
よ
る
も
の
を
除
く
。
）
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
係
る

　
も
の
に
限
る
。
）
は
、
第
十
八
条
の
三
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ

　
か
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と
お
り
と
す
る
。

　
…
　
第
十
八
条
の
三
、
第
十
八
条
の
八
二
は
前
条
の
規
定
に
よ
り
運
搬
さ
れ

　
　
る
放
射
性
爵
位
元
素
等
（
以
下
「
運
搬
物
」
と
い
う
。
）
を
積
載
し
、
又

　
　
は
収
納
し
た
運
搬
機
械
又
は
器
具
（
簡
易
運
搬
に
係
る
も
の
に
限
る
。
以

　
　
下
「
運
搬
機
器
一
と
い
う
。
）
の
表
面
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線

　
　
量
惑
量
率
が
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
ず
、
か
つ
、
表
面
か
ら
一

　
　
メ
…
ト
ル
離
れ
た
泣
置
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
鍛
率
が
薫

　
　
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
二
　
運
搬
物
（
」
型
輸
送
物
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
及
び
次
号
に
お
い
て
同

　
　
じ
。
）
の
運
搬
機
器
へ
の
積
付
け
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
、
転
倒
、

　
　
転
落
等
に
よ
り
運
搬
物
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
行
う
こ
と
。

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
鋼
へ
抄
）

四
五
七



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

三
　
運
搬
物
は
、
岡
　
の
運
搬
機
器
に
長
官
の
定
め
る
危
険
物
と
混
載
し
な

　
い
こ
と
。

四
　
二
以
上
の
運
搬
物
（
そ
の
表
面
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当

　
且
工
率
が
五
マ
イ
ク
μ
シ
ー
ベ
ル
ト
一
毎
晦
を
超
え
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ

　
の
号
に
お
い
て
踊
じ
。
）
を
一
の
運
搬
機
器
に
積
載
し
、
又
は
収
納
し
て

　
運
搬
す
る
場
合
は
、
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
、
長
官
の
定
め
る
と
こ

　
ろ
に
よ
り
、
当
該
積
載
し
、
又
は
収
納
す
る
運
搬
物
の
個
数
を
制
限
す
る

　
こ
と
。

五
　
運
搬
物
（
L
型
輸
送
物
及
び
空
容
器
を
除
く
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て

　
同
じ
。
）
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
イ
　
当
該
運
搬
物
の
運
搬
に
従
事
す
る
者
は
、
運
搬
物
の
取
扱
方
法
、
喜

　
　
故
が
発
生
し
た
場
合
の
措
置
そ
の
他
の
運
搬
に
関
し
留
意
す
べ
き
事
項

　
　
を
記
載
し
た
書
面
を
携
行
す
る
こ
と
。

　
μ
　
当
該
運
搬
物
の
運
搬
に
従
事
す
る
者
は
、
消
火
器
、
放
射
線
測
定
器
、

　
　
保
護
具
そ
の
他
の
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
必
要
な
器
具
、
装
具
等
を

　
　
携
行
す
る
こ
と
。

　
ハ
　
人
の
通
常
立
ち
入
る
場
所
に
お
い
て
は
、
運
搬
物
又
は
運
搬
機
器
を

　
　
置
き
、
又
は
運
搬
物
の
積
込
み
、
取
卸
し
等
の
取
扱
い
を
行
わ
な
い
こ

　
　
と
。
た
だ
し
、
縄
張
、
標
識
の
設
置
等
の
措
置
を
講
じ
た
と
き
は
、
こ

　
　
の
限
り
で
な
い
。

六
　
B
麗
型
輸
送
物
を
運
搬
す
る
場
合
は
、
次
に
掲
げ
る
措
遣
を
講
ず
る
こ

　
と
。

　
イ
　
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
放
射
線
取
扱
主
任
者
免
状
を
有
す
る
角
又
．

（
抄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
馬

　
　
　
は
こ
れ
と
岡
等
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
を
同
行
さ
せ
、
及
び
積

　
　
　
込
み
、
取
卸
し
等
に
立
ち
会
わ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
放
射
性
同
位
元
素

　
　
　
等
の
放
射
線
管
理
、
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
に
従
事
す
る
者
の
被

　
　
　
ば
く
管
理
そ
の
他
放
射
性
岡
位
元
素
等
の
保
安
の
た
め
に
必
要
な
監
督

　
　
　
を
行
わ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
交
通
が
混
雑
す
る
時
間
及
び
経
路
を
避
け
る
こ
と
。

　
七
　
運
搬
物
に
は
、
長
官
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
標
識
の
取
付
け
又
は

　
　
表
示
を
す
る
こ
と
。

　
八
　
放
射
線
業
務
従
事
者
の
線
量
妾
量
が
実
効
線
量
当
量
限
度
及
び
組
織
線

　
　
量
薮
恕
限
度
を
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

　
九
　
放
射
線
業
務
従
事
者
以
外
の
者
で
あ
っ
て
放
射
性
同
位
元
素
等
の
簡
易

　
　
運
搬
に
従
事
す
る
も
の
の
線
量
当
量
が
長
官
の
定
め
る
線
童
当
量
限
度
を

　
　
超
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

（
連
搬
に
関
す
る
確
認
を
要
す
る
放
射
性
嗣
位
元
素
等
）

第
十
八
粂
の
十
の
二
　
令
第
十
七
条
の
総
理
廣
令
で
定
め
る
放
財
性
岡
位
元
素

　
等
は
、
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
珊
号
に
規
定
す
る
放
射
性
洞
位
元
素
等

　
（
第
十
八
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
運
搬
さ
れ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

（
運
搬
に
関
す
る
確
認
の
申
請
）

第
十
八
条
の
十
の
三
　
法
第
十
八
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
運
搬
に
関
す

　
る
確
認
（
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
が
行
う
も
の
を
除
く
。
）
を
受
け
よ
う
と

　
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
十
の
七
に
よ
る
確
認
申
請
に
、
次
の
書
類
を
添
え

　
て
、
こ
れ
を
長
窟
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
運
搬
す
る
放
射
性
圃
位
元
素
等
に
闘
す
る
説
明
書



　
二
　
前
号
の
放
射
性
岡
位
元
素
等
を
収
納
す
る
容
器
（
以
下
こ
の
条
及
び
第

　
　
十
八
条
の
十
｝
に
お
い
て
「
容
器
」
と
い
う
。
）
の
構
造
、
材
質
及
び
製

　
　
作
の
方
法
（
以
下
「
容
器
の
設
計
」
と
い
う
。
）
並
び
に
当
該
放
射
性
同

　
　
位
元
素
等
を
当
該
容
器
に
収
納
し
た
場
合
の
放
躯
性
輸
送
物
の
安
全
性
に

　
　
関
す
る
説
明
書

　
三
　
容
器
が
容
器
の
設
計
に
従
っ
て
製
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
説
明
書

　
四
　
容
器
が
容
器
の
設
計
に
適
合
す
る
よ
う
維
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す

　
　
説
明
書

　
五
　
放
射
性
輸
送
物
の
発
送
前
の
点
検
に
関
す
る
説
明
書

　
六
　
簡
易
運
搬
に
あ
っ
て
は
、
放
射
性
輸
送
物
の
連
累
方
法
及
び
そ
の
安
全

　
　
性
に
関
す
る
説
明
書

2
　
法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
の
承
認
を
受
け
た
容
器
を
使
用
し
て
放
射
性
岡

　
位
元
素
等
を
連
搬
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
前
項
第
二
号
及
び
第
三
号
の
書

　
類
の
提
出
を
省
略
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
が
行
う
法
第
十
八
条
の
二
第
二
項
の
確
認
を
受
け

　
よ
う
と
す
る
者
は
、
当
該
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
が
長
官
の
承
認
を
受
け
て

　
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
申
講
書
を
当
該
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
に
提
出
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
塗
櫛
二
本
籾
制
覇
の
｛
父
付
一
）

第
十
八
条
の
十
の
四
　
長
官
又
は
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
は
、
法
第
十
八
条
の

　
二
第
二
項
に
規
定
す
る
確
認
を
し
た
と
き
は
、
運
搬
確
認
韮
を
交
付
す
る
。

（
容
器
承
認
の
巨
鳥
）

第
十
八
条
の
十
一
　
法
第
十
八
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
の
申
請
は
、

　
別
記
様
式
第
十
の
八
に
よ
る
容
器
承
認
申
講
書
を
提
出
し
て
行
わ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
容
器
で
運
搬
す
る
こ
と
を
予
定
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
に
関
す
る
説

　
　
明
書

　
二
　
容
器
の
設
計
及
び
放
豪
猛
同
位
元
素
等
を
当
該
容
器
に
収
納
し
た
場
合

　
　
の
放
射
性
輸
送
量
の
安
全
性
に
関
す
る
説
明
書

　
三
　
容
器
が
容
器
の
設
計
に
従
っ
て
製
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
説
明
書

3
　
容
器
の
う
ち
、
容
器
の
一
部
を
分
離
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の

　
に
つ
い
て
は
、
当
該
容
器
の
各
部
ご
と
に
第
～
項
の
申
請
を
す
る
こ
と
が
で

　
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
前
項
第
三
号
の
説
明
書
は
、
当
該
申
請
に
係

　
る
容
器
の
一
部
に
係
る
説
明
書
と
す
る
も
の
と
す
る
。

（
危
険
時
の
措
置
）

第
二
十
九
条
　
使
用
者
、
販
売
業
者
及
び
廃
棄
業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら

　
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
が
豆
本
三
十
＝
　
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
講
じ
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
応
急
の
措
置
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
一
　
放
射
線
施
設
又
は
放
射
性
輸
送
物
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
こ
れ
ら
に

　
　
延
焼
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
に
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
に
努
め
る

　
　
と
と
も
に
直
ち
に
そ
の
旨
を
消
防
署
又
は
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律

　
　
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
の
指
定
し
た
場

　
　
所
に
通
報
す
る
こ
と
。

　
二
　
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
必
要
が
あ
る
場
合
に
は
、
放
射
線
施
設

　
　
の
内
部
に
い
る
者
、
放
射
性
輸
送
物
の
運
搬
に
従
事
す
る
者
又
は
こ
れ
ら

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

四
五
九



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
財
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

　
　
の
付
近
に
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
警
告
す
る
こ
と
。

　
三
　
放
射
線
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
者
が
い
る
場
合

　
　
に
は
、
速
や
か
に
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

　
四
　
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
場
合
に
は
、
速
や
か
に
、
そ

　
　
の
広
が
り
の
防
止
及
び
除
去
を
行
う
こ
と
。

　
五
　
放
射
性
同
位
元
素
等
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
場
合
に
は
、
必

　
　
要
に
応
じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
、
縄

　
　
を
張
り
、
叉
は
標
識
等
を
設
け
、
か
つ
、
見
張
人
を
つ
け
る
こ
と
に
よ
り
、

　
　
関
係
着
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
六
　
そ
の
他
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

2
　
前
項
各
号
に
掲
げ
る
緊
急
作
業
を
行
う
場
合
に
は
、
し
ゃ
へ
い
具
、
か
ん

　
子
又
は
保
護
具
を
用
い
る
こ
と
、
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
時
間
を
短
く
す
る

　
こ
と
等
に
よ
り
、
緊
急
作
業
に
従
事
す
る
者
の
線
最
当
量
を
で
き
る
限
り
少

　
な
く
す
る
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
放
射
線
業
務
従
事
者
（
女
子
を
除

　
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
第
十
五
条
第
三
号
（
第
十
六
条
並
び
に
第
十
九
条
第

　
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
七
条
第
一

　
項
第
三
号
（
踊
条
第
二
項
に
お
い
て
準
罵
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
十

　
八
条
の
十
第
八
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
長
官
が
定
め
る
線
量
当
量
限
度

　
ま
で
放
封
線
に
被
ば
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　
豪
強
三
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
は
、

　
次
の
事
項
を
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
法
第
　
二
十
一
二
条
第
　
項
の
事
態
が
生
じ
た
録
時
及
び
場
所
並
び
に
原
因

　
二
　
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射
線
障
害
の
状
況

（
抄
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
Q

　
三
　
講
じ
、
又
は
講
じ
よ
う
と
し
て
い
る
応
急
の
措
置
の
内
容

4
　
前
項
の
届
出
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
業
所
等
の
所
在
地
が
茨
城
県
に
あ

　
る
場
合
に
は
、
水
戸
原
子
力
事
務
駈
長
を
経
由
し
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
蕊
口
の
粗
漏
収
）

第
三
十
九
条
　
使
用
者
、
販
売
業
者
、
廃
棄
業
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬

　
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
次
の
い
ず
れ
か
に
五
器
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直

　
ち
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
二
以
内
に
長
官
に
報
告
し

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
放
射
性
同
位
元
素
の
盗
取
又
は
所
在
不
明
が
生
じ
た
と
き
。

　
二
　
放
射
性
國
位
元
素
等
が
異
常
に
漏
え
い
し
た
と
き
。

　
三
　
放
射
線
業
務
従
事
者
に
つ
い
て
実
効
線
量
当
量
限
度
又
は
組
織
線
量
当

　
　
母
限
度
を
超
え
、
又
は
超
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
被
ば
く
が
あ
っ
た
と
き
。

　
四
　
前
三
号
の
ほ
か
、
放
射
線
障
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の

　
　
あ
る
と
き
。

2
　
使
用
者
、
販
売
業
者
又
は
廃
棄
業
者
は
、
放
翼
線
施
設
を
廃
止
し
た
と
き

　
は
、
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
る
汚
染
の
除
芸
そ
の
他
の
講
じ
た
措
置
を
三
十

　
日
以
内
に
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
前
二
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
使
用
者
、
販
売
業
者
若
し
く
は
廃
棄

　
業
者
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
は
、
長
官
が
次
に
掲
げ

　
る
事
項
に
つ
い
て
期
間
を
定
め
て
報
告
を
求
め
た
と
き
は
、
当
該
事
項
を
当

　
該
期
間
内
に
長
官
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
放
射
線
管
理
の
状
況

　
二
　
放
射
性
同
位
元
素
の
在
庫
及
び
そ
の
増
減
の
状
況



　
三
　
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
行
わ
れ
る
放
射
性
罵
位
元
素
等
の
廃

　
　
棄
又
は
運
搬
の
状
況

（
放
射
線
検
査
官
の
身
分
を
示
す
証
明
書
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

第
四
十
［
条
　
法
第
四
十
三
条
の
二
第
二
項
の
放
射
線
検
査
官
の
身
分
を
示
す

　
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
二
十
二
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
附
　
則
（
昭
和
六
十
三
年
五
月
十
八
日
総
理
府
令
第
三
十
号
）

　
こ
の
府
令
は
、
昭
和
六
十
四
年
四
月
～
日
か
ら
施
行
す
る
。

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

四
杢



様式第二十二（第41条関係）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　表
1………………・一一……一一………一一一王2センチ〆一トル・……一一……一一一一……………一一一…一→

第 号

放射線検査官身分証明書

　　　　職　　　名

　　　　氏　　　名

　　　　生年月日

上記の者は、放射線検査官である

ことを証明する。

　　　年　　月　　a交付

　　　　　科掌技術庁長官

　　　　　　　　　　　　　圃

一
：
－
ー
ー
ー
・
ー
ー
ー
：
－
ー
ム
、
ム
！
、
ホ
N
ギ
マ
．
O
Q
－
－
：
1
；
－
；
；
－

褻

　　　　　　放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律賑すい

第43の2　科学技術庁長官、運輸大鎌又は都道府県公安委員会は、この法律（運輸大臣にあ

　つては第18条の2第1項、第2項及び第4項並びに第33条第1項及び第4項の規定、都道

　府県公安委員会にあっては第18条の2第6項の規定）の施行に必要な限度で、その職員

　（科学技術庁長官にあっては放射線検査宮　都道府県公安委員会にあっては讐察職員）

　に、使困者、販売業者若しくは廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者の事務所

　又は工場若しくは事業所に立ち入り、その者の帳簿、書類その池必要な物件を検査させ、

　関係者に質問させ、又は検査のため必要な最小限度において、放射性同位元素若しくは放

　射性同位元素によって汚染された物を収去させることができる。

2　前項の規定により立入検査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係

　者の講求があるときは、これを提示しなければならない。

3　第1項に規定する権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第55条　次の各号の～に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

　七　第43条の2第1項の規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌

　　避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

空
ハ



○
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等

　
を
定
め
る
件
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　
@
　
〔
昭
和
六
十
三
年
五
月
十
八
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
五
号
〕

（
管
理
区
域
に
係
る
線
量
当
量
等
）

第
四
条
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
霧
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

　
行
規
則
（
以
下
「
右
心
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第
…
号
に
規
定
す
る
管
理
区

　
域
に
係
る
外
部
放
射
線
に
係
る
線
最
嶺
量
、
空
気
中
の
放
射
性
岡
位
元
素
の

　
濃
度
及
び
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性
岡

　
位
元
素
の
密
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
外
部
放
財
線
に
係
る
線
且
麗
当
量
に
つ
い
て
は
、
　
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線

　
　
量
言
語
が
一
週
間
に
つ
き
＝
　
蔵
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト

　
ニ
　
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
に
つ
い
て
は
、
一
週
間
に
つ
い
て

　
　
の
平
均
濃
度
が
第
七
条
に
規
定
す
る
濃
度
の
十
分
の
三

　
一
二
　
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性
同
位
元

　
　
素
の
密
度
に
つ
い
て
は
、
第
八
条
に
規
定
す
る
密
度
の
十
分
の
一

　
四
　
第
｝
号
及
び
第
二
号
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
外
部
放
射
線
に
被
ば
く

　
　
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
か
っ
、
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
を
吸
入
摂
取

　
　
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
｝
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
の
第
～
号

　
　
に
規
定
す
る
線
量
当
量
に
対
す
る
割
合
と
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
の

　
　
濃
度
の
第
二
号
に
規
定
す
る
濃
度
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
と
な
る
よ
う

放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
（
抄
）

　
　
な
一
セ
ン
ト
メ
ー
ト
ル
線
且
黒
嶺
泓
黒
及
び
弗
工
気
由
コ
の
放
射
性
同
位
一
兀
素
の
濃

　
　
度

（
実
効
線
量
当
量
限
度
）

第
五
条
　
規
則
第
一
条
第
十
号
に
規
定
す
る
放
射
線
業
務
従
事
者
の
一
定
期
間

　
内
に
お
け
る
線
墨
当
量
限
度
は
、
四
月
一
爵
を
始
期
と
す
る
一
年
聞
に
つ
き

　
五
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

（
組
織
線
量
当
量
限
度
）

第
六
条
　
規
則
第
一
条
第
十
一
号
に
規
定
す
る
放
射
線
業
務
従
事
春
の
各
組
織
の

　
一
定
期
間
内
に
お
け
る
線
量
当
蚤
限
度
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
眼
の
水
晶
体
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
間
に
つ
き

　
　
百
五
十
ミ
リ
シ
…
ベ
ル
ト

　
ニ
　
前
号
以
外
の
組
織
に
つ
い
て
は
、
四
月
一
日
を
始
期
と
す
る
一
年
閥
に

　
　
つ
き
五
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

　
三
　
女
子
（
妊
娠
不
能
と
診
断
さ
れ
た
者
及
び
次
号
に
規
定
す
る
者
を
除
く
。
）

　
　
の
腹
部
に
つ
い
て
は
、
前
号
に
規
定
す
る
ほ
か
、
三
月
間
に
つ
き
十
三
ミ

　
　
リ
シ
ー
ベ
ル
ト

　
四
　
妊
娠
中
で
あ
る
女
子
の
腹
部
に
つ
い
て
は
、
第
一
宵
万
に
規
定
す
る
ほ
か
、

　
　
妊
娠
と
診
断
さ
れ
た
と
き
か
ら
出
産
ま
で
の
間
に
つ
き
十
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル

　
　
ト

（
空
気
中
濃
度
限
度
）

第
七
条
　
規
則
第
一
条
第
十
二
号
及
び
規
則
第
十
四
条
の
十
一
第
二
項
第
四
号
イ

　
に
規
定
す
る
人
が
常
時
立
ち
入
る
場
所
に
お
け
る
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元

　
素
の
濃
度
限
度
は
、
八
時
間
に
つ
い
て
の
平
均
濃
度
が
次
の
各
号
に
規
定
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
目
盆



放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
（
抄
）

　
濃
度
と
す
る
。

　
一
　
放
射
性
岡
位
元
素
の
種
類
（
別
表
第
一
に
掲
げ
る
も
の
を
い
う
。
次
号

　
　
及
び
第
三
号
に
お
い
て
詞
じ
。
）
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
一
種
類
で
あ
る

　
　
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
表
第
｝
の
書
判
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の

　
　
種
類
に
応
じ
て
第
五
欄
に
掲
げ
る
濃
度

　
二
　
放
射
…
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
空
気
中
に
二
種
類
以

　
　
上
の
放
射
性
群
衆
元
素
が
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
放
射
性
洞

　
　
位
元
素
の
濃
度
の
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
放
射
性
同
位
元
素
に
つ
い
て
の
前
号
の

　
　
濃
度
に
対
す
る
割
合
の
和
が
一
と
な
る
よ
う
な
そ
れ
ら
の
放
射
性
同
位
元

　
　
素
の
濃
度

　
三
　
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
表

　
　
第
一
の
第
五
欄
に
掲
げ
る
濃
度
（
当
該
空
気
中
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と

　
　
が
明
ら
か
で
あ
る
放
射
性
物
質
の
種
類
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、

　
　
最
も
低
い
も
の
。

　
四
　
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
が
明
ら
か
で
、
か
つ
、
当
該
放
射
性
同
位
元

　
　
素
の
種
類
が
別
表
第
一
に
掲
げ
ら
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
別
表

　
　
第
二
の
第
　
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
隅
位
元
素
の
区
分
に
臨
じ
て
第
二
欄
に

　
　
掲
げ
る
濃
度

（
表
面
密
度
丁
度
）

第
八
条
　
規
剴
第
一
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
人
が
触
れ
る
物
の
表
面
の
放
射
性

　
同
位
元
素
の
密
度
限
度
は
、
別
表
第
】
二
の
左
の
欄
に
掲
げ
る
放
躬
性
洞
位
元

　
素
の
区
分
に
応
じ
て
そ
れ
ぞ
れ
右
の
欄
に
掲
げ
る
密
度
と
す
る
。

（
一
時
的
立
入
巻
の
測
定
に
係
る
線
蟻
当
量
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
四

第
二
十
三
条
　
規
即
第
二
十
条
第
二
項
第
】
号
ホ
に
規
定
す
る
一
時
的
立
入
者

　
で
あ
っ
て
放
雪
線
業
務
従
事
者
で
な
い
も
の
の
測
定
に
係
る
線
量
当
量
は
、

　
～
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
鐙
当
量
に
つ
い
て
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

2
　
規
則
第
二
十
条
第
二
項
第
一
一
号
に
規
定
す
る
一
時
的
立
入
者
で
あ
っ
て
放

　
射
線
業
務
従
事
者
で
な
い
も
の
の
測
定
に
係
る
線
量
当
燈
は
、
人
体
内
部
に

　
摂
取
し
た
放
射
性
同
位
元
素
か
ら
の
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
こ
と
（
以
下

　
「
内
部
被
ば
く
」
と
い
う
。
）
に
よ
る
実
効
線
量
当
量
に
つ
い
て
、
百
マ
イ

　
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

（
内
部
破
ば
く
に
よ
る
線
量
当
量
の
測
定
）

第
二
十
四
条
　
規
則
第
二
十
条
第
二
項
第
二
号
に
規
定
す
る
内
部
被
ば
く
に
よ

　
る
線
量
当
量
の
測
定
は
、
吸
入
摂
取
又
は
経
口
摂
取
し
た
放
射
性
詞
位
元
素

　
に
つ
い
て
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
ご
と
に

　
次
の
各
号
の
う
ち
適
切
な
方
法
に
よ
り
吸
入
摂
取
又
は
経
口
摂
取
し
た
放
射

　
性
同
位
元
素
の
摂
取
量
を
計
算
し
、
第
二
項
又
は
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
算

　
出
す
る
こ
と
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
科
学
技
術
庁
長
官
が
認

　
め
た
方
法
に
よ
り
測
定
す
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
｝
　
体
外
計
測
法

　
　
イ
　
吸
入
摂
取
し
た
放
射
性
同
位
元
素
の
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る

　
　
　
吸
入
の
区
分
が
D
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
式
に
よ
る
計
算

　
　
　
　
　
　
　
9
二
〇
）

　
　
　
　
H
締

　
　
O
諏
。
。
＋
ρ
誤
埜

7趨
ﾘ
翫
罷
凱
d
襟
脚



　
　
　
レ
ル
）

　
　
卿
㈲
　
摂
取
隣
に
お
け
る
全
身
の
長
期
残
留
成
分
（
単
位
　
ベ
ク

　
　
　
レ
ル
）

　
　
L
　
別
表
第
一
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
値

ロ
　
吸
入
摂
取
し
た
放
射
性
礒
位
元
素
の
別
表
第
「
の
第
㎝
欄
に
掲
げ
る

　
吸
入
の
区
分
が
W
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
式
に
よ
る

計
箕

　
　
圏
一
尾
＋
、
．
。
　
肥
；
　
　
マ
難

　
　
　
こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、
1
、
卿
ω
、
負
及
び
9
1
ω
は
、
そ
れ

融
撫
撫
轡
一
謬

　
吸
入
摂
取
し
た
放
射
性
同
位
元
素
の
別
表
第
一
の
第
一
欄
に
掲
げ
る

　
吸
入
の
区
分
が
Y
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
式
に
よ
る
計
算

　　

ｺ
認
）

「
　
　
　
こ
の
式
に
お
い
て
、
1
及
び
啄
ω
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表

　
す
も
の
と
す
る
。

　
　
1
　
吸
入
摂
取
し
た
放
射
性
理
論
元
素
の
摂
取
盤
（
単
位
　
ベ
ク

放
射
線
を
放
出
す
る
國
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
（
抄
）

二

［
　
レ
ル
）

　
娠
ω
　
摂
取
時
に
お
け
る
肺
の
長
期
残
留
成
分
（
単
・
位
　
ベ
ク
レ

　
ル
）

経
口
幾
取
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
式
に
よ
る
計
寡

　
國
1
1
9
二
。
）

　
　
　
　
ご

　
こ
の
式
に
お
い
て
、
1
、
即
ω
及
び
負
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値

を
表
す
も
の
と
す
る
。

1
　
経
口
摂
取
し
た
放
射
性
局
位
元
素
の
摂
取
量
（
単
泣
　
ベ
ク

　
レ
ル
）

　
⑳
ω
　
摂
取
時
に
お
け
る
全
身
の
長
期
残
留
成
分
（
単
位
　
ベ
ク

　
レ
ル
）

負
　
別
表
第
一
の
第
二
欄
…
に
掲
一
げ
る
嬉

ニ
　
バ
イ
オ
ァ
ツ
セ
イ
法

　
イ
　
吸
入
摂
取
し
た
放
射
性
弼
位
元
素
の
別
表
第
　
の
第
一
欄
に
掲
げ
る

　
　
吸
入
の
区
分
が
D
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
式
に
よ
る
計
算

　
　
　
　
　
　
　
　
潤
（
酔
）

　
　
　
一
嚢

　
　
　
　
　
（
O
．
“
c
。
÷
O
．
峯
か
）
呉
け
）

　
　
　
　
こ
の
式
に
お
い
て
、
1
、
E
ω
、
L
及
び
y
ω
は
、
そ
れ
ぞ
れ

　
　
　
次
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。
　
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

　
　
　
1
　
吸
入
摂
取
し
た
放
射
性
同
位
元
素
の
摂
取
燈
（
単
位
　
ベ
ク

　
　
　
　
レ
ル
）

　
　
　
£
ω
　
吸
入
摂
取
し
た
日
以
後
t
日
痕
の
一
日
当
た
り
の
放
射
性

　
　
　
　
同
位
元
素
の
全
排
せ
つ
量
（
単
位
　
ベ
ク
レ
ル
）

　
　
　
」
　
別
表
第
一
の
第
二
欄
に
掲
げ
る
値

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
五



放
射
線
を
放
繊
す
る
岡
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
（
抄
）

「
　
　
y
ω
　
細
胞
外
液
に
単
位
取
り
込
み
後
t
臼
賢
に
全
排
せ
つ
経
路

　
　
を
通
じ
て
排
せ
つ
さ
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
割
合

ロ
　
吸
入
摂
取
し
た
放
射
性
同
位
元
素
の
別
表
第
一
の
第
｝
欄
に
掲
げ
る

吸
入
の
区
分
が
W
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
式
に
よ
る

計
算

　
　
一
」
ρ
．
ご
破
肥
邑
逢
　
マ
．
粥
艶

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
O

ハ
　
吸
入
摂
取
し
た
放
射
性
男
呼
元
素
の
別
表
第
一

吸
入
の
区
分
が
Y
の
場
合
に
あ
っ
て
は

こ
　
経
目
摂
取
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
式
に
よ
る
計
算

　
こ
の
式
に
お
い
て
、
恥
は
、
次
の
縫
を
表
す
も
の
と
す
る

　
（
ハ
に
お
い
て
同
じ
）

療
　
吸
入
摂
取
し
た
日
以
後
三
田
聞
な
い
し
五
銀
間
の
ふ
ん
中
の

　
放
射
性
勢
位
元
素
の
排
せ
つ
量
（
単
位
　
ベ
ク
レ
ル
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
第
一
欄
…
に
掲
げ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
次
の
い
ず
れ
か
に
よ
る
計
算

マ
挙

　
た
だ
し
、
ト
リ
チ
ウ
ム
水
の
場
合
は
、
次
の
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
圏
一
．
節
X
↓
δ
δ

　
　
こ
の
式
に
お
い
て
、
U
ω
及
び
R
ω
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を

　
表
す
も
の
と
す
る
。

　
U
ω
　
経
口
摂
取
し
た
鍵
以
後
t
日
目
に
排
せ
つ
さ
れ
た
尿
中
の

　
　
ト
リ
チ
ウ
ム
濃
度
（
W
畢
位
｛
　
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

四
六
六

　　　
　
　
　
R
ω
　
経
口
摂
取
し
た
日
以
後
t
日
石
に
お
い
て
人
体
に
残
留
し

　
　
　
　
　
て
い
る
ト
リ
チ
ウ
ム
の
割
合

　
三
　
次
の
式
に
よ
る
計
算
法
（
経
口
摂
取
以
外
の
場
合
に
限
る
。
）

　
　
　
　
團
“
一
』
×
一
〇
。
O
雨
司

　
　
　
た
だ
し
、
ト
リ
チ
ウ
ム
水
の
場
合
は
、
次
の
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
同
劉
一
．
c
Q
×
δ
δ
け
男

　
　
　
　
こ
れ
ら
の
式
に
お
い
て
、
1
、
C
、
t
及
び
F
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

　
　
　
の
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

　
　
　
正
　
吸
入
摂
取
し
た
放
射
性
同
位
元
素
の
摂
取
量
（
単
位
　
ベ
ク
レ

　
　
　
　
ル
）

　
　
　
C
　
規
則
第
一
一
十
条
第
｝
項
第
二
号
に
よ
っ
て
灘
定
さ
れ
た
空
気
中

　
　
　
　
の
放
射
性
瞬
位
元
素
の
濃
度
（
単
位
　
ベ
ク
レ
ル
毎
立
方
セ
ン
チ

　
　
　
　
メ
ー
ト
ル
）

　
　
　
t
　
測
定
対
象
者
が
作
業
室
そ
の
他
放
射
性
同
位
元
素
を
吸
入
摂
取

　
　
　
　
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所
に
立
ち
入
っ
た
時
間
（
単
位
　
時
間
）

　
　
　
F
　
測
定
対
象
者
が
呼
吸
す
る
空
気
中
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度

　
　
　
　
の
C
に
対
す
る
割
合

2
　
内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
当
量
の
算
出
は
、
別
表
第
一
の
第
一
欄
に

　
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
種
類
ご
と
に
次
の
式
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
二
種
類
以
上
の
放
射
性
同
位
元
素
を
吸
入
摂
取
又
は
経
口
摂
取
し
た
と
き
は
、

　
そ
れ
ぞ
れ
の
種
類
に
つ
き
算
出
し
た
実
効
線
量
当
量
の
和
を
内
部
被
ば
く
に

　
ょ
る
実
効
線
量
当
量
と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
8
一

　
　
　
　
国
曽
“

　
　
　
　
　
　
　
（
誤
い
こ
。
・



瞬
　
熱
灘
　
　
↑

3
　
別
表
第
｝
の
第
一
二
欄
文
は
第
囮
欄
に
組
織
線
量
当
量
に
係
る
年
摂
取
限
度

　
が
記
載
さ
れ
て
い
る
種
類
の
放
射
性
同
罪
元
素
を
吸
入
摂
取
又
は
経
口
摂
取

　
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
次
の
式
に
よ
り
内
部
被
ば
く
に
よ
る
組
織
線
量
当

　
量
を
算
出
す
る
も
の
と
す
る
。
二
種
類
以
上
の
放
射
性
同
位
元
素
を
吸
入
摂

　
取
又
は
経
口
摂
取
し
た
と
き
は
、
対
象
と
な
る
組
織
ご
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
種

　
類
に
つ
き
算
出
し
た
組
織
線
燈
当
量
の
和
を
当
該
組
織
の
内
部
被
ば
く
に
よ

　
る
組
織
線
量
当
量
と
す
る
。

　
　
　
　
・
一
融
オ
f

　　
　
　
　
　
こ
の
式
に
お
い
て
、
翫
、
i
及
び
（
》
じ
一
）
器
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次

　
　
　
　
値
を
表
す
も
の
と
す
る
。

　
　
　
　
　
別
表
第
｝
の
第
三
欄
又
は
第
四
欄
に
か
つ
こ
書
の
あ
る
放
射
性

　
　
　
　
同
位
元
素
の
種
類
に
係
る
当
該
括
弧
内
に
掲
げ
る
組
織
に
対
す
る

放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
（
抄
）

　
　
　
　
内
冠
被
ば
く
に
よ
る
組
織
線
琶
当
童
（
単
位
　
ミ
リ
シ
…
ベ
ル
ト
）

編　　

ｧ
　
｛
鰍
　

（
実
効
線
量
当
量
及
び
組
織
線
量
当
下
戸
の
算
定
）

第
二
十
五
条
　
規
劉
第
二
十
条
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
実
効
線
量
当
量
は
、

　
次
に
規
定
す
る
外
部
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
こ
と
（
以
下
「
外
部
被
ば
く
」

　
と
い
う
。
）
に
よ
る
突
効
線
量
当
量
と
内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
髭
当
量

　
と
の
和
と
す
る
。

　
一
　
外
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
最
当
量
は
、
一
丁
ン
チ
メ
…
ト
ル
線
撮
当

　
　
量
と
す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
規
則
第
二
十
条
第
二
項
第
一
号
ロ
に
よ
り
測

　
　
定
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
次
の
式
に
よ
り
算
出
し
た
も
の
を
外
部
被
ば
く

　
　
に
よ
る
実
効
線
蟻
当
量
と
す
る
。

　
　
　
口
開
灘
ρ
O
三
明
p
・
÷
O
・
ω
ω
撃
＋
ρ
ω
鱒
顕
。
や
O
る
Q
譲
ヨ

轟
欝
獣
類
ハ
鱗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六
七



放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
蚤
等
を
定
め
る
件
（
抄
）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　H撒

　
二
　
内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
当
量
は
、

　
　
に
よ
り
算
墨
し
た
も
の
と
す
る
こ
と
。

2
　
規
則
第
二
十
条
第
四
項
第
五
号
に
規
定
す
る
縄
織
線
量
当
量
は
、
次
の
と

　
お
り
と
す
る
。

　
一
　
皮
麿
の
野
壷
線
量
当
量
は
、
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
す

　
　
る
こ
と
。

　
二
　
眼
の
水
晶
体
の
組
織
線
量
当
董
は
、
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
す

　
　
る
こ
と
。

　
三
　
皮
膚
及
び
眼
の
水
晶
体
以
外
の
縄
梯
線
量
当
量
（
第
四
号
に
掲
げ
る
場

　
　
合
を
除
く
。
）
は
、
当
該
組
織
の
次
に
規
定
す
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
組

　
織
線
量
当
量
と
内
部
被
ば
く
に
よ
る
組
織
線
量
当
量
と
の
和
と
す
る
こ
と
。

　
　
イ
外
部
被
ば
く
に
よ
る
組
織
線
最
当
量
は
、
「
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
鍛
・

　
頭
部
及
び
け
い
部
か
ら
な
る
部
分
、
胸
部
及
び
上
腕
部
か
ら
な

る
部
分
並
び
に
腹
部
及
び
大
た
い
部
か
ら
な
る
部
分
の
う
ち
、
外

部
被
ば
く
に
よ
る
線
量
野
乗
が
最
大
と
な
る
お
そ
れ
の
あ
る
部
分

に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
墨
当
量

　
恥
、
恥
又
は
翫
に
お
い
て
測
定
し
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
場
合

は
、
そ
の
値
は
、
恥
の
値
に
等
し
い
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
当

該
部
分
の
殖
が
恥
（
女
子
（
妊
娠
不
能
と
診
断
さ
れ
た
者
を
除
く
。
）

に
あ
っ
て
は
魚
）
の
値
以
下
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
場
合

に
あ
っ
て
は
、
そ
の
値
に
つ
い
て
は
恥
（
女
子
（
妊
娠
不
能
と
診

断
さ
れ
た
着
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
琉
）
の
値
に
等
し
い
も
の

と
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
二
十
幽
条
第
二
項
の
規
定

嬰
八

　
　
　
当
期
と
す
る
こ
と
。

　
　
口
　
内
部
被
ば
く
に
よ
る
組
織
線
量
当
量
は
、
第
二
十
四
条
第
一
二
項
の
規

　
　
　
定
に
よ
り
算
出
し
た
内
部
被
ば
く
に
よ
る
緯
織
線
量
当
量
と
す
る
こ
と
。

　
四
　
第
六
条
第
三
号
及
び
第
四
号
に
規
定
す
る
組
織
線
量
当
量
は
、
次
に
規

　
　
翻
す
る
外
部
被
ば
く
に
よ
る
組
織
線
量
当
量
と
内
部
被
ば
く
に
よ
る
組
織

　
　
線
量
当
量
と
の
和
と
す
る
こ
と
。

　
　
イ
　
外
部
被
ば
く
に
よ
る
組
織
線
量
当
量
は
、
腹
部
に
お
け
る
一
セ
ン
チ

　
　
　
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
す
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
内
部
被
ば
く
に
よ
る
組
織
線
量
当
量
は
、
第
二
十
四
条
第
二
項
の
規

　
　
　
定
に
よ
り
算
出
し
た
内
部
被
ば
く
に
よ
る
実
効
線
量
当
量
と
す
る
こ
と
。

（
健
康
診
断
に
係
る
線
量
当
墨
）

第
二
十
六
条
　
規
則
第
二
十
二
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
線
量
当
量
は
、

　
融
夫
効
線
且
盈
当
鳳
里
限
度
及
び
組
織
線
旦
里
当
且
璽
限
度
　
（
第
山
一
条
第
一
一
一
号
及
び
純
弟
四

　
号
の
組
織
線
量
当
量
限
度
を
除
く
。
）
の
そ
れ
ぞ
れ
十
分
の
三
と
す
る
。

（
緊
急
作
業
に
係
る
線
量
当
量
隆
度
）

第
二
十
七
条
　
規
則
第
二
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
緊
急
作
業
に
係
る
線
量

　
当
量
限
度
は
、
実
効
線
量
当
量
に
つ
い
て
百
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

（
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
等
）

第
三
十
一
条
　
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
、
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量

　
及
び
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
に
つ
い
て
は
、
放
射
線
（
一
メ
ガ

　
電
子
ボ
ル
ト
未
満
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
す
る
電
子
線
及
び
エ
ッ
ク
ス
線
を
含

　
む
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
種
類
に
応
じ
て
次
の
式
に
よ
り
計

　
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



　
放
甲
線
が
エ
ッ
ク
ス
線
又
は
ガ
ン
マ
線
で
あ
る
場
合

一　
　
口
”
㌘
U

　
こ
の
式
に
お
い
て
、
H
、
叡
及
び
D
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も

の
と
す
る
。

M
難
へ
簾

二
　
放
射
線
が
中
性
子
線
で
あ
る
場
合

　
　
団
膵
掌
も

　
こ
の
式
に
お
い
て

も
の
と
す
る
。

、
H
、
h
及
び
ψ
は
、そ
れ
ぞ
れ
次
の
薩
を
表
わ
す

〆
麟
　
　
　
　
心
撫

放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
（
抄
）

　　
@［

　
　
　
　
　
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
に
あ
っ
て
は
第
四
欄
に
掲
げ

　
　
　
　
　
る
値

　
　
　
　
ψ
　
自
由
空
間
中
の
粒
子
フ
ル
エ
ン
ス
（
単
位
　
革
製
平
方
セ
ソ

　
　
　
　
　
チ
メ
ー
ト
ル
）

2
　
放
射
線
の
種
類
が
二
種
類
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
放
射
線
の
種
類

　
ご
と
に
計
算
し
た
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
、
三
ミ
リ
メ
…
ト
ル
線
量

　
当
量
又
は
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
…
ト
ル
線
量
当
量
の
そ
れ
ぞ
れ
の
線
量
当
量
ご

　
と
の
和
を
も
つ
て
、
｝
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
、
三
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
線

　
量
当
量
又
は
七
十
マ
イ
ク
ロ
メ
ー
ト
ル
線
量
当
量
と
す
る
。

四
六
九



別籔薦1　　（第7集、第14灸及び舅24寡…魔係，

放射性問重篤業の磁類が明らかで、かつ、一種頽である場台の空気中濃度限度等　（注：主要6元業の蕗分だけを示す｝

第 1 欄 第2欄

二刀腔同位元漁の種纈

核種 ヒイ 門 形

i

国入の
区分

fI

　箆　3　閣
E

ミ

i吸入摂取した塙

合における無摂

取限度

　（括弧は、嶺綾

闘繊の総織襟璽

当璽に係る牢摂

取隈度1

　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一「

第　4　欄　　第5提　第6幟　漿7欄

，H

3H

55Co

55 bo

駈5 bo

号℃o

3‘ bo

5℃o

5℃0
5℃0
5，Co

旛7 bo

‘7Co

5℃0
5・ bo

鉢Co

事℃0
58Co

随融 bo

’・・ bo

　｝◎℃o　
　鎚℃o
　写。Co

6・ bo

‘。

b◎

（Bq肩

経口嫉取した場

合における年摂

取限度

（捲弧は、当該

総織の組織図量

浅盤に｛至る年摂

取限度）

　　　　（Bq）

空気中濃　矯気中又　擁譲中又

度隈皮　　は空気中　は排水中

　　　　　の譲度霞　の灘度譲

　　　　　度　　　　展

元紫状トリチウム

トリチウム水

｛Bq／歴｝　　　（8窪／醒）　　　｛Bq／面

酸化初、水酸化物以外のすべての黛機化合

物で纂録がある矯合及び日溜鋳化口囲（径

日摂取）　　　　　　　　　　　　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
酸化物・綴蓋厭びトレーサ璽で琶瞭i
取されたすぺての無鍛化合物（経口摂取）i
酸化物、水酸化物、ハロゲン化工及び硝酸i

　　　　　　　　　　　　　　　　　　1塩以外のもの

酸化物、水駿化物、ハOゲン化物及び鞘酸

酸化物、水酸化物以外のすべての無機化合

物で旭志がある場合及び有機躍化合窃｛縫
目摂取）

酸化物、水酸化物及びトレーサ爾で径ロ摂

駁されたすべての無機化合物（経口摂取）

5℃oの吸入の区分がWのものに間じ
55 boの吸入の区分がYのものに岡じ

P摂酸｝

口摂取》

O摂取）

ロ摂取♪

ヨ

1〔｝摂取》

。h メBi・二

辱隔 bo
畦℃o

儲℃o

鯛Co

ロ摂取｝

W

Y

“
Y
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四
七

第　　　　！　　　椴 第2欄 箪　3　機 第　遷　腰 第5欄 第6険 第7欄

放射注陶位元三の積顯

芸
灘
鋒
劉
取
畷
度

馨
建
鑑
繋
取
醸
度

空日中濃

x限度

排気中又

ﾍ空気申

ﾌ譲庚隈

擁酸申又

ﾍ浮泳中

ﾌ演度隈
1

r聖 （括彊は、当嫉 （括彊は、当咳 度 度

組繊の鋸目線澱 組織の組織稼燈

該　種 化　　　　学　　　　形 吸入の 当量に孫る庫摂 当量に係る隼摂

区翁 取限度｝ 取限度｝

（Bq｝ （3嘩） ｛B》凶 （Bq〆凶 （Bqノご）

‘I bo 55 boの毅入の区分がYのものに間じ Y 6．05 ZOx！05 マx三〇’1 5XIG’事
5コ廓 b◎ 酸化物、水鼓化物以外のすべての無機化会 0．3 1，9xiG， 4刈。「

物で坦体がある偶合及び有機鋳化合物（穫．

罇ﾛ職
〔L壽x墾’｝

‘3疇 bG 酸化物、水押化物及びトレーサ盈で経口摂 G．05 1．9XIG， 4x！C農

取されたすべての焦機化合物（観口摂取｝ 〔1爵x塁’｝

暢g bo 55 boの吸入の区分がWのものに同じ W 0．05 6，1刈0膨 2×IO・ lx！0’2

脇胸 bo 隅Coの吸入の区分がYのものに嵩じ Y o．05 5，呂x1D撃 2xIO◎ 1x1D’，

85 rr ストロンチウムの可溶性の塩（経口摂取｝ ε．3 1，6x10● 3x109

鱒Sr 〆タチタン酸ストロンチウム　（経口摂取｝ qoユ 1，5刈。霧 3xIOI
。。 rr メクチタン醸ストOンチウムを除くすべて D 0．3 ‘，OxlO● 1xlO’・ …XID’2

の可溶溢化合物

楠Sr メタチタン酸ストロンチウム及びすべての Y D．OI 生5XIG’ 2xlo碍 1xユ04
不溶性化合吻

Ol rr ストBンチゥムの二二溢の嵐（霞口摂取） o．3 9，3xlG。 2×101
81 rr メタチタン酸ストロンチウム　（経口摂取） 0．01 8，4X田「 2XlO聖
・I rr 樋Srの扱入の区分がDのものに同じ D 0．3 2．7xlO・ 9刈G曽匿 6x10一，
愚L rr 腕Srの吸入の区分がYのものに同じ Y 0．01 2．9xle讐 ｝x10． 7x！昏曹亀

●3Sr ストロンチウムの可溶性の塩｛経【コ摂取） 0．3 5．7x10‘ ！x10’匡

●雷 rr ノタチタン酸ストロンチウム　（経口搬取） 0．01 8．6XlO‘ 2刈0’1

〔夷霧艦）

・τSr 韓Srの吸入の区分がDのものに同じ D O．3 5、4x105 2xlo’1 1x1G’5
露7 rr ・。 rrの扱入の区分がYのものに同じ Y 0．Oi 3．3x10‘ lx10曽3 8刈0’‘

瞬Sr ストOンチゥムの可溶性の塩1餐口摂取）

i
　
q
3
F

1．Ox：0魯 2x1び

日Sr メタチタン酸ストロンチクム　（属目摂取） 1　　0，01 8．2Xle， 2XlO。

nSr 踵Srの吸入の区分がDのものに同じ Di o．3 2．5刈0墨 9x10’3 6x10’4
．3 rr 聖・ rrの吸入の区分がYのものに固じ yl 0．Ol 【，3xloo 5x10’7 3Xle冒4
3、 rず ストロンチウムの可溶性の塩1経口摂取） …　　0．3 9、4xlo、 2x1δし

鎚Sr 1メタチタン酸ストΩンテウム催跡取） 1　　0，01 1．3刈36 3xloo
巳覧 rr i㈹Srの吸入の区分がDのものに局じ D e．3 9．6x1G， 3x10’7 2Xlo一‘

、二二ll 擾1二鋤霧鵬轟蟹薩。， Y G．D！

O．3

5．8刈。了

8，2x10奮

2x10’2 lXIO▼‘

2xまG3

　　　1ｹP rf　iメタ予タン酸ストロンチウム　（楼二世取｝ q．肌 マ．9x1『 2XLB2
●5伽 rr け。Srの吸入の区分がDのものに岡じ D 0．3　　　… a2x10閲 8xlG● 5XIO’1
雷5鴨 rr
W▼。 rピ

8。 rrの肝入の区分がYのものに同じ
Xトロンチウムの司二二の壊（経口摂取）

Y 0．0正　1

@　i
3，2x101“

1，7xi参9

1xleI 8x10膠コ
4xiOI

。7畠 rr メタチタン醸ストロンチウム　（縫口摂取｝ o．Ol　i 1．5Xie， 3xiOl
・7・ rr 鱒Sτの吸入の区分がDのものに岡じ D o．3　　； ｛．8xlo， 2x10◎ 1XlO冒＝

　57隙Sr

@鱒Sr
h’s「

6。 rrの二野の区分がYのものに同じ
Xトロンチウムの可溶焼の壌（径〔ユ摂取｝

＜^チタン醸ストUンチゥム　（経口摂取｝

Y
　
　
i

　　　o，01

p1：li
5．7×lo｝

　Z3XlO7
@2，lx1D7

k隷轟｝

2刈0◎ iXIO’2
i5・lo・「l14x1『「i　　　　…

i

陣ST 樋Srの販入の区分がDのものに同じ D G．3 3．tx扮7 生刈0匿2 ？xIO’5
ヨ
F

じ， rr
E◎ rr

魯。

rrの戦入の区分がYのものに同じ
XトOンチヴムの可溶性の塩（経口摂取｝i

Y 0，0［

O．3

5，0刈G5
i．3x10‘

2x104 IXlO’5
3xlo・・｛

「

　　　F　　　　　　　　　　　　　i　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i

Es，し，。，．酸。，。ンチク。催。綱i
l　　　　l

o．Ol

〔1 ﾞ譜｝　1，5x107

3XIC－1

i
l，● rf

C醇 rr
C1 rr

鱒Srの吸入の区分がDのものに糊じ

盾rrの吸入の区分がYのものに同じ　　i
X団ンチウ・の聡性鱒（罎蝋取月

tDi氏
@
　
　
　
1

o．3

X．ei

n．3

　＆0刈05　1
i6|’月L4．1。・1

7．8x107

2x】G幽．

T刈0曽5

2XlO’‘

Rx正0’，

2xlO唇

眠s了 メクチタン酸ストロンチウム　（穫に】摂取＞　i ｝ o．01 名．C刈6， …刈G。

91 rr 師Srの吸入の区分がDのものに同じ　　i D　i　　…
0．3 2．2刈01 8xlD－3 5x…0’ぐ

，聖 rr ．。 rrの験入の区分がYのものに同じ Y　l o、8i 1．2xlO唇 4刈e’， 3×10’・

92 rr スト0ンチゥムの可落性の填（経口摂取〉 」
o．3 1．1x10膨 2刈G。

，2 rr メタチタン蔵ストロンチウム　｛経口摂取） O．01 9．B×lo7 2Xl『
97 rr 随Srの繰入の区分がDのものに周じ

D　l　　｝
e．3 3、｛xlOB 1刈。噛匪 8xユe’4

ηSr 鱒Srの吸入の区労がYのものに同じ
Y　　I　　． ・L上 a尋xlO8 8刈0’2 6x10’c



第　　　1　　　協 第2檬 第　3　機 第　4　瞬 第5椴 第6騎 第7禰

吸入摂取した場 経ロ摂取した嶋 究気中譲 排気中又 排該中又

教甜性周位元紫の種頚 合におげる年摂 合における隼摂 度屡度 縁憲気中 は排水中

取限度 取駿度 の濃虞隈 の濃度銀
r匹 q舌弧は、当該 （括弧は、当族 度 度

籍織の継磁織薫 総織の罎繊疎藍

核種 化　　　学　　　形 ．扱入の 当墨に係る寧掻 当盈に係る年摂

区分 取隈度｝ 取隈皮）

（Bq｝ （Br＞ （Bq／d） （Bq／d｝ ｛Bq〆ご）

‘冨3Cs すべての化合物 D 1 5，4x皇0， 3．3x10， 2x10。 lx10－3 了XiO，

〔2浮x淫’）

，3，C＄ すべての化合物 D z 3、5xio， a3XIOP ！Xloo 8x！e’8 5XlO「
13，C　5 すべての化合窃 D 1・ L2XlO． 8．5xID・ 4刈O’摩 3x10’国 2XlO圏
奪聴Cs すべての化合物 D ．

ユ

6．9x10， 3．8x10． 2XlO● 2XlO4 8x10際
〔z霞x繋’〕

93農 bs †ぺての化合物 D ユ ；、】xユ0， 7．6xユ0陰 4x10噛9 3x】O’， 2X鐙巨
9睦C＄ すべての化含物 D 1 1，4xIG6 1．OXIO． 5XIG’2 3xIG’¢ 2×10曹
日6 bs すべての化合物 D 1 3．9×105 2．5xIO6 1XlO’3 9x：0碑 5XI6曹3

1釦4 獅 すべての化合物 D 1 5．1刈09 毛4x10・ 2Xlo・ 1xIO曹2 9XlO9

〔場x墾’〕

，，5bs すべての化合物 D i ｛6XIo7 2．6刈『 1刈6’2 1刈e’ご 5×IG’虚

935隠Cs すべての化合携 D 1 ？．3XlO8 3．6xle， 3xIO● 2xIO曽2 7Xlo量

購C＄ すべての化合物 D 1 2．4刈07 1．§xIG7 8×1G4 6x10’5 3Xle’1
塵警7Cs すべての化合物 D 1 5，7×16‘ 3．6xlO・ 2xlO幽3 1×10’5 7xlo’2
，3・ b5 すべての化合物 D 1 2．lx10墨 i．1xlO， 7XIo’聖 5xIO’コ 2XIG「

〔7冒x碁5〕

33・ 六俵ウランの水面性の無践化含物（経ロ朕 0．05 2．2x105 5xIG4
取｝ 〔L4刈05ｺ衰面〕

2踵 四フッ化ウラン、二酸化ウラン及び八酸化 o，OG2 1．‘x16‘ 3x1σ’2

三ウラン等、比鮫的不溶性の四盛ウランの

化含避く経□摂取）
塗2●u 六フッ化ウラン、フッ｛ヒウラニル及び硝酸 D 甑65 a2x重0‘ 5刈0幽6 5x104

ウラ昌ル等の化合物 ｛1灘｝
13。 三酸化ウラン、四フフ化ウラン及び四塩化 W 0．D5 1，2×104 4xIG”‘ 3xla4

ウラン辱、吸入の区公Dのものと比較して

溶けにくい化合物
蓼閣・u 二酸化ウラン及び八駿化三ウラン Y α002 96Xlo2 3×10”‘ 2XIO’o
23じu 六価ウランの水熔性の煎機化合物（経ロ摂 住05 童．7刈e， 4X！0．

取｝ 〔藩轟〕

23「u 聴フッ化ウラン、二酸化ウラン及び八酸化 軌002 1．6x！0魯 3xlo・

三ウラン等、比較的不溶駐の四優ウランの

ｻ合窃煎豆展駒
（藩轟｝

3畠i t 2，。 ?の吸入の区分がDのものに周じ D aδ5 2，9刈0● ユ刈倒 7x】0曹‘

73【 睾20 tの吸入の区公がWのものに問じ w qe5 ZIxlo巳 7x1§層3 5x10’・

川u 置3● tの吸入の区分がYのものに同じ Y 0，002 1，了x10蓼 6XIO’7 4刈。’6

2，2u 六無ウランの永湾性の驚殿化合物（経口厩 G．05 1．4xle， 3xie’3
取） 〔7

k〕
33X 四7ッ化ウラン、二醸化ウラン及び八酸化 qoO2 2．？xIG艦 6Xio’3

三ウラン等、比較的不溶性の四衝ウランの

ｻ合物（経口摂娘〉
（1羅）

232 33。 tの吸入の区分がDのものに同じ D 銑05 L5xle。 3x且0’‘ 4XIO’・

「
．？．8x10，、

剥恤¥面　1
含3含u

R32

2，。 tの扱入の区分がWのものに局じ23。Uの吸入の区分がYのものに局じ

W
Y

E　　qo5

@　0．GO2

1、3x10艦

≠Vx！o置
＼

5xIG一‘

Xxlo’弓

3刈0’・

UxIO一
3調u 六怪ウランの水溶性の照搬化合物（経口摂 0．05 agx！0｝ 1x】o”2

取〕 ∫4，1×10㌔
㍉　費裏面　’

2鷲 2Rフッ化ウラン、二酸化ウラン及び八酸化 0，002 7．3×10‘ 2x10響9

三ウラン等、比較的不溶性の四悟ウランの
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俣灘竪）

3‘C ou 撫PUの吸入の区分がWのものに同じ W o．倉Ol 8．8XIG¢ 3x10’2 2XIO’5
置‘6 ou 2馴PUの吸入の区分がYのものに局じ Y 0．00001 9．2xle． 3×104 2xiO’5

鼻
～
1

l
F
「ヨ
i

｝

L
　　β

D」

四
七
六



別表第2（第7条及び第14条関係）

　放射性同位元素の種類が明らかで，かつ，当該放射性同位元累の種類が別表第1に

　掲げられていない場合の空気中濃度限度等

第　一　欄 第　二　欄 第　三　欄 第　四　欄

放射性「司位元素

ﾌ区分

空気中濃度限度

@（Bq／c田り

排気中又は空気
?の濃度限度
@（Bq／c㎡）

排液中又は排水
?の濃度限度
@（Bq／c㎡）

アルファ線を放

?する放射性同

ﾊ元素

5×10－9 6×10－n 1×1G－4

アルファ線を放

oしない放射性

ｪ位元素

3×10－7 4×10“9 5×10－4

別表第3（第8条関係）

　表面密度限度

区　　　　　　　　　　　　分 密度（Bq／c㎡）

アノレファ線を放出する放射性同位元素 4

アルファ線を放出しない放射性同位元素 40

四
七
七



別衷第4（第31条関係）

　自虫空間中の空気吸収線鷺が1グレイである場合の線量当箪
欄
四
第

0
　
　
4
3
7
2
9
8
2
8
9
5
2
4
8
4
1
9
8
6
5
4
3
3
2
1
1
1
9
9
0
！
3
5
5
5
5
4
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
　
0
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
工
　
－
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1

欄
三
第

ル
ト
痴
鉤
り
当
　
　
（
ミ
量
3
線

1
　
　
6
　
　
7
7
8
1
9
2
9
7
6
0
6
6
0
5
2
0
8
6
4
3
3
2
2
1
0
1
2
6
9
1
4
5
6
6
6
4
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
　
0
　
0
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1

欄
二
第

n
）
　
　
－
　
　
1
1
7
0
9
3
3
4
3
5
9
8
1
6
1
9
6
4
3
3
2
1
1
0
9
9
0
2
6
G
4
6
7
7
6
4
3
3
2
2
1
1
1
1
ー
エ
ー
1
1
0
0
0
0
　
0
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1
1
　
工
　
－
　
1
　
一
　
ユ
　
一
　
1
　
1

欄
一
第

0
5
0
G
O
O
O
O
1
1
2
3
4
5
6
8
0
5
0
0
G
O
O
G
O
O
O
O
O
O
O
O
1
1
2
3
4
5
6
8
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
G
O
O
O
O
伍
0
0
0
0
0
0
G
1
1
2
3
4
5
6
8
0
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

備考　該当値がないときは，補間法によって計算する。

四
七
八



四
七
九

別表第5（第31条関係）

　自由空間中の粒子フルエンスが1平方センチメートル当たり1α2個である場合の線

　量当量

第　一　欄 第　二　欄 第　三　欄 第　四　欄

中性子のエネル 1セソチメート 3ミリメートル 70マイクロメー
ギー ル線量当蚤 線量当量 トル線量当量

（MeV） （Sv） （Sv） （Sv）

2．5×10－8 8．00 8．80 7．20

1，0×10－7 10．4 8．50 5．50

1．0×lr6 1L2 6．90 3．70

Lo×玉G…5 9．20 5．30 2．80

1．0×io踊‘ 7．三〇 4．40 2．50

LO×10』3 6．20 3．90 2．80

1．0×10－2 8．60 9．20 8．90

2，0×1r2 14．6 工8．3 18．2

5．0×1G－2 35．0 48．ユ 46．6

LO×10皿1 69．0 95．0 95．0

2．0×10皿1 126 186 168

5．0×10而｝ 258 266 219

1．0 340 332 292

1．5 362 344 292

2．0 352 335 283

3．0 380 358 305

4．O 409 387 329

5．0 378 358 301

6．0 383 364 302

7．0 403 384 312

8．⑪ 417 407 341

LO×101 446 446 368

1．q×10L 520 520 359

1．7×101 610 610 421

2，G×1げ 650 670 516

備考　該当値がないときは，補間法によって計算する。



放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る

運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
欝
等
を
定
め
る
告
示

○
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に

　
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所

　
の
外
に
澄
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基

　
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@〔

繪
T
解
匙
縛
蝋
碧

　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
六
三
年
五
月
一
八
臼
科
学
技
術
庁
告
示
第
一
六
号

　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則

（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
第
十
八
条
の
三
、
第
十
八
条
の
四
、

第
十
八
条
の
五
、
第
十
八
条
の
六
、
第
十
八
条
の
七
、
第
十
八
条
の
八
及
び
第

十
八
条
の
十
の
規
定
に
基
づ
き
、
放
射
性
同
位
元
素
及
び
放
財
性
同
位
元
素
に

よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技

術
上
の
基
準
に
係
る
細
鼠
等
を
定
め
る
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
岡
規
則
第

十
八
条
の
二
か
ら
第
十
八
条
の
十
ま
で
の
規
定
の
施
行
の
β
か
ら
適
用
す
る
。

（
用
語
）

第
｝
条
　
こ
の
告
示
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
岡
位
元
素
等
に
よ

　
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
即
（
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）

　
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
事
業
所
等
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
の
適
用
さ
れ
な
い

放
射
性
同
位
元
素
等
の
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
）

第
二
条
　
規
則
第
十
八
条
の
三
江
一
項
に
定
め
る
放
射
性
同
位
元
素
の
濃
度
は
、

四
八
O

　
七
十
四
ベ
ク
レ
ル
毎
グ
ラ
ム
と
す
る
。

（
L
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
で
き
る
放
射
性
綱
位
元
素
等
）

第
三
条
　
規
則
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
　
号
の
危
険
性
が
極
め
て
少
な
い
放

　
射
性
軸
重
元
素
等
と
し
て
長
官
の
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当

　
す
る
放
射
性
岡
位
元
素
等
と
す
る
。
た
だ
し
、
爆
発
性
又
は
自
然
発
火
性
の

　
放
射
性
同
位
元
素
等
を
除
く
。

　
｝
　
放
射
性
同
位
元
素
等
で
あ
っ
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応

　
　
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
意
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
超
え
な
い
放
射
能
を
有
す
る

　
　
も
の
（
次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）

放
射
性
同
位
元
素
等
の
区
分

体固

容
易
に
散
逸
し
な
い
臨
体
状
の
放
射
性
岡

三
元
素
等
父
は
カ
プ
セ
ル
に
密
封
さ
れ
た

放
射
性
岡
位
元
素
等
で
あ
っ
て
、
次
に
掲

げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
（
以
下
「
特

別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
」
と
い
う
。
）

イ
　
外
接
す
る
直
方
体
の
少
な
く
と
も
一

　
辺
が
○
、
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で

　
あ
る
こ
と
。

ロ
　
別
記
第
一
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

　
衝
撃
試
験
及
び
打
撃
試
験
（
長
さ
が
十

　
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
で
あ
り
、
か
つ
、

　
長
さ
の
輻
に
対
す
る
比
率
が
十
以
上
で

　
あ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
に
あ
っ
て
は
、

　
衝
撃
試
験
、
打
撃
試
験
及
び
曲
げ
試
験
）

放
射
能
の
量

別
表
第
一
か
ら
別
表
第

六
ま
で
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
放
鮒
性
同
位
元
素

の
種
類
又
は
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
単

玉
の
第
二
欄
に
掲
げ
る

数
量
（
以
下
「
馬
値
」

と
い
う
。
）
の
千
分
の

一



を
行
っ
た
場
合
に
損
壊
せ
ず
、
撫
熱
試

験
を
行
っ
た
場
合
に
溶
融
又
は
分
散
せ

ず
、
並
び
に
漫
漬
試
験
を
行
っ
た
場
合

に
水
中
へ
の
放
射
性
同
位
元
素
の
漏
え

い
量
が
、
　
丁
八
五
キ
ロ
ベ
ク
レ
ル
を

超
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
以
外
の
も
の

別
表
第
一
か
ら
別
表
第

六
ま
で
の
第
一
欄
に
掲

げ
る
放
射
性
同
位
元
素

の
種
類
又
は
区
分
に
応

じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

表
の
第
三
欄
（
別
表
第

五
に
あ
っ
て
は
、
第
二

欄
）
に
掲
げ
る
数
量

（
以
下
「
現
値
」
と
い

う
。
）
の
千
分
の
～

一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
放
射
能
が
三
・

三
七
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

体

水

七
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
夫
叩
港
旧
の
も
の

ム

一
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
放
射
能
が
三
・

三
　
七
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル

ウ
賄

七
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
以
上
三
七
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
未
満
の
も
の

液

ト

｝
リ
ッ
ト
ル
当
た
り
の
放
財
能
が
三
・
七
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル
以
上
の
も
の

三
七
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル

そ
の
他
の
も
の

恥
値
の
一
万
分
の
一

ト
リ
チ
ウ
ム

七
四
〇
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル

気 体

その他
のもの

の特 特

も別 別

の形 形

放 放

射 射

性 性

同 同

位 位
一元 兀

素 素

等
以
外

等

A2 A2
値 値

の の

千 千

分 分

の の

一 一

二
　
時
計
等
の
機
器
又
は
装
置
（
以
下
「
機
器
等
」
と
い
う
。
）
に
含
ま
れ

　
る
放
射
性
同
位
元
素
等
で
あ
つ
て
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
適
合
す
る
も
の

　
イ
機
器
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
　
個

　
　
当
た
り
に
含
ま
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
放
射
能
が
、
次
の
表
の
上

　
　
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
岡
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
量
を
超

　
　
え
な
い
こ
と
。

放
射
性
同
位
元
素
等
の
区
分

放
射
能
の
量

体
固

特
別
形
放
射
性
岡
位
元
素
等
特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
等
以
外
の
も
の

ー
A
値
の
百
分
の
　
碗
値
の
百
分
の
一

体
液

ト
リ
チ
ウ
ム
水
そ
の
他
の
も
の

碗
値
の
千
分
の
一

ト
リ
チ
ゥ
ム

七
四
〇
ギ
ガ
ベ
ク
レ
ル

体
気

特
別
形
放
射
性
周
位
元
素
等

氏
値
の
千
分
の
一

他
の
の
も
そ
の

現
値
の
千
分
2

ロ
　
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い
な
い
状
態
で
当
該
機
器
等
の
表
面

　
か
ら
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル

放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
つ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る

運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
屡
等
を
定
め
る
告
示

四
全



放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
岡
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る

運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
目
等
を
定
め
る
告
示

　
　
　
線
童
当
量
率
が
百
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
こ
と
。

（
A
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
で
き
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
量
の
限
度
）

第
四
条
　
規
則
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
の
長
官
の
定
め
る
量
は
、
次
の

　
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

　
の
下
欄
に
掲
げ
る
放
射
能
の
量
と
す
る
。

（
輸
送
物
表
面
密
度
）

第
五
条
　
規
恥
第
十
八
条
の
四
第
六
号
の
長
官
の
定
め
る
密
度
は
、
次
の
表
の

　
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
同
位
元
素
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
製
表
の
下
欄

　
に
掲
げ
る
密
度
と
す
る
。

素ア ア

ノレ ノレ

フ フ

ア ア

線 線
を を

放 放
出 出

し す

な る

い 放
放 射
射 性
毛 嗣

劉1　位
ｳ

元i 素
F

チ四 セ○
メ　ベ ソ　　．

iク チ四
ト　レ メ　ベ

ノレ　ノレ 1ク
毎 ト　レ

平 ノレ　ノレ

方 毎

セ 平
ン 方

（
A
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

第
六
条
　
規
則
第
十
八
条
の
五
第
四
号
の
長
官
の
定
め
る
A
型
輸
送
物
に
係
る

　
　
般
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
二
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

第
七
条
　
規
則
第
十
八
条
の
六
第
二
号
の
長
官
の
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
に
係

　
る
一
般
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
三
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

四
八
二

（
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
）

第
八
条
　
規
則
第
十
八
条
の
六
第
三
号
の
長
官
の
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
に
係

　
る
特
別
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
四
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
麗
型
輸
送
物
に
係
る
漏
え
い
量
）

第
九
条
　
規
則
第
十
八
条
の
六
第
二
号
口
の
長
官
の
定
め
る
量
は
、
碗
値
の
百

　
万
分
の
一
と
す
る
。

2
　
規
則
第
十
八
条
の
六
第
三
号
口
の
長
官
の
定
め
る
蚤
は
、
碗
値
と
す
る
。

　
た
だ
し
、
ク
リ
プ
ト
ン
八
十
五
に
あ
っ
て
は
、
三
百
七
十
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
と

　
す
る
。

3
　
漏
え
い
す
る
放
射
性
同
位
元
素
の
全
部
叉
は
一
部
が
希
ガ
ス
で
あ
る
場
舎

　
に
あ
っ
て
は
、
豪
該
希
ガ
ス
に
つ
い
て
は
、
前
二
項
の
現
値
は
、
非
圧
縮
状

　
態
に
お
け
る
も
の
と
す
る
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
一
般
の
試
験
条
件
）

第
十
条
　
規
則
第
十
八
条
の
七
第
二
号
の
長
窟
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に
係

　
る
一
般
の
試
験
条
件
は
、
日
記
第
五
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
特
別
の
試
験
条
件
）

第
十
一
条
　
規
則
第
十
八
条
の
七
第
三
号
の
長
官
の
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
に

　
係
る
特
別
の
試
験
条
件
は
、
別
記
第
六
に
掲
げ
る
条
件
と
す
る
。

（
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
漏
え
い
量
）

第
十
二
条
　
規
則
第
十
八
条
の
七
第
三
号
p
の
長
官
の
定
め
る
量
は
、
現
値
の

　
千
分
の
一
と
す
る
。

2
　
第
九
条
第
三
項
の
規
定
は
、
前
項
の
量
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
で
き
る
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染



さ
れ
た
物
に
含
ま
れ
る
放
射
性
庵
位
元
素
の
濃
度
）

第
十
三
条
　
規
則
第
十
八
条
の
八
第
二
号
ロ
の
長
官
の
定
め
る
値
は
、
一
グ
ラ

　
ム
当
た
り
現
値
の
　
万
分
の
一
と
す
る
。

（
危
険
物
）

第
十
四
条
　
規
則
第
十
八
条
の
十
第
三
号
の
長
官
の
定
め
る
危
険
物
は
、
次
の

　
各
号
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
｛
　
火
薬
類
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
へ

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
二
　
高
圧
ガ
ス
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条
に
規

　
　
目
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
一
工
　
揮
発
油
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
あ
っ

　
　
て
、
引
火
点
が
摂
氏
八
十
二
度
以
下
の
も
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
あ
っ
て
、
酸
の
含
有
量
が
体

　
　
積
比
で
十
パ
…
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
前
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
当
該
放
射
性
同
位
元
素
等
の
安
全
な

　
　
運
搬
を
損
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物

（
運
搬
物
の
個
数
の
日
限
）

第
十
五
条
　
規
則
第
十
八
条
の
十
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
、
二
以
上
の
運
搬
物

　
を
一
の
運
搬
機
器
に
積
載
し
、
又
は
収
納
し
て
運
搬
す
る
場
台
は
、
当
該
運

　
搬
機
器
に
積
載
し
、
又
は
収
納
す
る
運
搬
物
の
そ
れ
ぞ
れ
の
輸
送
指
数
（
運

　
搬
物
の
表
面
か
ら
一
メ
…
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
［
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

　
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
績
の
最
大
値
の
百
倍

　
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
合
計
し
た
値
が
五
十
以
下
と
な
る
よ
う
当
該
積

　
載
し
、
又
は
収
納
す
る
運
搬
物
の
慣
数
を
鰯
謝
す
る
も
の
と
す
る
。

（
標
識
又
は
表
示
）

第
十
六
条
　
規
則
第
十
八
条
の
十
第
七
号
の
規
定
に
よ
る
標
識
の
取
琶
け
又
は

　
表
示
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

　
一
　
次
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
中
腎

　
　
に
掲
げ
る
標
識
又
は
表
示
を
、
そ
れ
ぞ
れ
同
憂
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に

　
　
取
り
付
け
、
又
は
行
う
こ
と
。

一
　
L
型
輸
送
物

「
放
射
性
」
の
文

放
劔
性
輸
送
物
の

字
の
表
示

四
面

二
　
L
型
輸
送
物
以
外
の
放
窮

第
一
類
白
漂
識

放
射
性
輸
送
物
の

性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
そ
の

（
別
記
第
七
に
掲

表
面
の
二
箇
所

表
面
に
お
け
る
　
セ
ソ
チ
メ

げ
る
も
の
）

ー
ト
ル
線
量
当
量
癒
－
が
五
マ

イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を

超
え
な
い
も
の

三
　
放
射
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、

第
二
類
黄
標
識

放
射
性
輸
送
物
の

そ
の
表
颪
に
お
け
る
一
セ
ン

（
別
記
第
八
に
掲

表
面
の
二
箇
所

チ
メ
ー
ト
ル
線
童
当
量
率
が

げ
る
も
の
）

五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎

時
を
超
え
五
百
マ
イ
ク
ロ
ン

…
ベ
ル
ト
毎
躇
以
下
で
あ
り
、

か
つ
、
そ
の
輸
送
指
致
が
一

を
超
え
な
い
も
の

四
　
前
三
号
に
掲
げ
る
放
射
性

第
三
類
黄
標
識

放
射
性
輸
送
物
の

放
射
性
醐
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
熱
型
所
の
外
に
お
け
る

運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
繍
日
等
を
定
め
る
魯
示

四
八
黒



放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る

運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
絹
等
を
定
め
る
告
示

輸
送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
　
　
（
別
記
第
九
に
掲

物
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
げ
る
も
の
）

表
面
の
二
箇
所

　
二
　
次
の
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
に
は
、
そ
の
表
面
の
見

　
　
見
や
す
い
箇
所
に
、
そ
れ
ぞ
れ
轟
轟
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
を
鮮

　
　
明
に
表
示
し
て
お
く
こ
と
。

　
　
イ
　
総
璽
墨
が
五
十
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
放
射
性
輸
送
物
　
総
重
量

　
　
ロ
　
A
型
輸
送
物
「
A
型
し
の
文
字

　
　
ハ
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
「
B
型
」
の
文
字

　
三
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
に
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
容

　
　
器
の
耐
火
性
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
最
も
外
側
の
表
面
に
、
耐
火
性
及
び

　
　
耐
水
性
を
有
す
る
三
葉
マ
ー
ク
（
別
記
第
十
に
掲
げ
る
も
の
）
を
明
確
に

　
　
表
示
す
る
こ
と
。

（
放
射
線
業
務
従
事
者
以
外
の
者
に
係
る
線
量
当
蚤
限
度
）

第
十
七
条
　
規
則
第
十
八
条
の
十
第
七
号
の
長
窟
の
定
め
る
線
量
当
量
限
度
は
、

　
実
効
線
量
当
量
に
つ
い
て
四
月
～
嗣
を
始
期
と
す
る
一
年
間
に
つ
き
十
五
ミ

　
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
と
す
る
。

2
　
前
項
の
実
効
線
量
当
量
は
、
一
セ
ン
ト
メ
ー
ト
ル
線
虫
当
量
と
し
、
放
射

　
線
の
種
類
に
応
じ
て
次
の
式
に
よ
り
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
放
射
線
が
エ
ッ
ク
ス
線
又
は
ガ
ン
マ
線
で
あ
る
場
合

　
　
　
　
韻
巨
略
×
O

　
　
　
こ
の
式
に
お
い
て
、
H
、
撫
及
び
D
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も

　
　
の
と
す
る
。

四
八
四

霧
露
悪
幾
『
ポ

　
ニ
　
放
射
線
が
中
性
子
線
で
あ
る
場
合

　
　
　
　
H
1
1
讐
息

　
　
　
こ
の
式
に
お
い
て
、
H
、
無
及
び
ψ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
値
を
表
す
も

　
　
の
と
す
る
。

7
繋
　
　
灘
功
［
熱
澤

3
　
前
項
に
お
い
て
、
放
射
線
の
種
類
が
二
種
類
以
上
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

　
放
射
性
の
種
類
ご
と
に
計
算
し
た
も
の
の
和
を
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
量
当

　
量
と
す
る
。

4
　
第
一
項
の
線
最
当
量
限
度
を
算
出
す
る
場
合
に
は
、
一
メ
ガ
電
子
ボ
ル
ト

　
未
満
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
す
る
電
子
線
及
び
エ
ッ
ク
ス
線
に
よ
る
被
ば
く
を

　
含
め
、
か
つ
、
診
療
を
受
け
る
た
め
の
被
ば
く
及
び
自
然
放
射
線
に
よ
る
被

　
ば
く
を
除
く
も
の
と
す
る
。



四
八
五

別表第1（第3条関係）

　種類が明らかであり，かつ， 1種類である放射性同位元素の場合の数量の限度

第　　　1　　欄 第　　　2　　欄 第　　　3　　欄

原
子
番
号

放射性同位元素の

嵭ﾞ

特別形放射性同位元

f等である場合の数

ﾊ（A、値）

@　　　単位　Bq

特別形放射性同位元
f等以外の放射性同
ﾊ元素等である場合の数量（A、値）

@　　　単位　Bq

1 3H（気体状のもの， 3．7×1び3 3．7x1013

放射線発光塗料であ

るもの，固体に吸収

された形状のもの，

トリチウム水である

もの）

1 3H（その他のもの） 7．4×10n 7．4×10輩重

4 7Be 1．11×IG13 LII×10竃3

6 墨℃ 3．7×10B 3．7×1012

9 18F 7．4×10u 7．4×1Gu

11 22Na 2．96×10H 2．96×IO震監

11 24 ma L85×10藍1 1．85×101墨

12 28Mg 2，22×101乙 2．22×io11

14 3匪 ri 3．7×10叢2 3．7x10葦2

15 32o 1．王1×1012 Lll×10艮2

16 35r 3．7XlO監3 1．11x1G13

17 36bI 1．11×10監3 L11×1012

17 38Ci 3．7×101i 3．7×ioほ

18 37Ar 3．7×10R3 3マx王O13

18 41`r
（非圧縮状態）　　7．4x10uo（圧縮状態）　3．7×1010

7．4×10一層

R．7×io置o

19 42K： 3．7×10u 3．7×10u

20 45Ca 3，7x王0具3 1，48×1012

20 47ba 7．4×10蓋1 7，4×10u

21 46rc 2．96×1Gu 2．96×10H

21 47rc 7．4×10i2 7．4×10署2

21 48rc 1，85×1Gロ 1．85×lon

23 4巳u 2，22×1GL！ 2．22×10H

24 5聾 br 2．22×1013 2．22×1013
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・
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・
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H
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膿
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翻
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欄
1
第

の
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類
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M
M
M
象
欝
G
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瓢
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6
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弱
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囎
　
6
§
　
η
　
η
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四
　
箔
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拓
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原
子
番
号
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0
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3
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岡
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元
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U
　
皿
　
U
　
し
捻
　
珍
　
㍑
　
惣
　
紛
　
H
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捻
　
㎏
　
U
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珍
　
H
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鐙
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談
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擬
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似
継
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謎
謎
肇
乞
2
ユ
制
’
9
ユ
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第　　1　　欄 第　　　2　　欄 第　　　3　　欄

原
子
番
畏

放射性同位元素の

嵭ﾞ

特別形放射性同位元

f等である場合の数

ﾊ（Aユ値）

特溺形放射性嗣位元
f等以外の放射性岡
ﾊ元素等である場合
ﾌ数鍛（A，値）

ぢ
単位　Bq 単位　Bq

62 田Sm 3，7×10L3 3．33×10且2

62 ！53rm Ul×1013 U1×1013
63 L5躍 du（物理的半減 1．ll×10i2 1．11×1012

期が9．2時間のも
の）

63 ㍑Eu（物理的半減

冾ｪ13年のもの）
7．4×10u 7．4×10H

63 154 du 3，7×10夏L 1．85×101韮

63 155Eu 1．48×10B 3．33x10L2

64 153 fd 7．4x1012 3．7×1GL2

64 159Gd 1．ll×1013 L11×10E3

65 L60Tb 7．4×10u 7．4×10ロ

66 155 cy 3．7x10紅2 3，7×10L2

66 166Dy 3．7×1013 7．4×1012

67 166HO Lll×1σ2 1．11×1012

68 159Er 3．7XlOE3 L11×10L3

68 L7L dr 1．85×10当2 L85×10夏2

69 ロOTm L11×10i3 L48×玉OL2

69 L7日um 3．7×1α3 3．7×10且諺

70 175Yb 1．48XlO藷3 L48×10L3

71 】77Lu 1．11×10藍3 1ユ1×10L3

72 i8且Hf 1．11x1012 工．11×1G12

73 ：82sa 7．4×10u 7．4×10u

74 18薯W 7．4×10L2 3．7×1012

74 ま85W 3，7×10L3 3．7×10】2

74 187W L48×1012 1．48x10甕2

75 186Re 3．7x1012 3．7×10匹2

75 187 qe 制限なし 制隈なし

75 188Re 3．7×10藍1 3．7×10】L

76 1850s 7．4XIOu 7．4×10ロ

76 19糊ns 7．4×10紅2 7．4×1012
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第　　　1　　欄 第　　2　　欄 第　　3　　欄

原
子
番
聞

放射性同位元素の

嵭ﾞ

特溺形放射性同位元

f等である場合の数

ﾊ（A、値）

特別形放射性同位元
f等以外の放射性同
ﾊ元素等である場舎
ﾌ数壁（A2値）

写
単位　Bq 単位　Bq

88 225Ra 3．7×10u 1．85×109

88 228qa 3．7×10u L85x109
89 227`c 3．7×1α3 L王王×108

89 228Ac 3．7x1GIL 1．48×1G11

91 230Pa 7．4×1G疑 2．96×1010

91 23乳Pa 7，4×10且。 7．4×107

91 233Pa 3．7×1012 3．7×10L2

93 237Np L85×10i正 1．85×108

93 239Np 7．4×1012 7．4×10i2

95 2qAm 2．96×101正 2．96×108

95 243Am 2．96×10u 2．96×10呂

96 24獅 7．4XlO12 7．4×109

96 243bm 3．33×loiL 3．33×108

96 24獅 3，7×10n 3．7×108

96 245bm 2．22×10ユ正 2．22×108

96 246bm 2．22×10n 2．22×108

97 249Bk 3、7×1013 3．7×101。

98 249Cf 7．4×10Σ。 7．4×107

98 250bf 2．59×10u 2．59×108

98 252Cf 7．4×10筆。 3．33×103

四
九



男

別衰第2（第3条関係）

　種類が明らかであって，1種類であり，かつ，

外の放射性同位元素の場合の数量の限度

別表第玉に掲げる放射性同位元素以

第　　　1　　欄 第　　　2　　欄 第　　3　　欄

区　　　　　　分

特別形放射性購位元素等で
?る場合の数量（A1値）

特別形放射性同位元素等以
Oの放射性縫位元累等であ
髀鼾№ﾌ数最（A，値）

単位Bq 単位Bq

1　放出する放射線が1種

類の場合（2に該当する

場合を除く。）

イ　アルファ線を放出す

る放射性同位元素の場

合

ω半減期がLOOO日 3．7×10B（原子番号が82 1．玉1＞く10H　　（原子番号力二82

宋満である場合 以上のものである場合は， 以上のものである場合は，

7，4×1010） 7．4×107）

（2）半減期が1，000日 L85刈OL2（原子番号が82 1，85×1G9（原子番号が82

以上100万年以下で 以上のものである場合は， 以上のものである場合は，

ある場台 7．4×1び。） 7．4×107）

（3＞半減期が100万年 3．7×1013 1．11×10H

を超える場合

ロ　ベータ線を放出する 半減期が1，000日論調であ

放射性同位元素の場合 る場合は1．エエ×10卸】（原子

（1＞最大エネルギーが 3，7×10】3 番号が82以上のものである

0．5MeV未満であ 場合　尋よ，　7．4x107），　半減

る場合 期が1，000臼以上ioO万年以

②　最大エネルギーが Lnx王013 下である場合はL85×109

0．5MeV以上1 （原子番号が82以上のもの

MeV来満である場 である場合は，7．4×107）

合 半減期が100万年を超える

（3）最大エネルギーが 3．7×10：2 場合はL｝工×1ぴ1

1MeV以上L5
MeV未満である場
合

㈲　最大エネルギーが 1．1工×ユOL2

1．5MeV以上2



MeV未満である場合

（5）最大エネルギーが 3．7×IGu

2MeV以上である
場合

ハ　ガンマ線を放出する 2．32x10－3 2．32×10騙3
@　　　　とPの第3欄（3．7×1⑪13を

放射性同位元素の場合 γ γ

超えるものにあっては， に掲げる数鍛のうちいずれ

3．7x10匡3） か小さいもの

ニ　エックス線を放出す 3．7×10B（原子番号が56 半減期がLOOO日未満であ

る放射牲同位元素の場 以上のものである場合は， る場合は1．11×10日（原子

合 7．4×10当2） 番号が82以上のものである

場合は，7．4x107），半減

期が1，000醸以上100万年以

下である場合は，1．85×109

（原子番号が82以上のもの

である場合は，7．4×107）

半減期が再万年を超える場

合は1．11×10u

2　放出する放射線が1種 親核種及び娘核種に対する 親核種及び娘核種に対する

類であり，当該放射性同 1の第1欄の区分に応じて 1の第1欄の醒分に応じて

位元累が原子核の崩壊連 それぞれ第2欄に掲げる数 それぞれ第3欄に掲げる数

鎖を生ずるもの（以下 録のうち最小のもの 量のうち最小のもの

「親核種」という。）で

あって，その半減期がそ

の原子核の崩壊によって

生ずる放射性四位元素

（以下「娘核種」とい

う。）の半減期よりも長

く，かつ，娘核種の半減

期が10日以内である場合

3　放出する放射線が2種 それぞれの放射線に対する それぞれの放射線に対する

類以上の場合（4に該当 1の第1欄の区分に応じて 1の第1欄の区分に応じて

する場合を除く。） それぞれ第2欄に掲げる数 それぞれ第3欄に掲げる数

量のうち最小のもの 蚤のうち最小のもの

4　放出する放射線が2種 それぞれの放射線に係る親 それぞれの放射線に係る親

類以上あり，当該放射性 核種及び娘核種に対する1 核種及び娘核種に対する1

織位元素の半減期が娘核 の第1欄の区分に応じてそ の第1欄の区分に応じてそ

四
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種の半減期よりも長く， れそれ第2欄に掲げる数量 れそれ第3欄に掲

かつ，娘核種の半減期が のうち最小のもの のうち最小のもの

玉G日以内の場合

備考　γは，当該放射性同位元素が1ベクレルの場合において，当該放射牲同位元素

　　から1メートル離れた位置における最大放射線壁率をクーロン毎キログラム毎時

　　で表した値を示す。

別表第3　（第3条関係）

　種類が1種類であり，かっ，種類が明らかでない放射性同位元素の場合の数量の限

度

第　　　1　　欄 第　　2　　欄 第　　3　　欄

区　　　　　　分

特騎形放射性同位元素等で
?る場合の数蟹（A、値）

@　　　　　　単位Bq

特別形放射性同位元素等以
Oの放射性問位元素等である場合の数量（A、値）

@　　　　　　単位Bq

原子番号82以上の放射性同

ﾊ元素が含まれていない場

ﾉ

3，7×101監 1．48×10韮σ

原子番号82以上の放射性同

ﾊ元素が含まれている場合

7．4x10L。 7．4×107

男lj衰第4　（第3条関係）

　種類が2種類以上であり，かつ，種類の全部が明らかでない放射性同位元素の場合

又は種類の～部が明らかであって，種類別の数量の全部が明らかでない放射性同位元

素の場合の数塁の限度

第　　　1　　欄 第　　2　　欄 第　　　3　　工

区　　　　　　分

特別形放射性同位元素等で
?る場合の数量（A、値）

@　　　　　　　単位Bq

特別形放射性同位元素等以
Oの放射性同位元素等であ
髀鼾№ﾌ数量（A2値）

@　　　　　　　単位Bq

1　アルファ線を放出する

厲ﾋ性同位元素が含まれ

ﾄいる場合

7．4×10隻。 7，4×107

2　アルファ線を放出する 7，4×10…D 1．48x10】D

四
九
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放射性同位元素が含まれ

ていない場合（3に該当

する場合を除く。）

3　核分裂生成物である場 3．7×10u L48×10LO

合（1に該当する場合を
除く。）

別表第5　（第3条関係）

　極類が2種類以上であり，かつ，種類及び種類別の数量の全部又は～部が明らかで

ある放射性同位元高の場合（別表第6に該当する場合を除く。）の数量の限度

第　　　　1　　　　欄 第　　　　2　　　　欄

区　　　　　　　　　分
数　　　　　　　　　　量

@　　　　　　　　　単位　Bq

放射性同位元素の種類の全部又は一部が

ｾらかであって種類別の数量の一部が明

轤ｩでない場合

次の算式を満たすx、，x2…，　x．及びy

ﾌ数量

M・驚・…・舟・・詮1

放射性同位元索の種類及び種類別の数量

ﾌ全部が明らかである場合

次の算式を満たすXl，　x2…，　x．の数鍛

M・舟・…嶋一1

備考　Xl，　X2，…，　X．は種類及び種類別の数量が明らかな各放射性同位元素の数量

　　（ベクレル）を，X塞，．X2，…，　X，はそれぞれxl，　x2，…，　x。に係る各放射性同

　　位元素に対する別表第1又は別表第2に掲げる数量（ベクレル）を，yは種類又

　　は種類別の数量が明らかでない放射性同位元素の数量（ベクレル）を，Yはyに

　　係る放射性同位元素の種類の全部が明らかな場合にあってはそれらの種類に対す

　　る別表第1又は別表第2に掲げる数量（ベクレル）のうち最小のものを，yに係

　　る放射性同位元素の種類の全部又は一部が明らかでない場合にあってはyに係る

　　放射性同位元素に対する別表第3に掲げる数量（ベクレル）を示す。

別表第6　（第3条関係）

　種類が一連の原子核の崩壊連鎮の系列からなり，かつ，その混合比が天然のものと

等しい放射性同位元崇の場合の数量の限度

四
九
六



第　　　1　　欄 第　　　2　　欄 第　　　3　　欄

区　　　　　　分

特別形放射性同位元素等で
?る場合の数最（A1値）

特別形放射性同位元素等以
Oの放射性岡位元素等である場合の数量（A，値）

単位Bq 単位Bq

その系列のすべての放射性 親核種に対する別表第1又 親核種に対する溺表第1又

同位元素（親核種を除く。） は別表第2の第2欄に掲げ は別表第2の第3欄に掲げ

の半減期が10日を超えず， る数量 る数量

かつ，親核種の半減期より

も短い場合

その系列の娘核種のうち， 次の算式を満たす笥， 次の算式を満たすx1，

その半減期が10日を超え， x，，…，x，の数量 x2，…，為の数黛

又は親核種の半減期よりも

ｷいものがある場合
斎熱…・寺1 舟・舟・…・舞1

備考　X、，X，，…，　X，はその原子核の崩壊運鎖の系列に属する各放射性同位元素の数

　　量（ベクレル）を，X葦，　X2，…，　XnはそれぞれXL，　x2，…，　Xnに係る各放射性

　　同位元素に対する別表第1又は別表第2に掲げる数量（ベクレル）を示す。

別表第7（第17条関係）

　自由空間中の空気吸収線量が1グレイである場合の線量当量

第　　　　1　　　　欄 第　　　　2　　　　欄

エックス尚又はガンマ線のエネルギー 1センチメートル線鍛．当彙
（MeV） （Sv）

0，GlO 0，010

0，O15 O，271

0，G20 0，601

0，030 L⑪9

0，04G L43

0，050 L63

0，060 L74

0，080 L73

0．10 1．65

0．15 1．49

0．20 1．38

0．30 1．31

0．40 1．26

四
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0．50

0．60

0．80

1，0

1．5

2．0

3，0

4．0

5．0

6，0

8．G

10

1．21

至．19

1，16

1．14

1，13

1．ユ3

1．12

1．11

／．l1

1．10

1．Gg

LO9

　備考　該当値がないときは，補間法によって計算する。

別表第8　（第17条関係）

　自由空間中の粒子フルエンスが1平方セγチメートル当たり1α2個である場合の線

量当量

第　　　　1　　　欄 第　　　　2　　　　欄

中性子のエネルギー（MeV） 1センチメートル線量当量（Sv）

2．5×10喝 8．00

LO×10皿7 10．4

ユ．0×10哺 11．2

1．0×10－5 9．20

LO×10－4 7．10

1．0×10一‘3 6．20

1．0×10－2 8．60

2．0×10－2 14．6

5．0×10－2 35．0

LO×10柵風 69．0

2．0×10擁 126

5．0×10一且 258

1．0 340

1．5 362

2．G 352

3．0 380

4．0 409

5．0 378

四
九
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6．G

7．0

8，0

LG×10歪

1．4×10Σ

1，7×10且

2．0×IGL

383

4⑪3

417

446

520

6王0

65G

．
究
九



放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る

運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
昌
等
を
定
め
る
告
示

別
記
第
一
（
第
三
条
関
係
）
特
別
形
放
射
性
同
位
元
素
に
係
る
試
験

　
一
　
微
撃
試
験

　
　
　
試
験
し
よ
う
と
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
を
で
き
る
だ
け
模
擬
し
た
供

　
　
試
物
（
以
下
「
供
試
物
」
と
い
う
。
）
を
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下

　
　
さ
せ
る
こ
と
。

　
二
　
打
撃
試
験

　
　
　
供
試
物
を
表
面
が
滑
ら
か
な
鉛
板
の
上
に
置
き
、
　
　
メ
ー
ト
ル
の
高
さ

　
　
か
ら
○
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝

　
　
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
鋼
製
丸
棒
の
平
端
面
で
打

　
　
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鉛
板
は
厚
さ
が
二
・
五
セ
ソ
チ
メ
ー
ト

　
　
ル
以
下
の
も
の
と
し
、
鋼
製
丸
儲
は
そ
の
平
誌
面
の
直
径
が
二
・
五
セ
ン

　
　
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
角
の
半
径
が
○
・
一
ニ
セ
ン
チ
メ
ー
ト

　
　
ル
の
も
の
と
す
る
。

　
三
　
曲
げ
試
験

　
　
　
供
試
物
を
水
平
に
ク
ラ
ン
プ
面
か
ら
そ
の
二
分
の
一
が
嵐
る
よ
う
に
固

　
　
細
し
、
一
メ
…
ト
ル
の
高
さ
か
ら
一
・
四
キ
ロ
グ
ラ
ム
の
物
体
を
自
由
落

　
　
下
さ
せ
た
場
合
と
同
等
の
衝
撃
力
に
よ
り
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う

　
　
に
鋼
製
丸
棒
の
平
端
面
で
打
つ
こ
と
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
鋼
製
丸
棒

　
　
は
、
そ
の
平
紐
面
の
直
径
が
二
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
か
つ
、

　
　
そ
の
角
の
半
径
が
○
・
三
セ
ン
チ
メ
…
ト
ル
の
も
の
と
す
る
。

　
四
　
加
熱
試
験

　
　
　
供
試
物
を
摂
氏
八
百
度
の
空
気
中
に
十
分
間
置
く
こ
と
。

　
五
　
浸
漬
試
験

吾
O

　
　
イ
　
圃
体
状
の
放
射
性
岡
位
元
素
等
（
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
も
の
を

　
　
　
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
供
試
物
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ

　
　
　
の
順
序
で
行
う
こ
と
。

　
　
　
①
　
常
温
の
水
中
に
七
日
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
②
　
摂
氏
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
③
摂
氏
三
十
度
で
あ
っ
て
湿
度
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
の
空
気
中
に
七
臼

　
　
　
　
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
④
　
摂
氏
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
漫
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
カ
プ
セ
ル
に
封
入
さ
れ
た
放
射
性
転
位
元
素
等
に
あ
っ
て
は
、
供
試

　
　
　
物
に
つ
い
て
、
次
に
掲
げ
る
試
験
を
そ
の
頗
序
で
行
う
こ
と
。

　
　
　
①
　
摂
氏
五
十
度
の
水
中
に
四
時
間
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
　
②
　
摂
氏
　
二
十
度
の
空
気
中
に
七
日
間
置
く
こ
と
。

　
　
　
③
　
摂
氏
五
十
度
の
水
中
に
四
時
聞
浸
漬
さ
せ
る
こ
と
。

溺
記
第
二
（
第
六
条
関
係
）
A
型
鍮
…
送
物
に
係
る
条
件

　
　
　
条
件

　
　
イ
　
五
十
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
毎
時
の
雨
量
に
相
当
す
る
水
を
一
時
間
吹
き
付

　
　
　
け
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
イ
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
次
の
条
件
の
下
に
漉
く
こ
と
。

　
　
　
①
　
そ
の
重
量
が
、
五
千
キ
ロ
ギ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
一
．

　
　
　
　
ニ
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
｝
万
キ
ロ

　
　
　
　
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、

　
　
　
　
一
万
キ
ロ
グ
ラ
ム
を
超
え
一
万
五
千
キ
ロ
グ
ラ
ム
以
下
の
も
の
に

　
　
　
　
あ
っ
て
は
○
・
六
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
一
万
五
干
キ
ロ
グ
ラ
ム



　
　
　
を
超
え
る
も
の
に
あ
っ
て
は
○
・
三
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
、
そ
れ

　
　
　
ぞ
れ
、
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
②
　
そ
の
重
量
の
五
倍
に
桐
御
す
る
荷
重
又
は
鉛
直
投
影
面
積
に
○
・

　
　
　
一
三
キ
ロ
グ
ラ
ム
毎
平
方
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
を
乗
じ
て
得
た
値
に
相

　
　
　
醸
す
る
荷
重
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
も
の
を
二
十
四
時
間
加
え

　
　
　
る
こ
と
。

　
　
③
　
重
量
が
六
キ
ロ
グ
ラ
ム
で
あ
り
、
鍛
径
が
三
・
ニ
セ
ン
チ
メ
…
ト

　
　
　
ル
の
容
易
に
破
損
し
な
い
俸
で
あ
っ
て
、
そ
の
先
端
が
半
球
形
の
も

　
　
　
の
を
　
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部

　
　
　
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

二
　
液
体
状
又
は
気
体
状
の
放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
追
繍
条
件

　
イ
　
液
体
状
の
放
射
性
同
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い

　
　
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、
次

　
　
の
①
及
び
②
の
条
件
の
下
に
掃
く
こ
と
。
た
だ
し
、
当
該
放
射
性
輸
送

　
　
物
に
係
る
容
器
に
収
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
性
岡
位
元
素
等
の
量

　
　
の
二
倍
以
上
の
量
の
放
射
挫
同
位
元
素
等
を
吸
収
す
る
こ
と
が
で
き
る

　
　
吸
収
材
を
備
え
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
当
該
吸
収
材
が
放

　
　
射
線
し
ゃ
へ
い
材
の
内
側
忙
あ
る
も
の
又
は
当
該
収
納
し
、
若
し
く
は

　
　
包
装
す
る
こ
と
が
で
き
る
放
射
性
立
位
元
素
等
を
す
べ
て
吸
収
す
る
こ

　
　
と
と
し
た
場
合
に
お
い
て
も
表
面
に
お
け
る
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
線
最

　
　
当
量
率
が
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
も
の
は
、
こ
の
限
り

　
　
で
な
い
。

　
　
①
　
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
最
大
の
破
損
を
及
ぼ
す
よ
う
に
落
下
さ

　
　
　
　
せ
る
こ
と
。

　
　
　
②
　
前
号
ロ
③
に
規
定
す
る
俸
を
一
・
七
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
当
該

　
　
　
　
放
射
性
輸
送
物
の
最
も
弱
い
部
分
に
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
ロ
　
気
体
状
の
放
射
性
同
位
元
素
等
が
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ
れ
て
い

　
　
　
る
放
射
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
前
号
の
条
件
の
下
に
置
く
ほ
か
、
イ

　
　
　
①
及
び
②
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

別
記
第
三
（
第
七
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
別
記
第
二
第
｝
号
の
条
件
の
下
に
置
く
こ
と
。

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
摂
氏
三
十
八
度
で
あ

　
　
る
環
境
に
一
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

別
記
第
四
（
第
八
条
関
係
）
B
M
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
一
　
第
二
号
の
条
件
の
下
で
放
射
性
輸
送
物
が
最
大
の
破
損
を
受
け
る
よ
う

　
　
な
順
序
で
次
の
イ
及
び
ロ
の
条
件
の
下
に
順
次
置
く
こ
と
。

　
　
イ
　
九
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
　
口
　
垂
直
に
固
定
し
た
直
径
が
十
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
長
さ
が

　
　
　
二
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
軟
鋼
丸
棒
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
面
が
滑
ら
か

　
　
　
な
水
平
颪
で
あ
る
も
の
に
一
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
か
ら
落
下
さ
せ
る
こ
と
。

　
二
　
摂
氏
八
百
度
の
環
境
に
三
十
分
間
置
く
こ
と
。

　
三
　
深
さ
十
五
メ
ー
ト
ル
の
水
中
に
八
時
間
漫
漬
さ
せ
る
こ
と
。

　
四
　
野
外
の
温
度
が
摂
氏
三
十
八
度
で
あ
る
環
境
に
【
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

　
備
考
　
第
　
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
は
、
こ
の
順
序
で
置
く
も

　
　
　
の
と
す
る
。

別
記
第
五
（
第
十
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

放
射
性
同
泣
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る

運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
昌
等
を
定
め
る
告
示

五
2



　
　
　
放
射
性
局
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る

　
　
　
運
搬
に
関
す
る
技
術
上
の
基
準
に
係
る
細
蟹
等
を
定
め
る
告
示

　
一
　
別
記
第
二
第
｝
号
の
条
件
の
下
に
難
く
こ
と
。

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
摂
氏
三
十
八
度
か
ら

　
　
摂
氏
零
下
四
十
度
ま
で
の
環
境
に
｝
週
間
放
置
す
る
こ
と
。

別
記
第
六
（
第
十
一
条
関
係
）
B
U
型
輸
送
物
に
係
る
条
件

　
　
　
別
記
第
四
第
㎜
号
か
ら
第
…
二
号
ま
で
の
条
件
の
下
に
そ
の
順
序
で
観
く

　
　
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
別
記
第
十
（
第
十
六
条
関
係
）

　
二
　
前
号
の
条
件
の
下
に
置
い
た
後
、
野
外
の
温
度
が
摂
氏
三
十
八
度
か
ら
　
　
第
四
号
様
式
（
第
八
条
関
係
）

　
　
摂
茂
零
下
四
牽
度
ま
で
の
環
境
に
一
週
間
放
遣
す
る
こ
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
三
葉
マ
ー
ク

別
記
第
七
（
第
十
六
条
関
係
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
注
一
　
量
は
、
○
、
ニ
セ
ソ
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
と
す
る
。

　
四
九
七
頁
掲
載
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
色
彩
は
、
黒
と
す
る
。

別
記
第
八
（
第
十
六
条
蝿
係
）

　
四
九
八
頁
掲
載
。

別
記
第
九
　
（
第
十
⊥
ハ
条
関
係
）

　
四
九
九
頁
掲
載
。

三葉マーク

烹f＝

o



別記第7（第16条関係）

　　第1類白標識

注1　三葉マークは，別記第10のとおりとする。

　2　収納物及び放射能の欄には，それぞれ，収納され，又は包装されている放射

性同位元素等の名称及び放射能を記入すること。

3　放射能は，ベクレル単位で表すこと。

4　本邦内においてのみ運搬されるものにあっては，英語の部分を旧ることがで

きる。

5　色彩は，次表によること。

部　　　　　　　　　　　分 色　　　　　口

上　　　半　　　部　　　の　　　地 白

三　　　葉　　　マ　　　一　　　ク 黒

下　　　半　　　部　　　の　　　地 白

文　　　　　　　　　　　　　　　字 黒

斜　線　　を　施　　し　た　部　分 赤

ふ　　　ち　　　の　　　部　　　分 白

ふ　　ち　　の　　内　　側　　の　　線 黒

区　　　　　　　分　　　　　　　線 黒

話



別配第8（第16条関係）

　　第2類黄標識

＼・％

’しべ㌧

　　　＼　　　イ　　　受

畠⑧畠

島

綴
》

注1　三葉マークは，別記第10のとおりとする。

　2　収納物，放射能及び輸送指数の欄には，それぞれ，収納され，又は包装され

　　ている放射性同位元素等の名称，放射能及び輸送指数を記入すること。

　3　放射能は，ベクレル単位で表すこと。

　4　本邦内においてのみ運搬されるものにあっては，英語の部分を劇ることがで

　　きる。

　5　色彩は，次表によること。

部　　　　　　　　　　　　分 色　　　　　彩

上　　　半　　　部　　　の　　　地 黄

三　　　葉　　　マ　　　一　　　ク 黒

下　　　半　　　部　　　の　　　地 白

文　　　　　　　　　　　　　　　字： 黒

斜　線　　を　施　　し　た　部　分 赤

ふ　　　ち　　　の　　　部　　　分 白

ふ　　ち　　の　　内　　側　　の　　線 黒

区　　　　　　　分　　　　　　　線 黒

五
〇
四



男1信己第9　（第16条関f系）

　　第3類黄標識

＼9．

注1　三葉マークは，別記第10のとおりとする。

　2　収納物，放射能及び輸送指数の欄には，それぞれ，収納され，又は包装され

ている放射性同位元素等の名称，放射能及び輸送指数を記入すること。

3　放射能は，ベクレル単位で表すこと。

4　本邦内においてのみ運搬されるものにあっては，英語の部分を削ることがで

きる。

5　色彩は，次表によること。

部　　　　　　　　　　　　分 色　　　　　誌

上　　　半　　　部　　　の　　　地 黄

三　　　葉　　　マ　　　一　　　ク 黒

下　　　半　　　部　　　の　　　地 白

文　　　　　　　　　　　　　　　字 黒

斜　線　を　施　　し　た　部　分 赤

ふ　　　ち　　　の　　　部　　　分 白

ふ　　ち　　の　　内　　側　　の　　線 黒

区　　　　　　　分　　　　　　　線 黒

説
O
丑



指
定
機
構
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

五
〇
六

0
指
定
機
構
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
翻
鯉
一
驚
辮
黙
黙
＋
瀦
〕

　
　
　
　
　
　
　
鼠
取
終
改
正
　
　
…
略
和
五
山
ハ
年
五
B
月
一
山
ハ
日
書
跡
儒
府
令
鱗
即
コ
ご
一
号

（
用
語
）

第
【
条
　
こ
の
府
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ

　
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
及
び
放

　
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
闘
す
る
法
律
施
行
規
則

　
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
に
お
い
て
使
罵
す
る
用
語
の
例

　
に
よ
る
。

　
第
二
章
　
指
定
機
溝
確
認
機
関

（
指
定
の
区
分
）

第
二
条
　
指
定
機
構
確
認
機
関
の
指
定
は
、
放
射
性
属
位
元
素
等
に
よ
る
放
射

　
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十

　
九
号
）
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
放
射
性
嗣
位
元
素
装
傭
機
器
の
種
類
の
区

　
分
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。

（
指
定
の
申
請
）

第
三
条
　
法
第
三
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
機
構
確
認
機
関
の
指
定

　
を
受
け
よ
う
と
す
る
春
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
科
学

　
技
術
庁
長
官
（
以
下
「
長
官
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

　
二
　
機
構
確
認
の
業
務
を
行
う
審
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

　
三
　
行
お
う
と
す
る
機
構
確
認
の
匿
分

　
四
　
機
構
確
認
の
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

2
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
【
　
定
款
叉
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
簿
の
抄
本

　
二
　
申
請
の
臼
を
含
む
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
目
録

　
　
及
び
貸
借
対
照
衰

　
三
　
申
講
の
日
を
含
む
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
画
書

　
　
及
び
収
支
予
算
書

　
四
　
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

　
　
イ
　
役
員
の
氏
名
及
び
略
歴

　
　
ロ
　
機
構
確
認
に
用
い
る
機
械
、
器
具
そ
の
他
の
設
備
の
種
類
及
び
数

　
　
ハ
　
機
構
確
認
員
の
氏
名
及
び
略
歴

　
　
二
　
主
任
機
構
確
認
員
（
機
構
確
認
員
の
う
ち
、
他
の
機
構
確
認
員
を
指

　
　
　
揮
し
、
及
び
申
請
に
係
る
機
構
確
認
の
業
務
を
統
括
管
理
す
る
者
を
い

　
　
　
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
氏
名

　
　
ホ
　
機
構
確
認
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
そ
の
業
務

　
　
　
の
種
類
及
び
概
要

（
指
定
の
基
準
）

第
四
条
　
法
第
三
十
九
条
第
四
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
技
術
的
能
力
そ
の
他

　
の
事
項
に
関
す
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
一
　
幾
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ



　
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
、
そ
の
役
員
（
社
団
法
人
に
あ
っ
て
は
、
社
員
を

　
含
む
。
）
の
購
成
が
機
構
確
認
の
公
正
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ

　
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

二
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
主
任
機
構
確
認
員
が
置
か
れ
る
こ
と
。

　
イ
　
第
　
種
放
射
線
取
扱
主
任
者
免
状
を
取
得
し
た
後
二
年
以
上
放
射
線

　
　
管
理
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
巻

　
口
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学

　
　
（
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
を
含

　
　
む
。
以
下
岡
じ
。
）
又
は
高
等
専
門
学
校
（
湿
照
門
学
校
令
（
明
治
三

　
　
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
を
含
む
。
以
下
薫
じ
。
）

　
　
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
十
年
以
上

　
　
放
射
線
管
理
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

　
ハ
　
機
構
確
認
員
の
業
務
に
五
年
以
上
従
窮
し
た
経
験
を
有
す
る
潜

　
二
　
そ
の
他
放
射
線
管
理
に
増
し
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
問
等
以

　
　
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者

三
　
機
構
確
認
員
の
数
が
申
請
に
係
る
機
構
確
認
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必

　
要
な
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

四
　
申
請
に
係
る
機
構
確
認
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
種
類
及
び
数
の

　
機
械
、
器
具
そ
の
他
の
設
備
が
あ
る
こ
と
。

五
　
機
構
確
認
の
業
務
を
的
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
経
理
的
基

　
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

六
　
機
構
確
認
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
遜
該
業
務
を

　
行
う
こ
と
に
よ
り
機
構
確
認
が
不
公
正
に
な
る
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ

指
定
機
構
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
賜
（
抄
）

　
　
る
こ
と
。

　
七
　
そ
の
指
定
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
申
請
に
係
る
機
構
確
認
の
的
確
か

　
　
つ
円
滑
な
実
施
を
阻
害
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。

（
指
定
機
構
確
認
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出
）

第
五
条
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
そ
の
名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
機
構
確
認

　
の
業
務
を
行
う
事
務
飛
の
名
称
若
し
く
は
所
在
地
を
変
更
し
ょ
う
と
す
る
と

　
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
扇
田
書
を
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

　
一
　
変
更
後
の
指
定
機
雛
…
確
認
機
関
の
名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
機
構
確
認

　
　
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
若
し
く
は
所
在
地

　
二
　
変
更
し
ょ
う
と
す
る
年
月
臼

　
　
二
　
変
更
の
理
由

2
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
機
構
確
認
の
業
務
を
行
う
事
務
灰
を
新
設
し
、

　
又
は
廃
止
し
ょ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書

　
を
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
｝
　
新
設
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地

　
二
　
新
設
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
事
務
所
に
お
い
て
機
構
確
認
の
業

　
　
務
を
開
始
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

　
三
　
新
設
父
は
雍
止
の
理
由

（
機
構
確
認
員
の
資
格
）

第
六
条
　
法
第
四
十
条
第
一
一
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
潜
は
、

　
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
と
す
る
。

　
一
　
第
｝
種
放
射
線
取
扱
主
任
者
免
状
を
有
す
る
者



指
定
機
構
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
踏
（
抄
）

　
二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
専
門
学
校
に
お
い
て
理
科
系
統
の

　
　
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
二
年
以
上
放
射
線
管
理
の
実
務
に
従

　
　
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

　
三
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
（
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令

　
　
第
三
十
六
号
）
に
よ
る
実
業
学
校
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
い
て
理

　
　
科
系
統
の
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
後
五
年
以
上
放
射
線
管
理
の

　
　
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

　
四
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
、
高
等
専
門
学
校
又
は
高
等
学
校
に
お
い
て

　
　
理
科
系
統
の
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
長
官
が
定
め
る
放

　
　
射
線
研
修
を
修
了
し
た
も
の
。

　
五
　
そ
の
他
放
射
線
管
理
に
関
し
前
各
号
に
掲
げ
る
者
と
岡
等
以
上
の
知
識

　
　
及
び
経
験
を
有
す
る
者

（
業
務
規
定
の
認
可
の
申
請
）

第
七
条
　
福
二
機
構
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
一
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ

　
り
業
務
規
定
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
申

　
講
書
に
当
該
業
務
規
定
を
添
え
て
、
こ
れ
を
長
富
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

（
業
務
規
定
の
記
載
事
項
）

第
八
条
　
法
第
四
十
　
条
第
二
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お

　
り
と
す
る
。

　
一
　
機
構
確
認
の
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
日
に
関
す
る
事
項

　
二
　
機
構
確
認
の
業
務
を
行
う
場
所
に
関
す
る
事
項

　
三
　
手
数
料
等
の
額
及
び
そ
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

八　七　六　五　四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
胤
O
八

機
構
確
認
員
の
選
任
及
び
解
任
並
び
に
そ
の
配
置
に
関
す
る
事
顔

機
構
確
認
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
慕
項

機
構
確
認
の
表
示
の
方
法
に
関
す
る
事
項

機
構
確
認
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
保
存
に
関
す
る
事
項

そ
の
他
機
構
確
認
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
業
務
規
定
の
変
更
の
認
可
の
叢
誌
）

第
九
条
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
法
主
四
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ

　
り
業
務
規
定
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事

　
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
長
官
に
提
心
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

　
二
　
変
更
し
ょ
う
と
す
る
年
月
日

　
三
　
変
更
の
理
由

（
機
構
確
認
員
の
選
任
）

第
十
条
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
一
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

　
り
機
構
確
認
員
の
選
任
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
選
任
し
よ
う

　
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
申
講
書
を
長
官
に
提
出
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
）

第
十
一
条
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
機
構
確
認
を
行
っ
た
と
き
は
、
当
該
機

　
構
確
認
を
行
っ
た
月
の
翌
月
末
日
ま
で
に
溺
記
様
式
第
一
に
よ
る
機
構
確
認

　
結
果
報
告
書
を
長
呼
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
主
任
機
構
確
認
員
を
選
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞

　
な
く
、
選
任
し
た
主
任
機
構
確
認
員
の
疏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
報
酬
書



　
を
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
機
構
確
認
員
を
解
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

　
解
任
し
た
機
構
確
認
員
の
氏
名
及
び
解
任
の
理
由
を
記
載
し
た
報
告
書
を
長

　
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
）

第
十
二
条
　
按
定
機
構
確
認
機
関
は
、
機
構
確
認
を
行
っ
た
と
き
は
、
次
の
事

　
項
を
記
載
し
た
帳
簿
を
作
成
し
、
記
載
の
臼
か
ら
十
年
間
保
存
し
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

　
一
　
機
構
確
認
を
受
け
た
老
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
販
売
所

　
　
（
表
示
の
有
効
期
間
の
更
新
に
つ
い
て
の
機
構
確
認
を
受
け
た
者
に
係
る

　
　
場
合
に
あ
っ
て
は
、
工
場
又
は
事
業
所
を
含
む
。
）
の
名
称
及
び
所
在
地

　
二
　
機
構
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
の
種
類
及
び

　
　
製
造
番
号
並
び
に
当
該
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
の
放
射
線
障
害
防
止

　
　
機
構
に
係
る
設
計
の
承
認
の
年
月
日
及
び
番
号

　
三
　
機
構
確
認
を
行
っ
た
年
月
β

　
四
　
表
示
に
記
載
さ
れ
た
機
構
確
認
の
番
号

　
五
　
機
構
確
認
を
行
っ
た
機
構
確
認
員
の
氏
名

　
六
　
そ
の
他
機
横
…
確
認
に
関
し
必
要
な
事
項

（
機
購
確
認
の
業
務
の
休
廃
止
の
許
可
の
申
請
）

第
十
三
条
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
機

　
講
確
認
の
業
務
の
休
止
又
は
廃
止
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次

　
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
機
構
確
認
の
業
務
の
範
囲

嶽
定
機
構
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
二
　
機
購
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
｝
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と

　
　
す
る
年
月
臼

　
三
　
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ

　
　
っ
て
は
、
そ
の
期
間

　
四
　
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と

　
　
す
る
理
由

（
機
構
確
認
の
業
務
の
引
継
ぎ
等
）

第
十
四
条
　
指
定
機
構
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
一
条
の
八
面
三
項
に
規
定
す

　
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
機
構
確
認
の
業
務
を
長
官
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

　
二
　
機
構
確
認
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
長
窟
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

　
三
　
そ
の
他
長
官
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
公
示
）

第
十
五
条
　
長
官
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表

　
の
下
欄
に
掲
げ
る
事
項
を
官
報
で
告
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
法
第
三
十
九
条
第
一

一
　
指
定
機
構
確
認
機
関
の
名
称
及
び
主
た

項
の
規
定
に
よ
る
指
定

る
事
務
所
の
所
在
地

を
し
た
と
き
。

二
　
指
定
を
し
た
年
月
日

｝二

@
行
う
こ
と
が
で
き
る
機
鑑
…
確
認
の
区
分

二
　
法
幣
四
十
一
条
の
二

一
　
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
叉
は
一
部
を

の
規
定
に
よ
る
許
可
を

休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
指
定
機
構
確
認

し
た
と
き
。

乱
臣
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地

邑
九



指
定
機
溝
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
躍
（
抄
）

二
　
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を

休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
年
月
日

三
　
休
止
し
、
又
は
廃
山
す
る
機
構
確
認
の

業
務
の
範
囲

四
　
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を

沐
止
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、

そ
の
国
是

一工

@
法
第
四
十
一
条
の
六

一
　
指
定
機
購
確
認
機
関
の
名
称
及
び
童
た

第
｝
項
の
規
定
に
よ
る

る
事
務
所
の
所
在
地

取
消
し
を
し
た
と
き
。

二
　
指
定
を
取
り
消
し
た
年
月
二

四
　
法
第
四
十
一
条
の
六

一
　
指
定
機
構
確
認
機
閣
の
名
称
及
び
主
た

第
こ
項
の
規
定
に
よ
り

る
事
務
所
の
所
在
地

指
定
を
取
り
消
し
、
又

二
　
指
定
を
取
り
消
し
、
又
は
機
構
確
認
の

は
機
構
確
認
の
業
務
の

業
務
の
全
部
若
し
く
は
～
部
の
只
見
を
命

全
部
若
し
く
は
一
部
の

じ
た
年
月
日

停
止
を
命
じ
た
と
き
。

三
　
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
の

停
止
を
命
じ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
停
止

を
命
じ
た
機
構
確
認
の
業
務
の
範
囲
及
び

そ
の
期
間

五
　
法
第
四
十
　
条
の
八

一
　
機
構
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を

第
二
項
の
規
定
に
よ
り

行
う
も
の
と
し
た
年
月
臼

長
官
が
機
構
確
認
の
業

二
　
行
う
も
の
と
す
る
機
構
確
認
の
業
務
の

務
の
全
部
又
は
一
部
を

範
囲
及
び
そ
の
期
間

自
ら
行
う
も
の
と
す
る

と
き
。

六
　
法
用
脳
十
一
条
の
八

　
第
二
項
目
規
定
に
よ
り

　
長
官
が
自
ら
行
っ
て
い

　
た
機
構
確
認
の
業
務
の

　
全
部
又
は
一
部
を
行
わ

　
な
い
こ
と
と
し
た
と
き
。

豊
O

　
　
機
構
確
認
の
業
務
の
金
部
又
は
一
部

　
を
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
年
月
日

二
　
行
わ
な
い
こ
と
と
し
た
機
構
確
認
の

　
業
務
の
範
囲

（
指
定
の
区
分
）

第
二
十
　
条
　
捲
定
運
搬
物
確
認
機
関
の
指
定
は
、
次
の
区
分
に
よ
り
行
う
も

　
の
と
す
る
。

　
｝
　
七
百
七
十
七
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
を
超
え
る
放
射
性
同
位
元
素
の
運
搬
物
に

　
　
係
る
確
認

　
二
　
七
百
七
十
七
テ
ラ
ベ
ク
レ
ル
以
下
の
放
射
性
馬
蝉
元
素
等
の
運
搬
物
に

　
　
係
る
確
認

（
業
務
規
定
の
記
載
事
項
）

第
一
【
十
二
条
　
法
皇
四
十
一
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
　

　
条
第
二
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

六五四三ニー
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
業
務
を
行
う
時
間
及
び
休
録
に
関
す
る
事
項

運
搬
物
に
係
る
確
認
の
業
務
を
行
う
場
所
に
関
す
る
事
項

手
数
料
等
の
額
及
び
そ
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

運
搬
物
確
認
員
の
選
任
及
び
解
…
任
並
び
に
そ
の
配
置
に
関
す
る
事
項

運
搬
物
に
係
る
確
認
の
実
施
の
方
法
に
関
す
る
事
項

運
搬
確
認
証
の
交
付
に
関
す
る
事
項



　
七
　
運
搬
物
に
係
る
確
認
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
保
存
に
関
す
る
事
項

　
八
　
そ
の
他
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
業
務
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項

（
報
告
）

第
二
十
三
条
　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
は
、
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
行
っ
た
と

　
き
は
、
当
該
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
行
っ
た
月
の
翌
月
宋
臼
ま
で
に
別
記
様
式

　
第
三
に
よ
る
運
搬
物
確
認
結
果
報
告
書
を
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

2
　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
は
、
第
二
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
四
条
目

　
二
号
に
規
定
す
る
主
任
運
搬
物
確
認
員
を
選
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、

　
選
圧
し
た
主
任
運
搬
物
確
認
員
の
氏
名
及
び
略
歴
を
記
載
し
た
報
告
書
を
長

　
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
指
定
運
搬
車
確
認
機
関
は
、
運
搬
物
確
認
員
を
解
任
し
た
と
き
は
、
遅
滞

　
な
く
、
解
任
し
た
運
搬
物
確
認
員
の
氏
名
及
び
解
任
の
理
由
を
記
載
し
た
報

　
告
書
を
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
藤
簿
）

第
二
の
四
条
　
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
は
、
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
行
っ
た
と

　
き
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
た
年
歯
を
作
成
し
、
記
載
の
日
か
ら
十
年
間
保

　
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
二
　
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
放
射
性
輸
送
物
の
種
類
、
収
納

　
　
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
種
類
及
び
数
量
並
び
に
容
器
の
承
認
の
年
月

　
　
日
及
び
番
号

　
三
　
運
搬
物
に
係
る
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
放
射
性
輸
送
物
の
運
搬
の
目
的

指
定
機
構
確
認
機
関
等
に
闘
す
る
規
羅
（
抄
）

　
　
及
び
運
搬
予
定
時
期

　
四
　
運
搬
物
に
係
る
確
認
を
行
っ
た
年
・
月
日

　
五
　
運
搬
…
確
認
証
の
番
［
号

　
六
　
運
澱
物
に
係
る
確
認
を
行
っ
た
運
搬
物
確
認
員
の
氏
名

　
七
　
そ
の
他
運
搬
物
に
係
る
確
認
に
関
し
必
要
な
事
項

（
準
絹
）

第
工
十
五
条
　
第
三
条
か
ら
第
七
条
ま
で
、
第
九
条
、
第
十
条
及
び
第
十
三
条

　
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
に
つ
い
て
準
絹
す

　
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
指
定
機
構
確
認
機
関
し
と

　
あ
る
の
は
「
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
」
と
、
　
「
機
構
確
認
」
と
あ
る
の
は

　
「
運
搬
物
に
係
る
確
認
」
と
、
　
「
機
構
確
認
塾
し
と
あ
る
の
は
「
運
搬
物
確

　
認
員
」
と
、
　
「
主
任
機
構
確
認
員
」
と
あ
る
の
は
「
主
任
運
搬
物
確
認
員
」

　
と
、
第
三
条
第
一
項
中
「
法
理
三
十
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四

　
十
一
条
の
十
第
二
項
」
と
、
第
四
条
中
「
法
第
三
十
九
条
第
四
項
」
と
あ
る

　
の
は
「
法
第
西
十
一
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
会
三
十
九
条
第

　
圏
項
ゐ
　
と
、
第
六
条
中
「
法
螺
四
十
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
覆
四
十

　
一
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
醸
す
る
法
第
四
十
条
第
二
項
」
と
、
第
七
条

　
中
「
法
第
四
十
一
条
第
｝
項
前
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第

　
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
…
条
第
一
項
前
段
」
と
、
第
九
条
中

　
「
法
第
四
十
一
条
第
一
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第
三

　
項
に
お
い
て
準
航
す
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
後
段
」
と
、
第
十
条
中
「
法

　
第
四
十
一
条
の
四
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第
㎝
二
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
幸
一
条
の
四
第
一
項
」
と
、
第
十
三
条
中
「
法
第

王熟



指
定
機
構
確
認
機
関
等
に
関
す
る
規
則
（
抄
）

　
四
十
一
条
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準

　
用
す
る
法
第
四
十
…
条
の
二
」
と
、
第
十
四
条
中
「
法
第
四
十
一
条
の
八
第

　
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

　
第
四
十
一
条
の
八
第
三
項
」
と
、
第
十
五
条
の
表
中
「
法
第
三
十
九
条
第
一

　
項
し
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第
｝
項
」
と
、
　
「
法
第
四
十
　
条

　
の
二
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

　
第
四
十
「
条
の
こ
」
と
、
　
「
法
第
四
十
「
条
の
六
第
「
項
」
と
あ
る
の
は

　
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
六
第

　
一
項
」
と
、
　
「
法
第
四
十
一
条
の
六
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一

　
条
の
牽
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
六
第
二
項
」
と
、
「
法

　
第
四
十
一
条
の
八
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
法
第
四
十
一
条
の
十
第
三
項
に

　
お
い
て
準
絹
す
る
法
第
四
十
一
条
の
八
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

　
る
。（

立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
証
明
書
）

第
四
十
二
条
　
法
第
四
十
三
条
の
三
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
三

　
条
の
二
第
二
項
の
職
員
の
身
分
を
示
す
証
明
書
は
、
別
記
様
式
第
六
に
よ
る

　
も
の
と
す
る
。

五
三



喪

別紀様式第三（第23条関係）
整理番号（注1）

　　　　　　　　　運　綴　物　確　認　結　果　報　告　書

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

@科学技術庁長官　　　　　　　　殿

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指定運搬物確認機関の名称

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　代表者の氏名　　　　　　　　⑳

w定機構確認機関等に関する規則第23条第1項の規定により次のとおり報告します。

運搬物に係る確認を受
ｯた者

氏名又は名称

住　　　　所 電話番号（　　　　）

使用者等の区
ｪ　　（注2）

箏　　業　　所　　等
名　　　　称

所　在　地 電話番号（　　　　）

運　　搬　　の　　目　　的　　（注3）

運　　搬　　予　　定　　時　　期

放射性輸送物の名称（注4）

放射性輸送物の種類（注5）
放
射
性
輸
送
物

収納する放射性同位元素等の
嵭ﾞ及び数量

容器の承認の年月日及び番号

運搬物に係る確認を行った年月ヨ

運搬物に係る確認を行った運搬物確認
�ﾌ氏名

運　搬　確　認　証　の　番　号

注　1　「整理番号」　この欄には，記載しないこと。

　　2　「使用者等の区分」使用者，販売業者若しくは廃棄業者又はこれらの者から運搬を

委託された者の別を記載すること。

3　「運搬の目的」　当該運搬に係る出発地及び琶的地の事業所等の名称及び所在地を併

4
＝
」

せて記載すること。

騰考　この朋紙の大きさは，

「放射性輸送物の名称」　放射性輸送物の通称を記載すること。

「放射性輸送物の種類」　BM型輸送物又はBU型輸送物の別を記載すること。

　　　　　　　　日本工業規格84とすること。



別暑己様式第六（第42条関係）

《一r■

　　（第　i　面）

・12センチメー　トノレ・・

第 号

立入検査職員身分証明書

名
厭
日

　
　
月

　
　
年

職
氏
生

　上記の藩は，放射性同位元素等による

放射線障害の防止に関する法律第43条の

3第1項の規定により立入検査をする職

員であることを証明する。

年　　月　　日交付

科学技術庁長官翻

↑

ゐ
、
晶
－
＼
ホ
N
ギ
嘲
．
O
O

1

（第　2　面）

　　　放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律抜すい

第43条の3　科学技術庁長官又は運輸大田は，この法律の施行に必要な隈度で，その職員

　に，指定機構確認機関，指定検査機関，指定運搬物確認機関，指定運搬方法確認機関，指

　定試験機関又は指定講習機関（科学技術庁長官にあっては指定運搬方法確認機関以外の機

　関，運輸大臣にあっては指定運搬方法確認機関）の窮務所に立ち入り，当該機関の帳簿，

　霰類その地必要な物件を検査させ，又は関係者に質問させることができる。

2　前条第2項及び第3項の規定は，前項の規定による立入検査について準朋する。

第43条の2（第1項略）

2　前項の規定により立入検査を行う職員は，その身分を示す証明書を携帯し，かつ，関係

　者の請求があるときは，これを提示しなければならない。

（第　3　面）

3　第1項に規定する権限は，犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第56条　次の各号の一に該当するときは，その違反行為をした指定機構確認機関，指定検査

　機関，指定運搬物確認機関，指定運搬方法確認機関，指定試験機関又は指定講習機関の役

　員又は職員は，10万円以下の罰金に処する。

（4｝第43条の3第1項の規定による立入り若しくは検査を拒み，妨げ，若しくは忌避し，

　又は質問に対して陳述をせず，若しくは虚偽の陳述をしたとき。

讐
四



○
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
を
指
定
し
た
件

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　
@
　
〔
昭
…
職
五
上
丁
山
ハ
年
轟
ハ
円
月
コ
一
十
露
科
学
技
術
庁
告
示
第
十
三
号
〕

　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
六
一
年
一
一
月
七
日
科
学
技
術
庁
告
示
第
八
号

　
放
射
性
洞
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
四
十
一
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

昭
和
五
十
六
年
六
月
二
十
五
擬
付
け
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
指
定
運
搬
物
確
認

機
関
を
指
定
し
た
の
で
、
涌
法
第
四
十
五
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
告
示
す

る
。

一
　
撫
定
運
搬
物
確
認
機
関
の
名
称
　
財
隅
法
人
原
子
力
安
全
技
術
セ
ン
タ
ー

二
　
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地
　
東
京
都
文
京
区
白
自
五
丁
目
｝
番
三
の
百
一

　
号

㎝二

@
行
う
こ
と
が
で
き
る
運
搬
物
確
認
の
区
分

　
　
二
万
一
千
キ
ュ
リ
ー
を
超
え
る
放
射
性
同
位
元
素
の
運
搬
物
に
係
る
確
認

　
及
び
二
万
｝
千
キ
ュ
リ
ー
以
下
の
放
射
性
詞
位
元
素
等
の
運
搬
物
に
係
る
確

　
認

指
定
運
搬
物
確
認
機
関
を
指
定
し
た
件

垂
五



放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

○
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

　　

@　

@　

@　

@　

@　
@
〔
昭
和
五
ヤ
ニ
年
十
一
月
十
七
日
運
輸
省
令
第
三
十
三
号
〕

　
最
終
改
正
　
平
成
元
年
二
月
二
十
七
日
運
輸
省
令
第
五
号
改
正

（
趣
旨
）

第
一
条
　
放
射
牲
同
位
元
素
等
を
鉄
道
、
軌
道
、
索
道
、
無
軌
条
電
車
、
自
動

　
車
及
び
軽
車
両
に
よ
り
、
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
い
て
運
搬
す
る
場
合

　
は
、
こ
の
省
令
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ

　
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七

　
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
Q
）
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

2
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
に
掲
げ
る
絹
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

　
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
　
　
放
射
性
輸
送
物
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に

　
　
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
二
一
十
五
年
総
理
府
令
第
五
や
六
号
。
以
下

　
　
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
定
め
る
放
射
性
輸

　
　
送
金
を
い
う
。

　
二
　
車
両
　
鉄
道
、
軌
道
若
し
く
は
無
軌
条
電
車
の
車
両
、
索
道
の
搬
器
、

　
　
自
動
車
又
は
軽
車
両
を
い
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
量
目

　
三
　
コ
γ
テ
ナ
　
運
搬
途
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
物
自
体
の
積
替
え
を
要
せ

　
　
ず
に
運
搬
す
る
た
め
に
作
ら
れ
た
運
搬
器
具
で
あ
っ
て
、
反
復
使
用
に
耐

　
　
え
る
構
造
及
び
強
度
を
有
し
、
か
つ
、
機
械
に
よ
る
積
込
み
及
び
取
卸
し

　
　
の
た
め
の
装
置
又
は
車
両
に
固
定
す
る
た
め
の
装
置
を
有
す
る
も
の
の
う

　
　
ち
、
非
開
放
型
の
溝
造
の
も
の
を
い
う
Q

　
四
　
専
用
積
載
　
車
両
が
一
の
荷
送
人
に
よ
っ
て
専
用
さ
れ
、
か
つ
、
運
搬

　
　
す
る
物
の
積
込
み
及
び
取
卸
し
が
荷
送
人
又
は
荷
受
人
の
指
示
に
よ
っ
て

　
　
行
わ
れ
る
積
載
の
方
法
を
い
う
。

（
取
扱
場
所
）

第
三
条
　
放
射
性
輸
送
物
（
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
第
｝
醜
虜
「
号
に
定
め

　
る
」
型
輸
送
物
（
以
下
「
」
型
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
こ
の

　
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

　
は
、
関
係
老
以
外
の
者
が
通
常
立
ち
入
る
場
所
で
積
込
み
、
取
卸
し
等
の
取

　
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
な
わ
張
り
、
標
識
の
設
置
等
の
措
置

　
を
講
じ
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

（
積
載
方
法
等
）

第
四
条
　
放
射
性
輪
送
物
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

　
（
こ
の
条
、
次
条
、
第
八
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
及
び
第
十
八
条
に
お
い
て

　
「
放
射
性
輸
送
物
等
」
と
い
う
。
）
の
積
込
み
叉
は
取
卸
し
は
、
放
射
性
輸

　
厳
物
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
放
射
性
輸
送
物
等
は
、
運
搬
中
に
お
い
て
移
動
、
転
倒
、
転
落
等
に
よ
り

　
放
射
性
輸
送
物
の
安
全
性
が
損
な
わ
れ
な
い
よ
う
に
積
載
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。



3
　
放
射
性
輪
冷
物
等
は
、
関
係
者
以
外
の
者
が
通
常
立
ち
入
る
場
所
に
積
載

　
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
混
載
鰯
限
）

第
五
条
　
表
面
か
ら
の
平
均
熱
放
出
率
が
十
五
ワ
ッ
ト
毎
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超

　
え
る
放
射
性
輸
送
物
等
は
、
熱
を
除
去
す
る
装
置
の
設
澱
そ
の
他
の
特
別
な

　
措
置
を
講
じ
な
い
限
り
他
の
貨
物
と
混
載
し
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
放
射
性
輸
送
物
等
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
岡
　
の
車
両
に
混
載
し
て
は

　
な
ら
な
い
。

　
一
　
火
薬
頽
取
締
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
二
条
第
　

　
　
項
に
規
定
す
る
火
薬
類
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
が
ん
具
煙
火

　
二
　
高
圧
ガ
ス
取
締
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
条
に
規

　
　
定
す
る
高
圧
ガ
ス
（
消
火
器
に
封
入
し
た
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
揮
発
抽
、
ア
ル
コ
ー
ル
、
二
硫
化
炭
素
そ
の
他
の
引
火
性
液
体
で
引
火

　
　
点
が
五
十
度
（
専
用
積
載
の
場
合
に
あ
っ
て
は
、
八
十
二
度
）
以
下
の
も
の

　
四
　
塩
酸
、
硫
酸
、
硝
酸
そ
の
他
の
強
酸
類
で
酸
の
含
有
量
が
体
積
百
分
率

　
　
で
十
パ
…
セ
ン
ト
を
超
え
る
も
の

　
五
　
三
四
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
放
射
性
輸
送
物
の
安
全
な
運
搬
を
損

　
　
な
う
お
そ
れ
の
あ
る
物
質

（
コ
ン
テ
ナ
に
係
る
放
射
線
量
当
董
率
等
）

第
六
条
　
放
射
性
輪
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
線
量
当
量
率
（
核

　
燃
料
物
質
等
の
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
に
関
す
る
規
則
（
昭

　
和
五
十
三
年
総
理
府
令
第
五
士
七
号
。
以
下
「
総
理
府
令
」
と
い
う
。
）
第

　
四
条
第
五
号
に
基
づ
き
科
学
技
術
庁
長
官
の
定
め
る
線
量
当
量
率
を
い
う
。

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

　
以
下
同
じ
。
）
の
最
大
値
（
以
下
「
最
大
線
墨
当
燈
率
」
と
い
う
。
）
は
、
表
面
に

　
お
い
て
ニ
ミ
リ
シ
…
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
ず
、
か
っ
、
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離

　
れ
た
位
置
に
お
い
て
百
マ
イ
ク
ロ
ン
…
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

2
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
の
放
射
性
筒
位
元

　
素
の
放
射
能
面
密
度
は
、
総
理
府
令
第
四
条
第
六
号
に
定
め
る
表
面
密
度
限

　
度
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

（
輸
送
指
数
）

第
七
条
　
輸
送
物
（
総
理
府
令
第
一
条
第
三
号
に
定
め
る
核
燃
料
輸
送
物
（
以

　
下
「
核
燃
料
輸
送
物
し
と
い
う
。
）
及
び
放
射
性
輸
送
物
を
い
う
。
以
下
こ

　
の
条
、
第
九
条
並
び
に
第
十
七
条
第
八
項
及
び
第
九
項
に
お
い
て
岡
じ
。
）

　
及
び
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
輸
送
指
数
を
定

　
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
衷
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
五
マ
イ

　
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
超
え
な
い
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
総
理
府
令
第
八
条

　
に
規
定
す
る
核
分
裂
性
輸
送
物
（
以
下
「
核
分
裂
性
輸
送
物
㎏
と
い
う
。
）

　
の
う
ち
同
条
に
規
定
す
る
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
（
以
下
「
第
二
種
核
分

　
裂
性
輪
送
物
」
と
い
う
。
）
及
び
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
（
以
下
「
第
三

種
核
分
裂
性
輸
送
物
篇
と
い
う
。
）
以
外
の
も
の
並
び
に
こ
れ
ら
の
輸
送
物
の

　
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
値
と
す
る
。

　
一
　
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
輸
送
物
の
表
面
か
ら
　
メ
ー
ト
ル
離
れ
た

　
　
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た

　
　
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値
。
た
だ
し
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三

　
　
種
核
分
裂
性
輸
送
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
値
と
当
該
核
分
裂
性
輸
送
物
の

五
　
七



　
　
放
射
性
嗣
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

　
　
輸
送
制
限
個
数
（
総
理
府
令
第
＋
条
第
一
号
に
定
め
る
輸
送
制
限
個
数
を

　
　
い
う
。
）
で
五
十
を
除
し
て
得
た
値
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
と
す
る
。

　
二
　
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ

　
　
に
収
納
さ
れ
た
輸
送
物
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を
合
計
し
て
得
た
値
。

　
　
た
だ
し
、
第
三
種
核
分
裂
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
あ

　
　
つ
て
は
、
当
該
値
と
五
十
の
う
ち
、
い
ず
れ
か
大
き
い
値
と
す
る
。

3
　
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
種
核
分
裂
性
輸
送
物
及
び
第
三
種
核

　
分
裂
性
輸
送
物
以
外
の
輸
送
物
の
み
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
最
大

　
断
面
積
が
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
専
用
積
載
で
運
搬

　
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
面
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た

　
位
遣
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
を
ミ
リ
シ
…
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た

　
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大

　
断
面
積
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た

　
値
を
も
つ
て
当
該
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

二 五 　 一
十 平 平 平
平 方 方 方
方 メ メ メ

メ i 1 1

i ト ト ト

ト ノレ ノレ ル

ル を を 以
を 超 超 下

闇 え え の

え
、 、 場

、

二 五 合

百 十 平
平 平 方
方 方 メ

メ メ 1

… … ト

ト ト ル
ノレ ノレ 以

以 以 下
下 下 の

の の 場
場 場 合

ム A口 口

十 六 三 一
九

（
標
識
又
は
表
示
）

第
八
条
　
次
の
表
の
上
欄
に
褐
げ
る
放
射
性
輸
送
物
書
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
岡

　
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
標
識
又
は
表
示
を
隅
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
付
し
、

又
は
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

乱
八

一
　
L
型
輸
送
物

「
放
射
性
」
の
文

放
射
性
輸
送

字
の
表
示

物
の
表
面

二
　
　
L
型
輸
送
物
以
外
の
放
射
性

第
一
類
白
標
識

放
射
性
輸
送

輪
送
物
で
あ
っ
て
、
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率
が
五
マ
イ
ク
ロ
ン
…
ベ
ル
ト
毎
時
を
紹
　

（
第
一
号
様
式
）

物
の
表
面
の
二
箇
所

え
な
い
も
の

三
　
放
射
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、

第
二
類
黄
標
識

放
射
性
鞠
送

表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
最

（
第
二
号
様
式
）

物
の
表
面
の

率
が
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
を
紹
帽
え
五
百
マ
イ
ク
ロ
ン

二
箇
所

ー
ベ
ル
ト
毎
時
以
下
で
あ
り
、

か
つ
、
輸
送
指
数
が
一
を
超
え

な
い
も
の

西
　
前
一
主
峯
に
掲
げ
る
放
射
性
輸

第
三
類
黄
標
識

放
射
性
輸
送

送
物
以
外
の
放
射
性
輸
送
物

（
第
三
号
様
式
）

物
の
表
面
の

二
箇
所

五
　
第
　
号
若
し
く
は
第
二
号
に

第
　
類
白
標
識

コ
γ
テ
ナ
の

掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
又
は
こ

（
第
［
号
様
式
）

四
側
面

れ
ら
の
放
射
性
輸
送
物
及
び
核

燃
料
物
質
等
車
両
運
搬
規
則

（
昭
和
五
十
三
年
運
輸
省
令
第

七
十
二
号
。
以
下
「
運
搬
規
則
」

と
い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の



表
第
一
口
豆
看
し
く
は
第
二
号
に

掲
げ
る
核
燃
料
輪
二
物
の
み
が

収
納
さ
れ
て
い
る
コ
γ
テ
ナ

六
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ

第
二
類
黄
標
識

コ
ン
テ
ナ
の

て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
第
一
二
種
核

（
第
二
号
様
式
）

四
側
面

分
裂
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て

い
る
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ

て
、
前
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外

の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
輸
送

指
数
が
一
を
超
え
な
い
も
の

七
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ

第
三
類
黄
標
識

コ
ン
テ
ナ
の

て
い
る
コ
γ
テ
ナ
で
あ
っ
て
、

（
第
三
号
様
式
）

四
側
隠

岐
二
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の

も
の

2
　
放
射
性
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
及
び
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の

　
を
除
く
。
）
又
は
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積

　
載
で
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
「
専
用
積
載
」
の

　
文
字
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

3
　
次
に
掲
げ
る
放
射
性
輸
送
物
に
は
、
そ
の
表
面
の
見
や
す
い
箇
所
に
、
そ

　
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
事
項
を
鮮
明
に
表
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

　
一
　
総
重
量
が
置
旧
キ
μ
グ
ラ
ム
を
超
え
る
放
射
性
輪
慰
物
　
総
重
量

　
二
　
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
二
号
に
定
め
る
A
型
輸
送
物

　
　
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

　
　
「
A
型
」
の
文
字

　
三
　
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
第
一
冷
害
　
工
号
に
定
め
る
B
M
型
輸
送
物

　
　
（
以
下
「
B
M
型
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
及
び
二
号
に
定
め
る
B
U
型
輸

　
　
尋
物
（
以
下
「
B
U
型
輸
送
物
」
と
い
う
。
）
　
　
「
B
型
」
の
文
字

4
　
B
M
型
輸
送
物
及
び
B
U
型
輸
送
物
に
は
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
容
器

　
又
は
包
装
の
耐
火
性
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
最
も
外
側
の
表
面
に
、
耐
火
性

　
及
び
耐
水
性
を
有
す
る
三
葉
マ
ー
ク
（
第
四
号
様
式
）
を
明
確
に
表
示
し
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
放
射
性
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
当
該
コ
γ
テ
ナ
の

　
四
側
面
に
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
第
五
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
積
載
限
度
）

第
九
条
　
放
射
性
輸
送
物
等
を
積
載
す
る
場
合
に
お
い
て
一
の
車
両
に
積
載
す

　
る
輸
送
物
（
コ
γ
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
Q
）
及
び
輸
送
物

　
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
は
、
五
十
を
超
え
て
は

　
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
連
結
さ
れ
た
二
以
上
の
自
動
車
は
、
　
一

　
両
と
み
な
す
。

（
車
両
に
係
る
線
量
当
量
率
）

第
十
条
　
放
射
性
輪
送
物
等
を
童
－
両
に
積
載
し
た
状
態
に
お
け
る
線
量
当
量
率

　
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
値
を
超
え

　
て
は
な
ら
な
い
〇

　
一
　
車
両
の
表
面
（
車
両
が
開
放
型
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ

　
　
の
外
輪
郭
に
接
す
る
垂
画
面
及
び
車
体
の
底
面
）
　
最
大
線
量
当
量
率
が

　
　
ニ
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
九



　
　
　
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

　
二
　
車
両
の
前
面
、
後
面
及
び
両
側
面
（
車
両
が
開
放
型
の
も
の
で
あ
る
場

　
　
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
外
輪
郭
に
接
す
る
垂
直
面
）
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離

　
　
れ
た
位
置
最
大
線
量
当
量
率
が
百
マ
イ
ク
ロ
ン
；
ベ
ル
ト
毎
時

　
三
　
車
両
に
よ
る
運
搬
に
従
事
す
る
者
が
通
常
乗
車
す
る
場
所
　
最
大
線
量

　
　
当
量
率
が
二
十
マ
イ
ク
戸
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時

（
車
両
に
係
る
標
識
）

第
十
｝
条
　
放
射
性
輪
先
物
等
（
L
型
輸
送
物
及
び
L
型
輸
送
物
の
み
が
収
納

　
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
除
く
。
こ
の
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
に
お
い
て
同

　
じ
。
）
を
積
載
し
た
車
－
両
に
は
、
車
両
標
識
（
第
六
号
様
式
）
を
そ
の
両
側

　
面
及
び
後
面
（
鉄
道
、
新
設
軌
道
及
び
索
道
に
あ
っ
て
は
、
両
側
面
に
限
る
。
）

　
の
見
や
す
い
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
開
放
型
の
車
両

　
で
放
射
性
輸
送
物
（
L
型
輸
送
物
を
除
く
。
）
が
収
納
さ
れ
て
い
る
ロ
ン
テ

　
ナ
を
積
載
し
た
も
の
に
あ
っ
て
は
、
第
八
条
第
五
項
の
規
定
に
基
づ
き
当
該

　
コ
ン
テ
ナ
に
付
さ
れ
た
標
識
が
運
搬
中
外
部
か
ら
視
認
で
き
る
と
き
は
、
当

　
該
標
識
を
も
つ
て
こ
れ
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
専
用
積
載
に
よ
り
放
射
性
輪
…
送
物
等
を
運
搬
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
前
項

　
の
車
両
標
識
に
「
専
用
積
載
」
の
文
字
を
表
示
し
た
と
き
は
、
第
八
条
第
二

　
項
又
は
第
十
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
表
示
を
行
う
こ
と
を
要
し
な
い
。

3
　
夜
間
に
お
い
て
は
、
放
射
性
輸
送
物
的
を
運
搬
す
る
併
用
軌
道
、
無
軌
条

　
電
車
、
自
動
車
及
び
軽
車
両
の
前
部
及
び
後
部
（
軽
車
両
に
あ
っ
て
は
、
後

　
部
に
限
る
。
）
の
見
や
す
い
箇
所
に
赤
色
燈
を
付
け
、
そ
れ
を
点
燈
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
連
結
制
限
）

五
二
〇

第
十
二
条
　
放
射
性
輸
送
物
等
を
積
載
し
た
鉄
道
又
は
軌
道
の
車
両
は
、
第
五

　
戸
山
二
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
も
の
（
第
三
号
に
掲
げ
る
も

　
の
に
あ
っ
て
は
、
引
火
点
が
二
十
五
度
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
を
積
載
し

　
た
車
両
と
三
両
以
上
離
し
て
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お

　
い
て
、
ボ
ギ
ー
車
　
両
は
、
二
両
と
み
な
す
。

2
　
放
射
性
輸
送
物
等
を
積
載
し
た
鉄
道
叉
は
軌
道
の
車
両
は
、
放
射
性
輸
送

　
物
等
又
は
運
搬
規
則
第
十
二
条
第
「
項
に
規
定
す
る
核
燃
料
輸
送
甲
子
を
積

　
価
し
た
他
の
車
両
と
一
両
以
上
離
し
て
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
◎

（
取
扱
方
法
等
を
記
載
し
た
書
類
の
携
行
）

第
十
三
条
　
放
射
性
輸
送
物
等
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
放
射
性
輸
送
物
の
種

　
類
、
量
、
取
扱
方
法
そ
の
他
運
巌
に
関
し
留
意
す
べ
き
事
項
及
び
事
故
が
発

　
生
し
た
場
合
の
措
置
に
つ
い
て
記
載
し
た
書
類
を
携
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。（

交
替
運
転
老
等
）

第
十
四
条
　
放
射
性
輸
送
物
等
を
自
動
車
に
よ
り
長
距
離
に
わ
た
り
、
又
は
夜

　
間
に
運
搬
す
る
場
合
で
あ
っ
て
、
運
転
者
が
疲
労
等
に
よ
り
安
全
な
運
転
を

　
継
続
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
は
、
交
替
す
る
た
め
の
運

　
転
者
の
配
置
そ
の
他
当
該
自
動
車
の
安
全
な
運
転
の
確
保
の
た
め
必
要
な
措

　
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
見
張
人
）

第
十
五
条
　
放
射
性
輸
送
物
等
を
積
載
し
た
併
用
軌
道
若
し
く
は
無
軌
条
電
車

　
の
車
両
、
自
動
車
又
は
軽
車
両
を
道
路
そ
の
他
一
般
公
衆
が
当
該
車
両
に
容

　
易
に
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
場
所
に
お
い
て
、
駐
車
（
道
路
交
通
法
（
昭
和



　
三
十
五
年
法
律
第
蕾
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
十
八
号
に
規
定
す
る
濫
車
を

　
い
う
。
）
す
る
場
合
に
は
、
見
張
人
を
配
派
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

　
し
、
コ
γ
テ
ナ
又
は
非
開
放
型
の
車
両
に
施
錠
等
の
措
置
が
な
さ
れ
て
お
り
、

　
そ
の
た
め
醐
係
者
以
外
の
者
が
轟
該
放
射
性
輸
送
物
に
容
易
に
近
づ
け
な
い

　
場
合
を
除
く
。

（
B
M
型
輸
送
物
の
運
搬
に
係
る
措
置
）

第
十
六
条
　
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
M
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ

　
ナ
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
放
射
線
測
定
器
及
び
保
護
具
を
携
行
し
な
け
れ

　
ば
な
ら
な
い
。

2
　
B
M
型
輸
送
物
又
は
B
厳
型
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
運

　
訂
す
る
場
合
に
は
、
放
射
性
同
位
元
素
の
取
扱
い
に
闘
し
専
門
的
知
識
を
有

　
す
る
者
を
同
行
さ
せ
、
当
該
放
射
性
輸
送
物
の
保
安
の
た
め
必
要
な
監
督
を

　
行
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
放
射
性
輸
送
物
と
し
な
い
で
運
搬
で
き
る
空
容
器
等
の
運
搬
）

第
十
七
条
　
施
行
規
則
第
十
八
条
の
八
第
一
号
に
定
め
る
空
容
器
（
以
下
「
空

　
容
器
」
と
い
う
。
）
及
び
同
条
第
二
号
に
定
め
る
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
つ

　
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
放
射
性
汚
染
物
」
と
い
う
。
）
を
放
射
性
輸
送

　
物
と
し
な
い
で
運
搬
す
る
場
合
は
、
次
項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
の
規
定
に
よ

　
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

2
　
汚
染
物
（
総
理
府
令
第
十
二
条
第
二
号
に
定
め
る
核
燃
料
物
質
に
よ
っ
て

　
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
核
燃
料
汚
染
物
」
と
い
う
。
）
及
び
放
射
性
汚
染

　
物
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
、
次
項
及
び
第
七
項
か
ら
第
九
項
ま
で
に
お
い
て

　
固
じ
。
）
及
び
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
輸
送

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

　
指
数
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
量
率

　
一
か
五
マ
イ
ク
p
シ
ー
ベ
ル
ト
』
毎
吐
吋
“
乞
超
え
な
い
汚
染
物
及
び
当
該
汚
洗
物
が

　
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

3
　
前
項
の
輸
送
指
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
さ
れ
る

　
数
値
と
す
る
。

　
｝
　
汚
染
物
に
あ
っ
て
は
、
当
該
汚
染
物
の
区
画
か
ら
一
メ
ー
ト
ル
離
れ
た

　
　
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量
当
芋
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し

　
　
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た
値

　
二
　
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
最
大
断
面
積
が
百
平
方
メ
…

　
　
ト
ル
以
下
の
も
の
に
限
る
。
）
に
あ
っ
て
は
、
当
該
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ

　
　
れ
て
い
る
汚
染
物
に
つ
い
て
前
号
に
よ
る
値
を
合
計
し
て
得
た
値
又
は
当

　
該
コ
ン
テ
ナ
の
表
瀬
か
ら
　
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お
け
る
最
大
線
量

　
　
茎
菜
率
を
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
時
単
位
で
表
し
た
値
に
百
を
乗
じ
て
得
た

　
値
に
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
コ
ン
テ
ナ
の
最
大
断
面
積
に
応
じ
、
そ

　
　
れ
ぞ
れ
、
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
係
数
を
乗
じ
て
得
た
値

一
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
云
口

　

一
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合

三

五
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合

六

二
十
平
方
メ
ー
ト
ル
を
超
え
、
百
平
方
メ
ー
ト
ル
以
下
の
場
合

十
九

4
　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
放
射
性
汚
染
物
又
は
空
容
器
若
し
く
は
放
射
性

　
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
圓
表
の
中
欄
に

　
掲
げ
る
標
識
を
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
箇
所
に
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

五
三



放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

一
　
放
射
性
汚
染
物
で
あ
っ
て
、

第
一
類
白
標
識

放
射
性
汚
染

表
面
に
お
け
る
最
大
線
量
当
篭

（
第
一
号
様
式
）

物
の
表
面
の

率
が
五
マ
イ
ク
p
シ
ー
ベ
ル
ト

二
箇
所

毎
時
を
超
え
な
い
も
の

二
　
放
射
性
汚
染
物
で
あ
っ
て
、

第
二
類
黄
標
識

放
射
性
汚
染

表
面
に
お
け
る
最
大
線
芸
当
鍛
率
が
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
毎
聴
を
超
え
五
百
マ
イ
ク
ロ
ン

（
第
二
号
様
式
）

物
の
表
面
の
二
箇
所

ー
ペ
ル
ト
毎
時
以
下
で
あ
り
、

か
つ
、
三
五
指
数
が
　
を
超
え

な
い
も
の

一二

@
前
二
号
に
掲
げ
る
放
射
性
汚

第
三
丘
疹
標
識

放
射
性
汚
染

染
物
以
外
の
放
射
挫
汚
染
物

（
第
三
号
様
式
）

物
の
表
面
の

二
箇
所

四
　
第
一
号
に
褐
げ
る
放
射
性
汚

第
一
類
自
標
識

コ
ン
テ
ナ
の

染
物
若
し
く
は
空
容
器
又
は
こ

（
第
一
号
様
式
）

四
側
面

れ
ら
の
も
の
及
び
総
理
府
令
第

十
二
条
第
一
号
に
掲
げ
る
空
言

器
若
し
く
は
運
搬
規
則
第
十
八

ん
粂
第
四
罪
損
の
出
衣
第
｝
号
に
嶋
叩
げ

る
核
燃
料
汚
染
物
の
み
が
収
納

さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ

五
　
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ

第
二
孟
夏
標
識

コ
ン
テ
ナ
の

て
い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、

（
第
二
号
様
式
）

四
側
面

前
号
・
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の
も

の
で
あ
り
、
輸
送
指
数
が
　
を

超
え
な
い
も
の

轟ハ

@
封
放
射
M
荘
重
染
物
が
哩
収
納
さ
れ

　
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
で
あ
っ
て
、

　
前
二
号
に
掲
げ
る
も
の
以
外
の

　
も
の

五
認
諾

晶
第
三
類
黄
標
」
識
　
　
　
ン
テ
ナ
の

（
第
三
号
様
式
）
　
四
側
面

5
　
放
射
性
汚
染
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
Q
）
又
は

　
空
容
器
若
し
く
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
を
専
用
積

　
載
で
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
「
専
用
積
載
」
の

　
文
字
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

6
　
空
容
器
又
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
当
該

　
コ
ン
テ
ナ
の
四
側
面
に
コ
ン
テ
ナ
標
識
（
第
五
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば

　
な
ら
な
い
。

7
　
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
に
は
、
汚
染
物
以
外
の
物

　
を
収
納
し
て
は
な
ら
な
い
。

8
　
放
射
性
汚
染
物
又
は
放
射
性
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
（
以

　
下
「
放
射
性
汚
染
物
等
」
と
い
う
。
）
を
積
載
す
る
場
合
に
お
い
て
一
の
車

　
両
に
積
載
す
る
汚
染
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も
の
を
除
く
。
）

　
及
び
汚
染
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の
合
計
又
は
当
該

　
値
と
同
一
の
車
両
に
積
載
す
る
輸
送
物
（
コ
ン
テ
ナ
に
収
納
さ
れ
て
い
る
も

　
の
を
除
く
。
）
及
び
輸
送
物
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
γ
テ
ナ
の
輸
送
指
数
の

　
合
計
は
、
五
十
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
連
結
さ
れ



　
た
二
以
上
の
自
動
車
は
、
　
一
両
と
み
な
す
。

9
　
放
射
性
汚
染
物
思
を
積
載
し
た
鉄
道
又
は
軌
道
の
車
両
は
、
輸
送
物
（
L

　
型
輸
送
物
及
び
総
理
府
令
第
三
条
第
｛
項
第
一
号
に
定
め
る
L
型
輸
送
物
を

　
除
く
。
）
若
し
く
は
汚
染
掛
口
は
こ
れ
ら
の
も
の
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン

　
テ
ナ
を
積
載
し
た
他
の
車
両
と
　
両
以
上
離
し
て
連
結
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

10

@
第
四
条
か
ら
第
六
条
ま
で
及
び
第
十
条
の
規
定
は
、
空
容
器
を
運
搬
す
る

　
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
放
射
性
輸

　
際
物
」
と
あ
る
の
は
「
空
容
器
」
と
、
　
「
放
射
性
輸
送
物
等
」
と
あ
る
の
は

　
「
空
容
器
又
は
空
容
器
が
収
納
さ
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ナ
」
と
読
み
替
え
る
も

　
の
と
す
る
。

11

@
第
一
二
条
か
ら
第
六
条
ま
で
、
第
十
条
、
第
十
一
条
、
第
十
二
条
第
一
項
及

　
び
第
十
三
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
放
射
性
汚
染
物
を
運
搬
す
る

　
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
放
射
性
輸

　
送
物
」
と
あ
る
の
は
「
放
鋤
性
汚
染
物
」
と
、
　
「
放
射
性
輪
…
落
物
等
」
と
あ

　
る
の
は
「
放
射
性
汚
染
物
等
」
と
、
第
十
一
条
第
一
項
中
「
第
八
条
第
五
項
」

　
と
あ
る
の
は
「
第
十
七
条
第
六
項
ご
と
、
第
十
一
条
第
二
項
中
「
第
八
条
第

　
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
十
七
条
第
五
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
特
別
措
置
等
）

第
十
八
条
　
第
六
条
（
前
条
第
十
項
及
び
第
十
～
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

　
を
含
む
。
）
、
第
九
条
、
第
十
条
（
前
条
第
十
項
及
び
第
十
一
項
に
お
い
て

　
準
用
す
る
場
合
を
含
む
Q
）
並
び
に
前
条
第
～
項
及
び
第
八
項
の
規
定
に
従

　
つ
て
運
搬
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
な
場
合
で
あ
っ
て
、
安
全
な
運
搬
を
確

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

　
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い

　
で
運
搬
し
て
も
安
全
上
支
障
が
な
い
旨
の
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
た
と
き

　
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
ら
な
い
で
運
搬
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

2
　
施
行
規
則
第
十
八
条
の
九
の
規
定
に
よ
り
科
学
技
術
庁
長
窟
の
承
認
を
受

　
け
て
放
射
性
飼
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物

　
（
以
下
「
放
射
性
同
位
元
素
等
」
と
い
う
。
）
を
運
搬
し
よ
う
と
す
る
場
合
は
、

　
安
全
な
運
搬
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
じ
、
か
つ
、
安
全
上
支

　
障
が
な
い
旨
の
運
輸
大
臣
の
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
放
射
性
嗣
位
元
素
等
、
放
射
性
輸
送
下
等
又
は
放

　
射
性
汚
染
物
等
を
運
搬
す
る
場
合
に
は
、
専
用
積
載
で
運
澱
し
な
け
れ
ば
な

　
ら
ず
、
ま
た
、
第
八
条
第
｝
項
又
は
第
十
七
条
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら

　
ず
、
そ
れ
ら
の
表
面
の
二
箇
所
（
コ
ン
テ
ナ
に
あ
っ
て
は
、
四
側
面
）
に
第

　
三
類
黄
標
識
（
第
一
二
号
様
式
）
を
付
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

4
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
標
識
に
は
、
　
「
専
用
積
載
」
の
文
字
を
表
示
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
運
搬
の
安
全
の
確
認
）

第
＋
九
条
　
放
射
性
嗣
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

　
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
九
号
）
第
十
七
条
の
放
射
線
障

　
害
の
防
止
の
た
め
の
措
置
が
特
に
必
要
な
放
射
性
岡
位
元
素
又
は
放
射
性
國

　
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
と
し
て
運
輸
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
B

　
M
型
輸
送
物
又
は
B
U
型
輸
送
物
と
し
て
運
搬
さ
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
等

　
と
す
る
。

第
二
十
条
　
善
悪
十
八
条
の
追
尋
二
項
の
運
輸
大
臣
の
確
認
（
以
下
「
運
搬
の

豊
三



放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則

　
安
全
の
確
認
」
と
い
う
。
）
を
受
け
よ
う
と
す
る
老
は
、
運
搬
前
に
、
運
撮

　
に
関
す
る
計
画
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

第
二
十
一
条
　
運
輸
大
臣
は
、
運
搬
の
安
全
の
確
認
を
し
た
と
き
は
、
確
認
証

　
を
交
付
す
る
も
の
と
す
る
Q

（
報
告
微
収
）

第
二
十
二
条
　
使
用
者
、
販
売
業
者
及
び
廃
棄
業
者
並
び
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら

　
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
（
以
下
「
使
用
者
等
」
と
い
う
。
）
は
、
法
第
三
十

　
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
運
輸
大
臣
に
届
出
を
行
う
場
合
を
除
き
、
放
射

　
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
に
関
し
人
の
障
害
（
放
射
線
障
害
以
外
の
障
害
で
あ

　
つ
て
軽
微
な
も
の
を
除
く
。
）
が
発
生
し
、
若
し
く
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が

　
あ
る
と
き
又
は
放
射
性
岡
位
元
素
等
が
紛
失
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
直
ち

　
に
、
そ
の
状
況
及
び
そ
れ
に
対
す
る
処
置
を
十
日
以
内
に
運
輸
大
臣
に
報
告

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
0

2
　
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
運
輸
大
臣
は
、
法
第
十
八
条
の
二
第
一

　
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
目
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
で
、
使
用
者
等
に

　
対
し
、
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
状
況
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
報
告

　
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
重
　
　
　
当

　
　
　
匪
　
　
β
汽

（
施
行
期
日
）

1
　
こ
の
省
令
は
、
昭
和
五
十
三
年
一
月
　
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

2
　
核
燃
料
物
質
以
外
の
放
射
性
物
質
等
が
容
器
に
収
納
さ
れ
、
又
は
包
装
さ

　
れ
て
い
る
放
射
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
放
射
性

黒
黒

物
質
等
車
両
運
搬
規
則
（
以
下
「
新
規
則
」
と
い
う
。
）
第
四
条
か
ら
第
七

　
条
ま
で
に
規
定
す
る
技
術
上
の
基
準
に
適
合
し
な
い
も
の
に
係
る
放
射
性
輸

　
懸
物
と
し
て
の
技
術
上
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
か
か
わ
ら

　
ず
、
こ
の
省
令
の
施
行
の
鶏
か
ら
昭
和
五
十
三
年
十
月
三
十
　
日
ま
で
の
間

　
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

3
　
放
射
性
輸
送
物
で
あ
っ
て
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
従
前
の
放
射
性
輸
送
物

　
と
し
て
の
技
術
上
の
基
準
の
例
に
よ
る
こ
と
と
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
昭

　
和
五
十
三
年
十
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
新
規
則
第
八
条
の
規
定
は
適
用

　
し
な
い
。

4
　
こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
運
搬
さ
れ
て
い
る
放
射
性
物
質
等
に
つ
い
て

　
は
、
当
該
運
搬
が
終
了
す
る
ま
で
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

　
　
　
附
　
則
（
略
）

　
　
　
寸
　
　
　
U

　
　
　
研
　
　
§
ハ

（
施
行
期
日
）

第
【
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
元
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）

　
か
ら
施
行
す
る
。

（
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
の
　
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
五
条
　
第
八
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規

　
則
の
規
定
は
、
施
行
日
以
後
に
開
始
さ
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
に

　
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
に
照
日
さ
れ
る
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
に
っ

　
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。



第一号様式（第八条、第十七条関係）

第一類白標識

　
　
＼

　
卍

　
㌔

。8

^
＼

ヤ
／
＼

畠㊥睡

魔
誉
． 螺

／

薪
晶

　
7
・
　
　
　
ク
唾
U

　
C
　
　
…
べ
㏄
…

射
◎
A
、
B
目

　
舞
　
　
…
能
胃

　
O
物
四
，
顕
職

　
　
　
バ
タ
ヨ

轟
納
㎜
掌

　
　
収
C

　　　　　　　　　、塾

＼・グ

／
／

　》、

／

怒蕪強腱趨lR懸勘轡魑鰯憩翼認

注　1　三葉マークは、第四号様式によるものとする。

　　2　収納物及び放射能の欄には、それぞれ、収納され、又は包装

　　　されている放射性同位元素等の名称及び放射能を記入すること。

　　3　放射能は、ベクレル単位で表すこと。

　　4　本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の英語の部

　　　分を削ることができる。

　　5　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　　分 色　　　彩

上半部の地 白

三葉マーク 黒

下半部の地 白

文　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区　分　線 黒

屠贈



鎮蕪蓑置渥｝尺蘇雛醤麓戦牽環蔽

第二号様式（第八条、第十七条関係）

第二類黄標識

＼・”・答

　・宝、㌧申

　　　＼

論㊥禽

畠

＼
　　　　　！0
　　　　　挫，
　　　　　　y
　　　　　　　＼　　　　　　　／

燕・識α磯1／／
CON？ENTS．，，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／／

　旗　0｝鹿　．　kク’レ』｝ジ　　　　 ／

　ACTlvlTY　　　　　BεCQUERεLS　　　　　　　　／

　輸　送　指　数
TRANSPOR↑峯NDεX

＼．グ

／

㍗

潮iく

注　1　三葉マークは、第四号様式によるものとする。

　　2　収納物、放窮能及び輸送指数の欄には、それぞれ、収納され、

　　　又は包裏されている放射性嗣位元素等の名称、放射能及び輸送

　　　指数を記入すること。

　　3　放射能は、ベクレル単位で表すことQ

　　4　本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の英語の部

　　　分を削ることができるQ

　　5　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　　分 色　　　彩

上半部の地 黄

三葉マーク 黒

下半部の地 白

文　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区　分　線 黒



第三号様式（第八条、第十七条、第十八条関係）

第三類黄標識

＼．・ら

　　亭，

／

添善華匝趨IR蘇日掛魑塑蘂環置

注　1　三葉マークは、第四号様式によるものとする。

　　2　収納物、放射能及び輸送借数の欄には、それぞれ、収納され、

　　　叉は包装されている放射性隅位元素等の名称、放射能及び輸送

　　　指数を記入すること。

　　3　放射能は、ベクレル単位で濁すこと。

　　4　本邦内のみを運搬されるものにあっては、標識中の英語の部

　　　分を削ることができる。

　　5　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　　分 色　　　彩

上半部の地 黄

三葉マーク
’レ、、

下半部の地 白

文　字 黒

斜線を施した部分 赤

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

区　分　線 黒

唄1即



　　　灘蕪封匠趨尺懸榊醤陰鍛蘂緊蛋

第四号様式（第八条関係）

三葉マーク

◎
＼／60．

恥

10Z
　　　　　　覧

　　　　2．乙

　
。
＼
⊥

o
o
緊
翻

注1Zは、0．2センチメートル以上とする。

　　2　色彩は黒とするQ

蹴く



第五号様式（第八条、第十七条関係）

コンテナ標識

＼

＼・’で

／衰

幽㊥血

畠

放　　射　　性
駐Aゆ1◎ACτ錘V匿

＼／／

麺姦蓑匝遡1尺懸垂轡壇鐡螢黙鐡

　、
“

／

注　1　三葉マークは、第四号様式によるものとする。

　　2　君は、0．5センチメートル以上とするQ

　　3　本邦内のみを運搬されるものにあっては、櫟識中の英語の部

　　分を醜ることができる。

　　4　色彩は、次表によるものとする。

部　　　　　分 色　　　彩

地 白

三葉マーク 黒

文　字 黒

ふちの部分 白

ふちの内側の線 黒

胴嘱



鞘謀…観痙週iR線鞭灘随曜攣鰯ヨ
劇0

第六号様式（第十一条関係）

車両標識

＼

＼
役

＼

♂

　
＼

・
、

へ

幽㊥禽

細

氷　　射　　性

　この車両に
近づかないこと

＼

＼

「
＼
㌦

＼　　／

／
／「

　／／
／

／
し

／
／

，／

／
／

1
2
3

澄 三葉マークは、第四号様式によるものとする。

君は、0．5センチメートル以上とするQ

色彩は、次表によるものとするQ

部　　　　　分 色　　　彩

地 白

三葉マーク 黒

文　字 黒

ふちの部分 白

　ふちの内側の線
o

黒



○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
係
る
指
定
運
搬

　
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
繍
鯉
緯
鉄
舞
」
押
図
画
〕

疏
隔
終
改
「
正
　
　
昭
【
和
⊥
ハ
一
卸
や
一
　
　
門
月
一
一
　
一
日
運
輪
…
小
醤
A
署
一
一
一
七
岡
万

（
用
語
）

第
【
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
使
用
す
る
用
語
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ

　
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七

　
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
使
饗
す
る
用
語
の
例
に
よ
る
。

（
指
定
の
区
分
）

第
二
条
　
法
第
四
十
一
条
の
十
一
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
…
定
運
搬
方
法
確
認

　
機
関
の
指
定
は
、
次
の
区
分
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
Q

　
　
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行

　
　
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と

　
　
い
う
Q
）
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
B
M
型
輸
送
物
の
運

　
　
搬
に
係
る
確
認

　
二
　
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
第
一
項
第
三
号
に
定
め
る
B
U
型
輸
送
物
の

　
　
運
搬
に
係
る
確
認

（
運
搬
方
法
確
論
㎜
の
範
囲
）

第
三
条
　
法
第
四
十
一
条
の
十
…
第
一
項
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
確
認
は
、
承

　
認
容
器
に
よ
る
運
搬
（
鼻
輪
大
面
が
あ
ら
か
じ
め
承
認
し
た
積
載
方
法
に
よ

　
る
も
の
に
限
る
Q
）
に
係
る
確
認
と
す
る
。

指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

（
指
定
の
申
請
）

第
四
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
の
指
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に

　
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。

　
一
　
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

　
二
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
行
う
事
務
瓶
の
名
称
及
び
所
在
地

　
三
　
行
お
う
と
す
る
運
搬
方
法
確
認
の
区
分

　
四
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
開
始
し
よ
う
と
す
る
年
月
田

2
　
前
項
の
申
請
書
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
一
　
定
款
又
は
寄
附
行
為
及
び
登
記
簿
の
抄
本

　
二
　
申
講
の
臼
の
属
す
る
事
業
年
度
の
直
前
の
事
業
年
度
に
お
け
る
財
産
霞

　
　
録
及
び
貸
借
対
照
表

　
三
　
申
請
の
痢
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
に
お
け
る
事
業
計
函

　
　
及
び
収
支
予
算
書

　
四
　
次
の
事
項
を
記
載
し
た
書
面

　
　
イ
　
役
員
の
氏
名
及
び
略
歴

　
　
ロ
　
連
搬
方
法
確
認
の
業
務
に
用
い
る
主
要
な
機
器
（
以
下
「
運
搬
方
法

　
　
　
確
認
用
機
器
」
と
い
う
。
）
の
種
類
及
び
数

　
　
ハ
　
運
搬
方
法
確
認
員
に
選
任
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
及
び
略
歴

　
　
二
　
主
任
連
搬
方
法
確
認
貴
（
運
搬
方
法
確
認
の
実
施
を
統
括
す
る
運
搬

　
　
　
方
法
確
認
員
を
い
う
Q
）
と
な
る
べ
き
者
の
氏
名

　
　
ホ
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
場
合
に
あ
っ
て

　
　
　
は
、
そ
の
業
務
の
種
類
及
び
概
要

．鷺



指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

（
指
定
の
基
準
）

第
五
条
　
法
難
四
十
一
条
の
十
一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
駐
留
三
十
九
条

　
第
四
項
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
基
準
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　
　
　
昆
法
（
明
治
二
十
九
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
三
十
四
条
の
規
定
に
よ

　
　
り
設
立
さ
れ
た
法
人
で
あ
っ
て
、
そ
の
役
員
又
は
社
員
の
構
成
が
運
搬
方

　
　
法
確
認
の
公
正
な
実
施
に
支
障
を
及
ぼ
す
お
そ
れ
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ

　
　
と
。

　
二
　
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
主
任
運
搬
方
法
確
認
員
が
置
か
れ
る
こ
と
G

　
　
イ
　
第
一
種
放
射
線
取
扱
主
任
者
免
状
を
有
す
る
者
で
、
畿
該
免
状
を
取

　
　
　
得
し
た
後
二
年
以
上
放
射
線
管
理
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る

　
　
　
も
の

　
　
口
　
学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
に
よ
る
大
学

　
　
　
（
旧
大
学
令
（
大
正
七
年
勅
令
第
三
百
八
十
八
号
）
に
よ
る
大
学
を
含

　
　
　
む
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
高
等
専
門
学
校
（
旧
専
門
学
校
令
（
開
治
三

　
　
　
十
六
年
勅
令
第
六
十
一
号
）
に
よ
る
専
門
学
校
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）

　
　
　
に
お
い
て
理
科
系
統
の
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の

　
　
　
後
十
年
以
上
放
射
線
管
理
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

　
　
ハ
　
運
搬
方
法
確
認
員
の
業
務
に
五
年
以
上
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
者

　
　
こ
　
そ
の
他
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験

　
　
　
を
有
す
る
者

　
三
　
運
搬
方
法
確
認
員
の
数
が
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要

　
　
な
数
以
上
で
あ
る
こ
と
。

　
四
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
行
う
た
め
に
必
要
な
種
類
及
び
数
の
運
搬
方

五
三
二

　
　
法
確
認
用
機
器
が
あ
る
こ
と
。

　
五
　
放
射
性
岡
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
の

　
　
車
両
に
よ
る
運
搬
（
運
搬
す
る
物
に
つ
い
て
の
措
置
を
除
く
Q
）
の
調
査

　
　
研
究
等
を
行
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
六
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
的
確
か
つ
円
滑
に
行
う
た
め
に
必
要
な
経
理

　
　
的
基
礎
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
Q

　
七
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
以
外
の
業
務
を
行
っ
て
い
る
と
き
は
、
当
該
業

　
　
務
を
行
う
こ
と
に
よ
り
運
搬
方
法
確
認
が
不
公
正
に
な
る
お
そ
れ
の
な
い

　
　
も
の
で
あ
る
こ
と
。

　
八
　
そ
の
指
定
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
運
搬
方
法
確
認
の
的
確
か
つ
円
滑

　
　
な
実
施
を
陥
害
す
る
こ
と
と
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
Q

（
名
称
等
の
変
｝
更
等
の
届
出
）

第
六
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
そ
の
名
称
若
し
く
は
住
所
又
は
運
搬

　
方
法
確
認
の
業
務
を
行
う
事
務
所
の
名
称
若
し
く
は
所
在
地
を
変
更
し
よ
う

　
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
運

　
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項

　
二
　
変
更
し
よ
う
と
す
る
年
月
艮

　
一
二
　
変
士
史
の
理
由

2
　
指
定
連
搬
万
法
確
認
機
関
は
、
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
行
う
事
務
所
を

　
新
設
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
次
に
掲
げ
る
事

　
項
を
記
載
し
た
届
出
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
新
設
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
事
務
所
の
名
称
及
び
所
在
地



二
新
設
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
事
務
所
に
お
い
て
運
搬
方
法
確
認

　
　
の
業
務
を
開
始
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
年
月
日

　
三
　
新
…
設
又
は
廃
止
の
理
・
田

（
運
搬
⊥
力
法
確
勤
認
㎝
貝
の
資
格
…
）

第
七
条
　
法
第
四
十
　
条
の
十
　
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
条
第

　
二
項
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
資
格
を
有
す
る
者
は
、
次
の
各
号
の
一
に
該
当

　
す
る
者
と
す
る
。

　
一
　
第
一
種
放
射
線
取
扱
主
任
者
免
状
を
有
す
る
者

　
二
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
大
学
又
は
高
等
奪
門
学
校
に
お
い
て
理
科
系
統
の

　
　
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
二
年
以
上
放
射
線
管
理

　
　
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

　
三
　
学
校
教
育
法
に
よ
る
高
等
学
校
（
旧
中
等
学
校
令
（
昭
和
十
八
年
勅
令

　
　
第
一
二
十
六
号
）
に
よ
る
実
業
学
校
を
含
む
。
以
下
岡
じ
。
）
に
お
い
て
理

　
　
科
系
統
の
正
規
の
課
程
を
修
め
て
卒
業
し
た
者
で
、
そ
の
後
五
年
以
上
放

　
　
射
線
管
理
の
実
務
に
従
事
し
た
経
験
を
有
す
る
も
の

　
四
　
そ
の
他
前
三
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上
の
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る

　
　
者

（
業
務
規
定
の
蜘
認
可
の
由
埋
爾
）

第
八
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
零
落
四
十
一
条
の
十
一
第
三
項
に
お

　
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
業
務
規
定
の
認

　
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し
た
申
請
書
に
当
該
業
務

　
規
定
を
添
え
て
、
泣
輪
大
目
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
九
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
一
条
の
十
卑
下
三
項
に
お

指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

　
い
て
垂
絹
す
る
法
第
四
十
一
条
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
業
務
規
定
の
変

　
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ
う
と
す
る
事
項
、
変
更

　
し
ょ
う
と
す
る
年
月
日
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
運
輸
大
臣

　
に
提
鼠
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
規
定
で
定
め
る
べ
き
事
項
）

第
十
条
　
法
要
四
十
一
条
の
十
一
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条

　
第
二
項
の
運
輸
省
令
で
定
め
る
業
務
規
定
で
定
め
る
べ
き
事
項
は
、
次
の
と

　
お
り
と
す
る
。

一
　
運
搬
方
法
確
認
の
方
法
に
質
す
る
事
項

二
　
手
数
料
等
の
額
及
び
そ
の
収
納
の
方
法
に
関
す
る
事
項

三
　
運
搬
方
法
確
認
員
の
選
任
及
び
解
任
並
び
に
そ
の
配
置
に
関
す
る
事
項

四
　
運
搬
方
法
確
認
に
関
す
る
帳
簿
及
び
書
類
の
保
存
に
関
す
る
事
項

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
に
関
し
必
要

　
な
事
項

（
業
務
の
休
廃
止
の
許
可
の
申
請
）

第
十
一
粂
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
四
や
一
条
の
十
一
第
三
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
運
搬
方
法
確
認
の
業

　
務
の
全
部
又
は
皿
部
の
休
止
若
し
く
は
廃
止
の
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と

　
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け

　
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ
う
と
す
る
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
の
範
圏

　
二
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
の
全
都
又
は
［
部
を
休
止
し
．
又
は
廃
止
し
よ

　
　
う
と
す
る
年
月
日

五
量



　
　
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

　
三
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
体
止
し
よ
う
と
す
る
場
合

　
　
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
期
間

　
四
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
の
全
部
又
は
　
翻
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
し
よ

　
　
う
と
す
る
理
由

（
事
業
芸
体
等
の
認
可
の
申
請
）

第
十
二
条
　
指
旧
定
測
避
搬
方
法
確
認
機
閲
四
は
、
法
籠
｝
四
十
一
条
の
十
上
筋
弟
三
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
三
第
一
項
前
段
の
規
定
に
よ
り
事
業
計

　
画
及
び
収
支
予
算
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
旨
を
記
載
し

　
た
申
請
書
に
当
該
事
業
計
画
及
び
収
支
予
算
を
添
え
て
、
運
輸
大
匪
に
提
嶺

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
三
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
一
条
の
十
一
第
三
項
に

　
お
い
て
準
絹
す
る
法
第
四
十
一
条
の
三
第
一
項
後
段
の
規
定
に
よ
り
事
業
計

　
画
又
は
紋
支
予
算
の
変
更
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
変
更
し
よ

　
う
と
す
る
察
項
及
び
変
更
の
理
由
を
記
載
し
た
申
請
書
を
運
輸
大
翫
に
提
出

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

（
運
搬
方
法
凹
い
認
員
の
選
任
の
劉
隠
可
の
由
叢
網
）

第
十
四
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
法
第
四
十
｝
条
の
十
一
第
…
二
項
に

　
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
｝
条
の
落
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
運
搬
方
法
確

　
認
員
の
選
任
の
認
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
運
搬
方
法
確
認
員
に
選

　
任
し
よ
う
と
す
る
者
の
氏
名
、
生
年
月
日
及
び
履
歴
を
記
載
し
た
申
請
書
を

　
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
帳
簿
）

第
十
五
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
運
搬
方
法
確
認
を
行
っ
た
と
き
は
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
帳
簿
に
記
載
し
、
こ
れ
を
記
載
の
日
か
ら
十
年
間
保
存

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
運
搬
方
法
確
認
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二
　
運
搬
方
法
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位

　
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
放
射
性
同
位
元
素
等
」
と
い
う
。
）

　
の
種
類
及
び
数
鍛

三
　
放
射
性
輸
送
物
（
施
行
規
則
第
十
八
条
の
三
第
一
項
に
定
め
る
放
射
性

　
輸
送
物
を
い
う
。
）
の
種
類
及
び
承
認
容
器
の
番
号

九　　八　　七　　六　　五　　四

繭
弟
一
二
条
の
運
輪
…
大
臣
の
承
認
の
番
呂
写

運
搬
方
法
確
認
を
行
っ
た
年
月
臼

運
搬
方
法
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
連
搬
の
経
路
及
び
年
月
日

運
搬
方
法
確
認
を
実
施
し
た
運
搬
方
法
確
認
員
の
氏
名

運
搬
方
法
下
心
舳
の
志
万
法

そ
の
他
運
搬
方
法
確
認
に
関
し
必
要
な
事
項

（
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
の
引
継
ぎ
等
）

第
十
六
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
輪
唱
機
関
…
は
、
法
緋
弟
四
十
・
｝
条
の
十
一
晶
第
一
二
項
ハ
に

　
お
い
て
準
用
す
る
法
第
四
十
一
条
の
八
第
三
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
次

　
に
掲
げ
る
事
項
を
実
施
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
運
搬
方
法
確
認
の
業
務
を
運
輸
大
疑
に
引
き
継
ぐ
こ
と
。

　
二
　
運
搬
方
法
確
認
に
目
す
る
帳
簿
及
び
書
類
を
運
輸
大
臣
に
引
き
継
ぐ
こ

　
　
と
。

　
三
　
そ
の
他
運
輸
大
距
が
必
要
と
認
め
る
事
項

（
報
告
）



第
十
七
条
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
蘭
は
、
運
搬
方
法
確
認
を
行
っ
た
と
き
は
、

　
妾
該
運
搬
方
法
確
認
を
行
っ
た
月
の
翌
月
末
臼
ま
で
に
、
次
の
事
項
を
記
載

　
し
た
報
告
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
　
運
搬
方
法
確
認
を
受
け
た
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

　
二
　
運
搬
方
法
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
放
射
性
岡
位
元
素
等
の
種
類
及
び
数

　
　
量

　
三
　
放
射
性
輸
送
物
の
種
類
及
び
承
認
容
器
の
番
号

　
四
　
第
三
条
の
運
輸
大
臣
の
承
認
の
番
号

　
五
　
運
搬
方
法
確
認
を
行
っ
た
年
月
日

　
六
　
運
搬
方
法
確
認
の
対
象
と
な
っ
た
運
搬
の
経
路
及
び
年
月
日

2
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
主
任
運
搬
方
法
確
認
員
を
選
任
し
た
と
き

　
は
、
遅
滞
な
く
、
選
任
し
た
主
任
運
搬
方
法
確
認
員
の
氏
名
及
び
履
歴
を
記

　
載
し
た
報
告
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
は
、
運
搬
方
法
確
認
員
を
解
任
し
た
と
き
は
、

　
遅
滞
な
く
、
解
任
し
た
運
搬
方
法
確
認
員
の
氏
名
及
び
解
任
の
理
－
田
を
記
載

　
し
た
報
告
書
を
運
輸
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

4
　
前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
運
輸
大
隠
は
、
法
の
施
行
に
必
要
な

　
限
度
で
、
指
定
運
澱
方
法
確
認
機
関
か
ら
報
告
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
立
入
検
査
を
す
る
職
員
の
証
明
書
）

第
十
八
条
　
法
第
四
十
三
条
の
三
第
　
項
の
規
定
に
よ
り
立
人
検
査
を
行
う
職

　
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
は
、
別
記
様
式
の
と
お
り
と
す

　
る
Q

　
　
　
附
　
則

　
こ
の
省
令
は
、
放
射
性
円
坐
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
比
に
関
す
る

法
律
の
｝
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行

の
日
（
昭
和
五
十
六
年
五
月
十
八
日
越
か
ら
施
行
す
る
。

指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令



指
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
に
関
す
る
省
令

蓋
六

1表｝別記様式（第十八条関係）

号番

放射性同位元素等による放射線障筈の防止に

関する法律の規定によワ捲定運搬方法躍認畿

関に対する立入検査を行う職艮の身分護明書

発　行
隈り有効

日
　
日

月
月
臣

　
　
　
大

年
年
輸

　
　
　
運

官職
氏名

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　糟　　　曹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　匿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　騨　　　皿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　脚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　「　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　－　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　．　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　一　　　　　　　　　　　　　　醒　　　　　一　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　一　　　■　　　　　　　　　　幽　　　．　　　　一　　　　　　　　　■　　　　冒　　　　　　　　一　　　　匿　　　　　　　■　　　　一　　　　　　匿　　　　一　　　　　一　　　　　　■　　　　　　　　冒　　　曽　　　曹　幣　　　　儲
R　　”一

六
・
丘
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ー
i
－
1
六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

八・五セノチメートル

f

一

（裏）

　
　
放
無
W
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
尉

　
　
線
障
審
の
防
距
に
関
す
る
法
律
抜

　
　
す
い

第
四
十
三
条
の
二

2
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を

　
行
う
職
貴
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証

　
明
書
を
携
帯
し
、
か
つ
、
関
係
老
の

　
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示

　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3
　
第
｝
項
に
規
定
す
る
権
限
は
、
犯

　
異
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の

　
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
四
十
一
二
条
の
一
二
　
科
学
技
術
庁
長
露

　
又
は
W
理
輸
大
臆
は
、
こ
の
法
津
の
碗

　
行
に
必
要
な
限
度
で
、
そ
の
職
員
に
、

　
振
定
機
構
確
認
機
関
、
指
定
検
査
機

　
闘
、
指
定
運
搬
物
確
認
機
関
、
猶
定

　
運
搬
方
法
確
認
機
関
、
詣
定
試
験
機

　
関
又
は
指
定
講
習
機
関
（
科
学
技
術

　
庁
長
官
に
あ
っ
て
は
指
定
運
搬
方
法

　
確
認
機
関
以
外
の
機
関
、
運
輪
大
舞

　
に
あ
っ
て
は
指
定
運
搬
方
法
確
認
機

　
関
）
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
当
該

　
機
関
の
幡
簿
、
撮
類
そ
の
他
必
要
な

　
物
件
を
検
査
さ
せ
、
又
は
関
係
者
に

　
質
鋤
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
前
条
築
二
項
及
び
第
ゴ
一
項
の
規
定

　
ま
　
前
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査

　
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　髄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　匿　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　n　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「　　　辱　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　卿　　　，　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　“　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　偏　　卿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　開　　嘗　　暫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　醜　　　常　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　曹　　　曽　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　冒　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　　一　　　一　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　鵬　　　一　　　　　　　　　　　皿　　　曽　　　　　　　　　　　一　　噛　　　　　　　　　■　　　　　　　　　　　　　　■　　　　一　　　　　　　一　　　　　一　　　　　　－　　　一　　　　　一　　　　一　　　　一　　　　　　一　　　一　　　　　一　一　　　　　一一

第
ん
十
六
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当

　
す
る
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し

　
た
指
定
機
構
確
認
機
関
、
指
定
検
査

　
機
関
、
指
症
運
搬
物
躍
認
機
関
、
指

　
定
運
搬
方
法
確
認
機
関
、
撮
定
試
験

　
機
関
又
は
指
定
講
習
H
機
関
凹
の
役
酷
ハ
又

　
は
職
貫
は
、
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

　
処
す
る
。

　
四
　
第
四
十
三
条
の
三
第
｝
項
の
規

　
　
定
に
よ
る
立
入
り
着
し
く
は
検
査

　
　
を
推
み
、
妨
げ
、
著
し
く
は
忌
避

　
　
し
、
又
は
質
問
に
対
し
て
陳
述
を

　
　
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を

　
　
し
た
と
き
。

一
六
・
五
山
γ
チ
メ
ー
ト
ル
ー
辱
一
I
l
六
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル

ー
八・五センチメートル



放
射
性
嗣
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
剛
等
の
制
定
等
に
つ
い
て
（
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
一
そ
の
一
）

藝
毛

○運輸省鉄道監督局長、自動薫局長通達（その1）

殿

　　　鉄保第　155号
　　　鉄運脚　162号
　　　自車立1255号

耳β和53年12月281ヨ

運輸省鉄道監督局長

運輸省自動車局長

核燃料物質等車両運搬規則、放射性岡位元素等車両

運搬規則等の制定等について（依命既達）

　先般の1原子力基本法等の一部を改正する法律」（昭和53年法律第86号）により

「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律」（昭和32年法律第166

号。以下「原子炉等規制法」という。）が改正され、核燃料物質等の車両による運搬に

ついても、その規制体系が変更されました。その主な改正点は、下記1のとおりですQ

　今般、この改正を受けて、核燃料物質等の車両による運搬に関する規制基準を定める

1核燃料物質等車両運搬規則」（昭和53年運輸省令第72号）が新たに制定され、従来

の「放射性物質等車両運搬規則」（昭和52年運輸省令第33号）及び「放射性物質等

車両運搬規則の細艮を定める告示」（昭和52年運輸省告示第586号）は、それぞれ、

一部改正により放射性同位元素等の車両による運搬に関する規制基準を定める「放射性

團位元素等車両運搬規劉」及び「放射性同位元素等車而運搬規劉の細目を定める告示」

とされたので通知します。

　これらの省令及び釜示は昭和54年1月4田から施行されますが、その施行に当たっ

ては下記2のとおり取扱うこととするので、この旨関係老に周知徹底方お願いします。

また、これらの省令の主な条項の解釈、その他実施細目は別途通知します。

　なお、これらの省令及び告示の制定等に関連して別紙のとおり関係法令の捌定等が行

われているので念のため昂し添えます。

　また、「放射性物質等車両運搬規則に仙・て（依命通達）」　（昭和46年11月8日付



け鉄保第61号、鉄違第186号、自車第601号）、　1放射性物質等車両運搬規則等

の捌定等について（依命逓達）」（昭和52年工2月22撲付け鉄保第ユ34号、鉄運

第95号、自重第1265号）及び1放射性物質等車両運搬規剴について（依命通達）」

（昭和52年ユ2月22日付け鉄保第135号、鉄連籏96号、日車第1266号）は、

貼和54年1月4日限り廃Iしします。

己

1．原子炉等規制法の主な教正点

　（1＞核燃料物質によって汚染された物が新たに規制苅象に加わったこと。

　（2）鱈場又は事業所の外における核燃料物質等の運搬については、運搬主体の如何に

　　かかわらず、輪送物は科学技術庁長官の定める技術ノ蚕彗準に、輸送方法は運輸大臣の

　　定める技術基準によることとされたこと。（．1二場又は’詩業所の内における運搬にっ

　　いては、当該事業所の所管大臣の定める妓術基準によるQ）

　（3）科学技術庁長上又は運輸大臣の定める核燃料物質等を運搬しようとする場合には、

　　その輸送物又は輸送方法が技術基準に適合していることについて、それぞれ、科学

　　技術庁長官叉は運輸大臣1の確認が必要とされたこと。

　（4）運輸大王についても、原子炉設置者、加．E事業者等の原子力閾係雰業着に対し、

　　報告の徴収及び事業所への立入検査ができることとされたことQ

2．運搬の安全の確認等

　（1）原子炉等規鯖法第59条の2第2項に規定する運輸大臣の確認

　　　核燃料物質等車両運搬規則第20条に規定する核燃料物質等の車両による運搬に

　　ついては、　「原予力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等

　　に関する政令」（昭和53年政令第396．号）の附則第5条の規定により昭和54

　年3月5日以後に開始されるものについて、追って定めるところにより事前に確認

　　申請を行うことQ

②　一定の輸送物の運搬に係る膣出

　　　核燃料物質等車両運搬規則及び放射性同位尤素等車両運搬規羅の実効を図るため、

　　核燃料物質等車輪運搬規則第9条第3項に規定するBM型輸送物若しくはBU型輸

　　送物若しくは同規則第8条第1項に規定する第3種核分裂性輸送物を車碕により運

　搬する場合（昭和54年3月5日以後運輸大臣の運搬の安全の確認を受ける場合を

　除くQ）又は放射性同位元素等車両運搬規興第3条に規定するBM型輸送物若しくは

　　BU型輸送物を車両により運搬する場合には、従来どおり、追って定めるところに

　　よりその旨を事前に届出すること。

放
射
島
位
元
素
篭
両
運
搬
規
則
等
の
制
奪
ξ
い
て
（
讐
過
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
f
そ
の
一
）

套
　
八



放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
羅
等
の
制
定
等
に
つ
い
て
（
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
…
そ
の
…
）

別　紙

1，漂子力基本法等の一部を改正する法律の施行に伴う闘係政令の整備等に髄する政令

　（昭和53年12月22日政令第396号）

2．核燃料物質の事業所外運搬に係る危険時における措置に関する規員ll（昭和53年

　！2月28日運輸省令第68号）

3．核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の規定に基づく立入検査を

　する職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める省令（昭和53年12月28臼

　運輸省令第69号）

4．　自動車運送事業等運輸規則及び道路運送車両の保安基準の一部を改正する雀令（昭

　和53年12月28日運輸省令第74号）

5．核燃料物質等の工場父は事業醒の外における運搬に関する規則（昭和53年12月

　28観総理府令第57号）

6，核燃料物質等の工場叉は事業所の外における連搬に衡する技術上の基準に係る細目

　等を定める告示（昭和53年玉2月、28馨科学技術庁告示簾1玉号）

7，核燃料物質等の運搬の届出等に関する総理府令（昭和53年12月28日総理府令

　第48号）

8．危険物船舶運送及び貯蔵規姻の一部を改正する省令（昭和53年12月28日運輸

　省令第71号）

9．航空法施行規則の一部を改圧する省全（昭和53年12月28日運輸省令第75号）

10．航空機による放射性物質等の輸送基準を定める告示の一部を改正する告示（昭和

　53年12月28日運事赫省告示貢う679．号）

五
三
九



○運輸省鉄道監麟局長、自動車局長：通達（その2）

殿

鉄保第　70号
鉄運第　59号
自安第116号

昭和56年5月18日

運輪省鉄道監督局長

運輸省自動車局長

「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関す

る法律の一部を改正する法律」の施行に伴う関係政

省令の改正等について（依命通達〉

　「放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律」

（昭和55年法律第52号）の施行等に伴い、「放射性同位元素等による放射線障害の

防止に関する法律施行令」（昭和35年政令第259号）、「放射性同位元素等車両運

搬規則」（昭和52年運輸省令第33号〉及び「核燃料物質等車両運搬規則」（昭和

53年運輸省令第72号）が一部改正され、昭和56年5月18ヨから施行されますが、

その施行に当たっては下記のとおり取扱うこととしたので通知します。なお、瀾係者に

対する周知徹底方お願いします。

　また、これらの政省令の改正に関連して別紙のとおり関係法令の制定等が行われてい

るので念のため申し添えます。

記

1．放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167

号）第18条の2第2項に規定する車両による運搬の確認（運搬する物に係る確認を

除く。）

　　BM型輸送物又はBU型輸送物を運搬しようとする場合（昭和56年7月17日以

降のものに限る。）は、別途通知するところにより、事前に確認の申請を行うこと。
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a　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第166

号）第59条の2第2項に規定する車両による運搬の確認（運搬する物に係る確認を

除く。）

　　「核燃料物質等車両運搬規制の一部を改正する省令」（昭和56年運輸省令第27

　号〉により当該確認を新たに要する核燃料物質等の運搬をしょうとする場合（昭和56

年7月17ヨ以降のものに限る。）は、別途通知するところにより、事前に確認の申

　請を行うこと。

3．関係通達を次のとおり改1E又は廃止する。

　（1）　「核燃料物質等車両運搬規則、放射性圃位元素等車両運搬規則等の制定等につい

　　て（依命通達）」（昭和53年玉2月28日付け鉄保第155号、鉄運第162号、

　　自車糖1255号）の一部を次のとおり改正する。

　（i）記2（2）を次のとおり改める。

　　　　　　　肖彗除

　㈹（Pの改正にかかわらず、昭和56年7月毛6臼までに行われる核燃料物質等又

　　　は放射性同位元素等の運搬については、なお従前の例によること。この場合にお

　　　いて、改正前の記2（2＞中「第3条」を「第8条第3項」に読み替えるものとする。

　（2＞　「核燃料物質等車両運搬規則について（依命通達）」（昭和53年三2月28B

　　付け磁位第156号、鉄霜融王63号、満車第1256号）及び「放射性同位元素

　等車両運搬規則について（依命通達）」（昭和53年12月28日付け警保第157

　　号、鉄運第164号、特車第1257号）を廃止する。

　（3＞（2）の廃止にかかわらず、昭和56年7月三6日までに行われる核燃料物質等又は

　　放射性岡位元素等の運搬については、なお従前の例によること。この場合において、

　　廃止前の「放射性同位元素等車両運搬規則について（依命通達）」（昭和53年12

　　月28日付け鉄砧第157号、鉄運第164号、自車第1257号〉を次表のとお

　　り読替えるものとする。
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○運輸省鉄道監督局長、自動車局長通達（その3｝

殿

　　　　鉄保第　71号
　　　　鉄運第　60号
　　　　自安舞傷1 17栗｝

　昭和56年5月18艮
　改正　鉄無目103号
　　　　金失運舞∫　92号

　　　　慰安国玉158号

　日召禾056脅三7月17日

己女亙王三　τ￥食失日舞∫755号

　　　貨　技第132号

昭和63年1｝月24影i

改正　宮鉄保第　16号
　　　貨　技第　19号

　　平成元年2月27｝ヨ

運輸省鉄道監督島長

運輸　省　自　動車篭　長

核燃料物質等車両運搬規剴関係取扱要領及び放射性

同位元素等車両運搬規則関係取扱要領について

（依命通達〉

　今般、核燃料物質等車両運搬規則（昭和53年運輸省令第72号〉の主な条項の解釈

及び取扱い並びに核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規則に関する法律（昭和32年

法律第166号〉第59条の2第2項に規定する確認の申請、核燃料物質等車両運搬規

則第22条に規定する運輸大臣の指定の申請及び同令第19条の承認申請についての実

施細昌については別添1「核燃料物質等車両運搬規則関係取扱要領」のとおり、放射性

嗣位元素等車両運搬規則（昭和52年運輸省令第33号〉の主な条項の解釈及び取扱い

並びに放射性詞位元素等による放射線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167

号〉第18条の2第2項に規定する確認の申請及び放射性同位元素等車両運搬規則第18

条の承認申請についての実施細目については別添2「放射性同位元素等車弼運搬規則関

係取扱要領」のとおり、それぞれ定め、昭和56年7月王7日以後の運搬について適用

することとしたので通知します。なお、関係者に対する周知徹底方お願いします。

溺添1　（略）　（核燃料物質等の場合に同じ）
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　　　　　　　　　放射性同位元素等車覇運搬規劉関係取扱要領

1．　濫　　的

　　本要領は、放射性四位元素等車両運搬規剛（昭和52年運輸省令第33号。以下

　「規則」という。〉の主な条項の解釈及び取扱い並びに放射性同位元素等による放射

線障害の防止に関する法律（昭和32年法律第167号。　「以下「放射線障害防1L法」

　という。｝第18条の2第2項に規定する確認の申請、規員ll第18条の承認申請（以

　下「特別措置運搬承認申請」という。）及び放射性岡位元素等に係る指定運搬方法確認

　機関に関する省令箆3条の承認（以下「積載方法確認」という。）の申講等について

　実施細饅を定め、もって、これらの円滑、かつ、適正な実施を図ることを欝的とする。

2，規則中の主な条項の解釈及び取扱い

　（1＞第3条、第4条第3項、第15条闘係

　　　「関係者以外の者」は、旅客、通行人等をいうものとする。

　（2）第8条関係

　　第1項の「放射性」の女字、第3項の総重量、「A型」の文字及び「B型」の文

　字は二上期として1平方センチメートル角以上の黒八を白地に表示するものとする。

　　また、　「放射性」の文字には「L型」の文字を追加して表示してもよい。

　（3）第10条関係

　　　運搬に従事する老に対する線量当量が、～般人と同様、5ミリシーベルト毎年以下とな

　　るよう、車両による運搬に従母する者が通常乗車する場所の最大線量当量率は20マ

　　イクロシーベルト毎時以下と規定されているが、本規定の実効を担保するため、A型輪

　　送物、B1V1型輪演物：父はBU曲輪配物を頻繁に運搬する」笏合にあっては、運搬に従

　　事する者ごとに次のいずれかの事項を記録し、これを1年間保管すること。

　ω　放射性同位元素等の運搬に従事した時間及びこのうち運転席、助手席、車室内

　　　ベッド等にいた時間

　（口）　ボケツト線轍計、フイルムバッジ等による測定結果

　㈲　第11条第3項関係

　　　前部及び後部に備える赤色燈は、それぞれ、夜間前方及び後方300メートルの

　　距離から点燈を確認できるものであること。

　（5）第13条関係

　　　携行する書類は、収納叉は包装された放射性同位元素等の空な核種の名称及び放

　　射能強度についても記載されたものであること。

　　　また、当該書類の記載内容については、運搬に従事する者に対し、あらかじめ説

　　明すること。



　（6）第14条関係

　　　放射性輸送物等の運搬において、運転者の過労等による交通事故を防止して運行

　　の安全を確保するための規定である。本規定の実施に楽だつては、次によること。

　α）　BM型輸送物又はBU型輸送物を運搬する場合にあっては、「危険物の規捌に

　　　関する規則」（昭和34年総理府令第55号）第47条の2の規定に準ずること。

　　（μ）放射性輸送物等を運搬する場合には、昭和54年12月27巳付け労働省基発

　　　第642号「自動車運転者の労働時間等の改善基準について」に準拠すること。

　　　　なお、放射性輸送物等の運搬に従事する運転者には、相当の運転経験を有し、

　　　かつ、運転技術のすぐれた者を充てるよう努めること。

　（7＞第16条第2項関係

　　　「専門的知識を有する者」とは、次のいずれかに該当する者とする。

　　㈲　核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（昭和32年法律第

　　　166号。以下「原子炉等規制法」という。）第4二条に規定する丁子炉主任技

　　　術者免状を有する者又は原子炉主任技術者試験筆記試験合格者

　（ロ）原子炉等規制法第22条の3に規定する核燃料取扱主任者免状を有する者

　←う　放射線障害防止法第35条に規定する第1種放射線取扱主任者免状又は第2種

　　　放射線取扱主任者免状を有する者

　（⇒　放射性同位元素の取扱いに関し、ωからのまでに掲げる者と同等以上の知識及

　　　び経験を有すると認められる老

3．放射性輸送物の運搬の確認申請等

　　規則第19条に規定する放射性同位元素等を運搬しようとする場合は、次の要領で

　放射線障害防止法第ま8条の2第2項に規定する運輸大臣の確認を受けること（放射

線障害防止法第41条の11に規定する掲定運搬方法確認機関に係るものを除く。）。

　（1）第1号様式による放射性輸送物運搬確認串請書並びに別表第1の第1欄に掲げる

　　記載事項について、同表の第2欄の記載要領等に従って記載した運搬に関する計画

　　書及びその添付書類正副2通を提出すること。

　　　この場合において、当該申請書等は別表第4の第1欄に掲げる区分に応じ、それ

　　ぞれ、圓表の第2欄に掲げる所管課に提出すること。

（2）申請書等の記載事項のうち、予定運搬日時、予定運搬経路その他軽微な事項の記

　　載内容を変更しようとする場合には、変更の理由、内容を明らかにし、その旨を遅

　　滞なく届け出ること。

　　　また、確認を受けた場合には、確認に係る運搬についての記録を1年間保管する

　　こと。

4．特別措置運搬承認申請

　　規則第18条の規定に基づき、放射性同位元素等、放射性輸送物又は放射性汚染物
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　を運搬しようとする場合は、第2号様式による特別措置運搬承認申請書本文並びに別

　表第1の第1欄に掲げる記載事項について同表の第2欄の記載要領等に従って記載し

　た承認申請書及びその添付書類正副2通を提出すること。

　　この場合において、当該承認申請書等は、別表第4の第1欄に掲げる区分に応じ、

　それぞれ、同表の第2欄に掲げる所管課に提出すること。

　　なお、承認を受けた内容を変更しようとする場合には、変更の事由、内容を明らか

　にし、その旨当該手続きに準じて承認を受けること。

　　また、承認を受けた場合には、承認に係る運搬についての記録を1年間保管するこ

　と。

5．積載方法承認の申請等

（1＞申請

　　　積載方法承認を受けようとする者は、別表第2の第1欄に掲げる記載事項につい

　　て同表の第2欄の記載要領等に従って記載した申請書及び別表第3の第2欄の詑載

　　要領等に従って記載した同表の第1欄に掲げる添付書類正副2通を提出すること。

　　　この場合において、当該申請書等は、・別表第4の第1欄に掲げる区分に応じ、そ

　　れぞれ、同表の第2欄に掲げる所管課に提出すること。

　　　なお、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則（昭和35

　　年総理府令第56号〉第18条の11第3項に規定する容器については、一括して

　　申請することができる。

　（2）承認の基準

　　　積載方法承認は、次の各号に掲げる基準に適合しているものについて行うものと

　　する。

　㈲　運搬中、移動、転倒～転落等により放射性輸送物の安全性が損なわれないよう

　　　に保たれていること。

　　（口）同一積載方法により繰り返し実施できるものであること。

　　の　放射線障害防止法第18条の2第2項に基づく運輪大臣の確認を受けたもので

　　　あること。

　　（→　前各号のほか運搬の安全上支障を及ぼすことのないこと。

　（3）承認証の交付

　　　積載方法承認を行ったときは、当該承認に係る積載方法承認証を交付するものと

　　する。

　　　なお、当該承認にあたっては、必要に応じ積載方法等に関し条件を付すことがで

　　きる。

（4）変更届

　　　積載方法承認を受けた者は、氏名若しくは名称叉は住所に変更があったときは、



30ヨ以内にその旨を運輸大臣に属け出ること。

　また、積載方法承認に係る車両を変更しようとする場合には、積載方法が変更前

と同等であることを明らかにし、その旨を届け出ること。

別表第歪　運搬計画等記載事項等

記　　載　　事　項

1．運搬の闘的

2．当該規定に従って運搬するこ

　とが著しく困難な規定及びその

理由並びに安全な運搬を確保す

　るために特に講ずる措罎（承認

申請のみ＞

3．荷送人及び荷受人の氏名又は

　名称及び住所

4，運送人の氏名又は名称及び注

所

5．　　＝予定運搬鉦慧｝妻

6．　予定運搬経路

　（1＞　発地、着地、経路及び距離

（2）その他

7，運搬しようとする放射性輸送

物

（1）放射性輸送物の型式又は名

　称及び主要諸元

（2）放射性輸送物の種類

（3）収納（包装）する放射性同

記　載　要　領　等

。運搬する放射性嗣位元素等の用途、発

着地等を簡略に記載すること。

。法人にあっては、その代表者の氏名を

　付記すること。

o法入にあっては、その代表者の灰名を

　付記すること。

Q（2）については、必要に応じ、道路名又

　は路線名、通過地点、区間距離、キμ

　程、所要時間、通過予定時刻、点検、

運転者の交替予定等を記載し、運行経

　路図を添付すること。

Q承認申請の場合には、（2＞及び（4）を除き、

　「放射性輪送物」とあるのは「放射性

　同位元素等、放射性輸送物又は放射性

汚染物」と読み替えて記載すること。

o（1）の空要諸元は、長さ、幅、高さ、重

量等を記載すること。

o（2＞については、A、　BM、　BU型輸送

物のように詑指すること。

○（3）については、放射性輸送物ごとに記
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　位元素等の名称、数燈、放射

　能強度、性状及び収納（包装〉

　方法

④　放射性輸送物の輸送舗限燗

　数及び配列方法（核分裂性輸

　送物のみ）

（5＞放射性輸送物の線量当量率

（6｝　放射性輸送物の輪送指数

（7）放射性輸送物の個数

（8＞原子力委員会決定804項

　への該当の有無及びその事由

（9＞放射性輸送物の基準適合状

況

OO　放射性輸送物取扱上の注意

　　事項

⑪　放射性輸送物の外観國及び

　構造図

8．　コンテナの概要

（1）　コンテナの名称又は型式及

　び主要諸元

②収納する放射性輸送物の型

　式又は名称、個数及びコンテ

　ナへの収納方法

回し、性状については物理的、化学的

状態を記載すること。

o（5）については、その位概を付記又は図

示すること。

○（8）については、昭和50年1月山子力

　委員会決定「放射牲物質等の輸送に関

　する安全基準」804項aからfまで

　について記載すること。

○（9）については、科学技術庁長官の運搬

確認証の番号及び輸送容器の登録番号

　を記載し、当該確認証の写を添付する

　こと。

　科学技術庁長官の運搬確認申請中の

　ものにあっては、その旨並びに申請書

　の日付及び番号を記載すること。

Q（恥の外観網は、三面図及び鳥観図によ

　ること。

Q承認申請の場合には、（2＞の「放射性輸

送物」を「放射性同位元素等、放射性

輸送物又は放射性汚染物」と読み替え

　て記載すること。

O（1）の主要諸元については、長さ、幅、

　高さ、重最、適合規格等を記載するこ

　と。

o（2＞については、コンテナごとに記載す

　ることQ



（3）　コンテナの線量当量率

（4）コγテナの輸送指数

（5）　コンテナの倒数

（6）　コンテナの外観國

9．車両及び積載方法

（1）車両の概要

（2＞車両の外観魏並びに積載方

　法及び固定方法

（3）　車代の線順当菟率

　（4）車両に積載する放射性輸送

　　物及びコンテナの型式又は名

　　称、個数並びに輸送指数及び

　　その合計値

三〇．運搬実施体制

　（1）運搬責任者、運搬実施者、

　　運搬従事者及び同行する専門

　　家

（2）放射線管理要領

。（3）については、その位置を付記又は図

示すること。

o（6）については、三面図及び鳥観図によ

　ること。

○（1＞については、鉄道、軌道、索道又は

　無軌条電車により運搬する場合は艶該

運搬に使用する車両の許容積載量及び

有蓋、無蓋の別を、自動車により運搬

する場合は当該運搬に使用する自動車

の車名、型式、登録番号及び最大積載

量を記載すること。

o（2＞については、三面図により示すもの

　とし、積載位置、固定等に使用する用

具、固定等の方法、標識の貼付、他の

積載細註が明確にわかるように示すこ

　とQ

。（3＞については、その位置を付記又は図

示すること。

。（4｝については、車両ごとに記載するこ

　とQ

○（窟こおいて運搬責任者については、運

搬の実務上の責任者であって必要な際

　に連絡のとれる者の氏名と連絡先を、

運搬実施者については実際に運搬に従

事する者（運搬従事者）の統轄老の氏

　名を、運搬従事者についてはその人数

　を、同行する専門家についてはその氏

名、所属、資格等を記載すること。

o（2）については車両、放射性輪送物、コ

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
に
つ
い
て
（
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
一
そ
の
三
）

轟
八



放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
に
つ
い
て
（
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
一
そ
の
三
）

（3）運搬要領

（4）荷役作業要領

（5）事故時の措置

雛．その他

　ンテナ等の線量当量率の管理、線量当

最率、測定機器、保護具等について記

載すること。

Q（3＞については、運搬時における駐車要

領、踏切通過要領、梯団時の隊列によ

　る運行体制等を記載すること。

Q（4）については、荷役時における作業要

領、安全対策、使用する機器又は用具

の種類等について記載すること。

o（5）については、事故時の応急措置、連

絡先等を記載すること。

o運搬従事者に対する教育訓練内容その

他必要な事項を記載すること。

備考　用紙は、日本工業規格A列4番の大きさとし、鮮明にコピーできる

　　ものとする。ただし、この大きさによることが困難なものについては、

　　折りたたんだ状態でこの大きさとすること。

甚
九



別表第2

言己　　　1域　　　二事　　　項

1，　申請・濫本文

2．運搬しようとする放射性輸送

物の基準適合状況

3．承認を受けようとする積載方

法

（1＞名称

（2）外観図

（3）固縛に使用する用具、架台

等

（4）運搬に係る車両

（5）　固縛作業

記　載　要　領　等

。申藷書本文の様式は第3号様式による

　こと。

　また、申請者が法人である場合にあっ

　ては、その代表者の氏名を付記するこ

　と。

o科学技術庁長：官の容器承認の番号を記

載すること。

o國爾により固定方法、積載位置等を明

　確に示すこと。なお、必要に応じて部

　分図を添付すること。

Q主要な箇所には寸法を記入すること。

o固縛に使用されるワイヤ、緊締金具、

　架台等の名称及び記号等を記載するこ

　と。

Q鉄道、軌道、索道又は無軌条電車によ

　り運搬する場合は車両の許容積載量及

　び有蓋、無蓋の別を、自動車により運搬

　する場合は車名、型式、登録番号を記

載すること。

Q固縛作業の手順の詳細を明確に記載す

　ることQ

O固縛作業において、使用するクレーン

等機械、器具の内容及び固縛作業に従

　事する者に対し旛示すべき事項を記載

すること。

備考　用紙は、国本工業規格A列4番の大きさとし、鮮明にコピーできる

　　ものとすること。ただし、この大きさによることが圏難なものについ

　　ては、折りたたんだ状態でこの大きさとすること。

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
に
つ
い
て
（
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
1
そ
の
三
）

五
五
〇



放
射
性
嗣
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
に
つ
い
て
（
鉄
道
監
齊
局
長
、
自
動
車
島
長
通
達
1
そ
の
…
二
）

易哩表第3

添　付　口　類

1、車両に関する説明

2．予定される運搬に関する説明

3．強度計算書

4．詞一積載方法が繰り返し実施

できることの説明

5．承認容器について

6，その他

記　　載　　要　　領　等

○運搬に利用される車両の主要諸元、車

弼性能及び積載方法の審査に必要な箇

所の構造、装澱の内容について説明す

　ること。

O予定される運搬に関し、速度、勾配、

最小回転半径、運行の距離等について

説明すること。

（）予定される運搬等において、運搬容器

　が容易に移動、転倒、転落等を起こさ

　ないこ：とを説明することQ

Q詞一の積載方法が繰り返し実施できる

　ことを具体的に説明すること。この場

　合、積替けに盛場される機器、架台等

　の劣化についても言及することQ

（）承認容器の主要諸元、外観図及び承認

　を受けたことを証する書面を添付する

　こと。

Oその他必要な事項がある場合はその諮

面を添付すること。

別表第4　申請先

区　　　　　　　　　分 所　　管　　課

（1＞当該運搬が旅客会社等（旅客鉄道株式

会社及び国本貨物鉄道株式会社に関する

法律（昭和6i年法律館88号）第1条策1

?に規定する旅客会社及び臼本貨物鉄道
大臣官房融有鉄道改革推進部保安課

橡式会社をいう。以下同じQ）の鉄道に

よってなされる場舎

（2）当該運搬が旅客会社等の鉄道以外の鉄

道、軌道、索道若しくは無軌条電車又は

自動車若しくは軽車両によってなされる
貨　物　流　通　局　技　術　課

場合



第1号様式（確認申請書）

書請申認確搬運物送輸性射放

コ
…
一
1
1
ー
ー
魑

蚕
臥
…

．
の
は
。
一

箔
を
と
…

｝
所
紙
こ
喘

▽
印
㌢

　
　
　
「

・
は
入
な

一
に
収
し
・

朧
　
　
　
　
　
　
一

「
本
の
印
楠

　
正
額
消
・

働
　
　
　
　
　
　

殿大輸運

：文書番号

　　　年　　月

届出者の氏名

又は名称
住　　　　所

連　絡　先

日

㊥

　別添の運搬計画書に記載する放射性輪送物の運搬につき、放射性同位元素等

による放射線障害の防止に麗する法律第王8条の2第2項の確認をして戴きた

く申請いたします。

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
綴
規
則
関
係
取
扱
要
領
に
つ
い
て
（
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
一
そ
の
三
）

豊



第2号様式（承認申請書）

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
に
つ
い
て
（
鉄
道
監
督
局
長
、
臼
動
車
局
長
通
達
1
そ
の
三
）

運　輸　大　臣

特別措置運搬承認申請書

殿

女書番号

　　　年　　月

申請者の氏名

又は名称
住　　　　所

連　絡　先

日

　放射性同位元素等車両運搬規則第18条第1項の規定に基づき、下記の放射

性同位元素等の運搬について承認して戴きたく申請いたします。

己雪ロ

備考　申請文中「第18条第1項」は、当該承認申請が規則第18条第2

　　項に基づく場合は「第18条第2項」と、第18条第1項及び第2項
　　に基づく場合は「第18条第1項及び第2項」と書き換えることQ
　　　また、申請者が法人である場合にあっては、その代表者の氏名を付

　　記すること。

五
五



第3号様式（積載方法承認申請書）

運　輸　大　臣

積載方法承認申請書

殿

：文書番号

　　　年

申講者の氏名

又は名称
住　　　　所

連　絡　先

月　　日

　放射性同位元素等に係る指定運搬方法確認機関に関する省令第3条の規定に

基づき、下記の積載方法について承認して戴きたく申請いたします。

記

放
射
性
同
位
元
素
等
車
両
運
搬
規
則
関
係
取
扱
要
領
に
つ
い
て
（
鉄
道
監
督
局
長
、
自
動
車
局
長
通
達
一
そ
の
三
）

五
茜



○
放
射
性
同
位
元
素
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る

　
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

去
年
聯
鱗
靴
葺
甜
〕

（
応
急
の
措
置
）

第
一
条
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

　
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
三
十

　
｝
二
条
第
｝
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
使
用
者
、
販
売
業
者
及
び
廃
棄
業
者
並
び

　
に
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
（
以
下
「
使
用
者
等
」
と
い
・
％
）

　
は
、
工
場
又
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放
射
性
同
位

　
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
放
射
性
詞
位
元
素
等
」
と
い
う
。
）

　
の
運
搬
（
以
下
「
事
業
所
外
運
搬
し
と
い
う
Q
）
中
、
そ
の
所
持
す
る
放
射

　
性
洞
位
元
素
等
に
関
し
、
地
震
、
火
災
そ
の
他
の
災
害
が
起
こ
っ
た
こ
と
に

　
よ
り
、
放
射
線
障
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
又
は
放
射
線
障
害
が
発
生
し
た

　
場
合
に
お
い
て
は
、
直
ち
に
、
次
の
各
号
に
走
め
る
措
置
（
法
第
幸
八
条
の

　
二
第
一
項
に
規
定
す
る
運
搬
に
あ
っ
て
は
、
第
四
号
に
掲
げ
る
措
概
を
除
く
。
）

　
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q

　
放
焦
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
に
使
用
さ
れ
て
い
る
鉄
道
、
軌
道
若
し
く

は
無
軌
条
電
董
・
の
車
両
、
索
道
の
搬
器
、
盛
動
車
、
軽
車
両
、
船
舶
若
し

く
は
航
空
機
に
火
災
が
起
こ
り
、
又
は
こ
れ
ら
に
延
焼
す
る
お
そ
れ
が
あ

　
　
る
火
災
が
起
こ
っ
た
と
き
は
、
消
火
又
は
延
焼
の
防
止
に
努
め
る
と
と
も

　
　
に
、
直
ち
に
、
そ
の
旨
を
消
防
署
若
し
く
は
消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法

　
　
律
第
百
八
十
六
号
）
第
二
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
市
町
村
長
の
指
冒
し
た

　
　
場
所
叉
は
最
寄
り
の
海
上
保
安
庁
の
事
務
所
に
通
報
す
る
こ
と
。

　
二
　
放
射
線
障
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
付
近

　
　
に
い
る
者
に
避
難
す
る
よ
う
警
告
す
る
こ
と
Q

　
三
　
放
射
線
障
害
を
受
け
た
者
又
は
受
け
た
お
そ
れ
の
あ
る
巷
が
い
る
と
き

　
　
は
、
速
や
か
に
、
そ
の
者
を
救
出
し
、
避
難
さ
せ
る
等
緊
急
の
措
置
を
講

　
　
ず
る
こ
と
。

　
四
　
放
射
性
下
位
元
素
等
に
よ
る
汚
染
が
生
じ
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
汚

　
　
染
の
広
が
り
の
防
止
及
び
汚
染
の
除
虫
を
行
う
こ
と
Q

　
五
　
放
射
性
詞
位
元
素
等
を
他
の
場
所
に
移
す
余
裕
が
あ
る
と
き
は
、
必
要

　
　
に
応
じ
て
こ
れ
を
安
全
な
場
所
に
移
し
、
そ
の
場
所
の
周
囲
に
は
な
わ
張

　
　
り
、
標
識
の
設
置
等
を
行
い
、
及
び
見
張
人
を
豊
猟
す
る
こ
と
に
よ
り
、

　
　
闘
係
春
以
外
の
者
が
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
。

　
六
　
そ
の
他
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
こ
と
。

2
　
硬
朋
者
等
は
、
前
項
各
号
に
掲
げ
る
措
置
を
講
ず
る
場
合
に
は
、
し
ゃ
へ

　
い
具
、
か
ん
子
又
は
保
護
具
を
用
い
る
こ
と
、
放
射
線
に
被
ば
く
す
る
時
間

　
を
短
く
す
る
こ
と
等
に
よ
り
、
当
該
作
業
に
従
嘉
す
る
者
の
線
量
当
量
を
、

　
で
き
る
限
り
少
な
く
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
舎
に
お

　
い
て
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

　
行
器
劉
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
五
十
六
号
）
笙
一
条
第
八
号
に
規
定

　
す
る
放
射
線
業
務
従
事
老
の
う
ち
男
子
又
は
妊
娠
不
能
と
診
断
さ
れ
た
女
子

放
射
性
同
位
元
素
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
劉

ヨユ．

五
エL



　
　
　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

　
の
者
が
前
項
各
号
に
掲
げ
る
作
業
を
行
う
場
含
に
お
け
る
線
量
当
貴
限
度
は
、

　
同
令
第
一
一
十
九
条
第
二
項
に
基
づ
き
科
学
技
術
庁
長
官
の
定
め
る
線
蚤
当
量

　
と
す
る
。

（
届
出
）

第
二
条
　
使
用
者
等
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
態
が
生
じ
た
場
合
に
は
、

　
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
運
輸
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
Q

　
一
　
前
条
第
一
項
の
事
態
が
生
じ
た
目
時
及
び
場
所
並
び
に
原
因

　
二
　
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射
線
障
害
の
状
況

　
　
二
　
講
じ
、
又
は
講
じ
よ
う
と
し
て
い
る
応
急
の
措
置
の
内
容

（
報
告
徴
収
）

第
三
条
　
前
条
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
運
輸
大
臣
は
、
法
第
三
十
　
二
条
第

　
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
の
施
行
に
必
要
な
限
度
で
、
使
用
者
等
に
対
し
、

　
事
業
所
外
運
搬
の
状
況
そ
の
他
の
事
項
に
つ
い
て
、
報
告
を
さ
せ
る
こ
と
が

　
で
き
る
。

　
　
重
　
　
　
　
　
り

　
　
断
　
　
　
　
貝

　
こ
の
省
令
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る

法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行

の
日
（
昭
和
五
十
六
年
五
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

属
目



○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防

　
止
に
関
す
る
法
律
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の

　
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す

　
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

7

〔
頭
飾
鉄
聾
葺
甜
〕

放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
三

十
二
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
四
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
整
に
よ
り
立
入

検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
は
、
次
の
と
お
り

と
す
る
。
　
（
注
、
下
表
の
と
お
り
）

附

則

O

俵｝

吊号

放射性樗位元素等による放射線障害の防

止に関する法律第43条の2第1贋の燦定
により立入検鹿を行う職員の身分証明；薯

職
　
名

官
　
氏

i．］生

日発行

i］炉｝ξりf∫効

こ
の
雀
令
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る

法
律
の
｝
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行

の
日
（
昭
和
五
十
六
年
五
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

六
七
ン
チ
メ
…
ト
ル

山ハ

Z
γ
チ
メ
ー
ト
ル

（則

　
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
　
の
防
止
に
関
す
る
法
律
抜
す
い

（
立
入
検
在
）

第
四
十
三
粂
の
二
　
科
学
技
術
庁
長
實
、
運
輸
大

臣
父
は
榔
道
麻
県
公
安
委
員
会
は
、
こ
の
法
雛

　
（
運
輪
大
臣
に
あ
っ
て
は
第
卜
八
条
の
二
第
一

、
項
、
第
二
項
及
び
鰯
四
項
並
び
に
第
三
レ
一
二
条

第
｝
項
及
び
第
四
項
の
規
走
、
鄙
道
府
県
公
安

委
員
会
に
あ
っ
て
は
第
十
八
条
の
二
第
六
項
の

焼
定
）
の
施
行
に
必
要
な
隈
疲
で
、
そ
の
職
鼓

　
（
税
学
技
術
庁
長
官
に
あ
っ
て
は
放
射
線
検
査
・

官
、
齢
道
府
県
公
安
委
員
会
に
あ
っ
て
は
警
察

職
員
V
に
、
使
構
暑
、
駁
売
粟
覆
若
し
く
は
鹿

棄
裟
者
又
は
こ
れ
ら
の
老
か
ら
運
搬
を
委
託
さ

れ
た
者
の
事
務
所
父
は
工
場
若
し
く
は
嘱
業
断

に
立
ち
入
り
、
そ
の
者
の
帳
簿
、
毒
頚
そ
の
他

灘
灘
難
騨

2
　
前
贋
の
娩
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
行
う
職
員

　
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
薄
を
携
帯
し
、
か

　
っ
、
聞
係
者
の
請
求
が
あ
る
と
き
は
、
こ
れ
を

礎
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
五
十
五
条
　
次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
者
は
、

郵
∬
円
以
峯
の
罰
金
に
魑
す
る
。

ヒ
　
第
四
十
｝
二
条
の
二
第
［
項
の
焼
定
に
よ
る

　
立
入
り
、
検
査
若
し
く
は
収
去
を
拒
み
、
妨

　
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
又
は
質
問
に
対
し

　
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
陳
述
を

　
し
た
者

L 八・五センチメ トん

立
入
検
査
を
行
な
う
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

五
五
七



放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

0
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に

関
す
る
総
理
府
令

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
響
舜
勤
続
明
仕
ハ
響

（
届
出
を
要
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
）

第
一
条
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

　
行
令
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
」
と
い
う
Q
）
第
十
七
条
の
二
に
お
い

　
て
準
用
す
る
令
第
十
七
条
の
総
理
府
令
で
定
め
る
放
射
性
同
位
元
素
又
は
放

　
射
性
同
位
元
素
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
物
（
以
下
「
放
射
性
同
位
元
素
等
」

　
と
い
う
。
）
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
審
の
防
止
に
関
す

　
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第
践
セ
六
号
）
第
十
八
条
の

　
三
第
…
項
第
三
号
に
規
目
す
る
放
射
性
同
位
元
素
等
と
す
る
。

（
届
出
の
手
続
）

第
二
条
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

　
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
八
条
の
二
第
単
項
の
規
定
に
よ
る
放
射
性

　
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
を
し
ょ
う
と
す
る
者
は
、
別
記
様
式
第
一
の
覇

　
出
書
二
通
を
当
該
放
射
性
嗣
位
元
素
等
の
発
送
地
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
公

　
安
委
員
会
（
以
下
「
公
安
委
員
会
」
と
い
う
。
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

2
　
前
項
の
届
幽
は
、
運
搬
悲
悼
の
日
の
一
週
間
前
ま
で
に
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
な
い
。

五
五
八

3
　
第
一
項
の
届
毘
を
受
理
し
た
公
安
委
員
会
は
、
提
出
さ
れ
た
鵬
繊
書
二
通

　
の
う
ち
一
通
に
届
出
を
受
理
し
た
旨
を
記
載
し
て
、
こ
れ
を
当
該
届
出
を
し

　
た
者
に
交
付
す
る
も
の
と
す
る
。

4
　
第
二
損
の
届
出
を
し
た
港
は
、
当
該
届
出
書
の
記
載
事
項
に
変
更
を
生
じ

　
た
と
き
は
、
速
や
か
に
、
別
記
様
式
第
二
の
変
更
崖
嵐
書
二
通
を
当
該
届
毘

　
を
し
た
公
安
委
員
会
に
提
蹟
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

5
　
第
三
項
の
規
定
は
、
公
安
委
員
会
が
前
項
に
規
定
す
る
変
更
の
届
潟
を
受

　
即
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
指
示
）

第
三
条
　
法
第
十
八
条
の
二
第
六
項
の
総
理
府
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
に
掲

　
げ
る
も
の
と
す
る
。

　
　
　
放
射
性
洞
講
元
素
望
を
積
載
し
た
車
両
（
道
路
交
通
法
（
昭
和
三
十
五

　
　
年
法
律
第
百
五
号
）
第
二
条
第
一
項
第
八
号
に
規
定
す
る
車
両
を
い
う
。

　
　
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
速
度

　
二
　
伴
走
車
の
配
置

　
三
　
放
射
性
吹
弾
元
素
等
を
積
載
し
た
車
両
及
び
伴
走
車
そ
の
他
の
運
搬
に

　
　
同
行
す
る
車
両
の
車
列
の
編
成
並
び
に
当
該
車
列
を
構
成
す
る
車
両
相
互

　
　
閲
の
距
離

　
四
　
駐
車
（
道
路
交
通
法
第
二
条
第
｝
吟
興
十
八
号
に
規
定
す
る
駐
車
を
い

　
　
う
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
詞
じ
。
）
場
所
及
び
駐
車
時
の
措
置

　
五
　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
積
卸
し
叉
は
一
時
保
管
を
す
る
場
飛

　
六
　
見
張
人
の
配
置
そ
の
他
放
射
性
同
位
元
素
等
へ
の
関
係
者
以
外
の
者
の

　
　
接
近
を
防
鑑
す
る
た
め
の
措
毅



　
七
　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
車
爾
へ
の
積
載
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
運
搬
に
関
す
る
検
査
）

　
八
警
察
機
関
へ
の
連
絡
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
第
五
条
法
第
十
八
条
の
二
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
は
、
第
二
条
第
三
項

　
九
前
条
第
…
二
項
（
購
条
第
汽
項
に
お
い
て
準
捌
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
　

（
同
条
第
煮
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
Q
）
の
規
走
に
よ
り
交
付

　
　
規
走
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
屈
出
書
及
び
次
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
さ
れ
た
　
　
　
さ
れ
た
屍
出
書
の
内
容
に
従
っ
て
（
第
三
発
駅
二
項
の
規
走
に
よ
り
指
示
書

　
　
指
示
書
の
携
帯
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
交
琶
さ
れ
た
と
き
は
、
そ
の
内
容
に
従
っ
て
）
運
搬
さ
れ
て
い
る
か
ど
う

　
十
　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
取
扱
い
に
関
し
知
識
及
び
経
験
を
有
す
る
者
の
　
　
　
か
に
つ
い
て
行
う
も
の
と
す
る
。

　
　
同
行
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
報
告
徴
収
）

　
十
一
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
運
搬
中
の
交
通
事
故
、
放
射
性
瞬
　
　
第
六
条
　
法
第
四
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
安
委
員
会
が
法
第
十
八
条

　
　
位
元
素
等
の
盗
取
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
を
防
止
す
る
た
め
に
必
要
な
事
　
　
　
の
一
一
第
五
項
に
規
定
す
る
届
出
を
し
た
使
用
者
、
販
売
業
者
若
し
く
は
廃
棄

　
　
項
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
業
春
又
は
こ
れ
ら
の
者
か
ら
運
搬
を
委
託
さ
れ
た
者
に
対
し
報
告
を
さ
せ
る

2
　
法
第
牽
八
条
の
二
野
六
項
の
規
定
に
よ
る
指
示
は
、
前
条
第
一
項
の
届
出
　
　
　
こ
と
が
で
き
る
事
項
は
、
工
場
叉
は
事
業
所
の
外
に
お
け
る
運
搬
の
状
況
及

　
を
受
理
し
た
公
安
委
員
会
が
転
記
様
式
第
三
の
指
示
書
を
薮
該
届
出
を
し
た
　
　
　
び
当
該
運
織
に
関
し
人
の
障
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

　
妾
に
交
付
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
箏
故
の
状
況
と
す
る
。

（
公
安
委
員
会
の
通
知
）
　
　
　
　
　
　
　

附
則

第
四
条
　
第
二
条
第
一
項
の
属
下
を
受
理
し
た
公
安
委
員
会
は
、
当
該
届
出
に
　
　
　
こ
の
府
令
は
、
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る

　
係
る
運
搬
が
他
の
公
安
委
員
会
の
管
轄
す
る
区
域
に
わ
た
る
と
き
は
、
速
や
　
　
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
五
年
法
律
第
五
十
二
号
）
の
施
行

　
か
に
、
当
該
他
の
公
安
委
員
会
に
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
日
時
及
び
　
　
の
日
（
昭
和
五
十
六
年
五
月
十
八
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

　
経
路
、
種
類
、
数
量
そ
の
他
の
必
要
な
事
項
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

2
　
前
項
の
規
定
は
、
公
安
委
員
会
が
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
変
更
の
届

　
出
を
受
理
し
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

3
　
離
条
第
二
項
の
指
示
を
し
た
公
安
委
員
会
は
、
当
該
指
示
に
係
る
運
搬
が

　
他
の
公
安
委
員
会
の
管
轄
す
る
区
域
に
わ
た
る
と
き
は
、
当
該
飽
の
公
安
委

　
員
会
に
当
該
指
示
の
内
容
を
速
や
か
に
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
鵬
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
九



別記様式第1　（第2条関係）

○○公安委員会殿

運

発

U至

輸送物

搬 日 時

送　　　地（注2）

着　　　地（注2）

容器の種類及び個数

放射性同位元素等の
名称、数量及び重量

委託者又は又三春の氏名法人に
あっては、その名称｝及び往甘く注3）

運搬同行責任者氏名
知識及び経験を有する者を隅
行ずる場合は、その氏名

運　　搬　　経　　路（注4｝

駐車、積卸し及び一時保管の
蟹走場所並びにその予定茎立

放射性同位元素等積載車両及
び運転毒

積載方法（注5）
確認又は特別措置の承認の有
無　　　　　　　　（注6）

携行資器材の名称及び偶数
玉璽　　搬　 要　　領（注7）

警察機関への連絡要領
応　急　措　置　要　領

1
2
3
4

注

※整理番号
※受理年月日

性同位元素等運搬届出書

@　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日

@　　　　　　　　　　使用者等の区分（注1）

@　　　　　　　住所
@　　　　　　　氏名（法人にあっては、その名称

@　　　　　　　　　及び代表巻の氏名）　　　⑳

@　　　　　　　連絡担当者　　　電話番号

年　　　　月　　　　日　　　時から
N　　　　月　　　　日　　　時まで

　動．E
^番号

最　　貢＝

d　　墨
擁　…璽　び

A送物燭数
運転者氏名

科学技術庁長官

運　輸　大　距

使用者、販売業者、廃棄業者又はこれらの者から運搬を委託された者の別を記戴すること。

工場叉は事業所の名称も併記すること。

届出者が使用者、販売業者又は廃棄業者であり、かつ、自ら運搬する場合は、記載しないこと。

路線名、主要な経宙地点、通過予定時刻及び車両、船舶、鉄道等の運搬手段の勝を記載するこ

　と。

5　輪送物の積載方法の概要を記載し、積載時の車両の外観図を添付すること。

6　法第18条の2第2項の科学技衛庁長官又は運輸大臣の確認の有無並びに放射性洞位元素等によ

　　　る放射線障害の防止に関する法嬢施行規則第18条の9及び放射性同位：元素等車両運四輪員駅昭和

　　52年運輸雀令第33号）第18条第1項の特別措置の承認の有無について記載することQ

　　7　車両の速度及び駐車、積卸し又は一時保管をする際に講じる見張人の配置等安全確保のための

　　措趨1について記載し、車列の編成及び率間蹟離を記載した図面を添付することQ

備考　玉　※印欄には、記載しないこと。

　　　2　馬紙の大きさは、日本エ業規格A4とすることσ

放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
届
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

五
六
〇



別記様式第2　（第2条関係）

放
射
性
瞬
位
元
素
等
の
運
搬
の
燃
庸
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

○○公安委員会殿

放射性同位元素等運搬変更届鵬書

年　　月　　日

住所

氏名（法人にあっては、その名称
　　及び代表者の氏名）　　　⑳

　放射性同位元素等の運搬の届出等に関する総理府令第2条第硅項の規定により、

　　年　　月　　ヨ付けで届け出た放射性同位元素等の運搬について、次のとおり

変更したので鵬け出ます。

　変　更　の　内　容

備考　胴紙の大きさは、日本工業規格A4とすること。

別記様式第3　（第3条蘭係）

五
六

殿

放射性隅位元素等運搬指示書

第

年　　月

公安委員会

闘
σ
日

　放射性同位元素等による放射線障害の防圭kに関する法律第18条の2第6項の規定

により、別記1の放衆性同位元素等の運搬について、別記2のとおり指示する。

男lj記1

整　理　　番　号

届　出　年　月　顕

運搬予定年月霞

別記2



醸（1］

表　放射性同位元素等の運搬に関する法令の概要 昭和56年5月27日
警察庁保安部公害課

法　　　　　　　律 政　　　　　　　　令 総　　　　理　　　　府　　　　令

放射性周位元素等の運搬の ○　届け出なければならない場合を定める。 ○　届出を要する放射性綱位元素等を定める（第1条）

届出（第18条の2篤5項〉 （第17条の2で準用する第17条） 科学技術庁長官の定める髄を超える放射能を有する放射性

放射線障霧防止のための措置が特に必 同位元素等

要な総理府令で凹める放射性同位元素等 ○　届出の手続について定める。　（第2条1

届出書、変更屈出書（別記様式第1、第2）

○　公安委員会の通知について定めるQ　（第4条〉

公安委員会の二二（第18 ○　指示事項について走める。（第3条）

条の2第6項） 速痩、伴走車の配遣、駐車場所、見張人の配鷹、届出書等

日時、経路その他総理府令 の携行～経験者の賜田その他交通塩故、盗取等の防止上の

で定める事項 必要事項

○　指示の手続について定める。（第4条）

指示書（別記様式第3）

使用春等の遵守義務（簗18

条の2第7項）

運搬に関する検査（第18条 ○　検査の方法について定める。　（第5条）

の2第8項）（注） 届出書、指示書の内容に従って運搬されているかどうかについて

行うQ

報告徴収（第42条第1項） ○　報告事項を定める。（第6条）

1　事業所外運搬の状況

2　事業所外運搬に関し、人の障害が発生し叉は二二するおそ

れのある事故の状況

立入検査（第43条の2）

経　過　措　置 ○　届毘の規定は法の施行のBから60日を

経過する目く7月16録）までに行われる

運搬について適用しないQ（附則第4条）

（注）　法第18条の2第8項の規定は、放射姓岡位元素等を運搬する車両に対する警察官の停止権、検査権、措嚴命令旛を走めている。



図　放射性同位元繁等の運搬の届出等に関する作業図

1　運搬届出闘係（法第18条の2第5項）

（出 発 地〕 く通過・到着地）

o運搬届出書、変更届出書
@の提出（法第18条の2V、政令

謔P7｛条≦わ2、府令第2条墨旦iv）

都道府県公安委員会（本部危険物担当課）

E受理

ｫ
描
『
…
o
指
示
事
項
の
検
討
（
法
第
1
8
条
の
2
V
l
府
山
門
　
3
条
1
＞
　
指
示
事
項

・通知（府令第4条）
@　霞時、経路、種類、
@数fl至、届出者、自動
@巻登録番号等

@一一｝欄一一一一｝一一一髄

都道府県公安委員会
@　（本部危険物担当課）

@○　受　理

ﾙ購齢糊
○運搬属出書、変更届出書

@の交付（府令第2条湿、V｝

運使

?訴
�ﾒ
ﾏ’
�ﾌ
ｳ売
鼡ﾆ
ｽ著
ﾒ’
@廃
@棄
@業
@春
@又
@は

。指示内容の通知（府

ﾟ第4条瓢／
o指示書の交付（法第18条

ﾌ2W府令第3条）

日時、経路、車両の速度、伴走車の
z履、車列の編成、駐車場所及び駐
ﾔ時の措麗、積卸叉は一時保管の場
梶A見張人、積載方法、警察への連
香A運搬届出書等の携帯、経験者の
ｯ行、その他交通事故、盗取防比措
u等

本部関係部門（交通、警備）

x　　　　察　　　　署

2　報告徴収関係（法第42条）

（出　　発　　地）

都道府照公安委員会（本部危険物挺当課｝

轍告静・蜻聯6知

　　報告（府令第6条）

者
春
春
者

　
　
　
た

　
　
　
れ

　
業
業
さ

用
　
　
託

　
売
棄
委

　
　
　
を

　
　
　
搬

使
販
廃
運

1　事業所外運搬の状況（運搬の安全
管理対策等）

2　人の障害が発生し又は発生のおそ
れがある場合（盗取、所在不明、交
通事故、放射能の異常な漏えい、そ
の他）

鴇掴



○放射性同位元素等運搬届出書の記載例〔指頭様式第1　（第2条関係）〕

○○県公安委員会殿

※整理番号

※受理年月日

放射性同位元素等運搬届出書

昭和56奪7月10眠

　　　　　　　　　使用岩等の区分（注圭）

　　　　　　　　　運搬を委託された者

　　　住所　東京都港区××○丁目○番○号

　　　氏名（法入にあっては、その名称及び

　　　　　代表老の氏名）

　　　　　　　○○○運輸株式会社
　　　　　　　　代表取締役　○○○○　㊧

連絡担当者○○○○電話番号03－000－0000

運　　　搬　　　錘　　　時 昭和56年7月17日　13時から
ｺ和56年7月18日　16時まで

発　　　送　　　地（注21 東京都文京区○○○　　　　　○○○○協会

封　　　　達　　　　地（注2） 大阪府吹EB市○○○　　　　○○○○病院

容器の種類及び個数 Buj輸送物　　1個
輸送量 　・　同位元素等の

ｼ称、数貴及び重量
コノくノレ　ト　一　6　0　　　3000キ　ュ　リ　一　（C　i　）　　10g

委託者又は受託者の氏名
i法人にあっては、その名称及
ﾑ住所）　　　　　　（注3）

大阪府吹田布○○○

@　　　　○○○○病院
@　　　　　　院長　○○　○○

運搬町頭責任者氏　名 ○　○　○　○

知識及び経験を有する者を同行
ｷる場合は、その氏名

○　○　○　○　第2種放射線取扱主任者

運　　搬　　経　　路で注4） 別紙記載のとおり。

駐車、積卸し及び一時保管の予
闖齒兜ﾀびにその予定時刻

別紙記載のとおり。積卸しは行わない。

放射性同位元素等積載車両及び
^転薯

自動車
o録番号

最：大積載

d　　量
積載重：量及び

A送物個数
運転春氏名

品玉1あ

P2－34
｝1t

1，800kg

@　　1倒
○○○○

積　　載　　方　　法（注5｝ トラックには、輸送物1個を積載し、ワイヤロー
vで簡定し、輸送物上部にシートをかける。

確認又は特別措置の承認の有無
@　　　　　　　　（注6）

科学技術庁長官
運　　輸　　大　　臣

携行資器材の名称及び偶数 別紙記載のとおり。

運　　搬　　要　　領（注7） 別紙記載のとおり。

警察機関への連絡要領 別紙記載のとおり。

応　急　措　置　　要　　領 別紙記載のとおり。

別記記載については核燃料物質等運搬届出書を参照

放
射
性
嗣
位
元
素
等
の
運
搬
の
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出
等
に
関
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理
府
令
（
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察
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関
係
）

五
六
四



○放射性同位元素等運搬指示書例〔別記様式第2　（第3条関係）〕

放
射
性
同
位
元
素
等
の
運
搬
の
雇
出
等
に
関
す
る
総
理
府
令
（
警
察
庁
関
係
）

墨
出
田

　　　　　　　　　放射性同位元素等運搬指示書

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　1　号

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　昭和56年7月15霞

@　○○運輸株式会社

@　　　代表取締役　OOOO殿

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○県公安委員会　翻

@放射性「司位元素等による放射線障害の防止に関する法律第18条の2第6項の規定

ﾉより、別記1の放射性同位元素等の運搬について、別記2のとおり指示する。

ﾊ記肇

整　理　　番　号 1

属　出　年　月　日 昭和56年7月10B

運搬予定年月日 昭和56年7月17霞

別記2

指　示　　事　項
知識及び経験を有する者を同行させて運行させること。

ｱの指示書及び先に交稽した届出書を携帯すること。



魍　放射性同位元素等の胎舶運送関係法令と体系

放射性同位元素等の船舶運送

港　　則　　法

i運輸省所管）

船　舶　安　全　法

i運輸省所管〉

障害防止法第33条（危
ｯ時の措遣｝
i科学技術庁所管｝

危険蒔措置

i運輸省

港則法施行規則

i運輸省令）

危険物船舶運送
yび貯蔵規劉
i運輸省令　）

障害防止法施行規則
謔Q9条（危険時の措置）

i総理府令　）

（第91条の21）

放射性物質等

船舶運送告示

海上技術安全局長通達

　（旧船舶局長）
庁
書

安
文

保
導

　
指

上
政

海
行

（
8

海
上
輸
送
関
係
法
令
）

塁
ハ
六



○
船
舶
安
全
法
（
抄
）

　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
墨
髭
の
船
舶
…
運
送
の
場
ム
ロ
に
同
じ
。

○
危
険
物
船
舶
運
送
規
則
（
抄
）

　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
〔
同
じ
。

○
危
険
物
船
舶
運
送
告
示

　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
運
輸
省
海
上
技
術
安
全
局
長
通
達

　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
嗣
じ
。

○
海
上
保
安
庁
行
政
指
導
交
書
（
そ
の
一
）

　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
海
上
保
安
庁
行
政
指
導
文
書
（
そ
の
二
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
揚
合
に
國
じ
。

○
港
　
則
　
法
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
同
じ
。

船
舶
安
全
法
（
抄
）

○
港
則
法
施
行
規
則
（
抄
）

　
（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
船
舶
運
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線

　
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
陸
上
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

　
　
（
省
略
）
陸
上
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
放
射
性
同
位
元
素
等
の
事
業
所
外
運
搬

　
に
係
る
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る

　
規
則

　
　
（
省
略
）
陸
上
輪
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を

　
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

　
　
（
雀
略
）
陸
上
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

互
ハ
七



図　放射性岡位元素等の航空機輸送関係法令と体系
（
C

放射性同位元素等の航空機輸送

航　　空　　法

（運輸省所管）

障害防止法第33条
（危験晴の措概）

（科学技術庁所管）

航空法施行規則

（運輸省令）

障害防止法施行規

期日29条（危険時
の措置）（総理府令）

危険時措置規則

（運輸省令）

航
空
輸
送
関
係
法
令
）

五
六
八



　
航
空
法
（
抄
）

○
航
空
法

（
抄
）

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
抄
）

（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
航
空
機
輸
送
の
場
合
に
岡
じ
。

（
省
略
）
陸
上
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
航
空
法
施
行
規
則
（
抄
）

（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
航
空
機
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
放
射
性
同
位
元
素
等
の
事
業
所
外
運
搬
に
係
わ
る

　
危
険
時
に
お
け
る
措
置
に
関
す
る
規
則

（
省
略
）
陸
上
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
放
射
性
物
質
等
航
空
輸
送
告
示

（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
航
空
機
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

○
運
輸
省
航
空
局
長
通
達

○
立
入
検
査
を
行
う
職
員
の
携
帯
す
る
身
分
を

　
示
す
証
明
書
の
様
式
を
定
め
る
省
令

（
省
略
）
陸
上
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

（
省
略
）
核
燃
料
物
質
等
の
航
空
機
輸
送
の
場
合
に
同
じ
・

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の

　
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

（
省
略
）
陸
上
輸
送
の
場
合
に
同
じ
。

五
六
九



m
　
関
連
法
令
及
び
定
義
等



○
薬
事
法
　
（
抄
）

晶
遭
＋
黎
朝
露
〕

最
終
改
正
　
昭
和
五
八
年
＝
一
月
二
日
法
律
第
七
八
号

　
（
自
的
）

第
【
条
　
こ
の
法
律
は
、
医
薬
品
、
医
薬
部
外
晶
、
化
駐
晶
及
び
医
療
用
具
に

　
関
す
る
事
項
を
規
制
し
、
も
っ
て
こ
れ
ら
の
晶
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
を

　
確
保
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

　
（
定
義
）

－
第
工
条
　
こ
の
法
律
で
「
医
薬
品
」
と
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
物
を
い
う
Q

　
　
｛
　
日
本
薬
局
方
に
収
め
ら
れ
て
い
る
物

　
二
　
人
又
は
動
物
の
疾
病
の
診
断
、
治
療
又
は
予
防
に
使
用
さ
れ
る
こ
と
が

　
　
目
的
と
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
っ
て
、
器
具
器
械
（
歯
科
材
料
、
医
療
用
品
及

　
　
び
衛
生
用
品
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
な
い
も
の
（
医
薬
部
外
品
を
除

　
　
く
。
）

　
三
　
人
又
は
動
物
の
身
体
の
講
造
又
は
機
能
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
騒
的

　
　
と
さ
れ
て
い
る
物
で
あ
っ
て
、
器
具
器
械
で
な
い
も
の
（
医
薬
部
外
品
及

　
　
び
化
粧
品
を
除
く
。
）

　
（
薬
局
開
設
者
の
遵
守
事
項
）

第
九
条
の
工
　
厚
生
大
霞
は
、
厚
生
省
令
で
、
薬
局
に
お
け
る
医
薬
品
の
試
験

　
検
査
の
実
施
方
法
、
薬
局
の
管
理
者
の
義
務
の
遂
行
の
た
め
の
配
慮
事
項
そ

　
　
　
薬
事
法
（
抄
）

　
の
他
薬
局
の
業
務
に
関
し
薬
局
開
設
者
が
遵
守
す
べ
き
事
項
を
定
め
る
こ
と

　
が
で
き
る
。

（
準
用
）

第
十
六
条
　
医
薬
品
の
製
造
業
春
に
つ
い
て
は
、
第
九
条
の
一
一
の
規
定
を
準
用

　
す
る
。

準
率



放
射
性
医
薬
品
製
造
規
則
（
抄
）

○
放
射
性
医
薬
品
製
造
規
則
へ
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
嘲
鯉
一
針
罐
紅
熱
舶
〕

最
終
改
正
　
昭
和
六
三
年
四
月
八
日
厚
生
省
令
第
二
九
号

（
定
義
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ

　
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

　
｝
　
放
射
性
医
薬
品
　
放
射
線
（
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百

　
　
八
十
六
号
）
第
三
条
第
五
号
に
規
定
す
る
放
射
線
を
い
う
。
以
下
同
じ
Q
）

　
　
を
放
出
す
る
医
薬
品
で
あ
っ
て
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る
も
の

　
一
一
放
射
性
物
質
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び

　
　
に
こ
れ
ら
の
含
有
物

　
三
　
管
理
区
域
　
外
部
放
射
線
の
放
射
線
量
が
厚
生
大
臣
が
定
め
る
許
容
線

　
　
量
を
こ
え
、
空
気
中
若
し
く
は
水
中
の
放
射
性
物
質
の
濃
度
が
厚
生
大
臣

　
　
が
定
め
る
許
容
濃
度
を
こ
え
、
叉
は
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た

　
　
物
の
表
面
の
放
射
性
物
質
の
密
度
が
厚
生
大
臣
が
定
め
る
許
容
表
薗
密
度

　
　
を
こ
え
る
お
そ
れ
の
あ
る
場
所

　
四
　
放
射
線
作
業
従
事
者
　
放
射
性
物
質
又
は
放
射
性
物
質
に
よ
っ
て
汚
染

　
　
さ
れ
た
物
の
取
扱
い
、
管
理
下
は
こ
れ
に
附
随
す
る
業
務
に
従
事
す
る
者

　
　
で
あ
っ
て
、
管
理
区
域
に
常
時
立
ち
入
る
も
の

　
五
　
管
理
区
域
随
時
立
入
者
　
管
理
区
域
に
業
務
上
立
ち
入
る
者
（
一
時
的

五
七
四

　
　
に
立
ち
入
る
者
を
除
く
Q
）
で
あ
っ
て
、
放
射
線
作
業
従
事
者
以
外
の
も
の

（
製
造
業
者
の
遵
守
す
べ
き
事
項
）

第
二
条
　
製
造
業
者
は
、
作
業
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

　
事
項
を
厳
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

6
　
製
造
業
者
は
、
放
射
性
物
質
の
運
搬
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
次
の
各
号

　
に
掲
げ
る
事
項
を
厳
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
放
射
性
物
質
を

　
作
業
所
等
の
中
に
お
い
て
運
搬
す
る
場
合
及
び
放
射
性
物
質
を
運
搬
す
る
時

　
間
が
き
わ
め
て
短
く
、
か
つ
、
放
射
線
障
害
の
発
生
す
る
お
そ
れ
が
な
い
場

　
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

　
「
　
運
搬
は
、
容
器
に
入
れ
て
行
な
う
こ
と
。
こ
の
場
舎
に
お
い
て
、
容
器

　
　
の
外
に
あ
る
空
気
を
汚
染
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
は
、

　
　
気
密
な
横
造
の
容
器
に
入
れ
、
液
体
状
の
放
射
性
物
質
に
つ
い
て
は
、
こ

　
　
ぼ
れ
に
く
い
構
造
で
あ
り
、
か
つ
、
浸
透
し
に
く
い
材
料
を
用
い
た
容
器

　
　
に
入
れ
る
こ
と
。

　
二
　
容
器
（
容
器
を
こ
ん
包
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
こ
ん
包
）
の
表
面
に
は
、

　
　
放
射
性
物
質
の
種
類
及
び
数
量
を
明
示
す
る
こ
と
。

　
三
　
液
体
状
又
は
固
体
状
の
放
射
性
物
質
を
入
れ
た
容
器
で
、
き
れ
つ
、
破

　
　
損
等
の
事
故
の
生
ず
る
お
そ
れ
の
あ
る
も
の
は
、
吸
収
材
そ
の
他
放
射
性

　
　
物
質
に
よ
る
汚
染
の
ひ
ろ
が
り
を
防
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
材
料
で
包
む

　
　
こ
と
。

　
四
　
放
射
性
物
質
を
入
れ
た
容
器
は
、
容
易
に
破
損
し
な
い
よ
う
に
措
置
す

　
　
る
こ
と
。

　
五
　
放
射
性
物
質
を
入
れ
た
容
器
（
容
器
を
こ
ん
包
す
る
場
合
に
は
、
そ
の



こ
ん
包
。
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
表
面
か
ら
｝
メ
ー
ト
ル
の
距

離
に
お
い
て
放
射
線
量
率
が
十
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
こ
え
ず
、
か
つ
、
容
器

の
表
面
の
放
射
線
範
率
が
二
百
ミ
リ
レ
ム
毎
時
を
こ
え
な
い
よ
う
に
す
る

こ
と
。
た
だ
し
、
郵
送
す
る
場
合
に
は
、
容
器
の
表
顧
の
放
射
線
量
率
が

十
ミ
リ
レ
ム
毎
工
十
四
時
を
こ
え
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
。

放
射
性
医
薬
品
製
造
規
則
（
抄
）

五
七
五



郵
便
法
（
抄
）

○
郵
便
法
　
（
抄
）

〔
粥
耀
蹴
砺
計
晴
耐
一
碧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
六
三
年
五
月
二
〇
日
法
律
第
五
一
号

（
こ
の
法
律
の
昌
的
）

第
【
条
　
こ
の
法
律
は
、
郵
便
の
役
務
を
な
る
べ
く
安
い
料
金
で
、
あ
ま
ね
く
、

　
公
平
に
提
供
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
公
共
の
編
祉
を
増
進
す
る
こ
と
を
欝
的

　
と
す
る
。

（
郵
髄
禁
制
品
）

第
十
鰯
条
　
撫
の
物
は
、
こ
れ
を
郵
便
物
と
し
て
差
し
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
　
　
爆
発
挫
、
発
火
性
そ
の
他
の
危
険
性
の
あ
る
物
で
郵
政
大
臣
の
指
定
す

　
　
　
　
の

　
　
る
も
咳

　
一
一
　
毒
薬
、
劇
薬
、
毒
物
及
び
劇
物
（
窟
公
暑
、
医
師
、
歯
科
医
師
、
獣
医

　
　
師
、
薬
剤
師
又
は
毒
劇
物
営
業
者
が
差
し
出
す
も
の
を
除
く
。
）

　
三
　
生
き
た
病
源
体
及
び
生
き
た
病
源
体
を
含
有
し
、
又
は
生
き
た
病
源
体

　
　
が
附
着
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
物
（
窟
公
署
、
緬
菌
検
査
所
、
医
師
又

　
　
は
獣
医
師
が
差
し
出
す
も
の
を
除
く
Q
）

　
四
　
法
令
に
基
き
移
動
又
は
頒
布
を
禁
止
さ
れ
た
物

（
省
令
に
よ
る
差
出
の
赫
照
止
）

第
十
五
条
　
郵
政
大
臣
は
、
郵
便
の
業
務
に
従
事
す
る
者
又
は
他
の
郵
便
物
に

　
対
す
る
傷
害
又
は
損
害
を
避
け
る
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
省

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
六

令
で
物
を
指
定
し
て
、
そ
の
物
を
郵
便
物
と
し
て
差
し
出
す
こ
と
を
禁
止
す

る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
ω
　
昭
和
二
十
二
年
逓
信
省
告
示
第
三
百
八
十
号



の
文
字
を
表
示
し
て
差
し
出
す
も
の
を
除
く
Q
）

○
昭
和
二
十
二
年
逓
信
省
告
示
第
三
百
八
十
四
号

　
　
（
郵
便
法
第
十
四
条
第
一
号
の
爆
発
性
、
発
火

　
性
そ
の
他
の
危
険
性
の
あ
る
物
）
　
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
昭
和
二
十
二
年
十
二
月
二
十
九
臼
逓
信
省
告
示
第
三
百
八
十
四
号
〕

最
終
改
正
　
昭
和
六
三
年
七
月
一
九
日
郵
政
省
告
示
第
四
八
三
号

　
郵
便
法
第
十
四
条
第
一
号
の
爆
発
性
、
発
火
性
そ
の
他
の
危
険
性
の
あ
る
物

は
左
の
通
り
と
し
、
昭
和
二
十
三
年
一
月
皿
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す
る
。

　
昭
和
十
三
年
四
月
逓
儒
省
告
示
第
九
百
八
十
一
号
は
、
昭
和
二
牽
二
年
十
二

月
三
十
【
日
限
り
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

　
九
　
放
射
性
物
質

　
　
危
険
物
船
舶
運
送
及
び
貯
蔵
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
運
輸
省
令
第
三
十

　
　
号
）
第
二
条
第
｝
号
ホ
に
規
定
す
る
放
射
性
物
質
等
（
昭
和
五
十
一
…
年
運

　
輪
…
省
告
示
第
五
百
八
十
五
号
（
船
舶
に
よ
る
放
射
性
物
質
等
の
運
送
基
準

　
　
の
細
霞
等
を
定
め
る
告
示
）
第
四
条
に
規
定
す
る
も
の
（
同
条
第
｝
号
及

　
　
び
第
二
号
に
規
定
す
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
放
射
能
の
量
が
、
当
該
各
号

　
　
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
表
の
下
欄
に
掲

　
　
げ
る
量
の
十
分
の
｝
を
超
え
な
い
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
、
同
令
第
八

　
　
十
九
条
の
規
定
に
適
合
す
る
よ
う
に
容
器
に
収
納
し
、
又
は
包
装
し
、
か

　
　
つ
、
郵
便
物
の
表
面
に
「
放
射
性
」
又
は
「
囲
》
U
回
○
》
O
↓
回
く
瞬
」

昭
諏
二
十
二
年
逓
信
省
告
示
第
三
百
八
十
四
号
（
郵
便
法
第
十
四
条
第
一
号
の
爆
発
性
、
発
火
性
そ
の
他
の
危
険
性
の
あ
る
物
）
　
（
抄
）
　
灘
七
七



昭
和
五
十
年
郵
政
省
告
示
第
八
百
四
十
九
号
（
放
射
性
物
質
を
包
有
す
る
書
状
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
國
等
）

○
放
射
性
物
質
を
包
有
す
る
書
状
を

　
　
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
国
状

〔
昭
和
五
十
六
年
十
一
月
六
日
郵
政
省
此
ヨ
小
鱒
弟
八
｝
臼
⊥
ハ
十
山
ハ
旧
万
〕

最
終
改
正
　
昭
和
五
八
年
二
月
二
一
日
郵
政
省
告
示
第
＝
一
六
号

　
外
国
郵
便
規
則
第
六
十
九
条
の
二
に
基
づ
き
、
放
射
性
物
質
を
包
有
す
る
書

状
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
国
等
を
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
昭
和
五
十
年
郵
政
省
告
示
第
八
百
四
十
九
号
は
、
昭
和
五
十
六
年
十
一
月
五

日
限
り
廃
比
す
る
。

番
　
　
号

鰯
　
名
　
・
　
地
　
域
　
名

六

ア
メ
リ
カ
合
衆
国

七
・
～

グ
ア
ム
、
プ
エ
ル
ト
・
リ
コ
、
サ
モ
ア
及
び
米
領
ヴ
ァ
…

ジ
ン
諸
島

七
・
二

信
託
統
治
の
下
に
あ
る
太
平
洋
の
地
域

（
ク
ワ
ジ
ェ
レ
イ
ン
、
　
エ
ニ
ウ
ェ
ト
ク
及
び
マ
ジ
ュ
ロ
を

含
む
マ
ー
シ
ャ
ル
諸
島
、
ク
サ
イ
、
　
ポ
ナ
ペ
、
　
ト
ラ
ッ
ク
、

ウ
リ
ス
イ
、
ヤ
ッ
プ
及
び
パ
ラ
オ
を
含
む
カ
ロ
リ
ン
諸
島

並
び
に
サ
イ
パ
ン
及
び
テ
ィ
ニ
ア
ソ
を
含
み
グ
ア
ム
を
除

く
マ
リ
ア
ナ
諸
島

八
の
二

ア
ソ
テ
ィ
グ
ア

一
二

一
四

一
七
の
二

二
〇

二
三

二
六

三
七

四
三

五
〇

五
六

五
八

五
八
・
一

五
八
・
二

五
八
・
三

五
九
。
二

五
九
・
六

五
九
。

五
九
・

六
二

六
三

七
三

七
五

八
○

八
四

八
七

八
九

五三

オ
ー
ス
ト
リ
ア

。
、
、
レ
ー
ソ

ノ
　
ノ

ベ
リ
セ

白
ロ
シ
ア

ボ
ツ
ワ
ナ

ブ
ル
ン
デ
ィ

大
韓
民
国

ド
ミ
ニ
カ
共
和
國

エ
テ
ィ
オ
ピ
ア

ガ
ン
ビ
ア

英
国

ガ
ー
ソ
ジ
イ

マ
ソ
島

ジ
ャ
ー
ジ
ィ

ア
セ
ン
シ
ョ
ソ

カ
イ
マ
ソ

セ
ン
ト
・
ヘ
レ
ナ

タ
ー
ク
ス
及
び
カ
イ
コ
ス

グ
ァ
テ
マ
ラ

ギ
一
一
ア

イ
ラ
ン

ァ
イ
ル
ラ
ソ
ド

ジ
ャ
マ
イ
カ

キ
リ
パ
ス

レ
ソ
ト

リ
ベ
リ
ア

五
七
八



九
〇

九
四

一
〇
九

｝
二
～

い
二
四

一
三
三

一
三
五

；
一
八

一
四
一

～
四
三

一
四
八

一
五
二

一
五
六

一
五
八

一
五
九

一
六
九

一
七
〇

リ
ヒ
テ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（
注
）

マ
ラ
ウ
イ

ユ
ジ
ェ
ー
ル

ペ
ル
ー

ポ
ル
ト
ガ
ル

ソ
ロ
モ
ソ
諸
島

セ
ネ
ガ
ル

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

ス
リ
・
ラ
ン
カ

ス
イ
ス
（
注
）

チ
ャ
ー
ド

ト
ー
ゴ
ー

ト
ル
コ

ウ
ク
ラ
イ
ナ

ソ
ヴ
ィ
エ
ト
社
会
主
義
共
和
国
連
邦

ザ
ン
ビ
ア

ジ
ン
バ
ブ
エ

㈱
　
別
配
達
と
し
た
も
の
に
限
る
。

備
考

番
号
欄
の
番
号
は
、
昭
和
五
六
年
郵
政
省
告
示
第
八
六
四
号
（
外
国

あ
て
通
常
郵
便
物
の
送
達
等
に
関
し
外
国
郵
政
庁
で
定
め
る
条
件
）

に
掲
げ
る
国
名
・
地
域
名
の
項
番
号
と
同
じ
で
あ
る
。

　　

@　

@最

I
改
正
崩
和
縫
請
隅
政
此
口
藝
腸
〕

昭
和
五
十
年
郵
政
省
告
示
第
八
百
四
十
九
号
（
放
射
性
物
質
を
包
有
す
る
書
状
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
国
警
）

五
七
九



原
子
力
基
本
法
（
抄
）

○
原
子
力
基
本
法
（
抄
）

改
正

〔

蠕
罎
躍
甦
鐸
飴
〕

昭
和
四
二
年
七
月
二
〇
艮
法
律
第
七
二
号

同
　
五
三
年
七
月
五
日
同
　
第
八
六
号

（
目
的
）

第
「
条
　
こ
の
法
律
は
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
を
推
進
す
る
こ
と

　
に
よ
っ
て
、
将
来
に
お
け
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
資
源
を
確
保
し
、
学
術
の
進
歩
と

　
産
業
の
振
興
と
を
麟
り
、
も
っ
て
人
類
社
会
の
福
祖
と
国
民
生
活
の
水
準
向

　
上
と
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
基
本
方
針
）

第
二
条
　
原
子
力
の
研
究
、
開
発
及
び
利
用
は
、
平
和
の
目
的
に
限
り
、
安
全

　
の
確
保
を
旨
と
し
て
、
民
主
的
な
運
営
の
下
に
、
自
主
的
に
こ
れ
を
行
う
も

　
の
と
し
、
そ
の
成
果
を
公
開
し
、
進
ん
で
国
際
協
力
に
資
す
る
も
の
と
す
る
。

（
定
義
）

第
三
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
次
に
掲
げ
る
用
語
は
、
次
の
定
義
に
従
う
も
の

　
と
す
る
。

　
一
　
「
原
子
力
」
と
は
、
原
子
核
変
換
の
過
程
に
お
い
て
原
子
核
か
ら
放
出

　
　
さ
れ
る
す
べ
て
の
種
類
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
い
う
Q

　
二
　
「
核
燃
料
物
質
」
と
は
、
ウ
ラ
ン
、
ト
リ
ウ
ム
等
原
子
核
分
裂
の
過
程

　
　
に
お
い
て
高
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
放
出
す
る
物
質
で
あ
っ
て
、
政
翻
で
定
め
る

五
八
O

　
　
も
の
を
い
う
。

　
三
　
　
「
核
原
料
物
質
」
と
は
、
ウ
ラ
ン
鉱
、
ト
リ
ウ
ム
鉱
そ
の
他
核
燃
料
物

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幻

　
　
質
の
原
料
と
な
る
物
質
で
あ
っ
て
、
政
叙
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

　
四
　
　
「
原
子
炉
」
と
は
、
核
燃
料
物
質
を
燃
料
と
し
て
使
用
す
る
装
置
を
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

　
　
う
。
た
だ
し
、
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。

　
五
　
　
「
放
射
線
し
と
は
、
電
磁
波
又
は
粒
子
線
り
う
ち
、
直
接
又
は
間
接
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぐ

　
　
空
気
を
電
離
す
る
能
力
を
も
つ
も
の
で
、
政
今
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

（
核
原
料
物
質
の
管
理
）

第
十
条
　
核
原
料
物
質
の
輸
入
、
輸
出
、
譲
渡
、
譲
受
及
び
精
錬
は
、
別
に
法

　
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
府
の
指
定
す
る
者
に
限
っ
て
こ
れ
を
行
わ

　
し
め
る
も
の
と
す
る
。

（
核
燃
料
物
質
に
関
す
る
規
制
）

第
十
二
条
　
核
燃
料
物
質
を
生
産
し
、
輸
入
し
、
輸
出
し
、
所
有
し
、
所
持
し
、

　
譲
渡
し
、
譲
り
受
け
、
使
用
し
、
又
は
輸
送
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
別
に
法

　
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
政
府
の
行
う
規
制
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
核
燃
料
物
質
　
の
譲
渡
A
叩
令
）

第
十
三
条
　
政
府
は
、
前
条
に
規
定
す
る
規
制
を
行
う
場
合
に
お
い
て
、
別
に

　
法
律
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
核
燃
料
物
質
を
所
有
し
、
又
は
所
持
す
る

　
者
に
対
し
、
譲
渡
先
及
び
緬
格
を
指
示
し
て
こ
れ
を
譲
渡
す
べ
き
こ
と
を
命

　
ず
る
こ
と
が
で
き
る
Q

（
放
射
線
に
よ
る
障
害
の
防
止
措
置
）

第
二
十
条
　
放
射
線
に
よ
る
障
害
を
防
止
し
、
公
共
の
安
全
を
確
保
す
る
た

　
め
、
放
射
性
物
質
及
び
放
射
線
発
生
装
置
に
係
る
製
造
、
販
売
、
使
用
、
測



定
等
に
対
す
る
規
制
そ
の
他
保
安
及
び
保
健
上
の
措
置
に
関
し
て
は
、

法
律
で
定
め
る
。

　
寸
　
　
　
弓

　
醗
　
　
貝

こ
の
法
律
は
、
昭
和
三
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
Q

ω
　
核
燃
料
物
質
等
の
定
義
政
令
　
　
箪
二
条

②
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
第
二
条

㈹
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
第
三
条

ω
　
　
　
　
　
　
〃
　
　
　
　
　
　
第
四
条

別
に

原
子
力
基
本
法
（
抄
）

五
全



核
燃
料
物
質
、
核
原
料
物
質
、
原
子
炉
及
び
放
射
線
の
定
義
に
関
す
る
政
令
（
抄
）

○
核
燃
料
物
質
、
核
原
料
物
質
、
原
子
炉
及

　
び
放
射
線
の
定
義
に
関
す
る
政
令
（
抄
）

〔
醐
謬
＋
唾
詳
明
葺
翁
〕

最
終
改
正
　
昭
和
六
三
年
三
月
二
九
日
政
令
第
六
二
号

　
内
閣
は
、
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
条
の

規
定
に
基
き
、
こ
の
政
令
を
欄
淫
す
る
。

（
核
燃
料
物
質
）

第
一
条
　
原
子
力
基
本
法
第
三
条
第
二
号
の
核
燃
料
物
質
は
、
次
に
掲
げ
る
物

　
質
と
す
る
。

　
一
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ソ
ニ
三
八
に
対
す
る
比
率
が
天
然
の
混
合
率
で

　
　
あ
る
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

　
ニ
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
比
率
が
天
然
の
混
合
率
に

　
　
達
し
な
い
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

　
三
　
ト
リ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

　
四
　
前
三
号
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質
で
原
子
炉
に
お
い
て
燃

　
　
料
と
し
て
使
用
で
き
る
も
の

　
五
　
ウ
ラ
ソ
ニ
三
五
の
ウ
ラ
ン
ニ
三
八
に
対
す
る
姥
率
が
天
然
の
混
合
率
を

　
　
こ
え
る
ウ
ラ
ン
及
び
そ
の
化
合
物

　
六
　
プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
及
び
そ
の
化
合
物

　
七
　
ウ
ラ
ン
ニ
三
三
及
び
そ
の
化
合
物

五
八
二

　
八
　
前
三
号
の
物
質
の
一
又
は
二
以
上
を
含
む
物
質

（
核
原
料
物
質
）

第
二
条
　
原
子
力
基
本
法
第
三
条
第
　
二
号
の
核
原
料
物
質
は
、
ウ
ラ
ン
若
し
く

　
は
ト
リ
ウ
ム
又
は
そ
の
化
合
物
を
含
む
物
質
で
核
燃
料
物
質
以
外
の
も
の
と

　
す
る
。

（
原
子
炉
）

第
三
条
　
原
子
力
基
本
法
第
三
条
第
四
号
た
だ
し
書
の
政
令
で
定
め
る
も
の

　
は
、
原
子
核
分
裂
の
連
鎖
反
応
を
制
御
す
る
こ
と
が
で
き
、
か
つ
、
そ
の
反

　
応
の
平
衡
状
態
を
中
性
子
源
を
用
い
る
こ
と
な
く
持
続
す
る
こ
と
が
で
き
、

　
又
は
持
続
す
る
お
そ
れ
の
あ
る
装
置
以
外
の
も
の
と
す
る
。

（
放
射
線
）

第
四
条
　
原
子
力
基
本
法
第
三
条
第
五
号
の
放
射
線
は
、
次
に
掲
げ
る
電
磁
波

　
又
は
粒
子
線
と
す
る
。

　
一
　
ア
ル
フ
ァ
線
、
重
陽
子
線
、
陽
子
線
そ
の
他
の
重
荷
電
粒
子
線
及
び
ベ

　
　
ー
胃
線

　
二
　
中
性
子
線

　
三
　
ガ
ン
マ
線
及
び
特
性
エ
ッ
ク
ス
線
（
軌
動
電
子
捕
獲
に
伴
っ
て
発
生
す

　
　
る
特
性
エ
ッ
ク
ス
線
に
限
る
。
）

　
四
　
百
万
電
子
ボ
ル
ト
以
上
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
有
す
る
電
子
線
及
び
エ
ッ
ク

　
　
ス
線



　
　
O
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉

　
　
　
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@　

@
晶
纏
簗
癖
靖
儲
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
日
取
終
改
正
　
　
昭
和
山
ハ
一
二
年
五
月
二
七
日
法
径
u
篤
ニ
ハ
ナ
ロ
写

（
定
義
）

第
一
「
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
原
子
力
」
と
は
、
原
子
力
基
本
法
第
三
条
第

　
一
号
に
規
定
す
る
原
子
力
を
い
う
。

6
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
製
錬
」
と
は
、
核
原
料
物
質
又
は
核
燃
料
物
質
に

　
含
ま
れ
る
ウ
ラ
ン
又
は
ト
リ
ウ
ム
の
比
率
を
高
め
る
た
め
に
、
核
原
料
物
質

　
又
は
核
燃
料
物
質
を
化
学
的
方
法
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
を
い
う
。

7
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
加
工
」
と
は
、
核
燃
料
物
質
を
原
子
炉
に
燃
料
と

　
し
て
使
用
で
き
る
形
状
又
は
組
成
と
す
る
た
め
に
、
こ
れ
を
物
理
的
又
は
化

　
学
的
方
法
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
を
い
う
。

8
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
再
処
理
」
と
は
、
原
子
炉
に
燃
料
と
し
て
使
用
し

　
た
核
燃
料
物
質
そ
の
他
原
子
核
分
裂
を
さ
せ
た
核
燃
料
物
質
（
以
下
「
使
用

　
済
燃
料
」
と
い
う
。
）
か
ら
核
燃
料
物
質
そ
の
他
の
有
用
物
質
を
分
離
す
る

　
た
め
に
、
使
馬
済
燃
料
を
化
学
的
方
法
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
を
い
う
。

9
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
国
際
規
制
物
資
」
と
は
、
原
子
力
の
研
究
、
開
発

　
及
び
利
用
に
関
す
る
条
約
そ
の
他
の
国
際
約
束
（
以
下
単
に
「
国
際
約
束
」

　
と
い
う
。
）
に
基
づ
く
保
障
措
置
の
適
用
そ
の
他
の
規
制
を
受
け
る
核
原
料

核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

　
物
質
、
核
燃
料
物
質
、
原
子
炉
そ
の
他
の
資
材
又
は
設
備
を
い
う
。

10

@
前
項
の
国
際
規
糊
物
資
は
、
内
閣
総
理
大
臣
が
告
示
す
る
。

　
　
　
（
　
略
　
）

五
八
三



放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

五
八
四

○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障

　
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

〔
昭
和
三
十
二
年
六
月
十
碍
法
仙
律
第
百
ム
ハ
十
－
七
口
写
〕

最
終
改
正
　
昭
和
四
七
年
六
月
八
日
法
律
第
五
七
号

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
放
射
線
」
と
は
、
原
子
力
基
本
法
第
三
条
第

　
五
号
に
規
定
す
る
放
射
線
を
い
う
。

2
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
放
射
性
岡
位
元
素
」
と
は
、
り
ん
三
十
二
、
コ
バ

　
ル
ト
六
十
等
放
財
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ

　
あ
の
含
有
物
（
機
器
に
装
備
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
も
の
を
含
む
。
）
で
政

　
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

3
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
」
と
は
、
硫
黄
計
そ

　
の
他
の
放
射
性
同
位
元
素
を
装
備
し
て
い
る
機
器
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を

　
い
う
。

4
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
放
射
線
発
生
装
置
」
と
は
、
サ
イ
ク
ロ
ト
p
ソ
、

　
シ
ン
ク
ロ
ト
ロ
ン
等
荷
電
粒
子
を
加
速
す
る
こ
と
に
よ
り
放
射
線
を
発
生
さ
せ

　
　
　
　
　
　
②

　
る
装
置
で
政
令
で
定
め
る
も
の
を
い
う
。

　
　
ω
　
障
害
防
止
法
施
行
令
第
一
条

　
　
②
　
障
害
防
止
法
施
行
令
第
二
条



　
　
○
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害

　
　
　
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令
（
抄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
語
順
漫
語
蟄
辺
二
粁
智

　
　
　
　
　
　
　
　
最
終
改
正
　
昭
和
五
六
年
五
月
十
五
臼
政
令
第
一
六
七
号

（
放
射
性
岡
位
元
素
）

第
一
粂
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律

　
（
以
下
「
黙
し
と
い
う
。
）
第
二
条
第
二
項
の
放
射
性
同
位
元
素
は
、
放
射

　
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
及
び
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
含
有
物
（
機

　
器
に
装
備
さ
れ
て
い
る
こ
れ
ら
の
も
の
を
含
む
。
）
で
、
放
射
線
を
放
出
す

　
る
同
位
元
素
の
数
最
及
び
濃
度
が
科
学
技
術
庁
長
官
が
定
め
る
数
量
及
び
濃

　
駆
を
こ
え
る
も
の
と
す
る
。
た
だ
し
、
次
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。

　
一
　
原
子
力
基
本
法
（
昭
和
三
十
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
三
条
第
二
号

　
　
に
規
定
す
る
核
燃
料
物
質
及
び
同
条
第
三
号
に
規
定
す
る
核
原
料
物
質

　
二
　
薬
事
法
（
昭
和
㎝
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規

　
　
定
す
る
医
薬
品

　
三
　
薬
事
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
医
療
用
具
で
、
科
学
技
術
庁
長
富

　
　
が
厚
生
大
臣
叉
は
農
林
水
産
大
臣
と
協
議
し
て
摺
敵
す
る
も
の
に
装
備
さ

　
　
れ
て
い
る
も
の
。

　
四
　
工
業
標
準
化
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
十
九
条
第

　
　
一
項
に
規
定
す
る
賢
本
工
業
規
格
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す

　
特
別
の
表
示
を
附
さ
れ
た
鉱
工
業
品
又
は
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
し
て

　
　
こ
れ
と
同
等
に
安
全
と
認
め
ら
れ
る
鉱
工
業
品
で
あ
っ
て
、
科
学
技
術
庁

　
　
長
官
が
指
定
す
る
も
の
に
用
い
ら
れ
て
い
る
自
発
光
性
の
塗
料

放
射
性
岡
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
（
抄
）

（
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機
器
）

第
【
条
の
二

　
　
法
第
二
些
事
三
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
放
射
性
同
位
元
素
装
備
機

　
器
は
、
ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ
用
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
・
キ
ャ
ブ
チ
ャ
・
デ
ィ
テ

　
ク
タ
（
ニ
ッ
ケ
ル
六
三
を
装
備
し
て
い
る
も
の
に
限
る
。
）
と
す
る
。

（
放
射
線
発
生
装
置
）

第
二
条
　
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
政
令
で
定
め
る
放
射
線
発
生
装
置
は
、

　
次
に
掲
げ
る
装
置
（
そ
の
表
面
か
ら
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
位
置
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

　
け
る
最
大
放
射
線
量
率
が
科
学
技
術
庁
長
官
が
定
め
器
放
射
線
量
率
以
下
で

　
あ
る
も
の
を
除
く
。
）
と
す
る
。

　
～
　
サ
イ
ク
ロ
ト
ロ
ン

　
　
　
　
　
　
　
ト

ニ　
　
シ
ン
ク
ロ
　
　
ロ
ン

三　
　
シ
ン
ク
ロ
サ
イ
ク
ロ
ト
ロ
ン

四　
　
直
線
加
速
装
置

五　
　
べ
…
タ
ト
ロ
ソ

　
　
フ
ァ
ン
・
デ
・
グ
ラ
ー
フ
型
加
速
装
置

六　
　
コ
ッ
ク
ク
ロ
フ
ト
・
ワ
ル
ト
ン
型
加
速
装
置

七　
　
そ
の
他
荷
電
粒
子
を
加
速
す
る
こ
と
に
よ
り
放
射
線
を
発
生
さ
せ
る
装

八　
置
で
、
放
射
線
障
害
の
防
止
の
た
め
必
要
と
認
め
て
科
学
技
術
庁
長
官
が

指
齢
す
る
も
の
・

　
ω
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
等
の
数
量
を
定
め
る
件
第
一
条

　
②
　
放
魁
線
を
放
繊
す
る
斜
位
元
素
等
の
数
量
を
定
め
る
件
第
…
条
の
二

　
㈹
　
変
圧
墨
型
加
速
装
置
（
昭
和
三
十
九
年
．
科
学
技
術
庁
告
示
第
四
号
）

　
　
及
び
マ
イ
ク
ロ
ト
ロ
ン

果
五



放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
（
抄
）

○
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等

　
を
定
め
る
件
（
抄
）

〔

醐
鯉
無
郵
貯
紅
茸
嘉
〕

最
終
改
正
　
昭
和
五
六
年
五
月
十
六
臼
科
学
技
術
庁
告
示
第
六
号

　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
令

（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
百
五
十
九
号
）
及
び
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る

放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
五
年
総
理
府
令
第

第
五
十
六
号
）
の
規
定
に
基
づ
き
、
昭
和
三
十
三
年
科
学
技
術
庁
告
示
第
四
号

（
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
等
を
定
め
る
件
）
の
全
部
を
改
正
す

る
こ
の
告
示
を
次
の
よ
う
に
定
め
、
昭
和
三
十
五
年
十
月
皿
日
か
ら
適
用
す

る
。

（
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
数
量
及
び
濃
度
）

第
一
条
　
放
射
性
同
位
元
素
等
に
よ
る
放
射
線
障
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
施

　
行
令
（
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
｝
条
に
規
定
す
る
放
射
線
を
放
出
す
る

　
同
位
元
素
の
数
量
及
び
濃
度
は
、
数
量
に
つ
い
て
は
次
の
各
号
に
掲
げ
る
と

　
お
り
と
し
、
濃
度
に
つ
い
て
は
○
・
○
〇
ニ
マ
イ
ク
ロ
キ
ユ
リ
ー
毎
グ
ラ
ム

　
と
す
る
。
た
だ
し
、
自
然
に
賦
存
す
る
放
射
線
を
放
出
す
る
固
位
元
素
及
び

　
そ
の
化
合
物
並
び
に
こ
れ
ら
の
含
有
物
で
固
体
状
の
も
の
に
係
る
濃
度
に
つ

　
い
て
は
、
○
・
〇
一
マ
イ
ク
ロ
キ
ュ
リ
ー
毎
グ
ラ
ム
と
す
る
。

　
一
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
が
密
封
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ

五
八
六

　
て
、
そ
の
種
類
が
一
種
類
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ

　
る
種
類
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
旨
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
量

一一

@
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
が
密
封
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
っ

　
て
、
そ
の
種
類
が
二
種
類
以
上
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に

　
掲
げ
る
種
類
の
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
の
そ
れ
ぞ
れ
の
数
量
の
同

　
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
数
多
に
対
す
る
劉
合
の
和
が
一
と
な
る
よ
う
な
そ
れ

　
ら
の
数
量

三
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
で
密
封
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
百

　
マ
イ
ク
P
キ
ュ
リ
ー

種
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
類

数
　
　
　
量

ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
九
十
及
び
ア
ル
フ
ァ
線
を
放
出

○
・
一
マ
イ
ク
ロ

す
る
同
位
元
素
（
以
下
「
第
一
群
」
と
い
う
。
）

キ
ユ
リ
！

物
理
的
半
減
期
が
三
十
日
を
こ
え
る
放
射
線
を
放

出
す
る
問
位
元
素
（
水
素
三
、
ベ
リ
リ
ウ
ム
七
、

炭
素
十
四
、
　
い
お
う
｝
二
十
五
、
鉄
五
十
五
、
鉄
五

～
マ
イ
ク
ロ
キ
ユ

十
九
及
び
ス
ト
ロ
ン
チ
ウ
ム
九
十
並
び
に
ア
ル
フ

ほ
ノ
　
ー

ア
線
を
放
出
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
「
第
二
群
」

と
い
う
。
）

物
理
的
半
減
期
が
三
十
日
以
下
の
放
射
線
を
放
出

十
マ
イ
ク
p
キ
ユ
博
ノ
　
i



う　及十水 鉄　く

。び八素 五　　。
）　タ　　、　＝＝　　　「　リ　ク

十）
纒ﾀウ　ロ　ベ （　び

ム　ム　リ 以　に

二五　リ 下　い

百十　ウ 「　お

一　　一　　ム 第　う

（　’七 三　三

隅ゲ　’ 群十
下ル炭 L　五
「マ　素 と　　’

第　二　十 い鉄
四　ウ　四 う　五

群　ム　’ 〇十
一　七　ふ ）　五
と　十　つ 及

い一素 び

り　百

【　マ

イ

ク

口

±

　
四
　
放
射
線
を
放
出
す
る
同
位
元
素
で
時
計
そ
の
他
の
機
器
又
は
装
置
以
外

　
　
の
物
に
密
封
さ
れ
た
も
の
（
放
電
管
、
煙
感
知
器
そ
の
他
の
機
器
又
は
装

　
　
置
に
装
備
さ
れ
た
も
の
を
除
く
。
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
集
合
し
た
も

　
　
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
集
縛
し
た
も
の
ご
と
に
百
マ
イ
ク
ロ
キ
ユ
リ
…

（
放
射
性
発
生
装
置
に
係
る
放
射
線
量
率
）

第
【
条
の
二
　
令
第
二
条
各
号
列
記
以
外
の
部
分
に
規
定
す
る
放
射
線
量
率
は
、

　
○
・
〇
六
ミ
リ
レ
ム
毎
時
と
す
る
。
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放射線の量等の単位及び換算表
　　　　　　　　　　　　　　（IAEA－TRS－218）

陰　S1単位　名称〈紀号〉　　　・ lB単位名く記号〉

放射能 ・　　S曽踵　　ベクレル　＜Bq＞　　・ キュリー　〈C玉〉

照射線貴　・ C・kg轡ユ　　　なし　　　　　　　　・ レンげン　＜R＞

吸収線量 ・　」・kg弓　　グレイ　＜Gy＞ ・　　　　ラ　ド　　　＜rad＞

線貴当量 ・　」・kg喩真　シーベルト　＜Sv＞　・ レム　〈re鵬〉

放射能：1Bq篇1s曽1
　　　　　　　：　1Ci＝＝3．7　x　10薯O　s曽9

照射線量

キュリー｝ベクレル

…鴛註…櫓1…

　　kCi　　　τBq
　　　Ci　　　GBq
　　mCi　　　｝旧q

　　μCi　　　　kBq

　　nCi　　　　Bq

1i　iiii

：　（　C阜k99監　）

＝1R＝2．58x1〔ド4 ¢・kg“1

ベクレル；キュリー

…… 轣f煤G1

3
4
5
5
7
8
9
0

　
　
　
　
　
　
　
玉

8王

108
135

162

189

215
243

270

（例） 2｛0｝mCi器74〔0）舗Bq 7GBq＝189爾C三

〔C・kg一口｝

’辰δ：滝＝；＋”噛

　C・kg弊覧

揃C・kg’監

μC・kg曹竃

nC・kg’監

gC・kg’l

fC・kg一1

　　　三

2
3
4
5
6
7
8
9
0

　
　
　
　
　
　
　
1

；レントゲン

1≦弓≧．…

i隠
｝。1

｝療

十　　．o，　，，，　，．層　，，齢

　　　3．8759「

一　
．
　
　
l

　
　
　
l

　
　
　
　
■

　
　
　
　
　
一

　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
　
i

　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
；

　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

7．？52

11．628

15．504

19．380

23．256

27，132

31．068

34．884

38．759

吸収線量 ＝　1Gy：篇1　J・kg願1

：　1rad　＝＝　100　er9・9■覧

線量当量

　グレイ
　　〈Gy＞
鹸・o　●●，　・●●　○◎，

　　　　』IGy

　　　　kGy

　　　　　Gy

　　　　煽Gy

　　　μGy

　　　　nGy

　　　　pGy

　　　　fGy

：H（Sv）　＝＝D〔Gy｝・Q・N

：｝…｛re揃｝鷺【｝〔rad）・Q・｝｛

　ラ　ド
　＜rad＞

　　Grad
　　』lrad

　　krad
　　　rad

　　随rad

　　μrad

　　nrad

　　prad

亘謬 1客、、野

’＋151．欄’

　　　　100krad

　　　　lGO　rad

　　　　ioO揺rad

　　　　100μrad

　　　　100nrad

　　　　lOO　prad

　　　　lOO　frad

1三頭

謙1

シマ認レト楼，。ぐ

灘難

単位の接豆－記号

10瞥田 10’15 19’監2 10’9 玉。冒6 10ロ3 100 103 106 109 10ロ 1085

　
O

a
敏

　
a

　f

fe而to

　P

P竃CO

n
aano

　μ　　　　　冊

銅icro　　　mili 　
O
k
U

　
k

M
nega

　G

9乳ga

T
tera

　P

peta
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